
平成28年 宮崎県定例県議会会議録２ 月

平成28年２月19日開会

平成28年３月16日閉会



- 1 -

平成28年２月宮崎県定例県議会会議録 目 次

２月19日（金曜日）

１．出席議員 3

１．地方自治法第121条による出席者 3

１．開 会 4

１．会議録署名議員指名 4

１．議会運営委員長審査結果報告 4

宮原義久議会運営委員長 4

１．会期決定 4

１．議案第１号から第76号まで上程 5

１．知事提案理由説明 5

自２月20日（土曜日）

至２月24日（水曜日）
休 会

２月25日（木曜日）

１．出席議員 15

１．地方自治法第121条による出席者 15

１．代表質問 16

丸山裕次郎議員質問（宮崎県議会自由民主党） 16

・知事の政治姿勢について

・県営電気事業みやざき創生基金について

・地方創生について

・公共施設等総合管理計画について

・活火山対策について

・地域医療構想について

・宮崎県環境計画の変更について

・グローバル戦略について

・水産振興について

・土木行政について

・公金の管理について

・県立病院事業について

・教育委員会について

・交通安全対策について

・税制改正大綱について

・ＴＰＰについて



- 2 -

・スポーツ戦略について

・新教育委員会制度について

・職員の不祥事について

・国民健康保険について

・森林行政について

・青島亜熱帯植物園について

・公職選挙法改正について

山下博三議員質問（宮崎県議会自由民主党） 41

・知事の政治姿勢について

・平成28年度当初予算について

・人口減少対策について

・物流対策について

・東九州新幹線について

・ふるさと納税について

・福祉保健行政について

・観光政策について

・フードビジネスの展開について

・畜産振興について

・農地中間管理事業について

・米政策について

・産業人財・地域人財の育成について

・鳥獣被害対策について

・県土整備について

・警察行政について

２月26日（金曜日）

１．出席議員 73

１．地方自治法第121条による出席者 73

１．代表質問 74

満行潤一議員質問（県民連合宮崎） 74

・知事の政治姿勢について

・交通網の整備について

・多言語対応について

・情報システム調達について

・子育ち支援について

・フッ化物洗口について



- 3 -

・地域医療の確保・充実について

・移住・若者定着について

・防災対策について

・林業・林産業の振興について

・警察音楽隊演奏会について

・教育の充実について

新見昌安議員質問（公明党宮崎県議団） 97

・知事の政治姿勢について

・子供を取り巻く環境の改善について

・中小企業支援について

・宮崎の魅力の発信について

・18歳選挙権と投票率向上について

・県立高校生の学力向上について

・奨学金の返還について

・警察行政について

・過去の質問のその後について

自２月27日（土曜日）
休 会

至２月28日（日曜日）

２月29日（月曜日）

１．出席議員 117

１．地方自治法第121条による出席者 117

１．一般質問 118

前屋敷恵美議員質問 118

・ＴＰＰ交渉問題について

・子供の貧困対策と子育て支援について

・医療・介護問題について

・ヒヤリングループの設置について

・知事の政治姿勢について

徳重忠夫議員質問 128

・地方創生について

・介護費用の縮減対策・介護職員不足について

・高校生の県内就職率向上対策について

・企業立地について

・農政問題について

・投票率について



- 4 -

・交通安全標語について

太田清海議員質問 141

・知事の政治姿勢について

・教育行政について

・警察行政について

・県土整備行政について

・福祉保健行政について

右松隆央議員質問 154

・ＴＰＰ対策と本県の農政課題について

坂口博美議員質問 167

・知事の政治姿勢について

・県営電気事業みやざき創生基金事業について

・改正品確法について

・水産政策について

・東九州新幹線整備について

３月１日（火曜日）

１．出席議員 183

１．地方自治法第121条による出席者 183

１．一般質問 184

図師博規議員質問 184

・知事の政治姿勢について

・ブランド観光地づくりへの取り組みについて

・２巡目国体と競技力強化対策について

・県学校教育改革推進協議について

渡辺 創議員質問 196

・土呂久公害について

・国体開催に向けた基本方針について

・奨学金制度の拡充について

・県内大学生の就職について

・「日本のひなた宮崎県」の推進状況について

後藤哲朗議員質問 210

・知事の政治姿勢について

・東九州軸の連携推進について

・ＪＲ県内各駅への自動改札機・ＩＣカード導入について

・みやざきジビエ普及拡大推進事業について



- 5 -

・ソーシャルビジネスについて

・地域福祉の推進について

・保育士等確保対策について

野﨑幸士議員質問 223

・「親亡き後」の問題について

・「下流老人」問題について

・飼料用米について

・河川環境について

・２巡目国体について

中野一則議員質問 234

・知事の政治姿勢について

・硫黄山の安全対策について

・ＴＰＰの農業への影響とその対策について

３月２日（水曜日）

１．出席議員 249

１．地方自治法第121条による出席者 249

１．一般質問 250

河野哲也議員質問 250

・林業活性化について

・農福連携について

・脳脊髄液減少症について

・家庭的養護の強化について

・保育人材の確保について

・“ひむか”の授業づくりについて

日髙陽一議員質問 260

・農水産業振興について

・海岸松林保護について

・少子化対策について

・難病対策について

・交通・物流対策について

・観光振興について

横田照夫議員質問 273

・農業政策について

・環境政策について

・三世代同居について



- 6 -

・入札制度等について

・難病支援対策について

原正三議員質問 286

・予算全般について

・農業問題について

・東アジア経済交流戦略について

・介護ロボットの導入について

・刑法犯対策について

１．議案第１号から第76号まで及び請願委員会付託 299

自３月３日（木曜日）
常任委員会（補正）

至３月４日（金曜日）

自３月５日（土曜日）
休 会

至３月６日（日曜日）

３月７日（月曜日）

１．出席議員 303

１．地方自治法第121条による出席者 303

１．企業局長発言 304

１．常任委員長審査結果報告（議案第46号から第76号まで） 304

清山知憲総務政策常任委員長 304

後藤哲朗厚生常任委員長 305

二見康之商工建設常任委員長 306

渡辺 創環境農林水産常任委員長 307

重松幸次郎文教警察企業常任委員長 308

1．討 論 309

来住一人議員 309

満行潤一議員 311

１．議案第46号、第63号及び第71号採決 312

１．議案第47号から第62号まで、第64号から第70号まで及び第72号から第76号

まで採決 312

１．議案第77号追加上程 313

１．知事提案理由説明 313

自３月８日（火曜日）
常任委員会（当初）

至３月11日（金曜日）

自３月12日（土曜日）
休 会

至３月13日（日曜日）



- 7 -

３月14日（月曜日） 特別委員会

３月15日（火曜日） 休 会

３月16日（水曜日）

１．出席議員 317

１．地方自治法第121条による出席者 317

１．常任委員長審査結果報告（議案第１号から第45号まで及び請願） 318

清山知憲総務政策常任委員長 318

後藤哲朗厚生常任委員長 320

二見康之商工建設常任委員長 322

渡辺 創環境農林水産常任委員長 325

重松幸次郎文教警察企業常任委員長 327

１．討 論 329

来住一人議員 329

前屋敷恵美議員 331

１．議案第１号、第31号及び第39号から第41号まで採決 333

１．議案第２号から第30号まで、第32号から第38号まで及び第42号から第45号

まで採決 333

１．請願第９号採決 333

１．請願第10号から第13号まで採決 333

１．請願第７号及び第８号採決 334

１．閉会中の継続審査及び継続調査案件採決 334

１．討 論 334

前屋敷恵美議員 334

１．議案第77号採決 335

１．特別委員長調査結果報告 335

押川修一郎総合交通・観光・経済対策特別委員長 335

髙橋 透地方創生対策特別委員長 338

右松隆央宮崎のこども対策特別委員長 340

１．議員発議案送付の通知 343

１．議員発議案第１号から第７号まで追加上程 344

１．議員発議案第１号から第４号まで、第６号及び第７号採決 344

１．議員発議案第５号提案理由説明 344

右松隆央宮崎のこども対策特別委員長 344

１．議員発議案第５号採決 345

１．閉 会 345



- 8 -

１．資 料 347

平成28年２月定例県議会日程 349

議案送付文書 350

代表質問時間割 353

一般質問時間割 354

議案委員会審査結果表(平成27年度補正予算関係） 355

議案・請願委員会審査結果表(平成28年度当初予算関係） 357

閉会中の継続審査・調査申出一覧 360

１．議案議決件名一覧表 361

１．議員発議案等 367

宮崎県議会情報公開条例の一部を改正する条例 369

奨学金制度の充実を求める意見書 376

医療等に係る消費税問題の抜本的解決を求める意見書 377

知的障がい者が安心して暮らせる入所施設の充実を求める意見書 378

宮崎県家庭教育支援条例 379

高速自動車国道等の早期整備を求める意見書 384

北朝鮮による日本人拉致問題の完全解決を求める意見書 385

１．請願一覧表 387

１．議事経過 407



２月19日（金）



- -3

平 成 2 8 年 ２ 月 1 9 日 （ 金 曜 日 ）

午前 時０分開会10

出 席 議 員（ 名）39
（ ）1番 有 岡 浩 一 愛みやざき

（ ）2番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）3番 来 住 一 人 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）4番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）5番 岩 切 達 哉 同

（ ）6番 右 松 隆 央 宮崎県議会自由民主党

（ ）7番 二 見 康 之 同

（ ）8番 清 山 知 憲 同

（ ）9番 島 田 俊 光 同

（ ）10番 日 高 博 之 同

（ ）11番 野 﨑 幸 士 同

（ ）12番 日 髙 陽 一 同

（ ）13番 星 原 透 同

（ ）14番 西 村 賢 無所属の会

（ ）15番 図 師 博 規 愛みやざき

（ ）16番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）17番 前屋敷 恵 美 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）18番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）19番 髙 橋 透 同

（ ）20番 中 野 一 則 宮崎県議会自由民主党

（ ）21番 横 田 照 夫 同

（ ）22番 押 川 修一郎 同

（ ）23番 宮 原 義 久 同

（ ）24番 黒 木 正 一 同

（ ）25番 松 村 悟 郎 同

（ ）26番 後 藤 哲 朗 同

（ ）27番 徳 重 忠 夫 無 所 属 ク ラ ブ

（ ）28番 新 見 昌 安 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 太 田 清 海 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 井 上 紀代子 同

（ ）32番 緒 嶋 雅 晃 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 山 下 博 三 同

（ ）34番 丸 山 裕次郎 同

（ ）35番 外 山 衛 同

（ ）36番 坂 口 博 美 同

（ ）37番 原 正 三 同

（ ）38番 井 本 英 雄 同

（ ）39番 中 野 明 同

地方自治法第 条による出席者121
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 茂 雄 二

総 務 部 長 成 合 修

危 機 管 理 統 括 監 金 丸 政 保

福 祉 保 健 部 長 桑 山 秀 彦

環 境 森 林 部 長 大 坪 篤 史

商工観光労働部長 永 山 英 也

農 政 水 産 部 長 郡 司 行 敏

県 土 整 備 部 長 図 師 雄 一

会 計 管 理 者 舟 田 美揮子

企 業 局 長 四 本 孝

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

財 政 課 長 阪 本 典 弘

教 育 委 員 長 島 原 俊 英

教 育 長 飛 田 洋

公 安 委 員 長 山 﨑 殖 章

警 察 本 部 長 野 口 泰

代 表 監 査 委 員 高 橋 博

人 事 委 員 長 村 社 秀 継

事務局職員出席者

事 務 局 長 日 隈 俊 郎

事 務 局 次 長 奥 野 信 利

議 事 課 長 亀 澤 保 彦

議 事 課 長 補 佐 伊 豆 雅 広

議 事 担 当 主 幹 松 吉 浩

議 事 課 主 査 松 本 英 治

議 事 課 主 任 主 事 森 本 征 明



- 4 -

開 会◎

これより平成28年２月定例県○星原 透議長

議会を開会いたします。

本日の会議を開きます。

会議録署名議員指名◎

会議録署名議員に、清山知憲○星原 透議長

議員、井上紀代子議員を指名いたします。

議会運営委員長審査結果報告◎

まず、会期の決定について議○星原 透議長

題といたします。

今期定例会の会期日程に係る議会運営委員長

の審査結果報告を求めます。議会運営委員会、

宮原義久委員長。

〔登壇〕 おはようございま○宮原義久議員

す。御報告をいたします。

閉会中の去る２月12日の議会運営委員会にお

いて、本日招集されました平成28年２月定例県

議会の会期日程等について協議をいたしまし

た。

今期定例会に提案されます知事提出議案は合

計76件、その内訳は、当初予算19件、補正予

算17件、条例32件、予算・条例以外８件であり

ます。このほか３件の報告があります。またさ

らに、教育長の任命同意に係る議案が追加提案

される予定であります。

これら提出議案の内容等を踏まえ、当委員会

において審査をいたしました結果、会期につい

ては、本日から３月16日までの27日間とするこ

とに決定いたしました。なお、会議日程は、お

手元に配付されております日程表のとおりであ

ります。

今期定例会は、２月25日から２日間の日程で

代表質問、２月29日から３日間の日程で一般質

問を行います。代表質問については、質問人数

を４名とし、質問順序及び時間は、まず、自由

民主党120分以内、次に、県民連合宮崎60分以

内、続いて、公明党40分以内といたします。一

般質問につきましては、質問人数を14名以内と

し、質問順序は、24日が締め切りとなっている

通告書の提出を待って決定いたします。質問時

間は、１人30分以内といたします。

一般質問終了後、議案・請願について所管常

任委員会への付託を行います。まず、３月３日

から２日間の日程で常任委員会を開催していた

だき、付託された議案のうち補正関連議案を審

査の上、３月７日の本会議において各常任委員

長の審査結果報告及び採決を行います。その

後、３月８日から４日間の日程で同じく各常任

委員会で当初関連議案等を審査の上、３月16日

の最終日の本会議において議案・請願の審査結

果報告及び採決を行います。また、同じく最終

日には、今年度設置しております３つの特別委

員会の調査結果報告を行います。

なお、議員から提出される議案の取り扱い及

び特別委員会につきましては、日程表に記載の

とおりであります。

議員各位におかれましては、円滑な議会運営

に特段の御協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。

以上で、当委員会の報告を終わります。〔降

壇〕

議会運営委員長の報告は終わ○星原 透議長

りました。

質疑の通告はありません。

会期決定◎

会期についてお諮りいたしま○星原 透議長

平成28年２月19日(金)
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す。

今期定例会の会期は、ただいまの議会運営委

員長の報告のとおり、本日から３月16日まで

の27日間とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○星原 透議長

ように決定いたしました。

本日からの日程は、お手元に配付の日程表の

とおりであります。〔巻末参照〕

議案第１号から第76号まで上程◎

次に、お手元に配付のとお○星原 透議長

り、知事から議案第１号から第76号までの各号

議案の送付を受けましたので、これらを一括上

程いたします。〔巻末参照〕

知事提案理由説明◎

ここで、知事に提案理由の説○星原 透議長

明を求めます。

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。平成28年２月定例県議会の開会に当た

りまして、まず、冒頭におわびを申し上げま

す。

先般、相次いで発生しました知事部局を初め

とする職員の不祥事につきましては、県政に対

する信頼を大きく失墜させるものであり、改め

て県議会を初め県民の皆様に心よりおわび申し

上げます。

私は、みずから先頭に立って、改めて綱紀保

持の徹底を図り、職員一丸となって県民の皆様

の信頼回復に全力で努めてまいります。

それでは、今後の県政運営に関する所信の一

端を申し上げますとともに、ただいま提案いた

しました平成28年度の予算案並びにその他の議

案について、その概要を御説明申し上げます。

我が国は、本格的な人口減少社会の到来、高

齢化の進展、ＴＰＰの大筋合意を初めとする国

際競争の激化、国・地方を通じた厳しい財政事

情など、多くの課題を抱える中、個性豊かで魅

力ある地域社会の実現に向けた地方創生の取り

組みが本格化しております。

本県におきましても、昨年９月に策定した

「宮崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略」に

基づき、本県の特色や優位性を最大限に生か

し、市町村や県民の皆様とも連携して、地方創

生の取り組みを加速化させていくこととしてお

ります。

また、東九州自動車道などインフラ整備の着

実な進展、新たな国際定期航空路線やＬＣＣの

就航、大型クルーズ船の相次ぐ寄港、さらには

ミラノ国際博覧会への出展、ジェトロ宮崎貿易

情報センターの開設など、国内外に向けて飛躍

する基盤が順調に整っているところでありま

す。今後とも、ＴＰＰ協定の動向を注視しつ

つ、東京オリンピック・パラリンピックも見据

え、さまざまな分野でグローバルな展開をさら

に進めていくこととしております。

一方で、口蹄疫発生から５年が経過しました

が、被害の中心となった西都・児湯地域の状況

を見ますと、必ずしも復興をなし遂げたと言え

る状況にはありません。また、国際的なテロの

脅威を幾度となく目の当たりにするとともに、

国内でも大規模な自然災害が発生をしておりま

す。改めて「常在危機」の意識のもと、あらゆ

る災害リスクへの備えを図っていく必要がある

と考えております。

本年は、これらを念頭に、攻めの姿勢で直面

する課題の解決に取り組むとともに、宮崎の魅

力、活力を「日本のひなた宮崎県」のキャッチ

フレーズとともに力強く発信してまいります。
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このところ、さまざまな施策の効果が着実に

実感できるようになってきておりますが、こと

しは、それをさらに大きなうねりとし、本県に

とって躍動の年となるよう、引き続き県民の皆

様の声に真摯に耳を傾け、全力で取り組んでま

いりますので、県議会の皆様を初め、県民の皆

様のより一層の御理解と御協力をお願い申し上

げます。

続きまして、提案いたしました議案の御説明

に先立ち、２点ほど御報告をさせていただきま

す。

１点目は、ＴＰＰ協定への対応についてであ

ります。

国においては、昨年11月に「総合的なＴＰＰ

関連政策大綱」が策定されるとともに、ことし

１月には、大綱実現に向けた施策を含む平成27

年度補正予算が成立しております。

これらも踏まえ、本県におきましても、ＴＰ

Ｐ協定が本県に与える影響について試算を行い

ますとともに、「宮崎県ＴＰＰ対応基本方針」

を取りまとめたところであります。

ＴＰＰ協定につきましては、そのプラス効果

を最大限に発揮させるとともに、マイナスの影

響をいかに最小限にとどめるかということが何

より重要であります。今後とも、国に対して大

綱の確実な実施を強く要望するとともに、本県

としても必要な対策を講じてまいりたいと考え

ております。

２点目は、高千穂郷・椎葉山地域の世界農業

遺産認定についてであります。

昨年12月、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町、

諸塚村及び椎葉村の５町村で構成される「高千

穂郷・椎葉山地域」が国連食糧農業機関（ＦＡ

Ｏ）から世界農業遺産の認定を受けました。

この地域に広がる美しい棚田や森林、神楽を

初めとする伝統文化、そして、それらを維持し

てきた地域の強いきずなが山間地域のモデルと

して世界的に認められたものであり、大変喜ば

しく、光栄に思っております。認定に向け、取

り組みを進めてこられました関係者の皆様、御

支援をいただきました方々、そして地域の皆様

に、改めて感謝と敬意を表したいと思います。

世界農業遺産の認定は、地域の方々の大きな

自信と誇りとなりますとともに、この地域の重

要性やその価値を国内外に広く発信できますこ

とから、さまざまな波及効果が生まれ、地域活

性化につながることが期待されます。認定を契

機としまして、伝統的な農林業等の一層の保全

・継承、認定を生かした地域活性化等に、地域

と一体となって取り組んでまいります。

それではまず、今議会に提案いたしました平

成28年度当初予算案につきまして御説明申し上

げます。

平成28年度当初予算案編成に当たりまして

は、財政改革の着実な実行、平成28年度重点施

策の推進、役割分担等を踏まえた施策の推進を

基本方針といたしました。

その上で、当初予算案につきましては、「第

四期財政改革推進計画」を着実に実行しなが

ら、選択と集中の理念のもと、人口減少問題や

地域経済の活性化、県民の安全・安心の確保な

どの課題に的確に対応する施策の積極的な推進

を図る「躍動する『みやざき新時代』予算」と

して編成したところであります。

このような方針に基づき編成いたしました結

果、一般会計5,820億7,200万円、特別会計1,135

億5,312万9,000円、公営企業会計442億8,468

万6,000円となります。

なお、一般会計につきましては、平成27年度

肉づけ後の予算額と比較して16.6％の減となり



- 7 -

平成28年２月19日(金)

ますが、27年度は、特殊要因として口蹄疫対策

転貸債等の償還金1,200億円を計上しておりまし

たので、この償還金を除いた場合と比較します

と0.7％の増となっており、実質的には３年連続

で対前年度比プラスとなります。

この中で、極めて厳しい財政状況にあります

が、地方創生に向けた取り組みの加速化や県民

の安全・安心の確保を図る取り組みなどを積極

的に推進する観点から、28年度においても特別

枠を設け、公共事業を45億円、新たに設置する

「県営電気事業みやざき創生基金」及び27年度

予算で追加造成を行った「大規模災害対策基

金」を活用した事業を18.8億円、総額63.8億円

規模の追加措置をすることといたしました。

このうち公共事業の追加措置につきまして

は、全県的にきめ細かな事業を展開することの

できる県単独事業を25億円上乗せし、対前年度

比5.4％増としたところであります。

また、補助・交付金事業につきましても、20

億円を上乗せすることで前年度と同規模の事業

費を確保しており、これらの公共事業の執行に

よりまして、県民の安全・安心を確保するため

の防災・減災対策等を実施するとともに、県内

各地域において経済波及効果を喚起してまいり

たいと考えております。

さらに、公共事業以外の措置でありますが、

企業局による新たな地域貢献事業として、電気

事業会計の地方振興積立金を財源に「県営電気

事業みやざき創生基金」を創設し、28年度か

ら30年度にかけて毎年度10億円、３年間で総

額30億円を積み立てるとともに、28年度からの

５年間で、地方創生の加速化や口蹄疫からの復

興達成としての畜産新生に向けた取り組みに加

え、国体開催に向けた施設整備の方針が決定さ

れた後には、その整備にも活用していくことと

しております。

また、「大規模災害対策基金」を活用し、災

害等の際に的確に行動できる人材の育成や、広

域連携体制の整備等を前倒しで実施することに

より、防災・減災対策のさらなる強化も図って

いくこととしております。

以下、平成28年度当初予算案の主なものにつ

いて御説明申し上げます。

平成28年度当初予算案におきましては、本県

の新時代を牽引する産業づくりや県内産業の生

産性向上・高付加価値化、物流ネットワークの

充実を図る「みやざき新時代チャレンジ産業づ

くり」、発信力の強化と地域の誇りの醸成や次

代につなぐ持続可能な地域づくり、みやざき学

・地元学の展開などによる人財育成を図る「世

界ブランドのふるさとみやざきづくり」、移住

・ＵＩＪターンの推進、都市との連携協定を生

かした対流づくりを図る「２つのふるさとづく

り」、そして、ライフステージに応じた多様な

支援策の充実強化、仕事と生活の調和した環境

づくりを図る「子育ての希望を叶える県づく

り」の４つを重点施策と位置づけ、予算編成を

行ったところであります。

まず１点目は、「みやざき新時代チャレンジ

産業づくり」であります。

成長分野の企業を産学金官が連携して支援す

る体制の充実強化を図るとともに、成長性の高

いベンチャーの発掘・育成への取り組み、観光

地経営の視点に立った戦略策定や成果検証等を

担う「宮崎版ＤＭＯ」の構築を目指した取り組

みなど、「本県の新時代をけん引する産業づく

り」を進めてまいります。

また、地域経済を牽引することが期待される

企業等の育成を図るために、関係機関が連携し

て集中的に支援を行うとともに、水産試験場が
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開発した本県オリジナルの海況情報「海の天気

図」の高度化や、平成29年に宮城県で開催され

る全国和牛能力共進会で３連覇をかち取るため

の総合的な対策など、「県内産業の生産性向上

・高付加価値化」を進めてまいります。

さらに、引き続き、高速道路の整備促進や長

距離フェリーの利用促進など「物流ネットワー

クの充実」にも取り組んでまいります。

２点目は、「世界ブランドのふるさとみやざ

きづくり」であります。

まず、民間事業者との連携による「日本のひ

なた宮崎県」のキャッチフレーズ等を活用した

商品開発や情報発信を展開するとともに、世界

農業遺産の認定を生かした高千穂郷・椎葉山地

域の活性化を図るスタートアップ事業や、美し

い宮崎づくりの推進を図る県民協働による沿道

修景美化の取り組みなど、「発信力の強化と地

域の誇りの醸成」を図ってまいります。

また、ジビエの普及拡大に向けた関係者によ

る一体的な取り組みや、性暴力被害者に対する

総合支援窓口の設置、健康寿命の延伸を図るロ

コモティブシンドローム予防運動の普及啓発、

特別支援学校高等部生の就労・自立支援、運転

免許センターにおける高齢者等からの運転適性

相談に係る体制の強化など、「次代につなぐ持

続可能な地域づくり」を進めてまいります。

さらに、イタリア・ミラノで発見された伊東

マンショ肖像画等の展覧会の開催や、中山間地

域等における県立美術館所蔵作品の展示など、

「みやざき学・地元学の展開などによる人財育

成」も進めてまいります。

３点目は、「２つのふるさとづくり」であり

ます。

まず、総合計画に掲げる本県が持つ豊かさを

指標化し、県内外へ発信するとともに、「宮崎

ひなた暮らしＵＩＪターンセンター」の一層の

活用促進、県内企業と学校が連携した高校生の

県内就職を促進させる取り組みなど、「移住・

ＵＩＪターンの推進」に取り組んでまいりま

す。

また、県産材の利用促進のため、県外住宅メ

ーカーと県内企業が連携して行う「みやざきス

ギ」仕様の住宅の販促支援など、「都市との連

携協定を生かした対流づくり」も進めてまいり

ます。

４点目は、「子育ての希望を叶える県づく

り」であります。

まず、障がいのある幼児の受け入れや預かり

保育を実施する私立幼稚園等への支援や、社会

的養護を必要とする児童に対する家庭的養育環

境の提供、児童生徒のさまざまな問題に対応す

るスクールソーシャルワーカーの増員・充実な

ど教育相談体制の拡充、県立図書館の本の利用

向上を図るための新たな図書流通システムの構

築等の「日本一の読書県」を目指した取り組み

など、「ライフステージに応じた多様な支援策

の充実・強化」に取り組むこととしておりま

す。

また、女性の再就職やさまざまな分野への進

出の支援を行うなど、「仕事と生活の調和した

環境づくり」も進めてまいります。

以上、当初予算案の概要について御説明申し

上げましたが、これに要します一般会計の歳入

財源は、県税946億9,000万円、地方交付税1,827

億300万円、国庫支出金849億9,293万5,000円、

県債586億9,380万円、その他1,609億9,226

万5,000円であります。

次に、予算以外の議案について御説明いたし

ます。

議案第20号「地方警察職員の定員に関する条



- 9 -

平成28年２月19日(金)

例の一部を改正する条例」は、警察法施行令の

一部改正による地方警察職員たる警察官の都道

府県警察ごとの定員の基準の改正に伴い、本県

警察官の定員について必要な改正を行うもので

あります。

議案第21号「使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例」は、青島亜熱帯植物園の学

習室使用料や行政不服審査法の改正に伴う審査

請求に係る書面の写しの交付手数料等を新設す

るとともに、青島亜熱帯植物園大温室の入館料

を無料とするなど、当該使用料の廃止等の改正

を行うものであります。

議案第22号「宮崎県犬取締条例の一部を改正

する条例」は、犬の抑留中の飼育管理及び返還

に要する費用を手数料として徴収することに伴

い、関係規定の改正を行うものであります。

議案第23号「警察関係使用料及び手数料徴収

条例の一部を改正する条例」は、風俗営業等の

規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改

正に伴い、特定遊興飲食店営業の許可申請手数

料等を新設するものであります。

議案第24号「宮崎県就農支援資金特別会計条

例を廃止する条例」は、青年等の就農促進のた

めの資金の貸付け等に関する特別措置法の廃止

に伴い、県による就農支援資金の新たな貸し付

けを行わないことから、特別会計を廃止するも

のであります。

議案第25号「県営電気事業みやざき創生基金

条例」は、地方創生の推進を初めとする地域活

性化の取り組みを重点的に実施するための基金

を創設する条例を制定するものであります。

議案第26号「宮崎県後期高齢者医療財政安定

化基金条例の一部を改正する条例」は、国が定

める後期高齢者医療財政安定化基金の標準拠出

率の見直しに伴い、宮崎県後期高齢者医療広域

連合から徴収する拠出金の拠出率を変更するも

のであります。

議案第27号「公の施設に関する条例の一部を

改正する条例」は、宮崎県消費生活センターの

設置等について、宮崎県民の消費生活の安定及

び向上に関する条例に規定されること等に伴

い、関係規定の改正を行うものであります。

議案第28号「宮崎県民の消費生活の安定及び

向上に関する条例の一部を改正する条例」は、

消費者安全法の改正に伴い、宮崎県消費生活セ

ンターの組織及び運営等に関する事項について

条例で定めることとされたため、関係規定の改

正を行うものであります。

議案第29号「宮崎県情報公開条例及び宮崎県

個人情報保護条例の一部を改正する条例」は、

行政不服審査法の改正に伴い、開示決定等に対

する審査請求に関する規定等の改正を行うもの

であります。

議案第30号「職員の退職管理に関する条例」

は、地方公務員法の一部改正に伴い、営利企業

等に再就職した元職員による職員への働きかけ

の禁止など、必要な事項を定める条例を制定す

るものであります。

議案第31号「宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する条例」は、住民

の利便性の向上及び事務処理の効率化の観点か

ら、知事の権限に属する事務のうち、農地等の

転用に係る事務について、取り扱いを希望する

市に権限を移譲するための改正等を行うもので

あります。

議案第32号「障がいのある人もない人も共に

暮らしやすい宮崎県づくり条例」は、障害を理

由とする差別の解消の推進に関する法律の趣旨

を踏まえ、障がいを理由とする不利益な取り扱

いの禁止など、差別の解消に関し、必要な事項
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を定める条例を制定するものであります。

議案第33号「興行場に関する条例の一部を改

正する条例」は、興行場法第２条、第３条関係

基準条例準則の改正に伴い、喫煙所の設置を任

意とするなど関係規定の改正を行うものであり

ます。

議案第34号「宮崎県中小企業振興条例の一部

を改正する条例」は、本県の小規模企業が果た

している重要な役割を踏まえ、その振興を図る

に当たっての基本理念や基本方針に関する規定

等を追加するものであります。

議案第35号「建築基準法施行条例の一部を改

正する条例」は、建築基準法の一部改正に伴

い、建築審査会の委員の任期等に関する規定を

追加するものであります。

議案第36号「風俗営業等の規制及び業務の適

正化等に関する法律施行条例の一部を改正する

条例」は、風俗営業等の規制及び業務の適正化

等に関する法律の一部改正に伴い、特定遊興飲

食店営業に関する規定の追加等の改正を行うも

のであります。

議案第37号「宮崎県暴力団排除条例の一部を

改正する条例」は、学校教育法の一部改正に伴

い、必要な改正を行うものであります。

議案第38号は、「包括外部監査契約の締結に

ついて」、地方自治法第252条の36第１項の規定

により、議会の議決に付するものであります。

議案第39号から議案第41号までは、平成28年

度の林道事業、農政水産関係建設事業及び土木

事業に要する経費に充てるため、市町村負担金

を徴収することについて、地方財政法第27条第

２項等の規定により、議会の議決に付するもの

であります。

議案第42号から議案第45号までは、宮崎県子

どもの貧困対策推進計画の策定並びに宮崎県地

域福祉支援計画、宮崎県環境計画及び宮崎県森

林・林業長期計画の変更について、宮崎県行政

に係る基本的な計画の議決等に関する条例第３

条の規定により、議会の議決に付するものであ

ります。

次に、別冊にて同時に提案いたしております

平成27年度補正予算案及びその他の議案につい

て、その概要を御説明申し上げます。

今回の補正予算案は、国の平成27年度補正予

算及び公共事業費等の国庫補助決定に伴うも

の、その他必要とする経費について措置するも

のであります。

補正額は、一般会計減額84億8,271万4,000

円、特別会計減額４億3,516万1,000円、公営企

業会計１億8,711万9,000円であります。この結

果、平成27年度の一般会計歳入歳出予算規模

は、6,979億6,430万円となります。

一般会計は約85億円の減額となりますが、こ

のうち、国の補正予算に伴う経費として153

億3,616万7,000円を計上しておりますので、以

下、その主なものについて御説明申し上げま

す。

まず、公共事業につきましては、国から補助

を受けて実施する道路や河川、土地改良、造林

事業等の補助・交付金事業と直轄事業への負担

金を合わせまして、約100億円を措置することと

しております。

また、「一億総活躍社会」の実現等を目指す

事業として、地域医療介護総合確保基金への積

み増しや、介護人材・保育人材の確保を図るた

めの修学資金等の貸付事業の支援を行うととも

に、地方創生加速化交付金を活用する事業とし

て、健康に着目した新たな成長産業の創出や、

県内産業を支える多様な労働力の確保、世界農

業遺産に認定された高千穂郷・椎葉山地域のプ
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ロモーション等の支援などを行うこととしてお

ります。

また、ＴＰＰ対策関連事業として、地域農業

の担い手となる経営体が行う農業用機械等の導

入支援と農地の生産性の向上等を図る公共土地

改良事業を計上しております。

なお、地方創生加速化交付金については、事

業の円滑な執行のため、交付決定前ではありま

すが、国の指示もあり、予算に計上させていた

だいておりますことから、実際の執行は、３月

末までに決定・通知される見込みである交付決

定額の範囲内で行うこととしております。

さらに、国の補正予算に伴うもの以外としま

して、松くい虫被害の蔓延防止を図るための経

費や、「ふるさと宮崎応援寄附金」の増収に伴

う返礼品の経費の増額等を計上しております。

以上、補正予算案の概要について御説明申し

上げましたが、これに要します一般会計の歳入

財源は、県税50億1,000万円、地方消費税清算

金56億2,639万円、地方交付税19億7,397万9,000

円、国庫支出金減額78億4,996万4,000円、繰入

金減額69億3,800万3,000円、県債減額８億4,488

万6,000円、その他減額54億6,023万円でありま

す。

次に、平成27年度予算の翌年度への繰り越し

についてであります。

国の補正予算に係る事業について事業実施期

間が不足することなどの事情から、歳入歳出予

算を翌年度に繰り越して執行するものでありま

す。

次に、債務負担行為についてであります。

県単独の道路事業や河川事業等について、今

年度中の支出を伴わない債務負担行為、いわゆ

るゼロ県債を10億円余設定しており、国のゼロ

国債を受けて行う道路事業や漁港事業等の約４

億円と合わせ、平成28年度当初予算計上の公共

事業の年度内の早期発注及び施工時期の平準化

を図ることとしております。

次に、特別議案の概要について御説明申し上

げます。

議案第63号「県税の課税免除等の特例に関す

る条例の一部を改正する条例」は、地域再生法

の一部改正に伴い、同法に基づき県税の不均一

課税を行った場合の減収額について地方交付税

の対象となることから、関係規定の改正を行う

ものであります。

議案第64号「国営大淀川左岸土地改良事業負

担金徴収条例等を廃止する条例」は、国営大淀

川左岸土地改良事業等に係る関係市町及び受益

者からの負担金について徴収が完了したことか

ら、関係する条例を廃止するものであります。

議案第65号「都市公園条例の一部を改正する

条例」は、学校教育法の一部改正に伴い、同法

で定める学校に「義務教育学校」が追加される

こと等から、関係規定の改正を行うものであり

ます。

議案第66号「教育関係使用料及び手数料徴収

条例の一部を改正する条例」及び議案第74号

「教育関係の公の施設に関する条例の一部を改

正する条例」は、銃砲刀剣類所持等取締法の一

部改正に伴い、宮崎県ライフル射撃競技場のエ

アーライフル射場に係る使用料及び利用料金の

徴収対象者を変更するなど、関係規定の改正を

行うものであります。

議案第67号「職員の給与に関する条例等の一

部を改正する条例」及び議案第69号「市町村立

学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正

する条例」は、平成27年度人事委員会勧告等を

踏まえ、一般職の給与改定等を行うため、関係

する条例の改正を行うものであります。
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議案第68号「議会の議員の給与等に関する条

例等の一部を改正する条例」は、国の特別職の

給与改定状況等を踏まえ、本県特別職に係る期

末手当の支給月数の改定を行うため、関係する

条例の改正を行うものであります。

議案第70号「宮崎県地域自殺対策緊急強化基

金条例の一部を改正する条例」は、事業終了に

伴う国への精算手続を行うため、基金の設置期

間を延長するものであります。

議案第71号「宮崎県国民健康保険財政安定化

基金条例」は、国民健康保険法に基づき、国民

健康保険の安定運営を図るための基金を創設す

る条例を制定するものであります。

議案第72号「宮崎県安心こども基金条例の一

部を改正する条例」は、基金事業の一部繰り越

し等に伴い、基金の設置期間を延長するもので

あります。

議案第73号「宮崎県緊急雇用創出事業臨時特

例基金条例の一部を改正する条例」は、執行残

額を国へ返還するため、基金処分の特例に関す

る規定の改正を行うものであります。

議案第75号「宮崎県住民基本台帳法施行条例

の一部を改正する条例」は、住民基本台帳法の

一部改正に伴い、県税等の賦課徴収に関する事

務が、住民基本台帳ネットワークを通じて本人

確認情報を利用できる事務として規定されたこ

とから、当該条例から関係規定を削除するもの

であります。

議案第76号「みやざき県民の住みよい環境の

保全等に関する条例の一部を改正する条例」

は、水質汚濁防止法の一部改正に伴い、引用条

項の改正を行うものであります。

以上、今回提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願い申し上げます。〔降壇〕

知事の説明は終わりました。○星原 透議長

あすからの日程をお知らせいたします。

あす20日から24日までは、議案調査等のため

本会議を休会いたします。

次の本会議は、25日午前10時開会、代表質問

であります。

本日はこれで散会いたします。

午前10時38分散会

平成28年２月19日(金)



２月25日（木）
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午前 時０分開議10

出 席 議 員（ 名）39
（ ）1番 有 岡 浩 一 愛みやざき

（ ）2番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）3番 来 住 一 人 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）4番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）5番 岩 切 達 哉 同

（ ）6番 右 松 隆 央 宮崎県議会自由民主党

（ ）7番 二 見 康 之 同

（ ）8番 清 山 知 憲 同

（ ）9番 島 田 俊 光 同

（ ）10番 日 高 博 之 同

（ ）11番 野 﨑 幸 士 同

（ ）12番 日 髙 陽 一 同

（ ）13番 星 原 透 同

（ ）14番 西 村 賢 無所属の会

（ ）15番 図 師 博 規 愛みやざき

（ ）16番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）17番 前屋敷 恵 美 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）18番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）19番 髙 橋 透 同

（ ）20番 中 野 一 則 宮崎県議会自由民主党

（ ）21番 横 田 照 夫 同

（ ）22番 押 川 修一郎 同

（ ）23番 宮 原 義 久 同

（ ）24番 黒 木 正 一 同

（ ）25番 松 村 悟 郎 同

（ ）26番 後 藤 哲 朗 同

（ ）27番 徳 重 忠 夫 無 所 属 ク ラ ブ

（ ）28番 新 見 昌 安 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 太 田 清 海 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 井 上 紀代子 同

（ ）32番 緒 嶋 雅 晃 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 山 下 博 三 同

（ ）34番 丸 山 裕次郎 同

（ ）35番 外 山 衛 同

（ ）36番 坂 口 博 美 同

（ ）37番 原 正 三 同

（ ）38番 井 本 英 雄 同

（ ）39番 中 野 明 同

地方自治法第 条による出席者121
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 茂 雄 二

総 務 部 長 成 合 修

危 機 管 理 統 括 監 金 丸 政 保

福 祉 保 健 部 長 桑 山 秀 彦

環 境 森 林 部 長 大 坪 篤 史

商工観光労働部長 永 山 英 也

農 政 水 産 部 長 郡 司 行 敏

県 土 整 備 部 長 図 師 雄 一

会 計 管 理 者 舟 田 美揮子

企 業 局 長 四 本 孝

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

財 政 課 長 阪 本 典 弘

教 育 委 員 長 島 原 俊 英

教 育 長 飛 田 洋

公 安 委 員 長 山 﨑 殖 章

警 察 本 部 長 野 口 泰

選 挙 管 理 委 員 長 後 藤 仁 俊

代 表 監 査 委 員 高 橋 博

人事委員会事務局長 亀 田 博 昭

事務局職員出席者

事 務 局 長 日 隈 俊 郎

事 務 局 次 長 奥 野 信 利

議 事 課 長 亀 澤 保 彦

議 事 課 長 補 佐 伊 豆 雅 広

議 事 担 当 主 幹 松 吉 浩

議 事 課 主 査 松 本 英 治

議 事 課 主 任 主 事 森 本 征 明
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代表質問◎

これより本日の会議を開きま○星原 透議長

す。

本日の日程は代表質問であります。

ただいまから代表質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

代表質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、宮崎県議会自由民主党、丸山裕次

郎議員。

〔登壇〕（拍手） おはよう○丸山裕次郎議員

ございます。自由民主党の丸山裕次郎です。

本日は２月25日ですが、多くの国立大学で前

期日程試験が行われております。受験生に負け

ないように、代表質問に当たり調査研究してま

いりましたので、明確な答弁を知事初め執行部

にはよろしくお願いいたします。

なお、本日は夕刊紙が初めて1969年に発刊さ

れた日ということで、「夕刊紙の日」のようで

あります。この代表質問がぜひ新聞等に大きく

取り上げられることをお願いしておきます。

それでは、通告に従い質問させていただきま

す。

まず、平成28年度当初予算について、知事に

お伺いいたします。現在、国会において平成28

年度当初予算について審議中ですが、経済再生

と財政健全化の両立する予算として、１つ目

に、一億総活躍社会の実現に向けて、希望出生

率1.8、介護離職ゼロに直結する子育て支援、介

護サービス等の充実、地方創生の本格化を図

る。２つ目として、持続可能な社会保障制度の

確立に向けて、社会保障費の伸びを経済・財政

再生計画の目安に沿って抑制するため、診療報

酬の適正化、改革工程を策定することを推進。

３つ目として、事前防災・減災対策の充実や老

朽化対策など国土強靱化の推進。４つ目とし

て、攻めの農林水産業に向けた施策を推進する

といった項目を基本とした、総額96兆7,000億円

の予算となっておりますが、まず、国の当初予

算に関してどのように評価しているのか。ま

た、本県の当初予算にどのように反映したの

か、知事にお伺いいたします。

本県の平成28年度当初予算総額は5,821億円余

となっており、ここ３年間を見ると積極的な予

算編成になっております。重点施策として、

「みやざき新時代チャレンジ産業づくり」「世

界ブランドのふるさとみやざきづくり」「２つ

のふるさとづくり」「子育ての希望を叶える県

づくり」の４本の柱にした狙いについて、知事

にお伺いいたします。

次に、平成27年度補正予算についてお伺いい

たします。一億総活躍社会の実現に向けて緊急

に実施すべき対策や、ＴＰＰ関連政策大綱実現

に向けた施策などを含む３兆5,000億円余の補正

予算が国会で成立しましたが、県としてこの補

正予算にどのように対応されたのか、知事にお

伺いいたします。

次に、今回新たに基金造成される県営電気事

業みやざき創生基金についてお伺いします。こ

れまでも県企業局から一般会計への貸し付けは

ありましたが、今回初めて地方振興積立金を財

源に一般会計へ繰り出しを行い、それをもと

に、地方創生の推進を初め地域活性化の取り組

みを重点的に展開するための県営電気事業みや

ざき創生基金が造成されます。そこで企業局長

に、一般会計への繰り出しに至った経緯と思い

についてお伺いいたします。

次に、地方創生についてお伺いいたします。

平成28年２月25日(木)
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県では、人口減少対策の一環として、出生

率2.07という極めて高い目標を設定し、地方創

生のトップランナーを目指すなどの「まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」を策定されました。

ことしは、地方創生の本格的展開を図る極めて

重要な年であります。地方創生を推し進める上

で重要な予算として、国の補正予算で措置した

全額国費の地方創生加速化交付金1,000億円、国

の当初予算で措置した補助２分の１の新型交付

金1,000億円。県で、先ほど述べました県営電気

事業みやざき創生基金がありますが、県として

今後どのように地方創生に取り組もうとしてい

るのか、総合政策部長にお伺いいたします。

次に、公共施設等総合管理計画についてお伺

いします。これまでも公共施設等総合管理計画

について議会で質問があり、「県としても、厳

しい財政状況や人口減少等を踏まえ、長期的な

視点を持って公共施設の更新、統廃合、長寿命

化などを計画的に行うことにより、財政負担の

軽減・平準化や公共施設等の適切な配置の実現

をするため、全庁的な組織を立ち上げ検討を進

め、今年度中に素案を取りまとめる」と答弁さ

れておりますが、具体的にはどのような検討が

行われ、どのような方針になるのか、総務部長

にお伺いいたします。

次に、活火山対策についてお伺いいたしま

す。新燃岳の約300年ぶりの大噴火から５年が経

過し、死者58名、今なお行方不明者５名という

戦後最悪の火山災害となった御嶽山噴火から約

１年半が過ぎようとしております。これらの活

火山の事案を受け、国において活動火山対策特

別措置法が昨年改正されました。そのような

中、桜島が数カ月ぶりに大噴火を起こし、本県

でも、霧島連山の硫黄山で火山性微動や火山ガ

スが観測され、硫黄山周辺に立入規制が出され

ました。また、本県及びえびの市などが、法に

基づく火山災害警戒地域に指定されておりま

す。そこで、法改正を受け、霧島山に関して、

県として今後どのように対応していくのか、危

機管理統括監にお伺いいたします。

次に、地域医療構想についてお伺いいたしま

す。地域医療構想は、本格的な人口減少社

会、2025年には団塊の世代が75歳以上になる超

高齢化社会を迎えることから、今後の地域医療

に大きな影響を与える医療構想となります。県

では、二次医療圏ごとに意見集約をする一環と

して、地域医療構想調整会議を開催しておりま

すが、昨年末に西諸地域医療調整会議を傍聴さ

せていただきました。会議を傍聴して、病床機

能ごとの病床数の変動や削減という、今後の地

域医療にとって大きな影響を与える構想なの

に、熟度が低いと感じてしまいました。これま

で県では、今年度中に地域医療構想を策定する

予定としておりましたが、現在の進捗状況と今

後のスケジュールはどうなるのかをお伺いしま

す。

またあわせて、県内各地の意見の集約状況並

びにそれらの意見をどう生かしていくのか、福

祉保健部長にお伺いいたします。

次に、宮崎県環境計画の変更についてお伺い

いたします。昨年末に行われた国連気候変動枠

組条約（ＣＯＰ21）では、京都議定書にかわる

温暖化対策に向けた「パリ協定」が、歴史上初

めて、全ての国が参加する新たな国際枠組みで

採択されました。我が国では、パリ協定を踏ま

え、2030年度までの温室効果ガス排出量を2013

年度比で26％削減する目標を示すなど、地球温

暖化の取り組み方針を昨年末に決定しておりま

す。このような中、今議会に宮崎県環境計画の

変更を上程しておりますが、どのような変更内
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容になるのか、環境森林部長にお伺いいたしま

す。

次に、「みやざきグローバル戦略」について

お伺いいたします。国内の人口減少等により国

内市場が縮小する中、海外の成長市場の活力を

取り込むことは、本県経済・産業の活性化を図

る上で重要な課題であります。これまで県とし

て、東アジア戦略を推進するため、香港事務所

などの開設を行ってきました。昨年は、ＥＵ市

場開拓の一環として、ミラノ食の博覧会やドイ

ツ・アヌーガの商談会に、民間事業者と一緒に

積極的に取り組んでおります。そのような折、

昨年末、ＴＰＰが大筋合意され、世界のＧＤＰ

の４割を占める経済圏をカバーする巨大なマー

ケットが創出される大きな一歩を踏み出しまし

た。

我々自由民主党の有志一同で、ＴＰＰ発起国

であるシンガポール、ブルネイ、マレーシア

を、東アジア戦略、ＴＰＰ等の調査でことし１

月に訪問させていただきました。３国とも急成

長しており、日本の高度成長期のような状況だ

と感じました。特にブルネイでは、ヤスミンエ

ネルギー・産業大臣と、宮崎の農畜産物、医療

産業、太陽光産業等について意見交換する時間

をいただきました。その際、大臣は宮崎に大変

興味を示され、お忙しい中、２月上旬に御来県

いただき、宮崎の農畜産、医療産業、太陽光産

業の現場調査等をしていただきました。このよ

うに世界経済が大きく動く中、海外の成長市場

の活力を取り込むため、「みやざきグローバル

戦略」をどのように進めるのか、商工観光労働

部長にお伺いいたします。

次に、水産振興についてお伺いいたします。

水産業を取り巻く状況は、数年前の燃油高騰で

経営状況が非常に厳しかったときからすると、

燃油も下がり窮地を脱した感があるものの、魚

価の低迷、水揚げ高の減少、さらには担い手不

足など大きな課題が山積しております。そのよ

うな中、喫緊の課題である担い手の育成・確保

や漁業の収益性の改善を図るため、水産業界み

ずから、未来の担い手育成、漁村の活性化を目

的に、ことし２月、公益社団法人宮崎県漁村活

性化推進機構を設立しました。機構が十二分に

水産振興に大きな役割を果たしてほしいと考え

ておりますが、今後県では、機構とどのように

連携を図り、担い手育成や漁業の収益性の改善

に取り組んでいかれるのか、農政水産部長にお

伺いいたします。

次に、土木行政についてお伺いします。災害

復旧事業を除く県の公共工事の予算の決算状況

を見てみますと、平成25年度の978億円が、平

成26年度には882億円となっております。平成27

年度は、前年度からの繰り越しがさらに少ない

ことから、ここ数年で最低の決算になるのでは

と心配しております。建設産業は、県土の整備

はもとより、災害時の緊急対応、口蹄疫などの

防疫活動の際にはなくてはならない産業であり

ます。本県において、公共工事が急激に伸びる

要素は少ない状況ですが、今後、建設産業の育

成に向けて、公共工事予算確保も含め、県土整

備部でどのように取り組んでいくのか、部長に

お伺いいたします。

次に、公金の管理についてお伺いいたしま

す。日銀は先月末、我が国において初めてマイ

ナス金利導入を決定しました。マイナス金利決

定以降、株価が乱高下するとともに、国債が初

めてマイナスの利回りになりました。金融機関

は、住宅ローン金利や定期預貯金の金利利下げ

等を行っている状況にあります。急激な変動と

いうことで、県で管理している基金等にも影響
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が出るのではないかと心配しております。そこ

で、基金など公金の管理と運用は非常に重要な

課題であると考えておりますけれども、本県の

状況はどうなっているのか、本会議場の花であ

り、花の好きな、花の似合う会計管理者にお伺

いいたします。

次に、県立病院事業についてお伺いします。

渡邊病院局長は、当時の県立病院課長や県民政

策部長などを歴任され、平成24年４月に病院局

長に就任されました。就任前の病院事業は、一

般会計から50億円近くの繰り入れがあるにもか

かわらず、３億円以上の経常赤字という厳しい

決算状況でした。渡邊病院局長就任以来、医師

や看護師等の医療スタッフの確保育成や医療提

供体制の充実などさまざまな改善に取り組ま

れ、経営状況を見ても、平成26年度には３億円

を超える経常黒字を達成しております。そこ

で、この４年間をどのように総括しているの

か、今後の県立病院のあり方を含め、病院局長

にお伺いいたします。

次に、教育委員会にお伺いします。新教育委

員会制度が新年度よりスタートとなり、島原教

育委員長並びに飛田教育長は、現制度での最後

の教育委員長、教育長になります。飛田教育長

とは、高校再編で閉校になった高原高校農業実

習地での稲刈り作業や高原高校の閉校式、さら

には年末恒例の京都での高校駅伝など、さまざ

まな行事で一緒でありました。いいときだけで

なく、時には教育委員会の職員の不祥事による

謝罪もあったと記憶しております。そこで、教

育長としての４年間の総括をお伺いします。

また、島原教育委員長には、最後の教育委員

長として、今後の宮崎の教育に対する思いをお

伺いいたします。

壇上からの最後の質問として、警察本部長に

お伺いいたします。昨年、宮崎市内で、高齢ド

ライバーが歩道を暴走し６人を死傷させる痛ま

しい交通事故が発生しました。また、てんかん

等の病気を持ちながら運転していたドライバー

が事故を起こし、免許更新時の病気の有無に関

する虚偽記載で追起訴される事案も発生してお

ります。これまでも、さまざまな交通事故減少

対策に取り組まれてきておりますけれども、新

規事業で、「運転免許保有者の認知症等対策推

進事業」を提案されております。具体的な事業

内容と効果について警察本部長にお伺いし、以

下の質問は質問者席から行います。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

まず、国の当初予算の評価と本県の当初予算

についてであります。国の平成28年度当初予算

の一般会計総額は96兆7,000億円と過去最大の規

模となりまして、一億総活躍社会の実現ととも

に、人口減少対策や地域活性化、地域経済好循

環の推進、さらに国土強靱化の推進など、本県

を初めとする地方が繰り返し訴えてきたことを

踏まえて編成されているものと、一定の評価が

できると考えております。

また、県の平成28年度当初予算におきまして

は、「財政改革の着実な実行」「重点施策の推

進」「役割分担を踏まえた施策の推進」の３つ

を基本方針としております。厳しい財政状況の

中ではありますが、地方創生のトップランナー

を目指して展開します地域活性化の取り組み

や、県民の安全・安心の確保に向けた取り組み

などを積極的に展開しますため特別枠を設け、

また、地方創生推進交付金など国の補助・交付

金事業も十分活用しながら、地方創生に資する

事業や防災・減災対策を加速化する事業、子供
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の貧困対策に向けた事業などを構築し、「躍動

する『みやざき新時代』予算」として積極的な

予算編成を行ったところであります。

次に、重点施策の狙いについてであります。

本県では、昨年９月に「まち・ひと・しごと創

生総合戦略」を策定し、長期的視点に立った人

口減少対策を進めております。来年度は、地方

創生を本格的に展開させていく非常に重要な年

でありますので、当初予算の重点施策につきま

しては、総合戦略と連動した４つの柱としたと

ころであります。１つ目の「みやざき新時代

チャレンジ産業づくり」については、産業振興

と経済の活性化、２つ目の「世界ブランドのふ

るさとみやざきづくり」は、中山間地域を初め

とする地域の活性化を、また、３つ目の「２つ

のふるさとづくり」については、移住・ＵＩＪ

ターン及び都市部との交流の促進、４つ目の

「子育ての希望を叶える県づくり」は、子育て

しやすい環境の整備をそれぞれの狙いとしてお

ります。こうした取り組みを通じまして、社会

減の抑制と出生率の向上、その相乗効果による

好循環を生み出し、本県が地方創生のトップラ

ンナーとして躍動できるよう、全力を挙げてま

いりたいと考えております。

最後に、国の補正予算への対応についてであ

ります。まず、公共事業につきましては積極的

に財源を確保することとし、補助・交付金事業

で95億9, 0 0 0万円余、直轄事業負担金で４

億2,000万円余と、全体で100億円余を２月補正

予算に計上しております。次に、一億総活躍社

会の実現等につきましては、介護人財や保育人

財の確保を図るため、修学資金等の貸付事業へ

の支援など、11事業、37億1,000万円余を計上し

ております。また、地方創生加速化交付金事業

につきましては、食と健康に着目した成長産業

の創出や多様な労働力の確保など、35事業、10

億9,000万円余を計上しております。そして、Ｔ

ＰＰ対策関連事業としましては、地域農業の担

い手となる経営体の規模拡大や、経営の多角化

を図るための機械等の導入支援、また、さきに

御説明しました公共事業に含まれる土地改良事

業を合わせて24億8,000万円余を計上しておりま

す。この結果、今回の補正予算における国の補

正予算に伴う補正額は、総額153億3,000万円余

となったところであります。以上であります。

〔降壇〕

〔登壇〕 お答○総合政策部長（茂 雄二君）

えします。

地方創生の取り組みについてであります。本

県が人口減少に歯どめをかけ、地方創生を実現

していくためには、昨年策定した「宮崎県まち

・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げた施策を

着実に実施し、１つずつ成果を上げていくこと

が重要であります。特に来年度は、地方創生の

取り組みを本格的に展開させていく非常に重要

な年でありますので、国の地方創生加速化交付

金や地方創生推進交付金、さらには、新設する

県営電気事業みやざき創生基金などを積極的に

活用し、「みやざき創生始動プロジェクト」を

初め、総合戦略に掲げた施策に、市町村や民間

企業などとも緊密な連携を図りながら、全庁を

挙げてしっかりと取り組んでまいりたいと考え

ております。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えし○総務部長（成合 修君）

ます。

公共施設等総合管理計画についてでありま

す。本県におきましては、平成26年７月に計画

策定検討委員会を設置しまして、公共施設等の

現況調査などや管理方針について検討を進め、

計画の素案を取りまとめたところであります。
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この素案では、基本的な方針としまして、計画

の目的を公共施設等の保有・運営・維持の最適

化とするとともに、全庁的な推進体制を構築

し、施設等の老朽化対策を強化することとして

おります。その中で、例えば建物系施設につき

ましては、施設評価システムの構築や国、市町

村との情報の共有、施設の統廃合の検討などに

ついて掲げているところであります。また、計

画期間を20年間とし、下位計画である個別施設

計画を平成32年度までに策定することとしてお

ります。今後は、この素案をもとに、県議会の

皆様の御意見をいただいた上でパブリックコメ

ントを実施し、最終案を６月議会において御審

議いただく予定としております。以上でありま

す。〔降壇〕

〔登壇〕 お○危機管理統括監（金丸政保君）

答えいたします。

火山対策についてでございます。一昨年の御

嶽山噴火災害の教訓を踏まえ、昨年７月に活動

火山対策特別措置法が改正されまして、今月22

日に、霧島山に係る火山災害警戒地域として、

本県、鹿児島県及び周辺の４市２町が指定され

ております。この法律では、噴火の兆候となる

火山現象の変化を住民や登山者にいち早く伝達

し、避難体制を整備することが必要不可欠であ

ることを踏まえまして、これらに的確に対応す

るための対策を、県、市町村の地域防災計画に

位置づけることとされております。また、地域

防災計画の策定に当たりましては、県、市町

村、気象台、火山専門家等で構成される火山防

災協議会の意見をあらかじめ聴取することとさ

れておりますので、鹿児島県、関係の市や町と

共同で、できるだけ早くこの協議会を設置いた

しまして、具体的な検討を進めてまいりたいと

考えております。

なお、現在、硫黄山の火山活動がやや高まっ

ておりまして、その状況を注意深く把握し、関

係機関と密接に連携しながら、適切に対応して

まいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○福祉保健部長（桑山秀彦君）

えいたします。

地域医療構想についてであります。地域医療

構想につきましては、これまで、地域医療構想

策定委員会を３回、各圏域での地域医療構想調

整会議をそれぞれ２回程度開催しまして、策定

を進めているところであります。当初は、今年

度内での策定を予定しておりましたが、策定委

員会において、より時間をかけた審議が必要と

いうことで委員の皆様の意見が一致したことな

どを踏まえ、県としましては、来年度半ばごろ

まで時間をかけて検討を進めてまいりたいと考

えております。

また、県内各地の意見でありますが、地域医

療構想調整会議において、高度急性期、急性

期、回復期、慢性期の４つの病床機能ごとに、

各圏域の間で患者が流出あるいは流入している

状況も踏まえながら、将来の医療提供体制や、

今後必要となる施策等について意見を出してい

ただいたところであります。これらの意見につ

きましては、できるだけその意向を生かしつ

つ、また県全体の状況も踏まえながら、構想の

策定に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○環境森林部長（大坪篤史君）

えいたします。

環境計画についてであります。今回の主な変

更点としましては、まず、長期的な目標につい

て、本県の地域特性を生かした低炭素・循環型

社会づくりを一層進めていくという観点から、
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「日本のひなた「太陽と緑の国みやざき」の実

現」としたところであります。また、地球温暖

化対策について、温室効果ガスの削減目標を国

と同様の水準に変更するとともに、温暖化の影

響が中長期的には避けられないものとして、防

災面や健康面、生態系や農林水産業等における

適応策についても、新たに盛り込んだところで

あります。さらに、県民一人一人が、環境につ

いてみずから考え行動することが重要ですの

で、本計画を環境教育促進法に基づく行動計画

として位置づけまして、環境教育の一層の推進

を図ることとしております。今後は、県民、事

業者、市町村等と一体となって、本県の特性を

生かした環境づくりにしっかりと取り組んでま

いりたいと考えております。以上でございま

す。〔降壇〕

〔登壇〕○商工観光労働部長（永山英也君）

お答えします。

みやざきグローバル戦略についてでありま

す。県では、国内市場が縮小する中、成長する

海外の活力を取り込むため、近年の環境変化や

県内企業の動向等を踏まえまして、現在の「み

やざき東アジア経済交流戦略」を発展的に継承

し、世界市場にも視野を広げ、「世界に開か

れ、世界とともに成長するみやざき」を目指す

姿とします「みやざきグローバル戦略」の策定

を進めております。この戦略では、これまで取

り組んでまいりました輸出の促進、観光誘客、

交流基盤の整備に加えまして、新たに、海外進

出の支援や海外からの投資の呼び込み、さらに

はグローバル人材の育成など総合的な取り組み

を行うことによりまして、外貨の獲得やビジネ

スチャンスの創出を目指すこととしておりま

す。今後は、ジェトロなどの関係機関や大学、

企業等との連携をより一層強化しまして、オー

ルみやざきの体制で戦略の推進に努め、グロー

バルな展開による本県経済の活性化を図ってま

いりたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

〔登壇〕 お答○農政水産部長（郡司行敏君）

えいたします。

宮崎県漁村活性化推進機構についてでありま

す。県ではこれまで、漁業就業者支援フェアや

高等水産研修所における資格取得研修等による

担い手の確保育成に重点的に取り組みますとと

もに、関係団体と連携し、収益性向上のための

漁業者の実証的な取り組みを支援してまいりま

した。このような中、今般設立されました宮崎

県漁村活性化推進機構は、御質問にもございま

したが、業界みずからが水産振興に向けて設立

した団体でありまして、担い手の確保育成、経

営指導、それから高収益型漁業への転換支援と

いう大きく３つの事業を柱としております。特

に高収益型漁業への転換支援につきましては、

国のもうかる漁業創設支援事業等での実証的な

取り組みを積極的に普及しようとするものでご

ざいまして、漁業関係者の期待は大きいものが

ございます。県といたしましては、これらの期

待に応えられますよう、機構を積極的に支援い

たしますとともに、しっかりと連携を図りなが

ら、より一層の担い手の確保育成や漁業の収益

性改善に努めてまいりたいと考えております。

以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○県土整備部長（図師雄一君）

えいたします。

建設産業の健全育成についてであります。社

会資本の整備や防災・減災への対応などに欠く

ことができない役割を果たしていただいている

建設産業においては、将来を見通すことができ

る経営環境の整備を図ることが大変重要である
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と考えております。このため県といたしまして

は、国の公共事業予算確保に向けて、知事を先

頭に全力で取り組んできており、今回の国の補

正予算においては、全国で６番目に多い交付金

が配分されたところであります。また、来年度

当初予算においては、県単公共事業の特別枠と

して、公共三部合わせて25億円を計上させてい

ただいております。さらに、建設産業の担い手

の確保や経営基盤の強化を図るための施策な

ど、総合的かつきめ細やかな支援に取り組んで

きたところです。今後とも、このような取り組

みを進めるとともに、改正品確法に基づく発注

の平準化などの取り組みをより一層推進し、地

域に貢献する建設産業の育成にしっかりと取り

組んでまいります。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○会計管理者（舟田美揮子君）

えいたします。

公金の管理・運用についてであります。歳計

現金や基金等のいわゆる公金につきましては、

地方自治法等の定めにより、まずは元本を確保

した上で、いつでも現金化が可能な流動性や、

さらには利息収入確保のための効率性を基本と

いたしまして、定期預金や国債等による管理・

運用を行っているところであります。これま

で、超低金利が続く中、より高い金利となるよ

う、資金をまとめて長期間で運用するなどの工

夫を行い、その結果、今年度は１月末現在で約

２億4,400万円の運用利益を得ているところでご

ざいます。マイナス金利が導入されたことで、

利息収入への影響が考えられますが、今後と

も、状況の変化をしっかりと見きわめ、利息収

入確保に向けての工夫をしながら、適切に公金

の管理・運用を行ってまいります。以上でござ

います。〔降壇〕

〔登壇〕 県営電気○企業局長（四本 孝君）

事業みやざき創生基金造成のための一般会計へ

の繰り出しについてであります。地方財政法に

基づく繰り出しについては、これまでの電気事

業法の卸供給料金算定規則による、いわゆる総

括原価方式のもとでは困難でありましたが、電

力システム改革に伴う同法改正の中で卸供給が

廃止されることから、総額30億円の繰り出しを

行うこととしたものであります。

本県電気事業は、大正７年の県議会で、豊か

な水資源を活用して県の財源を涵養し、県民負

担の軽減を図るために、県営水力発電に取り組

むよう要望する意見書が可決されたことが発端

であり、今般、こうした先人の思いを実現する

当初予算案の上程に至り、大変感慨深いものが

あるところであります。企業局としましては、

今後とも、健全経営を維持しながら、地域に貢

献できるように引き続き努力をしてまいりたい

と考えております。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えし○病院局長（渡邊亮一君）

ます。

この４年間の県立病院運営の総括等について

でございます。本県は、医師不足に加え、その

地域偏在など、依然として医療提供体制が厳し

い状況にありまして、全県レベルあるいは地域

の中核病院として、県立病院は、その役割を将

来にわたって安定的に果たしていく必要がある

と考えております。そのため、基盤となる経営

営につきましては、大学への医師派遣要請はも

とよりでございますが、宮崎大学医学部の後期

研修医への資金貸与や看護師の地域枠採用の導

入等によりまして、スタッフの確保を図り、収

益向上に努めたところでございます。また一方

で、費用削減にも職員一丸となって取り組んで

まいりました。その結果、御案内のとおり一定

程度、健全化を図ることができたものと考えて
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おります。

また、昨年３月に策定しました新しい経営計

画では、高度・急性期医療の提供や救急・災害

医療提供体制の強化、あるいは地域医療の充実

への貢献等、県立病院として一層の機能強化を

進めていくこととしたところでございます。ま

た、施設の老朽化や狭隘化等が課題となってお

ります県立宮崎病院の再整備につきましても、

基本構想を策定し、現在基本設計を行っている

ところでございまして、一定の道筋をつけるこ

とができたのではないかと思っております。

県立病院を取り巻く環境は、今後、厳しさを

増してくることが予想されますことから、引き

続き、経営形態も含め、県立病院の果たすべき

役割や機能を常日ごろから検証し、県民が求め

る医療の提供に努めていく必要があると考えて

おります。以上でございます。〔降壇〕

〔登壇〕 お答え○教育委員長（島原俊英君）

いたします。

今後の宮崎の教育に対する思いについてであ

ります。私は、教育委員長として１年５カ月、

教育委員として３年５カ月にわたり、経済人と

しての立場から、宮崎の教育行政に携わってま

いりました。私たちを取り巻く社会構造、経済

及び教育などの環境が激変してきています。こ

のような厳しい環境の変化の中で、将来、子供

たちが困難に立ち向かい、社会で生き抜く力を

身につけられるよう、生涯学習の基礎となる学

力の向上はもちろんのこと、ふるさと学習や

キャリア教育などの取り組みを推進し、自尊心

や誇りとともに夢や志を育てていくことが、こ

れからの本県教育にとって重要であると考えて

おります。

御案内のとおり、４月から新教育委員会制度

がスタートし、私の委員長としての役割は終わ

りますが、引き続き委員として、県民の視点に

立ち、広く地域の皆様の意向を反映した教育を

実現するとともに、産業界との連携の推進な

ど、県民一体となった教育の推進に積極的に取

り組んでまいります。以上であります。〔降

壇〕

〔登壇〕 お答えいた○教育長（飛田 洋君）

します。

教育長４年間の総括についてであります。さ

まざまな方の踏ん張りがあり、そして汗があっ

て宮崎の教育が成り立っている、そう感じ続け

た４年間でございました。改めて心からお礼を

申し上げたいと思います。

私には、教育改革ほど難しい改革はないので

はないかと思えてなりません。その成功の特効

薬が唯一あるとすれば、それは第一線の職員を

元気にし、やる気にさせることではないか、そ

う考え、できるだけ学校や各地域へお伺いしま

した。また、教育への思いを自分の言葉で語り

続けてまいりました。また、公教育は、全ての

子供の幸せ、特に厳しい状況にある子供の幸せ

を願って行うことが何よりも大切である、そう

いう思いで４年間取り組んでまいりました。

教育をめぐる環境が険しさを増す中、厳しい

状況である高校生の離職率が、卒業後の１年の

データでありますが、一昨年、全国平均より改

善されたこと。10年前は全国との差が８ポイン

ト以上あった特別支援学校卒業生の就労率が全

国レベルになったこと。さらには、各地域の高

校の再編整備も、何より子供たちにとって魅力

あるという視点で進めてきていること。県立高

校推薦入試では、人物評価を重視しながらも、

生きる力の基盤となる学力の検査を導入したこ

と。また、本年度、県教育委員会として初め

て、障がい者雇用率を達成できたこと。そし



- 25 -

平成28年２月25日(木)

て、学校事務等を担う職員の採用の再開など、

きっとこれらは、今後の宮崎の教育の振興に生

きてくるに違いないと考えております。教育

は、社会を、そして世界を変える、人類が使え

る最もパワフルな武器だと思っております。新

教育委員会制度のもとでも、本県の教育を力強

く推進していくことが大切だと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答え○警察本部長（野口 泰君）

いたします。

認知症等対策推進事業の内容につきまして

は、これまで警察職員が行っていた運転適性相

談業務に、医療の専門的知識を有する看護師４

名を非常勤職員として採用し、宮崎、都城、延

岡の各運転免許センターに配置して、相談体制

の強化を図るものであります。これにより、認

知症やてんかん等一定の病気を抱えている方、

加齢により運転に不安を感じている高齢者やそ

の御家族等からの相談に、よりきめ細かに対応

しようとするものであります。事業効果としま

しては、看護師の配置により、県民の皆さん

が、より気軽に相談できる環境が整い、相談者

の増加が見込まれるとともに、専門的な見地か

ら的確な助言・指導を行うことで、医療機関へ

の早期受診や免許返納等がスムーズに促される

などの効果があり、結果として、さらなる交通

事故抑止につながるものと考えております。

なお、運転免許センターに非常勤の看護師を

配置しているのは、全国では、熊本県、鳥取県

に次いで本県が３例目となります。以上であり

ます。〔降壇〕

それぞれ答弁、ありがとう○丸山裕次郎議員

ございました。

それでは、順次再質問を行います。まず、平

成28年度当初予算についてお伺いします。平

成28年度当初予算は、第四期財政改革推進計画

を着実に実行しながら、選択と集中の理念のも

と、人口減少問題や地域経済の活性化、県民の

安全・安心の確保などの課題に的確に対応する

施策の積極的な推進を図る「躍動する『みやざ

き新時代』予算」として編成されたと、知事提

案理由を述べられております。躍動するみやざ

き新時代に向けて、平成28年度においても特別

枠を設けておりますが、どのような考え方で措

置したのか、またその内容について、知事にお

伺いいたします。

厳しい財政状況の中で○知事（河野俊嗣君）

の予算編成でありますので、どうしてもシーリ

ングをかけざるを得ないわけですが、その中

で、選択と集中を図る観点から、ことしも特別

枠を設けたところであります。その内容につき

まして、まず、公共事業については、防災・減

災対策に資する社会基盤の整備を促進しますと

ともに、県内経済の活性化を図るために45億円

の追加措置を行っております。特に県単独事業

につきましては、きめ細かな地域ニーズに対応

しますため、前年度から５億円増の25億円とし

たところであります。次に、県営電気事業みや

ざき創生基金事業につきましては、この貴重な

財源を有効に活用し、地方創生の推進を初めと

します地域活性化の取り組みを重点的に展開す

るため、新たに基金を創設しまして、44の事

業、10億7,000万円を措置しております。また、

今年度造成をしました大規模災害対策基金によ

り防災・減災対策を加速化することとし、広域

連携体制の整備など、23事業、８億1,000万円を

措置しております。この結果、特別枠は総額

で63億8,000万円となったところであります。

次に、県営電気事業みやざ○丸山裕次郎議員

き創生基金について、企業局長から一般会計に
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繰り出した経緯等の答弁がありました。大正７

年の県議会の、県の財源を涵養し、県民の負担

の軽減を図るために発電事業に取り組んでほし

いという思いが、約100年たって実現することに

なったことに、まことに先人の偉大さを感じて

おります。また、貴重な財源を今生かされるに

当たり、１円たりとも無駄にしてはいけないと

感じております。そこで、今回の基金を活用し

て行われる事業をどのような基準で構築したの

か。またあわせて、基金事業の実施を５年間と

している理由を、総務部長にお伺いいたしま

す。

県営電気事業みや○総務部長（成合 修君）

ざき創生基金は、企業局の地方振興積立金を財

源としておりますことから、その活用について

は、地域振興という趣旨を踏まえて検討を行っ

たところであります。その結果、まず、「「み

やざき創生」の加速化」として、国の地方創生

推進交付金の活用事業や畜産新生に向けた取り

組み、また、国体開催に必要な施設整備への活

用、さらに、「「みやざき新時代」へのチャレ

ンジ」として、従来の新規・改善事業とは視点

の異なるアイデア事業や、将来の事業展開につ

なげるための調査・研究事業に活用することと

し、今年度は通常の新規・改善枠とは別枠で44

事業を措置したところであります。

次に、基金事業の実施の期間についてであり

ます。電気事業会計からの繰り出しが平成28年

度から30年度の３年間で行われること、「まち

・ひと・しごと創生総合戦略」の戦略推進期間

が平成31年度までとされていること、また、ス

ポーツ施設整備事業につきましては、今後、国

体開催に向けた準備の進捗状況に合わせて検討

を行うとしたことなどを総合的に判断しまし

て、平成32年度までの５年間を事業の実施期間

としたところであります。

次に、先ほど知事から、今○丸山裕次郎議員

年度の重点政策を４つの柱にした狙いについて

答弁いただきましたけれども、４つの柱ごと

に、主な事業の内容と期待される事業効果につ

いて、関係部長に質問させていただきます。

まず、１本目の柱の「みやざき新時代チャレ

ンジ産業づくり」で、県内産業の生産性向上・

高付加価値化に資する事業として計上されてい

る新規事業「産学金労官プラットフォームによ

る地域産業・企業成長促進事業」について、商

工観光労働部長にお伺いいたします。

真の地方○商工観光労働部長（永山英也君）

創生の実現には、付加価値の高い産業の育成

と、良質な雇用の場の確保を図る必要がありま

す。現在県では、その実現に向けまして、「み

やざき産業振興戦略」の策定を進めているとこ

ろであり、その重要な柱の一つとして、地域経

済の中核となる企業の育成を掲げております。

今回の事業は、県内の産学金労官の機関が一体

となって、企業の成長促進に取り組む基盤とし

てのプラットフォームを構築するものでありま

す。その上で、各構成機関の目ききにより、地

域経済を牽引することが期待される企業の発掘

を行い、その企業に対し、県による戦略策定支

援のほか、金融機関の融資や経営支援機関のサ

ポートなど、各機関の特性や役割に応じた支援

を集中的に行うものであります。この取り組み

により、国内外から外貨を獲得する企業が成長

し、さらに、県内企業との取引拡大や連携強化

により地域経済循環を生み出し、本県経済全体

の底上げを図ってまいりたいと考えておりま

す。

答弁にありましたように、○丸山裕次郎議員

地方創生の実現には付加価値の高い産業の育成
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と良質な雇用の場の創出が重要です。県内の産

学金労官が一体となって企業の成長促進に取り

組む基盤としてプラットフォームを構築し、各

機関の目ききにより企業を発掘し、さまざまな

支援を行うということで、大変期待をしており

ます。ぜひ、国が推奨しているビッグデータ、

リーサス等をもとに、何が本県で足りないのか

を分析し、その上で積極的に産業育成に取り組

んでいただくことを要望しておきます。

次に、２つ目の柱の「世界ブランドのふるさ

とみやざきづくり」で、発信力の強化と地域の

誇りの醸成に資する事業として計上されている

新規事業「世界農業遺産里山コミュニティ創出

事業」について、農政水産部長にお伺いいたし

ます。

世界農業遺産○農政水産部長（郡司行敏君）

里山コミュニティ創出事業は、昨年12月にＦＡ

Ｏから世界農業遺産の認定を受けました高千穂

郷・椎葉山地域において、先人の時代から培わ

れた伝統的な農法や、神楽など文化の保全・継

承活動、地域活性化に向けた取り組みを支援す

る事業でございます。具体的には、シンポジウ

ムの開催等による情報発信や農林水産物のブラ

ンド化、グリーンツーリズムへの取り組み、さ

らには世界農業遺産を次世代へ継承するための

体験教育活動などを支援することといたしてお

ります。これらの取り組みを地元町村と連携し

ながら推進いたしますことで、地域住民の意欲

向上や交流人口の増加、地域産品の販売促進な

どを図り、世界農業遺産の認定を生かした地域

の自立的な発展を目指してまいりたいと考えて

おります。

答弁にありましたとおり、○丸山裕次郎議員

世界農業遺産の認定を生かした地域の自立的な

発展が大きな目的であろうと思っております。

認定がゴールではなくスタートであると思って

おります。ぜひ、関係町村や、九州内の同じく

世界農業遺産に認定された地域などと連携し、

結果を出していくことが、山間地域の活性化、

地方創生につながっていくと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。

次に、３つ目の柱、「２つのふるさとづく

り」で、移住・ＵＩＪターンの推進に資する事

業として計上されている移住・ＵＩＪターン強

化事業について、総合政策部長にお伺いいたし

ます。

県では今年度○総合政策部長（茂 雄二君）

に、宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセンターや

官民の協議会を設置するなど、移住・ＵＩＪ

ターンの受け入れ体制強化を図ってきたところ

でありまして、ことし１月末現在で、移住相談

件数は前年同月比約4.1倍の351件、移住世帯数

も、前年度実績は64世帯でありましたが、その

約1.8倍となる113世帯となっております。来年

度の事業におきましても、今年度の実績を踏ま

えながら、センターの一層の活用促進、移住セ

ミナーや相談会の開催、市町村における受け入

れ体制整備の支援、農林業体感ツアーの実施な

ど、市町村や関係団体等と一体となった移住・

ＵＩＪターンの推進に積極的に取り組んでまい

ります。これらの取り組みにより、都市部から

本県への人の流れを創出し、地域の担い手確保

や活力の維持・増進等を図っていきたいと考え

ております。

人口減少対策の一環とし○丸山裕次郎議員

て、移住・ＵＩＪターンは各県が競い合ってお

ります。ぜひ多くの方々に宮崎に興味を示して

いただき、１人でも多くの方が、「宮崎に来て

よかった」「住んでよかった」「住み続けてよ

かった」と言える県にしていくことが大切だと
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思いますので、よろしくお願いいたします。

４つ目の柱の「子育ての希望を叶える県づく

り」で、ライフステージに応じた多様な支援策

の充実・強化に資する事業として計上されてい

る家庭的養護みやざきモデル推進プロジェクト

について、福祉保健部長にお伺いいたします。

このプロジェ○福祉保健部長（桑山秀彦君）

クトは、家庭で適切な養育を受けられない児童

等に対しまして、家庭に近い養育環境を提供す

るために、施設の小規模化や地域分散化、里親

への委託促進等に関連する３つの事業を実施す

るものでございます。具体的に申し上げます

と、まず１つ目は、宮崎市に１カ所設置されて

いる乳児院を都城北諸県地域にも分散整備しま

して、乳幼児の家庭復帰や里親委託の拠点とす

る事業、２つ目は、地域からの相談に応じる児

童家庭支援センターを宮崎市の乳児院に併設し

まして、そこに里親トレーナーを配置して乳幼

児等の里親委託を促進する事業、３つ目は、里

親制度の広報啓発や里親への支援などを行う、

里親普及促進センター（仮称）を開設しまし

て、里親の新規開拓などを行う事業でありま

す。これらの事業を一体的に実施することは、

本県独自の取り組みでございまして、愛着形成

にとって重要な時期であります、新生児を含む

乳幼児期での里親委託が図られ、家庭的養護の

さらなる推進につながるものと考えているとこ

ろでございます。

子供の貧困対策が問題にな○丸山裕次郎議員

る中、大変重要な取り組みだと思っておりま

す。全ての子供が未来に向けて安心して成長で

きるようになることを期待しております。

次に、税制改正大綱についてお伺いします。

政府は、現下の財政状況を踏まえ、経済の好循

環を確実なものとする観点から、成長志向の法

人税改革等を行うとともに、消費税引き上げに

伴う低所得者への配慮として、消費税の軽減税

率制度を導入することを決定しました。あわせ

て、少子化対策・教育再生の推進等に取り組む

とともに、地方創生に資する一定の税制措置を

講ずることや、本県にも影響があります車体課

税を見直すことも決定しております。そこで、

大綱をどのように評価しているのか、総務部長

にお伺いいたします。

今回の税制改正大○総務部長（成合 修君）

綱につきましては、まず法人税改革として、資

本金１億円以下の中小法人に十分配慮した形で

実施される法人事業税の外形標準課税の拡大

や、法人住民税法人税割の税率引き下げにあわ

せまして、国税である地方法人税の税率引き上

げを行い、その税収全額を地方交付税の原資に

するなど、地方にとりましては、税収の安定化

や地方法人課税の偏在是正を図ったものとなっ

ており、一定の評価をしているところでありま

す。

なお、消費税に係る軽減税率の導入につきま

しては、低所得者の負担軽減のために十分配慮

された措置ではありますが、一方で、自動車取

得税が自動車税環境性能割に見直されることに

伴う減収などとあわせ、地方の税財源が減少す

る改正も盛り込まれていることから、減収分に

つきましては、国に対して安定的な税財源を確

保していくよう求めてまいりたいと考えており

ます。

ありがとうございます。今○丸山裕次郎議員

回の税制改正大綱には、森林吸収源対策として

以下のように書かれております。

森林整備や木材利用を推進することは、地

球温暖化防止のみならず、国土の保全や地方

創生、快適な生活環境の創出などにつなが
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り、その効果は広く国民一人一人が恩恵を受

けるものである。しかしながら、森林現場に

は、森林所有者の特定困難や境界の不明、担

い手不足といった、林業・山村の疲弊により

長年にわたり積み重ねられてきた根本的な課

題があり、こうした課題を克服する必要があ

る。

このため、森林整備等に関する市町村の役

割の強化や、地域の森林・林業を支える人材

の育成確保策について必要な施策を講じた上

で、市町村が主体となった森林・林業施策を

推進することとし、これに必要な財源とし

て、都市・地方を通じて国民に等しく負担を

求め、市町村による継続的かつ安定的な森林

整備等の財源に充てる税制（森林環境税（仮

称））等の新たな仕組みを検討する。

と明記されております。

そこで、税制大綱に森林吸収源対策と明記さ

れたことについて、見解を環境森林部長にお伺

いいたします。

今回、森林吸○環境森林部長（大坪篤史君）

収源対策が税制大綱に盛り込まれ、特に市町村

による森林整備の財源に充てる「森林環境税の

創設を検討する」と明記されましたことは、地

球温暖化防止や資源循環型林業の推進にも資す

るものと考えております。この森林環境税の導

入の時期につきましては、今後、国において適

切に判断するとされております。また、税収の

規模や使途等についても具体的に検討されるよ

うですので、本県の森林環境税のあり方も含め

まして、今後の動向を十分注視してまいりた

い、そしてできるだけ早く実現されるように、

県としましても要望してまいりたいと考えてお

ります。

壇上から述べましたよう○丸山裕次郎議員

に、地球温暖化防止対策に向けたＣＯＰ21・パ

リ協定では、全ての国が参加する新たな枠組み

が採択され、二酸化炭素の吸収源として森林の

果たす役割が改めて認識されております。杉素

材生産量日本一の林業県として、他の林業県と

も連携し、国に対し、国レベルでの森林環境税

の早期導入について積極的に要望していただく

ことをお願いしておきます。

森林環境税の導入の前段として、政府は、温

室効果ガスである二酸化炭素の大気中濃度抑制

や林業振興のため、2016年度地方財政計画の歳

出に、森林吸収源対策に向けた事業として500億

円程度を計上しております。この中には、森林

による二酸化炭素吸収効果を維持させるために

は間伐が必要だが、所有者が不明だったり、境

界がはっきりしなかったりするため実施できな

いケースが多いことから、森林整備に必要な情

報を整理するため、市町村による林地台帳整備

を後押しする取り組みが含まれております。

このような中で、私の地元であります西諸地

区森林組合において、親が亡くなり相続の手続

をしていたら、森林の相続があることがわか

り、森林組合に山を買ってほしいという相談が

急増しているようでありますが、その際、森林

簿を活用できないかと考えております。そこ

で、県として林地台帳整備に対し市町村とどの

ように連携していくのか。また、市町村の林地

台帳整備による効果はどのようなものが想定さ

れるのか、環境森林部長にお伺いいたします。

森林の中で境○環境森林部長（大坪篤史君）

界や所有者の不明な箇所は、全国的に増加傾向

にありまして、適正な森林整備の支障となって

いる状況にございます。そこで、来年度から国

では、必要な予算を措置しまして、市町村にお

いて林地台帳の整備を進めていくこととされた

平成28年２月25日(木)
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ところであります。この台帳は、森林の地番や

所有者名、図面等の情報を登載するものでし

て、県で現在作成しております森林簿と一部重

複する内容となっております。そこで本県で

は、この森林簿の内容を市町村に提供すること

で、市町村の負担軽減を図り、できるだけ早く

台帳の整備が進むよう支援してまいりたいと考

えているところであります。

また、台帳が整備されることによりまして、

森林の境界や所有者が明確となり、適正な森林

管理の推進が図られますとともに、森林組合等

による施業の集約化や施業受託も促進されるも

のと考えております。

今後、森林吸収源対策や資○丸山裕次郎議員

源循環型の林業を進める上で、林地台帳の整備

は非常に重要になっていくものと思います。林

地台帳整備には市町村の取り組みが重要ですけ

れども、森林・林業に対する職員の体制なども

温度差がありますので、県のリーダーシップの

もと、適切に林地台帳の整備が進められること

を要望しておきます。

次に、ＴＰＰについてお伺いいたします。昨

年10月に大筋合意し、11月末にはＴＰＰ関連政

策大綱がまとまり、昨年末にはＴＰＰによる農

林水産物の影響を1,300億円から2,100億円とす

る試算を国は公表しました。県でもこの国の試

算に準じて試算し、牛肉・豚肉などを中心に47

億円から93億円の影響があるとする試算を公表

しました。また、国が公表したＴＰＰ協定の経

済効果分析では、貿易拡大等によりＧＤＰ

を2.59％押し上げ、13.6兆円の拡大効果がある

という公表をもとに本県経済を分析し、ＧＤＰ

基準では979億円、輸出入基準で204億円の拡大

効果があると公表しております。そこで、県と

して今後ＴＰＰに対してどのような基本方針で

臨むのか、知事にお伺いいたします。

ＴＰＰにつきまして○知事（河野俊嗣君）

は、協定の内容が本県に与える影響や、それを

踏まえた分野別の方針などをまとめました「宮

崎県ＴＰＰ対応基本方針」を先月末に策定した

ところであります。ＴＰＰにつきましては、本

県経済にとりまして一定のプラスの効果を与え

ることが想定される一方で、本県の基幹産業で

ある畜産を初めとする農林水産業では、県産品

の価格下落による生産額の減少などの影響が懸

念されるところであります。本県としまして

は、ＴＰＰによるプラスの効果を最大限にし、

マイナスの影響を最小限にとどめることが何よ

りも重要であると考えております。国に対しま

しては、「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」を確

実に実施することでありますとか、協定のプラ

ス効果が地方においても十分波及するよう、今

後とも求めてまいりたいと考えております。

さらに、短期的な対策はもとより、中長期的

な視点も持ちながら、農林水産業を初めとした

本県産業の競争力の確保や、海外への展開も見

据えた成長産業化に取り組んでまいりたいと考

えております。

先ほども本県農業の試算に○丸山裕次郎議員

ついて述べましたが、県では国に準じて影響試

算を公表しております。具体的にはどのように

試算を行ったのか、農政水産部長にお伺いいた

します。

国が昨年12月○農政水産部長（郡司行敏君）

に公表した影響試算では、関税削減等の影響で

価格が低下し、その結果、生産額が減少したも

のについて試算を行っておりまして、国内生産

量につきましては、体質強化対策や経営安定対

策などの国内対策を強力に推進することにより

維持するとしておられます。また、対象品目に



- 31 -

平成28年２月25日(木)

つきましては、関税率10％以上かつ国内生産

額10億円以上の33品目について試算を行ってお

ります。具体的な算出方法といたしましては、

輸入品と競合するもの、牛肉を例えで言います

と、この場合乳用種ということになりますけ

ど、これらについては関税削減額相当分の価格

が低下するものとしており、競合しないもの、

牛肉で言えば和牛ということになりますけれど

も、これらにつきましては、その低下率の２分

の１の割合で価格が低下するという前提で算出

をしております。県におきましては、国の試算

方法に準じ、本県で該当する牛肉や豚肉など11

品目について試算を行った結果、本県の農林水

産物の影響額を47億円から93億円と試算したと

ころであります。

一方で、本県のＪＡ宮崎中○丸山裕次郎議員

央会では独自の基準をもって影響試算を行って

おりまして、この試算では、何と686億円という

大きな影響があると公表されております。試算

の考え方により影響額は異なろうと思っており

ますけれども、余りにも大きな差であり、農家

の方々はどちらを信頼すればいいのかと戸惑っ

ているのではないかと思っております。そこ

で、県とＪＡの試算方法の違いについて、農政

水産部長に見解をお伺いします。

ＴＰＰの影響○農政水産部長（郡司行敏君）

試算につきましては、県では国の試算方法に準

じて、国内対策により生産量が維持されること

を前提に影響額を試算したところであります。

一方、ＪＡ宮崎中央会が行った試算では、国内

対策を前提とはしておらず、価格の低下に加え

生産量の減少も試算の条件としており、その前

提の違いにより影響試算の額に差が生じている

ところであります。県といたしましては、ＴＰ

Ｐの影響が最小限にとどまるよう十分な対策を

実施していくことが重要であると、そのように

考えております。

本県でも今議会に、国の補○丸山裕次郎議員

正予算を受けた県の補正予算や当初予算が上程

されておりますけれども、国の補正予算では、

一部の事業が基金に積まれるということで、現

時点では本県にどれくらいの配分が来るのか

はっきりわかっていないと伺っております。い

ずれにしても本県は、農業が基幹産業であり、

農業産出額の約６割を畜産が占める畜産県でも

あります。その分、他県よりもＴＰＰの影響を

大きく受けるのではないかと考えておりますの

で、影響額に応じた予算確保が重要であろうと

思っております。そこで、国のＴＰＰ関連補正

予算の評価と本県の予算獲得に向けた意気込み

を、農政水産部長にお伺いいたします。

御指摘のとお○農政水産部長（郡司行敏君）

り、私どもの県は、ＴＰＰということに関しま

しては非常に大きな影響を受ける可能性もあり

ます。しかし、現場の大きな不安を希望に変え

られるようにしっかりと対策を打つことが、

我々の責務であると考えております。しっかり

と対策を打つ中で、農家の方々とともにＴＰＰ

に負けない宮崎県農業の構築に努めてまいりた

い、そのように考えております。

農林水産業の方々が希望を○丸山裕次郎議員

持って経営に取り組んでいただくためには、予

算の獲得が重要であろうと思っておりますの

で、ぜひお願いしたいと思います。

よく見てみますと、今議会でＴＰＰ対策予算

として計上されていますけれども、平成28年度

の畜産クラスター事業や畜産パワーアップ事業

は、国が措置した平成27年度の補正予算であり

ます。しかし、国の平成28年度当初予算では、

ＴＰＰ対策として計上された事業はないようで



- 32 -

平成28年２月25日(木)

あります。今、部長が言われたとおり、現場の

ほうでは大変心配しておりますので、今後と

も、現場の声を真摯に受けとめていただき、市

町村、関係団体とともに、短期的でなく長期的

にも農林水産業が発展・維持できるように、予

算確保を要望しておきたいと思っておりますの

で、改めて農政水産部長に意気込みをお伺いい

たします。

県では、ＴＰ○農政水産部長（郡司行敏君）

Ｐの大筋合意を踏まえ、本県の実情が反映され

た対策が講じられますように、国に対して緊急

に要望を行い、その多くが、昨年11月に公表さ

れました「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」に盛

り込まれたところであります。また、国の補正

予算では、大綱に基づく施策を推進するため

に3,122億円の予算が措置されたところでござい

ます。県におきましては、お話にありましたよ

うに、国の補正予算で措置された、産地パワー

アップ事業であるとか畜産クラスター事業、及

び農業農村整備事業等に県独自の事業も加え、

農林水産分野のＴＰＰ関連対策といたしまし

て、２月補正も含め約130億円の予算を本議会に

お願いしているところであります。今後とも、

農林水産業者が希望を持って経営に取り組んで

いけますように、本県農林水産業の競争力強化

に向けた対策に積極的に取り組みますととも

に、今度の予算だけではなくて、ある一定期間

はしっかり予算措置をしていただけるように、

国に対して、予算の確保を全力でお願いしてま

いりたいと考えております。

ぜひ、農家等の不安を払拭○丸山裕次郎議員

するために、今回提案している予算が可決され

た暁には早急に執行していただいて、農家の不

安払拭にしっかりと取り組んでいただきたいと

思っております。隣県の熊本県では、国の基準

ではなくて、農産物の減少も含め、また米の価

格の下落等を考慮して独自に試算を行っており

まして、81億円から132億円の影響があるという

ふうな公表もしております。宮崎県よりも非常

に厳しい基準で試算されているというふうに

思っております。先ほども言いましたとおり、

農家サイドでは、ＴＰＰ以前に、高齢化の進展

や後継者不足、資材高騰など非常に不安視して

おりますので、この不安を払拭するために、県

としてしっかりと頑張っていただくことをお願

いしておきたいと思っております。

次に、今度は逆にＴＰＰでメリットと言われ

ております商工分野についてでありますけれど

も、先ほどの経済効果分析は、現在の県内のＧ

ＤＰ比率を掛けただけの数字でありますので、

本当にＴＰＰのメリットが出るのかどうか非常

に心配しております。このメリットを最大限に

推し進めてほしいと思っているんですが、どの

ように推し進めていくのか、商工観光労働部長

にお伺いいたします。

ＴＰＰに○商工観光労働部長（永山英也君）

つきましては、関税撤廃や貿易手続の迅速化、

米国における蒸留酒の容器容量規制の緩和等が

進められる予定となっております。本県から関

係11カ国向けの輸出は、自動車部品等の機械器

具が約162億円、プラスチック等の化学製品が

約92億円など、アメリカを中心に285億円程度と

なっており、本県の輸出総額の19％を占めてお

ります。為替変動等の要因もあり一概には言え

ないものの、本県商工業にとっては追い風にな

ると期待をしております。一方で、海外から安

価な製品が輸入され、競争が激化することも予

想されます。県といたしましては、ＴＰＰのメ

リットを最大限に生かすとともに、デメリット

を最小限に抑えるよう、ジェトロはもとより産
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学金官が連携をしまして、企業の技術力や商品

力の強化による生産性向上、競争力の強化を図

るとともに、輸出や海外展開をしやすい環境づ

くり、海外プロモーションの展開等に取り組ん

でまいりたいと考えております。

ＴＰＰのメリットを最大限○丸山裕次郎議員

に生かすためには、民間の意欲、活力、行動力

が重要であります。答弁にありましたとおり、

ジェトロ等を十分に活用し、連携して輸出拡大

等に積極的に取り組んでいくことを要望してお

きたいと思っております。

次に、スポーツ戦略についてお伺いいたしま

す。ことしはブラジル・リオで、４年に一度の

スポーツの祭典であるオリンピック・パラリン

ピックが開催されます。あわせて、４年後の東

京オリンピック・パラリンピックへの機運が一

気に高まることが予想されます。東京オリン

ピックでの追加競技である野球・ソフトボー

ル、サーフィンなどは、８月に開催されるリオ

オリンピック前のＩＯＣ総会で正式に決定さ

れ、８月以降にできるだけ速やかに会場を決定

する運びになっております。本県では野球・ソ

フトボール、サーフィンを誘致することを表明

してきましたが、東京から遠隔地にあるという

ハンディを乗り越えて誘致する意気込みと活動

状況について、商工観光労働部長にお伺いいた

します。

県では、○商工観光労働部長（永山英也君）

東京オリンピック・パラリンピック競技大会

を、「スポーツの聖地みやざき」を世界に向け

て発信する絶好の機会として捉え、野球・ソフ

トボール、サーフィンの開催地として、いち早

く名乗りを上げたところであります。これま

で、東京オリンピック・パラリンピック担当大

臣を初め、スポーツ庁長官や文部科学大臣に対

して要望活動を行いますとともに、全日本野球

協会や日本サーフィン連盟に対する協力要請、

国際サーフィン連盟に対する書簡送付など、積

極的に誘致活動を行っております。また、例え

ば日向市では、地元サーファーを中心にサー

フィン会場の誘致活動に取り組み、地域の機運

醸成を図る招致大会も開催されたところであり

ます。本県は、恵まれた気象条件や国際大会の

開催実績など、いずれの種目においても非常に

高いポテンシャルを有しており、遠隔地という

ハンディは十分乗り越えられると考えておりま

す。今後、開催地決定までの限られた期間、本

県開催に向けて、市町村や関係団体とも連携

し、全力を尽くして取り組んでまいりたいと考

えております。

スポーツは、我々に夢、希○丸山裕次郎議員

望、感動を与えてくれます。世界最大のスポー

ツの祭典であるオリンピックの競技が本県で開

催できれば、大きな起爆剤になると思います。

市町村、関係団体と連携し、全力で誘致に取り

組まれるよう要望しておきます。

東京オリンピック・パラリンピックの事前合

宿、ホストタウンの１次登録として、本県はド

イツのホストタウンに登録されました。同じド

イツには、徳島県、新潟県上越市が登録されま

した。ホストタウンになれば、事前合宿の受け

入れで、選手との交流のみならず、姉妹都市交

流など交流事業の活性化が図られるとともに、

競技施設の改修費の一部に地域活性化事業債が

使えるようであります。そこで、ホストタウン

の推進に向けた今後の取り組みについて、総合

政策部長にお伺いいたします。

ホストタウン○総合政策部長（茂 雄二君）

につきましては、2020年東京大会の開催を契機

に、全国の地方公共団体と参加国等との相互交
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流と地域の活性化等を推進するものであり、本

県としましても積極的に取り組んでおり、先

月、宮崎市、延岡市とともに第１次登録を受け

たところであります。また、来年度には第２

次、第３次登録が予定されておりますので、今

月９日には市町村への説明会を開催し、第１次

登録時の国とのやりとりを踏まえた情報提供等

を行っております。県といたしましては、既に

登録されましたドイツとの交流を着実に実施す

るとともに、市町村への継続的な情報提供に努

め、新たな登録に積極的に対応することによっ

て、東京大会への貢献と地域の活性化を図って

まいりたいと考えております。

ホストタウンに関しては、○丸山裕次郎議員

先ほど答弁がありましたとおり、今後、２次、

３次の登録が行われますので、県内の多くの市

町村に対し情報提供、適切なアドバイスをお願

いします。また、１次登録されたドイツのホス

トタウンになれるように、積極的に関係市と連

携して、ドイツにアピールをしていただきたい

と思っております。

次に、２巡目の国体についてお伺いいたしま

す。10年後の平成38年に２巡目の国体開催が

内々定となり、副知事をトップにした受け入れ

体制づくりに取り組まれております。国体を成

功させるためには、スポーツ施設の改修、競技

団体の協力、市町村の協力、競技力向上など、

さまざまなことに取り組まなければなりませ

ん。財政面からも、施設整備に取り組みやす

かった１回目の国体時点と時代背景が違います

ので、容易に進まないことも想定されます。そ

こで、今後、２巡目国体に向けてどのように取

り組んでいくのか、知事にお伺いいたします。

２巡目の宮崎国体を成○知事（河野俊嗣君）

功に導くためには、競技力の向上や施設整備な

ど、計画的かつ着実に準備を進めていくことが

重要であると考えております。そこで、全庁的

な推進体制として、ことし１月に庁内検討会議

を設置したところであります。また、28年度当

初予算案におきまして、国体準備スタートアッ

プ事業を予定しておるところでありますが、こ

の中で、平成29年度の県準備委員会の設置に向

けました各種計画案の作成や関係機関との調

整、並びに県の陸上競技場、体育館、プールに

係る施設整備の調査・検討に取り組むこととし

ております。さらに、県営電気事業みやざき創

生基金の創設をお願いしていますが、国体開催

に向けた施設整備の方針が決定された後には、

その整備にも活用していくこととしておりま

す。今後、県議会を初め、市町村、競技団体、

経済団体など、関係機関と連携を図りながら、

国体の準備にしっかりと取り組んでまいりたい

と考えております。

先ほども述べましたよう○丸山裕次郎議員

に、１回目の国体と時代背景が違います。国体

を開催するに当たり、多額の費用はもちろん、

選手の確保・育成、施設整備などさまざまな課

題があります。ぜひ、市町村、競技団体、関係

機関などとできるだけ早目早目の協議を進め、

２巡目国体の開催に遺漏のないように取り組ま

れることを要望しておきます。

次に、新教育委員会制度についてお伺いしま

す。昨年４月から新教育委員会制度がスタート

しました。新制度が始まるきっかけになったの

は、他県で起きたいじめ対応の後手後手、責任

所在の不明確さなどの改善を求めるため、知事

と教育委員会が協議・調整を行う場として、知

事が主宰する総合教育会議を置くことなどが義

務づけられるとともに、教育委員長と教育長の

一本化を図り、教育行政における責任体制の明
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確化などを図ることとされているところであり

ます。この４月には、新制度に基づく教育長が

誕生することとなりますが、知事が直接任命す

ることになりますので、任命責任も明確化され

ると考えております。そこで、新教育委員会制

度への対応と期待、並びに新たな制度に基づき

教育長になられる方への思いについて、知事に

お伺いいたします。

県では、総合教育会議○知事（河野俊嗣君）

を昨年４月に設置し、平成30年度までの４年間

の本県教育等の振興につきまして、長期的な視

点から、目指す将来像や施策の根本となる大綱

というものを昨年９月に策定したところであり

ます。この新教育委員会制度におきましては、

私が県議会の同意を得て教育委員会を主宰し、

代表者となる教育長を直接任命することとなり

ます。より円滑に、かつ、より充実した教育施

策を推進できる、そういう面も期待できるので

はないかと考えております。私は、今後地域の

活力を維持していくためには、本県の将来を思

い、支える人財の育成・確保が必要であり、教

育の果たす役割はますます重要になってくるも

のと考えております。新たな制度に基づく教育

長には、私と教育に対する価値観を共有し、連

携しながら、宮崎ならではの教育を推進してい

ただきたいと考えているところであります。

教育は国家百年の大計とも○丸山裕次郎議員

言われます。人づくりがしっかりすれば安定し

た県づくりにつながります。４月から、知事が

任命した新教育長のもとで、全ての子供が未来

に大きな希望を持って日々努力を重ね、県勢発

展にともに歩いていけるように、知事の手腕を

期待しております。

次に、大変残念なことでありますけれども、

職員の不祥事についてお伺いします。県のさま

ざまな部局において、職員による不祥事が相次

いで発生しましたが、公僕として、あるいは県

職員としての自覚が欠如しているとしか考えら

れません。また、その内容を見ると、人として

当然あるべき規範が守られていないという、余

りにも未熟なものであり、非常に残念でありま

す。これまでも、職員に対して指導や研修を

行ってきたと思いますが、不祥事防止に何が足

りなかったのか、また再発防止に向けて県全体

としてどのように取り組んでいくのか、知事に

お伺いいたします。

知事部局を初め、県職○知事（河野俊嗣君）

員の不祥事が続いておりまして、県民の皆様の

信頼を損なう事態となっておりますことに、私

としましても、県民の皆様に対し大変申しわけ

なく、強い危機感を持っているところでありま

す。これらにつきましては、県職員として当然

求められる高い規範意識や倫理意識につきまし

て、本人の自覚が不足していたこと、また、職

員一人一人に対する指導や啓発に関し、行き届

いていない面があったのではないかと考えてい

るところであります。

このため２月16日に、各任命権者や部局長を

メンバーとします臨時会議を開催いたしまし

て、各所属における職員指導の強化を図るな

ど、服務規律の徹底を改めて指示したところで

あります。また、不祥事を撲滅するという強い

思いを全職員が共有いたしますよう、私から職

員一人一人に対し、庁内ＬＡＮを使ってメッ

セージを送ったところでもあります。私としま

しては、県庁の全組織を挙げて、県職員一人一

人の自覚というものをさらに促し、こうした不

祥事の再発防止に全力で取り組んでまいりたい

と考えております。

もうこれ以上不祥事事案が○丸山裕次郎議員
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出ないことを、まず期待しておきます。

知事には県職員という広い意味で答弁をして

いただきましたが、取り締まる側の警察におい

ても、残念ながら、昨年２月以降３人の逮捕者

を出すなど警察職員の不祥事が続き、また昨日

は、女性に対する暴行未遂容疑で事情聴取を受

けていた県警幹部職員が自殺したとの報道がな

されており、警察への信頼が大きく揺らいでい

ると思っております。初めに、山﨑公安委員長

は、昨年８月１日から、警察行政の管理を担う

公安委員会のトップに就任されたわけですが、

信頼回復に向け、公安委員会として県警をどの

ように指導し管理していくのか、お伺いいたし

ます。

昨年以来、３人○公安委員長（山﨑殖章君）

もの警察官が逮捕され、県民の皆様の警察に対

する信頼と期待を大きく損なったことは、公安

委員会といたしましてまことに残念であり、深

くおわびを申し上げます。また、昨日報道され

ましたとおり、警察本部の幹部職員が自殺した

ことにつきましても、大変遺憾に思います。

公安委員会では、平素から、警察行政が民主

的に運営されるよう県警察を管理しており、中

でも警察職員の不祥事案に関しましては、その

都度、報告を受けております。そこで、公安委

員会では、再発防止に向けて、１、不祥事案の

起こりにくい仕組みづくり、２、職務倫理教養

の充実の２点を、強く県警察に指示したところ

であります。今後とも、公安委員会は、県警察

の信頼回復を図るとともに、県民のためのさら

なる強い警察を目指して、県民の代表として適

切に管理してまいります。

答弁にありましたとおり、○丸山裕次郎議員

公安委員会として、再発防止に向け、不祥事案

の起こりにくい仕組みづくり、職務倫理教養の

充実の２点を県警に強く申し入れ、指示したと

いうことであります。不祥事を防止するために

は、県警として警察官の指導教養をどのように

行っているのか。また、その指導教養等を行っ

ているにもかかわらず、現に不祥事が発生して

おりますが、何が足りなかったのか。県警とし

て、今後、再発防止にどのように取り組んでい

くのか、警察本部長にお伺いいたします。

初めに、昨年○警察本部長（野口 泰君）

来、本県警察官による不祥事が続き、県民の皆

様の期待と信頼を損なう結果となり、深くおわ

び申し上げます。さらに、昨日来報道されてお

ります、警察本部幹部職員の自殺事案につきま

しては、県警察として大変重く受けとめている

ところでございます。

県警察では、警察官の職務倫理、規範意識を

醸成するため、警察学校等での１年を超える採

用時教養を経て、各所属に配置後も、職責を自

覚させ、使命感を培い、円満な良識と豊かな人

間性を育むさまざまな指導教養を継続して実施

しております。しかしながら、現に不祥事案が

発生しておりますことから、職員の一人一人の

琴線に触れる職務倫理教養が徹底していなかっ

たと考えている次第でございます。今後は、幹

部教養を徹底し、職員の心に浸透する職務倫理

教養の推進、不祥事案の原因となる職員の悩み

等の早期把握と解決を図るとともに、士気の高

い職場環境や不祥事案の起きにくい業務上の仕

組みづくりを行い、再発防止の徹底を図ってま

いります。私ども県警察では、全職員一丸と

なって、本来の業務をしっかりと遂行し、警察

の責務を果たしていくことで、県民の皆様の期

待と信頼に応えてまいる所存でございます。

「築城３年、落城１日」と○丸山裕次郎議員

言われます。県民の信頼回復には多くの時間と
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努力が必要です。一人一人の職員が初心に戻

り、全体の奉仕者である職員という自覚を持

ち、職務に専念し、県勢発展に努力を重ねるこ

とを強く要望しておきます。

次に、国民健康保険についてお伺いします。

国民健康保険の財政運営主体が、２年後の2018

年度から、これまでの市町村から県に変わりま

す。厚生労働省から出た運営方針案では、医療

費の動向などを踏まえた国保財政の将来の見通

しや、後発医薬品の使用促進などの医療費適正

化策のほか、保険料の標準的な算出方法や徴収

の適正化などに関する県内の統一方針を定めて

いくとされております。また、新制度では、県

が市町村ごとに標準的な保険料率を提示した上

で、これを参考に市町村が保険料を決めていく

ことになります。これにより、各市町村の実際

の保険料が医療費に見合った水準に設定されて

いるか、いわゆる「見える化」が進むことか

ら、県や市町村は、保険料の収納対策を含め、

赤字要因の具体的な分析ができるようになると

されております。

現在の国保財政は、一般会計からの繰り入れ

や基金取り崩しによる赤字穴埋めをする市町村

が多いため、保険料率の急激な上昇などを避け

るため、短期間での赤字解消が困難な場合に

は、運営方針と別に、５年以内を限度とする計

画を策定する手法も挙げております。また、国

保財政の安定化を図るため、2017年度までに国

レベルで2,000億円規模の基金を造成することと

しております。そこで、財政運営主体が県にな

りますが、これまでの検討内容と今後の対応方

針について、福祉保健部長にお伺いします。

県では、新し○福祉保健部長（桑山秀彦君）

い国民健康保険制度に向けた準備のため、昨年

８月に市町村との協議の場を設置いたしますと

ともに、今回、国保財政安定化のための基金を

造成することとし、今議会におきまして、条例

制定と積み立てのための補正予算をお願いして

いるところでございます。さらに、平成28年度

には国民健康保険課を新たに設置しまして、本

県の国保の運営方針や国保事業費納付金、標準

保険料率などについて検討を行い、また、29年

度には納付金徴収条例の制定や特別会計の設置

等を予定しております。今回の見直しは、昭

和36年の制度創設以来の大きな改革でありま

す。県としましては、共同して運営を担います

市町村との十分な連携・協議の上で、新制度へ

の円滑な移行に向けて適切に準備を進めてまい

りたいと考えております。

答弁にありましたとおり、○丸山裕次郎議員

今回の見直しは昭和36年制度創設以来の大きな

改革であります。これまで以上に県の果たすべ

き役割が大きくなるものと理解しております。

少子高齢化、人口減少、財政難など大きな課題

を抱えている本県にとって、大きな岐路を迎え

ていると言っても過言ではないと思っておりま

す。壇上から質問した地域医療構想とも密接に

関係しておりますので、十分な検討、議論を深

め、制度の変更で遺漏のないようにお願いして

おきます。

次に、林業行政についてお伺いします。近

年、木質バイオマスの稼働、大型製材所の稼働

等により、県内至るところで山全てを伐採する

全伐が見られるようになり、近隣住民から、

「大雨が降れば大きな災害につながるのではな

いか」といった不安の声を聞いております。そ

こで、近年の伐採状況はどうなっているのか。

また、伐採後の再造林の状況はどうなっている

のか、苗木確保を含め、環境森林部長にお伺い

します。
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まず、伐採状○環境森林部長（大坪篤史君）

況ですが、平成26年度の民有林の主伐面積は、

県全体で、５年前と比較しまして500ヘクタール

ほど増加し、約2,400ヘクタールとなっておりま

す。

次に、伐採跡地の再造林の現状ですが、平

成26年度は、５年前と比較して300ヘクタールほ

ど増加し、約1,600ヘクタールとなっておりま

す。

次に、苗木の確保につきましては、平成26年

春から２年連続して杉苗が不足したことから、

生産者へ増産の呼びかけを行いますとともに、

高鍋にあります県採穂園の再整備や民間の苗木

生産施設等の整備支援、さらには穂木の採取や

優良苗木生産に関する技術研修にも取り組んで

いるところであります。そのような中、一定の

供給増が図られましたことから、この春の苗木

不足は解消されるものと見込んでいるところで

あります。今後とも、苗木の安定的な確保を図

り、伐採跡地の再造林をしっかり進めてまいり

たいと考えております。

次に、県産材の利用促進に○丸山裕次郎議員

ついてお伺いします。本県は他県より拡大造林

の取り組みが早く、森林の成長が早いため、主

伐期を迎えている山林を多く抱えており、県産

材の県内外への販路拡大策が、今後、林業の大

きな課題であります。そのような折、東京オリ

ンピック・パラリンピックメーン会場となる新

国立競技場が、木材を多用する「木と緑のスタ

ジアム」となったことを受け、国産材の活用拡

大につながるのではないかと大きな期待感を

持っております。既に、秋田県、宮城県、静岡

県などは新国立競技場の整備に携わる建築家の

隈研吾氏に積極的にアピールしているようであ

ります。本県も、平成３年から四半世紀にわた

り杉素材生産量日本一の林業県として、また、

防災拠点庁舎にＣＬＴを活用することなどを

しっかりアピールすることによりまして、国内

外の販路拡大につなげるチャンスだと思ってお

ります。そこで、県産材の国内外の販路拡大に

ついて今後どのように取り組んでいくのか、環

境森林部長にお伺いします。

本県では、住○環境森林部長（大坪篤史君）

宅分野はもとより、公共建築物や商業施設など

の非住宅分野の木造・木質化も推進しておりま

して、川崎市との連携・協力の取り組みに関す

る基本協定を締結するなど、大都市での県産材

の販路拡大にも鋭意取り組んでいるところであ

ります。また、東京オリンピック・パラリン

ピック関連施設につきましては、私どもも、建

築家の隈研吾氏や日本スポーツ振興センター

（ＪＳＣ）、さらには建設会社などに直接出向

きまして、本県の木材はもとより、その利用技

術の活用について働きかけを行ってきたところ

でございます。一方、国外につきましては、プ

レカットした木材と建築技術をパッケージにし

た材工一体による製品輸出を、まずは韓国を先

行して取り組みまして、順次、台湾や中国等へ

広げていく予定であります。こういった取り組

みによりまして、国内外での新たな市場を開拓

し、県産材の販路拡大に積極的に努めてまいり

たいと考えております。

先ほども述べましたとお○丸山裕次郎議員

り、本県は平成３年から四半世紀にわたり杉素

材生産量が日本一の林業県であります。一方、

全国より早く主伐期を迎え、県産材の販路拡大

は喫緊の課題であります。販路が拡大すれば、

木材価格はもっと安定し、山間地域の活性化に

つながり、さらには宮崎の活性化にもなりま

す。宮崎らしい地方創生につながると確信して
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おります。全国、海外への積極的な展開を要望

しておきます。

次に、青島亜熱帯植物園についてお伺いしま

す。１月のＴＰＰ及び東アジア戦略調査でシン

ガポールを訪れた際、青島亜熱帯植物園と姉妹

園であり、昨年、世界遺産に登録されたシンガ

ポール植物園を視察させていただきました。世

界遺産に登録されたこともあり、多くの方々が

来場しておりました。東京ドーム13個分、約63

ヘクタールという広大な敷地を有しており、私

どもは国立洋ラン園しか見る時間はなかったわ

けでありますけれども、さまざまなランが植栽

されており、ランの世界を堪能できました。先

ほど言いましたとおり、青島亜熱帯植物園とシ

ンガポール植物園は姉妹園で、昨年10月に締

結50周年を迎えたと聞いております。50年前に

締結した黒木元知事の先見性はすばらしいもの

と、改めて痛感しております。青島亜熱帯植物

園は、３月末のリニューアルオープンに向け、

昨年度から大規模改修に取り組んでおります。

オープンする前の青島亜熱帯植物園を視察させ

ていただきましたが、以前と比べ非常にオープ

ンで明るい植物園になっておりました。単にリ

ニューアルオープンするだけでなく、青島の観

光や地域活性化につなげてほしいと考えており

ます。そこで、青島亜熱帯植物園のリニューア

ルオープンにおいて、施設整備などで特に配慮

した点は何なのか。また、青島活性化にどのよ

うにつなげていくのか、県土整備部長にお伺い

します。

今回のリニ○県土整備部長（図師雄一君）

ューアルにおきましては、花や緑を楽しめ、ゆ

とりと憩いのある体験型の植物園を目指して整

備を進めてまいりました。まず、花や緑の創出

といたしましては、大温室に、色鮮やかなブー

ゲンビリアの花が一年中楽しめる回廊やシンガ

ポール植物園紹介コーナーを設けまして、マー

ライオン像の周りに天皇皇后両陛下ゆかりの貴

重なランを配置したところです。また、ゆとり

と憩いの創出といたしましては、開放感のある

エントランスや芝生広場、植物について学ぶ体

験学習棟を整備し、あわせて大温室の無料化や

Ｗｉ－Ｆｉ環境を整え、家族連れなど誰もが利

用しやすい植物園づくりに取り組んだところで

あります。県といたしましては、このような魅

力アップした植物園において、今議会で予算を

お願いしております夜間のライトアップを、青

島ビーチパークの開催に合わせて試行するな

ど、地元や周辺施設とも連携して、青島地域全

体の活性化につなげてまいりたいと考えており

ます。

答弁にもありましたとお○丸山裕次郎議員

り、地元や周辺の施設とも連携して、青島地域

全体の活性化につなげていただきたいと思って

おります。約１カ月後の３月26日のリニューア

ルオープンを契機に、姉妹園である世界遺産に

なったシンガポール植物園のように多くの方々

に来園していただき、県民はもとより、観光客

を含め多くの方々に愛される植物園となり、青

島のみならず県勢発展につながることを期待し

ております。

最後に、公職選挙法についてお伺いします。

選挙権年齢を18歳以上に引き下げる改正公職選

挙法が昨年６月に成立し、これまで主権者教育

についてさまざまな議論が議会でも行われてき

ました。さらに、１月末には選挙人名簿の登録

制度が改正され、またさらに、有権者の投票環

境の向上策の制度化を行う改正案が国会に提出

されたと聞いております。投票率の低下対策の

一環として改正が行われるということでありま
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すけれども、具体的にはどのような改正が行わ

れるのか、選挙管理委員長にお伺いいたしま

す。

まず、選挙○選挙管理委員長（後藤仁俊君）

人名簿の登録制度に関する改正につきまして

は、選挙権年齢を迎える直前に転出した有権者

が、新住所で選挙人名簿に登録されるまでの間

に行われる選挙において、新旧どちらの市町村

の名簿にも登録されていないために投票できな

い事態を解消するもので、選挙権年齢の引き下

げと同時に施行されます。この改正により、対

象者は旧住所で名簿に登録され、旧住所に戻っ

て投票するか、新住所地で不在者投票を行うこ

とになります。

また、今国会で審議中の投票環境の向上に向

けた改正案の内容は３項目ありまして、市町村

のどの選挙人でも投票できる共通投票所制度の

創設、期日前投票の投票時間の繰り上げ・繰り

下げの弾力的な設定、それから投票所に入場で

きる子供の範囲を、現行の幼児から18歳未満ま

で拡大することとなっております。県選挙管理

委員会といたしましては、これらの改正を踏ま

え、市町村選挙管理委員会等と連携して制度の

十分な利活用を図ることで、投票率の向上につ

なげていきたいと考えております。

投票率向上に向けた改正が○丸山裕次郎議員

なされたようであります。しかし、一般の有権

者にはわかりづらく、手続も煩雑に感じるので

はないかと思っております。市町村選挙管理委

員会や教育委員会と連携して、若者を初め多く

の有権者に制度改正の周知・広報を行っていく

ことを要望しておきたいと思っております。

多少時間がありますので、数点要望させてい

ただきます。

まず、地方創生についてでありますが、「本

県でも今年度、「まち・ひと・しごと創生総合

戦略」を策定し、平成28年度から本格的な施策

を展開し、地方創生のトップランナーを目指

す」と述べておられます。当初予算に計上して

いる、県営電気事業みやざき創生基金を活用し

た「「世界とともに成長するみやざき」双方向

交流拡大推進事業」外14事業や、補正予算に計

上している地方創生加速化交付金事業等で地方

創生を推進するということでありますが、全般

的に見て、県、市町村が実施主体となった意見

交換やネットワークづくりの事業が多く、本来

主役にならなければいけない民間の活動支援策

が少ないと感じております。地方創生は知恵の

出し比べとも言われておりますが、行政だけで

なく、民間の知恵を積極的に生かし、民間提案

による事業展開、規制緩和、特区の提案などが

必要ではないかと感じております。ぜひ、知事

のリーダーシップによるトップランナーの名に

ふさわしい地方創生の実現を要望しておきま

す。

次に、地域医療構想についてですが、壇上か

らも述べましたように、本格的な人口減少社

会、2025年には団塊の世代が75歳以上になる超

高齢社会に対応するため、病床機能の明確化、

病床数の変動・削減といった、今後の地域医療

のみならず、地域生活、地域発展に大きな影響

を与える構想です。人口減少により全体の病床

変動・削減はやむを得ないと理解するものの、

どの病床、どの医療圏で変動・削減していくの

か、非常に大きな課題であります。その要因を

決めるのが、患者の流出入に対する考え方であ

ります。大きな病院などが多い一部の医療圏で

は患者の流入が多くなっておりますが、他の医

療圏では患者の流出が多い状況も見られます。

患者の住所地で判断するのか、病院所在地で判
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断するのかによって大きな差が生じます。仮に

病院所在地で判断すると、地域ごとの医療機能

の格差が現在でもあるのに、さらに差が大きく

なり助長されるのではないかと危惧しておりま

す。一方、患者住所地で判断すると、現状の医

療提供体制とかけ離れたものになると考えられ

ます。また、病床機能の役割分担も必要と、理

解はできますけれども、どの病院がどんな役割

を果たすのか、役割を果たすためには現在の病

院機能から転換する必要がありますが、財源や

マンパワーの確保が必要です。いずれにせよ、

医療のみならず県全体に大きな影響を与える地

域医療構想ですので、十分な検討を重ね、将来

に禍根を残さない構想にしていくことをお願い

したいと思っております。

今回は当初予算等を含めて質問させていただ

きましたが、知事のほうから、「躍動する『み

やざき新時代』」という言葉を出していただき

ました。私もそのような躍動する新時代になっ

てほしいと思っております。平成28年はさる年

ということであります。さる年は激動する年と

も言われております。実は私、年男、さる年で

ありますけれども、宮崎県発展のために邁進す

る思いでありますので、よろしくお願いしま

す。

また、今回は自由民主党を代表して１番に質

問させていただきましたが、午後は山下政審会

長が引き続き代表質問を行い、また、一般質問

で我が会派から８名が質問させていただきま

す。自由民主党は一致団結して宮崎県勢発展に

邁進していくことを述べさせていただきまし

て、私の代表質問を全て終わります。ありがと

うございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○星原 透議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午後０時２分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開き○星原 透議長

ます。

次は、宮崎県議会自由民主党、山下博三議

員。

〔登壇〕（拍手） 県議会自民○山下博三議員

党の山下博三でございます。午前に引き続きま

して、会派を代表いたしましてお伺いしてまい

ります。きょうは地元からたくさんの皆さん方

においでいただきました。ありがとうございま

す。

まず、知事の政治姿勢についてお伺いしてま

いります。

今議会において平成28年度当初予算案が計上

されております。平成27年度は、知事選挙の関

係で、いわゆる骨格、肉づけという２段階での

予算編成でありましたので、昨年の６月議会に

おいて補正予算案が議決され、いわゆる肉づけ

後の平成27年度の全体予算となりました。ま

た、６月議会においては、第二期の「みやざき

行財政改革プラン」も提出されましたが、この

中に第四期の財政改革推進計画が盛り込まれて

おり、７月に策定されました。

このようなことから、今回の平成28年度当初

予算は、河野県政２期目で初めての本格予算で

あると同時に、新しい財政改革推進計画がス

タートして初めての予算編成でありました。そ

こで、これまでの財政改革の取り組みについて

どう評価しておられるのか、また、第四期財政

改革推進計画はどのような内容としておられる

のか、知事にお伺いいたします。

次に、フードビジネスの推進についてお伺い
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いたします。県では平成25年に、総合的な食関

連産業の成長産業化を目指して、みやざきフー

ドビジネス振興構想を策定されました。この中

では、これまで取り組んできた６次産業化、農

商工連携などの取り組みに加えて、マーケット

インの視点に立ち、飲食業や観光産業など、産

業の垣根を越えた連携・融合や付加価値の向上

を強力に推進するとされております。

この推進母体としてフードビジネス推進課を

設置し、マーケットインや連携・価値連鎖、人

材・基盤強化といった３つの展開の視点に基づ

き、その積極的な推進に努めてこられました。

そこで、フードビジネス振興構想の趣旨を踏ま

えた今日までの取り組みと、農業県宮崎ならで

はの特徴的な成果としてどのようなものがあっ

たのか、知事にお伺いいたします。

次に、全共３連覇に向けた取り組みについて

お伺いいたします。本県は、平成24年に開催さ

れた第10回全国和牛能力共進会にて、見事２連

覇を果たしました。平成22年の口蹄疫により未

曾有の被害を受けた本県畜産の底力を全国に示

すことができた大会であり、私も長崎の会場で

その場に立ち会えたこと、その感動は今でも忘

れることはありません。多分知事もその感動

は、その後、県政を進める上で大きなエネル

ギーになられたのではないかと思います。

いよいよ来年９月には、宮城県仙台市におい

て第11回全国和牛能力共進会が予定されており

ます。これまでの歴史において、大会３連覇を

なし遂げた産地はありません。その偉業に挑戦

できるのが宮崎県であります。そこで、今議会

に農政水産部から全共３連覇に向けた予算が提

案されておりますが、全共に向けた意気込みに

ついて、知事にお伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終わりまして、この

後、質問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、財政改革の取り組みについてでありま

す。県におきましては、平成16年度から３期に

わたりまして財政改革に取り組んできたところ

であります。平成23年６月に策定した第三期財

政改革推進計画におきましては、平成26年度ま

での４年間における収支不足を1,113億円か

ら841億円まで圧縮しまして、財源調整のための

基金残高も見込みを上回る463億円を確保するな

ど、一定の成果を上げたところであります。

しかしながら、平成27年度の予算編成におけ

る基金の取り崩し額は237億円となりまして、財

源調整のための基金残高も227億円程度と見込ま

れ、引き続き財政改革の取り組みを進めていく

必要があると考えられることから、昨年７月に

第四期財政改革推進計画を策定したものであり

ます。この計画では、平成30年度までの４年間

で見込まれる収支不足額1,028億円に対し、694

億円の見直しを行い、将来にわたって持続的に

健全性が確保される財政構造への転換に向けた

取り組みを進めることとしております。

次に、フードビジネスの成果についてであり

ます。豊富な農林水産物を生かした食関連産業

の育成を図るため、３年間にわたってさまざま

なプロジェクトや推進基盤体制の整備に取り組

んでまいりました。県内のさまざまな地域や分

野におきまして、ビジネス拡大の動きが活発に

なってきております。市町村、民間において

も、いろんな動きが出てきているというのが手

応えとして感じられております。フードビジネ

スの推進という大きな動き、大きな流れという

ものが、県民の皆様に広く浸透しつつあるもの

と考えております。
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こうした中で、農業県宮崎ならではの取り組

みといたしましては、ジェイエイフーズみやざ

きなど、産地加工型の食品製造業の立地による

高付加価値化を推進しますとともに、昨年度設

置しましたフードオープンラボにおきまして

は、県産農産物を生かした魅力的な商品が次々

生まれているところであります。

また、昨年10月に設立した「食の安全分析セ

ンター」におきましては、本県の有する残留農

薬分析技術を生かし、農産物の高付加価値化と

新たな食関連産業の集積を図るものでありまし

て、本県が目指す「食の安全・安心・健康日本

一」に向けて大きく前進したものと考えており

ます。今後とも、マーケットインの視点に立っ

た産地の形成や高付加価値化、国内外の販路の

拡大など、生産、加工、販売に至る総合的な取

り組みを進め、農林水産業を核とした本県経済

の拡大に努めてまいりたいと考えております。

最後に、全国和牛能力共進会３連覇に向けた

意気込みについてであります。第11回全国和牛

能力共進会宮城大会がいよいよ来年に迫ってま

いりました。全共での３連覇は、「宮崎牛」が

今後ともチャンピオンブランドとしての確固た

る地位を築くとともに、2020年の東京オリン

ピック・パラリンピックを契機として、「日本

一の宮崎牛」を世界に向けてより強く発信して

いくためにも、大変意義深いもの、どうしても

必要なタイトルであると考えております。こと

しは特に、出品候補牛の導入が本格化する大変

重要な年であります。そのため、来年度の全共

対策予算につきましては、肉牛の導入対策の強

化に加えまして、新たに雌子牛の確保対策を行

うなど、万全の対策を講じたところでありま

す。

長崎大会のあの感動、私も強く今よみがえっ

ているところであります。口蹄疫から立ち上が

る本県にとりまして、これほど大きな勇気・元

気をいただいたものはほかにはないのではない

かと思っておりますが、その感動を生産者の皆

様、そして県民の皆様とともにもう一度共有で

きますよう、何としても３連覇を達成してまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○山下博三議員 それぞれ御答弁ありがとうご

ざいました。

引き続き財政改革についてお伺いいたしま

す。財政改革の取り組みについて、知事から一

定の成果があったとの答弁がありましたが、平

成16年から10年以上の間、人件費や投資的経費

の縮減、一般行政経費の徹底した節約が行われ

た結果、財源調整のための基金も一定程度確保

され、また、県債残高も5,000億円を下回る水準

まで減少することとなったと考えております。

取り組みの結果が成果に結びついていること

は認めるところでありますが、一方で、これま

での財政改革の取り組みがさまざまな場面で痛

みを伴っております。そのことが県内経済にも

影を落としていることも現実としてあるのでは

ないでしょうか。平成28年度当初予算は実質的

に３年連続の増となり、積極的な予算編成を

行ったとのことでありますが、どのような点が

積極的と言えるのか、知事にお伺いいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 平成28年度当初予算に

おきまして、公共事業については、国の事業量
※

の減少等によりまして、土地改良事業の直轄事

業負担金が大幅な減少となったことから、公共

事業費全体では対前年度比97.3％にとどまって

いるところでありますが、県単独事業につきま

しては、特別枠による追加措置を前年度から５

※ 50ページに訂正発言あり

平成28年２月25日(木)
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億円ふやして25億円としたことから、前年度

比105.4％となっております。

また、新たな財源として確保いたします県営

電気事業みやざき創生基金の活用による新規・

改善事業につきましては、44事業、10.7億円を

措置しておりますが、これらの事業は、通常の

新規・改善事業の枠とは別枠とし、上乗せして

新たな事業を展開することとしております。

これら特別枠の措置によりまして、平成28年

度当初予算の規模は、国の予算の伸び0.4％や地

方財政計画の伸び0.6％を上回ります対前年度

比0.7％増となり、また、その内訳を見ますと、

投資的経費やその他一般行政経費の伸びが、金

額・率ともに義務的経費の伸びを上回っている

ところであり、このことからも、積極的な予算

編成を行ったものと考えているところでありま

す。

次に、県土整備部長にお伺い○山下博三議員

いたします。平成16年度より財政改革を進めら

れた中で、真っ先に手をつけられたのが公共投

資の減額であります。平成16年度には1,445億で

あったものが、平成27年度には891億まで減額に

なっております。61.6％になります。官製談合

事件等もあって、入札制度も一般競争入札にな

り、70％台での入札価格でありました。以前

は、入社後は、３年から５年かけて２級建築士

や２級土木士、施工管理士、１級の技能士を育

てる人材育成ができる仕組みが成り立っており

ました。企業が体力のない中で一番先に取り組

んだのは、人員削減やボーナスカット。ひいて

は人材の育成を行う体力まで奪ってしまいまし

た。また、資材をより安価で納入しなければな

らず、本県のさまざまな産業にも影響が出てき

たのも現実であります。

本県の総合評価の中で、35歳以下の技術者を

採用している企業においては加算しております

が、私はそれ以前の問題があるように思えてな

りません。資格を取らせるために企業が努力し

ていれば、それも何らかの評価を与えるべきで

はないかと思っております。今回、平成28年度

当初予算において、「みやざきの建設産業担い

手育成支援強化事業」が新規事業として計上さ

れておりますが、建設産業が人材確保を図るた

めには、経営環境の厳しい中、人材育成に取り

組む企業への配慮を行うことも必要と考えます

が、県の取り組みについてお伺いいたします。

社会資本の整○県土整備部長（図師雄一君）

備や防災・減災への対応などを担う建設産業に

おいて、担い手の確保は喫緊の課題であり、人

材育成を図る企業への支援を行うことは大変重

要であると考えております。このため県では、

これまで産業開発青年隊における企業の若年技

術者の受け入れを初め、建設業団体と企業が連

携して行う若年入職者の定着を図るための集合

研修や企業実習などを支援するとともに、入札

制度において、企業の技術者の研修受講実績や

新規学卒者の雇用を評価するなどの取り組みを

実施してまいりました。

さらに、平成28年度当初予算においては、若

年技術者の資格取得に取り組む企業への助成な

どを内容とする事業を創設することとしたとこ

ろであります。今後とも、人材育成に取り組む

企業への支援の充実に向けて、関係機関や建設

業界と十分な連携を図りながら、しっかりと取

り組み、建設産業の担い手の確保に努めてまい

りたいと考えております。

以前は、建設産業が元気が○山下博三議員

あった時代というのは、資格を取ればお祝いに

キープを与えていたりして、非常にそれが社員

にとってもやりがいであり、また、企業にとっ
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ては会社の誇りでもあったと、そういう時代が

ずっと続いていたんです。それが、今日の現状

でありますので、今後、ぜひ建設産業の社員に

も資格を取らせていける仕組みを考えていただ

くよう要望しておきたいと思います。

次に、人口減少対策についてお伺いいたしま

す。

人口減少の主な要因は、若者の流出でありま

す。地域の将来を支える若者の流出をとめるた

めに、さまざまな地域活性化策等に取り組まれ

ており、また少子化対策にもさまざまな工夫が

なされておりますが、若者の働く場所の確保な

しではその効果は限定的でありまして、都市部

への流出に歯どめをかけるのは容易ではないと

考えております。そこで、人口減少に歯どめを

かけることが本県の一番の課題であると思いま

すが、県としてどのような取り組みが重要であ

るとお考えか、知事にお伺いいたします。

今、御指摘がありまし○知事（河野俊嗣君）

たように、本県の人口動態を見てみますと、進

学や就職を契機として、15歳から24歳の年齢層

において、毎年3,500人程度の転出超過が生じて

おり、若い世代が県外へ流出しているわけであ

りまして、本県の人口減少に歯どめをかけるた

めには、若者に魅力のある就業・就学の場を築

いていくことが大変重要であろうと考えており

ます。このため、本県の「まち・ひと・しごと

創生総合戦略」におきましては、こうした社会

減を抑制するための施策に優先的に取り組むこ

ととしており、当初予算案におきましても、

フードビジネスを初め成長産業の振興でありま

すとか、地域の中核的な企業を育成すること、

また高校生の県内就職の支援などに重点的に配

慮したところであります。

本県には、温かい県民性や地域のきずなな

ど、子育てをしやすい環境があると考えており

ますので、産業の活性化や雇用の創出によりま

して、若者世代の定着を図り、さらに、子供世

代の増加につなげるような、よい循環というも

のをしっかり生み出していきたいと考えており

ます。

次に入らせていただきます○山下博三議員

が、平成27年12月25日に公表されました平成27

年度学校基本調査によりますと、県内の高校の

平成27年３月の卒業者数は１万716人で、そのう

ち就職者総数は3,241人、就職率は30.2％となっ

ております。就職者総数のうちの県内就職率

は54％で、前年より3.1ポイントほど低下してお

りまして、これは全国81.6％と比べ27.6ポイン

ト低く、全国でも最も低い割合となっておりま

す。

また、過年度卒業者を含む本県出身の大学入

学者数は4,280人おられますが、このうちの72％

は県外の大学へ進学しているという状況にあり

ます。県外の大学へ進学した本県出身者がＵ

ターンして本県に就職する割合は、データこそ

ありませんが、恐らく低いだろうと思われま

す。高校卒業の段階で地元に残らないことを選

択する若者がいかに多いことか、これは大変憂

慮すべきことだと思っております。そこで、高

校生の県内就職促進のため、県はどのように取

り組んでいくのか、商工観光労働部長、教育長

にそれぞれにお伺いいたします。

高校生の○商工観光労働部長（永山英也君）

県内就職を促進するためには、県内企業の魅力

を高校生にしっかりと伝えられますよう、これ

まで以上に企業と学校あるいは生徒との接点を

ふやしていく必要があると考えております。こ

のため、今議会に提案しております新規事業の

中で、県内就職支援員を配置し、高校への企業
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情報の提供や、企業と高校のワークショップの

開催など、ネットワークの強化に取り組むこと

としております。

また、１年生の早い段階から、県内に進学あ

るいは就職するイメージを広げてもらうため、

県内大学や専門学校、企業との交流フェアを開

催するほか、２年生には、県内企業の魅力をＰ

Ｒする企業ガイダンスを開催することとしてお

ります。

さらに、労働局や県などで構成します新卒者

等就職・採用応援本部におきまして、「さあ、

みやざきで働こう！県内就職等促進プロジェク

ト」を推進することとしております。学校や経

済団体等関係機関と一丸となりまして、高校生

の県内就職促進に積極的に取り組んでまいりた

いと考えております。

昨年12月末段階の宮○教育長（飛田 洋君）

崎労働局の調査では、高校生に対する県内企業

からの求人数が3,293人であるのに対しまして、

県内就職希望者は、そのおよそ半分程度になり

ますが、1,535人でありまして、県内企業は半数

程度しか人材を確保できないような状況となっ

ております。県内の高校生の就職というのは、

これまで就職難でありました。しかし、今、求

人難へと大転換期を迎えておりまして、企業側

から学校や生徒に積極的にアプローチして、企

業のよさ、魅力を伝えて人材確保する時期に来

ていると考えております。

そこで、新規事業として、企業側から高校生

へ働きかける仕組みづくりの仕掛け人として、

就職支援エリアコーディネーターを配置すると

ともに、企業側から募集するインターンシッ

プ、企業側が主体となる学校との意見交換会や

会社説明会などの実施に向けた取り組みを進め

てまいりたいと考えております。宮崎労働局や

商工観光労働部などとの連携を一層充実させ、

県内就職促進のための取り組みを積極的に推進

してまいります。

ありがとうございました。県○山下博三議員

内就職率が低い要因の一つには、給与の格差が

あろうと思っております。ちょっと調べてみた

んですが、平成27年賃金構造基本統計調査によ

りますと、新規学卒者の初任給では ちょっ―

と比較させていただきますが、男女計の初任給

調査であります 大学卒で東京が20万9,600―

円、これを10 0とした場合に、宮崎県が17

万8,400円でありますから、85.1％という数字で

あります。そして、高校卒の同じく男女計で比

較した場合に、東京が17万7,900円、これを100

とした場合に、宮崎県の初任給は14万6,700

円、82.5％になっております。

もう一方の平均の賃金水準で見てみますと、

東京が38万3,000円、これを100とした場合に、

宮崎県の賃金水準が23万8,100円ということ

で、62.2％でありますから、さらに格差が開い

ている実態があります。これは先ほど答弁もい

ただきましたが、よりよい宮崎をＰＲしていか

なければ、この差はどうしても埋められないん

じゃないかなと、そのように思っているところ

であります。

次に、物流対策についてお伺いしてまいりま

す。

私はこれまでトラック業界や団体と意見交換

を重ねてまいりましたが、近年、特に課題と

なっているのが、深刻な人手不足の問題であり

ます。今後の物流事業の将来を考えるとき、ト

ラック輸送にかかわるドライバーを確保しなけ

れば、消費地から遠隔地にある本県にとって、

生産物を安定的に輸送することは困難でありま

す。ドライバーを確保するためには、例えば、
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距離や拘束時間に応じて、ドライバーの給与や

待遇改善を図る必要があります。そのために

は、荷主や荷受けなど、さまざまな段階で経費

負担に係る合意形成をいかにつくり上げていく

かが重要となってまいります。そこで、遠隔地

である本県におきまして、トラック業界の人手

不足の現状認識と荷主の理解・協力を得るため

の取り組みについて、総合政策部長にお伺いい

たします。

農畜産物など○総合政策部長（茂 雄二君）

の県産品を大消費地に届けるためには、トラッ

ク輸送は欠かせない重要な手段であります。ト

ラックドライバーにつきましては、労働時間や

給与などの面から、若者の就業者が減少し続

け、人手不足と高齢化が顕在化しているところ

であり、非常に大きな課題であると認識してお

ります。その改善には、発注者である荷主の理

解と協力が不可欠でありますので、県といたし

ましても、地域の実情に合った取り組みが必要

であると考え、運送事業者と農林水産業や商工

業の荷主等による意見交換会を開催したところ

であり、その中で、海運などへのモーダルシフ

トや荷の集約化に関する意見が多く寄せられた

ところであります。今後とも、運送事業者と荷

主との協議の場を持ち続け、荷主とともにこの

課題に対応していけるよう、取り組みを着実に

進めてまいりたいと考えております。

国交省、厚労省が、昨年の９○山下博三議員

月14日から20日にかけて、７日間でトラック業

界の調査を行っております。その中で、全国の

運送事業者1,252社、ドライバー5,029名からア

ンケートをとられております。そして、本県に

おいては、トラック業界の21社86名が回答され

ている内容でありますが、これは、ドライバー

の拘束時間の状況、いかに違法な形でトラック

業界が成り立っているかということの実態が明

らかになっております。

全国と本県の状況をちょっと述べさせていた

だきたいと思います。一運行の中での拘束時間

というのは13時間以内が原則みたいなんです

が、それを超える運行がなされているのが、全

国では36％に対して、宮崎県のデータによりま

すと、宮崎県の状況は43.7％が違法、そし

て、16時間を超える。その運んでいる荷物、こ

れはどこが全国の中で多いかというと、やはり

大型の貨物で、運ぶ荷物は農水産品であるこ

と、そして違法行為を行っている地域が多いの

は九州地方というのが出ております。

そして、休息時間、８時間走ったら30分の休

憩をしなければならない運行管理があるようで

ありますが、これを違法的にやっている人たち

が、全国では15.8％に対して本県は24％。そし

て、調査した中で、７日間のうちに全く休日が

なかったというドライバーが、全国では9.8％に

対して本県は27.9％。これが大型トラック業界

のほとんどであるということであります。そう

いう実態が出ておる中で、私は、今、トラック

業界に課せられている課題がいかに多くなって

いるかということを認識しておいていただきた

いと、そのように思っておるところでありま

す。

同じく総合政策部長にお伺いいたしますが、

本県で生産された農産物、工業品などを安定的

に輸送・販売し、発展していくためには、より

低コストで大型輸送に対応できる手段が必要で

あります。現在、宮崎港と神戸港の間で就航し

ております船は、平成８年12月に就航したもの

で、総トン数１万1,931トン、130台のトラック

積載能力を有しております。

先ほども述べましたが、トラック輸送業界は
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慢性的な人手不足に陥っております。現在就航

しております宮崎カーフェリーについても、ト

ラックの利用は高水準で推移しておりまして、

日によっては乗船できないトラックもあるとい

うことであります。乗船できなかったトラック

は、そのまま東九州自動車道を走って大分や別

府からフェリーに乗船したり、そのまま陸路で

関東・関西へ向かっているとのことでありま

す。

このような中、昨年11月に、大阪市と鹿児島

県志布志市を結んでいる「フェリーさんふらわ

あ」が平成30年に新型船を就航されると発表さ

れております。新型船では、総トン数１万3,500

トン、トラック積載能力121台と、現在よりもト

ラック積載台数で16％増加するということであ

ります。全客室113室のうち８割以上の94室が個

室、トラック乗務員も全室個室が準備されて、

本邦初となりますウィズペットデラックスルー

ムも新設、ドッグランも併設されておるそうで

あります。鹿児島県では、「さんふらわあ」の

リプレースの決定に伴い、海上輸送力を増強し

ようとしておりまして、就航後は本県からの人

と物が流れていくことが大いに懸念されており

ます。

フードビジネスの振興を掲げる本県の発展の

ためにも、船齢20年になろうというフェリーを

使い続けるのではなく、フェリーのいっときも

早いリプレースをすべきと考えております。本

県の物流対策で果たすべき役割の大きな海上輸

送効率を上げることが緊急の課題であると思い

ますが、宮崎カーフェリーのリプレースに向け

た検討や県の対応はどのようになっておるの

か、お伺いいたします。

宮崎カーフェ○総合政策部長（茂 雄二君）

リーについては、モーダルシフトの必要性や燃

費性能・トラックの積載能力の向上等の観点か

ら、県としても、リプレースは避けて通れない

課題であると認識しております。このような状

況から、運航する会社におきましても、トラッ

ク事業者のニーズや他県の状況も踏まえ、リプ

レースに向けて検討を始めたところでありま

す。リプレースには多額の費用が見込まれるた

め、まずは経営の安定化を図る必要があります

が、昨今の燃油価格の低下や神戸就航後の旅行

客の増加という追い風を生かした財務体質の強

化が急務であると理解しております。

県といたしましても、昨年８月に官民一体と

なって利用促進を図る協議会を立ち上げ、ま

た、当協議会として、１月にはリプレースに向

けた支援を国に要望したところであります。長

距離フェリー航路は、本県産業の生命線である

ため、リプレースが実現し、航路が安定的に維

持できるよう、今後とも、関係機関と連携して

オール宮崎で取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

引き続きお伺いいたします。○山下博三議員

宮崎カーフェリーの関西航路が継続されるこ

と、そして持続的かつ安定的に経営されること

は、本県の商工観光業あるいは農水産業にとっ

て極めて重要だと考えますが、どのように認識

しておられるのか、商工観光労働部長と農政水

産部長にそれぞれお伺いいたします。

宮崎カー○商工観光労働部長（永山英也君）

フェリーの関西航路につきましては、大量に人

・物を一度に輸送できる特性を生かし、商工業

の面におきましては、自動車やエネルギー関連

製品等の輸送に利用されており、本県の製造業

分野で大変重要な役割を果たしていただいてお

ります。観光面においては、平成26年10月の神

戸港への就航以降、旅客数は増加傾向で、年
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間13万人を超える方が利用されており、最近で

は、神戸市からの修学旅行の予約が新たに入り

ますとともに、オリックスキャンプの見学ツ

アーが造成されるなど、関西地域からの誘客を

図る上で重要な交通手段の一つとなっておりま

す。本航路は、本県の商工観光業の振興を図る

上で極めて重要であります。リプレースや航路

の安定運航に向けて、商工観光労働部として

も、関係業界団体とも連携して取り組んでいき

たいと考えております。

カーフェリー○農政水産部長（郡司行敏君）

は、定時に大量の農産物を輸送できる特性を有

しており、太平洋に面し、大消費地から遠隔地

にある本県にとりまして、極めて重要な輸送手

段であると考えております。宮崎カーフェリー

によりますと、関西以北に輸送される牛肉・豚

肉の約９割、青果物の約４割はカーフェリーを

利用しているとのことであり、さらに、高齢化

や担い手不足等により、長距離トラックドライ

バーの安定確保が懸念される中で、カーフェ

リーの役割はますます重要度を増してくるもの

と考えております。このため、農政水産部とい

たしましても、大消費地への本県農水産物の安

定供給の観点から、カーフェリーのリプレース

や持続的な運航に向け、関係部局や団体等と連

携しながら取り組んでまいりたいと考えており

ます。

認識していただいておりまし○山下博三議員

て、感謝をしたいと思うんですが、本県の物を

関西・関東に運ぶためには、どうしてもフェ

リーに頼らなければなりません。先ほど、総合

政策部長から、リプレースに向けた検討を始め

たという御答弁をいただきましたので、いっと

きも早い就航に向けて取り組んでいただくよう

お願い申し上げたいと思います。

次に、東九州新幹線についてお伺いいたしま

す。

日本の新幹線は、世界的に見ても安全で環境

に優しい大量輸送交通機関であり、広域的な交

流連携をもたらす高速交通基盤であります。今

日、関東以北においては、北陸、上越、長野、

東北、そして北海道の函館まで開通する時代と

なりました。いち早く全線で電化、複線化、そ

して九州新幹線が整備された鹿児島本線に比

べ、東九州の鉄道輸送能力はますます格差が拡

大しているのが現状であります。東九州新幹線

は、昭和48年に全国新幹線鉄道整備法により、

福岡を起点に大分、宮崎を経由し、鹿児島まで

の390キロの路線が基本計画に決定されておりま

す。しかしながら、その後、九州の東側は全く

進展しておりません。

先日の宮日新聞では、大分県の広瀬知事か

ら、博多―宮崎間は、日豊線と同じルートで、

時速180キロで走行した場合との前提つきであり

ますが、２時間９分という試算が公表されたと

ころであります。現在５時間20分を超えますの

で、新幹線開通により半分以下の時間となりま

すが、九州新幹線は博多―鹿児島間で最速１時

間17分であります。東九州新幹線鉄道建設促進

期成会による調査結果と誤解を与える大分県の

発表についての知事の発言が報道されました。

その真意は何だったのか、知事にお伺いいたし

ます。

東九州新幹線につきま○知事（河野俊嗣君）

しては、現在、東九州新幹線鉄道建設促進期成

会におきまして、所要時間や整備費用、需要の

予測や経済波及効果などにつきまして調査を

行っているところであります。このような中、

大分県におきましては、先日、県民の関心を高

めたいということで、大分県で独自に試算した
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ものを公表されたところであります。これは意

識的に公表というよりは、記者会見の中での質

問に答える形だということでありますが、せっ

かく共同で調査をし、そして、その結果をもと

に議論を深めていこうという取り組みを始めた

ところであります。私としましては、今年度中

に取りまとめる予定の期成会の調査に基づく正

確な情報を提供していくことが重要であると考

えておりますので、その途中段階で混乱を招く

ことのないようという趣旨で、「しっかりと足

並みをそろえて」と申し上げたところでありま

す。

なお、１点、先ほどの答弁で訂正させていた

だきます。積極予算の編成の中で、土地改良事

業の直轄事業負担金が大幅減となったことの説

明につきまして、過去の事業量の減少というよ

うな説明をさせていただいたんですが、27年度

につきましては、後年度の負担金を繰り上げ償

還したので、一時的な増加となっております。

それとの比較でいうと大幅減少になっていると

いうことでありまして、この点、おわびして訂

正させていただきます。

引き続き知事にお伺いいたし○山下博三議員

ます。本県では昨年、知事選もあって、９月補

正予算に調査費を計上されておりましたが、東

九州新幹線の整備について今後どう取り組んで

いかれるのか、お伺いいたします。

東九州新幹線の整備○知事（河野俊嗣君）

は、将来を見据えた息の長い取り組みであるわ

けでありますが、九州内の高速鉄道網の東西格

差を解消し、所要時間の短縮による広域的な交

流の拡大を通じて、本県のみならず、九州の一

体的な発展が期待できますことから、昭和46年

以降、期成会を構成します４県１市で連携して

取り組んでいるところであります。

一方で、新幹線建設に係ります地方の財政負

担や並行在来線の問題、完成までの期間による

需要の変化など、今回の調査によりまして、さ

まざまな課題も明らかになってくるものと考え

ております。このため県としましては、まず、

今回の調査結果がまとまった後に、県民を対象

とした報告会を開催するなど、丁寧に説明を行

いながら幅広く意見を伺いますとともに、期成

会におきましても、共通の議論のベースを踏ま

えて議論を深めてまいりたい、そのように考え

ております。

次に、ふるさと納税について○山下博三議員

お伺いしてまいります。

ふるさと納税制度は、平成18年３月16日、日

経新聞で「地方見直す「ふるさと税制」案」の

記事を契機に議論が活発化して、当時の福井県

知事が「故郷寄附金控除」の導入を提言されま

した。その後、平成19年５月には、第１次安倍

内閣の総務省の菅大臣から創設が表明され、平

成20年４月に「地方税法等の一部を改正する法

律」として成立しました。「納税」という名称

ではありますが、形式的には「寄附」と「税額

控除」の組み合わせ方式を採用しており、その

後、控除額などの改正を経て現在に至っており

ます。

全国的にもふるさと納税の募集に向けてさま

ざまな取り組みが進められておりますが、２月

４日付の宮日新聞に、都城市が平成27年１年間

で寄附総額と件数の両方で全国１位となったと

の記事が掲載されておりました。都城市は、平

成27年度は12月までで22万4,782件、34億946万

円と、平成26年度と比較しまして、件数にし

て7.8倍、金額で6.8倍と、飛躍的に増加してお

ります。ここまで飛躍的に増加した理由は、平

成26年10月から、ふるさと納税の返礼品とし
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て、多くの特産品の中から肉と焼酎に絞り込ん

だこと、寄附が伸びたことを伝える雑誌や全国

放送のテレビで取り上げられ、さらにＰＲにつ

ながったことが挙げられております。県内の各

市町村でもそれぞれの取り組みがなされている

と思いますが、市町村のふるさと納税の実績の

推移について、総務部長にお伺いいたします。

都城市を含む県内○総務部長（成合 修君）

全市町村のふるさと納税の受け入れ件数及び金

額でありますが、制度創設時の平成20年度は509

件の約3,175万円でありましたが、平成26年度

は13万8,230件の約23億68万円、平成27年度

は、12月までの９カ月間でありますけれど

も、52万487件の約88億5,136万円と、大幅に増

加しているところであります。

平成26年度と比較して、27年○山下博三議員

度は飛躍的な伸びを示しておるようであります

が、中には、私が調べてみましたら、市町村格

差が大変大きくなっておるようであります。伸

びる市町村においては、寄附金収入も上がりま

すし、返礼品についても地域の経済活動につな

がり、また全国にＰＲできることなど、よいこ

とずくめと思いますが、今後の見込みと課題に

ついて、総務部長にお伺いいたします。

まず、今後につき○総務部長（成合 修君）

ましては、確かな見込みがあるわけではござい

ませんが、今年度から、特例控除額の拡充や確

定申告手続の簡素化といった寄附をしやすい環

境の整備がなされたことや、返礼品の充実など

から、今後も利用がふえるのではないかと考え

ております。

一方で、返礼品の過熱ぶりに関し、総務省か

らは、制度の適切な運用についての通知が出さ

れているところであります。今後は、ふるさと

納税制度の趣旨を尊重しながら、各市町村それ

ぞれの特徴を生かした取り組みを行っていくこ

とが重要であると考えております。

先ほど、部長から、県全体の○山下博三議員

総額は88億6,000万という答弁をいただきまし

た。市町村の状況を調べてみたんですが、都城

市の34億に次いで綾町が13億、都農町の６

億6,000万、小林市が６億3,000万、５番目が川

南町の５億3,000万となって、上位５市町になる

だろうと思うんですが、ふるさと納税制度は地

域差がかなりあるようであります。地域振興の

ためにもいい制度であるようでありますので、

ぜひとも各市町村、県もそうでありますが、知

恵を出していただければありがたいと、そのよ

うに思っておるところであります。

次に、平成28年度からは、企業版ふるさと納

税が創設され、個人だけでなくて、企業もふる

さと納税ができるようになるということであり

ます。都市部に集中する企業関連の税収を地方

に移す狙いがあり、企業側のメリットも、12月

１日付の読売新聞によりますと、一定の要件は

あるものの、1,000万円の寄附をした場合、法人

事業税、法人住民税が600万円控除されるという

ものであります。立地企業が少なく、法人税収

の少ない本県において、いかに多くの企業から

ふるさと納税を募り、財源を確保するかが、非

常に大切なことであります。平成28年度から創

設される企業版ふるさと納税を本県でより多く

確保するために、どのように取り組んでいかれ

るのか、総合政策部長にお伺いいたします。

来年度創設予○総合政策部長（茂 雄二君）

定の企業版ふるさと納税は、しごと創生や子育

て支援等の地方創生事業に取り組む地方公共団

体に、企業が寄附を行う場合の税の優遇措置で

あり、この適用を受けるには、地方公共団体が

地域再生計画を策定し、国の認定を受ける必要
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があります。自主財源に乏しい本県としまして

は、企業版ふるさと納税も活用し、必要な財源

を確保するとともに、民間と一体となって、こ

れから本格化する地方創生の取り組みを力強く

推進してまいりたいと考えております。このた

め、農林水産業や観光資源などの本県の強みを

生かしながら、効果的な事業をしっかりと構築

するとともに、県外事務所等を通じて、国から

認定を受けた事業を企業に積極的にアピールし

てまいりたいと考えております。

県外事務所を中心に、県人会○山下博三議員

の方もたくさんおられますから、ぜひ一緒に先

手をどんどん打っていただきますように要望し

ておきたいと思います。

次に、県の子どもの貧困対策推進計画につい

てお伺いいたします。近年、子供の貧困問題が

深刻さを増しております。本県の生活保護世帯

の子供の高等学校等の進学率は、平成26年４月

時点において83.3％で、全国平均より7.8ポイン

ト低い水準であるなど、教育を受ける機会が狭

められている実態があります。

また、民間団体による、国全体の子供の貧困

に関する経済的な推計も発表されております。

この推計によりますと、子供の貧困対策を仮に

講じないとした場合、進学率がこれまでと変わ

らず、正社員になれない人が多くなるため、現

在の15歳の子供のうち、生活保護世帯、児童養

護施設及びひとり親家庭の子供の約18万人だけ

で推計しても、生涯の所得は2.9兆円減少、国全

体の財政負担は1.1兆円ふえるといったものであ

ります。

このため、子供の貧困対策は、子供たち本人

のために取り組むべきであるのはもちろんであ

りますが、経済全体への影響も大きいことか

ら、喫緊の課題であると考えております。今

回、県の子どもの貧困対策推進計画案の議案が

上程されているところでありますが、計画の主

な内容について、福祉保健部長にお伺いいたし

ます。

近年、生活保○福祉保健部長（桑山秀彦君）

護世帯の増加やひとり親世帯の困窮化が進む

中、十分な生活環境に置かれていない子供が増

加しまして、そのような環境が子供の進学率な

どに影響することにより、貧困が世代を超えて

連鎖することが強く懸念されております。この

ため、今回の計画では、全ての子供が生まれ

育った環境に左右されず、その将来に夢や希望

を持って成長していける社会の実現を目指し

て、さまざまな施策に取り組むこととしており

ます。

具体的には、保護者に対しましては、生活困

窮からの自立に向けた就労等の支援を、子供に

対しましては、学校をプラットホームとした総

合的な対策等を推進するとともに、特に、高等

学校等進学率につきまして、生活保護世帯の子

供に係る数値目標を定め、その向上に努めるこ

ととしております。計画の推進に当たりまして

は、市町村や学校、民間団体などで構成します

ネットワークを構築し、関係者がより一層連携

を図りながら、地域の実情に応じたきめ細やか

な取り組みを進めてまいりたいと考えておりま

す。

子供の貧困問題においては、○山下博三議員

貧困の連鎖を断つことが何よりも大切でありま

す。子供の将来がその生まれ育った環境によっ

て左右されることのないよう、しっかり取り組

んでいただきたいと思います。

また、子供の貧困問題の解決のためには、学

校の役割も非常に重要であると考えておりま

す。そのため、学校においては、まず子供たち
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にしっかりと生きる力を身につけさせてほしい

と考えております。さらに、子供たちを取り巻

く問題は、学校だけでは解決できないことも多

いため、県教育委員会では、学校と家庭や関係

機関との連携を図るために、スクールソーシャ

ルワーカーを配置されておりますが、子供を取

り巻く問題が厳しさを増す現状においては、そ

の取り組みを強化することが必要であると考え

ております。そこで、県のスクールソーシャル

ワーカー活用事業における来年度の事業展開に

ついて、増員することになった経緯と、今後、

増員することにより期待される効果について、

教育長にお伺いいたします。

スクールソーシャル○教育長（飛田 洋君）

ワーカーは、子供の抱える問題を社会福祉等の

知識に関する専門的な視点から解決するために

配置いたしております。具体的な活動として、

例えば、問題の背景に経済的な理由がある場合

には、市町村の福祉部局と家庭をつなぎ、就学

に係る支援を行うなどの取り組みをいたしてい

るところであります。

本県においても、スクールソーシャルワー

カーの対応すべき事案が増加いたしておりまし

て、十分な対応が難しい状況にあるため、現在

配置している８名を12名に増員することと、現

在の総稼働日数の800日をおよそ２倍の1,500日

にするための予算案をお願いいたしているとこ

ろであります。今回の増員により、これまで必

ずしも解決にまで至らなかったような事案に

も、よりきめ細やかに対応できますとともに、

貧困問題の解決にもつながる取り組みにもでき

るんじゃないかと考えているところでありま

す。

よろしくお願いいたします。○山下博三議員

次に、総合政策部長にお伺いいたします。現

在、我が国では少子高齢化が進んでおります

が、その影響は、これまでの高齢化問題とはほ

ど遠いと思われてきた東京圏において徐々に広

がりつつあります。国の日本版ＣＣＲＣ構想有

識者会議によりますと、東京、神奈川、千葉、

埼玉における75歳以上人口については、平成27

年から37年の10年間の伸びが全国平均を上回る

と推計され、特に東京のベッドタウンである埼

玉、千葉では、150％を超える伸びが予想される

ということであります。

国は、このような東京圏の高齢化問題に対応

する必要もあり、希望する高齢者に東京圏から

地方へ移住してもらうため、高齢者受け入れの

ための日本版ＣＣＲＣ、現在は「生涯活躍のま

ち」と呼び名を変えており、昨年12月に構想を

取りまとめております。高齢者の移住という点

では、本県も平成３年、松形知事時代に「宮崎

ニュー・シルバー基本構想」を策定し、住みよ

さを生かした活力ある長寿社会・余暇社会の形

成に取り組まれたことがありました。そこで、

「宮崎ニュー・シルバー基本構想」に取り組ん

だ本県において、「生涯活躍のまち構想」をど

のように考え、今度どのように対応していかれ

るのか、お伺いいたします。

「宮崎ニュー○総合政策部長（茂 雄二君）

・シルバー基本構想」は、温暖な気候、人情味

豊かな県民性といった本県の特性を生かし、高

齢者が安心して第二の人生を送ることができる

よう、民間活力を活用した居住環境の整備や健

康増進機能の充実などを目指したものでありま

した。一方、「生涯活躍のまち構想」は、市町

村が策定する「生涯活躍のまち形成事業計画」

に基づき、中高年齢者が地方などに移り住み、

健康で活動的な生活を送り、必要に応じて医療

・介護が受けられる地域づくりを目指すもので
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あります。

本県の特性は、ニュー・シルバー構想策定当

時から変わらず、対外的なアピール力があると

考えておりますが、高齢者の地方移住について

は、地域における住宅や介護の確保など、さま

ざまな課題もあります。このため、市町村が

「生涯活躍のまち構想」に取り組む際には、関

係部局が連携し、情報提供や相談対応などの支

援に努めてまいりたいと考えております。

次に、福祉保健部長にお伺い○山下博三議員

いたします。介護を必要とする高齢者が増加す

る中で、県内においても、介護サービス施設が

次々と設置されておりますが、現場を支える介

護人材の確保が追いついておらず、求人を出し

ても集まらない、せっかく採用してもすぐにや

めてしまう傾向にあるということで、各事業所

は人集めに大変な苦労をされておる状況であり

ます。

先ほど、国が打ち出した「生涯活躍のまち構

想」でも、さまざまな課題があるということで

したけれども、最近では、就職等で県外に出て

いかれた方が、親の介護のために帰郷される

ケースもふえてきておりますが、介護をしなが

らでも安心して働ける職場がなかなか見つから

ずに、生活に困窮するケースもあると聞いてお

ります。

また、地元の職場を余り知らないままに県外

に出ていかれる若い人の中には、できれば家族

の住む地元でずっと暮らしていければよいなと

考えている方も少なくないのではないかと思わ

れます。こうした中、本県へ移住される方や県

内で暮らしていきたい若い人に、地元の介護の

仕事についてもらうことは、介護人材確保の観

点から有効だと考えますが、見解をお伺いいた

します。

お話のありま○福祉保健部長（桑山秀彦君）

した、本県へ移住される方々を初め、多くの

方々に介護の仕事を選んでいただくためには、

働きやすさや働きがいを高めますとともに、介

護の職場に就業したいという気持ちを後押しす

るような取り組みが重要であると考えておりま

す。このため、県ではこれまで、賃金や職場環

境などの改善や修学資金の貸し付け、専門研修

の実施などに取り組みますとともに、平成27年

度からは、「地域医療介護総合確保基金」を活

用しまして、未経験者への研修実施による就業

促進や、初任者の資質向上を図るための基礎研

修の受講支援などに取り組んできているところ

でございます。

さらに、昨年11月に、介護事業者や人材養成

機関などで構成いたします「介護人材確保推進

協議会」を設置したところでありまして、今後

とも、そういった場を通じまして、さらなる人

材確保・定着策について検討を進めてまいりた

いと考えております。

今、国の方針が、在宅介護、○山下博三議員

在宅医療ということを非常に大きく求める時代

になりました。今後は、「家族みんなで支え合

う」という日本人の美徳や家族のぬくもりとい

うものを大事にしていってもらいたいと思って

います。行政としても、何とか後押しできるこ

とはないのか、議論を重ねていっていただくと

ありがたいと思っております。

次に、観光政策についてお伺いいたします。

昨年12月15日に、本県の高千穂郷・椎葉山地

域が世界農業遺産に認定されました。九州で

は、熊本県阿蘇地域や大分県国東地域に次いで

３カ所目の認定であります。この認定に向けて

は、知事はもとより、地域の関係者、とりわけ

五ヶ瀬中高一貫校の宮嵜さんのスピーチによる
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ところが大きく、さらには「宮嵜さんのような

高校生がいること自体が農業遺産である」とい

う言葉もあったと聞き、本当に認定されてよ

かったと感じております。

しかし、認定が最終目的ではなく、認定を生

かして今後いかに地域の伝統や農業・農法を後

世に伝えていくか、また地域を活性化していく

かが重要であります。今回の議会にも世界農業

遺産に関連する予算が提案されておりますが、

特に観光面での期待が高まっているのではない

かと思われます。そこで、世界農業遺産として

認定されたことに対する観光面からの価値につ

いて、どのように考えておられるのか、商工観

光労働部長にお伺いいたします。

今回の世○商工観光労働部長（永山英也君）

界農業遺産の認定は、高千穂郷・椎葉山地域に

おける、自然と調和した伝統的・特徴的な農林

業はもとより、大切な観光資源であります神楽

などの伝統文化が、国際的に高く評価されたと

ころであり、大変うれしく思っております。今

後は、神楽などの魅力をさらに発信しますとと

もに、この地域で営まれてきました急峻な棚田

での稲作や焼き畑、また、山腹を縫うようにし

てめぐらされた水路網などの地域の宝を、新た

な観光素材として掘り起し、磨き上げていくこ

とが必要だと考えております。

来年度は、「世界農業遺産を生かした観光推

進事業」として、ツアー造成に向けた現地調査

や観光人材の育成支援に取り組むこととしてお

りまして、関係町村や地元協議会等と連携しな

がら、世界農業遺産を切り口とした新たな観光

振興に積極的に取り組んでいきたいと考えてお

ります。

観光面からの価値もあるとい○山下博三議員

うことでありますが、観光面での恩恵は、往々

にして認定の対象となった高千穂郷・椎葉山地

域の５町村に限られるのではないかということ

が懸念されております。これまでの観光行政で

は、スポーツキャンプもそうでありますが、そ

の恩恵は一部の市町村に限られ、それ以外の市

町村との格差は広がる一方であります。まさに

本県観光においては、点の観光集客をいかに面

に広げていくかが大きな課題であります。

こうした中、訪日外国人の増加や東九州自動

車道の開通など、大変明るい話題も出ておりま

す。その波及効果を全県的に広げられるよう、

県内各地のバランスのとれた観光施策の推進が

必要だと思います。商工観光労働部長の考えを

お伺いいたします。

県といた○商工観光労働部長（永山英也君）

しましては、世界農業遺産を初め、インバウン

ドの増加や東九州自動車道の開通効果を全県的

に波及させ、地域経済の好循環を実現していく

ことが重要であると考えております。このた

め、インバウンドの関係では、路線バスを活用

した二次交通対策や県内全域を対象とした多言

語クーポンブックを作成しました。また、東九

州自動車道関係では、県内の高速道路を割引料

金で利用できる周遊企画を実施しまして、ＮＥ

ＸＣＯ西日本管内の企画としては、初めて１万

件を超える実績となったところであります。

さらに、県内での周遊を高めるため、神話や

花をテーマとしましたルートづくりや御当地グ

ルメなどの「食」の開発、農家民泊等体験型観

光など、地域が主体となった取り組みを積極的

に支援しております。今後とも、地元自治体や

関係団体と連携しながら、各地域が持つ強みや

特性を生かした魅力ある観光地づくりに積極的

に取り組んでいきたいと考えております。

ぜひ、県内各地、バランスの○山下博三議員
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とれた本県観光を構築していただければありが

たいと、そのように思っています。

次に、フードビジネスの展開についてお伺い

いたします。

フードビジネス振興構想が策定される前年、

県では、それまで展開してきた「みやざき県産

品東アジア販路拡大戦略」を見直すとともに、

新たに観光誘客や国際交通網の整備、グローバ

ル人材の育成などを含めた「みやざき東アジア

経済交流戦略」を策定し、あわせて、物産貿易

振興センターを通して、香港事務所や上海事務

所などの設置強化に取り組んでこられました。

この戦略では、県内企業、関連団体と県が一

体となって、東アジア市場の販路開拓や経済・

人的交流の拡大に取り組み、「東アジアに開か

れ、東アジアとともに成長するみやざき」を目

指すこととされておりました。そこで、経済交

流の進捗状況と、これまでの香港事務所、上海

事務所の活動の実績とその評価について、商工

観光労働部長にお伺いいたします。

東アジア○商工観光労働部長（永山英也君）

との経済交流は、「みやざき東アジア経済交流

戦略」に基づくこれまでの取り組みによりまし

て、県内生産品の輸出額や外国人宿泊者数の増

加、香港線の就航など、着実に進展していると

考えております。その中で、県の海外事務所

は、最前線の営業拠点として、現地の情報収集

やセールス活動等を展開するとともに、フード

ビジネスに関しましても、市場の特性に応じた

さまざまな活動に取り組み、重要な役割を果た

しております。

香港事務所につきましては、日本産品同士の

競争が激しいことから、本県が協定を締結しま

した新華日本食品との共同プロモーションや個

別商談会の開催など、ブランド力の向上や取扱

品目の拡大に重点を置いた活動を展開しており

ます。上海事務所につきましては、中国市場が

ほとんどの農産物を輸出できない中、今後の規

制緩和も見据えまして、定期的なバイヤー訪問

によるネットワークづくり等に取り組んでいる

ところでございます。

同じく商工観光労働部長にお○山下博三議員

伺いします。昨年10月、本県にもジェトロの事

務所が開設しました。御案内のとおり、ジェト

ロは、貿易の振興や対日投資を促進する独立行

政法人であり、重点事業の一つに農産物や食品

の輸出促進を掲げ、事業者や団体の輸出活動の

サポートに取り組まれているところでありま

す。農産物を初めとするフードビジネスの海外

展開に向けては、ジェトロと十分に連携し、取

り組みを進めることが非常に重要であると思い

ますが、今後、輸出拡大を図るため、ジェトロ

とどのように連携していかれるのかお伺いいた

します。

経済のグ○商工観光労働部長（永山英也君）

ローバル化が進展する中で、成長します海外の

活力を取り込むためには、御指摘がありました

ように、ジェトロが持つ海外とのネットワーク

やビジネスのノウハウ、さらには、豊富な支援

メニューを十分に活用し、県内企業の海外展開

を支援することが大変重要であります。このた

め県では、昨年10月のジェトロ事務所の開設を

契機としまして、ジェトロ本部と県の関係部局

との定期的なテレビ会議を開催し、意見交換や

情報共有を行いますとともに、「みやざきグ

ローバル戦略」の策定に際しましても、適宜、

意見を伺うなど、連携に努めているところでご

ざいます。

また、来月には、ジェトロと連携しましたバ

イヤー招聘も予定しております。今後とも、意
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見交換や個々の事業での連携を重ねるなど、

ジェトロとの関係をより一層強化し、農産物や

加工食品などの県内生産品の輸出拡大に向け

て、県内企業の支援に努めてまいりたいと考え

ております。

次に、畜産振興についてお伺○山下博三議員

いしてまいります。

冒頭、知事には全共３連覇に向けた意気込み

を語っていただきました。私も心強く感じたと

ころであります。平成24年の全共２連覇を果た

した後、本県にも多大な効果があったと思いま

すが、どのように評価されておるのか、知事に

お伺いいたします。

全共２連覇は大きな効○知事（河野俊嗣君）

果があったわけであります。先ほど、口蹄疫か

ら立ち上がる本県にとって、大きな勇気・元気

をいただいたということを申し上げたわけであ

りますが、個々の生産に当たっていただいてい

る農家の皆さんにとりましては、例えば後継者

不足や飼料の高騰など、さまざまな課題・困難

に直面しておられる中で、「日本一の肉用牛を

生み出している」という誇り、自信を持って生

産に取り組んでいただくことができる、その背

中を後押しする大変大きな効果であったのでは

ないかと思っております。

また、具体的な経済効果で見てみましても、

宮崎牛を初め県産牛肉の取扱量が大都市を中心

に増加してきております。また、日経リサーチ

による調査でも、数あるブランド牛の中で、品

質が松阪牛に次ぐ第２位、総合でも第３位とな

るなど 第１位となりたいところであります―

が 国内において宮崎牛ブランドが徐々に―

徐々に浸透している、着実に浸透してきている

のではないかと、手応えも感じているところで

あります。

また、海外への輸出は、チャンピオンブラン

ドとして販路拡大を図りましたところ、昨年度

は148トンと過去最高の輸出量を記録しておりま

す。昨年９月、ミラノ万国博覧会におけるトッ

プセールスをいたしましたが、宮崎牛に対する

高い評価に、私自身も手応えを感じたところで

あります。今後とも、さらなる輸出拡大も含

め、国内外にしっかりとチャンピオンブランド

としての宮崎牛の販路を拡大してまいりたい、

発信してまいりたいと考えております。

私も効果というのは肌身を○山下博三議員

もって感じているところであります。

これより12問になりますが、農政水産部長に

お伺いしてまいります。よろしくお願いいたし

ます。

ぜひとも３連覇を目指して万全の準備を進め

ていただきたいと思いますが、現段階での出品

牛の選抜などの進捗状況と、生産者、和牛登録

協会、ＪＡ、団体等との今後の取り組みについ

ての課題等についてお伺いいたします。

全共３連覇に○農政水産部長（郡司行敏君）

向けた出品牛の選定状況につきましては、おお

むね計画どおり順調に進んでいると認識してお

ります。少し具体的に申し上げます。

まず、肉質を競います肉牛部門におきまして

は、計画交配で生産いたしました子牛の中か

ら、肥育農家に導入する候補牛の選定が最終段

階に入っているところでございます。今後は、

選定した候補牛を最高の宮崎牛となるように肥

育していくことが重要な課題でございます。

また、繁殖雌牛等の優劣を競う種牛部門にお

きましては、各地域で繁殖雌牛の調査を行って

おりまして、今後は、全共で勝てる候補牛を確

実に保留し、これらを最高の牛へ磨き上げるこ

とが重要な課題であります。
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そのため、県といたしましては、本議会にお

願いしております「全共３連覇を目指す「チー

ム宮崎」体制確立事業」によりまして、「チー

ム宮崎」の体制づくり、候補牛のブラッシュ

アップ、大会へ向けた機運醸成の３つの柱のも

とに、関係機関が一体となって、「日本一の努

力と準備」を行ってまいりたいと考えておりま

す。

全力を尽くしていただきたい○山下博三議員

と思います。

次に、ホルスタインの全国共進会についてお

伺いいたします。来年９月に宮城県で第11回和

牛共進会が行われますが、その３年後の平成32

年、オリンピックイヤーの年でありますが、

第15回全日本ホルスタイン共進会が都城地域家

畜市場をメーン会場に開催されることが決定さ

れました。平成32年は、口蹄疫終息から丸10年

の節目を迎える年であります。これまで「忘れ

ない そして前へ」を合い言葉に、未曾有の口

蹄疫被害から立ち直ってきた本県から、関係県

への感謝を発信する機会として大いに期待され

ているところであります。

昨年10月23日から26日までの４日間にわた

り、北海道の安平町で開催され、本県からも

全18部門中の６部門に９頭が出品されておりま

す。北海道での開催であったため、出品された

農家、都城・高鍋両農業高校の皆さん、陸路で

の移動であったために、延べ２週間の戦いであ

りました。成績については、残念ながら、最高

位でも１等賞３席でありまして、都城・高鍋両

農業高校の１等賞入賞の成績は、将来への布石

とも言える成果でありましたが、総じて、これ

から大いに努力しなければならない結果であっ

たと思います。農政水産部長も出席されており

ましたが、酪農王国北海道の壁は厚しでありま

す。今回の結果を踏まえ、５年後のホルスタイ

ン全共に向けた取り組みについてお伺いいたし

ます。

お話にありま○農政水産部長（郡司行敏君）

したように、私も実際に北海道大会へ参加させ

ていただきましたが、本県農業高校生を初めと

する、特に若い生産者の大会にかける意気込み

の強さを肌で感じたところであり、本県で開催

いたします次期大会を是が非でも成功させたい

との思いを強くしたところであります。そのた

め、まずは県内の農業団体と大会に向けた組織

づくりを進めますとともに、宮崎の大会から地

域ブロックでの開催となりますので、九州各県

とも連携を密にしながら準備を進めてまいりた

いと考えております。

また、出品対策につきましては、来年度か

ら、能力の高い受精卵を導入し、本県の高い移

植技術を駆使して、計画的な出品牛の作出に取

り組むこととしており、開催地として優秀な成

績がおさめられますよう、生産者及び関係機関

・団体と一体となって取り組んでまいりたいと

考えております。

５年後の開催なんですが、私○山下博三議員

はＪＡ都城の皆さん方とちょっと話をしてみま

した。あの施設が昭和52年につくられておりま

すから、かれこれ40年が近い施設であります。

施設整備もありますので、ぜひ早目の検討を立

ち上げていただくようにお願いしておきたいと

思います。

次に、屠畜場の整備についてお伺いいたしま

す。県では、平成25年３月に「全国のモデルと

なる安全・安心で付加価値や収益性の高い畜産

の構築」、すなわち本県畜産の新生に向けたプ

ランを策定されております。このプランの中の

「畜産関連産業の集積」の項目を見ますと、



- 59 -

平成28年２月25日(木)

「牛・豚においては、本県は食肉パッカーが少

なく、と畜・部分肉処理能力が低く、県外への

移出が44％と高い状況にある。

一方、鹿児島県においては、地場及び食肉大

手のパッカーが多く、と畜場の処理能力でも本

県の２倍以上を有しており、本県から鹿児島へ

の移出割合が高い。」と現状が分析されており

ます。本県で生産される肉用牛８万5,000頭、

豚150万頭余りの実に４割以上が県外で屠畜され

ております。過去の議会においても、中野 明

議員より厳しく指摘されております。

長い歴史の中で今日の現状があるのだとは思

いますが、同じ畜産県として歯がゆい思いでな

りません。しかし、指をくわえて見ているわけ

にもいきません。ＴＰＰでの不安も高まる中、

牛・豚の生産者にもしっかりと生産・処理・加

工・販売までの力をつけることが安心を与える

最たるものだと思っております。素牛生産、肥

育農家の環境は非常に厳しい状況であります。

特に本県として、さらなる宮崎牛ブランドをつ

くり、対米、ＥＵ等への輸出を大きく掲げてい

る今日、県内屠畜場における処理頭数の確保に

向けてどのように取り組んでいかれるのか、お

伺いいたします。

本県屠畜場に○農政水産部長（郡司行敏君）

おける処理頭数の確保につきましては、まず

は、その稼働率を向上させていくことが重要で

あると認識しております。そのためには、屠畜

場の衛生レベルの向上を図るとともに、県産食

肉のブランド力向上や販売力強化を図るなど、

生産者が安心して県内の屠畜場に出荷できる環

境づくりが、まずは必要であると考えておりま

す。また、県内で生産された牛や豚を県内の屠

畜場に安定的に出荷し、食肉処理・加工・販売

までを一貫して行う体制づくりに、生産者、関

係団体、県内企業が連携して取り組むことも極

めて重要であると考えます。

現在、このような取り組みが県内でも開始さ

れているところでありますので、今後は、さら

にこれらの動きへの支援を強化し、関係者一丸

となって、処理頭数の確保に全力で取り組んで

まいりたいと考えております。

県内にある７カ所の施設も、○山下博三議員

大変老朽化していることもお聞きしておりま

す。対米向けは２カ所ありますが、ＥＵ向けは

整備されておりません。新たに屠畜場を整備

し、屠畜能力を向上させることは、本県畜産の

競争力強化にとって大変重要なことでありま

す。屠畜場整備に向けてどのような取り組みを

検討しておられるのか、お伺いいたします。

消費者への安○農政水産部長（郡司行敏君）

全・安心な食肉の安定供給と海外への積極的な

輸出拡大を図るためには、高い衛生基準をクリ

アする最新鋭の屠畜場の整備が必要となりま

す。特にＥＵ向けの認定施設は、対米向け施設

よりも厳しい温度管理や、従業員に課せられる

衛生基準への対応、さらには動物福祉に関する

基準遵守など、今までにない基準をクリアする

必要がございます。屠畜場の整備に当たりまし

ては、輸出国ごとに異なる認定基準に対応した

整備内容の確認や、処理頭数確保のための集出

荷体制の構築など、解決すべき課題が多々あり

ますので、食肉事業者としっかり連携し、一つ

一つ解決しながら、屠畜場整備の実現に向け

て、現在、具体的な検討を行っているところで

あります。

食肉事業者のところを私も訪○山下博三議員

問して、ＥＵ向けの整備についてのお話も承っ

てまいりました。かなりＥＵ向けはハードルが

高いようでありますので、しっかりと協議しな
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がら、早目に対応していっていただくとありが

たいと思っています。

次に入りますが、２月15日から17日の３日

間、都城家畜市場で２月期の子牛競り市が開催

されました。私も初日から、子牛の発育状況を

見ながら、農業者のさまざまな意見を聞いてお

りましたが、２月期の競りでは、これまで経験

したことのない雄雌の平均価格80万円台の領域

に突入したと実感いたしました。電光掲示板が

軒並み80万円を超える中で、生産者の大きなど

よめきが聞こえてまいりました。このときの去

勢の最高価格が131万1,120円という値段も出て

おります。６年前の口蹄疫発生直前の４月期の

都城市場の競りの状況を調べてみましたが、雄

雌の平均価格は39万9,000円でありましたので、

この６年間でほぼ２倍の価格高騰となっており

ます。

しかし、今回の競りを終え、高値で取引され

た生産者のもとを訪ね、話をしてみますと、高

価格であったにもかかわらず、喜びの声が聞こ

えてきません。肥育農家であれば、今後の肥育

販売のことを考えれば理解もできますが、繁殖

農家であれば、高く売れて喜んでもいいはずで

あります。何かおかしいなとの思いで、後日、

繁殖農家の皆さんと意見交換を行いました。そ

の中で出された意見は、一つに、ＴＰＰ大筋合

意における牛肉等の関税削減への不安と、子牛

バブルとも言える今の価格がいつはじけるのか

という不安、さらには、繁殖農家生産者の平均

年齢が67歳に達している中、この高値の時期に

これまでの借入金等を清算して、廃業を考えて

おられる小規模高齢農家がたくさんおられると

いうことであります。

子牛価格の高騰は、本県だけの動向ではあり

ません。全国的な傾向であります。全国的に子

牛の生産基盤が減少する一方、安全・安心、お

いしさを追求する消費者の需要の高まりを受け

て、国産の和牛への期待はますます高まるもの

と思います。安定した産地となるためには、県

を挙げてこれまで取り組んできた素畜対策、生

産基盤対策をさらに強化することが大事である

と思います。県内の繁殖農家が、将来的にも安

心して子牛を生産できる対策を示すべきと考え

ますが、お伺いいたします。

議員御指摘の○農政水産部長（郡司行敏君）

とおり、全国的な子牛生産頭数の減少により、

子牛価格が高騰している現状におきまして、本

県肉用牛の生産基盤を強化し、子牛の生産頭数

をふやしていくことは、肉用牛の振興にとっ

て、重要かつ喫緊の課題であると認識しており

ます。このため昨年度、各地域で策定いたしま

した「人・牛プラン」で目標としている繁殖雌

牛頭数８万頭の達成に向けまして、繁殖農家の

新規就農や規模拡大に対する支援を積極的に推

進いたしますとともに、高齢農家の営農継続や

大規模農家がさらに規模拡大できるように分業

化や省力化を推進するなど、現在、懸命に取り

組んでいるところであります。

平成28年度は、国のクラスター事業に積極的

に取り組みますとともに、新たに「宮崎の畜産

体制強化事業」を創設し、地域の核となる拠点

施設の整備や、新規就農者に対する支援をこれ

まで以上に充実することとしておりまして、地

域と一体となって、さらなる生産基盤の強化に

取り組んでまいりたいと考えております。

肥育牛経営についてお伺いい○山下博三議員

たします。現在の肥育牛経営における平均的な

素牛導入価格と販売価格、利益はどうなってい

るのか、お伺いいたします。

肥育農家の平○農政水産部長（郡司行敏君）
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均的な経営状況につきましては、平成27年12月

期の牛マル緊事業における算定基礎で申し上げ

ますと、黒毛和牛を初めとする肉専用種の全国

平均値では、１頭当たり、税抜きで、20カ月前

に導入した素牛価格が約54万円、現在の販売価

格が約127万円、純利益が約25万円という状況で

ございます。

今の答弁によりますと、昨○山下博三議員

年12月期の肥育販売価格は、素牛導入価格が54

万円、販売価格が127万円、利益25万円というこ

とであります。先ほど紹介しましたように、２

月の都城競りの平均価格は80万円であります。

素牛導入価格が80万円の場合、幾らで販売すれ

ば経営的に再生産可能となるのか、お伺いいた

します。

素牛導入価格○農政水産部長（郡司行敏君）

が80万円の場合でございます。飼料費等の物財

費や人件費などの生産コストについて、平成27

年次の平均値約48万円を用いますと、再生産可

能となる販売価格は、１頭当たり約128万円と試

算されます。この価格は、先ほど申し上げまし

た牛マル緊事業における平成27年12月期の平均

的な販売価格とほぼ同額となりますが、この価

格は、実は過去に例を見ない高値であったこと

から、今後、枝肉価格の動向によっては、議員

御指摘のように、肥育農家の経営は極めて厳し

い状況になることも考えられます。

このため、県といたしましては、牛マル緊事

業における生産者積立金の助成を継続いたしま

すとともに、宮崎牛を初めとした県産牛肉のさ

らなるブランド力向上に努めることで、肥育農

家の経営安定を図ってまいりたいと、そのよう

に考えております。

ぜひ、さらに知事を先頭に、○山下博三議員

宮崎牛ブランドづくりを頑張っていただきます

ようにお願い申し上げておきたいと思います。

さて、これまで質問してまいりましたよう

に、畜産業はさまざまな課題を抱えております

ことに加え、ＴＰＰへも対応していかなければ

なりません。平成22年に口蹄疫が発生し、その

影響の大きさに、本県における畜産業の重要性

を改めて実感したところであり、口蹄疫以降、

経営の再開から再生・復興の努力を積み重ね、

そして、現在も日々汗を流しておられる農家の

皆さんを初め、尽力してこられた関係者の皆さ

んには、常々心からの敬意を持っております。

現在、県におかれましては、さきに述べまし

た宮崎県畜産新生プランにおいて、「全国のモ

デルとなる安全・安心で付加価値や収益性の高

い畜産の構築」を目指し、さまざまな取り組み

を進めておられますが、今年度が最終年度とお

聞きいたしております。ＴＰＰへの対応策を踏

まえて、新たな畜産新生プランを策定してはど

うかと考えますが、見解をお聞かせください。

県では、口蹄○農政水産部長（郡司行敏君）

疫からの再生・復興を図るために、平成25年３

月に、御質問のありました宮崎県畜産新生プラ

ンを作成し、さまざまな取り組みを進めてまい

りました。そのような中で、平成26年の畜産産

出額は、口蹄疫以前の水準を上回ります1,983億

円になるまで回復はしてきているところであり

ます。しかしながら、本県の畜産を取り巻く状

況を見ますと、ＴＰＰへの対応はもちろんでご

ざいますけれども、先ほど質問もございました

ように、繁殖雌牛の減少に伴い子牛価格が高騰

しており、繁殖基盤の強化が強く求められるな

ど、喫緊の課題を抱えている状況にあります。

このため、畜産新生プランに基づき実施しま

した、これまでの取り組みの成果と課題を十分

踏まえた上で、新たな課題への対応を盛り込
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み、現在策定中でございます宮崎県農業・農村

振興長期計画の改定に合わせまして、そのアク

ションプランとしての意味合いも含めて、畜産

振興のための新たな計画を作成してまいりたい

と、そのように考えます。

畜産もさまざまな課題を抱え○山下博三議員

ておりますから、ＴＰＰにも対応でき得る畜産

経営を目指した新生プランをつくっていただく

とありがたいと思っています。

次に、担い手への農地集積についてお伺いい

たします。農村人口の減少が加速化する中で、

農村地域では、土地持ち非農家や未相続の農地

が増加しており、耕作放棄地の増加や担い手へ

の農地集積に大きな支障となっているのではな

いかと考えております。このような中、県は、

平成26年度に農地中間管理機構を立ち上げ、担

い手への農地集積をスタートさせましたが、初

年度の実績は374ヘクタールにとどまり、農地の

集積が簡単に進まないことを示しております。

今年度は3,000ヘクタールの集積を目標に、農地

中間管理機構や市町村に専任の職員を増員し、

推進体制を強化したと聞いております。まず、

今年度の農地中間管理事業の推進状況について

お伺いいたします。

農地中間管理○農政水産部長（郡司行敏君）

事業の２年目となります本年度は、3,000ヘク

タールを目標面積に掲げ、県の出先機関や市町

村に専任の推進員を増員し、175の重点実施地区

を中心に推進いたしますとともに、機構事業の

募集を年３回から毎月実施することとし、さら

に、原則10年であった貸し付けの貸借期間を５

年間に見直すなど、農地の出し手・受け手がと

もに取り組みやすいように改善を図ってまいり

ました。その結果、１月末時点での取り扱い面

積は、約4,000名の出し手から1,892ヘクタール

を借り受けまして、約2,100名の受け手に貸し付

けが成立しており、議員が御指摘でありました

けれども、昨年度実績374ヘクタールと比較しま

すと、大きく進展はしたところであります。

しかしながら、目標面積にはまだまだ到達し

ておりませんので、引き続き、年度末までの積

み増しを頑張りますとともに、来年度の事業推

進に向けても、しっかりと取り組んでまいりた

いと決意をしているところであります。

しっかりと取り組んでいただ○山下博三議員

くとありがたいと思っております。なかなか農

地の集積というのは難しいと思うんですが、

日々努力を重ねてください。

国の方針としては、農地中間管理機構に貸し

付けられた農地への固定資産税を半減し、耕作

放棄地への課税を強化することで、大規模化・

大区画化を進め、国際競争力を強化するという

動きであります。しかしながら、地域の実態

は、優良農地は不足し、土地利用型の農家は分

散した農地を利用せざるを得ない状況であり、

その一方で、鳥獣被害のある里山の農地や山間

地域の狭い農地では、担い手を確保できていな

い状況がますます深刻化しております。農地の

流動化が簡単に進むとは思いませんが、全国第

５位の食料供給県として産地を維持していくた

めには、まさに不退転の決意を持って、担い手

への農地の再集積を進めていく必要がありま

す。そこで、県は今後、農地中間管理事業をど

のように推進することで、担い手への農地集積

を進めていくつもりなのか、お伺いいたしま

す。

本県農業の成○農政水産部長（郡司行敏君）

長産業化を図るためには、農地や農業施設等の

地域資源を、意欲ある担い手に確実に継承・集

積していくことが極めて重要であり、農地中間
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管理事業の基本方針においても、平成35年度ま

でに本県の農地６万8,500ヘクタールの８割を担

い手に集積していくこととしております。

このため県では、農地基盤整備や施設整備を

計画している重点実施地区での優先採択に向け

た事業推進、それから、農地賃貸料の徴収・支

払い事務を機構が代替するメリットを生かし

た、大規模な土地利用型経営体への事業推進、

さらには、これまでに機構が集積した農地の再

配分によります品目ごとのゾーニング化等に取

り組み、本事業の活用により、担い手への農地

集積を進めていきたいと、そのように考えてお

ります。今後とも、農地中間管理事業が農地を

安心して預けられる制度として定着していきま

すように、市町村、農業委員会、ＪＡ等と一体

となって取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

長年、猫の目農政と言われる○山下博三議員

ぐらい、水田のことについては非常に大変な問

題であろうと思うんですが、日々努力をして

いってください。

次に、米政策についてお伺いいたします。

これまで国の施策が目まぐるしく変更される

中で、平成12年のＷＣＳ導入や、平成26年２月

に行われた、加工用米に係る知事と霧島酒造の

江夏社長、経済連の羽田会長による協定調印、

さらには飼料用米の生産拡大など、国の助成制

度を活用しながら本県の特徴を生かした取り組

みが、地域農業を支えております。

このような中、一昨年末の米政策の見直しの

中で、国は平成30年度には転作を廃止する方向

を打ち出しました。それぞれの地域では、既に

平成28年産の転作の準備が進められております

が、加工用米契約者との３年契約による加算

や、飼料用米の地域の基準収量よりも収量が多

い場合は、最高で10万5,000円の助成などが今後

どうなるのか、転作作物に活用する機械・施設

の更新や整備をどうすればいいのかという不安

の声をよく聞きます。今後、ＷＣＳや加工用

米、飼料用米などの国の転作助成を初めとする

水田農業に係る支援制度がどのようになるとお

考えか、お伺いいたします。

平成30年以降○農政水産部長（郡司行敏君）

の米政策につきましては、昨年３月に閣議決定

された「食料・農業・農村基本計画」におきま

して、飼料用米等の戦略作物の生産拡大が明記

されていることから、今後とも支援制度は継続

されるものと考えておりますが、問題は、これ

までの交付水準がしっかり維持されるかどう

か、その点ではないのかなと考えております。

このため、県といたしましては、関係団体と連

携し、国の支援制度を効果的に活用する議論を

深めますとともに、これまでの米政策により定

着した戦略作物を今後とも安定的に生産できる

よう、交付金の確実な維持・継続について、国

に対して強く要望してまいりたいと考えており

ます。

ぜひとも、米政策については○山下博三議員

支援制度が継続できるよう、国に強く働きかけ

ていっていただきたいと思います。

農政水産部長に、最後の質問になりますが、

飼料用米の取り組みについてお伺いいたしま

す。都城市に拠点を持つ畜産資材メーカーで

は、強化プラスチックで作成された移動可能な

小型サイロを開発し、コンバインで刈り取り

後、すぐもみ殻とも破砕機にかけ、水分を35％

程度まで加水し発酵させるＳＧＳ（ソフトグレ

インサイレージ）と言われる新たな飼料用米の

普及を図っております。これまで、東北農業研

究センターや新潟県畜産研究センターなど、全
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国10を超える研究機関での実証試験がされ、長

野県のＪＡ佐久浅間においても導入実証されて

おり、いずれも、取り扱いが簡単で、飼料とし

て申し分ない品質であるということでありま

す。本県では、ソフトグレインサイレージの取

り組み状況はどうなっているのか、農政水産部

長にお伺いします。

ソフトグレイ○農政水産部長（郡司行敏君）

ンサイレージにつきましては、収穫したもみを

そのまま破砕し、乳酸発酵させた飼料でござい

まして、乾燥処理であるとか、もみすりが不要

となるなど、コスト削減が期待されますことか

ら、有効な飼料用米の活用法だと考えておりま

す。現在、ソフトグレインサイレージは、中部

地域や北諸地域、児湯地域の一部の肉用牛繁殖

農家が試験的に導入しておりまして、「牛の嗜

好性もよく、配合飼料の削減につながった」と

いうふうな声も聞かれているところでありま

す。

一方では、開封後の保存性など、解決すべき

課題もなお残されておりますことから、県とい

たしましては、国等の研究成果や現地での試験

結果を検証しながら、ソフトグレインサイレー

ジの活用の道を広げてまいりたい、その努力を

してまいりたいと考えております。

ＪＡ佐久浅間の試算によりま○山下博三議員

すと、従来の飼料用米の使い方においては、乾

燥賃、もみすり代を合わせると、飼料用米とし

ての供給単価が、キロ46円という単価が出てお

ります。そして、今申し上げましたソフトグレ

インサイレージの使い方によりますと、これは

代替であるトウモロコシの輸入単価、今、大体

キロ30円と推定しておりますが、ソフトグレイ

ンサイレージの経費というのは16円で上がると

いうことなんです。はるかに安い飼料用米とし

ての供給が可能であります。そのことで、国が

出しております統計によりますと、今、国内で

使われている配合飼料の量が2,350万トンあると

いうことであります。今、国が新たに飼料用米

の供給可能目標数量というのを出しましたの

が、450万トンであります。

それに照らして本県の状況を調べてみました

ら、鶏、豚、牛に供給されている配合飼料が、

県内で169万トンであります。その中で、利用可

能量、飼料用米を20％ぐらい供給するとした

ら、44万8,000トンが県内で消費される、飼料用

米として供給可能であるという数字が出されて

おります。現在、新たな飼料用米の取り組みも

一歩一歩進んでいるところでありますが、現

在、飼料用米が2,000トンの供給であります。こ

れは、供給量の必要量としての中で0.4％に過ぎ

ません。本当にユニークな取り組みであります

ので、今後研究を重ねていただくとありがたい

と思っています。

次に、人財育成についてお伺いいたします。

農業の担い手は大きく減少しておりまして、

本県においても、平成27年農林業センサスによ

りますと、農業経営体数は２万6,193経営体、農

業就業人口は４万4,747人となっており、前回の

５年前の平成22年調査からしますと、それぞ

れ5,867経営体、１万2,329人と、２割程度減少

となっております。内訳を見ますと、70歳以上

の高齢者は5,345人と減少数の２割を超え、リタ

イアが進んでいることがうかがえますが、15歳

から29歳の層と45歳から54歳の層も合わせ

て2,400人の減少となっておりまして、これから

の本県農業を支える世代の農業離れも起きてお

ります。

これに対して新規就農者数は、この５年間

で1,427人となっておりまして、毎年平均280人
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程度となっております。また、５年間の平均新

規就農者の内訳を見ますと、農業高校、農業大

学校などの、卒業して即就農する学卒就農は23

人でありますが、農業生産法人などに就職する

法人就農は32人を占めており、近年、その割合

がふえております。このような中で、県立農業

大学校では、これまでの自営者養成に重点を置

いたカリキュラムを見直し、法人経営などにも

対応できる実務型の研修を開始されているとこ

ろであります。

一方、農業高校においても、学科再編や６次

産業化に係る学校外での研修の実施など、社会

のニーズに沿った技術や知識が習得できる見直

しに努めておられると伺っております。農業高

校においても、先駆的農業経営者養成に限ら

ず、法人経営者を希望する生徒に対応できる、

プロの農業経営者を育成するための研修内容等

を改革すべきと考えますが、教育長に見解をお

伺いします。

農業を取り巻く状況○教育長（飛田 洋君）

は、グローバル化の進展やＴＰＰの大筋合意、

法人経営者の増加など、激変している中であり

まして、教育の現場においても、時代の変化に

柔軟に対応できる人材の育成を目指して、教育

内容を改革すべきだと考えております。議員御

指摘のとおり、法人経営者ともなり得る農業担

い手を育てることも大切な視点であると考えて

おります。そのため、これまで重視してきた作

物や家畜等をきちんと育てる技術の指導に加え

て、例えば高鍋農業高校では、先ほども御説明

がありましたが、農業大学校と連携して、経営

者として今求められる経営力を強化するための

カリキュラム開発に取り組んでいるところでご

ざいます。

また、都城農業高校においては、生徒に先進

的な農業法人等で年間を通して就業体験を行わ

せながら、その経営者から実践的な経営ノウハ

ウを直接学ばせるようなカリキュラムができな

いか、検討いたしているところであります。

ありがとうございました。○山下博三議員

次に、総合政策部長にお伺いいたします。県

外就職の比率が高まる中、ふるさとに帰ってき

た人や宮崎を選んだ人の話を聞き、宮崎のよさ

を若者に伝えることも必要ではないかと思いま

す。これからの本県は超高齢化社会に突入して

まいります。介護職の人材不足も深刻な社会問

題であり、医療についても、増加する高齢者に

十分な対応ができる状況ではない中、在宅介

護、在宅医療を求められる時代になってまいり

ました。

このような中で、宮崎大学においては、平

成28年度に地域資源創成学部を新設し、豊富な

実践実習と多彩な専門分野教育を通して、学生

自身が地域の将来のためにマネジメント力を磨

き、地域を創生、活性化させる人材を育成しよ

うという取り組みを始められました。この新学

部設置に際し、県はどうかかわり、今後どのよ

うに連携していかれるのか、お伺いいたしま

す。

宮崎大学の新○総合政策部長（茂 雄二君）

学部が目指す「地域を創るリーダー」の育成

は、地方創生を進める本県としましても極めて

重要な課題であり、新学部設置に際し、地域で

求められる人材像などについて積極的に意見交

換を行い、そのカリキュラム等に反映していた

だいたところです。ことし４月からは、ベン

チャー企業の若手経営者など、ビジネス等の最

前線で活躍されていた実務家教員などによる知

識と実践を兼ね備えた人材の育成がいよいよ始

まり、これからの成果が大いに期待されるとこ
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ろであります。今後とも、宮崎大学と密接に連

携を図りながら、実習先の発掘・確保などに取

り組むとともに、学生が県内に定着するよう、

産業界等とも連携しながら、雇用の確保等にも

努めてまいりたいと考えております。

よろしくお願いしておきたい○山下博三議員

と思います。きょう昼、テレビを見ておりまし

たら、きょうが入学試験だったんですね。新た

な学部の子供たちに意見を聞いておりました

が、本当に夢を持って応募してくれているよう

でありますから、今から私も温かく見守りなが

らともに頑張っていきたいと、そのように思っ

ています。

次に、鳥獣被害対策についてお伺いいたしま

す。

営農を続ける上で、鳥獣被害の軽減は、喫緊

の課題であることは御承知のとおりでありま

す。しかし、中山間地域の農業者と意見交換し

ますと、有害鳥獣を駆除する狩猟者の高齢化も

著しく、結果として、鹿、イノシシの捕獲が伸

び悩んでいるという深刻な問題が浮かび上がっ

てきました。一方では、農地を電気柵や被害防

止ネットで囲むことで、農作物の被害を防いで

いこうとする取り組みも進められております

が、もともとの個体そのものが減らない、もし

くは増加するのであれば、その効果は期待でき

ないものであります。県内で有害鳥獣の駆除等

を行う狩猟者数とその年齢構成はどうなってお

るのか、環境森林部長にお伺いします。

平成26年度末○環境森林部長（大坪篤史君）

現在の狩猟免許の所持者数は5,837名でありまし

て、75％に当たる4,348名が60歳以上となってお

ります。そのうち、有害鳥獣捕獲班員 これ―

は、銃では３年以上、わなでは１年以上の狩猟

の経験を有するなどの要件を満たした方々です

が、全市町村に209班、合計2,513名、現在活動

されているところであります。このうち、74％

に当たる1,858名が60歳以上でありまして、高齢

者の割合が高い状況となっております。

新聞報道にもありましたが、○山下博三議員

狩猟者が減少していることで、同時に猟犬の数

も、入手する仕組みも途絶えつつあり、入手が

困難な状況になってきております。猟犬を利用

する鉄砲猟は、手間や時間、労力がかかるわな

に比べ、捕獲効率にすぐれ、捕獲したイノシシ

はジビエ出荷にも適しています。農業被害が深

刻化している現在、猟犬の担う役割は大きく、

農家や狩猟者、行政が一体となって、猟犬の今

後を考えることが重要だと思います。

また、和歌山県においては、今月から全国で

初めて、銃によるニホンジカの夜間狩猟にも取

り組まれております。農村社会の高齢化と人口

減少の続く中、今後は効率的に捕獲を行ってい

く必要があると思われますが、本県での鳥獣捕

獲の新たな取り組みについて、環境森林部長に

お伺いいたします。

猟犬につきま○環境森林部長（大坪篤史君）

しては、県の猟友会に確認しましたところ、現

在、約2,500頭が飼育されておりまして、子犬を

育てたり譲り受けたりして調達しているとのこ

とであります。猟犬は、銃による捕獲を行う上

で重要な役割を担っておりますので、今後、関

係者と情報交換を行うなど、連携を図ってまい

りたいと考えております。

次に、銃による夜間の狩猟につきましては、

全国で２つの事業者が認定を受けていますが、

県内には安全性や技能の基準を満たした事業者

がいないため、まだ実施されていないところで

あります。現在、本県では、餌づけの場所に24

時間カメラを設置して、効率的に捕獲を行う手
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法を評価・検証しております。その結果を踏ま

えて、対応してまいりたいと考えております。

さらに、来年度は、遠隔操作による誘引捕獲

など、新たな手法にも取り組むこととしており

まして、こういったことを総合的に進めること

によりまして、鳥獣捕獲対策の充実を図ってま

いりたいと考えております。

よろしくお願いいたします。○山下博三議員

次に、東九州自動車道についてですが、こと

し４月24日に、宮崎市と北九州市の約320キロが

高速道路でつながるという歴史的な節目を無事

迎えることになりました。ゴールデンウイーク

前の広域開通により、四国・中国地方からの観

光客の増加が期待されるところであります。

宮崎以北の整備が進む中、日南―串間―志布

志間は、唯一、未事業化区間として残されたま

まの状態となっております。昨年10月に串間市

で開催された建設促進総決起大会では、1,000名

を超える沿線住民の参加のもと、県南区間の早

期全線開通に向けた熱い思いに包まれたところ

であります。観光を初めとした産業振興や災害

時など、命の道ともなる高速道路の整備は、県

民の生命・財産を守る上でも必要不可欠なもの

であり、早急に整備を進める必要があると考え

ます。そこで、東九州自動車道県南区間の新規

事業化に向けた取り組みについて、知事にお伺

いします。

東九州自動車道宮崎以○知事（河野俊嗣君）

北の相次ぐ開通に伴いまして、企業の進出や、

物流、観光、医療などの幅広い分野で、いわゆ

るストック効果が発揮され始めたところであり

ます。これらのストック効果を県内全域にわ

たって最大限に発揮させていくためにも、東九

州道の唯一の未事業化区間であります日南―串

間―志布志間の新規事業化を、何としても早期

に実現させる必要があると考えております。こ

のような中、日南―串間―志布志間のルートに

つきましては、１月15日に本県と鹿児島県で都

市計画決定の手続が完了しております。事業化

に向けた手続が大きく前進したところでありま

す。

また、１月22日には、日南・串間地域の東九

州道利活用促進協議会が発足しております。道

路ができてから使い道を考えるのではなく、将

来の全線開通を見据えて、開通直後から直ちに

ストック効果を発揮させるための地域の取り組

みもスタートしたところであります。

おととい23日には、国交省に参りまして、日

南市長、串間市長と一緒に、石井国土交通大臣

に、地元の切実な熱い思いを訴えたところであ

ります。また、九州全体の地図を見ていただき

ながら、都城志布志道路や中央道についてもア

ピールしたところであります。県といたしまし

ても、沿線自治体と一体となりまして、これま

で以上に国に対して強く要望を行いまして、東

九州自動車道が一日も早く全線開通するよう、

全力で取り組んでまいります。

沿線住民の皆さんの期待に応○山下博三議員

えられるよう、精いっぱい頑張っていただくこ

とをお願いしておきます。

次に、県土美化条例についてお伺いいたしま

す。本県は、温暖な気候、豊かで美しい自然環

境に恵まれており、県では、全国に先駆けた沿

道修景美化条例などに基づいて、美しい県土づ

くりに取り組まれております。また、県民の皆

様も地域の美化活動などに取り組んでおられ、

特に草刈りや花植えをボランティアとして行わ

れる団体もふえていると聞いており、大変喜ば

しいことであります。

県土美化条例においては、県民との協働をさ
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らに進め、市町村とも連携を図りながら、県民

はもとより、訪れる観光客も心豊かになってい

ただけるような美しい県土づくりを目指してほ

しいと思います。そこで、県土美化条例制定に

向けた現在の取り組み状況と、今後どのように

進めていくのか、県土整備部長にお伺いしま

す。

県土美化条例○県土整備部長（図師雄一君）

は、これまでの沿道修景や地域の景観づくりに

かかわるさまざまな取り組みを発展・継承し、

県民の皆様や民間事業者、市町村などとも力を

合わせて、美しい宮崎づくりを県下全体にさら

に広げていこうとするものであります。条例の

制定に当たっては、関係各課で構成する検討会

議において、全庁的な議論を進めており、今後

は、幅広く外部の御意見を伺うため、地域づく

りや美化活動に取り組んでおられる県民の

方々、民間事業者、学識経験者等で構成される

懇談会を開催することとしております。

さらに、景観行政団体である市町村との勉強

会を行いますとともに、県民の皆様と一緒に考

えるシンポジウムなどを通じて、県土美化の機

運の醸成を図っていきたいと考えております。

県といたしましては、県民の皆様が心豊かに暮

らし、訪れる人の心に響くような美しい宮崎づ

くりを推進するため、平成28年度中の条例制定

に向け、しっかりと取り組んでまいります。

よろしくお願いします。○山下博三議員

次に、最後になりましたけれども、警察行政

について２問お伺いいたします。

特に高齢者が被害者となる特殊詐欺について

は、平成27年中、全国における被害額が約477億

円であり、平成26年と比べ減少したという報道

で承知しているところでありますが、犯人グ

ループの手口はより一層、悪質・巧妙化してい

るようで、ことしに入ってからも被害発生のニ

ュースを多く目にしております。しかし、その

一方で、被害に遭いかけている方を、一般の方

の機転により阻止したというニュースも目にし

ております。このように、被害者と何の関係も

ない方が被害を阻止したという話を聞くと、と

ても安心いたします。今後、被害を減少させる

ためには、このような県民の協力が不可欠だと

思いますが、本県において被害阻止事例がどれ

くらいあるのか、また、その機運を醸成する方

策について、警察本部長にお伺いします。

本県の昨年中に○警察本部長（野口 泰君）

おける特殊詐欺による被害額は、合計約１

億6,500万円を認知しており、前年と比較すると

半減しております。この結果は、金融機関を初

めとする関係機関の協力や、あらゆる広報媒体

を活用した啓発活動により、県民の特殊詐欺に

対する免疫力が確実に向上している成果と認識

しております。特に、被害に遭いかけた方を関

係機関や一般の方が阻止した件数は、昨年

中、84件を把握しており、被害発生に対する阻

止の割合が66.1％と、全国でも２番目に高い数

値になっております。

被害者の周囲の方が被害を食いとめるために

は、まず、最新のだましの手口や、犯行グルー

プが被害現金を手にする方法などを知っていた

だくことが重要であります。そのためにも、さ

まざまな機会や媒体を通じ、被害の実態につい

て適時適切な周知を図るとともに、関係機関と

の連携をより一層強め、被害に遭わない環境づ

くりを推進してまいります。

今答弁いただきましたけれど○山下博三議員

も、県内の特殊詐欺被害を阻止した事例が全国

的にも高い数値であると聞き、改めて、本県の

お互いを思いやる人と人とのきずなが強いこと
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を実感いたしたところであります。今後も、こ

のような精神が発揮され、県民の協力により被

害者を出さない環境が構築されるよう、県警察

本部におかれましては、特殊詐欺に関するタイ

ムリーな情報の提供と周知活動の推進をお願い

いたしておきます。

次に、先日、元プロ野球選手が覚醒剤を所持

していたということで逮捕され、社会に大きな

衝撃を与えております。また、隣の鹿児島県に

おいても、大量の覚醒剤が密輸されるなど、身

近なところでも薬物事犯が潜在的に発生してい

る状況であります。警察庁のまとめによります

と、平成27年上半期の薬物事犯の検挙人員につ

きましては、8,974件の6,239人で、件数、人員

ともに前年同期に比べて増加していると発表さ

れております。そこで、本県における薬物事犯

の現状等について、警察本部長にお伺いいたし

ます。

県内の薬物事犯○警察本部長（野口 泰君）

の検挙状況につきましては、平成27年中、覚醒

剤事犯が70件44人、大麻事犯が30件25人の、合

計100件69人を検挙しております。前年に比べま

して、検挙件数が15件、検挙人員が５人と、い

ずれも増加しており、中でも大麻事犯につきま

しては、検挙件数、人員ともに過去５年間で最

高となっております。覚醒剤及び大麻事犯の再

犯率は56.5％であり、年代別で見ますと、覚醒

剤事犯では30代以上が約95％、大麻事犯では20

代から30代が80％を占めております。なお、未

成年の検挙は、初犯、再犯、いずれもありませ

んでした。

薬物の入手方法につきましては、密売人から

直接手に入れたり、宅配便で届けさせたりする

方法が主でありまして、中には、インターネッ

トを利用して宅配便で届けさせる事案もありま

した。今後とも、薬物乱用者の検挙や薬物密売

組織の壊滅に向けた捜査を推進するなど、薬物

事犯の取り締まりを徹底するとともに、関係機

関との連携を強化して、薬物乱用の防止に取り

組んでまいります。

最近、テレビ、新聞等を見て○山下博三議員

いますと、元プロ野球選手の事案が出てから、

連日いろんな報道がされております。これほど

本県でも身近な中でいろんな事案が発生してい

ることは、大変懸念されるところであります。

昨日でしたか、テレビを見ておりましたら、

一回覚醒剤に手を出して、後から人生をやり直

そうという人がテレビに出ておりました。一生

懸命社会復帰しようという思いのある人、そう

いう人たちを社会がどう受け入れていくか、こ

れがまた一番大きな課題であるだろうと思って

おりますから、そういう取り組みもしっかりと

やっていただければありがたいと、そのように

思っています。

また、本当に多くの国民の方が、元プロ野球

選手のあの方も、もう一回人生をやり直して、

輝く人生をまた送ってくれればいいがなと、そ

う思っておられると思っています。そういう意

味も込めて、この事案については、本当にしっ

かりと取り組んでいただけるとありがたいと

思っています。

以上で私の代表質問を終わります。ありがと

うございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わりま○星原 透議長

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き代表質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時56分散会
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◎ 代表質問

○星原 透議長 これより本日の会議を開きま

す。

本日の日程は、昨日に引き続き代表質問であ

ります。

ただいまから代表質問に入ります。まず、県

民連合宮崎、満行潤一議員。

○満行潤一議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。若い人たちが傍聴に来ていただいて

おります。ありがとうございます。

防災救急ヘリが宮崎駅前に着陸をいたしまし

た。全国放送にもなりました。あのことを、偶

然が重なって着陸できたと言う方々もおられま

す。しかし、私は、必然的にあの場所におりら

れたんだと、そのことをきょうは訴えたいと

思っております。現場に駆けつけた救急隊の隊

長は、県の防災救急ヘリ「あおぞら」に乗務し

ていた経験があり、この状況なら駅前におりら

れるんじゃないかと考えて、宮崎大学、ドクタ

ーヘリ、ドクターカーの要請、そして県立宮崎

病院からもドクターカーが出動し、その中に

あって警察の人たちが駅前を交通封鎖し、ドク

ターヘリがおりた。宮崎のレベルがあっという

間に全国レベルになっているんだということを

証明していると思います。このことは、全国の

学会でも発表されていると聞いております。ま

た、この若き医師は、「あおぞら」に乗ってホ

イスト降下訓練も行っている。全国で３番目に

この訓練が行われているということも、本県の

救急医療のレベルの高さを物語っているだろう

と思います。

延岡に２機目のドクターヘリをと、前回、11

月議会で質問をしました。ことしの１月、日本

航空医療学会雑誌１月号に学会調査研究報告書

が出されています。今後、我が国に必要なドク

ターヘリの機数と基地病院数についての調査研

究という報告書であります。私が申し上げたよ

うに、この報告書の中では、九州本土では唯

一、延岡にドクターヘリが必要だと。九州管内

に限れば、延岡と奄美大島にドクターヘリの設

置が必要だということが、私の質問の裏づけと

なって報告をされています。きょうの質問では

触れませんが、ぜひ県北の皆さん、ドクターヘ

リを県北へ、声を上げていただきたいと思って

おります。

社民党は、トリクルダウンよりボトムアップ

という経済政策を提案しています。アベノミク

スは、大企業や資本家の収益向上が、中小企業

や働く人にいずれ滴り落ちるという考え方であ

ります。しかし、もはや破綻をしているこのア

ベノミクス。最低賃金の引き上げや社会保障の

充実により、社会の底上げを目指す経済政策に

転換しなければなりません。貧困率は、世界先

進国、ＯＥＣＤ34カ国の中で、メキシコ、トル

コ、アメリカに次ぐ高さです。子供の貧困率

は、1985年は10.9％だったものが、2012年は過

去最悪の16.3％となり、およそ６人に１人が貧

困という結果となっています。ひとり親世帯の

貧困率、ＯＥＣＤ断トツ最下位。厚生労働省の

調査によれば、母子世帯就業率は80.6％、うち

正規雇用が43％、年間収入は、正規雇用270万

円、非正規雇用125万円という調査であります。

憲法25条には、「すべて国民は、健康で文化的

な最低限度の生活を営む権利を有する。」とう

たわれています。まさに生存権の危機でありま

す。

それでは、知事の政治姿勢についてお尋ねを

いたします。

まず、東九州新幹線についてであります。知

平成28年２月26日(金)
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事は１月21日、整備計画路線格上げ要望に上京

されています。まだ調査報告のないこの時期に

なぜ陳情なのか、疑問があります。新幹線が通

れば日豊本線は経営分離され、地元責任で運営

され、特急は走らなくなる。巨額の建設費、地

元負担金など、メリットと同時に、デメリット

もしっかり県民に周知するべきだと思います。

九州新幹線は、延長257キロメートル、所要時間

１時間17分、博多から鹿児島中央であります。

開業前の平成15年、利用客数141万人、平成26

年497万人、確かに増加をしています。一方、並

行在来線、肥薩おれんじ鉄道の出資は、熊本

県40％、鹿児島県40％、沿線市町14％という負

担割合。また、輸送人員は平成16年から平成26

年までマイナス30.7％、旅客運輸収入は同

年23.7％の減となっています。

北陸に調査に行ってまいりました。北陸新幹

線、富山県、富山―新大阪間は３時間26分から

２時間８分、確かに１時間以上短縮をされ、効

果があったと言われております。しかし、その

負担は、北陸新幹線の総事業費約３兆円、富山

県負担金は2,350億円。空の便を見れば、富山―

羽田間は、運賃を大幅割引し、６便体制を維持

するも機体は小型化し、いよいよ３月には１日

４便体制になると言われています。利用客数が

４割減、収入６割減少、これが空の実態であり

ます。石川県は、71キロ、石川県の負担金の見

込み額は2,300億円。並行在来線、第三セクター

ＩＲいしかわ鉄道は、県資本金出資が14億円、

運行支援基金―乗り継ぎ割引や運賃抑制など

―に15億円、沿線市町村、非沿線市町村から

も出資をする状況にあります。

多額な建設負担金や並行在来線維持費など、

巨額の後年度負担を考えると、日豊本線を複線

化・高速化するほうがより現実的と思います。

東九州新幹線と日豊本線高速化に係る知事の考

えを伺います。

次に、都城志布志道路であります。都城市中

心部や都城インターチェンジの近くでも、くい

打ちが始まるなど動きが見えてきております。

県内区間の進捗状況について知事に伺います。

「田園回帰１％戦略」についてであります。

地方移住の多様性が指摘され始めています。幾

つかの質的な変化が見てとれます。従来の20代

や団塊の世代の60代以上に加え、30代から40代

のファミリー世代の農村・漁村への移住相談が

ふえてきている。ファミリー移住の増加によっ

て女性の比率が上昇し、消滅可能都市の条件と

言われる人口の再生産を担う20歳から39歳の人

口がふえてきているということであります。地

方消滅の危機が叫ばれている中、毎年、人口の

１％を取り戻せば地域は安定的に維持できる。

「田園回帰１％戦略」、藤山浩・島根県中山間

地域研究センター研究統括監、島根県立大学連

携大学院教授が提唱しており、市町村消滅論か

らの脱却策として注目を浴びています。それに

よれば、中山間地の人口安定化に必要な定住増

加は、年間人口の１％だということでありま

す。この考えに対する知事の考えをお伺いいた

します。

オレオレ詐欺被害についてであります。近

年、高度情報化や規制緩和の進展、少子高齢化

の進行等により、消費者を取り巻く環境は大き

く変化しています。それに伴い、消費者に対す

るトラブルも悪質かつ巧妙化し、宮崎県内では

振り込め詐欺など特殊詐欺事件が急増していま

す。１件当たりの平均被害額が高額化し、平

成26年６月末の県内の被害届を受理した事件の

被害総額は約２億1,300万円で、過去最悪のぺー

スとなっています。報道や注意されているにも
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かかわらず、なぜ被害がなくならないのか。オ

レオレ詐欺の被害者の８割はその存在を知って

いて、かつ自分はひっかからないと考えていた

と言います。被害者は高齢の方に多く見られ、

これまで一生懸命ためてきたお金を、相手を心

配する心や老後に対する不安な気持ちを利用し

て奪われる悔しさや悲しみはどれほどのもので

しょうか。安全・安心な暮らしを実現するため

に、平成21年、消費者安全法が施行され、本県

でも、知事をトップとする宮崎県消費者行政推

進本部を同年11月に設置しています。全庁挙げ

て、この組織・推進本部を消費者被害の拡大防

止に活用してはどうかと思います。その活動状

況について、総合政策部長にお尋ねいたしま

す。

ＴＰＰ対策についてであります。ＴＰＰによ

り、国内の農林水産物の生産額が1,330億円か

ら2,100億円減少すると、国は試算結果を公表し

ています。また、本県の生産減少額は最大93億

円と県が試算しております。しかし、ＪＡ宮崎

中央会の試算では、県内生産減少額は16年目ま

でに686億円減少し、全産業で１万4,000人以上

の就業者減少が見込まれるとしています。この

ギャップは何なのでしょうか。国が意図的に影

響を小さく見積もっているとしか言いようがあ

りません。国内自給率がさらに低下すること

は、明らかに食料安保の観点からも大きな問題

です。特に農業立県の宮崎に与える影響ははか

り知れず、都市部・大企業優先、地方切り捨て

の政策が強化されようとしています。今後、さ

らに小さくなるパイを地域間で奪う地域間競争

が激化するのは明白です。あすの宮崎を支える

本県の農業振興策をどうしようと考えているの

か、担当部長にお尋ねいたします。

食味ランキングで宮崎県産米初の特Ａを取得

とのプレスリリースが、昨日の夕方ありまし

た。あすの宮崎を支える本県の農業振興にとっ

て、とても明るい話題です。２年前の代表質問

で髙橋透議員が、取得を目指す取り組みについ

て取り上げております。これまでの技術職員を

初め関係者の努力が実を結んだものと思いま

す。青森県産ブランド米「晴天の霹靂」の例も

あります。今後、毎年特Ａが取得できるよう努

力いただきたいと思います。担当部長に、これ

までの取り組みと今後の展開についてお尋ねい

たします。

次に、公金の多様な運用についてでありま

す。東京都は、公金の外貨貯金での運用を開始

したとのことであります。マイナス金利、超低

金利を踏まえ、運用先の多様性が狙いと報道さ

れております。東京都と本県を一緒には論じら

れませんが、本県の運用状況はどうなのか、会

計管理者にお尋ねいたします。

以下、質問者席から行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。

まず、東九州新幹線と日豊本線の高速化につ

いてであります。東九州新幹線の整備につきま

しては、現在、東九州新幹線鉄道建設促進期成

会におきまして、所要時間や整備費用、需要の

予測、経済波及効果などの調査を行っていると

ころであります。この中で、建設に係る地方の

財政負担や並行在来線の問題、完成までの期間

による需要の変化など、さまざまな課題も明ら

かになってくるものと考えております。県で

は、この調査結果をもとに県民向けの報告会を

開催し、丁寧に説明を行いながら幅広く意見を

伺うとともに、期成会においても議論を深めて

まいりたいと考えております。
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また、日豊本線は、本県の産業振興はもとよ

り、県民の地域交通手段として、また、観光客

の移動手段としても重要な役割を果たしている

ところであります。日豊本線の高速化や利便性

の向上等につきましては、利用促進の重要な要

素であることから、県としましては、市町村や

関係団体等とも連携を図りながら、ＪＲ九州に

対し要望を行い、さまざまな改良・改善も図ら

れてきているところでありまして、今後とも粘

り強く取り組みを進めてまいりたいと考えてお

ります。

次に、都城志布志道路についてであります。

この路線は、都城インターチェンジと志布志港

を結び、南九州圏域の防災や経済、さらには医

療を支える延長約44キロの地域高規格道路であ

ります。県内区間の22キロメートルにつきまし

ては、国と県で整備を進めてきておりまして、

これまで約５キロを供用しております。現在、

県施行区間の梅北工区2.5キロメートルにおきま

しては、平成29年度の供用に向け、鋭意工事を

進めております。国が施行しております南横市

インターチェンジから平塚インターチェンジま

での2.8キロメートルは、平成30年度の供用予定

と伺っております。

今回の国の補正予算におきましても、国・県

合わせて20億円の事業費が追加配分されました

ことから、今後の事業進捗に大きな弾みがつく

ものと考えております。先月、私も都城市長と

一緒に石井国土交通大臣のところに要望に参り

まして、早期整備を強くお願いしたところであ

ります。今後とも、国や鹿児島県と連携をしな

がら、全力で取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

最後に、「田園回帰１％戦略」についてであ

ります。中山間地域の人口や地域外に出ている

所得の１％を毎年着実に取り戻していけば人口

の安定化が図られるという、「田園回帰１％戦

略」の考え方は、島根県内での分析に基づくも

のでありまして、理論的に整理された、わかり

やすい目標の設定という面では、中山間地域を

多く抱える本県にとりましても、興味深いもの

と認識しているところでありますが、大事なの

は、これをどう具体化していくか、どう実践し

ていくかということであろうと考えておりま

す。

本県の中山間地域振興計画におきましても、

人口減少対策を今後取り組むべき最優先の課題

として位置づけ、戦略的な移住・定住や地域経

済循環の促進などに取り組むこととしておりま

す。県としましては、市町村や民間団体等と連

携して、移住・ＵＩＪターンの推進や農山漁村

における所得向上、さらに、人や村をつなぐ

「宮崎ひなた生活圏」の構築などにより、持続

可能な中山間地域づくりに取り組んでまいりた

いと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○総合政策部長（茂 雄二君）〔登壇〕 お答

えします。

消費者行政推進本部の活用についてでありま

す。この推進本部につきましては、消費者安全

法に規定する重大事故等により、生命及び身体

的被害が発生し、県民に被害の急速な拡大のお

それがある場合などに開催し、被害の拡大防止

を図るため、情報収集、情報交換等を行うこと

としております。これまでも、振り込め詐欺を

初めとする消費者被害が発生した場合には、随

時、関係部局と連携を図ってきたところです

が、複雑化・多様化する消費者被害に対応し

て、被害の拡大を防止するため、消費者行政推

進本部の活用を含め、関係部局との一層の連携
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強化を図ってまいりたいと考えております。以

上であります。〔降壇〕

○農政水産部長（郡司行敏君）〔登壇〕 お答

えいたします。

ＴＰＰへの対応についてであります。本県の

農業を取り巻く環境は、担い手の減少や高齢化

の進展などの構造的な課題に加え、今回のＴＰ

Ｐ協定の合意による国際化の進展など、大きな

変革期を迎えていると認識しております。県と

いたしましては、ＴＰＰの影響を最小限にとど

めるとともに、競争力強化に向けた構造改革を

進めるための十分な対策を実施していくことが

重要であると考えております。このため、こと

し１月に策定いたしました「宮崎県ＴＰＰ対応

基本方針」に基づき、生産者や関係団体等と一

体となって、国の対策等に積極的に取り組むこ

とで、国際競争を勝ち抜く生産体制の構築や攻

めの輸出体制の強化などに積極的に取り組み、

本県農業の成長産業化に全力で取り組んでまい

りたいと考えております。

次に、今回の特Ａ取得についてであります。

このたびの食味ランキングにおける特Ａの取得

につきましては、本県長年の悲願であり、生産

者を初め、産地とスクラムを組んで取り組んで

きた、うまい米づくりを目指した取り組みが実

を結んだものと考えておりまして、全ての関係

者と喜びを共有したい、そのように考えており

ます。特に、地元のえびの市におきましては、

３年前に「えびの市産米「特Ａ」産地化プロ

ジェクト会議」を立ち上げられ、生産者、Ｊ

Ａ、行政が一体となって特Ａを目指した取り組

みを推進してこられただけに、喜びもひとしお

のことと深く敬意を表する次第であります。本

当によかったなと、そのように思います。今後

につきましては、産地の生産者や関係機関・団

体と連携しながら、特Ａというブランドを最大

限に生かした宮崎米のブランド化に取り組み、

本県産米の販売力の強化と農家所得の向上に努

めてまいりたいと、そのように考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○会計管理者（舟田美揮子君）〔登壇〕 お答

えいたします。

公金の運用についてであります。歳計現金や

基金等のいわゆる公金の運用につきましては、

地方自治法等に従い、資金の安全性を最優先

に、いつでも現金化が可能な流動性や、さらに

は、利息収入を確保するための効率性を基本と

いたしまして行っているところでございます。

このような基本的考え方のもとで、超低金利が

続いておりますが、利息収入を確保していくた

めに、具体的には、定期性預金や国債、また政

府保証債などの債券等によりまして、多様な方

法で運用を行っているところであります。今後

とも、適切な公金の管理を常に念頭に置きまし

て、安全かつ効率的な運用に努めてまいりたい

と考えております。以上でございます。〔降

壇〕

○満行潤一議員 それぞれありがとうございま

した。ぜひ、日豊本線の整備、都城志布志道路

のさらなる進捗促進について御努力をいただき

たいと思います。

次に、交通網の整備について話を進めてまい

ります。

日豊本線の交通系ＩＣカードの導入について

です。現在、田野から佐土原間、そして南宮崎

―宮崎空港間、12駅にＩＣカードが導入をされ

ております。私は、当然、日豊本線全線に導入

すべき事業だと思います。エリア拡大にどう取

り組んでいるのか、総合政策部長、よろしくお

願いいたします。
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○総合政策部長（茂 雄二君） ＪＲ九州の交

通系ＩＣカード「ＳＵＧＯＣＡ」につきまして

は、昨年11月に宮崎駅を中心とする12駅に導入

されましたことから、県民はもとより、本県を

訪れる観光客等の利便性の向上が図られたとこ

ろであります。しかしながら、利用可能エリア

が宮崎地区のみでは、その導入効果は限定的な

ものにとどまると考えております。このため、

昨年11月には、知事からＪＲ九州の社長に対

し、また私もＪＲ九州本社を訪問し、宮崎県鉄

道整備促進期成同盟会からの要望として、利用

可能エリアの拡大について直接お願いをしてき

たところであります。県といたしましても、今

後とも沿線自治体等と連携しながら、ＪＲ九州

に対し粘り強く要望を行ってまいりますととも

に、ＪＲ九州の投資意欲を喚起するため、県内

鉄道の一層の利用促進にも取り組んでまいりた

いと考えております。

○満行潤一議員 何よりも利用促進というのが

一番大事かなと思います。ぜひ、県を挙げて利

用促進の取り組みも強化をいただきたいと思っ

ています。

東九州道４車線化についてであります。東九

州自動車道、いよいよ北九州とつながることに

なります。暫定２車線となっていますが、危険

な箇所も多々見受けられます。全線４車線化が

望まれますが、優先的に４車線化を急ぐ箇所も

あるだろうと思います。取り組みの強化が必要

と思いますが、県土整備部長、いかがでしょう

か。

○県土整備部長（図師雄一君） 対面交通の安

全性や走行性、さらには大規模災害時における

対応を考慮した場合、暫定２車線区間における

４車線化の早期実現が、本県にとって大変重要

な課題となっております。具体的な整備の進め

方といたしましては、議員御指摘のとおり、ま

ずは、事故や渋滞の多い区間などから優先的に

４車線化を進めることは大変有効であると考え

ております。県といたしましては、西日本高速

道路株式会社などに対し、きめ細やかに高速道

路の交通状況や利用者のニーズを把握した上

で、より効果的に４車線化の整備を進めていた

だくよう、引き続き要望してまいりたいと考え

ております。

○満行潤一議員 ぜひお願いしたいと思いま

す。

もう一つ、東九州道で気になることがありま

す。トンネル内でのラジオ放送受信ができない

ことであります。総務省九州管区行政評価局

が、「東九州道佐伯―延岡南間でラジオ放送が

ほとんど受信できない。大規模な災害に対応で

きない懸念があるので、受信できるようにして

ほしい」との高速道路利用者からの行政相談に

対して、国土交通省にあっせんを行っていま

す。あっせんに対する国土交通省の回答は、

「対象区間はラジオ不感地帯であり、今後その

解消が図られれば、必要に応じて検討していき

たい」という回答であります。しかし、ラジオ

は自然災害等の発生のときに有効に活用でき、

ぜひ受信できるよう国に働きかけてほしいと思

いますが、部長、いかがでしょうか。

○県土整備部長（図師雄一君） 御指摘の道路

を管理しております国土交通省九州地方整備局

に伺ったところ、佐伯インターチェンジから延

岡南インターチェンジ間では、火災その他の非

常の際の連絡や、危険防止、事故の拡大防止の

ために必要な設備は、全てのトンネルにおいて

適切に整備しているとお聞きしております。ま

た、九州地方整備局によりますと、当該区間に

は、ラジオの電波が届かない、いわゆるラジオ
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の不感地帯がございますが、ラジオ不感地帯の

解消は所管外であるとしつつも、不感地帯の解

消が進めば、必要に応じて検討していきたいと

伺っております。

○満行潤一議員 結局、なぜ国土交通省直轄の

ところだけ聞こえないのかということですよ

ね。やる気の問題だと思います。実際、ＮＥＸ

ＣＯ西日本の管理区間のトンネルはほとんど聞

こえる。なぜ国土交通省管理のトンネルだけ聞

こえないのかということです。高速道路ですか

ら、データ通信も伸びているわけで、それはぜ

ひ早急に対応いただけるように、引き続き県と

しては国に要望いただきたいと思います。

もう一つ、東九州道ですが、清武南―日南間

の進捗状況についてどうなっているのか、お尋

ねをいたします。

○県土整備部長（図師雄一君） 東九州自動車

道清武南―日南間につきましては、国が新直轄

事業で整備をしている区間であります。このう

ち清武南―北郷間につきましては、今月、九平

トンネルの新設工事の契約が行われまして、全

ての構造物について工事が発注されたところで

あります。また、平成21年６月に地すべり等の

発生により中断されました芳ノ元トンネル工事

は、平成26年６月から本格的に再開され、地す

べり対策とあわせて着実に整備が進められてお

ります。次に、北郷―日南間につきましては、

最後の橋梁工事に着手しているところでありま

して、平成29年度の開通を目標に順調に整備が

進められております。県といたしましては、今

後とも、清武南―日南間の早期完成を国に対し

て強く要望してまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 ありがとうございました。こ

ちらのほうもよろしくお願いしたいと思いま

す。

次に、県立青島亜熱帯植物園についてであり

ます。きのうも質問がありましたが、シンガポ

ール植物園との姉妹植物園50周年を迎えます。

私たち会派ではシンガポール植物園を訪問し、

ナイジェル・テイラー氏に案内をしていただき

ました。園長さんですが。今度、宮崎においで

いただくことになっております。シンガポール

植物園は、150年以上の歴史があり、伝統的な植

物園と言われております。きのうもありました

が、東京ドームの13個分、本当に広い中、目を

引いたのが、赤い色をした竹のような感じのヤ

シの木で、たくさん植えてあります。シーリン

グワックスパームと言うんだそうであります

が、シンガポール植物園のエンブレムには、図

案化されたこのシーリングワックスパームが描

かれております。私は、国道10号・220号沿いの

ワシントニアパームの植えかえの検討がなされ

ていると聞いておりますが、南国情緒漂うシー

リングワックスパームの活用はできないものか

と考えております。稲用副知事も同植物園を訪

問されたということですが、シーリングワック

スパームに気づかれたのでしょうか。副知事、

いかがでしょうか。

○副知事（稲用博美君） 国道10号などに植栽

されているワシントニアパームにつきまして

は、高木化による剪定等の問題が発生している

ことから、道路管理者であります国が主催する

宮崎ワシントニアパーム維持管理検討会におき

まして、樹種の変更を含め、植えかえ計画の検

討がなされております。御提案のありましたシ

ーリングワックスパームは、私もシンガポール

植物園に参りましたが、大変美しい樹木であり

ます。成長しても高さ５メートル程度というこ

とで、維持管理上有利な一面がございます。し

かしながら、樹木の専門家に伺いましたとこ
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ろ、このパームは、寒さに弱く、街路樹として

宮崎の冬の気温に耐えられないということであ

りましたので、残念ながら、ワシントニアパー

ムの植えかえに活用するのは難しいと考えてお

ります。

○満行潤一議員 寒さに弱いという説明なんで

すが、そうなのかなと、ちょっと疑問に思いま

す。同じパームのワシントニアパームは、あれ

まで成長しているわけです。青島はそんなに寒

くないんじゃないかなと思うんです。亜熱帯植

物園にシンガポール植物園コーナーが今度でき

るということですが、そこにぜひ植栽もしてい

ただきたいと思いますし、園庭にもこれを活用

して、シンガポール植物園の友好植物園という

シンボルにもなるんじゃないかと思います。再

度、副知事にお伺いいたします。

○副知事（稲用博美君） シーリングワックス

パームは、シンガポール植物園のシンボルマー

クにもなっております。本当に美しいヤシでご

ざいます。今回建てかえました大温室の中に、

新たにこのパームを植栽したところでありま

す。このシーリングワックスパームを、これま

で寄贈いただきました貴重なランとともに、シ

ンガポール植物園との友好のあかしとしまし

て、大切に育ててまいりたいと考えておりま

す。

○満行潤一議員 知らなかったんですけれど

も、植えてあるんですね。わかりました。開園

を楽しみにしておきたいと思います。

次に、英語・外国語対応についてお尋ねをし

たいと思います。

県内でも観光客に外国人が目立つようになり

ました。観光施設の案内やパンフレット、地名

表記など、多言語表記がどうなっているのか気

になるところであります。商工観光労働部長、

よろしくお願いいたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 外国人観

光客向けの多言語対応につきましては、県内外

の60カ所に、日本語、英語、中国語、韓国語の

４カ国語で観光案内板を設置しますとともに、

個人旅行者向けの二次交通対策としまして、県

内83カ所のバス停の多言語化やパンフレットの

作成などに取り組んでおります。また、本年２

月１日から、本県の観光情報サイト「旬ナビ」

を７言語で閲覧できるよう、自動翻訳機能を追

加したところであります。なお、今年度、さら

なる利便性向上のために、Ｗｉ－Ｆｉの県内統

一認証機能を整備しまして、観光案内板を含

め、県内各地に100カ所を超える無料Ｗｉ－Ｆｉ

スポットも開設される予定となっております。

今後とも、2020年の東京オリンピック・パラリ

ンピックの開催を見据えまして、県内市町村や

関係団体等と連携を図りながら、外国人観光客

の受け入れ環境の充実強化に取り組んでまいり

ます。

○満行潤一議員 相当取り組みは進んでいると

いうことで、了解いたします。

次に、教育委員会の英語力向上についてであ

ります。文部科学省が今月２日に、英語力調査

結果報告速報を発表しています。中学３年生を

対象に、「読む・聞く・書く・話す」の４技能

を見る初めての調査だそうです。中学校卒業段

階で英検３級程度の英語力を持つ生徒を、2017

年度までに50％以上にするという目標に対し

て、それぞれ２割から４割にとどまったという

ことであります。特に興味深いのは、生徒の英

語学習への意識を聞くと、「好きではない」と

答えた生徒が43％もいるということです。これ

からの世の中、いやが応でも英語力が必要に

なってきます。英語力のある生徒とない生徒
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で、これまで以上に進路も差別化されてくると

思います。英語を使ってコミュニケーションが

できるようになるために、小・中・高でどのよ

うな取り組みを行っていくべきか。教育長、お

願いいたします。

○教育長（飛田 洋君） グローバル化が一層

進展する中にあっては、子供たちの英語力を、

英語を知っているというレベルではなくて、ツ

ールとして使える、そして、しっかりコミュニ

ケーションがとれるレベルまで高めることは大

切なことだと思っております。そのため、現

在、小学校では、例えば日本の昔話の「桃太

郎」などを題材に、子供たちが登場人物になり

切り、英語でセリフのやりとりをするなど、英

語で話す楽しさを実感できる学習を推進してお

ります。また、中学校や高校では、英語の授業

を教師による説明中心のスタイルから、生徒が

生の英語を聞き取ったり、自分の思いや考えを

英語で話したりする活動を授業に多く取り入れ

るようなスタイルに改善してきております。県

教育委員会といたしましては、英語によるコ

ミュニケーション能力を育成するために、小・

中・高の教員を対象に研修等を実施し、指導力

向上に積極的に努めているところであります。

○満行潤一議員 ありがとうございます。

次に、警察本部の外国語対応についてお尋ね

いたします。外国人がふえるということで、警

察もその対応が急がれていると思います。捜査

・業務上必要となる外国語通訳人の現状はどう

なのか、語学堪能であろう警察本部長にお尋ね

いたします。

○警察本部長（野口 泰君） 宮崎県警察の通

訳人の現状につきましては、警察部内の通訳人

が33名で、英語、中国語、韓国語、スペイン語

及びタガログ語の５言語が通訳可能でありま

す。また、警察が委嘱している民間通訳人は60

名で、英語、中国語、韓国語等、15言語が通訳

可能であります。平成27年中の通訳人の運用状

況につきましては、警察部内及び民間をあわせ

て、12名の通訳人に延べ約600時間にわたって通

訳をしていただいております。過去の運用状況

を見ますと、平成25年中は９名の延べ約43時

間、平成26年中は19名の延べ約380時間、通訳に

当たっていただいておりますので、通訳人の需

要は年々増加している現状でございます。

○満行潤一議員 今ありましたように、ふえ続

けている外国語事案に警察官はどう対応してい

るのか。対応できる警察官の確保が急がれてい

ると思いますが、どのような教養体制、人材確

保を図っているのか、再度お尋ねいたします。

○警察本部長（野口 泰君） 外国人犯罪等に

対応できる通訳人を育成するため、警察大学校

の附置機関である国際警察センターにおける語

学研修、県内における語学外部委託教養及びネ

イティブ講師を被疑者役としたロールプレーイ

ング方式による実践的な通訳訓練を実施してお

ります。さらに、平成28年度からは、受講生を

警察学校に約10日間入校させて、短期間、集中

的に語学教養を実施する予定であります。その

ほか、国際感覚を有する捜査官の育成をするた

め、毎年約２カ月程度の海外語学研修を実施し

ておるところでございます。

○満行潤一議員 ありがとうございます。

次に、情報システムの調達についてお尋ねし

ていきたいと思います。

土木工事など県内発注率向上に向けて努力を

いただいているということは、よく理解してい

ます。しかし、情報システム調達では、県内企

業発注率がかなり低い状況にある。10％台だと

思います。県内発注率を高める必要があると思
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いますが、総合政策部長の見解をお聞きしま

す。

○総合政策部長（茂 雄二君） 情報システム

の調達におきましては、特殊な仕様など競争性

が不足する場合を除き、原則として県内企業が

優先的に受注できるよう取り組んでいるところ

であります。しかしながら、県の情報システム

は規模が大きく、専門性が高いものが多いた

め、豊富なノウハウや実績を有した県外企業の

受注が多くなる傾向となっております。このた

め、効率的な執行に支障がないものについて

は、分離・分割した発注を行うとともに、大規

模なシステムの調達におきましては、運用や保

守に県内企業がかかわることができるよう、総

合評価落札方式等の調達において、県内企業と

の協業を評価するなど、県内企業の技術力向上

にも努めてまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 確かに県となると大きなシス

テムだろうと思います。市町村の分野はもっと

小さくなるんだろうと思うんですけれども。市

町村も国の法令、マニュアルに従って、戸籍や

住民票、税、福祉サービスといったサービスを

行っているはずなんですけれども、現状は市町

村がそれぞれ開発している。非常に無駄が出て

きているんじゃないかなと思うんです。市町村

の情報システムの共同利用を進めるべきではな

いかと考えますが、再度、部長、お願いしま

す。

○総合政策部長（茂 雄二君） 近年、複数の

自治体がデータセンター等に情報システムを集

約し共同利用する、いわゆる自治体クラウドと

いう取り組みが進んでおり、国でもその推進を

図っているところであります。本県では、平

成21年に総務省の実証実験に参画するなど、全

国的にも早い時期から自治体クラウドに着手

し、現在では、県内26市町村のうち15の市と町

において取り組まれております。これにより、

コスト削減に加え、事務の効率化や安全性の向

上などが図られておりますので、その他の市町

村につきましても、自治体クラウドへの取り組

みを促してまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 次に、子育ち支援についてお

尋ねをしたいと思います。

冒頭にも述べましたが、今、子供の貧困・虐

待がキーワードとなっています。医療費助成に

ついてお尋ねをしたいと思います。県内の状況

ですけれども、乳幼児医療費助成、入院に限れ

ば、15市町村が対象年齢を中学校卒業までとし

ています。外来・入院外でも11市町村が中学校

卒業までとなっています。財源の確保が大きな

課題だと思いますが、対象年齢の引き上げが県

内でも少しずつ広がっています。子供が熱を出

しても、けがをしても、医療機関窓口での３割

の負担が重く、受診を控える保護者もいる現実

を、政治は直視しなければなりません。本来、

後期高齢者医療制度なるスキームを国が発想で

きるのであれば、せめて15歳未満の独立した医

療保険制度を構築する発想が生まれてもいいは

ずであります。後期高齢者医療制度は、高齢者

と若年層の負担の明確化、高齢者の偏在による

保険者間の負担の均衡化を目的にしているわけ

で、国は同様なスキームで乳幼児・児童の医療

制度をつくる時期に来ていると思います。国の

責任において、乳幼児の医療費助成など医療制

度を拡充すべきと思いますが、知事の見解はい

かがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 乳幼児医療費の助成に

つきましては、乳幼児の健やかな成長と子育て

家庭の経済的負担の軽減を図る、大変重要な子

育て支援策であると考えております。県ではこ
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れまでに、対象年齢や自己負担額の見直しを行

いまして、制度の充実に努めてきたところであ

ります。県としましては、この制度が既に全国

の全ての自治体において取り組まれているこ

と、また、それぞれの制度内容が異なっている

という現状を踏まえて、本来、国の責任におい

て統一的に行われることが望ましいと考えてお

ります。国に対しましては、これまで全国知事

会等を通じまして、まずは標準的な制度の枠組

みの設定と、それに伴う必要な財源の確保を要

望しているところであります。少子化、子供の

貧困対策が、国・地方を通じて喫緊の課題であ

る中、制度の必要性・重要性は高まっているも

のと認識をしております。今後とも粘り強く、

国に対し訴えてまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 力強い答弁をいただきまし

た。ぜひ推進をしていただきたい。国に強く要

望を、今後とも引き続きお願いしたいと思いま

す。

今議会に上程されています議案第42号「宮崎

県子どもの貧困対策推進計画」についてであり

ます。今後、全庁を挙げ、多くの団体と協力

し、推進計画に基づいてどのような対策を具体

的に推進していこうとされているのか、部長に

お尋ねいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 子どもの貧困

対策推進計画では、保護者に対する生活・就労

支援、教育の支援、生活の支援、経済的支援を

４つの柱と位置づけまして、さまざまな施策に

取り組むこととしております。その中でも、貧

困の世代間連鎖を断ち切るためには、保護者の

自立や就労支援、それから子供の教育支援が特

に重要であると考えております。来年度からの

具体的な取り組みといたしましては、現在審議

をお願いしております当初予算において、生活

困窮者自立相談支援員を増員しまして、生活に

困窮する保護者に対する相談支援のさらなる充

実を図ることとしております。また、子供の教

育支援といたしまして、スクールソーシャルワ

ーカーの増員等により、子供の抱える問題につ

いて専門的な視点から解決を図りますととも

に、ひとり親家庭などの子供への学習支援に取

り組む市町村に対し、助成を行うこととしてお

ります。こうした取り組みを、県民や民間団

体、教育や行政が一体となって進めてまいりた

いと考えております。

○満行潤一議員 大変期待のできる内容だと思

います。よろしくお願いしたいと思います。

次に、児童相談所コールセンター事業につい

てであります。虐待通告を迅速かつ効率的に受

理し、子供たちの安全を守るために、都道府県

や政令市ごとに通告を一元化して受理するコー

ルセンターの設置を要望したいと思いま

す。2015年７月より、国が運用する児童相談所

全国共通ダイヤルが189（いちはやく）の３桁に

変わっています。子供虐待の被害者や虐待が疑

われる状況を見聞きした人が、よりスムーズに

児童相談所に相談・通告することができるよう

になり、虐待の早期発見が期待をされていま

す。しかし、このシステム、ダイヤル18 9

は、110番や119番と異なり、近隣の児童相談所

に転送するまでに郵便番号の入力を求められる

など、非常に手間のかかるシステムとなってい

ます。また、児童相談所に対する相談件数の増

加も懸念されます。トリアージをしっかり行

い、県児童相談所と市町村の役割分担も重要で

す。コールセンター設置が急がれると思います

が、新年度新規事業「児童相談所夜間・休日相

談体制強化事業」について、部長にお尋ねしま

す。
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○福祉保健部長（桑山秀彦君） この事業は、

民間企業が運営しますコールセンターを活用し

まして、児童相談所の閉庁時間帯におきます相

談体制の強化を図るものでございます。仕組み

としましては、全国共通ダイヤル189（いちはや

く）を通じて、夜間・休日に電話を受けた場

合、自動的にコールセンターに転送されまし

て、そこで社会福祉士等の資格を持つ相談員が

専門的な助言等を行うこととしております。な

お、虐待などの緊急性の高いものにつきまして

は、児童相談所の職員がセンターから連絡を受

けまして、直ちに必要な対応をとることとして

おります。

○満行潤一議員 気づきませんでした。ありが

とうございます。すばらしい事業が展開される

ことを期待しています。

一方、通告を受ける児童相談所側の体制も十

分に整っていないと指摘もされています。その

大きな理由の一つが人員の問題です。子供虐待

の対応における致命的な人員不足が挙げられる

と同時に、支援の質的向上も重要です。児童相

談所を補完する重要な機能を果たすものとし

て、児童家庭支援センターが期待されていま

す。新年度予算では１カ所となっていますが、

県内をくまなくカバーするためにも複数設置が

急がれます。この事業の内容と今後の整備計画

について、再度、部長にお尋ねいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） この事業で設

置をいたします児童家庭支援センターは、家庭

などから、養育上の悩みなど児童に関するさま

ざまな相談を受けまして、専門的な助言や援助

を行いますほか、児童相談所や市町村等の関係

機関と密接に連携しながら、施設入所児童の家

庭復帰や里親への支援を行うなど、住民により

身近な相談・支援の役割を担うものでございま

す。さらに、本県独自の里親支援機能の強化策

としまして、このセンターに里親トレーナーを

配置しまして、新規里親等の養育技術向上を図

ることとしております。今後の整備についてで

ありますが、宮崎県家庭的養護推進計画におき

まして、こうした機能を有する支援センター

を、県内の各児童相談所管内にそれぞれ１カ所

ずつ設置することにしております。

○満行潤一議員 ぜひ、早急に全ての児童相談

所に設置いただきたいと思います。

次に、学校でのフッ化物洗口についてお尋ね

をいたします。

私は、学校で安易にフッ化物洗口をやるべき

ではないと思っています。私の子供５人全て

フッ化物を使いましたが、歯科医師の管理・指

導のもとで行った経験があります。そもそも日

本弁護士連合会では、集団によるフッ素洗口・

塗布に関する施策遂行には違法の疑いがあると

して、「集団フッ素洗口・塗布の中止を求める

意見書」を、2011年２月に厚生労働大臣、文部

科学大臣、環境大臣に提出しています。なぜ県

は学校でのフッ化物洗口を推進しているのか、

お尋ねいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 本県の幼児健

診や学校の健診の結果を見ますと、子供たちの

虫歯が多く、生涯を通じた歯と口の健康づくり

のため、子供たちの虫歯予防対策が喫緊の課題

となっております。このような中、厚生労働省

が示していますフッ化物洗口ガイドラインにお

きましては、フッ化物洗口は、適切に行えば、

安全で虫歯予防に効果があるとされているとこ

ろであります。また、個人的に行われる場合に

は継続的な実施が課題となりますところ、学校

等で実施されますと継続が容易となりまして、

公衆衛生的にすぐれた方法であるとされており
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ます。このため、県といたしましても、保護者

の虫歯予防に取り組む意識の違いや家庭環境の

違いによることなく、全ての子供たちが平等に

虫歯を予防する機会を持つことができる学校等

でのフッ化物洗口を推奨しているところでござ

います。

○満行潤一議員 公衆衛生という概念は、私も

よく使います。しかし、これは、明治の富国強

兵という思想が強く日本に残っているというこ

とであります。集団で平等にということが強制

だ、人権侵害だと、弁護士会はそこのところを

指摘しているわけであります。私は、医療機関

でやることを拒否するものではありませんが、

なぜ学校というところでやるのか、そのことを

非常に心配しています。昔、予防接種を学校で

やっていました。安心・安全だから、医療機関

でない学校でやっても構わないという―当

然、厚生労働省の強い指導のもとに学校でやっ

ていましたが、多くの事故が発生し、全国的な

訴訟のもとに、今、国が和解し、全て医療機関

でやっているという状況を見るときに、フッ素

の洗口は大丈夫なのかなという気がしていま

す。県内でフッ化物洗口を実施する学校がふえ

てきています。県が市町村や学校に強制してい

るということはないわけですね。部長、お願い

します。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） フッ化物洗口

は、学校、保護者、学校歯科医などの理解のも

と、実施することが重要であると考えておりま

す。このため、県としましては、歯と口の健康

づくりについて定めました「宮崎県歯・口腔の

健康づくり推進条例」に基づきまして、市町村

や学校に対して、情報提供や財政支援、専門的

・技術的な支援を行っているところでございま

す。

○満行潤一議員 宮崎県歯・口腔の健康づくり

推進条例、「県は、市町村が歯・口腔の健康づ

くりに関する計画を策定し、又は施策を実施し

ようとするときは、その求めに応じて情報の提

供、専門的又は技術的な支援等を行う」とされ

ております。今おっしゃったとおりだと思いま

すが、福祉保健サイドとしては、市町村や教育

委員会、学校に実施を強要しているのではない

と理解してよろしいでしょうか。もう一回、確

認をお願いします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 実施を強制し

ているというものではございません。

○満行潤一議員 福祉保健部長から、強制はし

ていないという答弁であります。学校における

フッ化物洗口の実施に当たっては、県や市町村

からの強制ではなく、学校が主体的に自主的に

判断して行っていると考えてよろしいのか、教

育長にお尋ねします。

○教育長（飛田 洋君） 学校における健康教

育は、子供たちが生涯にわたり健康・安全な生

活を送るために必要不可欠なものであり、歯と

口についての健康に関する指導も大変重要なも

のであると考えております。お尋ねのフッ化物

洗口による方法について、厚生労働省は、虫歯

予防に有効な手だての一つであるとしておりま

す。フッ化物洗口を学校で実施する場合には、

厚生労働省のフッ化物洗口ガイドライン等に基

づき実施するように周知いたしておりますの

で、ガイドライン等に示されているよう、地域

や児童生徒の実態に応じて、学校、保護者、学

校歯科医等が十分な協議を行った上で、各学校

の判断により実施しているものと考えておりま

す。

○満行潤一議員 最後のところ、学校が主体的

に自主的に判断して行っているという答弁と受
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け取りました。学校長の責任、判断で実施する

とすれば、県・市町村教育委員会との合議とか

協議というのは必要ないのか、そこのところを

もう一回、確認をお願いします。

○教育長（飛田 洋君） フッ化物洗口につき

ましては、学校の実態を踏まえ、責任者である

校長が、何より子供たちの健康を願って、特に

保護者とか歯科医と協議をして決定していると

いうことであります。また、その判断に当たっ

ては、学校を管理している教育委員会の指導も

受けていると考えておりますので、校長だけで

なく、当然、教育委員会にも責任はあると考え

ております。

○満行潤一議員 この問題は、また機会があっ

たらさせていただきたいと思います。

次に、災害拠点病院とＤＭＡＴについてであ

ります。

宮崎県のＤＭＡＴ数は、平成22年は８チーム

だったのが、今、12医療機関17チームと着実に

ふえてきました。民間の医療機関も手を挙げ、

頑張っていただいていますが、それも、県庁が

資機材の支援など活動支援を頑張っていただい

ているたまものと思います。ＤＭＡＴの活動

は、大規模災害に目が向きがちですが、日ごろ

から局所・小規模災害でもかかわっていない

と、初動に大きなおくれが生じることになるの

ではないかと心配をします。原則、ＤＭＡＴ

は、県から各医療機関に要請があって動くべき

ものであります。観光地である本県において、

さきの長野県に向かうスキーバス事故のような

大災害が休日の夜間に発生した場合の県の要請

手順はどうなっているのか、的確に出動要請が

出せるのか、気になります。もちろん、さきの

ような事故が発生した場合、ドクターカーから

ＤＭＡＴへ要請内容は移行するのでしょうが、

そこがスムーズに移行できるのか、不安があり

ます。日常的に発生している救助事案にＤＭＡ

Ｔ出動要請を行うなど、平常時から積極的に連

携体制を構築する対策が必要だと思います。Ｄ

ＭＡＴ活用の現状について、部長にお尋ねいた

します。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） ＤＭＡＴは、

災害・事故等により、20名以上の重症あるいは

中等症の傷病者の発生が予想されるような場合

に、県が派遣を要請いたします。また、災害発

生地の市町村長または消防機関の長も、県と連

絡がとれないような場合には、派遣を要請でき

ることとされております。災害時に効果的な救

命活動等を行うためには、平常時からの顔の見

える関係の構築が重要でありますことから、県

では、ＤＭＡＴ関係者による定期的な意見交換

会を開催いたしますとともに、消防機関とＤＭ

ＡＴの連携による模擬患者の医療搬送、あるい

はトリアージなどの現場訓練や情報伝達訓練も

実施しているところでございます。今後とも、

迅速な災害医療体制の構築が図られますよう、

初動対応の確認、あるいは関係機関相互での緊

急連絡先の周知、それから、ＤＭＡＴ活動に必

要な資機材の整備支援などに取り組んでまいり

たいと考えております。

○満行潤一議員 ぜひ、今、私が提案したこと

も御検討いただいて、今後とも頑張っていただ

きたいと思っています。

次に、医師の地域偏在であります。県内の医

師の地域偏在が進行していると報道されていま

す。県内の医師数は、前回調査の２年前より、

若干ですが、21名増加しているということであ

ります。しかし、依然として、宮崎・東諸医療

圏に約半分の医師が集中しています。前回の調

査では50.2％だったものが、今回55.6％、県央
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部偏在が進んでしまっています。特に小児科、

産婦人科の地域間格差が著しい状況にありま

す。医師偏在解消に向けての取り組みについ

て、部長にお尋ねいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 医師の偏在を

解消するためには、まずは医師の総数を確保す

ることが重要であると考えております。このた

め、県と県医師会、宮崎大学、市町村で設立い

たしました地域医療支援機構におきまして、県

内の臨床研修医の確保や県外からの医師の招致

を進めますとともに、宮崎大学医学部への地域

枠などの設置や、医学生への医師修学資金の貸

与、地域医療・総合診療医学講座への支援な

ど、さまざまな取り組みを行っております。さ

らに、昨年10月には、宮崎大学医学部におきま

して、新たに「医療人育成支援センター」が設

置されまして、在学中から専門医育成までの一

貫した医学教育が実施されることとなりました

ことから、今後のさらなる県内定着が期待され

るところであります。今後とも、宮崎大学、県

医師会、市町村などの関係機関と密接に連携を

図りながら、医師の確保や、地域や診療科によ

る偏在の解消に向けて、全力で取り組んでまい

りたいと考えております。

○満行潤一議員 ぜひ、県央部にたくさんいる

医師の県北・県南との連携というか協力体制を

今まで以上に構築いただいて、偏在解消の一助

になればと思っていますので、よろしくお願い

したいと思います。

移住・若者定着についてお尋ねいたします。

提案なんですけれども、「ふるさと回帰支援

センター」にハローワークの誘致をしてはいか

がかと思っています。有楽町の「ふるさと回帰

支援センター」に山梨県のブースもあります。

ここに求人検索機が設置されています。当然、

国の端末ですので、山梨労働局職業安定課職員

が配置をされている。調べたところ、長野県、

新潟県も、「ふるさと回帰支援センター」には

入居していませんが、同様に求人端末があると

いうことであります。端末のあるメリットは、

土日でも求人検索、求人票が発行できるという

ところであります。移住・ＵＩＪのメッカと

なってきた「ふるさと回帰支援センター」であ

ります。福岡県が入所するとか、どんどん、

「ふるさと回帰支援センター」に各都道府県・

市がブースを開設しています。今後ますます、

利用者増加も期待できます。最初は、宮崎県も

山梨県の求人端末機を使わせてもらう、共同利

用はどうかと思っていたんですが、よくよく考

えれば、どんどん全国から「ふるさと回帰支援

センター」に集まってくるわけですから、ハロ

ーワークの誘致を国に働きかけてはどうかと

思ったところであります。商工観光労働部長の

見解をお尋ねいたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 「ふるさ

と回帰支援センター」では、現在、本県を含み

ます34都道府県などが相談窓口や展示ブースを

設置しております。ＵＩＪターンの推進のため

には、具体的な職業紹介が重要でありますの

で、本県の宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセン

ターでは、県の人材バンクを活用し、相談から

職業紹介までを行っており、このような支援を

行う窓口は、本県を含めて３県のみとなってお

ります。また、県と宮崎労働局との雇用対策協

定に基づきまして、ハローワークが開拓しまし

た求人につきましても、あわせて情報提供を

行っているところでございます。「ふるさと回

帰支援センター」の利用者増に向けた取り組み

につきましては、現在、同センターでは国に対

して、ハローワークの職業紹介端末の設置を要
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請していると伺っております。センター全体の

利用者がふえることは、本県にとってもメリッ

トがありますので、今後とも、センターや各県

とも連携を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○満行潤一議員 よくわかりました。

次に、国勢調査についてであります。先ほ

ど、今回の国勢調査の人口速報値が公表された

ようであります。それによれば、本県の人口

は、５年前より３万8,500人減少しております。

そして、都城市の隣の三股町は、引き続き人口

増加しているということであります。特に注目

すべき点は、綾町と木城町が前回の人口減少か

ら大きく増加に転じているところであります。

その要因を分析すれば、今後の参考になるので

はないかと思います。総合政策部長、どのよう

に分析するかお伺いいたします。

○総合政策部長（茂 雄二君） 本日、国の平

成27年国勢調査の人口速報結果が発表され、こ

れに合わせて県の結果を公表したところであり

ますが、詳細については、今後分析していくこ

ととしております。お尋ねの綾町と木城町につ

きましては、現住人口調査におけるこの５年間

の人口動態によりますと、両町とも、死亡数が

出生数を上回るいわゆる自然減の傾向はありま

すものの、転入数が転出数を上回るいわゆる社

会増となっております。その要因といたしまし

ては、例えば、綾町の若者定住促進住宅料補助

や木城町の住宅取得奨励金といった、住まいや

子育てに対する支援などのこれまでの取り組み

が、町外の方々の転入を促したのではないかと

考えております。

○満行潤一議員 この時代に三股、綾、木城が

人口増をなし遂げている。このことをぜひ県内

のほかの市町村と共有して、その対策に当たっ

ていただければと思います。

買い物難民についてであります。かつてどの

集落にも日用品を扱う雑貨店や八百屋などがあ

りました。また、走るマーケット、行商の魚屋

さんたちもありましたが、どれも消えていって

しまっています。深刻なのは、免許返納した人

や病気などで移動手段のない高齢者だと思いま

す。日常生活に支障が出て、引っ越しあるいは

福祉施設入所などのケースもあり得るのではな

いかと思います。町の中心部には幾つもの24時

間営業のスーパーやコンビニがありますが、採

算性に乏しい地域の支援策について、部長にお

尋ねいたします。

○総合政策部長（茂 雄二君） 買い物弱者対

策につきましては、宮崎県中山間地域振興計画

におきまして、国の施策等を活用した移動販売

への支援など、地域住民や市町村、民間事業者

等の連携した取り組みを促進することといたし

ております。県内では、都城市や小林市等にお

いて、国の交付金等を活用した移動販売や買い

物支援が行われておりますが、県といたしまし

ても、平成28年度当初予算案に計上しておりま

す「ネットワークで明日（あした）に繋ぐ！

『宮崎ひなた生活圏』モデル構築事業」によ

り、住みなれた地域で安心して生活できる仕組

みづくりを行うこととしており、買い物支援に

ついても、その中の重要な課題の一つであると

考えております。今後とも、関係部局や市町村

等とも連携を図りながら、買い物弱者対策に取

り組んでまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 本県高校生の新卒者の３年以

内の離職率は48％となっています。また、県内

就職率は全国最下位、54％であります。都城工

業高校は、昨年200名卒業中、県内就職者数47人

と聞いています。本当にこれでいいのかと。
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北陸３県は歴史的にトップレベルでありま

す。関東、中部、関西圏に近いという地の利も

あるのだろうとは思います。石川県は、新卒者

の県内就職率は、昨年３月、94.5％。県内から

実数100人ぐらいしか県外に出ていないという説

明でありました。確かに事業所規模が小さいほ

ど高い離職率となっています。小規模な事業所

ほど賃金が安い。その相関関係にあります。そ

れにしても、島根、鳥取よりも県内就職率が低

いというのは残念であります。どのような対策

を講じているのか、商工観光労働部、教育委員

会、それぞれお尋ねいたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 高校生の

県内就職率の向上を図るためには、県内企業の

魅力を高校生にしっかりと伝えられるように、

企業と学校、あるいは生徒との接点をさらにふ

やしていく必要があると考えております。この

ため、今議会で提案しております新規事業で、

県内就職支援員を配置し、高校に地元企業の情

報を提供するほか、高校生活の早い段階から、

県内に就職あるいは進学するイメージを広げて

もらうため、県内企業や大学等を紹介する機会

を提供することとしております。

早期離職につきましては、企業にとっても大

きなマイナスであります。県内中小企業に対

し、若手社員定着をサポートする支援窓口の設

置や、高校生に対し、働く心構えや離職のデメ

リット等を紹介するハンドブックの作成に取り

組むこととしております。

１月に開催しました産学官労の代表による雇

用政策懇談会において、若者の県内就職と早期

離職の問題について深く議論をいたしました。

今後、関係機関それぞれが役割を分担し、か

つ、しっかりと連携をして取り組んでまいりた

いと考えております。

○教育長（飛田 洋君） 高校生の県内就職

は、数年前までは就職難の状況が見られました

が、現在は求人難の状況へと変わり、大きな転

換期を今迎えていると認識いたしております。

このため、県教育委員会では、企業が主体と

なった情報発信が大切だと考え、その発信をコ

ーディネートする人材を配置し、企業から学校

や生徒への働きかけを積極的に行っていただく

ような体制づくりを進めてまいりたいと考えて

おります。また、早期離職対策につきまして

は、生徒たちの企業理解を深め、ミスマッチ防

止につながるように、インターンシップを充実

させたり、企業見学会を高校生活の早い段階、

１・２年生の段階などで実施したりすることを

推進しております。また、宮崎労働局の協力を

得て、職業人・社会人として基礎となる労働法

規の学習などに、全ての県立高校で取り組んで

いるところであります。今後とも、関係機関と

連携を一層深めながら、このような取り組みを

着実に進めてまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 県内の企業は中小のところが

いっぱいあるということで―なおかつ、働く

人の気持ちがわかっているのか―ワンマンの

社長がいたり、労働組合があっても労働組合を

敵視する。そういう経営陣ではその会社は伸び

ないだろう、いい人材も集まらないだろうと思

います。ぜひ、それぞれの立場で今後とも御努

力をいただきたいと思います。

次に、選挙管理委員長にお尋ねをいたしま

す。県選管が行いました高校生３万人アンケー

トについてであります。県選管は、県内の全高

校生約３万人を対象に、政治や選挙に関する意

識調査を実施し、その回答集計結果を公表して

います。「政治や社会問題を学校で学びたい

か」との質問には約６割が「学びたい」と答
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え、それらについて理解や関心を高めるために

有効な取り組みについては、「学校で先生に説

明してもらう」が５割を超えトップでありまし

た。学校における主権者教育の重要性がうかが

えます。また、政治へ参画しようとする高校生

の意欲は読み取れますが、クロス集計を見る

と、「親が投票に行っていない」と答えた生徒

は、「自分も投票に行かないだろう」と答えて

いるなど、家庭力の差。ふだん家庭で政治や選

挙の話をしない生徒は、やはり投票行動に移り

がたいことが浮き彫りになっています。この調

査で見えてくるものを今後の施策にどう生かそ

うとされているのか、選挙管理委員長にお尋ね

をいたします。

○選挙管理委員長（後藤仁俊君） 今回のアン

ケート結果から、政治への関心が高い生徒や、

政治や社会問題が理解できると答えた生徒ほ

ど、選挙に行こうと考える割合が高くなってお

り、政治への理解を深めることが、主権者意識

の醸成、ひいては投票率の向上につながるもの

と思われます。また、御指摘ございましたが、

家族と政治や選挙の話をしたり、家族が投票に

行く家庭の生徒ほど、選挙に行こうと考える割

合が高く、家庭が大事な役割を担っていること

もわかりました。

県選挙管理委員会では、政治への理解を深め

るため、これまでもワークショップなどの啓発

事業に取り組んできましたが、アンケートの結

果を踏まえ、今後も、これらの取り組みを継続

・拡充してまいります。また、学校での主権者

教育や、家庭における教育も大変重要ですの

で、出前授業の実施など、教育委員会等と連携

・協力して、より効果的な事業実施に努め、若

者の主権者意識の向上につなげていきたいと考

えております。

○満行潤一議員 ありがとうございます。

防災対策についてお伺いをいたします。

日本庭園についてであります。防災拠点庁舎

基本設計案には、日本庭園についての指摘はあ

りません。ここで言う日本庭園、正式には「県

庁南庭園」という名前がついているようであり

ます。開園は昭和45年８月23日、知事黒木博と

いう銘板が残されております。災害のことを考

えれば、駐車・フリースペースは広く確保して

いたほうがいいと思います。今回の防災拠点庁

舎建設に合わせ、庭園のあり方を見直す必要が

あるのではないかと思います。また、周囲の道

路の耐震性確保はどうなっているのか、総務部

長にお尋ねいたします。

○総務部長（成合 修君） 災害時における緊

急車両などの駐車スペースにつきましては、防

災拠点庁舎を敷地の南側に寄せて配置し、クス

並木側に多くの車両が駐車できる防災広場を整

備することとしており、また、庁舎の地下や本

館の北側にも駐車場を整備することによりまし

て、非常時における十分な駐車スペースを確保

することとしております。このため、御質問の

日本庭園につきましては、現在のところ、非常

時の駐車スペースとしての活用は考えていない

ところでございますが、平常時には市街地の憩

いの場として活用することとし、今後、防災拠

点庁舎の実施設計において、具体的な整備内容

を検討する予定であります。

次に、防災拠点庁舎周辺の道路であります

が、敷地の北側の楠並木通りと東側の県道につ

きましては、災害発生直後に必要な人員や物資

等の輸送を担う緊急輸送道路として位置づけら

れておりますことから、仮に被災した場合で

あっても、最優先に復旧作業を実施することと

しております。
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○満行潤一議員 私は、日本庭園のあり方を今

回見直すべきじゃないかと思っています。部長

は答弁で、ふだん憩いの場になっているとおっ

しゃっていますが、本当にそれだけ活用されて

いるのかなと。特に池を見たときに、実際、災

害というときにはあの池は邪魔になるんじゃな

いかと。敷地の中で日本庭園の占める面積は相

当広いですよね。なおかつ、池が横断していま

すから、どうなのかなと。ぜひ今後、日本庭園

のあり方、せっかくのいい機会ですから、見直

しをいただきたいと思っています。

もう一つ部長にお尋ねしますが、新たな庁舎

に福祉保健部などが移転した後、今の３号館の

活用方法をどう考えておられるのか、お尋ねい

たします。

○総務部長（成合 修君） 防災拠点庁舎の整

備により生じます３号館などの既存庁舎の空き

スペースの活用につきましては、部局配置の見

直しを検討するため、現在、執務環境に関する

現状や課題の把握、県庁舎全体の文書量等の調

査を行っているところであります。今後、これ

らの結果を踏まえまして、庁舎の分散化の解消

や、業務の効率化、あるいは施設の維持費用の

削減などの観点から検討を行いまして、来年度

には部局配置の方向性を出す予定としておりま

す。

○満行潤一議員 わかりました。

次に、林業・林産業の振興についてでありま

す。

県内では昨年、新たに４カ所の木質バイオマ

ス発電施設が稼働しています。必要な発電用燃

料である材料は安定的に確保できるのか、疑問

符がつきます。本来、未利用の林地残材の有効

活用が目的だったはずですが、コスト的に安い

川下の製材工場などから材料の奪い合いが起こ

り、割高な川上の林地残材の有効活用まで波及

していないように思います。林地残材の効果的

・安定的な供給体制づくりが急がれると思いま

すが、環境森林部長、いかがでしょうか。

○環境森林部長（大坪篤史君） 新たな木質バ

イオマス発電施設につきましては、昨年の２月

以降、県内４カ所で順次操業を開始しまして、

ほぼ１年が経過しているところですが、現在の

ところ、全ての施設で燃料は充足していると聞

いております。しかしながら、今後、長期にわ

たりまして安定的・継続的に燃料が供給される

ことが必要ですので、林地残材等の供給体制づ

くりは、大変重要な課題であると認識している

ところであります。このため県としましては、

林地残材等を効率的に搬出できるよう、路網の

整備や必要な資機材等の購入に対して支援を

行っているところですが、さらに、県内各地で

林地残材の収集や運搬への機運が高まるよう、

必要な情報収集や研修など、地域の自主的な取

り組みにつきましても、今後支援してまいりた

いと考えているところであります。

○満行潤一議員 次に、ＣＬＴ直交集成材につ

いてであります。新しい木質建築材として注目

されているＣＬＴです。都城にあります県木材

利用技術センターでの強度試験や利活用方法の

検討など、取り組みが報道されています。今後

の本県の産学官の取り組みを注目しています。

近々国が、建築基準法の改正、規格の告示を施

行予定とも聞いています。今後大きく普及する

であろうＣＬＴ対策を急ぐことは、本県の県産

材需要拡大、林産業振興策の展開に大きくかか

わってくると思います。ＣＬＴの取り組みは、

隣の鹿児島県とトップを争っているとも聞きま

す。本県の林業・林産業にとってチャンスでは

ないのか。他県との差別化を図り、どう競争力
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を高めようとしているのか、今後の取り組みに

ついて再度、部長にお尋ねいたします。

○環境森林部長（大坪篤史君） ＣＬＴにつき

ましては、これまで木材が使われてこなかった

中高層の建築物にも使用できるなど、木材の新

たな需要を喚起するものとして大変期待してい

るところであります。国では、本年４月にもＣ

ＬＴ工法に関しまして、建築基準法に基づく告

示を施行する見込みであります。これによりま

して、一般的な設計法でＣＬＴが使えるように

なりますことから、その普及が加速するものと

考えております。そのような中、本県では、県

の木材利用技術センターにおきまして、ＣＬＴ

を用いた建築物の普及を図るため、県産杉を使

用したＣＬＴの強度性能や接合部の検討―こ

れは地震の多い我が国で大変重要となる技術に

なりますが―そういうものについて検討を進

めているところであります。年度内には、県内

でもＣＬＴの製造体制が整う予定であります

し、また県でも、防災拠点庁舎でＣＬＴを耐震

壁として計画するなど、全国に先駆けた取り組

みも進めているところでございます。今後と

も、県産材の需要拡大につながりますＣＬＴの

普及に向けて、積極的に取り組んでまいる考え

でございます。

○満行潤一議員 次に、警察音楽隊演奏会の開

催についてお尋ねをいたします。

ことしも県警察音楽隊の定期演奏会に行って

きました。すばらしい演奏、出し物だったと思

います。1945年10月に大阪府警音楽隊が発足

し、次いで1947年に宮崎県警察音楽隊が創設さ

れ、全国で２番目という歴史を誇っておりま

す。

全国警察音楽隊演奏会なるものがありまし

た。全国の警察音楽隊が一堂に会し、国民と警

察の融和を図り、音楽を通じて警察に対する国

民の理解と信頼を深めることを目的として開催

されていましたが、第48回目となる2007年（平

成19年）５月に本県で開催されて以来、開催さ

れていません。本県開催から10年目となる節目

に、他府県の警察音楽隊を招致し、合同演奏会

を開催できないものか、警察本部長にお尋ねい

たします。

○警察本部長（野口 泰君） 警察音楽隊演奏

会に他府県の音楽隊を呼ぶためには、主催県が

費用を負担する必要があり、費用の面で困難な

状況にあります。また、ほとんどの県の警察音

楽隊は、警察職員本来の業務を兼務する兼務隊

であるため、スケジュール調整が難しい状況に

あることを御理解いただければと思っておりま

す。

一方、当県の警察音楽隊は、平素は、交通安

全や地域安全などに関する広報啓発活動を盛り

込んだ小中学校等の音楽鑑賞教室や、福祉施設

の慰問演奏などを県内各地において幅広く行っ

ており、各方面から好評をいただいているとこ

ろであります。今後とも、当県警察音楽隊への

御理解、御支援を賜りますようよろしくお願い

いたします。

○満行潤一議員 本部長にいろいろ提案する

と、費用がかかりますという答えなので、ぜ

ひ、知事部局の皆さん、警察にふんだんに活動

費は認めていただきたいなと思っています。警

察と県民の橋渡しにすばらしい効果があるだろ

うと思っております。さらなる警察音楽隊の演

奏会を楽しみにしております。

教育の充実についてお尋ねをしたいと思いま

す。

まず、小学生らを対象に行われてきた寄生虫

卵検査（ぎょう虫検査）についてであります。
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文科省は、新年度からの学校での健康診断の必

須項目から外すと言っております。環境衛生が

改善され、寄生虫卵の検出率が低くなったため

だそうであります。しかし、西日本は全国平均

に比べて検出率が高く、九州の一部の自治体で

は新年度以降も行うと決めたと報道されていま

す。本県の対応はどうなっているのか、教育長

にお尋ねいたします。

○教育長（飛田 洋君） 学校における児童生

徒の健康診断は、学校保健安全法に基づき実施

されておりますが、従来、小学校１年生から３

年生まで必ず行うこととされておりました寄生

虫卵の検査は、平成28年度より必須項目から削

除されることとなりました。平成28年度以降の

寄生虫卵の検査の実施については、文部科学省

の通知において、その検査の陽性率が高い―

先ほど九州が高いというお話がありましたが

―ところは、引き続き、検査の実施や衛生教

育の徹底など、対応するように示されたところ

であります。県立学校の対応でございますが、

県立の特別支援学校につきましては、２年連続

で寄生虫卵が検出されていないことから、来年

度の検査は行わないこととしたところでありま

す。再来年度以降につきましては、県内の寄生

虫卵の陽性率の状況等を注視しながら、検査を

するかどうか判断してまいりたいと考えており

ます。

○満行潤一議員 次に、組み体操についてお尋

ねいたします。組み体操の事故が全国的な話題

となっております。近年、運動会の花である組

み体操が巨大化している。ピラミッド型は最高

で11段、タワー型でも最高５段が組まれていま

す。子供たちの負傷事故が相次いでいるという

報道があります。これを受けてか、学校でも組

み体操を規制する動きが広がっています。大阪

市教育委員会は、ピラミッド・タワー組み体操

の禁止を決め、それを後追いする教育委員会が

多数出ております。賛否両論あるとは思います

が、今後、本県ではどのような対応をとろうと

されているのか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 学校における体育活

動の実施に当たっては、何より、まず第一に安

全面への配慮をすることが大切だと思っており

ますが、一方で、心身を鍛えること、あるいは

挑戦する気持ちを育てるという視点も大切だと

考えております。県教育委員会といたしまして

は、これまでも、事故防止に万全を期すための

文書による指導はもとよりですが、全ての公立

小・中・高等学校の体育主任を集め、具体的な

事故事例等を示しながら、適切な安全管理が行

われるよう指導しているところでございます。

組み体操につきましては、今年度中に文部科学

省が事故防止に関する方針を示すとしておりま

すことから、その方針の周知徹底を図り、各学

校においてさらに安全への配慮が図られるよう

指導してまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 次に、学校のバリアフリー化

の促進についてであります。平成25年６月に制

定されました障害者差別解消法は、全ての国民

が、障がいの有無によって分け隔てられること

なく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共

生する社会の実現に向け、障害を理由とする差

別の解消を推進することを目的とされていま

す。今議会では議案第32号として条例も上程さ

れております。これまでも、学校施設のバリア

フリー化は着々と進んでいると思いますが、県

立学校のバリアフリー化、また市町村への対応

について、教育長にお尋ねします。

○教育長（飛田 洋君） 学校施設のバリアフ

リー化につきましては、児童生徒が学びやすい

平成28年２月26日(金)



- 95 -

環境を整えることや、保護者などの来訪者に

とっても利用しやすい施設となるよう、その取

り組みを進める必要があると考えております。

県立学校につきましては、玄関や体育館までの

経路の段差解消や多目的トイレの設置など、計

画的に取り組んできたところであり、これらに

つきましては、整備をほぼ完了したところであ

ります。また、階段での移動が困難な障がいの

ある生徒への配慮といたしましては、教室の配

置がえなど学校運営面での体制を整えておりま

すが、それでも教室間の移動等で支障を来す場

合などには、予算措置が可能な限り、エレベー

ター等を設置してきているところであります。

市町村立学校における施設につきましても、バ

リアフリー化が促進されますように、国の補助

事業を紹介するなど、今後とも、必要な情報提

供などに積極的に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○満行潤一議員 今の学校は、木造から鉄筋コ

ンクリートに、昭和40年代、ほぼ同時期に建て

かえたんだろうと思いますし、その時期には、

バリアフリーという発想がない設計思想だと思

います。本当に学校は大変だろうと思います

が、ぜひ、子供たち一人一人に応じた対応がで

きるように頑張っていただきたいと思っており

ます。

学校の太陽光発電についてお尋ねをしたいと

思います。文部科学省は昨年12月、公立学校の

太陽光発電、再生可能エネルギー各設備の設置

状況について調査結果を公表しています。26年

４月現在、公立の小中学校における太陽光発電

設備の設置率は24.6％、前回調査からすると6.8

％増ということであります。その設置場所は小

中学校が主となっております。また、文科省は

この調査を2009年から隔年で実施しており、公

立校での再生可能エネルギー設備全体の設置数

が、この６年間で4.7倍にふえていることが今回

の調査でわかりました。公立の小中学校に設置

されている再生可能エネルギー設備のうち、停

電時でも使用可能な設備の割合は44.5％、前回

調査から12.9％増だったそうであります。ま

た、文科省では、避難所として機能する学校の

役割を啓発しています。国は2012年度から、太

陽光発電設備設置校を対象に、蓄電池の単独整

備に上限1,000万円の補助を行う制度も設けてお

ります。本県の状況についてお尋ねいたしま

す。

○教育長（飛田 洋君） 本県の公立小中学校

における再生可能エネルギー設備等の設置校数

は、平成27年４月１日現在で、太陽光発電設

備58校、風力発電設備１校、太陽熱利用設備３

校の計62校であります。また、県立高等学校、

特別支援学校、中等教育学校におきましては、

環境教育の推進や災害時における防災機能強化

の観点から、地域間のバランスや避難施設とし

ての指定状況等を考慮して、太陽光発電設備７

校、太陽熱利用設備１校の計８校に設置してお

り、今年度も３校について太陽光発電設備の設

置工事を実施しているところでございます。な

お、環境教育の一環として、生徒みずからが太

陽光発電を活用した誘導灯を製作するなど、社

会貢献にもつながる取り組みをしている高等学

校もございます。

○満行潤一議員 大分進んできたなと、感慨深

いものがあります。

次に、児童生徒の基礎学力向上についてお尋

ねいたします。先ほど、高校生の県内就職率、

離職率の低さで北陸３県は全国一だと申し上げ

ましたが、児童生徒の基礎学力も北陸３県は全

国トップレベルであります。私が伺った石川県
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には、子供に携帯電話を持たせない条例なるも

のがあり、その保有率は全国でも最低でありま

した。石川県教育委員会は、基礎学力が高いの

は、幾つもの施策の効果もあるが、家庭力もそ

の一つの要因だろうと分析しているようであり

ます。山形大の戸室健作准教授は、全国の子育

て世帯の貧困率が過去20年間で倍増していると

の調査結果をまとめています。戸室准教授は、

生活保護の収入以下で暮らす世帯を貧困層と考

え、貧困率を算出しています。その子供の貧困

率によれば、宮崎県は全国６位、19.5％です

が、福井県47位、5.5％、富山県46位、６％、石

川県39位、10.0％となっています。児童生徒の

基礎学力と貧困の相関関係もはっきり読み取れ

ます。石川県教育委員会の言う家庭力と貧困率

の低さはつながりそうであります。本県の児童

生徒の基礎学力向上についてお伺いいたしま

す。

○教育長（飛田 洋君） 私は、学力の不足が

人生のハンディや進路選択の幅を狭めることに

つながってはならないという思いで、あらゆる

機会を通して学校現場、校長等に訴え続けてき

ているところであります。特に基礎学力は、将

来、子供たちが社会生活を営む上で必要不可欠

なものであり、どの子供にも確実に習得させる

ことが大切であると考えております。そのため

には、確かな学力を身につけさせる授業が県内

どの教室でも実施されると同時に、御指摘にあ

りましたように、家庭における学習習慣を定着

させることが必要でございます。このような考

えから、学習の確実な振り返りや読書を奨励す

ることなど、学力向上のポイントをパンフレッ

トとしてまとめ、学校を通じて各家庭に配布

し、学校と家庭が一体となった取り組みを推進

しているところであります。また、新規事業と

して、学力の確実な実態把握と分析の方策、教

員の学力向上に向けた意識改革の方策などを柱

とした予算をお願いしているところでありまし

て、今後ともしっかり取り組んでまいりたいと

考えております。

○満行潤一議員 ありがとうございました。

最後の質問にさせていただきたいと思います

が、飛田教育長は都城と深い関係があるそうで

あります。教育長の初任校は、今の都城市立山

之口中学校だろうと思います。私がお世話に

なっている税理士の方が、新採用で赴任された

教育長のことをよく覚えているとお話をされま

す。「立派な先生だったが、まさか教育長にな

られるとは当時は思ってもいなかった。中学校

３年生のときだったか、都城市内であった先生

の結婚式にみんなで行ったことを覚えている」

と披露していただきました。立派な先生という

ことは、何年たとうが教え子は覚えているもの

であります。これまでの長い教職員、教育行政

職員としての経験を踏まえ、後輩職員に伝えた

い思いをお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 私のふるさとに、子

供のころから水神さんの池と親しんだ池があり

まして、そこにはハスの花が咲き、レンコンが

とれます。教育は、泥の中にあっても花を咲か

せるハスのような爽やかさというか、希望を求

め続けるような営みであると思っております。

今お話がありました山之口中時代、20代に担任

した教え子の同窓会に出席しますと、実は、教

え子にも会いますが、青年教師であった自分と

も再会をいたします。成長した教え子との再会

は教師冥利に尽きますが、この子供たちのため

に教師としてなすべきことをなし得ただろうか

と後悔する時間であります。教育というのは教

え育てると書きますが、私の人生は、教え子た
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ちから教えられ、育てられ、そうしていただい

た教師人生だったと思っております。

教職員に伝えたいことということですが、

「優秀な教師、賢い教師より、大きな教師にな

れ」、それから、「教師は長生きせにゃいか

ん」ということをメッセージとして伝えたいと

思います。目の前にいる子供たちに広い心で接

し、40代、50代になった教え子と会っても恥ず

かしくないような指導を後輩の教職員にしてほ

しいと願っております。

それから、行政職員、事務局職員に伝えたい

ことは、「進んで出るくいになれ」ということ

であります。今の教育に何が求められるか、変

化を敏感に感じ取り、変革を恐れず実行し、と

きめきや感動があり、命の輝きを実感できる宮

崎の教育を推進してほしい。そう願ってやみま

せん。ありがとうございました。

○満行潤一議員 聞いてよかったなと思いま

す。ぜひ、この税理士の人にも、今の熱い教育

長の思いをお伝えしたいと思っております。

ことしはさる年であります。「申」と書きま

す。にんべんをつけると「伸」びる。ことし一

年がすばらしい年になるように祈念をしたいと

思います。３月をもって退職される県庁の皆さ

ん、本当に長い間御苦労さまでございました。

今後とも、それぞれの立場で県勢発展のために

御尽力いただきますようにお願いを申し上げた

いと思います。

初めてですが、時間を残して私の代表質問を

終わらせていただきます。ありがとうございま

した。（拍手）

○星原 透議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時46分休憩

午後１時０分開議

○星原 透議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、公明党宮崎県議団、新見昌安議員。

○新見昌安議員〔登壇〕（拍手） 公明党宮崎

県議団を代表し、通告に従い、順次代表質問を

行います。知事を初めとして、関係各部長、教

育長、警察本部長、選挙管理委員長に答弁をお

願いいたします。

まずは、知事の政治姿勢についてでありま

す。

我が党の提言で、政府が平成25年に設置し、

経済の好循環に向けた賃上げなどの成果を上げ

ている「政労使会議」の地方版については、９

月議会で取り上げたところであります。昨年８

月10日の参院予算委員会において、我が党の議

員が地方版政労使会議の設置を求めたのに対

し、安倍首相は、「地域ぐるみで働き方を推進

するため、労使を初めとする地域の関係者が集

まる会議を設置する検討を進めたい」と答えて

おります。その後、10月５日、厚生労働省は、

同省の出先機関である都道府県労働局に対し、

我が党の議員への首相答弁に言及した上で、各

労働局が調整役を担い、地方における賃上げや

働き方改革などに向けて、地方自治体や労働団

体の代表などが話し合う会議を年内にも開催す

るよう通知を出しております。それを受け、全

国では一斉に、地方版政労使会議ともいうべき

会議が立て続けに開催され、本県では先月19

日、「宮崎県雇用政策懇談会」という会議名で

開催されております。そこで、今回が第１回目

となる「宮崎県雇用政策懇談会」の概要、そし

て何よりも重要な点でありますが、今後その結

果をどのように生かしていくのか伺いたいと思
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います。

次は、軽減税率についてであります。公明党

が一貫して実現に向け取り組んできた消費税の

軽減税率制度が、いよいよ来年４月からスター

トいたします。その細かい内容についての説明

は、ここでは割愛しますが、平成24年、民主、

自民、公明の３党合意による社会保障と税の一

体改革関連法で、逆進性対策、低所得者への配

慮として、総合合算制度、給付つき税額控除、

そして複数税率、いわゆる軽減税率の３つを検

討するとされました。その後、政権が交代し、

政府と自公両党で議論を積み重ねた結果、先ほ

ど述べたとおり、来年４月の消費税10％への引

き上げと同時に軽減税率が導入されることに

なったのは、御案内のとおりであります。しか

しながら、その導入については、「社会保障財

源を減少させ、給付の削減、消費税の再引き上

げにつながる」「中小企業の事務負担がふえ

る」、あるいは「対象品目の線引きで大きな混

乱を招く」といった非難、中傷がありました。

その最たるものは、「金持ちは高価な食べ物を

たくさん買うから軽減される額が大きい。金持

ち優遇だ」といったものでありました。非常に

偏った非難、中傷と言えるのではないでしょう

か。軽減税率は間違いなく低所得者対策。金額

の多寡ではなく、痛みの度合いで考えるべきで

あります。消費支出に占める食料品の割合で

いったら、圧倒的に低所得者の方が軽減税率で

楽になるということを理解してもらいたいと思

うものであります。今回の軽減税率導入に関し

ては、国会の場でも議論をされておりますが、

河野知事としてはどのように考えておられるの

か伺いたいと思います。

壇上からの質問は以上とし、残りは質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、雇用政策懇談会についてであります。

本県における人手不足や若者の県内就職率の向

上、女性の活躍促進などの雇用に関するさまざ

まな課題に的確に対応していくためには、行

政、労働団体、使用者団体の代表が共通認識の

もとに取り組んでいくことが大変重要であると

考えております。このため、かねてより検討し

ておりました雇用政策懇談会を立ち上げ、先

月、初めての会合を開催したところでありま

す。第１回は、本県の喫緊の課題であります

「若者の県内就職・定着促進」をテーマとしま

して、産学労官それぞれの代表が率直に議論を

行い、その原因や課題を共有し、各機関が連動

して取り組んでいくことなどを確認したところ

であります。今後とも、雇用に関するさまざま

な課題について積極的な意見交換を行い、関係

機関それぞれが役割分担し、かつ連携して取り

組んでまいりたいと考えております。

次に、消費税の軽減税率導入についてであり

ます。このことにつきましては、今まさに法案

が国会で審議されているところでありますが、

消費税は、低所得者ほど所得に対する税負担の

割合が大きくなるという逆進性を有しておりま

す。軽減税率は、その緩和につながるとされる

一方で、事業者の事務処理の負担増や対象品目

の線引きで混乱が生ずるなどの懸念もあり、政

府・与党内でさまざまな検討が行われたところ

であります。この結果、消費税率が10％へ引き

上げられる際に、酒類と外食を除く飲食料品な

どに８％の軽減税率を導入することが、今回の

税制改正法案に盛り込まれたところであります

が、逆進性の緩和や痛税感の軽減など、低所得

者対策を重視し判断されたものと考えていると
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ころであります。

なお、県といたしましては、消費税率引き上

げの目的である社会保障財源に影響することの

ないよう、減収分については、国に対して、安

定的な税財源を確実に措置していただくよう求

めてまいりたいと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

○新見昌安議員 ありがとうございました。

地方版政労使会議の目的は、都市圏や大企業

にとどまっている景気回復の効果を地方にも行

き渡らせる、これが目的でございました。第１

回目は「若者の県内就職・定着促進」をテーマ

にされたということでありますけれども、今後

も２回、３回と開催していただき、地方の若者

の就職率向上や賃金の上昇に取り組んでいって

いただきたいと思います。

軽減税率導入に伴う財源の確保につきまして

は、御指摘のとおりだと思いますので、私たち

としても、しっかりと国会議員と連携を図りな

がら、地方の声を国に届けていきたいと思って

おります。

引き続き、知事に伺っていきたいと思いま

す。今回示された28年度当初予算案の中で、県

営電気事業みやざき創生基金が大きな脚光を浴

びているのではないかと思います。きのうの丸

山議員の代表質問に対する企業局長の答弁を聞

いて、100年前の私たちの先輩方が、遠い未来の

我が郷土発展に思いをはせ、先見性に富んだ提

案をしてくれたということに対して、深い敬意

を表するものであります。この基金を活用して

の事業は45、そのうちの44事業が新規というこ

とで、まさしくこの基金があったればこそ、企

業局という存在があったればこそという感謝の

思いに駆られるところであります。そこで、こ

の基金に対する知事の思いをお伺いしたいと思

います。

○知事（河野俊嗣君） この県営電気事業みや

ざき創生基金は、これまでも企業局、その収益

でさまざまな地域貢献をしていただいていると

ころでありますが、今回、電気事業法の改正等

を踏まえ、電気事業会計内の地方振興積立金を

地域振興のために直接活用してほしいという提

案を受けたことから、厳しい財政状況も踏まえ

まして、この大変貴重な財源を有効に活用する

方法として検討したものであります。この中

で、「「みやざき創生」の加速化」としまし

て、国の地方創生推進交付金の活用事業や、口

蹄疫からの復興達成に向けた畜産新生、また国

体開催に必要な施設整備に取り組みますととも

に、「「みやざき新時代」へのチャレンジ」と

しまして、新たな視点によるアイデア事業や、

将来の事業展開に向けた調査・研究事業への活

用を決定したところであります。

昨日、企業局長の答弁にもありましたよう

に、「水力電気事業県営の意見書」に込められ

た先人の思いというものを、大変重く、そして

また、大変ありがたいものと受けとめておると

ころであります。私は、高齢者叙勲を行うこと

が多いわけでありますが、県職員のＯＢ、特に

企業局で電気事業に携わった方の話を伺う機会

が大変多うございます。当時は電気事業の事務

所が山の中にあって、大変な御苦労をされたと

いう話を伺っておるものですから、その御苦労

というものをまさに肌身で感じておるところで

あります。今回の基金を、そうした先人の思い

というものをしっかり受けとめまして、地方創

生を初めとする地域活性化の取り組みに有効に

活用してまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 ありがとうございました。ま

さしく、今の知事の答弁のとおりだと思いま
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す。企業局の思いをしっかり受けとめて、県勢

の発展のために有効に活用していただきたいと

思います。

次は、ＰＦＩについてであります。私が初め

てＰＦＩ（プライベート・ファイナンス・イニ

シアチブ）を取り上げたのは、平成11年11月議

会でありました。この年の７月にＰＦＩ法は成

立し、９月に施行されたところでありました。

公共施設などの設計、建設、維持、運営に民間

の資金と経営ノウハウを活用して、効率的で質

の高い公共サービスを提供する新しい事業スタ

イルということで、注目を浴びていたと思って

おりますけれども、全国的に見ても、その実施

状況は期待されたほど伸びていないと感じてお

ります。その原因の一つが、事業が増加するこ

とによって補助金や地方交付税の減額につなが

るのではないかといった懸念が、一部の自治体

にあるためだということも言われております。

そんな中で、政府の経済財政諮問会議が、財政

の無駄を省き、暮らしの質を高める公共サービ

スのあり方を検討している中で示した改善策の

一つが、ＰＦＩの導入拡大であります。今度こ

そ、従来の考え方にとらわれない公共サービス

のあり方をしっかり考えていくべきじゃないか

と考えます。今回、県土整備部の新規事業とし

て「県営住宅整備ＰＦＩ導入可能性調査事業」

が提案され、県の事業として初めて「ＰＦＩ」

という言葉が日の目を見たというふうに感じて

おりますが、導入の可否、しっかりと調査して

いただきたいと思います。このＰＦＩについ

て、今後どのような考え方で取り組んでいかれ

るのか、お伺いをしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） ＰＦＩは、民間の活力

を生かしまして、公共施設等の建設、維持管

理、運営などを行う手法の一つでありまして、

その推進のためには、民間事業者が柔軟な知恵

や発想を生かせる、参入しやすい事業案件を構

築し、公共サービスの向上や地域の活性化につ

なげていくことが重要であると考えておりま

す。このため県としましては、県内の民間事業

者の参入意欲や関心を高めるために、県、市町

村のみならず、建設業やビルメンテナンス業、

金融機関など幅広い事業者を対象とした研修会

を昨年も実施しておるところであります。県内

におきましても、スポーツ施設や公営住宅等の

老朽化が課題となっておりまして、その改修等

が必要となってまいります。今後とも、民間事

業者とともに、事業ノウハウの習得に努めてま

いりたいと考えております。

○新見昌安議員 よろしくお願いをしておきま

す。

次に、テレワークについて伺いたいと思いま

す。これは、インターネットなどＩＣＴを活用

し、自宅やサテライトオフィスなどで仕事をす

ることをいい、ｔｅｌｅ（離れたところ）、ｗ

ｏｒｋ（働く）、この２つをあわせた造語であ

りますけれども、最近よく目にし、耳にもする

ところであります。我が宮崎県議会におきまし

ても、昨年の９月議会において、「ＩＣＴ利活

用による地域活性化とふるさとテレワークの推

進を求める意見書」を採択しております。現

在、全国に先駆けてこのテレワークを推進し、

多様な働き方の提供とともに、業務の効率化、

行政サービスの向上を図っているのが佐賀県庁

であります。現在、佐賀県庁で行われているの

は、自宅で仕事をする在宅勤務、県内外13カ所

のサテライトオフィスでの勤務、そして出張先

などでタブレット端末などを用いて業務を行う

モバイルワーク、この３つの形態があるようで

あります。このテレワークにつきましては、去
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年の９月から徳島県でも実証実験をスタートさ

せていると聞いております。県においては、女

性が出産・子育てをしながら安心して継続して

働けるよう、さまざまな取り組みをしておられ

ますけれども、その中に「テレワーク」という

言葉も目につきます。率先垂範、先ず隗より始

めよ、県庁が率先して取り組むべきだと思いま

すが、見解を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 情報通信技術を利用

し、時間や場所の制約を受けずに柔軟に働くテ

レワークは、業務の効率化に加えまして、子育

て、介護などの家庭と仕事の両立の支援や、災

害等の非常時における業務継続の観点などから

有効な面もありまして、県庁において取り組む

必要性があるものと認識をしております。これ

までも県庁では、災害対策というようなことで

のテレビ会議のようなことも実際に訓練などで

行っておるところでありますし、さらに、出張

先でモバイル端末を利用する、いわゆるモバイ

ルワークの実施も今検討しておるところであり

ます。このところＩＴ関連の企業を訪問するこ

とも多いわけでありますが、東京なりほかの県

の事務所と、スカイプなどのネットを通じて会

議をしながら効率的に物事を進めていく、そう

いう実例を目の当たりにするところでありまし

て、県庁としても、しっかり今後とも参考にし

てまいりたいと考えております。

一方で、在宅勤務につきましては、具体的に

どのような業務、ケースで活用するのがふさわ

しいのか、あるいはシステム面におけるセキュ

リティー、自宅などにおける勤務時間等の服務

の管理、職員間のコミュニケーションをいかに

確保していくか、さまざまな課題もあろうかと

考えております。私としましては、先進県の事

例も踏まえながら、これらの諸課題への対応を

検討しまして、県庁におけるさらなるテレワー

クの活用に向け、今後とも取り組んでまいりた

いと考えております。

○新見昌安議員 知事の強いリーダーシップを

期待したいと思います。

知事の政治姿勢に関しての最後の質問となり

ます。ピロリ菌に関してでありますが、昨年11

月議会における我が会派の河野議員の質問に引

き続いてということになります。「佐賀県は来

年度から、中学３年生全員の約9,000名を対象

に、胃がんの主な原因とされるヘリコバクター

・ピロリ、いわゆるピロリ菌の感染検査を実施

する」、今月２日の佐賀新聞１面のこの記事

は、瞬く間に我が九州公明党を席巻したという

ふうに感じております。この内容を見てみます

と、「各学校で実施されている健康診断の尿検

査の尿を用いて、任意で感染の有無を調べる。

感染の疑いがある場合は、追加で検便を実施し

て感染の有無を確定する。県は、中学生の５％

がピロリ菌に感染していると想定して、関連経

費約2,600万円を新年度予算案に盛り込む」とい

うものでありました。6,000円から7,000円かか

る検査費用を県が負担し、4,000円から5,000円

かかる除菌治療費も、想定数内であれば県が自

己負担を全額助成するということであります。

ピロリ菌に関しましては、医学博士でもある我

が党の秋野公造参議院議員が、除菌による胃が

ん撲滅を国会で粘り強く訴え、平成23年２月に

質問主意書で、ピロリ菌感染が胃がんの発生原

因であるということを政府に認めさせた。そし

て２年後の平成25年２月には、ピロリ菌除菌の

保険適用範囲を、胃の内視鏡検査実施を要件と

して、慢性胃炎にまで拡大させたという経緯が

ございます。今回の佐賀県の先駆的な取り組み

は、平成26年の75歳未満の人口10万人当たり胃
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がん死亡率が、佐賀県は全国ワースト２位だっ

たという不名誉な事情に加え、それを改善する

ためには、若い時代はピロリ菌に感染してから

まだ日が浅い、そのため慢性胃炎の程度がさほ

ど重くなく、ピロリ菌除菌が最も効果を発揮す

ることをよく理解された知事の英断にあったの

ではないかと推察するところであります。九州

の中では比較的似た者同士の佐賀県と宮崎県で

あります。やってやれないことはない。導入に

向けての知事の考えを伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） がんは、日本人の死因

の第１位となっております。胃がんを含むがん

対策に取り組むことは、大変重要な課題だと考

えております。がん対策にはさまざまな方法が

あるわけでありますが、昨年９月の国の「がん

検診のあり方に関する検討会」の中間報告によ

りますと、集団を対象に行うピロリ菌の検査、

除菌治療については、死亡率減少効果の根拠が

十分ではないため、さらなる検証が必要である

とされているところでありますし、今、日本人

のピロリ菌の感染率も年々減少している状況も

あるということであります。そのような状況等

を踏まえ、佐賀県のこの取り組みにも敬意を表

しつつ、今後の動向というものを注視してまい

りたいと考えているところであります。本県と

しましては、現在、「健康寿命 男女とも日本

一」を目指して健康長寿社会づくりプロジェク

トを推進しておりますので、その中で、生活習

慣病の改善や、がん検診の受診率向上による早

期発見など、胃がんを含むがん対策に積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 以前、本県には、ある事業を

実施する際に、「清水の舞台から飛びおりるつ

もりで」と言った知事がいらっしゃいました。

知事の強いリーダーシップを期待したいと思い

ます。

次は、子供を取り巻く環境の改善について、

福祉保健部長に伺いたいと思います。

先ほど満行議員も取り上げられておりました

が、昨年７月１日から「189（いちはやく）」が

スタートしております。児童虐待に関する相談

を受け付ける児童相談所全国共通ダイヤルであ

ります。この児童虐待については、厚生労働省

の調査によると、全国の児童相談所が平成26年

度に対応した児童虐待の相談件数は、速報値で

ありますが、過去最多の８万8,931件に上り、平

成11年度と比べて約7.6倍。一方、現場で対応の

中核を担う児童福祉司の人数は、同じ期間で

約2.3倍にとどまっているとのことであります。

そこでまずは、本県における児童虐待件数と児

童福祉司の数について、同様に比較した場合ど

のような状況か伺いたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 本県の児童相

談所における児童虐待相談対応件数は、平成26

年度が540件で、平成11年度と比較しますと

約4.5倍となっております。また、児童福祉司数

につきましては、平成26年度は27人を配置して

おりまして、平成11年度の2.7倍となっておりま

す。

○新見昌安議員 全国の数字ほどではないにし

ろ、厳しい状況には変わりはないと思います。

本県においては、従来から、児童福祉司の増

員については前向きに取り組んできておられま

すけれども、２点目として、本県における今後

の児童福祉司の増員に向けた取り組みについて

伺いたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 県におきまし

ては、これまで、増加する児童虐待の相談に適

切に対応するため、児童福祉司を適時増員いた

しますとともに、福祉職のほかに、教員や保健
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師などの専門職を児童福祉司として配置するな

ど、体制の強化を図ってきたところでございま

す。現在、国においても、児童福祉司の国家資

格化や配置基準の見直し等が検討されておりま

すことから、今後ともその動向を注視しなが

ら、適切に対応してまいりたいと考えておりま

す。

○新見昌安議員 ３点目ですけれども、児童養

護施設に入所している児童は、社会的養護の根

拠法であります児童福祉法上の「児童」でなく

なる満18歳になると、原則として施設を出なけ

ればならないという現行制度のもとでは、その

後の経済的な自立が必要となって、多くの退所

児童が進学を諦め、就職しているという実態も

ございます。児童養護施設退所者の大学や専門

学校等への進学率、あわせて施設退所後の支援

の状況についても伺っていきたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 本県の児童養

護施設において、高校を卒業して平成26年３月

末で退所した児童のうち、大学や専門学校など

へ進学した児童の割合は17.9％となっておりま

す。施設退所時の支援といたしましては、就職

に有利な資格取得のための費用や、大学等への

進学や就職する際に必要となる費用の一部を支

給しているところであります。さらに今回、国

の補正予算を活用した新規事業として、大学等

への進学や就職をした後における家賃や生活費

等を貸し付ける事業をお願いしているところで

ありまして、今後とも、施設退所児童の安定し

た生活の支援に努めてまいりたいと考えており

ます。

○新見昌安議員 厳しい状況の中にも少し明か

りが見えてきているかなと感じます。全ての若

い人が希望を持って暮らせる世の中にする一環

でもあると思います。寄り添い続けていただき

たいと思います。

次に、中小企業支援について、商工観光労働

部長に何点か伺いたいと思います。

景気が徐々に上向き傾向にある中、新商品開

発あるいは販路拡大、こういったことで攻めの

経営に転じたい地方の中小企業にとって、その

戦略を担う人材不足が悩みの種になっていると

も言われております。そのような企業をサポー

トし、首都圏の大企業などから人材を呼び込も

うとするプロフェッショナル人材事業というも

のがございます。本県でも先月、この拠点を設

置されておりますけれども、このプロフェッ

ショナル人材戦略拠点運営事業の目的と今後の

展開について伺いたいと思います。

○商工観光労働部長（永山英也君） プロ

フェッショナル人材戦略拠点運営事業は、県内

企業に対しまして専門的な技術や知識を持つ人

材の活用等による成長に向けた積極的な取り組

みを促すことで、企業の成長戦略を実現するこ

と、そして人材の地方還流を促進することを目

的とするものであります。去る１月15日に拠点

を開設し、これまで、企業経営の経験を持つ戦

略マネジャーが中心となりまして、関係機関と

の意見交換を重ねているところであります。今

後、積極的に企業訪問を行い、経営者に対して

新事業や新たな販路開拓など成長への意欲を喚

起し、経営の中核となる人材の求人ニーズを掘

り起こしてまいります。その上で、民間の人材

ビジネス事業者と連携して、企業のニーズに

合った都市部の優秀な人材をＵＩＪターンによ

り県内に呼び込むためのマッチングを支援する

こととしております。これらの取り組みを通じ

まして、企業の成長を促進し、本県経済全体の

活性化を図ってまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 この事業は、スタートしたば
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かりであります。プロ人材と経営者双方で試行

錯誤しながら進める場面も多々あるんじゃない

かと思いますけれども、腰を据えて一つ一つ成

功事例を積み上げていっていただきたいと思い

ます。

次に、経営だけではなく、技術や法律、特許

関連などの中小企業の悩みにワンストップで対

応できる体制づくりが大事であります。新規事

業ではありませんが、中小企業等経営基盤強化

支援事業というものがあります。この内容につ

いて、同じく商工観光労働部長に伺いたいと思

います。

○商工観光労働部長（永山英也君） 中小企業

等経営基盤強化支援事業につきましては、商工

会議所や商工会連合会など県内14カ所に設置し

ました経営支援チームが、経営改善、販路開

拓、人材教育、法律問題といった中小企業の抱

えるさまざまな経営課題にワンストップで対応

するものでございます。具体的には、相談内容

に応じて、中小企業診断士、税理士、弁護士、

デザイナーなど、さまざまな知識と経験を持っ

た専門家を派遣し、的確なコンサルティングを

行いますとともに、事案によっては、よろず支

援拠点等、他の経営支援機関と連携・協力して

対応するなど、幅広い支援を行っております。

支援実績は、昨年度が519件となっておりまし

て、新たな取引先の開拓等、具体的な成果も見

られているところであります。県といたしまし

ては、今後とも、商工団体やその他の経営支援

機関と連携・協力しまして、中小企業等の経営

基盤強化に積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。

○新見昌安議員 中小企業はいろんな悩みを抱

えているんじゃないかと思いますが、解決に向

けての光明が見出せる心強い味方として、今後

もしっかり取り組んでいただきたいと思いま

す。

次に、特許庁によりますと、平成25年の国内

における特許登録件数約157万件のうち、75万件

が未利用ということであります。半分が活用さ

れていない。本当にもったいないんじゃないか

と思います。多数の未利用特許を所有している

大企業が、それらを開放特許として他社とライ

センスを結んでその使用料を得る。中小企業も

それらを活用して技術開発のコスト削減ができ

る。双方にメリットがあると思います。知財

マッチングと言われるものですけれども、大企

業の開放特許を県内の中小企業へ紹介するよう

な取り組みの推進について、同じく商工観光労

働部長に伺います。

○商工観光労働部長（永山英也君） 大企業が

保有しております開放特許を中小企業が新製品

開発等に活用する、いわゆる知財ビジネスマッ

チングにつきましては、中小企業にとりまし

て、既にある特許を活用できることから、開発

に係る期間の短縮や、コストやリスクの低減な

どのメリットがあり、県内中小企業が新しい事

業を展開する上で有効な手段の一つだと考えて

おります。このため昨年、川崎市との連携協定

の一環としまして、この取り組みの先駆者であ

る同市のマッチングイベントに県や産業振興機

構の職員が参加しました。また、同市の関係者

を本県に招きまして、金融機関や一部の企業等

を対象に研修会を実施したところでございま

す。このような中で、県内企業においても関心

を持っているところがございます。引き続き、

関係機関と連携を図りながら、マッチングのあ

り方など具体的な実施方法を検討してまいりた

いと考えております。

○新見昌安議員 研修会は実施されたようであ
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りますけれども、さらに一歩進んで交流会と

いったものを開催するなど、県内中小企業の経

営の安定化、地域経済の活性化に資する取り組

みをよろしくお願いしておきます。

次に、宮崎の魅力の発信について、引き続き

商工観光労働部長に伺っていきたいと思いま

す。

無料の公衆無線ＬＡＮ、いわゆるＷｉ－Ｆｉ

は、訪日する外国人観光客のみならず、ＳＮＳ

を駆使する国内の若者にとっても、その整備拡

大を望む声が多く上がっております。我が党が

全国各地で実施している「ＶＯＩＣＥ ＡＣＴ

ＩＯＮ」という青年街頭アンケート運動がござ

いますが、その結果を見てもよくわかるところ

でございます。そこで、今、県が進めている

「ＭＩＹＡＺＡＫＩ ＦＲＥＥ Ｗｉ－Ｆｉ」

の今後の展開について伺いたいと思います。

○商工観光労働部長（永山英也君） 県では今

年度、外国人観光客の受け入れ環境の整備を目

的に、「ＭＩＹＡＺＡＫＩ ＦＲＥＥ Ｗｉ－

Ｆｉ」として、本県の滞在中、認証手続が初回

のみで簡素化されます県内統一認証システムの

基盤を構築いたしました。このシステムは、市

町村や民間との共同利用が可能でありまして、

今年度中に５市町がこれを活用し、観光地等に

アクセスポイントを設置しますほか、宮崎駅や

宮崎空港などの交通施設に加え、飲食店等の民

間施設でも活用が進みますことから、全体とし

て100を超える箇所で「ＭＩＹＡＺＡＫＩ ＦＲ

ＥＥ Ｗｉ－Ｆｉ」の使用が可能となる予定で

ございます。さらに、来年度は６市町で活用が

検討されております。民間での拡充も期待され

ているところでございます。また、このシステ

ムを活用し、観光客の動向の分析やアンケート

機能による満足度調査等を行うことにしており

まして、今後の観光戦略などにも生かしてまい

りたいと考えております。

○新見昌安議員 今の答弁の最後の部分、最近

よく耳にするところの、いわゆるビッグデータ

的な活用もできるということで、今後の展開に

期待したいと思います。

ところで、訪日外国人の増加に伴って、通訳

案内を担う人材が必要だと思いますけれども、

本県の状況はどうなっているのか伺いたいと思

います。

○商工観光労働部長（永山英也君） 通訳案内

につきましては、国家資格として通訳案内士の

制度が設けられておりまして、県内の登録は現

在50名となっております。さらに、今年度実施

されました試験では、新たに３名が合格され、

今後登録される予定となっております。また、

急増する訪日外国人に対応するため、九州観光

推進機構と各県が連携いたしまして、通訳案内

士に準じます地域限定特例通訳案内士、いわゆ

る特区ガイドの養成に取り組んでいるところで

あります。現在までに、九州全体で174名、うち

宮崎県に在住しているのは10名となっておりま

す。訪日外国人が年々ふえる中で、通訳案内を

担う人材は今後ますます重要でございます。九

州観光推進機構とも連携し、まずは、特区ガイ

ドの養成や、既に登録された方のスキルアップ

などについて積極的に取り組んでまいりたいと

考えております。

○新見昌安議員 資格としての通訳案内士のみ

ならず、特区ガイドにも力を入れているという

ことであります。よろしくお願いしておきま

す。

ところで、訪日外国人のおもてなしについて

は、観光ボランティアの対応も重要になってく

ると考えますが、県としてはどのように取り組
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んでいこうと考えているのか伺いたいと思いま

す。

○商工観光労働部長（永山英也君） 県内に

は13市町村に20の観光ボランティア団体があり

まして、このうち５団体は、外国語を話せるス

タッフが多言語パンフレット等を活用して、外

国人観光客に対応されております。また、県に

おきましては、各団体間の連携を図るため、み

やざき観光コンベンション協会と連携しまし

て、「癒しの国みやざき観光ボランティア協議

会」を組織し、効果的な活動が行われるよう取

り組んでおります。先般開催されました九州観

光ボランティアガイド研修会におきましては、

本県からも８団体、24名の観光ボランティアの

方々に参加をいただき、この協議会を中心に、

外国人観光客への対応等について、事例発表や

意見交換を行ったところでございます。訪日外

国人のおもてなしにつきましては、観光ボラン

ティアの対応が大変重要でございます。今後と

も関係機関と連携し、訪日外国人にも対応でき

る観光ボランティアの育成に努めてまいりたい

と考えております。

○新見昌安議員 訪日外国人のおもてなしに

は、通訳、観光ボランティアのみならず、接客

の向上にも努める必要がございます。宮城県で

は、訪日外国人旅行客への接客法を誰でも無料

で学習できる「東北ございん塾」というウエブ

サイトを昨年９月に開設したと聞いておりま

す。詳細は省きますけれども、おもてなし入門

編、実践編、緊急時・トラブル編、マネジメン

ト編などで構成され、外国人旅行客のもてなし

方を学べる内容となっております。宿泊施設な

どの観光事業者などのスキルアップも重要と感

じているところでございますが、このウエブサ

イトに関する商工観光労働部長の見解を伺いた

いと思います。

○商工観光労働部長（永山英也君） 訪日外国

人に対するおもてなしは、御指摘がありました

ように、今後重要な施策であります。県では、

「みやざき東京オリンピック・パラリンピック

おもてなしプロジェクト」の中で、「おもてな

し環境の充実」を掲げまして、官民一体となっ

てさまざまな取り組みを行っております。具体

的には、多言語表記などの受け入れ環境の整備

のほか、観光事業者等のスキルアップとして、

コミュニケーションを図るための語学研修会

や、ムスリム旅行者受け入れのための講習会の

開催などに取り組んでいるところでございま

す。お話のありました「東北ございん塾」は、

訪日外国人に対するおもてなしの向上策とし

て、効果的なものであると感じたところでござ

います。来年度開講を予定しております、本県

観光を担う人材育成塾の中でも参考にさせてい

ただきたいと考えております。

○新見昌安議員 宮崎の魅力の発信の最後にな

りますが、最近、「Ｃｏｄｅ－ＥＸ」という新

しいコードが開発されております。バーコード

やＱＲコードは、目にしない日はないと言って

もいいほど普及しておりますけれども、この

「Ｃｏｄｅ－ＥＸ」は切手大の正方形の記号

で、これを読み取ると文章を音声で取り出せる

というものです。その特色は、大容量、多言語

に対応できる、何より通信を行わずに情報が得

られるということで、セキュリティー上も安全

ということであります。通信環境の悪い田舎の

観光地に数多くの国々から観光客が押し寄せた

ときに、効果を発揮するんじゃないかと思いま

す。オフラインで音声ガイドができる次世代の

「Ｃｏｄｅ－ＥＸ」を、各観光地の案内板など

に導入してはどうかと考えるところであります
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が、商工観光労働部長の見解を伺いたいと思い

ます。

○商工観光労働部長（永山英也君） 訪日外国

人の増加に伴いまして、多言語による情報発信

がより重要となっております。これまでお答え

しましたように、Ｗｉ－Ｆｉ等さまざまなこと

を講じているところでございます。お話のあり

ました「Ｃｏｄｅ－ＥＸ」につきましては、印

刷された記号を認識するだけで、オフラインで

多言語の音声を再生できる新たな技術と伺って

おりまして、インターネットが使えない環境の

中で、特に訪日外国人に対して有効な情報発信

の手段となるのではないかと受けとめておりま

す。一方で、本格的な実用化はこれからであ

り、コストや効果、普及状況なども見きわめる

必要もあります。今後、情報収集に努めなが

ら、活用の可能性について検討してまいりたい

と考えております。

○新見昌安議員 おっしゃるとおり、新しいコ

ードなので、今後の展開に期待したいと思いま

すけれども、ぜひとも頭の片隅に入れておって

いただきたいと思います。

次に、18歳選挙権と投票率の向上について

伺っていきたいと思います。

この件につきましては、去年の６月議会で多

角的に取り上げ、その後の議会でも多くの議員

が取り上げたところでございますが、いよいよ

初の実施となる夏の参院選まで残りわずかと

なってきました。その後、県教育委員会におか

れては、各学校に主権者教育推進委員会を設置

され、そのリーダーを対象とした研修会なども

開催されており、評価をいたします。ここで

は、高等学校における国の副教材の活用など、

各学校の主権者教育の最新の取り組み状況につ

いて、教育長に伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 18歳選挙権年齢引き

下げに伴う国の通知では、具体的かつ実践的な

指導を行うことが重要であるとされており、こ

のことを受け、昨年配付された副教材では、模

擬選挙や話し合い活動など、生徒が活動しなが

ら学ぶ、複数の学習例が示されております。県

教育委員会では、これらの趣旨や内容を踏まえ

た適切な指導が各学校で実施されるように、県

立学校長会等で研修等を丁寧に行ってまいりま

した。また、御質問にもありましたとおり、本

県独自の取り組みとして、各県立学校に主権者

教育の充実を図るための企画・立案を行う「主

権者教育推進委員会」を設置するとともに、

「主権者教育推進リーダー」を任命し、組織的

に主権者教育に取り組むよう通知しているとこ

ろであります。現在、各学校では、来年度に向

けての指導計画を作成しているところでありま

して、具体的には、文部科学省の副教材等も活

用して、ディベート、すなわち生徒同士の討論

など、実際に活動しながら進める学習等を行

い、充実した主権者教育が実施できるよう、指

導計画の検討を行っているところでございま

す。

○新見昌安議員 少々気になるのが、初めての

投票が卒業後となってしまう現在の高校３年生

を対象にした主権者教育はどのように行われて

いるのかということであります。この夏まで意

識を継続してもらわなければならないわけであ

りますけれども、この点も同じく教育長に伺い

たいと思います。

○教育長（飛田 洋君） ことしの春に卒業す

る高校３年生に対しましては、公民科の授業に

おいて議会制民主主義の意義などの基本的な理

解を深めさせるとともに、総合的な学習の時間

などにおいて現代社会の抱える課題を考えさせ
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たり、生徒会、部活動等の話し合い活動などの

実体験を通して自治能力や自主性を育成したり

する指導などを行ってきているところでありま

す。さらに、今回の選挙権年齢引き下げに伴

い、各学校では、生徒がどの政党を選び、どの

候補者に投票するのか、情報等をきちんと自分

で判断し、投票できる力を身につけさせるため

の具体的な指導を丁寧に行ってまいりました。

例えば、学校によっては模擬投票を実施して、

ただ投票させるだけではなく、事前学習で選挙

公報を作成し、立候補者の公約について討論を

行わせております。これらの指導を通して今春

の卒業生が主権者としての意識を高め、まず

は、実際の選挙で投票してくれることを期待い

たしているところであります。

○新見昌安議員 午前中の代表質問でも出てい

ましたが、投票に行かない親の子供が、みずか

ら投票所に足を運ぶのはかなり困難を伴うので

はないかと考えるところでありますけれども、

親も投票に行くようにしむけることができるよ

うに意識を継続してもらいたいと、私も期待を

しております。

ところで、夏の参院選を目前に控え、他県で

は大学や高校に期日前投票所を設置する動きが

ございます。例えば、お隣熊本県では、大津町

という町にある２つの県立高校に期日前投票所

を設置することが決まったと、１月上旬のＮＨ

Ｋニュースで配信されていたところでありま

す。そこで伺いますけれども、県内の状況はど

うなのか。また、県の選挙管理委員会として、

市町村選挙管理委員会に設置の働きかけをして

はどうかと考えますが、これについては選挙管

理委員長に伺いたいと思います。

○選挙管理委員長（後藤仁俊君） 高校への期

日前投票所につきましては、今のところ県内市

町村では設置に向けた動きはありませんが、大

学への期日前投票所につきましては、夏の参議

院議員通常選挙から、宮崎市が宮崎公立大学

に、都城市が南九州大学都城キャンパスにそれ

ぞれ設置予定であり、延岡市でも検討が進めら

れていると伺っております。期日前投票所の新

たな設置に関しましては、二重投票を防ぐため

の専用回線の設置等の技術的な課題に加え、人

員配置等の課題もありますことから、県選挙管

理委員会といたしましては、他県での先進事例

や国の動きを情報収集し、市町村選挙管理委員

会へ必要な助言等を行ってまいりたいと考えて

おります。

○新見昌安議員 よろしくお願いしておきま

す。

次は、県立高校生の学力向上についてであり

ますけれども、本日は課外授業に特化して、教

育長に何点か伺ってまいります。

きのう、きょうと国公立大学の入学試験が行

われました。来月になると、各地の試験の合格

者発表会場の様子がニュースなどで流れますけ

れども、新しい生活に胸躍らせる子、捲土重来

を期す子、それぞれに頑張ってと願うばかりで

あります。ところで、先般、宮崎市内のある県

立普通科高校の生徒と懇談する機会がございま

した。その際、課外授業に話が及んだわけです

けれども、彼らの中では一様に、課外に対する

評価は低いものでありました。断っておきます

けれども、彼らは決して劣等生ではなく、優秀

な子供たちでございました。いわく、「ただ眠

いだけだ」「効果がない」「塾に行きたいけ

ど、課外が忙しくて行けない」「朝早く親を起

こすのが申しわけなくて、自分で弁当をつくっ

てくる子もいる」等々ございました。本県の県

立普通科高校の生徒たちが疲労こんぱい、疲弊
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しかかっているという状況がうかがえたところ

でございます。そこで、県立普通科高校で課外

授業が行われるようになった背景とその意義に

ついて、初めに確認しておきたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 子供たちの大学進学

と進路希望を実現するためには、全国に通用す

るような高い学力が求められておりまして、そ

のためには、ドリルを強化したり、あるいは実

際の大学入試問題と格闘させる演習などの取り

組みも必要であります。そこで、生徒の進路希

望の実現に必要な学力を身につけさせるため

に、通常の授業ではなかなかそこまで到達でき

ないというようなことがあって、朝や夕方の時

間を利用した課外授業が、保護者の要請を受

け、本県では実施されてきております。

課外授業の意義についてですが、生徒の実態

をよく知っている教職員が講師であることや、

通常の授業と課外授業に深い関連を持たせ、学

力の確実な定着を図ることができることなどの

点で、子供たちの進路実現に向けて意義がある

ことと考えております。また、保護者の経済的

な負担軽減にもつながる面もあると考えており

ます。

○新見昌安議員 次に、県立普通科高校におけ

る課外授業の主催者、先生に支払われる報酬の

考え方、あわせて課外授業実施の最終判断者は

誰になるのか、この点も確認しておきたいと思

います。

○教育長（飛田 洋君） 本県で課外授業を

行っている全ての学校では、保護者の要請を受

け、ＰＴＡが主催者となって課外授業を実施い

たしております。具体的には、ＰＴＡ総会等で

協議がなされ、課外授業の実施や教職員に支払

う報酬の単価について決定した上で、保護者の

代表であるＰＴＡ会長等が、校長に課外授業の

実施を依頼しております。依頼を受けた校長

は、効果的な課外授業のあり方について教職員

と協議し、実施形態等の検討を行い、最終的に

校長が課外授業の実施について判断し、実施い

たしております。なお、実施に当たりまして

は、課外授業はＰＴＡが主催でありますので、

正規業務以外に教職員が従事するための兼職・

兼業の申請など、法に基づいて必要な手続もな

されております。

○新見昌安議員 次に、県立普通科高校の課外

授業は生徒の現状を踏まえたものになっている

のか、伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 課外授業は、従前

は、学級を単位として行う一斉授業形式で、全

員参加を原則とする学校がほとんどでありまし

たが、現在は、各学校において、生徒及び学年

の実態に応じて課外授業の形態を工夫している

例がほとんどでございます。例えば、１、２年

の課外授業では、基礎学力の養成を重視して、

通常の授業で学んだ内容を定着させるために、

問題演習を繰り返し行うなどの対応をいたして

おります。また、３年生では、進路希望によっ

てそれぞれの生徒が受講する教科・科目を変え

たり、課外授業に参加するかどうかを生徒に判

断させたり、志望大学等の入試問題の傾向等に

応じて教材のレベルを変えたりするなどの対応

を行っております。各生徒の進路希望の実現に

向けては、通常の授業で学力をしっかり身につ

けさせるということが、あくまでも一番大事な

ことではありますけれども、課外授業によって

生徒の学ぶ意欲が高まり、できれば生徒が、

「課外授業は大変ですが、先生、頑張ります」

と納得感を持って言ってくれるよう、その改善

について、今後とも各学校を指導してまいりた

いと考えております。
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○新見昌安議員 この質問の最後になります

が、県立普通科高校における課外授業に対し

て、教育長はどのような認識を持っておられる

のか伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 高校入学後に進路希

望調査をいたしますが、子供たちがいろんな夢

を持ちながら高い志を持っていることがわかり

ます。担当する教職員は、何とかして生徒の進

路希望をかなえたいと思うものであります。し

かしながら、大学等の進学については全国相手

の競争となります。県内相手ということではあ

りません。希望する進路目標を達成するために

は、入学時の学力から各生徒の学力をかなり高

いレベルまで伸ばす必要があります。言うなら

高いハードルを越える力を培う必要がございま

す。教職員は、生徒の夢をかなえたい、保護者

の願いに応えたい、そういう思いで、通常の授

業はもとより、課外授業にも取り組んでくれて

いるものと考えております。教職員に負担をか

けているとは思いますが、課外授業も大切な指

導の一つであると認識をいたしております。

○新見昌安議員 以上、何点か伺ってまいりま

したが、現行の課外授業が、保護者の要請を受

けＰＴＡが主催者となって実施する、ＰＴＡ会

長が校長にその実施を依頼するという形をとっ

ている以上、そのあり方を変更するのは、学校

側ではなくＰＴＡ側の責任で行わなければなら

ないということであります。課外授業の具体的

な内容は、ＰＴＡ総会で協議し決定されるとい

うことになっておりますけれども、意見や要望

はその場では言えず、示されたものにただ同意

するだけというのが現実ではないでしょうか。

また、強制ではないというものの、仕方なく受

けている、あるいは嫌々受けている生徒がいる

反面、課外授業は性に合っている、また、課外

授業がなくなったら絶対困るという生徒がいる

のも事実であります。要は、今、学力向上のた

めにさまざまな選択肢がございます。そういっ

た時代であります。学校側もＰＴＡ側と一体と

なって、課外授業のあり方を再考する時期に来

ているのではないかと考えるところでありま

す。この問題については、今後、機会を見つけ

て取り上げてみたいと思います。

次に、奨学金の返還について、引き続き教育

長に伺ってまいります。

教育委員会の来年度予算案に、「宮崎県育英

資金返還促進・回収強化事業」という新規事業

が提案されております。この事業の目指すも

の、及びどのような効果を期待するのか伺いた

いと思います。

○教育長（飛田 洋君） 当初予算に計上して

おります「宮崎県育英資金返還促進・回収強化

事業」につきましては、返還金の滞納額を減ら

すことや、返還意識の向上を目指す目的でお願

いするものであります。具体的には、これまで

実施いたしておりました長期滞納者に対する法

的措置を、今後も継続して行うこととしており

ます。また、返還者の中にはさまざまな事情を

抱える方もおられますことから、そのうち法的

な観点からの助言を必要とするケースにつきま

して、今回新たに、高い専門性を有する職であ

る弁護士に返還金回収業務を委託することとし

ております。これらの取り組みを実施すること

により、滞納の長期化が懸念されるような返還

者からも返還金の回収ができるものと考えてお

ります。

○新見昌安議員 今の答弁の中に、「返還者の

中にはさまざまな事情を抱えている方もおられ

ますことから」とありました。経済的な理由等

によって、返したくても返せない方に対する配
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慮も重要になってくると考えますが、どのよう

に対応されているのか伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 育英資金貸与制度

は、返還金を次の貸し付けのための原資とし

て、新たな貸与をする仕組みとなっておりま

す。制度を安定的に維持していくためには、返

還金をきちんと納めていただくことが大切であ

りますが、特別な事情がある方には配慮いたし

ているところであります。返還が困難な方につ

いてでありますが、例えば、病気で仕事につけ

ない方、転職して収入が少なくなった方などが

おられます。本人から返還が困難であると申し

出があった場合は当然のことでありますが、職

員が電話や訪問して面会時に聞き取った場合に

おいて、返還が困難であると認められる場合な

どにおいては、「返還の猶予申請の手続をされ

ませんか」という促しをするなど、きめ細やか

な対応をいたしているところであります。

○新見昌安議員 返せるのに返さない、こう

いった不逞のやからには毅然とした対応で当た

るべきで、全面的に賛同いたしますが、一方で

優しさを持ち合わせた対応も、どうかよろしく

お願いをしておきたいと思います。

ところで、県外に若者の流出が続いている

中、県内産業界においては、人材不足の状況に

あると聞いております。このままでは宮崎県産

業の空洞化が進むばかりであり、県内の産業振

興を図るためにも、若者人材の確保・定着に真

剣に取り組むことが重要であると考えます。そ

こで、奨学金を返済している優秀な若者に対

し、地元就職を条件に何らかの支援をすること

で、産業人材の確保・定着にも資するのではな

いかと考えます。これについては知事の見解を

伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 奨学金につきまして

は、意欲と能力のある学生が安心して学ぶこと

ができる重要な制度でありまして、既にいろい

ろな制度があるわけでありますが、国において

は、有利子から無利子へという流れを加速する

ための事業の拡充に取り組むとともに、奨学金

返還を支援した場合の財政措置も新たに示して

いるところであります。県としましても今後、

若者人口の減少が見込まれる中、御提案があり

ました、奨学金を返済している優秀な若者に対

する支援につきましては、将来の産業を担う人

材の確保・定着に資する一つの手段であると考

えております。このため、今後、産業界等の御

意見を十分に踏まえながら、若者の県内への定

着につながるその他の取り組みとあわせまし

て、奨学金返還支援制度の必要性も含めて検討

していきたいと考えております。

○新見昌安議員 これは大いに検討する価値あ

りでございます。よろしくお願いをしておきま

す。

次に、警察行政についてでありますが、この

後の「過去の質問のその後について」の中で

伺っていく項目もありますので、ここでは１点

に絞って伺いたいと思います。

信号機についてであります。先般、ある地域

の方から信号機設置の要望を受け、久々に県警

の交通規制の担当者と協議をしたところであり

ました。その際、昨年末に警察庁が定めた「信

号機設置の指針」というものを示されて、その

規定にのっとれば、相談箇所への信号機設置は

厳しいと感じたところでありました。宮崎県警

察におかれましては、これまでも一定の基準に

のっとって設置の可否を決定してこられたと思

いますけれども、今般示された指針について、

その経緯を確認しておきたいと思います。

○警察本部長（野口 泰君） 「信号機設置の
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指針」は、道路交通法に基づき、公安委員会が

信号機を設置する場合の方針や条件、考え方等

の一般的事項について、警察庁が策定し、平

成16年８月に都道府県警察に示したものであり

ます。その後、平成25年12月に、これまで信号

機を設置する条件として示されていた、交通事

故の発生状況や道路形状等に加え、交通量や隣

接する信号機との距離などの具体的な数値、信

号機撤去の考え方を盛り込んだ指針が策定さ

れ、２年の試行期間を経て、昨年12月に新たな

指針として策定されたという経緯がございま

す。県警では、この新たな指針に沿って、今後

も交通事故の発生状況や交通量、通学路の有無

等を総合的に判断し、真に効果的かつ必要性の

高い場所へ信号機の設置を進めてまいります。

○新見昌安議員 よろしくお願いをしておきま

す。

先週、東京都町田市で、小学１年の男の子が

通学途中、母親の目の前でダンプにひかれて亡

くなるという、大変痛ましい事故が発生しまし

た。青信号を渡っていたにもかかわらず、この

ような事故が発生してしまったことは、痛恨の

きわみであります。こうした事故を防止するた

めに、車と歩行者の通行時間帯を完全に分ける

歩車分離式信号の導入の重要性が再認識された

と感じます。本県の当該信号機の整備率は、平

成22年度末で0.56％、これは全国で最下位であ

りましたけれども、平成23年４月に警察庁が掲

げた整備目標値の達成を目指して、今日まで取

り組んでこられたと思っております。本県にお

ける歩車分離式信号機の整備状況と今後の整備

方針について伺いたいと思います。

○警察本部長（野口 泰君） 歩車分離式信号

機につきましては、現在、県内73カ所の交差点

に設置をしております。全信号機に占める割合

につきましては、整備を推進した結果、平成26

年度末で3.0％になり、警察庁が示した目標値で
※

ある３％を達成したところであります。県警で

は、今後も交差点における歩行者の安全を確保

するため、歩行者、自動車ともに交通量が多

く、歩行者が被害に遭う危険性の高い交差点を

中心に、歩車分離式信号機の整備を進めてまい

ります。

○新見昌安議員 この歩車分離式信号機につい

ては、「渋滞がひどくなる」とか「渋滞を避け

て脇道に入ってくる車がふえて、かえって危な

い」、こういった声もありますけれども、先ほ

ど答弁にありましたように、まずは歩行者の安

全確保を最優先に取り組んでいっていただきた

いと思います。

最後になりますけれども、過去の質問のその

後について、まず、福祉保健部長に伺っていき

たいと思います。

動物愛護センター共同設置事業についてであ

ります。平成29年度の運用開始を目指し、この

事業もいよいよ３年目に入ります。ちょうど１

年前の２月議会の質問を踏まえて、確認をして

おきたいと思います。平成27年度は設計段階で

ありましたが、県民が望む施設にするために、

県民からの意見を聞くことが大事だということ

で、お願いをいたしました。動物愛護センター

の設計等に当たり、県民から聴取した意見には

どのようなものがあり、それをどう反映させた

のか伺いたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 動物愛護セン

ターの整備に際しましては、県民の皆さんの幅

広い意見を反映させるために、獣医師会や宮崎

大学などの有識者から成ります宮崎県動物愛護

推進協議会を初め、市町村担当者会議、建設地

周辺の住民説明会、さらには動物愛護団体との

※ 113ページに訂正発言あり

平成28年２月26日(金)
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意見交換会などにおいて、さまざまな御意見を

伺ったところでございます。今回の設計等に当

たりましては、県民が気軽に猫と触れ合えるよ

うにとの意見を踏まえての「猫展示室」や、ボ

ランティア同士の情報交換を行える場が欲しい

との要望を受けての「ボランティア室」を設置

しますほか、災害時の被災動物対策を講じるべ

きとの専門家の意見を踏まえまして、動物の一

時収容と物品の備蓄機能を備えるなど、可能な

限り意見の反映に努めたところでございます。

○新見昌安議員 県民からのいろんな御意見に

つきましては、しっかり対応されたということ

で、大変ありがとうございます。

この動物愛護センター開設後は、多くのボラ

ンティアの方々の存在が必要になってまいりま

す。そういったボランティアの方々の確保、意

識の向上、研修など、今年度行った取り組み、

及び開設までにこういったボランティアの方々

をどのように育成していくのかについても伺っ

ておきたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 県ではこれま

で、動物愛護センターの設置を契機としまし

て、ボランティアによる愛護活動のあり方など

について、関係職員によるワーキンググループ

などにより協議を重ねてきたところでございま

す。そうした中で、今年度からの取り組みとい

たしましては、離乳前の子犬・子猫を一定期間

ボランティアの方に預かっていただき、譲渡に

つなげていくミルクボランティア事業を試行的

に実施しておりまして、今後、この活動で得ら

れた知識や経験をもとに、さらにボランティア

の輪を広げていきたいと考えております。ま

た、センター開設後に実施いたします動物の譲

渡会や犬のしつけ方教室などの事業において

も、どのようにボランティアが参画できるかな

どにつきまして、引き続き検討を進めていくこ

とにしております。

○新見昌安議員 よろしくお願いをしておきま

す。

もう一点伺いたいと思います。地域で野良猫

を適正に管理しながら殺処分を減らす取り組み

として、地域猫活動があります。これは、地域

住民を中心に取り組む活動というふうに認識を

しているところでございますが、これも大変重

要な取り組みであると考えます。地域猫活動に

おける本県の現状、また今後の取り組みについ

て伺いたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 地域猫対策

は、不要な繁殖を防止して、地域の環境保全に

資する重要な取り組みであると考えておりま

す。このため今年度から、県内２カ所をモデル

地区として選定しまして、地元住民、自治体、

獣医師会及びボランティアと連携しながら、猫

の不妊去勢手術や周辺環境の美化活動を行うな

どの事業を展開しているところでございます。

今後は、こうしたモデル地区での成果を踏まえ

ながら、地域猫対策を県内全域に広げていきた

いと考えております。

○新見昌安議員 この点もよろしくお願いをし

ておきます。

次に、警察本部が今年度から取り組まれてい

る「特殊詐欺被害防止コールセンター事業」に

ついて、警察本部長に伺いたいと思います。事

業期間３カ年の初年度でありました。今年度の

実績及び今後の課題等について伺いたいと思い

ます。

○警察本部長（野口 泰君） まず、先ほどの

質問の歩車分離式信号機の件でございますが、

全信号機に占める平成26年度末の数字を、

私、3.0％と申し上げましたが、3.03％の間違い

平成28年２月26日(金)
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でございました。おわびして訂正させていただ

きます。

特殊詐欺被害防止コールセンターにつきまし

ては、昨年７月に事業を開始し、本年１月まで

に県内約４万6,700世帯に架電し、うち約２

万4,000世帯への注意喚起を完了しており、今年

度中に３万件に達する見込みであります。県民

の反応としましては、約78％の方がオペレータ

ーの話に耳を傾けられ、大半の方が感謝をして

おられます。平成27年度中の被害額は約１

億6,500万円で、一昨年から半減しており、コー

ルセンターによる注意喚起も、被害減少に一定

の効果があったものと思われます。ただし、現

在も被害は日々発生しており、多くの被害者が

「自分がだまされるとは思わなかった」と話し

ている実態からも、特殊詐欺に対する免疫力を

さらに高めることが必要でありますので、コー

ルセンターと緊密な連携を維持し、被害実態に

即した注意喚起と具体的な被害防止対策を紹介

して、被害の防止を図ってまいります。

○新見昌安議員 特殊詐欺被害防止にはさまざ

ま取り組んでおられまして、それぞれ効果を上

げているというふうに認識をしておりますが、

福岡県では、固定電話に取りつける被害防止機

器を1,300台以上無償貸与するといったことに取

り組んでおり、これもかなりの抑止効果がある

と聞いております。ただいまのコールセンター

事業を初め、特殊詐欺撃退機器の活用など、今

後の特殊詐欺被害防止に向けた見解を、同じく

警察本部長に伺いたいと思います。

○警察本部長（野口 泰君） 特殊詐欺の犯人

グループは、ほとんどの場合、被害家庭の固定

電話に電話してきますことから、その電話を遮

断することが、被害の防止に直結することにな

ります。犯人の電話を撃退する機器として、本

県警察では、平成26年９月に自動録音警告機

を50台整備し、被害を受ける可能性のある高齢

者方に貸し出しているほか、防犯講話などの機

会に自動録音警告機の機能を紹介して購入を勧

めているところであります。また、被害現金が

犯人の手に渡らない方策として、金融機関や宅

配物取扱事業者による声かけを強力に推進して

いただいているほか、企業、団体、マスメディ

アの協力をいただいて、被害防止の広報啓発を

行っております。しかし、いまだに被害が続発

している厳しい状況にあり、誰でも被害に遭う

可能性がありますことから、県民の皆様の特殊

詐欺に対する免役力が高まりますよう、被害の

実態に対応した取り組みを今後とも積極的に推

進して、被害防止につなげてまいります。

○新見昌安議員 ありがとうございました。

以上、さまざま確認もしながら質問をしてき

たところでございますけれども、昨年９月に策

定された「宮崎県まち・ひと・しごと創生総合

戦略」に基づいて、宮崎の魅力を最大限に引き

出し、またアピールもしながら、地方創生に向

けて大きく加速させなければならない新年度と

なってくると思います。それぞれの施策に積極

果敢に取り組まれることを強く要望し、以上で

全ての質問を終わります。ありがとうございま

した。（拍手）

○星原 透議長 以上で代表質問は終わりまし

た。

次の本会議は、29日午前10時開会、一般質問

であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時16分散会

平成28年２月26日(金)
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◎ 一般質問

○星原 透議長 これより本日の会議を開きま

す。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕（拍手） おはよう

ございます。日本共産党の前屋敷恵美でござい

ます。今回の一般質問、最初を務めさせていた

だきます。よろしくお願いいたします。

ことしで、東日本大震災、そして福島第一原

発事故から間もなく５年が経過しようとしてい

ます。しかし、この甚大な被害からの復興はい

まだになし得ていません。余りにも代償の大き

過ぎたこの惨事を今後の教訓に生かし、人とし

ての尊厳が守られる社会、政治の実現がどの局

面でも求められています。

第２次安倍政権の３カ年で、個人消費も実質

賃金も下がり、雇用はふえても非正規。正規雇

用は23万人も減少、株価も下がり、為替も円高

に戻りつつあります。金融緩和の効果は上がら

ず、ついに日銀は、日本の金融史上初めてマイ

ナス金利の導入に至りました。一方、大企業の

もうけは急増し、２年連続して史上最高を更

新、15年度も更新する見込みです。しかし、大

企業の利益がふえても、それが国民にトリクル

ダウンすることはなく、経済の好循環は生まれ

ませんでした。アベノミクスの破綻は明らかで

す。

こうした中で今、国政でも県政においても問

われているのは、貧困や格差をなくし、暮らし

最優先で地域経済を立て直していく新年度予算

にしていかなければならないということです。

こうした立場で一般質問を行ってまいります。

県民の立場に立った明快な答弁を求めます。

まず、ＴＰＰ問題について伺います。

昨年10月５日、ＴＰＰの閣僚会合で、交渉の

大筋合意が発表されました。日本政府は、早期

妥結を最優先にして、アメリカへの譲歩を繰り

返しました。米では、アメリカやオーストラリ

アに無関税の輸入枠（７万8,400トン）を設定

し、牛肉・豚肉の関税を大幅に引き下げ、ま

た、撤廃するなどとしています。どれをとって

も、重要品目の聖域は守るとした公約を公然と

投げ捨てたに等しいものです。政府は、ＴＰＰ

交渉の内容も影響も十分に明らかにしないま

ま、早々とＴＰＰ関連政策大綱を打ち出し、２

月４日の調印にまで及びました。

県も、国の影響試算方法やＴＰＰ対策大綱に

基づいて、宮崎県の影響試算額を発表しまし

た。県のＴＰＰ対策関連予算は、当初予算で101

億300万円、補正予算で28億4,800万円です。こ

の対策予算で、農林水産分野の影響を最大で93

億円の減少と試算しておられますが、その根拠

を伺います。どのような対策で効果を上げ、農

家の経営を守るのか、全ての農家を対象にした

施策なのかなど、納得いく御説明をお願いいた

します。

後の質問は、質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

○農政水産部長（郡司行敏君）〔登壇〕 お答

えいたします。

ＴＰＰの影響試算についてであります。国

は、「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」を策定

し、国内対策の具体化を進めている中で、国内

平成28年２月29日(月)



- 119 -

平成28年２月29日(月)

対策を考慮しない試算を行うことは適当ではな

いとの考えから、しっかりとした国内対策で生

産量を維持するとの前提のもと、影響試算を

行ったと伺っております。県といたしまして

も、万全の対策を講じることが重要との考えの

もと、国に準じた試算を行う判断をいたしたと

ころであります。このため、県といたしまして

は、国の対策を十分活用しながら、生産者や農

業団体等と一体となって必要な対策に取り組

み、本県農水産業の成長産業化を推進してまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 県の試算の前提となるのが

政府の試算ですけれども、余りにも曖昧な国の

試算になっているわけです。２年前に政府が発

表した試算では、ＧＤＰ増加額は3.2兆円として

おりました。また、農林水産業の生産減少額は

３兆円でした。ところが、今回は、ＧＤＰ増加

額は2.6％増の13.6兆円、４倍にも膨らんだんで

す。また、農林水産業の生産減少額は1,300億円

から2,100億円に、20分の１に縮小すると、こう

いう試算が出されたわけです。

そして、その根拠はほとんど示されておりま

せん。筋の通らない政府の試算だと私は思いま

す。これの上に県の試算が成り立っているわけ

ですから、本当にこれが信じられるのか、農家

の皆さんはそういう思いでおられるのではない

かと思います。２年前は、ＴＰＰ参加国の全て

の国での即時撤廃を想定した試算だったわけで

すが、今回は、具体的な条件での試算ですか

ら、ＧＤＰの効果は小さくならなければならな

いはずなんですが、それが逆に４倍にも膨らむ

ということです。

東大大学院教授の鈴木宣弘さんが、大筋合意

に基づいて、２年前の政府試算と同じ方法で

行った試算によりますと、ＧＤＰは0.069％増

で、増加額は5,000億円にすぎない、こう言って

います。また、農林水産業の生産減少額は１

兆5, 0 0 0億円、そのうち、農業だけでは１

兆2,000億円ということなんですが、これが関連

産業にも影響して、全体の生産減少額は３

兆6,000億円にもなるという試算。これは２年前

の政府の試算に基づいて新たに試算したもので

す。就業人口も、農林水産業では63万4,000人も

減少が見込まれる、全体では76万1,000人の減少

が見込まれると、このような試算をしておられ

ますが、私はこの数字のほうが信憑性があると

思います。

また、米について伺いたいのですが、現在で

もＷＴＯのミニマムアクセス枠で77万トン既に

輸入しています。そして、今度新たな輸入枠が

７万8,400トン、これについて国は全く影響はな

いと言っておりますが、県はどのように考えて

いるのか、お聞かせいただきたいと思います。

○農政水産部長（郡司行敏君） ＴＰＰにより

拡大される主食用米の輸入枠は、議員御指摘の

とおり、最大で７万8,400トンになりますが、国

は、国産米に与える影響を遮断するため、備蓄

米の運営を見直し、輸入量に相当する国産米を

買い入れることで、これまでの生産量や農家所

得への影響を回避することとしております。県

といたしましても、この備蓄米の運営見直しに

より、需給バランス上の影響は見込まれないも

のと考えております。

○前屋敷恵美議員 政府が、「備蓄米に買い取

るから影響はない」と言っているようですが、

私は決してそうではないと思います。備蓄米の

棚上げ期間を２年程度延ばすだけでは隔離には

ならない。在庫がふえれば、その圧力で価格は

下がります。また、低価格の外米が業務用など
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と競合して価格を引き下げることにもなりま

す。このことは国会でも政府が認めていること

で、さらなる米価の下落は避けられないと私は

思います。宮崎にも大きく影響すると思いま

す。主食である米が安心してつくれないという

理不尽さ、また、食料自給率を上げないどころ

か、逆に今、政府は目標を引き下げようとして

おりますけれども、これこそ私は亡国の農政と

言わなければならないと思うところです。

農家の皆さんの心配も尽きません。今の農業

でさえも厳しい経営が迫られています。後継者

の問題も含めてですけれども、そこにＴＰＰで

すから、農家の不安はますます募る。私も直

接、いろいろ農家の皆さんのお話を聞いたり、

また、新聞紙上でも農家の皆さんの声を聞くと

ころですけれども、多くの農家が先が見えない

んだと、このように言われます。県は、農家の

こうした不安や現状をどう把握し、どのように

農家の声に応えていこうとしているのか、どの

ような対策をとろうとしているのか伺いたいと

思います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 県では、ＴＰ

Ｐ協定の大筋合意後、普及センター等を通じ、

生産者の声を聞き取り、情報提供を行うととも

に、全ＪＡを巡回し、組合長等から意見を伺っ

たところであります。その中では、現在の農業

情勢の厳しさ、その現状等も含めまして、不安

の声が数多くあったのは事実でございますが、

その一方で、ＴＰＰに負けずに頑張っていこう

という前向きな意見も数多く聞かれたところで

あります。県といたしましては、先月策定いた

しました「宮崎県ＴＰＰ対応基本方針」に基づ

き、セーフティーネットの強化や、何よりも生

産体制の強化などにしっかり取り組むことで、

本県農水産業の経営安定化に取り組んでまいり

たいと考えております。

○前屋敷恵美議員 頑張る農家はしっかり頑

張ってほしい、そこには支援もするというよう

なことを言われたというふうな新聞の報道も聞

きましたけれども、じゃ、ほかの農家はどうな

のか。心配している、不安に思う農家はどうな

のか。農家を置き去りにしてはならないと私は

思います。

今、部長のお答えでも、「攻めの農業」をや

るという立場が見えたんですけれども、政府も

その方向です。県もその方向を進めていこうと

しております。今度の当初予算でも、「畜産競

争力強化整備事業」39億5,400万円、また、新規

事業で「宮崎の畜産体制の強化事業」１億1,000

万円が予算化されておりますけれども、その事

業内容と効果について伺います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 御質問の「畜

産競争力強化整備事業」は、国の畜産クラスタ

ー事業を活用し、畜舎等の施設整備や家畜の導

入を支援するものであります。また、新年度か

ら新たに実施いたします「宮崎の畜産体制強化

事業」は、繁殖センター等の地域における拠点

施設の整備や、新規就農者が行う施設整備を、

県独自で支援するものでございます。これらの

事業を実施することにより、競争力のある経営

体を育成するとともに、本県畜産の収益性向上

と生産基盤の強化を図ってまいりたいと考えて

おります。

○前屋敷恵美議員 やはり盛んに競争力強化が

進められようとしておりますけれども、そこに

行き着かない農家のことをしっかりと考えなけ

ればならないと思うところです。

畜産で、牛肉関税は、現行の38.5％から、15

年で段階的に９％まで４分の１に引き下げられ

ます。セーフガードがあるから大丈夫だ、こう
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いうことも言われますけれども、しかし、その

発動に必要な基準輸入量は、ほとんど発動され

る見込みがないような大きな数量で、しかも、

４年間発動されなければ廃止されるというよう

なものです。実質的には９％で無制限に輸入さ

れることになりかねない。セーフガードなどは

その対策にはなり得ないということだと思いま

す。最終的には関税が撤廃され、残っても数％

という段階で、国の対策支援もなくなってしま

う。その時点で、果たして農家が経営を維持で

きる体力をつけることができるのでしょうか。

私は非常にそこのところを心配いたします。農

家の責任にはさせられないということなんで

す。

ＴＰＰ大筋合意の中には、米や牛肉、豚肉、

乳製品などについて、今後、アメリカ、カナダ

やオーストラリアなどとの再協議に応じるとい

う条項が含まれております。これまでの譲歩が

今回の合意で終わりではないということなんで

す。引き続き要求される危険が強いということ

です。守るべきものも守れなくなることはいよ

いよ明らかで、まさに国会決議違反は明確だと

思います。国会での批准中止を求めるととも

に、大筋合意の撤回、交渉からの撤退こそ、日

本の農業や経済、そして食の安全を守ることに

なると思いますが、県の農政にも責任を負う知

事の立場としての見解をお聞かせいただきたい

と思います。

○知事（河野俊嗣君） ＴＰＰ協定、今いろい

ろ御議論ありましたが、国益をかけたぎりぎり

の交渉の上での判断でありまして、必要となる

国内対策をしっかり講じていくという政府の方

針を重く受けとめているところであります。協

定発効後に協議を行う場合でも、これまでの経

緯を十分踏まえて、しっかりと対応していかれ

るものと考えておりますが、この点も含め、協

定の内容については、今国会において十分な論

議がなされる必要があると考えております。

いずれにいたしましても、本県としては、Ｔ

ＰＰによるプラスの効果を最大限にし、マイナ

スの影響を最小限にとどめることが何よりも重

要でありまして、国に対し、「総合的なＴＰＰ

関連政策大綱」の確実な実施や、協定のプラス

効果が地方においても十分波及するよう、万全

の対策の実施を求めてまいりたいと考えており

ます。

○前屋敷恵美議員 ＴＰＰは、今、論議もして

まいりましたが、農業分野だけでなく、食の安

全、医療、地域経済など、命と暮らし、そして

環境を犠牲に、企業の利益をふやすルールを押

しつけるというものです。日本の国のあり方そ

のものが変えられてしまう、こういう危険もあ

るわけですけれども、その害悪から国民を守る

ためには、私は、国民にとって不利益、百害

あって一利なしというＴＰＰからは撤退以外に

ないと思うんです。

大筋合意でもってＴＰＰが決着したわけでは

ありません。これからの手続がかなり時間を要

します。アメリカと日本が批准しない限りは発

効はできないというのが、今このＴＰＰの現状

です。アメリカも大統領選挙で先行きはわかり

ませんし、日本の国会での批准、安倍政権は今

国会で行おうとしておりますけれども、十分な

論議を行って、国民に不利益をもたらすＴＰＰ

は批准を中止させる、また交渉から撤退するよ

う、県も、農業者や消費者の皆さんと一緒に、

国にも物を言っていく、要求することが、私は

今の時点で本当に必要だと思います。ぜひ知事

も、農業や県民の暮らし、経済を守る立場に

立っていただくよう、強く要求するものでござ
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います。時間も限られていますので、ＴＰＰ、

きょうはこの程度でとどめておきたいと思いま

す。

次に移ります。次は、子供の貧困対策と子育

て支援について伺います。

新年度予算に「子どもの貧困対策関連事業」

が盛り込まれました。幼児教育の無償化の推進

も掲げられておりまして、子育て世帯への経済

支援を強めることは、少子化対策を進めていく

上でも重要な施策だと思っています。

まず、保育料の無料化について伺います。子

ども・子育て新制度によって、所得税額に応じ

た算定から市町村民税に応じた算定に変更され

たことで、階層ごとの保育料が引き上げられて

います。政府は新年度予算で、年収360万円未満

の世帯に限り、第１子の年齢制限を撤廃して、

第２子の保育料半額、第３子以降を無償に拡大

するとしています。しかし、その対象は狭く限

られており、もっと条件の緩和が必要です。

全国の自治体の取り組みを見てみますと、低

所得者に対する保育料の無料化に取り組んでい

る鳥取県は、新年度予算で、年収360万円未満の

世帯の第２子以降の保育料を無料に、そして山

梨県では、新年度予算で、年収640万円未満の世

帯の第２子以降の保育料を無料にするという措

置を発表いたしました。国が制度を充実させた

分を県の新たな財源にして、無料化を拡大させ

ているわけです。こうした国の制度の拡充に合

わせて、宮崎県でも、市町村を応援して保育料

の無償化や負担軽減を行えないのか、知事に伺

いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 幼児教育・保育の無償

化は、全ての子供に質の高い教育・保育を保障

することを目指すものでありまして、子育て家

庭の経済的負担の軽減が図られますことから、

少子化対策や子供の貧困対策としても大変重要

であると考えております。国は、幼児教育・保

育の無償化を段階的に進める方針でありまし

て、県といたしましては、これまで全国知事会

等を通じまして、早急な取り組みを求めてきた

ところであります。

このような中、国の平成28年度予算案におき

まして、多子世帯やひとり親世帯の保育料軽減

の拡充が示されたことは、一定の前進があった

ものと考えておるところでありまして、さらな

る無償化の実現のために、今後とも国に対して

要望してまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 保育料の無償化について

も、県独自の施策もあわせて行うという方向

で、今後検討していただきたいと思います。

あわせて、子供医療費助成について伺いま

す。これまでもたびたび、この課題は取り上げ

てまいりました。人口減少・少子化が言われる

もとで、より一層子育て支援の中心に据えるべ

き施策として、予算の位置づけがいよいよ重要

ではないかと思います。全国の自治体で取り組

まれている子供医療費助成は、必要欠くべから

ざる施策となっており、本来、国の事業として

制度化することが必要なもので、引き続き要求

していかなければならないと思っています。

しかし、子育てに「待った」はありませんか

ら、国が実施するまでじっと座して待つわけに

はいきません。私は、段階的な実施も含めて、

中学校卒業までの医療費無料化の目標を持って

取り組むことが重要ではないかと思います。子

育て支援の方向性を示すことが必要だと思いま

すが、知事のお考えを伺います。

○知事（河野俊嗣君） 乳幼児医療費助成制度

につきましては、安心して子供を生み育てられ

る環境づくりを推進するために、大変重要な子
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育て支援策であります。県ではこれまで、対象

年齢や自己負担額等の見直しを行い、制度の充

実に努めてきたところでありまして、県内市町

村においても、それぞれの取り組みがなされて

おります。

県としましては、この制度が全国の全ての自

治体で取り組まれておりまして、本来、国の責

任において、統一的に行われることが望ましい

と考えているところであります。まずは、国に

おける標準的な制度の枠組みの設定と、それに

伴う財源確保を要望しているところでありま

す。人口減少や子供の貧困問題が喫緊の課題で

ある中、今後とも、制度の構築に向けまして、

全国知事会等、さまざまな機会を通じ、国に対

して訴えてまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 先ほども言いましたけれど

も、国の施策でやることは当然のことだと、ま

た、自治体、全国知事会や市町村会、その他の

団体もいろいろと要求し続けております。しか

し、いつまで待てばいいのかということになる

わけですね。さっきも言いましたが、じっと子

育てを中止して待つわけにはいかないわけです

から、ぜひ県独自の施策を進めていただきた

い、拡充していただきたいということなんで

す。

国はこれまで、窓口無料化を実施している全

ての自治体に、国保へのペナルティー・減額を

科していました。しかし、その道理のなさか

ら、減額措置見直しの検討を行い、年度内にも

結論を出す方向です。新たな財源確保の見込み

が生まれるわけです。県も相当額のペナルティ

ーが科せられているかと思います。その分を新

たな拡充に向けていくことができると私は思い

ます。先ほども申しましたが、段階的な拡充に

向けての一歩を踏み出すことができると思うん

です。

子育て支援の方向が目に見えた形であらわれ

ると、子育て中の方だけでなく、これから子供

を生み育てようとされる方々も勇気づけること

になり、頑張ろうという気持ちになると私は思

います。ぜひ、子供医療費助成拡充の取り組み

を積極的に前に進めていただきたいと思います

が、財源の問題も含めて、可能性があるわけで

すから、再度知事の見解を伺います。

○知事（河野俊嗣君） 今後、国全体として、

子育て支援策のさらなる充実というものは、非

常に重要な課題であろうかと思っております。

それぞれの自治体において取り組みはされてお

りますが、標準的な枠組みのもとに積極的に進

めてまいりたい、引き続き、国に対して働きか

けを行ってまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 知事の英断にかかっている

と思います。ぜひお願いしたいと思います。

次に、医療・介護の問題について伺います。

まず最初に、介護報酬切り下げ問題です。介

護保険が始まって15年が経過しました。しか

し、介護の社会化にはほど遠い状況で、サービ

ス利用の抑制、そして利用者の負担増が続いて

います。昨年４月から、医療・介護総合法が実

施されて、そのもとで、介護報酬の単価が基本

報酬で4.48％もの削減、処遇改善の加算を含め

ても2.27％の引き下げが行われてきました。全

国的には、介護事業所の年間倒産件数が過去最

高となっている状況です。介護報酬引き下げに

よる県内介護事業所への影響、また介護労働者

への影響をどのように県は認識しておられるの

か、伺いたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 昨年４月の介

護報酬の改定によりまして、基本報酬が引き下

げられる一方で、人材確保や中重度の要介護者



- 124 -

平成28年２月29日(月)

・認知症高齢者への支援に取り組む事業所に

は、加算の新設などによりまして、介護報酬が

重点配分されることとされたところでありま

す。このため、事業所におきましては、賃金・

職場環境といった介護従事者の処遇の改善を初

め、専門的なケアの充実やサービスの向上を図

ることなどによりまして、経営の安定化に取り

組んでおられますが、人材の確保が難しい地域

などにおいて、経営が厳しくなったという声も

伺っているところでございます。県としまして

は、さまざまな不安の声があることは承知して

おりますので、今後とも、市町村や各団体とも

連携しながら、実態の把握に努めてまいりたい

と考えております。

○前屋敷恵美議員 あわせて、特別養護老人ホ

ームの入所について、その資格を要介護３以上

にするということが打ち出されておりますけれ

ども、現在の特養ホームへの入所申し込みの数

と、今後の整備計画について伺いたいと思いま

す。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 特別養護老人

ホームへの入所は、原則として、要介護３以上

の方が対象となっておりまして、平成27年４月

１日現在における申込者数は、2,262人でありま

す。このうち、入所への配慮が特に必要な、在

宅の要介護４以上の重度の方は、702人となって

おります。また、第７次高齢者保健福祉計画に

おきましては、特別養護老人ホームの定員数の

増を、平成27年度から29年度までの３年間で441

床と見込んでおります。

○前屋敷恵美議員 介護報酬の引き下げは、

今、県も一定の状況もつかんでおられるという

お話でしたけれども、私は、宮崎県社会保障推

進協議会がアンケート調査した結果をお聞きい

たしました。少しお話ししたいと思うんですけ

れども、介護報酬の改定によって減収したとい

う事業所は74％、平均的な減収幅が10％と、事

業の継続が厳しい実態が示されておりました。

また、減収対策として、職員の賃金や労働条件

の見直しを挙げ、非正規中心にする、基準以上

の欠員を補充しない、こうした事業所がござい

ます。

また、職員の不足状況が深刻であるというこ

とも明らかになっています。68％の事業所で職

員の人手不足が深刻だ、現場は慢性的な人手不

足という状況が示されております。職員の確保

が困難な理由として、「賃金水準が低い」「社

会的評価が低い」が、それぞれ60％を占めてい

るという状況です。こういったところを改善し

なければ、本当に安心して介護することができ

ないし、また、利用者の皆さんも安心して暮ら

していけない、こういう状況です。

今、高齢者施設での虐待の増加が問題になっ

ています。厚生労働省が今月発表した2014年度

の調査結果で、虐待300件の発生要因の約６割

が、「教育・知識・介護技術等に問題があっ

た」としています。虐待被害者の約８割が認知

症の方だったという結果が出ています。職員の

労働環境も劣悪な状況が報告されておりまし

て、介護職員、介護労働者の処遇改善は、本当

に今、早急に求められているところです。改め

て、介護報酬の再改定が緊急に求められる状況

でもございます。県として、さらなる実態の把

握と、介護報酬の引き下げ中止を国に要求する

ことを求めたいと思いますが、部長の御見解を

伺いたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） ただいまお話

ございましたが、介護関係の施設のみならず、

従業者につきましても、今回の報酬改定による

影響、あるいは利用者の増加や重度化といった
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関係で、厳しい状況に置かれている、そういう

話があることも伺っているところでございま

す。先ほども申し上げましたように、今後と

も、市町村や関係団体との連携を図りながら、

実態把握に努めまして、必要な対応を進めてま

いりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 ぜひよろしくお願いいたし

ます。

次に、地域医療構想策定についてです。医療

・介護の一体的見直しの中で、医療施設から介

護施設、さらには在宅へと、医療の転換が図ら

れようとしております。各県に地域医療構想の

策定が求められ、病床の削減と再編が進められ

ようとしております。県は、国が作成するガイ

ドラインに沿って、病床機能区分ごとに必要病

床数を算定することになっておりますが、政府

の推計では、全体で15万から19万床程度の削減

を見込んでいることが明らかになりました。こ

うした国の推計に沿った削減計画になるのでは

と、危惧するところです。

今でさえ、平均在院日数の短縮が迫られ、早

々に退院させられるケースがあるのが実情で

す。地域住民は、安心して入院・治療ができな

くなるのではと、ますます不安を抱えていま

す。地域医療構想とその策定について、県の基

本的な考えを伺いたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 地域医療構想

は、高齢化や人口減少が進む中、2025年の医療

・介護サービスの需要を見据えた上で、在宅医

療等も含めた、地域にふさわしい医療提供体制

の姿を描くものでございます。また、構想策定

後は、地域における自主的な取り組みを基本と

しまして、個々の医療機関の医療提供の方針な

どを踏まえつつ、丁寧に調整を図っていくこと

となります。県におきましては、このような考

え方を踏まえまして、地域医療構想策定委員会

や、各圏域ごとに開催する地域医療構想調整会

議におきまして、さまざまな立場の方々の御意

見を伺いながら、地域の実情に応じた構想の策

定を行い、必要な医療提供体制の確保に努めて

まいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 ぜひ、必要な医療の確保の

ために、計画策定に当たっていただきたいと思

います。将来の人口減少は予想されますが、高

齢者人口はふえていきます。病床の機能を維持

しないと必要な医療が提供できなくなる、命の

尊厳さえ守れないという状況になりかねませ

ん。病床削減ありきの計画押しつけは認められ

ないということです。地域の医療実態を十分に

把握して、それを踏まえた医療提供体制の確

保、医療計画を策定することを強く求めておき

たいと思います。

次に、国民健康保険の都道府県化、いわゆる

広域化の問題についてです。国民健康保険は、

他の公的医療保険に比べて、高齢者や低所得者

層が多く加入しているという構造的な問題を抱

え、その結果、高過ぎる国保税や財政悪化につ

ながっているというのが現状です。政府はこと

しから、都道府県に財政運営の責任主体を移行

させる国民健康保険の都道府県化を行うとしま

した。その目的と概要、そして仕組みについて

伺いたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 国民健康保険

は、現在、市町村がそれぞれの責任のもと、財

政運営、保険給付などの全てを担っております

けれども、新制度では、県が新たに国保の特別

会計を設置して、財政運営の責任を担いますと

ともに、県全体の国保運営方針を定めまして、

保険料の適正な設定と、事務の共同処理や標準

化などを推進していくことになります。
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個別の業務につきましては、県は、市町村ご

との納付金と標準保険料率を算定し、保険給付

に必要な費用を市町村へ支払うことになりま

す。一方、市町村では、引き続き保険給付等の

事務を担いますとともに、具体的な保険料率を

定めまして、保険料の賦課・徴収を行うことと

なります。広域化は、このように、これまでそ

れぞれの市町村が個別に運営を担っていたもの

を、県と市町村が共同して運営する体制に改め

ることによりまして、安定的な財政運営と効率

的な事業実施を図ろうとするものでございま

す。

○前屋敷恵美議員 都道府県ごとに財政安定化

基金を創設することになっているようなんです

けれども、この基金が創設されることによっ

て、これまで各自治体が高い保険料を引き下げ

るための一般会計からの繰り入れを行ってきた

んですが、これができなくなるという仕組みに

なるのではないかと危惧しているところなんで

す。しかし、それは、市町村の独自の判断に委

ねられてしかるべきとも私は思っているところ

です。通告はしていなかったんですが、その辺

のところの見解をお聞きしたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 今お話があり

ましたように、新しい制度においては、これま

での急激な医療費の増加などによりまして、市

町村が一般会計から補塡を行うということにつ

いては、県が市町村に保険給付等に必要な費用

を支払うことになりますので、今後は、そう

いった一般会計から繰り入れをするということ

はなくなります。そういう一般会計からの負担

をなくすことによって、市町村における急激な

財政の悪化でありますとか、そういったものを

広域化することによってなくして、安定的な国

保運営を進めようというのが、今回の制度改正

の趣旨の一つであります。そういうふうに理解

しております。

○前屋敷恵美議員 しかし、国が国庫負担金を

大幅にふやして、国保の財政構造を抜本的に変

えない限り、保険料の高騰は今後も避けられな

いと私は思うんです。保険料の高騰が、高過ぎ

る国保税が、国民また県民が必要な医療を受け

る大きな障害になっているわけです。これまで

財政が悪化するというのは、国の国庫負担分を

大幅に切り下げてきたところが原因であって、

それをもとに戻すこと、責任を持って国がその

対策をしない限りは、構造的な問題は解決しな

いと私は思います。これから進めようとする国

保の都道府県化では、構造的な問題は解決でき

ないんじゃないか、このことをまず指摘してお

きたいと思います。

次に、ヒアリングループの設置について伺い

ます。

ヒアリングループは、磁気を発生させる電線

を一定区域に輪のように張って、そこから専用

の補聴器にマイクの音をワイヤレスで届ける装

置で、マイクの音を直接聞くので、雑音のない

きれいな音を聞くことができます。年齢ととも

に聴覚が衰える老人性難聴の方が今ふえており

ますけれども、積極的に社会参加を進めていく

ためにも、私はヒアリングループの設置は必要

だと思って、以前にも取り上げたところです

が、その後の取り組みはどうなっているのか伺

いたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 県におきまし

ては、県内のさまざまな場所で開催される講演

会などでの聴覚障がいのある方の「聞こえ」に

対する支援を行うため、平成25年１月に、補聴

器に直接音声を送り込む設備で、持ち運びがで

きる携帯型の磁気ループセットを導入したとこ
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ろでありまして、県立聴覚障害者センターにお

きまして、利用を希望するイベントの主催団体

などに対して貸し出しを行い、御活用いただい

ているところでございます。

○前屋敷恵美議員 持ち運びできるヒアリング

ループ、私も実際お借りしたこともございま

す。非常に効果があります。ですから、これを

常設していただきたいというのが今回の質問の

中身です。県の施設でいえば、講演会や文化行

事を楽しむ芸術劇場、そして、この県議会の傍

聴席です。宮崎市では、既に市民プラザ・オル

ブライトホールと宮崎市議会の傍聴席には設置

されています。ぜひ県もその取り組みを進めて

いただきたいと思うんです。

今、10人に１人が高齢難聴者と言われていま

す。こうした方々の積極的な社会参加を進めて

いくためにも、県が率先して取り組むことに

よって、いろんな場所に幅広くヒアリングルー

プを設置する、こういう方向が進むと思います

ので、ぜひ積極的な取り組みをお願いしたいと

思います。

では、最後に、知事の政治姿勢、安保法制

（戦争法）について伺います。

昨年９月19日、安倍政権が国民の圧倒的反対

の声を無視して、憲法違反の安保法制（戦争

法）を強行したことは、記憶に新しいところで

す。今、この戦争法によって、日本は極めて重

大な危機に直面しようとしています。それは、

アフリカ南スーダンＰＫＯでの自衛隊任務拡大

と、アメリカ主導の有志連合による過激武装組

織ＩＳに対する軍事作戦への参加を可能にし

て、自衛隊が戦後初めて外国人を殺し、戦死者

を出すという現実的な危険性が生まれているこ

とです。

政府がこれまで示してきた停戦合意などのＰ

ＫＯ５原則のもとでは、自衛隊は現在、事実上

戦闘状態にある南スーダンからは撤収しなけれ

ばならないはずです。ところが、改定されたＰ

ＫＯ法は、自衛隊に新たな任務として、「安全

確保業務」と「駆けつけ警護」を加え、任務遂

行のための武器使用を認めました。つまり、住

民保護のために、武器を持って武装勢力と戦う

ということです。

武装勢力といっても、軍隊と民間人の区別は

つきません。自衛隊が一たび少年兵や民間人を

撃ってしまったら、取り返しがつきません。武

力行使を禁じた憲法９条のもとでは、絶対に許

されない行為です。日本の果たすべき国際貢献

は、憲法９条に立った非軍事の人道支援に徹す

ることだと思います。日本を戦争する国にしな

いためにも、この安保法制（戦争法）は、廃止

することが多くの国民の願いでもあり、思いで

もあり、改めて、知事の所見、見解を伺いたい

と思います。

○知事（河野俊嗣君） 安全保障関連法をめぐ

りましては、法の成立後におきましても、その

賛否につきまして、国民の中にさまざまな御意

見や動きがあると報道されているところであり

ます。私としましては、国民が抱いております

「平穏な暮らしを守りたい」「平和な国であっ

てほしい」という強い願いは、法が成立した現

在におきましても、全く変わりはないものと考

えておるところでございます。こういう法律、

また制度の運用面についても、しっかりと国会

で議論・審議をいただき、制度設計をしていた

だき、政府におかれては、このような国民の思

いにしっかりと応えていただく必要があると考

えております。

○前屋敷恵美議員 この安保法制（戦争法）ば

かりは、強行されたからといってこのままにし
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ておくわけにはいかない、自分たちの将来の問

題だ、子供たちの未来の問題だと、ＳＥＡＬＤ

ｓの学生や若者、子育て真っ最中のママたち

も、戦争法は廃止以外にないと行動を続け、

今、全国に広がっています。

昨年来、国会で「戦争法は違憲だ」と断言し

てきた憲法学者や法律の専門家、歴代の元内閣

法制局長官、最高裁判事といった方々も、「集

団的自衛権の行使を認める立法は憲法違反」、

今発言しなければと、一貫して戦争法廃止を訴

えています。この立場にこそ道理と大義がある

と私は思います。さらに、「憲法解釈の大原則

変更は、国民の支持なしには不可能」と指摘

し、批判しておられますが、日本が民主主義国

家であるならば当然のことです。

また、沖縄新基地建設問題にも見られるよう

に、地方自治破壊をも引き起こしています。こ

うした現状を打開し、憲法に基づく政治を行う

ために、安保法制（戦争法）の廃止、集団的自

衛権行使容認の閣議決定の撤回、そのために力

を尽くすことを表明して、私の一般質問を終わ

ります。ありがとうございました。（拍手）

○星原 透議長 次は、徳重忠夫議員。

○徳重忠夫議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。それでは、通告に従いまして、順次

質問をしてまいります。

昨年10月、第３次安倍内閣は、その発足時に

「一億総活躍」という旗を高く掲げ、新たな国

づくりを力強くスタートさせるとの方針を決定

いたしました。一億総活躍社会とは、少子高齢

化の流れに歯どめをかけ、50年後も人口１億人

を維持するとともに、誰もが今よりもう一歩前

へ踏み出すことができる社会であり、安倍首相

は、その実現に向けて、新しい三本の矢を放つ

と明言されました。この「新三本の矢」とは、

強い経済を目指す「戦後最大のＧＤＰ600兆円の

実現」、子育てに優しい社会などを目指す「希

望出生率1.8の実現」、現役世代の安心を確保す

る社会保障の構築を目指す「介護離職ゼロの実

現」であります。実に果敢な挑戦であります。

本県でも、この目標が達成され、県民誰もが

生き生きと活躍できる社会となることを願って

いることと思いますが、本県の実情を考えます

と、いかがでしょうか。本県は、働く場の確保

が難しい中山間地域を多く抱え、高齢化が全国

よりも５年早く進行しているという厳しい状況

があります。私には、この目標の達成は非常に

厳しいと思えてなりません。そこで、一億総活

躍社会の実現に向けた新三本の矢に対する本県

の取り組みについて、知事にお伺いしておきた

いと思います。

次に、「生涯活躍のまち」構想についてお伺

いいたします。先日、東京大学大学院の金井利

之教授の講演を聞く機会がありました。内容

は、東京圏を初めとする地域の高齢者が、希望

に応じて地方などに移り住み、健康で活動的な

生活を送り、必要に応じて医療・介護を受ける

ことができるような地域づくりを目指す「生涯

活躍のまち」、いわゆる日本版ＣＣＲＣ構想に

ついてであります。

「生涯活躍のまち」構想については、関係法

律の改正が今国会に提出され、来年度の国の地

方創生推進交付金においても、重点的に支援さ

れると報道されております。健康な50代、60代

の移住者が地方にふえれば、地域内での消費も

ふえ、地域の担い手の確保にもつながるものと

考えます。「生涯活躍のまち」構想についての

県内の状況と県の考え方について、総合政策部

長にお伺いしておきたいと思います。

以上を壇上での質問とし、後の質問は質問席
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から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

新三本の矢に対する本県の取り組みについて

であります。新三本の矢は、なかなか簡単には

達成できない目標だと思っておりますが、将来

に向けて今取り組むべき重要な課題でありまし

て、本県も、総合計画や地方創生総合戦略など

において、正面から取り組んでいくこととして

おります。

まず、強い経済の実現につきましては、フー

ドビジネスなど成長産業の振興や中核的な企業

の育成を通じ、県外からの外貨の獲得と地域内

での経済循環の拡大に取り組んでまいりたいと

考えております。

次に、希望出生率につきましては、結婚・出

産・子育てなど、ライフステージに応じた支援

を通じて、子供を生み育てやすい環境の創出を

図ることとしております。

最後に、介護離職ゼロにつきましては、介護

サービスの充実や介護人材の確保などを進め、

介護と仕事が両立できる環境づくりを目指して

いるところであります。これらの実現に向け

て、補正予算案や当初予算案に掲げた重点施策

の推進などに、しっかりと取り組んでまいりた

いと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○総合政策部長（茂 雄二君）〔登壇〕 お答

えします。

「生涯活躍のまち」構想についてでありま

す。「生涯活躍のまち」構想は、市町村が主体

となって、中高年齢者が地方などに移り住むた

めの環境整備を行うことで、都市部の高齢化問

題に対応するとともに、地方への人の流れをつ

くっていこうとするものであり、県内では、宮

崎市と小林市が推進の意向を示しております。

これにより、元気な中高年者を中心とした移

住が進むことで、地方の人口増加、消費や雇用

拡大といった地域経済の活性化が期待されます

が、地方の介護や医療における財政負担の増

加、介護人材不足の深刻化なども考えられま

す。このため、県といたしましては、関係部局

が連携し、情報提供や相談対応などの支援を行

うなど、市町村が円滑に事業を推進できるよう

努めてまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

○徳重忠夫議員 ありがとうございました。一

億総活躍社会の実現に向けた新三本の矢につき

ましては、知事も簡単には達成できない目標だ

と言われておりましたが、県民の誰もが幸せを

実感できる社会の実現に向けて、しっかりと取

り組んでいただきますようにお願いしておきた

いと思います。

それでは、次の質問に入ります。介護費用の

縮減対策及び介護職員の不足についてお伺いい

たします。

先ほど総合政策部長の答弁にもありましたと

おり、移住施策を進めていく上でも、介護・医

療に係る財政負担の懸念が出ております。介護

保険制度は、平成12年の制度創設以来15年が経

過し、高齢者の介護になくてはならないものと

して定着しているところでもあります。平成12

年度には全国で3.6兆円であった介護費用が、13

年後、25年度には9.2兆円と約2.6倍に増加して

おります。また、65歳以上の方が支払う保険料

は、平成12年度には全国平均で月額2,911円だっ

たものが、現在は5,514円と1.9倍に増加してお

ります。本県においても、3,153円から5,481円

と約1.7倍になるなど、家計を圧迫しつつありま

す。
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しかし、その一方で、全国では、健康体操な

ど介護予防の取り組みがより一層広まってお

り、介護費用の伸びを抑制している地域もある

と聞いておるところであります。そこで、その

ような地域として、どのような事例があるの

か。また、本県では、介護費用を抑制するため

に、どう取り組んでいこうとされているのか、

福祉保健部長にお伺いしておきたいと思いま

す。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） お尋ねにあり

ました全国の事例としては、埼玉県和光市の、

掃除や洗濯といった日常生活の動作をスムーズ

に行うための体操に取り組むことによりまし

て、高齢者の自立した生活につなげている例、

あるいは長崎県佐々町の、中高年のボランティ

アを養成して、地域での体操教室の担い手にす

ることで、住民主体の介護予防の取り組みを拡

大している例などがありまして、いずれも、要

支援・要介護の認定率の引き下げや、介護費用

の抑制を実現しております。

本県では、これらの先進事例に倣い、県内各

地域での取り組みを促進するために、国のモデ

ル事業を活用した市町村への支援を行っており

まして、昨年度からの２年間で県内８市町が参

加し、都城市では80カ所の体操教室が立ち上が

るなど、徐々にその取り組みが広がっておりま

す。また、全市町村を対象に、このような県内

外の先進事例を紹介する研修会の開催やアドバ

イザーの派遣なども行っているところであり、

県としましては、運動器症候群、いわゆるロコ

モティブシンドロームの予防なども含めまし

て、今後とも、介護予防への取り組みを積極的

に推進してまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ぜひ、介護予防については、

積極的に運動を展開していただきたいとお願い

しておきます。

昨年の新聞報道によりますと、国は、団塊の

世代が全て75歳以上となる平成37年には、全国

で約38万人という多くの介護職員が不足すると

の推計結果を公表しております。介護職員は年

々ふえているものの、今のままでは介護サービ

スの需要の増加に追いつかない状況になってい

るとのことであります。また、介護職員につい

ては、離職率が他の職種に比べて高い状況にあ

ると聞いております。そこで、本県における介

護人材は将来的にどのくらい不足するのか。ま

た、今後、介護人材の確保にどのように取り組

んでいくのか、福祉保健部長にお尋ねしておき

たいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 本県におきま

しては、高齢者人口がピークを迎える平成37年

には、4,000人を超える介護職員の不足が見込ま

れております。このため県では、介護人材確保

のため、従来から、賃金や職場環境などの改

善、修学資金の貸し付けなどに取り組んできて

おりまして、今年度からは、「地域医療介護総

合確保基金」を活用して、未経験者の就業促

進、初任者に対する基礎研修の受講支援などに

取り組んでいるところであります。

さらに、来年度予算案の新規事業におきまし

ては、介護人材の中核となる介護福祉士の養成

及び復職支援や、小規模事業所に対する共同研

修の支援に取り組むこととしております。今後

とも、こうした人材確保・定着策への取り組み

を通じて、介護の現場での働きやすさ、働きが

いを高め、介護分野への就業促進や、在職者の

離職防止を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○徳重忠夫議員 平成37年といいますと、あと

９年後でございます。本県でも4,000人を超える
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介護職員の不足が見込まれるとの答弁でござい

ました。私は、非常に厳しい数値であると感じ

ております。目標をしっかり立てていただい

て、計画的に取り組んでいかないと、とても達

成できないと考えますので、今後とも、施策の

一層の推進とあわせて、しっかりとした確保対

策に取り組んでいただきますよう、強く要望し

ておきたいと思います。

それでは次に、高校生の県内就職率向上対策

についてお伺いしていきます。

本県の有効求人倍率は、昨年春からずっと１

倍台をキープしていると伺っております。昨年

の春に卒業した高校生の就職内定率について

も、ほぼ100％に近い水準で、過去最高だったと

伺っております。この春卒業する３年生につい

ても、昨年並みか、あるいはそれを上回る内定

率になるのではないかということでありまし

た。このこと自体、大変喜ばしいことでありま

すが、就職先の内訳を見ますと、本県の高校生

の県内就職率は54％で、半数近くが県外に流出

しており、全国順位も最下位という大変厳しい

状況になっております。

現在、県内では、さまざまな業種において深

刻な人手不足に陥っており、地元企業からは、

「このままでは事業の継続自体が難しくなる」

という悲鳴が上がっております。このような状

況を考えても、もっと高校生の県内就職促進対

策に力を入れて取り組むべきと考えますが、ま

ず、高校生の県内就職率が全国最下位となった

要因をどのように分析しているのか、商工観光

労働部長にお尋ねいたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 本県の高

校生の県内就職率につきましては、これまでも

全国で40位台と低迷しておりましたが、昨年最

下位となったところでありまして、県としても

大変重く受けとめております。その要因といた

しましては、大企業志向や希望職種があること

などを理由に、県外を希望する生徒が多いこと

や、昨年度は特に、景気回復に伴いまして、給

与等の条件のよい県外求人が大きく伸びたこと

が影響したのではないかと考えております。

また、１月に開催しました産学労官の代表者

による雇用政策懇談会においても、多くの意見

をいただいたところでありますが、教師や生徒

が地元企業を十分に知らないこと、企業側のア

ピール不足という課題がありまして、県内企業

の魅力や宮崎で働くイメージを高校生に十分伝

え切れていないという点も、大きな要因の一つ

ではないかと考えております。

○徳重忠夫議員 高校生の県外志向や、都会の

企業と宮崎の企業との給与差など、簡単に埋め

られる問題ではありませんが、本県もこれから

本格的な人口減少社会を迎えるわけで、地域社

会の活力の維持や、産業振興を担う人材確保と

いう観点からも、できれば高校生に宮崎に残っ

ていただき、活躍してほしいと思うわけであり

ます。もちろん、職業選択は本人の自由ですの

で、強制はできないわけですが、もっと県内就

職に目を向けてもらえるように、高校生活の早

い段階から、例えば地元企業での就業体験の機

会を設けるなど、高校生にいろいろと働きかけ

ていくことが、県内定着に有効ではないかと考

えます。

一方で、企業側の努力も必要ですので、積極

的に取り組んでいただけるように働きかける必

要があると思います。そこで、高校生の県内就

職を促進するため、どのように取り組むのか、

商工観光労働部長と教育長にお伺いしておきた

いと思います。

○商工観光労働部長（永山英也君） 高校生の
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県内就職を促進するためには、これまで以上

に、企業と学校、企業と生徒の接点をふやし、

高校生が県内企業の魅力や宮崎で働くことの意

義に触れる機会を多く提供していくことが重要

であります。このため、今議会に提案しており

ます新規事業の中で、企業と高校をつなぐ県内

就職支援員を配置し、高校への企業情報の提供

やインターンシップの受け入れ先の開拓などに

取り組むこととしております。

また、高校生活の早い段階から、県内に就職

する、あるいは進学するイメージを広げてもら

うため、１・２年生それぞれに、県内企業や大

学等を紹介する機会を提供することとしており

ます。さらに、宮崎労働局や県、学校、経済団

体等で構成します「新卒者等就職・採用応援本

部」におきまして、「さあ、みやざきで働こ

う！県内就職等促進プロジェクト」を立ち上げ

ております。関係機関それぞれが役割を分担

し、かつ十分に連携しながら積極的に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○教育長（飛田 洋君） 県内就職をふやすた

めには、県内就職希望者はもとよりですが、県

外就職希望者に、県内企業で働くことのすばら

しさを伝え、県内へと目を向けさせることが大

切であると考えております。

そこで、新規事業をお願いしておるところで

ありますが、就職先を決める前の高校１・２年

生の段階で、企業の経営者から高校生に対し

て、会社のよさとか働く人の魅力を熱く語って

いただいたり、企業から高校生に対してインタ

ーンシップを募集していただくなど、これまで

の発想を変えて、学校から企業へというアプロ

ーチの仕方ではなく、企業から高校生へのアプ

ローチという方向で動いていただけるような働

きかけをしてまいりたいと考えております。

また、県内企業から、ぜひ県内の高校生を採

用したいという熱意を示していただくために

は、できるだけ早く求人票を学校に届けていた

だく必要がありますが、現状では、高校での求

人受け付け解禁日の７月１日―実はこの日か

ら、高校生は具体的に自分の就職先をどの会社

かということで探し始める日なんですが―そ

の段階で、県外からの求人票が学校に多数届い

ているのに比べて、県内からの求人票が届いて

いる割合というのは、まだまだ少ない状況にあ

りますので、求人票の早期提出についても、引

き続き強く関係団体に呼びかけてまいりたいと

考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございました。よ

ろしくお願い申し上げておきたいと思います。

次に、企業立地についてお伺いいたします。

本県では、これまで多くの若者が就職などで

都市部へ流出し、このことが人口減少の要因の

一つとして指摘されているところでもありま

す。若者が地元にとどまり働ける雇用の場を創

出することは、人口減少問題に直面する地方に

とって喫緊の課題でもあります。こうした中、

雇用の創出に即効性のある企業立地の取り組み

は大変重要であり、今後とも積極的に進めてい

く必要があると考えております。

中でも、フードビジネス関連企業のような製

造業の立地は、雇用の創出はもちろんのこと、

地域の資源を活用した加工品の製造・販売等を

通じて、地場産業との結びつきも出てくるな

ど、大きな波及効果が期待できるものでありま

す。そこでまず、過去５年間の製造業の企業立

地の状況について、商工観光労働部長にお伺い

しておきたいと思います。

○商工観光労働部長（永山英也君） 平成23年

度から本年２月末までの約５年間の立地状況に
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つきましては、まず全体から申し上げますと、

件数は168件、最終雇用予定者数は6,872人と

なっております。そのうち、お尋ねの製造業に

つきましては、件数は110件と全体の約７割に当

たり、最終雇用予定者数は3,333人と全体の約半

分を占め、いずれも高い割合となっておりま

す。製造業を業種別に見ますと、フードビジネ

ス関連が53件1,625人、件数、最終雇用予定者数

ともに製造業全体の約半分を占めております。

次いで、自動車関連が12件303人、木材・木製品

関連が11件378人などとなっております。

○徳重忠夫議員 製造業は毎年600人以上、企業

全体では1,300人以上の雇用となっているようで

ありまして、大変うれしい、喜ばしいことだ

と、このように思っております。

ところで、本県では、東九州自動車道や都城

志布志道路等の交通インフラの整備が進み、企

業立地に向けた環境が整いつつありますことか

ら、この機を捉えて、さらなる企業立地の取り

組みを進めていくことが重要だと考えておりま

す。私は、製造業の企業立地を進めるために

は、あらかじめ工業団地を整備し、企業がいつ

でも進出できるように、座布団を用意しておく

ことが何よりも重要であると考えます。県も市

町村への支援を行うなどして、企業に対して目

に見える形で受け皿となる工業団地を整備して

おくべきと考えております。そこで、県内の分

譲中の工業団地の状況と今後の整備促進につい

て、県の考え方を商工観光労働部長にお伺いし

ておきたいと思います。

○商工観光労働部長（永山英也君） 現在、市

町村と連携して分譲を行っております工業団地

は、県内９市町に13カ所あります。分譲対象面

積は約220ヘクタールとなっております。このう

ち、約半分に当たります107ヘクタールが未分譲

となっており、現在、これらの工業団地の早期

分譲に向けて取り組んでいるところでございま

す。

東九州自動車道等のインフラ整備が進んでい

る中、工業団地をあらかじめ整備しておくこと

は、製造業などの企業立地を推進する上で大変

重要であります。このため、県といたしまして

は、市町村に対し、補助事業により支援を行っ

ておりまして、現在、この事業を活用して、都

城市などが新たな工業団地の整備を進めている

ところであります。今後とも、市町村と連携し

ながら、新たな工業団地の整備を促進するな

ど、一層の企業立地を図ってまいりたいと考え

ております。

○徳重忠夫議員 ぜひ積極的に進めていただき

ますようにお願いしておきたいと思います。企

業立地の取り組みは、県民所得を上げていくた

め、また、本県の人口流出対策としても大変重

要な取り組みでございます。今後とも、市町村

としっかりと連携して取り組んでいただきます

ように、お願い申し上げておきたいと思いま

す。

次に、農政問題についてお伺いしていきま

す。

畜産の問題について伺います。今回の２月の

都城家畜市場の子牛競り価格は、去勢が84

万5,000円、雌が72万9,000円、平均79万円と一

段と高騰しております。この原因としまして

は、全国的に和牛繁殖農家の高齢化等で子牛の

出荷頭数が減少しているためであり、緊急かつ

重要な課題として、子牛の生産体制の強化に取

り組むべきであると考えております。

しかし、個々の農家の規模拡大による増頭対

策は、もう限界に来ていると私は考えておりま

す。新たな方向としては、500頭あるいは1,000
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頭規模の大規模繁殖団地の設置が絶対必要では

ないかと考えております。既に鹿児島県では、

５年ほど前から、500頭規模の団地を２カ所、Ｊ

Ａが中心となって整備されております。安定し

た生産体制が図られているようであります。

平成26年２月の議会においても、部長にお伺

いしたところであり、全国的に見ても、宮崎を

含む南九州が子牛の生産の拠点であることは紛

れもない事実であります。関係機関と一体と

なって、「子牛の生産は俺たちが担う」といっ

た強い意気込みが必要ではないかと私は考えて

おります。そこで、子牛の生産体制を確立する

ため、大規模な生産団地を整備する必要がある

と思いますが、どのように考えておられるの

か、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 全国的に子牛

生産頭数が減少する中で、御指摘の大規模な生

産団地の整備を初め、肉用牛の生産基盤を強化

していくことは、大変重要な課題であると認識

しております。このため県では、昨年度、市町

村やＪＡ等、関係機関と一体となって、県内

８つの地域ごとに、それぞれ具体的な取り組み
※

を定めた「人・牛プラン」を作成したところで

あります。

現在、県におきましては、国のクラスター事

業等を活用しながら、新規就農や規模拡大を支

援するとともに、地域の拠点施設の整備を推進

しているところであり、平成28年度は、こうし

た取り組みをさらに強化してまいりたいと考え

ております。

○徳重忠夫議員 ただいまの答弁では具体的な

計画は示されませんでしたが、今後の肉用牛生

産体制の強化には、大規模繁殖団地の設置が必

要であると考えております。また、畜産は、本

県の基幹産業の大きな柱でもあります。さきに

述べましたとおり、鹿児島県では既に団地が整

備され、繁殖技術が集積され、安定的に１年１

産の体制が確立されております。そこで、大規

模な子牛の生産団地整備について、知事の考え

をお伺いしておきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 私もことしの初競りを

視察いたしましたが、子牛価格は大変高くなっ

ております。全国的な子牛不足の中で、本県が

肉用牛の一大産地として、今後ともしっかりと

した役割を果たしていくために、繁殖雌牛の増

頭は大変重要な課題であると認識しておりま

す。今、部長が地域の拠点施設の整備を推進す

るという旨の答弁をしたところでありますが、

御提言の趣旨というものをしっかりと念頭に置

いて、農業団体とも十分意見交換をしながら取

り組んでまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ぜひ前向きに進めていただき

たいと思います。この団地の整備では、国が２

分の１補助するんだそうであります。ＪＡだけ

に頼るのではなくて、金融機関なども巻き込ん

だ県内外の企業などの参入も含めて、ぜひ大型

団地を実現していただくよう、強く要望してお

きたいと思います。

続いて、次世代施設園芸団地についてお伺い

いたします。このたび、国富町に整備されまし

た次世代施設園芸団地につきましては、高度な

先進技術を駆使した施設園芸を展開していく団

地と伺っており、その成果の波及については非

常に期待しているところでもあります。今後、

県としましては、次世代施設園芸団地の成果を

県全体に波及させていく方針であると聞いてお

りますが、現在の取り組み状況と、県内に波及

させていくための今後の課題について、農政水

産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 次世代施設園
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芸団地では、昨年８月から、キュウリ1.8ヘクタ

ール、ピーマン2.3ヘクタールの栽培を開始し、

生育に最も適した環境制御や栽培技術の実証・

データ収集のほか、現地研修会の開催や県内生

産者の視察受け入れなどに取り組んでいるとこ

ろであります。この次世代施設園芸団地の取り

組みの成果を県内へ効果的に波及させるために

は、より低コストな環境制御システムの構築

や、大規模施設における効率的な生産・労務管

理モデルの確立、さらには、高度な環境制御技

術を使いこなせる農家の育成等が課題であると

考えております。

このため、県といたしましては、本議会でお

願いしております「次世代施設園芸地域展開促

進事業」等を活用いたしまして、大規模施設運

営の効率化や人材育成などを、関係機関や団体

と一体となって進めてまいりたいと考えており

ます。

○徳重忠夫議員 次世代施設園芸団地は約４ヘ

クタールの規模と聞いておりますが、私は、園

芸施設も団地化を促進することが絶対必要だ

と、このように考えている一人です。生産者の

生産技術の向上や、効率的な技術・経営指導も

期待できるものと考えております。そこで、担

い手を確保し、施設園芸産地を維持・発展させ

るためには、団地化を進めることが絶対必要だ

と考えておりますが、農政水産部長の考えを、

もう一度お聞かせいただきたいと思います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 施設園芸の団

地化を進めることは、作業管理の効率化や、共

同利用による施設・機械の低コスト化、さらに

は、生産技術の平準化等の観点から、大変重要

であると考えております。このため県では、

「強い農業づくり交付金」の活用等により、次

世代型施設園芸団地の取り組みやリース方式に

よる団地化を、これまで支援してきたところで

ございます。今後は、これらの取り組みに加え

まして、今回新設されました、国の「産地パワ

ーアップ事業」を最大限に活用するなど、競争

力のある産地づくりに向けた団地化の取り組み

を積極的に推進してまいりたいと、このように

考えております。

○徳重忠夫議員 よろしくお願いしておきま

す。本県は、キュウリ、ピーマンなど、生産量

全国トップクラスの産地でありますので、今

後、定時・定量・定質の出荷により、市場の信

頼を確立し、この日本一の産地を守っていくた

めにも、園芸施設の団地化は欠かせないもので

あると思います。団地化を進めるに当たって

は、県として、その道筋をしっかりと示してい

くことが非常に重要であると考えますので、団

地化する地域を指定したり、ＪＡ等のリース事

業等により、新規就農者の受け皿づくりを行う

必要があります。ＪＡと法人の連携による地域

全体の団地化の取り組みを支援するなど、県が

しっかりとした産地を誘導するよう、強く要望

しておきたいと思います。

次に、農地中間管理事業についてお伺いいた

します。私は常々、大型の農業法人だけでな

く、家族経営であっても農地を集積し団地化す

ることで、生産効率を上げていく必要があると

申し上げてまいりました。昨年度スタートしま

した農地中間管理事業は、農業に夢と希望を

持って経営に取り組んでいこうとする、家族経

営も含めた、意欲ある農業者を後押しする事業

だと考えております。

平場地帯では、集落営農組織などが主体と

なって農地中間管理事業の活用が進んでおりま

すが、経営規模の小さい中山間地域では、農地

を引き受ける担い手も限られており、儲かる農
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業への転換が進んでいない状況にあるのではな

いかと考えております。このため、ＴＰＰへの

対応も含め、本県の経営耕地の約６割を占める

中山間地域をポイントに置いた取り組みが、大

変重要ではないかと考えておるところでありま

す。そこで、中山間地域における農地中間管理

事業の活用方針について、農政水産部長にお伺

いしておきたいと思います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 中山間地域

は、小規模な農地が傾斜地に点在するなど、農

地中間管理事業を進める上で、さまざまな課題

がございます。このような中、本年度、高千穂

町におきましては、中山間地域等直接支払制度

の協定集落において、しっかりとした話し合い

活動が行われ、町の耕地面積の約13％に当た

る270ヘクタールが、本事業を活用して、集落営

農法人等に貸し付けられております。

県といたしましては、この高千穂町の取り組

みを、中山間地域における農地中間管理事業の

推進モデルとして波及させることで、標高差を

生かした施設園芸や、近年需要が伸びておりま

すクリ・ユズ等の産地化、肉用牛の放牧など、

本事業を活用した中山間地域ならではの産地づ

くりに取り組んでまいりたいと、このように考

えております。

○徳重忠夫議員 ぜひ積極的にお取り組みいた

だきたいと思います。中山間地域の農業者が明

るい展望を抱けるように、農地施策だけでな

く、さまざまな施策を活用した取り組みをお願

い申し上げておきたいと思います。

次に、地域ブランド保護制度についてお伺い

してまいります。昨年12月23日付の宮日新聞

に、「夕張メロン」や「神戸ビーフ」など７品

目を、国が地域ブランドとして保護する「地理

的表示保護制度」に初登録したとの記事があり

ました。その制度の特徴は、国が産品の品質に

ついてお墨つきを与え、不正使用を取り締まる

こと、地域の生産者全体が共有財産として使用

可能となることが挙げられております。

宮日新聞の記事にも、森山農林水産大臣が記

者会見で「今度とも地理的表示の登録を進め、

国内外の需要拡大を目指す」と述べられたとあ

るように、私は、この制度が本県農産物の国内

外での販売量の増加につながるのではないかと

考えております。そこでまず、地理的表示保護

制度に対する本県の取り組み状況について、農

政水産部長にお伺いしておきます。

○農政水産部長（郡司行敏君） 地理的表示保

護制度は、地域の特色ある農産物の名称を、産

地の特性や品質等の基準とともに登録できます

もので、登録後は、基準を満たす地域の生産者

全体で使用できることから、登録に向けては、

生産者や関係者の合意形成が重要であると考え

ております。このため県では、市町村やＪＡ等

を対象とした説明会を開催し、制度の周知を図

りますとともに、産地の意向把握に努めてきた

ところであります。

さらに、国の支援機関と連携しながら、申請

を希望する生産者団体や事業者向けの相談会、

個別指導を行ったことにより、現在「黒皮かぼ

ちゃ」及び「糸巻き大根」において、申請に向

けた具体的な準備が進められているところであ

ります。

○徳重忠夫議員 市町村や農業団体等を通じ

て、積極的に県内関係者への制度の周知を図っ

ているとの答弁がありましたが、国のホームペ

ージによりますと、本年２月２日には、「くま

もと県産い草」など３品目が追加されておりま

す。合計10産品が登録されているようでありま

すが、全国的には期待したほど登録が進んでい
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ないように感じます。そこで、本県農産物にお

ける地理的表示保護制度の今後の活用につい

て、農政水産部長にお尋ねしておきたいと思い

ます。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本県農産物が

地理的表示保護制度に登録されることは、国内

外における付加価値の向上や、販売力の強化に

つながるものと考えております。一方、申請に

当たりましては、産地としておおむね25年以上

の伝統を有していることや、気候風土と産品の

品質等との結びつきを証明すること、さらに

は、既に商標権がある名称について、商標権者

以外の生産者との合意形成が必要なことなど、

推進上の課題もあるところであります。県とい

たしましては、今後、生産者や市町村、関係団

体等と一体となって、本県の特徴ある農産物の

登録に向けて支援を行ってまいりたいと考えて

おります。

それから、一つ修正をお願いしたいんですけ

れども、先ほど「人・牛プラン」の作成につい

てお話をいたしました。「県内８つの地域で具

体的に作成した」というふうなことを申し上げ

ましたが、申しわけございません、「９つ」の

間違いでございます。修正させていただきたい

と思います。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。本県

では、「黒皮かぼちゃ」「糸巻き大根」の登録

に向けた動きがあるとのことでございます。大

変すばらしいことだと思っております。他県で

は、「夕張メロン」や「神戸ビーフ」など全国

的に有名な品目で登録されているものもあり、

本県でも、「宮崎牛」や「マンゴー」「スイー

トピー」など特産品が登録できないものかと、

私はこう考えております。

この登録に向けましては、商標権の問題など

さまざまな課題があると、ただいまお答えいた

だきましたが、本県農産物の付加価値向上や国

内外の需要拡大にも弾みがつく取り組みではな

いかと期待しているところであります。市町村

や農業団体としっかりと連携しながら、本制度

を有効に活用していただきますようにお願いし

ておきたいと思います。

続いて、投票率についてお伺いしてまいりま

す。

昨年は、70年ぶりに選挙権を拡大する公職選

挙法の改正が行われ、今年夏の参議院議員通常

選挙から選挙権年齢が18歳以上へと引き下げら

れる見通しとなっておりますが、本県における

最近の選挙の投票率は、平成25年の参議院選

挙49.82％、平成26年の衆議院選挙49.86％、同

じく平成26年の知事選挙44.74％、昨年行われま

した私たちの県会議員選挙42.52％、軒並み50％

を下回る状況が続いております。これでは民主

主義の根幹が揺らぎかねないと、深く危惧して

いるところであります。

このような投票率の低下は、全国的な傾向と

聞いておりますが、九州・沖縄各県における本

県の投票率の状況について、選挙管理委員長に

お伺いしておきたいと思います。

○選挙管理委員長（後藤仁俊君） まず国政選

挙ですが、平成25年の参議院議員通常選挙及び

平成26年の衆議院議員総選挙では、九州・沖縄

８県の中で、本県は２番目に低い投票率でし

た。また、知事選挙は、各県で執行時期は異な

りますが、直近の選挙で比較すると、８県中４

番目に高い投票率でした。それから、県議会議

員選挙は、沖縄県以外は統一地方選挙で執行さ

れますが、８県中２番目に低い投票率でした。

このように、最近の本県の投票率は、九州・沖

縄の中で低い傾向にあります。
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○徳重忠夫議員 ただいまお話しのとおりでご

ざいまして、知事選挙は非常に立派な成績だっ

たと思いますが、あとは軒並み九州でびりとい

うような状況になっております。非常に残念で

ございます。

ところで、九州・沖縄の中でも本県の投票率

は低いということでございますが、選挙管理委

員会としては、このことをどう捉えているの

か、もう一度お答えいただきたいと思います。

○選挙管理委員長（後藤仁俊君） 選挙の投票

率は、その時々の政治情勢、候補者の政策や争

点、天候など、さまざまな要因に左右されます

ので、一概には言えませんが、有権者の政治離

れも相当進行していると考えられますので、大

変重く受けとめております。

○徳重忠夫議員 この夏には参議院議員通常選

挙が行われます。投票率を向上させるために

は、例えばショッピングセンターや大学等で投

票できるようにする、あるいは投票所までの交

通が不便な地域に移動式の期日前投票所を設置

するなど、何かインパクトのある取り組みを打

ち出していく必要があるのではないかと考えま

すが、いかがでしょうか。

○選挙管理委員長（後藤仁俊君） 投票率を向

上させるためには、主権者意識の醸成が重要と

なりますので、若者向けのワークショップや意

見発表会などの各種啓発事業を継続・拡充する

とともに、教育委員会等と連携・協力し、学校

における選挙の出前授業や模擬投票等にも取り

組んでいきたいと考えております。また、選挙

の際には、テレビ、ラジオ、新聞、ホームペー

ジ、コンビニのレジ広告など、各種媒体を活用

した広報に加え、街頭などでの啓発活動も行っ

てまいります。

これらの啓発に加え、投票しやすい環境の整

備も重要と考えます。夏の参議院議員通常選挙

から、大型商業施設や大学に期日前投票所を設

置予定の市町村があるほか、交通が不便な地域

へ短時間の期日前投票所を設けたり、コミュニ

ティバスの運賃を無料にするなどの取り組みを

行った事例もありますので、市町村選挙管理委

員会への情報提供や助言を行い、投票環境の整

備を図ることで、投票率の向上につなげてまい

りたいと考えております。

○徳重忠夫議員 よろしくお願い申し上げてお

きます。

次に、教育長にお尋ねしておきたいと思いま

す。主権者教育についてであります。今回、選

挙権年齢引き下げに伴い、全国では240万人、本

県においては２万人が、新たに有権者になると

見込まれております。今回の選挙権年齢引き下

げを契機に、県全体、とりわけ若者の投票率を

上げていくための取り組みにつなげていくこと

が重要であり、そのため、高校生への主権者教

育が大きな鍵を握ると考えております。特に高

校生に対しては、投票に行くことの大切さなど

について、高校で早い段階から指導していただ

きたいと考えております。

高校において、しっかりとした主権者教育を

行うことが、新たに有権者となった若者の投票

行動につながると考えます。さらに、そのこと

が、親、兄弟など、既に選挙権を持つ県民が投

票に行くきっかけになるなど、相乗効果につな

がることも期待されております。そこで、本県

における高校生に対する主権者教育の取り組み

状況について、教育長にお伺いしておきたいと

思います。

○教育長（飛田 洋君） 主権者教育の取り組

み状況ですが、高校では、公民科の授業におい

て、政治の仕組みなどについて基本的な理解を
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深めさせるとともに、総合的な学習の時間など

において、国や地域の抱える具体的な課題を考

えさせたり、生徒会・部活動等において、体験

を通して、自治能力を育成したりする指導など

を行っているところであります。

県教育委員会では、選挙権年齢引き下げを積

極的に受けとめ、これまでの取り組みを一層充

実するよう学校を指導するとともに、本県独自

の取り組みとして、主権者教育が組織的に行わ

れますように、各県立学校において、「主権者

教育推進委員会」を設置するとともに、「主権

者教育推進リーダー」を任命いたしました。

このリーダーを中心に、現在、各高等学校で

は、ディベート（生徒同士の討論）やパネル

ディスカッションなど、より実践的な活動を取

り入れるなど、一歩踏み込んだ来年度の指導計

画を作成しているところであり、生徒が主権者

意識をさらに高めていくことができるよう、各

学校を積極的に指導してまいります。

○徳重忠夫議員 ぜひよろしくお願い申し上げ

ておきたいと思います。主権者教育について

は、子供たちに選挙の大切さを理解してもらう

こととあわせて、子供たちが家庭に持ち帰っ

て、親と政治について語り合うことで、参政意

識の高まりを期待しているところでもありま

す。投票率の向上につきましては、私ども政治

家、行政、そして主権者であります県民が、一

体となって取り組まなければならない大きな課

題であります。まずは、投票率九州一を目指し

て、しっかりと取り組んでいただきたい、この

ように考えております。

それでは次に、交通安全標語についてお尋ね

してまいります。

本県の交通事故の原因のうち、脇見やぼんや

り運転などが約７割を占めておりまして、全国

平均を10ポイント上回っているとのことであ

り、運転時の緊張感を高める広報啓発活動が重

要ではないかと思います。県は、これに対して

「てげてげ運転追放」を掲げて取り組んでおら

れますが、私も車を運転していまして、「てげ

てげ運転追放」と書かれたのぼりとよく出会う

ところであります。しかし、大人は、その意味

が「脇見、ぼんやり運転などを追放すること」

だと何となく理解できますが、子供には理解が

難しい、大人も子供にはうまく説明できないの

ではないかと、私はこう考えております。

また、県外から観光に来られた人に対して

も、いいかげんな県民性という印象を与えてし

まう可能性があり、私は好ましくないと考えて

おります。そこで、「てげてげ運転追放」とい

う標語について、誰もが理解しやすいものに変

えていくべきだと考えますが、総合政策部長の

考えをお伺いしておきます。

○総合政策部長（茂 雄二君） 「てげてげ運

転追放」につきましては、脇見や安全不確認等

の漫然運転を追放する県民運動として、公募に

より決定し、平成21年９月より使用しておりま

す。この名称につきましては、これまでさまざ

まな取り組みで使われ、浸透が図られた一方

で、人によっては「てげてげ」という方言が抽

象的でわかりにくいことや、若者になじみが薄

いといった声があることなどから、よりわかり

やすい表現にするため、昨年11月からことし１

月にかけて、新たなスローガンの公募を行いま

して、現在、その選考を進めているところで

す。今後とも、わかりやすいスローガンなどに

より、交通安全意識の高揚を図り、事故の抑制

に努めてまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 私は、交通安全標語について

は、大人から子供まで全ての県民が理解できる
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ものでなければならないと考えております。中

でも、交通弱者である子供たちにこそ、その意

味をしっかりと理解させる必要があると、この

ように考えております。「てげてげ運転」とい

う言葉を使うことによって、宮崎の多くの大人

がいいかげんな運転をしているという、誤った

印象を子供たちに持たせることは避けなければ

ならないと、私は考えています。

学校においても、交通安全教室を開き、横断

歩道の渡り方や安全な自転車利用など、交通ル

ールやマナーについてしっかりと指導されてお

ります。そこで、子供たちへの交通安全教育を

指導する立場にある教育長にお伺いしてみたい

と思います。「てげてげ運転」という言葉の意

味を子供たちに理解させることは非常に難しい

と、私はこう思っています。教育者の立場か

ら、「てげてげ運転」という言葉をどのように

感じておられるのか、教育長の所感を伺ってお

きたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 標語に「てげてげ」

という方言が使われているということについて

でありますが、方言は、その土地の風土のよさ

とか人情の温かみもあらわしているものと考え

ております。方言を使うことで、より親しみが

増すということなどから、この標語が採用され

たのではないかと考えております。

一方で、先ほど御指摘もありましたように、

標語は、意味が正しく伝わり、広く浸透するこ

とが大切であると考えております。現在、子供

たちは、「てげ」というと「大変」とか「とて

も」という意味で使うこともありますが、そう

いう意味でも、「てげてげ」という言葉は、少

しわかりにくい面もあるのではないかと思いま

す。先ほど、総合政策部長から、新しい標語を

選考しているという答弁がございましたが、小

さい子供たちからお年寄りまで、わかりやすく

て、交通マナーの向上や事故防止につながるよ

うな親しみやすい標語が採用されることを期待

いたしているところであります。

○徳重忠夫議員 最後の要望になろうかと思い

ます。「てげてげ運転」につきましては、県警

本部長もおいでになっていますが、実は県警の

ホームページに、「てげてげ運転」の例示とし

て、「運転中の読書、お化粧、ひげそり、考え

事等をやめ、緊張感を持って運転し、交通事故

防止を図る運動です。運転中の携帯電話はもち

ろんだめです」と書いてあります。これらは、

ハンドルを握る者として当たり前のことであり

ますし、例示してまで子供たちに説明できるよ

うな行為ではないと私は考えます。

また、県外から宮崎に来られた方のブログの

中に、「てげてげ運転追放運動」実施中との表

示があるが、この標識の意味が県外出身者には

わかりにくい、伝わりにくいとの意見もありま

した。さきに述べましたとおり、私は、交通安

全標語については、誰にでも理解できる言葉で

あるべきと考えております。今回、新しい標語

を選考しているということでありますので、そ

の点を踏まえた標語となりますようにお願いし

ておきたいと、このように思います。

以上で私の質問の全てを終わらせていただき

ます。ありがとうございました。（拍手）

○星原 透議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時40分休憩

午後１時０分開議

○中野 明副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。
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次は、太田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） 私が議員に

なって、これまでずっと話し続けてきたある話

があります。それは床屋さんの話なんですが、

男の人は床屋に行くとひげをそってもらいま

す。床屋さんが熱いタオルを乗せてくれたんで

すけど、そのタオルがあんまり熱かったものだ

から、「熱い！ 熱いじゃないか」と取りのけ

たんですね。そうしたら、その床屋さんも、

「すみません。あんまり熱かったものですか

ら」と言ったそうです（笑声）。熱いのなら、

お客さんの口に乗せたらいかんでしょう。洗面

器にほたり投げるか何かせんといかんかったと

思うんですね。

ということで、こんな話をしながら、論語に

あるように、「己の欲せざる所は人に施すこと

勿れ」とか、もしくは、私たちの政治について

も、自分のことばかり考えちゃいけない、人の

ことも考える政治をしないといけないんじゃな

いかということを、有権者の方々に語ってきま

した。そんな思いから、知事にはよく、くどい

ようですが、派遣労働の問題とか超過累進課

税、本当にみんなが幸せになろうという思いか

ら、所得再配分の問題なんかも訴えさせてもら

いました。今回もこの思いを持って、論点は違

いますけれども、知事に２～３点、政治姿勢と

いうことでお聞きしたいと思います。

戦前、都道府県という地方自治体は官選知事

によって治められ、結果として、戦争協力のた

めの自治体になってしまったという苦い反省の

もとに、憲法を初めとした地方自治法などの民

主的な法律、そして自治体が生まれました。特

に今日、憲法改正問題や安保法案が云々される

中、今が自治体の正念場、踏ん張りどころでは

ないかと思います。今、自治体には、国の政策

にただ従うだけでなく、場合によっては異を唱

え、自治体の側から、真の解決策となるような

政策を積極的に国に提言していくという使命が

求められているように思います。

そこでまず、長野県で起こったスキーバス事

故や、働く者の４割を非正規が占めてしまった

という派遣労働の問題など、その底辺にある規

制緩和の問題について伺います。道路運送法の

改正により、運送業者がこれまでの免許制から

許可制に規制が緩和され、真面目な運送事業者

は多いことを信じながらも、案じられたとお

り、さまざまな業種が参入し、安ければよいと

いう風潮のもとで、安全確認がないがしろにさ

れ、悲惨な事故が続発しています。また派遣労

働者も、以前は通訳や秘書業務などの特殊な業

務に限定されていた派遣労働制が、2004年、規

制緩和により製造業にまで拡大されてしまいま

した。その結果は、不安定な労働条件が、少子

化や生活保護の増大、社会不安の増などの新た

な問題を起こしています。歴史的に見て、規制

緩和の問題は、レーガン大統領やサッチャー首

相の新自由主義が唱えられてからの問題のよう

ですが、古くは夜警国家論とかレッセフェール

という言葉があるように、長い歴史を持ったも

のであります。私は、経済や社会制度には適正

な規制が必要と考えますが、今日の日本の状況

を見て知事はどう考えられるか、お伺いしたい

と思います。

以下の質問は、質問者席にて行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

規制改革は、経済政策の柱として位置づけら

れてきたものでありますが、国民生活に対する

行政の関与のあり方を見直すものでありますた
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め、その効果は、経済的なものにとどまらず、

国民生活に影響を及ぼすものとなっておりま

す。私は、経済の活性化を図ることは重要であ

ると考えますが、同時に、安全・安心な国民の

生活を守ること、社会のセーフティーネットを

しっかりと整備することを怠ってはならないと

考えております。我が国には多種多様な規制が

存在しておりますが、社会や経済構造が変化し

ていく中で、規制することが必要かどうか、ま

た、規制を緩和することによって国民生活に支

障を来すおそれはないかといった両面の観点か

ら、不断の検証を行い、適切に見直すことに

よって、国民生活の安定・向上と経済活性化の

両立を目指していくことが必要であると考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

○太田清海議員 規制については不断の検証を

ということであります。私は、派遣労働の問題

については、国の形を変えるような問題、それ

から人間の精神思想、そういったものに何か与

えていくような気がするんです。労働差別とい

いますか、これは学校の問題でも大きく取り扱

われるとは思いますが、そういった日本人の心

の中に何か植えつけていくような気がして、私

は非常に心配しております。

この問題はここでおきますが、次に、地方創

生の問題について伺います。地方創生交付金に

ついてであります。昨年の国の補正予算で措置

された交付金のうち、昨年10月末までに地方版

総合戦略を策定した県を含む市町村に対して、

交付金を支給するなどの上乗せ交付分と言われ

る交付金があったようですが、その上乗せ交付

分の仕組みについて、総合政策部長にお伺いい

たします。

○総合政策部長（茂 雄二君） 地方創生交付

金のうち、上乗せ交付分につきましては、国の

平成26年度補正予算で300億円が措置されたもの

で、事業費全額が国費負担となっており、タイ

プⅠとタイプⅡの２種類あります。まず、タイ

プⅠは、地方創生総合戦略の策定時期とは関係

なく、先駆的な事業を国に申請し、外部有識者

の審査を踏まえ交付されるものであります。一

方、タイプⅡは、昨年10月までに総合戦略を策

定した全ての地方公共団体を対象に、1,000万円

を上限として交付されるものであります。

○太田清海議員 昨年10月末までに地方版の総

合戦略を策定した当時のマスコミの報道から

拾ってみましたら、これは西米良村長でありま

すが、ここは10月末までに策定しなかったわけ

ですけれども、その村長さんの言葉では、「10

月までに策定した自治体を優遇する制度は、地

方創生の趣旨と照らしていかがなものか」とい

う疑問を呈しておられます。また、川南町長

も、つくっていなかったんですが、「町民の意

見をできるだけ反映させるため、10月末の期限

を考慮しなかった」という言葉を発せられてい

ます。私は、有効にお金を使うということは当

然しなきゃいかんと思いますが、自治体とし

て、うちの村はこうなんだ、こうしていきたい

んだということを考えた場合、地方自治として

きらりと光るものを言葉の中に感じることがあ

ります。

山下准教授という大学の教授でありますが、

この方はこんなことを言っています。「この戦

略を補助金支給の裏づけとし、地方の競争をあ

おる道具にするなら問題がある。競争は人口の

奪い合いを招くだけで、本来の目的である出生

率向上につながらない」。国や地方が地方創生

のビジョンを打ち出していくことに―宮崎県

も涙ぐましい努力をされているということは私

も理解しております。
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この前、延岡でありました「延岡花物語」に

は、知事もおいでになり、永山商工観光労働部

長、その他多くの方も来られて、地方が今どん

なことをしているのか、どんな実態なのかとい

うことを、知事含め、一生懸命視察をしながら

政策に生かしていこうとしている。そういう気

持ちについては、一生懸命頑張っておられると

いう意味では評価をしたいと思っています。た

だ、地方創生と言ったときに、何かかゆいとこ

ろに手が届いていないような気がして、国の責

務をあやふやにして地方が競争させられている

というような感じがするわけです。知事に、現

在の地方創生に向けた取り組みをどう評価して

いるのか、お伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） これまでもさまざまな

地域振興策が行われてきたところであります

が、今回の地方創生の取り組みは、人口減少と

いうものに国全体として強い危機感を持ち、地

方の活性化と東京一極集中の是正をあわせて行

おうというところがポイントであろうかと考え

ております。したがいまして、国とともに地方

にも、政策実現に向けた覚悟と実行力が求めら

れているというふうに考えておるところであり

ます。御指摘がありました「延岡花物語」、こ

れも、地域の実情に応じて新しい観光誘客、ま

た魅力の発信の取り組みとして行われているも

のでありまして、地方が知恵を絞り、それを国

が財源、税制、さまざまなところで応援をする

という形で今、物事が進んでいるわけでありま

す。先ほど競争の話がございましたが、地域間

競争も適切に行われる限り、それは地域に活力

をもたらすものではないかと考えておるところ

でありまして、県の戦略、それから市町村の戦

略、それぞれ定めたところで、しっかりと連携

を図りながら進めてまいりたいと考えておりま

す。

○太田清海議員 わかりました。私は、都市間

競争とかいう言葉は、30年ぐらい前から、どう

かなと思っていたテーマでありましたが……。

もう一つ聞きたいのは、現在、非正規雇用が

４割と言われていますが、このような現状につ

いてどうお考えになるのかということを知事に

お伺いしたいと思います。安倍総理も、財界に

賃上げをということで一生懸命頑張っておられ

ます。ただ、私から見たときに、例えば最低賃

金を1,000円に上げようという話もありますけれ

ども、それはぜひやってもらいたいわけです

が、非正規、派遣労働をやめさせただけで２～

３万円はぽんと上がるわけです。私は、そうい

う意味では、非正規をなくしていくということ

だって大事なことではないかなと思います。そ

ういう思いで、知事にお伺いしたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 冒頭の規制の議論でも

ありましたが、物事には両面、さまざまな影響

というものがあろうかと思います。非正規雇用

は、一般的に雇用が不安定で賃金が低いなど、

さまざまな課題が指摘されます一方で、個人の

価値観の多様化に伴い、それぞれのライフスタ

イルに応じた働き方を選択する、そういうメ

リットといいますか、効果もあるのではないか

ということであります。私は、県民一人一人

が、その事情に応じて多様で柔軟な働き方がで

き、働くことで自己実現が可能な社会というも

のが望ましいと考えているところであります。

県としましては、成長産業の育成等により、良

質な雇用の場の確保に努めているところであり

ます。国においては、いわゆる不本意非正規労

働者の割合を大幅に引き下げることなどを内容

とするプランを策定したところでありまして、
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今後、労働局と連携をして、しっかりと取り組

んでまいりたいと考えております。さらに、政

府は、「同一労働同一賃金」の実現に踏み込む

考え方も表明して、その具体化に向けた検討も

スタートしているところであります。こうした

国の動きとも連動しながら、県民が安心して、

それぞれのライフスタイルに応じて働くことの

できるような社会づくりに努めてまいりたいと

考えております。

○太田清海議員 今、労働局の話が出ました

が、これは後でまた触れる時間があればやって

みたいと思うんですが、実は派遣労働の問題

で、家庭の事情で群馬県から延岡に帰ってきた

人がいます。派遣労働だった、その人から手紙

をいただきましたので、どういう状況かという

ことをお伝えしたいと思います。

「私はある派遣会社に勤めていて、群馬県に

いました。自動車にかかわるライン作業で、社

員と派遣労働者の休憩場所も違っていて、何で

同じ会社内で作業内容も同じなのに休憩場所が

違っているのか。正社員と仕事の話もできない

ことに不満を持っていたので、まずは仕事に対

して誰にも一言も言わせないよう頑張ってきま

した」。その人が職場で一生懸命頑張ったこと

が述べられていました。最後に、「私が仕事を

やめるときには、やめてほしくないとか、やめ

る理由を聞かれて、会社が対応できる話なら考

えるが等の言葉をいただいたことを、今でも誇

りに思っています」という手紙なんです。たど

たどしい字で書いてありますけれども、働く人

たちの誇り、本当に自分が大事にされているん

だということが、私は大事じゃないかなと思う

んです。現場の状況が書いてありますが、正職

員と派遣の人たち、同じ仕事をしているのに休

憩場所が違う。まるで情報交換されちゃ困ると

いう隔離政策をされているようで、果たしてそ

れでいいのかなという思いもあるものですか

ら、現実にこういう社会があるということは、

ぜひ見ておっていただきたいと思います。

それで、質問でありますけれども、全国知事

会というのがありますが、地域の実情を踏まえ

た政策の実現に向けて、全国知事会を通して国

に提案していくべきではないかと思います。知

事に最後の質問ですが、お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） これまでも議論があり

ましたような地方創生など、国と地方の適切な

役割分担のもとに、その実現に向けた取り組み

を行うことは大変重要であろうかと考えており

ます。今、全国知事会というふうな話もござい

ました。こういったさまざまな構造的な課題の

解決に向けまして、国も地方も責任を持ち、そ

して、国としても地方の実情を踏まえた施策を

進めていただくようにということで、全国知事

会を通じての意見も申し上げておりますし、さ

らには、ふるさと知事ネットワーク、また、日

本創生のための将来世代応援知事同盟、さまざ

まな知事のグループ、政策集団があるわけでご

ざいまして、例えば、企業等の地方移転の促進

や少子化対策の抜本強化などについて、これま

でも提言を行っているところであります。今後

とも、さまざまなそういうチャンネルを通じ

て、国に対して提言してまいりたいと考えてお

ります。

○太田清海議員 わかりました。大変だろうと

思いますが、実際の政策は国の政策と関連して

おるものですから、国がこう変わってくれれば

いいんだがなというのはあるんじゃないかと思

うんです。先週の代表質問の中でも、我が会派

の満行議員が、乳幼児医療費助成制度を高齢者

医療制度と同じように、国の責任で仕組みづく
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りをしたほうがいいんじゃないかという提言を

しましたけれども、なるほどなと思うところで

あります。そういう関連が出てくると思います

ので、ぜひ自治体からも政策提言をお願いして

おきたいと思います。

次に、教育行政についてでありますが、知事

にも、もう一回お聞きしたいと思います。

本県において実施している修学のための給付

金、返還が不要な奨学金等、どのようなものが

あるのか伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 県では、意欲と能力の

ある若者が、経済的理由により修学を断念する

ことがなく、安心して学ぶことができますよう

に、国庫補助事業であります高校生等奨学給付

金事業を平成26年度の入学生から実施しまし

て、低所得世帯の高校生等に対し、学用品費や

ＰＴＡ会費等に充てていただくための給付金を

支給しております。また、一定の要件を満たす

ことによりまして、貸与金の返還が免除となる

奨学金の例でありますが、定時制課程及び通信

制課程高校に在学する方を対象として、卒業す

ることにより返還免除となります修学奨励資金

貸与事業や、県内の特定の医療機関等で５年間

就労することにより返還免除となる宮崎県看護

師等修学資金貸与事業などの制度も設けている

ところであります。

○太田清海議員 宮崎県も、有利になるような

貸付資金とかそういうのをいっぱいつくってお

られるということはわかりました。医師につい

ても、先ほど言われた看護師についても、定時

制の子供さんたちとか、いろんなところを見て

政策をつくられているんだなと思いますが、

ちょっと私が気になるのは、旧日本育英会、

今、独立行政法人日本学生支援機構、そこの資

金を借りて大学に行かなきゃならない。しか

し、その人たちが、昔は返還を免除されるよう

ないろんな制度もありましたけど、どうしても

全部返さないかんということ。借りたものは返

さないかんということですから当然ですが、先

ほど言いましたように、非正規の人たちが４割

を占めたということは、その親も４割かもしれ

ないし、今から働こうとしている人も４割かも

しれないということを考えると、返すことが困

難な世帯が出てくるんじゃないかなと思いま

す。そういう視点から、長野県とか富山市で

は、学生さんたちに返還免除の入学金とかそう

いうのを出しておるところもあるようです。自

治体が何で国の政策にこんなふうにしてやらな

いかんのかなという思いもいたしますけれど

も。

学校現場でも、今の若い先生たちは何か貧乏

だなというのを、中堅クラスの先生たちが感じ

ることもあるそうです。奨学金を一生懸命返済

しているというようなことで、有為な学生とい

いますか、若者が、貧富の別なく借りられるよ

うな、そして、働きの場に出られるようなもの

であってほしいなと思います。県も努力してい

るということでは理解をいたしました。

次に、警察行政について、警察本部長にお聞

きしたいと思います。

昨年中の県内の交通事故の発生状況と特徴に

ついてお伺いいたします。

○警察本部長（野口 泰君） 昨年、県内で発

生した交通事故は、発生件数が9,455件、負傷者

数が１万958人であり、発生件数は５年連続、負

傷者数は６年連続で減少しております。しかし

ながら、死者数は52人で、前年より３人増加し

ております。交通事故の特徴といたしまして

は、依然として、脇見や安全不確認といった運

転者の緊張感を欠いた漫然運転による事故が大
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半を占めていること、交通量がふえる朝夕の通

勤・通学時間帯に３割以上の事故が発生してい

ること、交差点や交差点付近で半数の事故が発

生していることなどが挙げられます。死亡事故

につきましては、全死者の67.3％に当たる35人

が高齢者で、死者に占める高齢者の割合が非常

に高く、全国平均を12ポイント以上も上回って

おります。

○太田清海議員 特徴をお聞きしましたが、実

はこの質問をなぜしたかというと、娘を民間保

険会社の保険に加入させたんですけれども、そ

のときに相手の保険会社の人から、「太田さ

ん、事故を起こしたら、絶対相手方にごめんな

さいと言ったらだめですよ。後の補償問題に大

きく影響しますから、絶対謝ってはいけません

よ」と言われて、何かおかしいなと思ったんで

す。人間、相手が血を流していたら、思わず、

ごめんなさいと言ってしまうかもしれない。そ

ういうのが人間の普通の感情だろうと思いま

す。こういう社会はいけないんじゃないかな、

もし交通事故を起こした場合は、お互いに最初

は謝るという作業をしたほうがいいんじゃない

かと思って質問しようとしたんですが、これは

警察としても管轄外ということでお聞きしまし

たので、とうとう聞けなかったんです。

私の同僚の岩切議員が、実はこういうのがあ

るよと言っていたのですが、アメリカでは「ア

イムソーリー法」というのができたそうで

す。35州で定められたそうですが、事故を起こ

したらすぐ謝る。アイムソーリーと言って謝

る。そうすると後の裁判がするっといって余り

ごたごたしないと。だから、アイムソーリー、

ごめんなさいということを、事故を起こしたら

すぐ言えるような世の中にならないかんのじゃ

ないかということを、何か機会があったら、警

察のほうも、教育委員会のほうもぜひいろんな

関係機関に、そういう世の中をつくりましょう

よというメッセージを流していただきたいなと

思ったところであります。一応そういうことを

お願いしておきます。

それともう一つは、もう一回、警察本部長に

聞きたいと思いますが、永山則夫という死刑囚

―もう執行されましたけれども、昭和43年ご

ろの連続殺人事件だったんですが―この方が

獄中に入って、「無知の涙」という手記を出し

ました。その中に、自分が親から見捨てられ、

そして、貧困の中でいかに生きてきたかという

ことがつづられています。北海道の網走で、自

分の妹が小学校時代に、「寒いよ。お兄ちゃ

ん、寒いよ」と言ったその妹に、自分のあるか

なしかの毛布をかけてあげた。そういう極貧の

少年時代を過ごして、自分の考え方がとうとう

そういう環境の中でまとめ切れずに犯罪を犯し

てしまったという話であります。私は、法哲学

的にもこういう人を罰してもいいのかなという

思いを抱いたわけですが、そういう話を常任委

員会でしたら、刑事の方が私のところに来られ

て、「太田さん、私たちも犯罪者と話してみ

て、相手の生い立ちなどを聞いて、同情して、

涙を流したことがあります。そのことによって

相手の犯罪者が私のことを信頼して、全部自白

してくれました」という話を聞いたときに、刑

事の方々も人生の中でいろんなものを知ってお

られる方じゃないかなと思い、ぜひ、そういう

警察の取り調べの中の教訓みたいなもの、世の

中に訴えていってもらいたいようなことを文集

にしたりして出すことはできぬものかなと思っ

たところであります。そういった経験、体験を

世の中に公表して、教育現場でもぜひ生かして

ほしいと思いますが、本部長、どうでしょう
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か。

○警察本部長（野口 泰君） 被疑者の生い立

ちなど、取り調べで知り得た内容につきまして

は、地方公務員法上の守秘義務や、被疑者の名

誉、プライバシーの保護の観点から、公表する

ことについては難しいものがございます。な

お、警察におきましては、少年に対するモラル

教育は大変重要であるとの認識を持ち、知識や

経験を生かしながら、非行防止教室や少年に手

を差し伸べる立ち直り支援事業等を行うことに

より、少年の規範意識の醸成を図っているとこ

ろでございます。

○太田清海議員 わかりました。なかなか難し

いと思いますが、うまいぐあいにやっていただ

きたいなと思います。今、非行防止教室とか立

ち直り支援事業とかいうことを言われました

が、その実績とか活動状況についてお伺いいた

します。

○警察本部長（野口 泰君） 非行防止教室に

つきましては、警察官や少年補導職員が小学

校、中学校、高等学校等に赴き、平成26年度

が、303校の生徒・児童約５万人に対して延

べ448回、平成27年度は１月末現在で、272校の

生徒・児童約３万4,000人に対して延べ382回実

施しています。少年に手を差し伸べる支援事業

につきましては、警察職員や少年警察ボラン

ティア等が連携し、平成26年度が11回、延べ61

名の少年に対し、平成27年度は現在までに11

回、延べ59名の少年に対し、農業体験や社会奉

仕等の活動を実施しています。

○太田清海議員 わかりました。警察としてこ

こまでやっていただけるんだなと思う気持ちで

あります。農業体験とかもあるようですが、ぜ

ひ活用していただきたいと思います。

続きまして、教育行政ではありますが、ＬＧ

ＢＴ（性的少数者）の問題に関して質問したい

と思います。

平成26年６月議会で私の娘のことについて話

をしましたが、実は私はほとんど勉強していな

くて、思わず言ってしまったことではあるんで

すが、その後、いろんな方にお会いして勉強さ

せられました。ＬＧＢＴ、Ｌはレズビアン、Ｇ

がゲイ、Ｂがバイセクシュアル、Ｔがトランス

ジェンダーで、レズビアンという言葉も、レズ

と言ってはいけませんよと注意を受けました。

レズビアンと最後まで言ってくださいというよ

うなことで……。

それで、経産省の職員が上司から、性別適合

手術を受けないのなら男に戻ってはどうかとい

う言葉等を吐かれて、裁判になっております。

心が女性であったり、男であったり、戻れない

んですね。心は戻れない。体はどうにか手術が

あって変化はできるかもしれないけれども、経

産省の上司の方もちょっとそこがわからなかっ

ただけのことで、責めようとは思いませんが…

…。総合政策部長に、性的少数者（ＬＧＢＴ）

に関して、総合政策部では、宮崎県人権教育・

啓発推進方針の改定後、どのように対応してい

るのかということをお伺いしたいと思います。

○総合政策部長（茂 雄二君） 宮崎県人権教

育・啓発推進方針におきましては、性的少数者

に対する差別や偏見を解消し、その人権を守る

ために、周囲の人々の理解を深めていく教育・

啓発活動の推進を図ることとしております。こ

のため、総合政策部といたしましては、県幹部

職員等研修はもとより、民間企業等の人権担当

者養成講座において、性的少数者をテーマとす

る研修を実施するとともに、県民を対象とする

人権啓発講演会等において性的少数者に関する

講演を実施するなど、啓発に努めているところ
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であります。また、情報誌「じんけんの風」に

関連記事を掲載するとともに、県立図書館のパ

ネル展示や市町村での巡回啓発展等で関連パン

フレットを配布するなど、広く啓発を行ってお

ります。

○太田清海議員 ありがとうございました。私

もＬＧＢＴ、それぞれの人たちに、本当に宮崎

県にもいらっしゃるんですよねということで、

お会いしました。県議会でも会うことができま

したけど、関連して教育長のほうにお伺いした

いと思います。性同一性障がいについて文部科

学省から通知がありましたけれども、その後の

対応について、教育長にお伺いしたいと思いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 性同一性障がいのあ

る児童生徒については、学校生活を送る上で、

その子供それぞれの状況に応じた支援が求めら

れます。そのため、県教育委員会といたしまし

ては、まず、教職員が性同一性障がいについて

正しく理解することが重要であると考え、文部

科学省通知文や関連資料を県内全公立学校に配

付し、その資料を活用した校内研修等を実施す

るよう指導いたしたところであります。また、

県内全公立学校長を対象とした研修会におい

て、具体的な支援とか対応、例えば、他の児童

生徒が使用しない部屋での更衣や多目的トイレ

等の利用などの事例等を周知いたしたところで

あります。今後とも、各学校が医療機関とも十

分連携を図りながら、児童生徒一人一人の心

情、例えば、打ち明けづらさだとか、あるいは

周囲の誤解等で悩み苦しむ、そういう心情に配

慮して、きめ細かな対応に努めるよう学校を指

導してまいりたいと考えております。

○太田清海議員 ありがとうございました。文

科省の通知を私も読んでみましたが、いろんな

パターンで書いてあって、いいのではないかな

と思います。ぜひ頑張っていただきたいと思う

んです。

この問題については、体験者の声なんかもぜ

ひ伝えたいと思うんですが、もう時間がありま

せんので、２つの例だけ挙げますと、昨年の12

月、宮崎大学で、学校の生徒さんたちが催した

ＬＧＢＴのトランスジェンダーの方の講演会が

ありました。私も行きましたけど、その中で、

ある女性の方が講演されたんです。名前は明か

せませんけれども、自分をさらすということ

で、きちっと話をされました。その子が中学校

時代、男の学生服を着ていたんだけど、自分は

女性であった。同級生の男の子が、男の子と

思っていじめをするわけですね、ちょっとな

よっとしているから。ヘッドロックをやるわけ

です。首を絞められながら、「私は女の子なの

に、その相手の子は男だから半端じゃないんで

すよ、その力は」と言われた言葉、「半端じゃ

ないんですよ」という言葉、相手の子もわから

ないからそうしてしまうんですけど、そういう

言葉を聞いたときに、みんな本当に涙を流しま

した。そういう子供さんたちがいらっしゃった

りするんだなと。

それからもう一つは、県議会にも来てもらい

ましたが、女の子で生まれて、私は男だという

人が２人来られたんですけど、その人の話を聞

いたら、自分がだんだん女性化していくのがい

かんと思って、空手やら、筋肉をつけるという

ような運動もしながらの子が、あるところに就

職したわけです。面接を受けたんです。事前に

写真やら出して。そして、その中で初めて、私

は男なんですよということを言って、面接室の

ドアを閉めた途端に、面接官の人たちの声が聞

こえてきたそうです。「ほら、俺が言うとった
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とおりじゃろうが」という声が聞こえてきたん

です。恐らく写真等を見ながら、この子は

ちょっとおかしいんじゃないか、違うんじゃな

いかというようなことを事前に話していたんだ

ろうと思うんです。そういう声が聞こえてきた

ときにがくっときたと言いました。もちろん就

職はできませんでしたけど、その子が、「私た

ちはなぜ、女であること、男であることの承認

を受けながら生きていかなければならないんで

しょうか」ということを私に言われたときに、

私も返す言葉がありませんでした。ただ、こう

いう事実を知っていただくと、もっと世の中が

優しくなるのではないかな。経産省の職員の上

司だって、ただわからないからそういうことを

言ったということで、そういう緩やかな、優し

い社会になってほしいなと思います。

以上で、このテーマについては終わらせてい

ただきます。

次に、県土整備部長にお伺いしたいと思いま

す。

延岡に長浜海岸、方財海岸がありますが、侵

食があるということで、長浜海岸については、

延岡新港に落ち込んだ砂は売り飛ばさない。そ

れはもとに戻して養浜をしますということで、

かなり改善されたと思います。これは永続的に

続きますけど、当面はやむを得ないかなと思っ

ています。ただ、もう一つ問題が出てきたの

は、北の方財海岸のところに砂州ができている

わけです。それをずっと同じように売り飛ばし

ていたという事実もあるようですが、これは本

来返したりすることが必要だろうと思います。

その実態をお聞きしますが、方財海岸に隣接す

る五ヶ瀬川河口において堆積した土砂の採取が

行われているが、過去10年間でどれくらい採取

しているのか。ちょっと私もわかりませんの

で、それは10トンダンプトラックで何台分にな

るのかということをお聞きしたいと思います。

○県土整備部長（図師雄一君） 五ヶ瀬川河口

における土砂採取につきましては、当該箇所

が、国管理の河川と県管理の港湾の重複する区

域でありますことから、国が砂利採取法による

認可と河川法の許可を行い、県が港湾法の許可

を行っております。今年度までの過去10年間の

土砂採取量は、合計で22万9,000立方メートルと

なっております。また、この量は、10トンダン

プトラックに換算をいたしますと、約４万6,000

台に相当いたします。

○太田清海議員 ４万6,000台というと、相当な

トラックが行き来したことになるわけですね。

どのくらい県の収入になっているかということ

をお聞きしたいと思います。

○県土整備部長（図師雄一君） この土砂採取

に係る料金は、2,999万円となっております。

○太田清海議員 わかりました。海岸侵食で予

算を投入するより、養浜という視点でやったほ

うがいいんじゃないかと思うんですが、方財海

岸の侵食対策について、今後どのように取り組

んでいくのかということをお伺いしたいと思い

ます。

○県土整備部長（図師雄一君） 方財海岸につ

きましては、平成16年や平成17年に襲来した台

風によりまして、著しく侵食を受けたことか

ら、平成19年度から、延岡新港のしゅんせつ土

砂を搬入して養浜を行っているところでありま

して、汀線測量などの定期的な観測結果から、

季節的な変動はあるものの、現在のところは比

較的安定した状況にあり、この養浜の効果が出

ているものと考えております。しかしながら、

今後の方財海岸の保全のあり方を検討すること

は大事なことであると考えておりますので、海
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岸の状況をより正確に把握するため、現在行っ

ている観測による地形変化の確認に加えまし

て、砂の移動状況を確認するための調査なども

実施してまいりたいと考えております。今後と

も、国や関係機関などとも十分連携を図りまし

て、方財海岸の保全に努めてまいりたいと考え

ております。

○太田清海議員 砂の移動の観測調査をすると

いうことでありますので、一つの前進とは見て

おりますが、私の感覚としては、テトラポット

から砂が落ち込んだら戻せない。私はそれを見

たものですから、あそこに矢板を打ち込んでみ

るだけでもかなりの効果が出るんじゃないかと

思い、そんなのを含めて検討していただきたい

と思っております。わかりました。

続きまして、同じく県土整備部長にお伺いし

ます。去年の２月に、延岡の南道路の周辺の住

宅地に大型車が流入しているということで、南

向きのランプをつけたらどうかということを提

案したことがありますが、そういった問題を解

決するためにその後どのように取り組んでおら

れるのか、お聞きしたいと思います。

○県土整備部長（図師雄一君） 延岡南道路の

周辺道路に大型車が流入し、沿線の住宅地にお

いて、騒音や交通安全上の問題が生じているこ

とは承知しているところであります。このた

め、現在、国と県、延岡市におきまして、当該

地域における道路交通の課題を共有し、課題解

決に向けた方策について検討することを目的

に、「延岡南地区道路行政合同打ち合わせ」を

継続的に開催しているところであります。県と

いたしましては、今後とも、国や延岡市と連携

を図り、周辺の交通状況や地域の実情等を踏ま

えながら、どのような対応ができるのか、引き

続き検討してまいりたいと考えております。

○太田清海議員 わかりました。なかなか難し

い問題はあろうかと思います。ぜひ、一歩一歩

前進させていただきたいと思います。

次に、福祉保健部長に難病の問題についてお

伺いしたいと思います。

このたび制定される障がい者差別解消に関す

る条例においては、障がいのある人に難病の方

も含まれているのかどうか、お伺いしたいと思

います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 今議会に提案

しております「障がいのある人もない人も共に

暮らしやすい宮崎県づくり条例」は、障がいの

ある方が、障がいを理由として差別されること

なく、また、障がいのあるなしにかかわらず、

誰もがお互いを尊重し、支え合いながら、住み

なれた地域で心豊かに生活できる社会づくりを

目指すものであります。この条例では、障がい

のある方として、身体障がい、知的障がい、精

神障がいのみならず、その他の心身の機能の障

がいのある方も含め、さまざまな障がいのある

方を幅広く対象とすることとしておりますの

で、難病のある方についても含まれることとな

ります。

○太田清海議員 難病の方も含まれるというこ

とで了としたいと思いますけれども、できたら

条例の中にそういう言葉があったほうがいいの

かなという気がいたしました。というのは、長

崎県、沖縄県の条例では、障がい者の定義の中

に難病というのが入っておるものですから。た

だ、入っておるということで了といたします。

次に、この条例によって、難病の方に対し

て、公的機関や民間事業者に求められる対応と

してどのようなことが想定されるのか、お伺い

したいと思います。難病というのは外から見て

なかなかわからないものですから、どういうこ
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とを想定されているのか。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 条例におきま

しては、障がいを理由とする不利益な取り扱い

の禁止に加えまして、障がいのある方への合理

的な配慮を行うことも求めることとしておりま

す。難病のある方に対する不利益な取り扱いの

例といたしましては、難病であることだけを理

由に雇用しないことなどが挙げられようかと思

います。また、合理的な配慮の例といたしまし

ては、本人から申し出があった場合、事業主の

負担になり過ぎない範囲で、仕事量の調節や通

院のための休暇の取得、あるいは勤務日の時間

調整といった柔軟な勤務形態とすることなど

が、必要な配慮として想定されるものと考えて

おります。そのほか、さまざまな対応が想定さ

れるところでありますので、今後、相談事例等

を積み重ねながら、障がいのある方への合理的

な配慮の事例等の周知に努めてまいりたいと考

えております。

○太田清海議員 わかりました。ぜひよろしく

お願いしたいと思います。

次に、福祉施設の問題についてお伺いしたい

と思います。福祉施設職員からの情報提供につ

いて、昨年、27年の６月議会で質問を行いまし

たが、その後の状況についてお伺いしたいと思

います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） ６月議会以降

におきましても、施設内部の職員からはさまざ

まな情報が寄せられております。そのうち、不

適正な運営に関する情報については、従来同

様、調査・確認を行いまして、必要に応じて監

査を実施しているところであります。なお、監

査等を行う際には、情報元が特定されることの

ないよう情報提供者に配慮して、慎重な対応を

行っております。施設職員からの情報提供は、

利用者に対する適切な処遇や適正な施設運営を

確保する上でも重要な役割を果たすものであり

ますので、今後とも、施設職員が安心して県に

相談等ができるように、日々の業務を通じて、

信頼関係の構築に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○太田清海議員 わかりました。公益通報者保

護法というのもできましたので、そういう範囲

の中で、うまいぐあいに不正を未然に防ぐとい

う立場からお願いをしておきたいと思います。

それから次に、小規模の介護サービス事業所

では、人的な余裕がない場合が多いことなどか

ら、介護職員が研修に参加しづらい状況もある

と聞いておりますが、県はどのように取り組ん

でいくのか、お伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 介護人材の定

着を促進するためには、研修の機会を確保する

ことによりまして、職員が多様化・高度化する

利用者ニーズに対応できる力を養っていくこと

が重要でありますが、お尋ねの小規模事業所に

おきましては、御指摘のとおり、人的体制や費

用負担、開催場所などの理由から、研修への参

加が困難な状況が見られるところでございま

す。このため、県におきましては、来年度予算

案の新規事業におきまして、小規模事業所の介

護職員を対象に、講師が県内５地域に夜間に出

向きまして、無料で研修を開催することとして

おります。今後とも、研修に参加しやすい環境

づくりに努めまして、必要とされる方が必要な

研修に参加できるように配慮してまいりたいと

考えております。

○太田清海議員 わかりました。いろいろ聞い

てみますと、自分が研修に行ったりすると周り

の人に迷惑をかけるとかそういう思いで、なか

なか自分のスキルアップができないというジレ
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ンマもあるようです。すぐにやめてしまうとい

う問題もあるから、恐らく待遇改善なんかをし

ながら改善していかないかんのかなと思います

が、ぜひ、そういう体制を構築していただきた

いと思います。

最後の質問になりますが、５つほどありま

す。県の「当初予算案の概要について」の中に

書いてありましたけれども、県立学校における

エレベーターの設置ということで、県立延岡高

校にエレベーターを設置するということであり

ました。大変うれしく思っております。県立学

校におけるエレベーターの設置状況について、

現状をお伺いしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 県立学校において、

階段での移動が困難な障がいのある児童生徒が

入学した際には、教室の配置がえ等の配慮をい

たしておりますが、それでも教室間の移動等で

支障を来す場合などには、予算措置が可能な限

り、エレベーター等を設置してきているところ

であります。県立学校におきましては、平成26

年度までに、高等学校７校、特別支援学校５校

の計12校にエレベーターを設置しており、本年

度も、高等学校１校、特別支援学校１校の整備

を行っているところであります。なお、特別支

援学校におきましては、今年度の整備により、

現在、教室間の移動の際にエレベーターを必要

とする肢体不自由の児童生徒が在籍する学校に

ついては、全てエレベーターが設置されること

になります。

○太田清海議員 ありがとうございました。県

立延岡高等学校におけるエレベーターの設置事

業の整備内容についてお伺いしたいと思いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 当初予算でお願いい

たしております、県立延岡高等学校におけるエ

レベーター等設置事業につきましては、階段で

の移動が困難な生徒が在籍しておりますことか

ら、普通教室棟にエレベーターを設置すること

を計画いたしております。また、教室から体育

館等への移動についても支障を来しております

ことから、円滑に移動するための渡り廊下も整

備したいと考えております。さらに、体育館付

近には多目的トイレを設置する予定でございま

す。これらの整備を行うことにより、バリアフ

リー化を推進してまいります。なお、整備に当

たりましては、一定の工期が必要ではあります

が、学校と調整を図りながら、必要とする生徒

さんが早目に使用できるよう進めてまいりたい

と考えております。

○太田清海議員 ありがとうございました。延

岡高校はメディカルサイエンス科ができて、ま

たいろんな思いを持った子たちが応募してきて

いると思います。私が知っていた子供さん、お

母さんにお会いしましたが、障がいがあって、

延高に入学したい、医者になりたいということ

で、教育長にもお会いされ、知事にもお会いし

たというふうに聞いています。そういう結果と

して延高にエレベーター設置ができたことを、

本当に母子ともども喜んでおられました。その

子供さんに、医者になるかと聞いたら、頑張り

ますと言っていましたので、そういう思いをぜ

ひ遂げていただきたい。そういう配慮をしてい

ただきましてありがとうございました。

続きまして、特別支援学校におけるチャレン

ジ検定は、具体的にどのようなことを行うのか

伺いたいと思います。これもテレビで放映され

まして、私のところに医療機関から、「どうい

うことですか。これはうちも採用したいが」と

いう問い合わせもあったものですから、内容に

ついてお聞きしたいと思います。
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○教育長（飛田 洋君） チャレンジ検定は、

特別支援学校高等部の生徒の自立と社会参加を

目指し、就労に向けた技能の習得や意欲の向上

を目的として、平成25年度より実施している本

県独自の取り組みでございます。検定の具体的

な内容は、布やモップ等を使った清掃の技能を

検定する「メンテナンス」、注文や飲み物の配

膳等の技能を検定する「喫茶サービス」、文書

を間違いなく封筒に入れることや宛先の仕分け

等の技能を検定する「事務サービス」、商品の

検品や補充等の技能を検定する「商品管理」の

４つを実施いたしております。この検定では、

１級から10級までの認定証を授与いたします

が、級の認定においては、清掃会社の専門家等

による審査をお願いし、厳正な評価を行い、実

施いたしております。この検定で培った技能や

意欲は、どの職場でも求められる職業スキルの

基礎力になるものと考えております。子供たち

の検定に臨むあの緊張した姿、あるいは誇り、

自信、手応え、そんなものが表情から見てと

れ、しっかりやっていきたいと考えておりま

す。

○太田清海議員 わかりました。チャレンジ検

定による効果と今後の取り組みについてお伺い

したいと思います。

○教育長（飛田 洋君） チャレンジ検定で高

い評価を受けた生徒の多くは、福祉施設やスー

パーマーケットなどに就職しております。特別

支援学校高等部卒業生の就職率は、本県は、10

年前は全国との差が８ポイント以上ありました

が、平成26年度は、全国並みの27％と向上いた

しております。この検定の取り組みも、就職率

の向上につながっているものと考えておりま

す。これまで３年間かけて、検定の研究・開発

を行ってまいりました。今回、新規事業とし

て、「キャリアアップ！特別支援学校高等部生

就労・自立支援事業」をお願いしているところ

でありますが、来年度から、チャレンジ検定へ

の特別支援学校の参加を一層拡大するために、

検定を２会場から４会場で本格実施してまいり

たいと考えております。さらに、多くの方々に

この検定を知っていただき、新たな雇用先の開

拓を図っていくために、企業等のための学校見

学会を全ての特別支援学校において開催すると

ともに、宮崎県工業会が主催する「みやざきテ

クノフェア」において、検定上位者のデモンス

トレーションを行ってまいりたいと考えており

ます。

○太田清海議員 わかりました。実は、先週の

自民党の丸山議員の代表質問の中で、宮崎県は

平均よりおくれていたけれども、８ポイントほ

ど上がったということで、私、それを聞いたと

きに、大したものだなと。なかなかパーセント

は上がらないんですよね。これを上げたという

のは大したものだなという思いで、そのことを

褒めてあげようかなと思ったら、答弁の中でそ

れが出ておりましたので、よくわかりました。

ぜひ頑張っていただきたいと思います。障がい

者の方々に夢を与えるように、ぜひお願いした

いと思います。

最後に、県立普通科高等学校の補習科につい

てお伺いしたいと思います。公明党の新見議員

の代表質問の中で、現役の課外の問題が出され

ておりましたが、私は卒業生の補習科について

お伺いしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 高校を卒業した生徒

が、大学受験の挫折を乗り越え、翌春の合格を

夢見て学ぶ補習科は、現在、宮崎市内の普通科

高校３校に開設されておりまして、今年度は75

名の生徒が在籍いたしております。補習科の設
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置に当たりましては、親しんだ学びやで引き続

き学びたいという生徒たちの強い願いにより、

各学校がＰＴＡ等からの依頼を受け開設してお

り、その学校の卒業生に加え、他校の卒業生に

も学びの機会を提供いたしているところであり

ます。

実は、私もかつて補習科の担任をさせていた

だきました。その授業を閉じる閉講式に謝辞を

贈ってくれた代表生徒の言葉を紹介させていた

だきます。「この補習科を設置していただいた

ＰＴＡや学校の先生方、そして、やる気をなく

したとき明るく応援してくれた後輩たちに、あ

らゆる場面で支え続け温かく見守ってくれた両

親に、お互いに励まし合い、競い合った補習科

の仲間たち全てに感謝をしたいと思います」。

多くの生徒が壁を乗り越え、それぞれの夢をか

なえ、周囲への感謝の思いを胸に大学へと進学

する姿を見ておりますと、補習科には補習科な

らではの学びがあると考えております。

○太田清海議員 わかりました。なかなか難し

いことは、民間事業者も同じような作業をして

いますので、その辺のすみ分けの問題、それか

ら、公教育というのは貧しい方にも提供してあ

げないかんという、その思いの接点のすみ分け

のところだろうと思うんです。今後、そういっ

たところの問題がないように配慮しながら、ま

たお願いしたいと思います。

最後でありますが、派遣労働の問題をよく取

り上げてきましたけれども、宮崎労働局の資料

の中に、派遣労働……(２回目ブザー）

以上で終わります。失礼いたしました。（拍

手）

○中野 明副議長 次は、右松隆央議員。

○右松隆央議員〔登壇〕（拍手） 自由民主

党、宮崎市選出の右松隆央でございます。私淑

する西郷隆盛公の教訓を後世に伝えるために記

された「南洲翁遺訓」の中に、次のような言葉

が書かれてあります。「政の大体は、文を興

し、武を振ひ、農を励ますの三つに在り。其他

百般の事務は、皆此の三つの物を助るの具

也」。明治維新から148年たつ今日の時代に言い

かえれば、「文を興す」とは、教育によってい

かに有為な人材を育成していけるか、すなわち

人づくりのことであり、「武を振う」とは、世

界に伍していくための防衛・外交の力を問うて

おり、「農を励ます」とは、私たちが生きてい

く上で欠くことのできない「食」につながる農

業の重要性を説いているわけであります。時代

は変われども、人づくり、外交・防衛、そして

食につながる農業、この３つは、まさに政治の

要諦と言っても過言ではありません。

今、その農業が大きな岐路に立たされており

ます。「食料安全保障」という言葉が示すよう

に、農業の振興をおろそかにするということ

は、国力の衰退を意味するわけであります。農

業が基幹産業であり、食料供給基地を自認する

本県にとって、ＴＰＰという、米国を初め、太

平洋を取り巻く国際社会の大きな潮流に逆らう

ことができないとするならば、いかに我が国の

農業、そして地域農業が国際競争に打ち勝って

いけるのか。国と自治体が最大の努力を払っ

て、責任ある対策、その場しのぎではない将来

につながる農業施策を講じ、農業者・団体と一

体となって強い農業をつくるほかないわけであ

ります。

ＴＰＰが起爆剤となる農政新時代において、

強い農業を実現するために欠くことのできない

方向性としては、昨年９月の一般質問でも強調

させていただきましたが、すぐれた経営感覚を

持つ経営者としての農業者を育成していくこ
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と、そして、飼料や生産資材も含めた農業・畜

産コストの削減、さらには、戦略的輸出体制の

整備、あわせて流通体制の改革を進めて、いか

に農家の所得向上につなげていけるか、これら

が大きなポイントになってくるものと考えてお

ります。農家の努力では対応できない分野の環

境を整えることが政治の役割だと言える中で、

ＴＰＰ対策における政府の動きと、本県のＴＰ

Ｐ対策の取り組み状況について掘り下げてまい

りたいと思っております。

まずは、知事に伺いたいと思います。国の予

算編成において、農水省は28年度当初予算で、

前年度比１億円増の２兆3,091億円を確保すると

ともに、今回の補正予算では、ＴＰＰの国内対

策として3,122億円を計上したところでありま

す。その中身について、どこをポイントに、ど

う評価され、ＴＰＰ対策費の補正の効果を農業

現場にどのように引き出そうと考えておられる

のか、伺いたいと思います。

後は質問者席にて質問を行わせていただきま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

ＴＰＰへの対応についてであります。今回の

国の補正予算で措置されましたＴＰＰ関連対策

には、ＴＰＰの大筋合意後、全国に先駆けて昨

年11月12日に、私みずから農林水産省を訪問し

て要望しました、国際競争を勝ち抜く生産体制

の強化や、攻めの輸出体制と６次産業化の強化

などに対する具体的な施策が盛り込まれてお

り、一定の評価をしているところであります。

県といたしましては、これら国の予算を活用

し、畜産の生産体制の強化や、収益性の高い施

設園芸の産地づくりなどに全力で取り組みます

とともに、国の当初予算で増額されました農業

農村の基盤整備にもしっかりと取り組んでまい

りたいと考えております。これらの対策につい

て、生産者や関係団体等と連携して取り組み、

収益性の高い生産体制の整備や、攻めの姿勢に

基づく輸出の促進を図るとともに、国に対し

て、引き続きＴＰＰ対策の予算確保を要望し、

ＴＰＰに負けない競争力のある本県農林水産業

を築いてまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

○右松隆央議員 今、知事が述べられた、例え

ば耕地の基盤整備であれば、確実にＴＰＰ対策

で増額編成となるこの時宜を逸せずに、県が負

担する裏負担の枠を多少引き上げてでも国の予

算を獲得し、本県農業の競争力を将来的に強く

していく。私は、その一つ一つに、知事の県政

運営への哲学、あるいは国の予算獲得への大き

な手腕が求められているというふうに考えてお

ります。今回、耕地の基盤整備につながる農業

農村整備の土地改良事業において、28年度当初

予算が前年度比で209億円上回る2,962億円で、

かつ、今回の補正でも990億円を計上し、合わせ

て1,199億円もの増額編成になっております。本

県としては、まさに農政新時代を築くと意気込

む国の増額編成に乗っかって、他県に先んじて

基盤整備率の向上にしっかりとつなげていかな

ければならないことは、当然のことであると考

えています。

そこで、国の今回のＴＰＰ対策補正予算の中

で、基盤整備において370億円計上された水田の

大区画化は、生産コストが60キログラム当た

り9,600円を下回ることが実施要件で、25年度が

１万7,616円の本県では活用できない事業になっ

ております。しかし、本来は、国全体の基盤整

備の将来的な底上げを図っていくことを鑑みれ

ば、実施要件の設定に本県の要望も伝える必要
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があると考えております。一方で、もう一つの

平場、中山間地域向けに406億円計上された水田

の汎用化、畑地の高機能化等は、全国での要望

が超過したのか、直前で測量設計などが対象外

となり、本県では、44地区を要望した中で32地

区、国費分で９億4,000万円という割り当てに

なっております。すなわち、合わせて776億円の

うち、本県配分は９億4,000万円になるわけであ

ります。これらを踏まえて、来年度の取り組み

をどう推進させるのか、農政水産部長に伺いた

いと思います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 農業基盤整備

に関するＴＰＰ対策につきましては、国際競争

力を強化し、将来の担い手を育成するために、

御指摘にもございましたけれども、「水田の大

区画化」と「水田の汎用化、畑地の高機能化」

の２つの柱から成る対策が打ち出されておりま

す。このような中、県では、水稲単作ではな

く、さまざまな品目が作付可能な本県の実情か

ら、「水田の汎用化、畑地の高機能化」の事業

で補正予算を要望いたしましたが、今回の補正

では、工事が優先され、測量設計のみの地区は

予算づけが見送られたところでありまして、来

年度に向けて、関係市町村及び地元と連携を図

りながら、万全の準備を期したいと考えており

ます。

また、本県農業の国際競争力を強化し、農業

の成長産業化を図るためには、基盤整備は極め

て重要であると認識しておりますので、基盤整

備のおくれている本県の実情、それから将来の

大区画化の必要性など、本県の実情を国にしっ

かりと伝えるとともに、予算の確保と本県への

重点配分を強く要望し、予算の獲得に全力で取

り組んでまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 ぜひ万全の準備で、この時宜

を逸せずに予算の確保に臨んでいただくよう、

要望させていただきます。

続いて、ＴＰＰ対策において、国も極めて重

要視している、戦略的輸出体制の整備について

伺っていきたいと思います。農水省や自民党の

骨太ＰＴにおいて、輸出増に向けた議論が本格

的に開始される中で、その大きな論点として、

輸出をいかに農家の手取りの向上につなげてい

けるのか。そのためにも、流通や価格など、輸

出の構造的な課題が大きくクローズアップされ

ております。「輸出をふやすことで誰がもうか

るのか。成果は生産者にもしっかり返す形で、

さらなる生産意欲につなげていくことが重要」

とし、「輸出ではもうからないという生産者の

発想を変えなければならない」「産地と輸出先

の価格を調べ、流通経路も含めて、どこが利益

を得ているのか、しっかりと把握していく必要

がある」と、輸出増を農業所得の向上に結びつ

けていくことの重要性が問われております。

私も、上海や香港のスーパーに視察で行きま

したけれども、本県のみならず、日本の農畜産

物が売り場で驚くような高値をつけているもの

を数多く目にしてまいりました。一方で、農業

者段階での価格は、多くの場合が国内販売向け

と変わらないとされておりまして、農家へのメ

リットが十分に還元されていないのが実態であ

ろうと考えております。輸出業者の話によれ

ば、「輸出先国の卸に支払う手数料や現在の輸

出体制が、輸出国の仲介業者を通じて小売店ま

で届けられる物流が主流になっており、業者を

経由するたびに最大５割程度の中間マージンが

取られ、店頭価格が高値になってしまう」との

ことであります。ジェトロの24年度の調査によ

れば、日本の生産者が１頭72万円で販売した和

牛肉の価格が、輸出先のシンガポールの小売段
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階では、３倍近い204万円までに膨らむ事例が

あったとされております。

そこで、農政水産部長に、本県農水産物の輸

出増に向けて、仲介手数料や輸送コストなど、

物流費全般が具体的に輸出に及ぼす影響、並び

に輸出を農家の所得向上に結びつける必要性を

どのように認識しておられるか、伺いたいと思

います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 急速に国際化

が進展する中で、本県農水産物の輸出を農家所

得の向上に結びつけるためには、議員御指摘の

とおり、物流費全般を低減し、輸出先国での価

格競争力を高めることが極めて重要であるとい

うふうに認識しております。例えば、香港に青

果物を船便で輸出する場合を例にとりますと、

農林水産省の試算ではございますけれども、国

内の輸出商社の手数料が15％、輸出先国への通

関費用も含めた輸送コストが37％、海外の輸入

商社の手数料が約24％など、輸出に要する経費

が、国内卸価格にトータルで76％も加算される

ことになることから、これらの削減が大きな課

題となっております。このため、県といたしま

しては、輸送コストや中間業者の手数料などの

低減を図り、農家所得の向上にしっかりと結び

つける必要があると、そのように認識しており

ます。

○右松隆央議員 ぜひこれからも、物流コスト

については継続的に調査をお願いしたいと思っ

ております。

そういった中で、海外の小売価格の大幅な低

下を果たした事例として、例えば福岡県の「あ

まおう」が、シンガポールの伊勢丹百貨店と輸

送会社との物流連携で、日本円で２パック5,600

円を2,500円に半減させた例も出てきておりま

す。また、農産物のロットが不安定なため、規

格が限られている船便のコンテナを満たすこと

ができずに、容量があいた分の輸送費が価格に

転嫁されていることから、複数産地が連携して

さまざまな農畜産物を仕入れて、通年での輸出

体制を整備し、輸送のロス軽減につなげている

取り組み事例も出てきております。

そこで、物流改革で価格を抑えることで、富

裕層以外の販路の拡大につなげるとともに、農

家の所得向上にも結びつけていくことが重要と

考える中で、輸送会社との連携や、複数産地と

一緒になって輸出体制を構築するなど、物流の

見直しにどのように取り組んでいかれるか、農

政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 農水産物の輸

出拡大を農家所得の向上に結びつけていく上

で、手数料の削減や複数産地の連携による物流

体制の効率化は重要な視点であります。このた

め、県におきましては、海外への物流ネットワ

ークを有するヤマト運輸、ＡＮＡ Ｃａｒｇｏ

等と昨年、連携協定を締結したところでありま

す。この物流ネットワークでは、特に、消費者

やレストラン等への直接販売といった小口取引

においてコスト削減が期待できますことから、

鮮度を保持したまま輸送できる特性を生かし

た、新たな輸送体制の構築に向けた取り組みを

進めてまいりたいと考えております。また、Ｊ

Ａ宮崎経済連が中心的な役割を果たして設立さ

れました九州農水産物直販株式会社では、博多

港等から本県産のカンショを初めとする九州産

農産物を取りまとめて輸出する取り組みを、昨

年11月から開始したところであります。県とい

たしましても、今後さらに、九州各県の産地と

の連携を図り、効率的な輸出体制の構築に積極

的に取り組んでまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 双方とも昨年から緒についた
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ばかりですが、大変評価のできる取り組みだと

いうふうに感じております。大事なことは、そ

の本県の取り組みが農家の収入アップまでしっ

かりとつながることであります。ぜひ、宮崎モ

デルと言われるぐらいの本県農畜産物の戦略的

輸出体制の確立に取り組んでいただきますよ

う、お願いをいたします。

同じく、輸出拡大における今回の農水省の補

正予算についてであります。ＴＰＰの関連政策

大綱に掲げた米、牛肉、青果物、茶など、重点

品目ごとに輸出に取り組む事業者団体を後押し

する「農畜産物輸出促進緊急対策事業」、並び

に輸出拡大に必要な施設の整備を支援する「農

畜産物輸出拡大施設整備事業」が、それぞれ88

億円、43億円と、今回新たに盛り込まれており

ます。事業実施主体としては、採択基準が設け

られて、公募により選定された事業者団体とあ

ります。

そこで、今回のＴＰＰ対策に係る補正で、農

林水産物の輸出拡大に向けて予算化した新規事

業における本県の取り組み状況について、農政

水産部長にお伺いしたいと思います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 今回の農林水

産省の平成27年度補正予算では、農林水産物の

輸出促進緊急対策といたしまして、131億円が予

算措置されたところでありますが、このうち、

地域が取り組める事業といたしまして、茶や水

産物の輸出に係る取り組みや、農畜産物の施設

整備に係る事業などが創設されております。今

回の補正予算で措置された事業に対しまして

は、茶や畜産などで活用の検討を進めておりま

したが、事業主体の準備が整わなかったことな

どにより、現在、国に申請している県内の団体

は残念ながらございません。今後とも、現在輸

出に取り組んでいる団体等に加えまして、新た

な事業者も掘り起こし、各種輸出関連事業の周

知・啓発や事業計画の策定支援などを行い、平

成28年度以降の国の輸出促進関連予算の有効活

用を図ってまいりたい、そのように考えており

ます。

○右松隆央議員 輸出事業に乗り出したい民間

事業者等は、県内にも相当数いるわけですの

で、今答弁されましたように、新たな事業者の

掘り起こし、そして周知の徹底を図っていただ

いて、文字どおり、オールみやざきで取り組め

る輸出促進の後押しを、ぜひともお願いしたい

と思います。

海外への農畜産物の輸出拡大について、もう

一点、本県の取り組み状況を伺いたいと思いま

す。海外からのバイヤーの招聘状況でありま

す。同じ九州の佐賀県では、ＨＩＤＡ（ハイ

ダ）と呼ばれる一般財団法人海外産業人材育成

協会のパートナー候補・招聘型プログラムの一

環で、タイから青果物のバイヤー４人を招き、

圃場などの視察を行っております。佐賀の主要

産品であるイチゴ「さがほのか」を、東南アジ

ア地域の輸入卸業者や小売業者へ紹介し、輸出

の促進を図ることが目的とされ、県の担当者

も、「ＨＩＤＡ事業に採択されたことにより、

タイに販路を有する有力なバイヤーを招聘する

ことができた。今後も、このような事業を活用

し、輸出促進の足がかりにしていきたい」と、

コメントを出しております。実は、タイへの輸

出は、福岡県、三重県、愛媛県の３産地が合同

で柑橘輸出産地間連携検討会を開いて、有望な

マーケットとして、まさに取り込もうとしてお

ります。

そこで、本県の海外バイヤーの招聘状況がど

うなっているのか、農政水産部長に伺います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 海外バイヤー
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の招聘は、本県の強みであります高い品質や安

全・安心への取り組みなどを直接アピールでき

ますことから、新たな取引を創出する上で、極

めて有効な手段であるというふうに考えており

ます。このため、昨年度は、香港の高級日本食

レストラン及びマカオ、フィリピンの輸入商社

からそれぞれ１名、また、タイの輸入商社から

２名の計４社５名を招聘いたしまして、宮崎牛

や豚肉などの食材の提案及び農業生産法人や食

肉加工業者等の視察を行ったところでありま

す。本年度は、シンガポールの百貨店及び輸入

商社並びに香港の輸入商社からそれぞれ１名の

計３社３名を招聘し、宮崎牛やブリ、漬物など

の生産者との商談及び地ビール工場などの視察

を行っておりまして、さらに、来月には、Ｅ

Ｕ、アメリカ等からバイヤーを招聘し、食肉セ

ンター等への視察も予定しているところであり

ます。今後とも、関係機関・団体や生産者との

連携のもと、本県農水産物の輸出拡大に向けた

バイヤーの招聘に、さらに取り組んでまいりた

いと考えております。

○右松隆央議員 ぜひ、今後もさまざまなルー

トを活用しながら、活発にバイヤーの招聘に努

めていただきたいと思います。

続いて、ＴＰＰで圧倒的な経営規模を誇る豪

州、米国、ニュージーランドからの輸入増加に

より、深刻な影響を与えると言われる畜産分野

の対策についてであります。ブランド化ととも

に、ＴＰＰ対策の柱となる低コスト化におい

て、まずは、和牛の肥育コストの軽減策につい

て伺ってまいりたいと思います。

和牛の肥育経営は、子牛や飼料の高騰で大変

厳しい現状であるのは承知のとおりでありま

す。全国の子牛相場が５年前の倍、飼料価格も

２割高となっている状況であります。ＴＰＰで

将来的に国産枝肉相場が下落する恐れもある中

で、コストの削減は焦眉の急と言える喫緊の課

題であります。肥育コストの削減で、所得の向

上に直結し、生産基盤の強化に向け、どうして

も不可欠な取り組みとして、肥育期間の短縮化

が大きな成果を出してきております。通常

は、10カ月の子牛を導入し、20カ月肥育して出

荷するところを、９カ月で買いつけ、18カ月の

肥育により、出荷月齢が通常の30カ月より３カ

月ほど短い27カ月になるわけであります。牛舎

の回転率が高まるとともに、事故が起きやすい

時期を迎える前に出荷できるため、事故率が平

均の半分の２～３％に抑えられるとされており

ます。短縮肥育に取り組む方も、18カ月で十分

に増体する、それ以上は事故リスクが高まると

話されております。そして、その人によれば、

１頭当たりの肥育コストは、人件費を含めて、

通常より４万円ほど安い39万円で済んでいると

いうことであります。100頭単位の規模であれ

ば、数百万から数千万のコスト削減になる計算

であります。後ほど、飼料のコスト削減策につ

いても問わせていただきますが、飼養管理にお

いても、肥育前期に粗飼料を多く与え、また、

その後、濃厚飼料を効率的に与えるなど、徹底

した個体管理で、枝肉の量・質とも20カ月肥育

したものと遜色ないクオリティーを確保されて

おります。

そこで、農政水産部長に、ＴＰＰも見据え、

肥育牛の生産コストの削減がますます避けて通

れない中で、短縮肥育における県の取り組み状

況がどうなっているのか、伺いたいと思いま

す。

○農政水産部長（郡司行敏君） 子牛価格の上

昇や配合飼料価格の高どまりが続く中で、肥育

牛の肉質を維持した上で生産コスト削減を図る
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ことは、重要な課題であると認識をしておりま

す。現在、肥育牛の生産コストのうち、最も大

きいものは素畜費、次いで飼料費であり、この

２つの合計で約８割を占めております。このよ

うな中、県内肥育農家の一部には、肥育期間を

短縮することで、飼料費を約１割程度削減して

いる事例も見受けられるところであります。県

といたしましても、肥育期間の短縮は生産コス

ト削減に有効な手段と考えておりまして、現

在、宮崎大学との共同研究において、期間短縮

が肉質に及ぼす影響などについて試験を実施し

ているところであります。今後とも、現場の取

り組み事例や研究成果を踏まえながら、肥育農

家の所得向上を目指してまいりたいと考えてお

ります。

○右松隆央議員 県の事業として、肉質の自動

判定や超音波診断等の研究をより一層進めてい

ただいて、短縮肥育による生産コストの削減に

しっかりと結びつけていただきたいと思いま

す。

さらに、本県の繁殖雌牛の分娩間隔について

伺いたいと思います。平成21年のデータで414日

となっております。この分娩間隔を、理想とす

る１年１産に短縮することが、和牛繁殖経営に

おいても生産費の大きな低減につながるととも

に、出荷頭数もふえ、利益を確保することにな

ります。

そこで、平成25年３月に策定された宮崎県畜

産新生プランにおいて、生産性の向上として、

１年１産を10年後の目指す姿に置いた上で、今

年度の数値目標が21日短縮とありますが、現在

の進捗状況を農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 宮崎県畜産新

生プランにおきましては、繁殖雌牛の分娩間隔

の短縮を重点課題と位置づけ、80戸のモデル農

家を設置し、重点的な指導を行うとともに、発

情発見装置の導入支援や、農家が繁殖成績を確

認できるシステムの構築、また、普及センター

による栄養成分に配慮した給与設計の指導な

ど、多岐にわたる取り組みを実施しておりま

す。その結果、モデル農家の中には、１年１産

を達成する農家も出てきているところでござい

ますが、県内の和牛全体で見てみますと、分娩

間隔は平成26年で417日と、目標に対して十分な

成果を得るに至っていない状況でございます。

今後は、これまでの取り組みを充実させるとと

もに、モデル農家で得られた成果を県全体に波

及させながら、関係機関と一体となって、分娩

間隔の短縮に向けてしっかりと取り組んでまい

りたいと考えております。

○右松隆央議員 和牛繁殖経営においては、分

娩間隔を短縮し、効率的に生ませることが非常

に重要にもかかわらず、今年度の目標の21日短

縮どころか、逆に分娩間隔が延びて１年１産か

ら離れ、全国平均よりも悪くなっているという

ことは、大きな課題として考えていただきたい

と思います。家畜市場においても、出荷頭数が

ふえない限り、相場の下げ要因というのはなか

なか見い出せない現状でありますので、分娩間

隔の短縮も、短縮肥育とともにしっかりと取り

組んでいただきますよう、要望させていただき

ます。

あわせて、繁殖雌牛の増頭への取り組みにつ

いて伺いたいと思います。農水省が昨年４月

に、本省内に畜産再興プラン実現推進本部を設

置し、そのもとに、繁殖雌牛増頭部会を置い

て、全国の和子牛生産頭数の減少傾向に歯どめ

をかけ、増頭に転じるための運動を展開してお

ります。その中で、都道府県に対し、今後３年

間での増頭目標の設定、並びに目標に沿った運
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動の展開が求められております。加えて、農畜

産機構において、来年度から繁殖雌牛を増頭す

る場合の奨励金が、今まで10頭未満の小規模経

営は事業に参加できなかったわけですが、３～

５戸程度の生産者集団を組織することで参加で

きるようになったところであります。

そこで、本県の繁殖雌牛の飼養頭数の直近の

推移、並びに増頭目標の設定、今後の取り組み

内容を、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 繁殖雌牛の飼

養頭数につきましては、平成23年の８万3,900頭

から、26年には７万7,000頭に減少している状況

にあります。そこで、今般策定をしております

第七次宮崎県農業・農村振興長期計画の後期計

画におきまして、目標年であります平成32年に

は、８万頭に増頭する目標を設定したいと考え

ております。この目標を達成するため、畜産ク

ラスター計画に位置づけられた、地域の中心的

な経営体が行う施設整備に対する支援や、新た

な担い手の育成、さらには、議員が御指摘され

ました、国が要件を緩和した「肉用牛経営安定

対策補完事業」の活用などにより、増頭を推進

することといたしております。肉用牛生産を基

幹産業とする本県にとりまして、この８万頭を

達成することは極めて重要であるというふうに

考えておりまして、市町村や関係機関と連携し

て、地域の実情に即した生産基盤の強化に積極

的に取り組んでまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 農水省も、３年以内の緊急に

対応すべき重要課題として、飼料増産ととも

に、繁殖雌牛の増頭を筆頭に挙げられておりま

すので、ぜひ、取り組みへの強力な推進をお願

いしたいと思います。

畜産コストの削減において、もう一つ、欠く

ことのできない飼料の観点から伺いたいと思い

ます。やはり、一番の理想は飼料の完全な国産

化であり、かつ、輸入配合飼料にも負けない低

廉な価格を実現することにあります。国際市況

の高騰や円安に大きく振れれば、即、輸入の価

格高にはね返り、経営採算に直結するからであ

ります。飼料生産コストの削減の面から、ぜひ

本県も取り組みを進めていただきたいソフトグ

レインサイレージ、これは、収穫した飼料用も

み米を、乾燥させずにそのまま粉砕処理し、密

封保存してサイレージ化したものであります

が、畜産のプロである山下議員の代表質問と重

なりましたので、私からは、ＳＧＳの利用拡大

への支援策について伺ってまいりたいと思いま

す。

現在、ＷＣＳ稲が著しく増加しているわけで

ありますけれども、ＳＧＳの利点は、何といっ

てもコスト面でありまして、既に導入が進む東

北では、輸入穀物の配合飼料と比べても採算が

とれており、さらには、嗜好性や消化性が良好

のみならず、乳酸発酵させたことでオレイン酸

が生じて、食欲が増し、肉質もよくなったとの

声も出ております。

そこで、ソフトグレインサイレージの取り組

みを進めていく中で、２つの点について。まず

は、稲作農家と畜産農家の仲介についてであり

ます。取り組みが進む東北地方においても、飼

料用として潜在的なニーズはあるが、取引相手

がなかなか見つからず、ＳＧＳの拡大にまだ

至っていないとの指摘があります。そこで、こ

の仲介を進めるべく、マッチングフォーラムの

実施を本県でもぜひ進めることができないか。

そして、もう一点は、調製加工の担い手づく

り、すなわち、受託組織への支援措置がとれな

いものか、農政水産部長にお伺いしたいと思い

ます。
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○農政水産部長（郡司行敏君） ソフトグレイ

ンサイレージの利用につきましては、本年度収

穫いたしました飼料用米を活用して、県内４カ

所で、実際に牛に給与するなど、試験的な取り

組みが行われておりますが、開封後の保存性な

ど、高温多湿な南九州ならではの解決すべき課

題もありますことから、現在、その解決に向け

た取り組みを行っているところであります。今

後、ソフトグレインサイレージの利用拡大を進

めていくためには、これらの課題解決とあわせ

まして、議員から御指摘がございましたよう

に、稲作農家と畜産農家のマッチングや、受託

組織の育成なども必要になると、そのように考

えております。このため、県といたしまして

は、農家のマッチングにつながるセミナーの開

催や、畜産クラスター事業等を活用した粉砕機

等のＳＧＳ調製に必要な機械の導入支援など、

その利用拡大に向けた取り組みを進めてまいり

たいと考えております。

○右松隆央議員 ぜひ、畜産農家における飼料

費の軽減、そして、稲作農家における所得の向

上、飼料用米の利用促進、さらには、循環型社

会の実現に地域一体で取り組める、一石二鳥、

三鳥の可能性がＳＧＳにはありますので、取り

組みを進めていただきますよう、よろしくお願

いいたします。

続いて、農水省が主食用米からの転作を進め

る補助金、産地交付金について伺いたいと思い

ます。来年から、都道府県への配分方法を見直

すことが明らかになっております。転作作物の

生産コストの低減や、収量増加などの取り組み

状況について、都道府県ごとに評価し、評価が

高いほど手厚く配分されるようになるとのこと

であります。政府の28年度当初予算において

は、前年と同じ800億円を確保している状況であ

ります。

そこで、飼料用米への転作の進捗状況と、来

年度の産地交付金配分の見通しについて、農政

水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本県における

ここ３年間の非主食用米の作付動向を見てみま

すと、飼料用米が250ヘクタール増加し、449ヘ

クタールに、加工用米が913ヘクタール増加

し、1,131ヘクタールに、ＷＣＳ用稲が1,295ヘ

クタール増加し、5,828ヘクタールになるなど、

非主食用米全体で米の作付の約３割を占めるま

でに拡大しているところであります。また、飼

料用米につきましては、畜産農家の利用希望約

２万トンに対しまして、１割程度の供給にとど

まっていることや、加工用米については、本県

の酒造業において需要が拡大していること、さ

らには、種子の予約状況等も踏まえますと、28

年度の非主食用米の作付は、引き続き増加する

ものと考えております。

なお、御指摘のように、28年度から、産地交

付金の一部につきまして、国が産地の取り組み

等を評価した上で再配分されますので、少しで

も多くの交付金が確保できますよう、飼料用

米、加工用米等の作付拡大・定着に向けて努力

をしてまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 国全体では、加工用、米粉用

などが供給過剰にある中で、飼料用米は、生産

量が42万トンに対して、潜在的需要量はその10

倍となる442万トンと、受け皿は非常に大きいと

されておりますので、本県でもさらなる作付の

拡大を進めていただいて、産地交付金の確保に

努めていただくようお願いいたします。

畜産の項目では最後の質問になります。本県

畜産の振興において、やはり知事にその意気込

みを聞いておかなければならない、全国和牛能
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力共進会の前人未到の３連覇についてでありま

す。先日、私も入会している経営者の勉強会

で、知事が講演をされました。その中で、全共

３連覇に向けて、並々ならぬ知事の決意を聞く

ことができました。そのときに知事は、「予算

づけもこの３連覇だけは違うんです。幾ら使っ

てでも達成しなければならないんです」と言わ

れ、私は胸が躍りました。知事がここまで、あ

たかも自分の選挙のように、全共３連覇を目指

すと。知事の本気度を、そのとき50名以上いま

したけれども、会場のみんなが感じたことと思

います。部長もいわばフリーハンドを得たわけ

でありますので、宮崎県のためにも何が何でも

３連覇をとりにいっていただきたいと思いま

す。

そこで、知事に、ぜひあのときの講演を再現

してもらうような、予算編成も含めて、全共３

連覇に向けての強い決意のほどを、もう一度伺

いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） いよいよ宮城大会、来

年に迫っているわけであります。この全国和牛

能力共進会、今度こそは自分たちがという全国

の名立たる和牛産地が「打倒宮崎」で束になっ

てかかってくるわけでありまして、本県から遠

い宮城で開催されるというようなこと、口蹄疫

後の種牛を使う、さまざまな厳しい条件がある

わけでありますが、必ずや３連覇を達成すると

いう強い決意で臨む必要がある。日本一の準備

と努力をしてまいりたいと考えておるところで

あります。

現在、県の推進協議会を中心に、生産者、関

係団体等が「チーム宮崎」ということで一丸と

なって、出品対策に取り組んでおるところであ

りますが、ことしは特に、出品候補牛の導入が

本格化する大変重要な年になるわけでありま

す。そのため、当初予算におきましても、前回

の全共対策の予算と比べまして、予算を約４倍

と大幅に増額したところでありまして、新たに

雌子牛の保留対策を行うなど、万全の準備を行

う予定としておるところであります。特に、４

年後、2020年の東京オリンピック・パラリン

ピック、世界の注目が集まる中で、圧倒的な

「日本一の宮崎牛」、絶対王者という立場で全

世界に向けて発信をしていきたい、そういう思

いがありますし、あの長崎大会の感動というも

のを再び農家の皆さんと味わい、今後の宮崎牛

づくりに取り組んでまいりたいと考えておりま

すので、しっかり準備をして臨んでまいりたい

と考えております。

○右松隆央議員 ぜひ全共３連覇を実現し、首

長として名を残すほどの貢献をしていただきた

いと、心から願っております。私も、長崎の地

で味わったあの感動を、もう一度宮城の地で味

わいたく、全面的に応援してまいります。

続いて、国がＴＰＰの国内対策において重要

な柱の一つに位置づける、中山間地域への支援

項目についてであります。平野部に比べて、規

模拡大やコスト削減による経営改善が難しい中

で、今回、国の補正予算で、中山間地域等担い

手収益力向上支援事業として10億円が計上され

ております。取り組み主体としては、集落営農

や農地中間管理機構から農地を借り受ける農業

者等であり、支援内容は、土地利用型作物から

薬用作物、伝統野菜、あるいは地域ブランドの

作物など、高単価が見込める品目への転換

で、10アール当たり５万円以内の助成、そし

て、上限を200万円とした作物の価値向上に向け

た成分分析などの取り組みに補助が出るもので

あります。

そこで、国のＴＰＰ対策での中山間地域等担
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い手収益力向上支援事業において、本県の募集

等、現段階の取り組み状況と、今後、この創設

事業をどのように活用していく考えか、農政水

産部長にお伺いします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 中山間地域等

担い手収益力向上支援事業につきましては、生

産条件の厳しい中山間地域で、新たな品目や作

型を導入する際の取り組み支援策として有効に

活用できる事業であると、そのように考えてお

ります。県といたしましては、本事業の実施に

ついて市町村に意向調査を行い、28年度事業と

いたしまして、水田裏作への水田ゴボウ等の露

地野菜の作付や、農地中間管理事業により集積

された農地へのレタス作付などによる収益力

アップの取り組みについて、県内２町４地区か

ら要望があり、今後、事業の採択結果を踏まえ

て、国と所要の手続を行っていくことといたし

ております。なお、中山間地域におきまして

は、高い収益性が期待される花、キンカン等の

推進に加え、小面積でも取り組める薬草などの

産地づくりについても検討していく必要があり

ます。今後とも、中山間地域に特化した支援施

策は大変重要であると考えておりますので、本

制度の継続を含め、さらなる施策の充実が図ら

れるよう国に対して要望してまいりたいと考え

ております。

○右松隆央議員 ＴＰＰ対策において、中山間

地域に特化した本支援事業の活用においても、

全力で努めていただきたいと思います。

同じく、中山間地域の振興において、産業と

してのジビエの振興について伺っていきたいと

思います。伝統食から外食産業へ、害獣から益

獣へ。捕獲した鹿やイノシシを食肉として活用

する動きが始まって10年余りたつ中で、今、ジ

ビエの振興は、国が動き始めたことで大きな節

目を迎えております。ジビエ専門の卸に携わる

人によると、特定の部位に注文が集中すること

から、部位を問わない加工品の開発を進め、安

定的な消費を開拓することの必要性や、ジビエ

の安定供給を求める大手食品メーカーの要望に

もあるように、個体の大きさや、雄、雌、年齢

など、まちまちの状況から、食肉の規格化を進

め、外食産業でも使えるような規格をつくって

いく取り組みが求められております。また、鹿

の角が中国では貴重な漢方とされていること

や、イノシシや鹿がペットフードの原料として

も人気が高いとされるように、ジビエの振興に

は、さまざまな需要を掘り起こす必要性も出て

まいります。

そこで、本県のジビエに対する取り組みの現

状と、今後の展開として、国産ジビエに将来性

を見出している外食産業へ提供する側として、

捕獲から流通、調理まで一連の流れを確立し

て、ジビエを活用した中山間地域の活性化に、

県としても本格的に乗り出していく考えがない

か。これは、特命チームのトップである稲用副

知事にお願いします。

○副知事（稲用博美君） 捕獲鳥獣の利活用に

つきましては、これまで、処理施設の整備であ

りますとか、事業者の人材育成等に対しまして

支援を行ってまいりました。ただ、販売先の確

保でありますとか安定供給等の課題がありまし

て、その利活用は一部にとどまっております。

このため、昨年６月に、鳥獣被害対策特命チー

ムの中に捕獲鳥獣利活用部会を設置しまして、

今後の方向性を検討しました結果、来年度当初

予算案としまして、「みやざきジビエ普及拡大

推進事業」を計上させていただいたところであ

ります。この事業では、統一表示基準や認証制

度等の検討を行います協議会の設置、また、安
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全・安心な肉の提供に向けました衛生管理技術

の向上、さらには、肉の供給者とレストラン等

とのマッチング支援によります消費拡大等に取

り組むこととしております。日本ジビエ振興協

議会の調査によりますと、全国の推定利用率を

５％としておりますが、利活用の実態把握のた

めに、現在、県内飲食店の需要動向等調査を進

めております。今後、民間団体等とも連携を図

り、肉の供給と流通、消費までの体制というも

のを確立しまして、レストラン等の外食産業、

そして、一般消費者に対する普及拡大によりま

す「みやざきジビエ」のブランド確立を図って

まいりたいと考えております。さらに、食用以

外の需要の掘り起こしも検討しながら、これか

らの中山間地域を支える産業として、雇用や所

得の確保というものにつなげてまいりたいと考

えております。

○右松隆央議員 ジビエの振興は、今、大きな

節目を迎えております。ぜひ、工程ごとに国が

設けた補助事業を最大限に活用していただきな

がら、今、副知事が言われましたように、これ

からの中山間地域を支える魅力的な産業へと、

戦略的にプロジェクトを進めていただくことを

お願いいたします。

続いて、鳥獣被害対策において、今、綾町が

大きな成果を出しております。鳥獣被害防止施

設緊急整備事業で設置したワイヤーメッシュと

電気柵を組み合わせた複合柵で、猿やイノシ

シ、鹿などの被害額が5,870万円から1,300万円

と、４年間で２割まで激減させております。国

の事業を活用し、４年間で総延長53キロの複合

柵にかかった資材費9,500万円は、100％、国か

らの補助となっております。かんきつ類を栽培

する農家も、猿やイノシシによる被害が激減し

たと、その大きな効果を話されております。

そこで副知事に、いまだ鳥獣被害の深刻さに

苦しむ多くの県内自治体にどのような指導をし

ていき、具体的に被害の軽減にどう取り組んで

いかれるか、伺いたいと思います。

○副知事（稲用博美君） 県では、市町村等と

連携しながら、モデル集落の設置、各種の研

修、防護柵の整備、捕獲対策等を推進し、被害

の軽減に努めてまいりました。このような中

で、今、議員のほうからも御指摘がありました

ように、綾町の例があります。これは、国の交

付金を活用しまして、電気柵とワイヤーメッシ

ュを組み合わせました複合柵を効果的・計画的

に整備するなど、地域ぐるみで対策に取り組ん

だ結果、被害が大きく減少したという成功事例

であります。しかしながら、県内の市町村を見

ますと、まだ依然として被害に苦しんでいると

いう状況であります。綾のような成功事例の取

り組みを全県的に広めつつ、防護柵の整備に必

要な資材費が全額補助される国の交付金があり

ますので、この活用につきまして、来年度は、

本年度の実績、１億8,000万円ぐらいになると思

いますが、それを上回るような利用ができるよ

うに周知してまいりたいと考えています。ま

た、国に対しましては、事業が計画的に実施で

きるように、関連予算の拡充について引き続き

要望してまいります。

○右松隆央議員 国の交付金を活用したハード

整備をしっかり進めていただいて、集落ぐるみ

での鳥獣被害の撲滅に、さらなる取り組みを要

望させていただきます。

最後に、ＴＰＰの真の影響について質問した

いと思います。さきの政府のＴＰＰの影響分

析、それに準拠した本県の影響試算の結果に驚

きを禁じ得ませんでした。ＴＰＰを突破口に日

本市場を狙う、桁違いの輸出大国である米国、
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手ぐすねを引いてＴＰＰの発効を待っているわ

けであります。米国農務省は、ＴＰＰ参加国全

体の輸出増加額の実に70％の58億ドル分は日本

が引き受け、日本農業のほぼひとり負けになる

と、想像しがたい試算を出しております。そこ

との整合性は今後の国会での議論に委ねるとし

ても、まさに、日本が格好のマーケットになる

と、ＴＰＰを対日輸出拡大の最大の好機と捉え

ているわけであります。国内対策で、桁違いの

大国農業に立ち向かえるのか。そこには楽観性

の入る余地はみじんもなく、相当な覚悟で臨ん

でいかなければなりません。冒頭申し上げまし

たけれども、ＴＰＰで農業が大きな犠牲を強い

られることになれば、国力の衰退に間違いなく

つながると認識しております。

そこで、知事に伺いたいと思います。ＴＰＰ

の影響試算において、政府の試算公表前に県独

自の試算を示したのが、和歌山、滋賀、新潟の

３県でありました。そして、政府公表後にも、

今月22日に隣県の熊本県で、国の影響試算の対

象外となっている野菜において、輸入量が多い

品目や、地域で産地化が進んでいるトマトやキ

ュウリ、ナスなど10種類の県独自の影響試算、

並びに、価格低下に伴い、国は変わらないとす

る生産量が減少するとし、畜産物を中心に国の

価格低下率と同率で算出した影響試算、そし

て、ＳＢＳ米の輸入増加が見込まれることか

ら、業務用途向けの県産米の３割に影響がある

とし、以上３項目において、県の独自試算を公

表したところであります。これは、蒲島熊本県

知事が、生産現場の要望や不安の声をしっかり

と受けとめて、首長としての責務と使命感を行

動であらわされたものだと察するところであり

ます。そこで、今後、各県で独自試算を算出す

る動きが活発化することも想定される中で、本

県として独自試算に取り組む考えがあるのか、

知事に伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今お話がありました、

ことし１月27日に「宮崎県ＴＰＰ対応基本方

針」の中で公表いたしました本県農林水産業へ

の影響試算については、国の試算に準拠いたし

まして、必要な対策を実施した上でなお影響が

懸念される品目について、県としての試算を

行ったものであります。今回の国の試算は、国

が十分な対策を実施する決意を示したものであ

ると受けとめております。県としても同様の姿

勢でございますので、県としましては、現場の

厳しさを胸に刻みながら、また、農家の皆さん

の不安にしっかりと向き合いながら、本県農林

水産業の成長産業化を進める対策に積極的に取

り組みますとともに、国に対しましては、情勢

の変化に対応した影響の検証と、それに基づく

ＴＰＰ対策予算の確保について要望してまいり

たいと考えております。

○右松隆央議員 私は、食料供給基地を自認す

る農業県・畜産王国の本県が、県内農畜産物へ

の影響をできる限り幅広く整理しておくこと

は、極めて重要なことだと認識しております。

今後、国へ影響試算の検証と、それに基づく必

要な追加対策をしっかりと要望していただきま

すようお願いいたします。

今回は、ＴＰＰ対策と本県の農政課題、この

１項目に絞らせていただき、さまざまな角度か

ら質問をいたしました。「ピンチをチャンスに

変える」、言うは易し、行うはかたしでありま

す。桁違いの輸出大国が、野望を持って日本市

場を狙ってくるわけであります。このＴＰＰ

は、国の責任でもって交渉が進められ、妥結を

得るに至りました。だからこそ、農政の現場を

平成28年２月29日(月)
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つかさどる自治体の長から、対策の中身から予

算組みに至るまで、国に対し、言うべきことは

声を上げていただくことが大事であります。本

県の基幹産業である１次産業が、ＴＰＰで迎え

るであろう農業の総自由化というかつてない難

しい難局を、河野知事みずからのかじ取りで乗

り切っていくのだという強い覚悟を持って農政

運営に取り組んでいただきますよう、お願いを

申し上げまして、以上で私の一般質問の全てを

終わらせていただきます。ありがとうございま

した。（拍手）

○中野 明副議長 ここで休憩いたします。

午後２時47分休憩

午後３時10分開議

○中野 明副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、坂口博美議員。

○坂口博美議員〔登壇〕（拍手） 知事の政治

姿勢に関する問題などについて伺ってまいりま

す。

小さな藩であった高鍋藩に生まれた鷹山は、

上杉謙信を祖とする名門上杉家に９歳で養子入

籍し、若干17歳で９代目の米沢藩主となりまし

た。当時、米沢藩は極めて厳しい財政状況の中

にあって、米沢藩の寒冷な風土に合った産業の

中で、最も市場性がありお金を稼げるのは、養

蚕業による絹糸生産だったそうであります。鷹

山公は、この絹糸をさらに絹織物にまで仕上げ

て付加価値を高めることを考え、全国から指折

りの織物職人を米沢に招き、織り手たちに技術

指導を行っております。そして、でき上がった

織物は一括して藩で買い上げるという、当時と

しては画期的な産業振興策を講じたのでありま

す。織物の町「米沢」は、むろんその結果であ

ります。このような積極的な産業振興と徹底し

た倹約による財政改革の取り組みによって、鷹

山の藩主就任から56年目にして、藩の借金を見

事に完済したそうであります。しかし、鷹山は

これを見届けることなく、それは鷹山公逝去の

翌年のことだったとのことであります。また、

このような藩の財政の立て直しのほかにも、家

臣や織り手たちに介護休暇や育児手当を給付す

るなど、福祉施策や労働政策への取り組みを、

あの時代既に行っていたという史実もありま

す。まさに先見性にすぐれた政治家であり、か

のジョン・Ｆ・ケネディが、鷹山をして「尊敬

する政治家」とたたえたのもむべなるかなであ

ります。

当然ながら知事も、ただただ県民の幸せを願

い、額に汗しながら日々精進されていることと

思います。そこで、平成28年度当初予算編成に

際して、アベノミクスの経済効果がいまだ十分

行き届いていないのが現状と言える本県の県民

生活や産業活動に対し、どのような工夫を施さ

れたのかお尋ねし、後は自席からの質問といた

します。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

平成28年度当初予算についてであります。平

成28年度当初予算の編成に当たりましては、

「財政改革の着実な実行」「重点施策の推進」

「役割分担を踏まえた施策の推進」の３つを基

本方針として、編成を行ったところでありま

す。厳しい財政状況の中ではありますが、地方

創生のトップランナーを目指して展開します地

域活性化の取り組みや、県民の安全・安心の確

保に向けた取り組みなどを積極的に推進するた

め、特別枠を設け、公共事業の追加措置など総

額63億8,000万円を措置したところであります。

平成28年２月29日(月)
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この結果、平成28年度当初予算は、第四期財政

改革推進計画を着実に実行しながら、選択と集

中の理念のもと、人口減少問題や地域経済の活

性化、県民の安心・安全の確保などの課題に的

確に対応する施策の積極的な推進を図ります、

「躍動する『みやざき新時代』予算」として、

予算編成を行ったところであります。以上であ

ります。〔降壇〕

○坂口博美議員 さまざまな課題に的確に対応

するために、積極的な予算編成をやったという

ことですけれども、具体的にはどういったとこ

ろを積極的な予算と言われるのか、再度お伺い

をいたします。

○知事（河野俊嗣君） まず、平成28年度当初

予算の規模は、対前年度比0.7％増、実質0.7％

増でありまして、国の予算の伸び0.4％や、地方

財政計画の伸び0.6％を上回る伸び率となってお

ります。また、その内訳につきまして、投資的

経費やその他一般行政経費の伸びが、金額、率

ともに義務的経費の伸びを上回ったものとなっ

ております。また、公共事業につきましては、

土地改良事業の直轄事業負担金が大幅減となっ

たことから、公共事業費全体では対前年度

比97.3％にとどまっておりますが、県単独事業

につきましては、特別枠による追加措置を、前

年度から５億円増の25億円としたことから、前

年度比105.4％となっております。また、県営電

気事業みやざき創生基金の活用による新規・改

善事業につきましては、44事業、10.7億円を措

置しておりますが、これらの事業は、通常の新

規・改善事業の枠とは別枠で上乗せをした新た

な事業ということであります。このようなこと

で、積極的な予算編成に取り組んだところであ

ります。

○坂口博美議員 考え方の問題とは思うんです

けど、知事が今言われたのは、積極的というよ

りも、むしろ重点的な予算編成、いわゆる「選

択と集中の予算編成である」と表現すべきでは

ないかなと思います。積極的財政というのは、

「入り」を最大限「出」に活用するということ

であって、例えば、県税が昨年度より約50億円

もふえております。もちろん、この中には社会

保障費などの義務的経費が多くを占めていると

いうことは理解できますが、この予算編成の作

業で同時に進められたのが、県債残高を約200億

円減らすということであります。知事が常々、

宮崎県の県債管理状況というのは、極めて全国

でも優等生なんだ、健全なんだということを言

われるわけであります。私は、今の時期、アベ

ノミクス効果がようやく地方にも実感できるよ

うになってきたこのタイミングで、それをより

確実なものとするためにも、ぎりぎりまで歳出

を絞り出すなど、本県の経済高揚の確実性や、

地方創生で他県との壮絶な闘いになることが予

想されております地域間競争に必ず勝つため

の、さらに確実な道筋をつけるなどの予算編成

をもって初めて、積極的財政と言えるんじゃな

いかと思います。

以上申し上げまして、ここで、県営電気事業

みやざき創生基金について、企業局長にお尋ね

をいたします。我が党の丸山議員の代表質問に

対して、これからの３年間で30億円を繰り出す

ということでありましたが、将来の電気事業運

営に支障はないのか、まずお尋ねをいたしま

す。

○企業局長（四本 孝君） 平成36年度までの

建設改良や企業債償還等の財源としましては

約157億円が必要と見込んでおりますが、これに

ついては、建設改良積立金や減債積立金等によ

り確保できる見通しであることから、今後の事
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業運営に支障はないものと考えております。

○坂口博美議員 それから答弁で、現行の法の

もとでの繰り出しは困難であったということも

お答えになりました。現行の法のどこが繰り出

しの抑止力になっていたのか、再度お伺いいた

します。

○企業局長（四本 孝君） 電気事業法の卸供

給料金算定規則に関する資源エネルギー庁通知

におきまして、他会計への繰り出しは、中長期

的に卸供給料金の低廉化が図られるなどの説明

が電力会社に対してなされていることが前提と

されておりまして、繰り出しを行うためには、

売電料金を将来引き下げることを電力会社に約

束する必要がありました。しかしながら、企業

局においては、売電料金を引き下げ、繰り出し

を行っても、安定的な経営を維持できるという

将来見通しを立てることが厳しかったことか

ら、繰り出しを行うことは困難というふうに判

断をしてきたものであります。

○坂口博美議員 将来の料金値下げの見通しが

なかなか厳しかったということですけれども、

現実に企業局では、平成14年から10年以上にわ

たってずっと毎年値下げしてきておられるんで

す。14年からの10年間、23年まででも14％値下

げをされているんです。これは、なぜやったの

かということをお伺いいたします。

○企業局長（四本 孝君） 当時は、平成12年

から実施されました電気事業制度改革により、

公営電気事業者の位置づけが見直しをされ、民

間事業者との競争も予想されるなど、将来の経

営に予断を許さない状況下にありました。この

ため、企業局におきましては、経営基盤の強化

を図り、競争力を高めることが急務であるとし

て、組織の再編による人員削減や、設備投資の

見直しによる減価償却費の低減など、経費の節

減に積極的に取り組むこととしたことから、売

電料金の低下につながったものでございます。

○坂口博美議員 今の合理化については、人員

削減、あるいは遠隔操作なんかも含めて議会に

も説明がございました。その時点で将来のコス

トダウン―電気料金を下げても成り立つ、そ

ういった合理化を目指して費用対効果で投資す

るんだという説明でありました。当時はです

ね。

本県の企業局の場合は水力発電であります。

火力発電のように、乱高下が非常に激しい原油

価格の変動によって発電コストが大きく変わる

というようなことはないわけでありまして、コ

ストについては原価として積み上げる算定式の

中で、そのどの費用も長期的な見通しが立てや

すいものばかりだと思われます。しかし一方

で、発電量となりますと、火力発電は安定して

いるのに比べて、その年の降雨量で水力という

のは大きく影響されるという弱点があります。

しかしながら、これをカバーするために、企業

局と九電との契約では２部料金制でやっており

まして、結果的に降雨量の影響というものが極

めて緩和される、小さくされる工夫がなされて

おるわけであります。こういったことから、企

業局は、かなり早い時点で九電に対して値下げ

を説明して、繰り出しを行うことは可能であっ

たと思いますが、再度、御見解をお尋ねいたし

ます。

○企業局長（四本 孝君） 電力会社との料金

更改交渉において、将来の料金引き下げを説明

した上での繰り出しは可能であったかと思いま

す。

○坂口博美議員 そのとおりだと思うんです。

早くそれはやれた。やれたというより、むしろ

やらなきゃいかんかったと思うんです。ですか
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ら、今の一連の説明を整理しますと、まず、一

般会計へ繰り出すという行為は、これまでも法

的には可能であった。だが、あえてやらなかっ

たということになると思います。そして、今回

の法改正でこれができるようになったというの

ではないということが、今判断できたわけであ

ります。言うならば、高い料金を消費者に課し

続けた結果留保できた余剰利潤を、今後要らな

いというわけですから、現行の法に沿って県民

に還元するということでありました。「先人の

熱い思いが」云々と言われたんですけれども、

こういったことを発言するというのは赤面もの

だなと思います。今後は、自由化に伴って、電

力会社との価格交渉など、これまで以上に大き

な苦労とか責任がのしかかってくるわけであり

ますから、よくよくしっかりとした公営企業会

計の運営というものを期待いたしております。

そして次に、質問に入っていきますが、口蹄

疫復興ファンド事業は、国の考え方を認めて、

平成27年度で終了するということになりまし

た。県がこれを認めた。しかしながら、ファン

ド事業運用益には、平成27年11月末現在で１

億3,000万の残があるとのことでもありました。

ファンド事業は、「宮崎県は口蹄疫の被害から

おおむね回復できた」という国の判断に、先ほ

ど申しましたように県も同意をした。そして、

事業終了を受け入れたというものであります。

つまり、おおむね回復したという県内の復興対

策に支出予定であった１億3,000万が残ったとい

うことは、この残金というのは国に返還しなけ

ればならないのではないかと思いますけれど

も、総務部長の見解をお伺いいたします。

○総務部長（成合 修君） 口蹄疫復興対策運

用型ファンド事業は、県において転貸債の発行

により1,000億円を調達し、これを口蹄疫復興財

団に無利子で貸し付けまして、財団においてそ

の運用益により事業を実施するという仕組みで

ございます。一方、国は、この1,000億円の県

債、転貸債に県が支払いました利子について、

その８割を特別交付税で措置するという仕組み

であります。財団の事業執行状況にかかわら

ず、県は金融機関へ利息支払いを行っておりま

すので、財団に残る残金につきましては、県が

国へ返還する必要はないものと考えておりま

す。

○坂口博美議員 今の答弁を聞いた後でですけ

れども、畜産振興事業についてですが、28年度

の事業として、先ほどの公営企業会計から一般

会計に繰り出された。そして、それをもって造

成した基金を財源に、地域振興事業に取り組む

とされております。その中で、西都・児湯地域

における畜産振興対策については、口蹄疫復興

ファンド後継事業として特別交付税が措置され

ることになっておりますが、その対象となる畜

産振興事業の内容について、農政水産部長にお

尋ねをいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 地域振興事業

のうち、畜産関連の事業につきましては、次代

を担う経営能力にすぐれた人財の育成と、技術

・経営指導にかかわる指導員の養成等を目的と

いたしました、「強い畜産経営体を育てる人財

育成事業」や、家畜の増頭促進のための繁殖セ

ンター等、地域における拠点施設の整備などを

支援し、生産基盤の強化を図る「宮崎の畜産体

制強化事業」、さらに、肥育経営体の素牛確保

に緊急的に取り組む「「宮崎牛」肥育素牛確保

対策事業」など、７事業、総額約２億円を予定

しております。

○坂口博美議員 先ほどの総務部長答弁では、

国に財団の残金については返さなくてもいいと
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いうことでした。この事業は、今年度をもって

終了することになっております。ですから、今

後、財団が事業を行うということは一切ないわ

けであります。そうなると、その金の使途につ

いては、今後、財団の６月の評議員会で決まる

ことになると聞いておりますが、県に返すとな

ると、果たしてそれで問題はないのかなと思い

ます。いずれにせよ、国に返さないということ

になると、財団が残金を繰り出す先は県しかな

いということになると思います。ですから、残

金は、恐らく県に寄附されるということになろ

うかと思います。

ところで、その金が平成28年度以降に支出を

されていくとなりますと、この資金は、その性

格上、国が特交の対象先とした事業にしか使え

ないということに、理屈の上ではなろうかと思

います。先ほどの農政水産部長の答弁では、西

都・児湯地域において、特交対象の畜産振興事

業約２億円が28年度に予定されているというこ

とでありましたが、そうなると、この１億3,000

万円を国に返還する必要はなくても、その金が

残っていることを理由に、特交の措置額が調整

されるといった心配はないのか、知事の御所見

をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 口蹄疫復興対策運用型

ファンドの運用益の残金につきまして、その取

り扱いは、口蹄疫復興財団において今後決定さ

れるものと考えております。平成28年度の特別

交付税の対象となる事業は、現時点の当初予算

編成において、ファンドの残金1.3億円は財源と

しておらず、県営電気事業みやざき創生基金を

含め、県の財源により予算措置をしております

ので、特別交付税による措置の対象となるもの

と考えております。仮に、ファンドの運用益の

残金が県に寄附された場合には、特別交付税の

措置に影響がないよう、その活用について検討

してまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 影響があっちゃいかんわけで

すけれども。そして、特交に影響ない使途先を

考えながら検討するという答えでありました。

今後のために、くどいけど申し上げておきます

けど、その使途先の前提条件というのは、この

金の性格上、あくまでも西都・児湯地区の畜産

振興であるということ。これを間違うと、県へ

の歳入後の措置というのが非常に微妙なことに

なってくる可能性があるんだということを申し

上げまして、次に、改正品確法などについて伺

います。

まず、ここで最初にお礼を申し上げたいと思

います。今回の国の補正予算につきましては、

国土交通省関係の交付金事業分として、本県に

約64億円の配分がありました。これは全国で６

番目という、これまでにない高い配分だと伺っ

ております。私ども自民党県連では、昨年末

に、御用納めの日だったと思うんですけど、知

事に対しまして、予算確保に向けて全力で取り

組むように申し入れを行ったところですが、こ

れを真摯に受けとめていただきました。そし

て、内田副知事のしっかりとしたサポートのも

と、知事を先頭に、国に対して、本県における

社会資本整備の必要性を強く訴えていただいた

結果であると、高く評価させていただいており

ます。そして、今回のこの成果というのは、大

変ホットなニュースでもありまして、建設業界

はもとよりですが、地域経済の浮揚に好影響を

もたらすものと思われます。

それでは、質問に移ります。まず、平成26年

に「公共工事の品質確保の促進に関する法

律」、いわゆる品確法の改正が行われました。

まず、その改正の背景及び目的について、県土
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整備部長に伺います。

○県土整備部長（図師雄一君） 建設産業は、

防災や減災、また、インフラの老朽化対策や維

持管理などの担い手として、その果たすべき役

割はますます増大してきておりますが、建設投

資の急激な減少や競争の激化により、建設企業

の疲弊や下請へのしわ寄せ、就労環境の悪化が

生じるなど、公共工事の品質確保が懸念されて

いるところであります。これらの課題に対応

し、将来にわたる公共工事の品質確保と、その

担い手の中長期的な育成・確保を目的として、

平成26年６月に品確法の改正がなされたところ

であります。

○坂口博美議員 では、県は今回の改正をどの

ように受けとめ、またどのような取り組みをな

されているのか、再度お伺いいたします。

○県土整備部長（図師雄一君） 本県におきま

しても、建設産業を取り巻く環境は大変厳しい

状況でありますことから、改正品確法の趣旨で

あります、将来にわたる公共工事の品質確保

と、その担い手の中長期的な育成・確保は、大

変重要な課題であると認識をしております。こ

のため、現場の実態や最新単価を反映した適正

な予定価格の設定に努めるとともに、債務負担

行為の活用や、「余裕期間を設定した建設工

事」の試行など、発注や施工時期の平準化に向

けた取り組みを進めているところであります。

また、適切な設計変更を徹底するため、「設計

変更・工事一時中止ガイドライン」につきまし

ても、本年度中に作成することとしておりま

す。

○坂口博美議員 よろしくお願いします。

設計変更、一時中止に対する措置などという

のは、品確法が言っておりますように、甲乙の

対等な関係をしっかりと、まずこれが、それを

しっかりやっていくための前提条件になると思

います。これについては、時間の関係で今回割

愛いたします。

次に、最低制限価格についてお尋ねしたいと

思います。県は、工事の入札などに際しまし

て、最低制限価格を設けて入札を行っておりま

す。そして、その適用範囲についても、これま

で順次広げるなどの取り組みをしてきておられ

るわけですが、最低制限価格を設定される根拠

と目的について、県土整備部長にお伺いいたし

ます。

○県土整備部長（図師雄一君） 最低制限価格

は、地方自治法において、当該契約の内容に適

合した履行を確保する上で必要と判断される場

合に設定できるとされております。こういった

公共工事の品質を確保することに加えまして、

健全かつ継続的な企業経営を支援するため、こ

れまで建設工事につきましては、３回にわたり

最低制限価格の引き上げを行ってきており、経

済・雇用対策の一環として、今年度も引き続

き、予定価格のおおむね90％としているところ

でございます。

○坂口博美議員 そういった目的というのを期

待し、それを達成させるためには、入札参加者

が、何よりもまず自社の技術力、そして経営力

をベースにした見積価格で、かつ健全な競争を

することが必要であろうかと思いますけれど

も、現実は、全ての参加者が最低制限価格の推

計に汗をして、その数字をもって札を入れてい

る、これが現実であります。県はまず、この事

実というのにお気づきかどうか、引き続き、県

土整備部長にお伺いをいたします。

○県土整備部長（図師雄一君） 近年の入札結

果を見てみますと、最低制限価格付近で応札さ

れることが多い状況になっているというふうに
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認識をしております。

○坂口博美議員 そのとおりなんです。例え

ば、平成14年度と15年度の県発注の工事で、県

内の特Ａクラスが受注した工事273件を見てみま

すと、その中の250件、90％以上、92％ぐらいが

ほとんど最低制限価格での契約になっていま

す。そのほかの落札に至らなかった人たちの札

も、ほぼそこに固まっているんです。だから、

そこに集中する状況を見るときに、最低制限価

格という数字は、入札において一体どういった

存在にあると部長はお考えですか、お聞かせく

ださい。

○県土整備部長（図師雄一君） 最低制限価格

は、本来は公共工事の品質確保やダンピング受

注の防止を図るために設けるものでありますけ

れども、落札が可能な下限値でありますことか

ら、応札者が確実に落札するための大きな判断

材料になっているのではないかと考えておりま

す。

○坂口博美議員 その前の答弁で、最低制限価

格は、根拠を自治法に置いているという答弁が

ありましたけれども、その自治法の精神という

のは、納税者の立場から、より安く、かつ手抜

きなどをさせずに施工させることなどを目的に

しております。しかし、改正品確法では、第７

条の第１項で、適正な予定価格の設定、必要に

応じての適正な最低制限価格の設定を求めてお

りまして、品確法では初めて今回、最低制限価

格の設定というものを発注者に義務づけたわけ

であります。そして、その精神というのは、災

害時のことや、将来にわたっての品質確保と

いったもろもろを考えれば、受注企業の健全な

運営が確保されてこそ初めて、納税者や利用者

の利益、公共の利益は守れるとするものであり

ます。

そのような中、先ほど申し上げましたよう

に、最低制限価格を目指しての入札こそが、結

果的に落札につながるという実態がここにある

わけであります。このことから、最低制限価格

が果たしている現実の機能というのは、法の目

的とするところを完全に離れまして、「受注し

たい者はこの数字を正しく当てなさい」という

役割のみを持つ存在となってきている、現実は

そうではないかと思います。これは、企業の技

術力や経営力に基づいて、ぎりぎりの健全価格

で入札するという、法が求めている公共の利益

に資する入札としてのあるべき姿を排除してい

る実態にあると明言できようかと思います。し

たがいまして、本県の今の設定数値でありま

す、おおむね90％というものが、法の精神に照

らしてそれを満たしているのか否か、その算定

方法を見直す必要はないのかなどについて、検

討する必要があるのではないかと考えるところ

であります。最低制限価格の見直しについて、

これにお詳しい副知事の御所見をお尋ねいたし

ます。

○副知事（内田欽也君） 建設工事の最低制限

価格につきましては、国の低入札価格調査制度

におきます基準を参考に設定しておりまして、

現在、九州各県とほぼ同じ水準になっていると

ころであります。改正品確法の趣旨を踏まえま

すと、まずは予定価格を適正に設定することが

何よりも大事ではないかと思っておりまして、

県ではこれまで、設計労務単価あるいは諸経費

の引き上げを行いますとともに、現場の実態に

応じて見積もりを活用するなど、適正な予定価

格の算定に努めてきたところであります。今後

とも、このような取り組みを徹底いたしますと

ともに、最低制限価格につきましても、建設産

業の経営環境などを十分注視しながら、必要な
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検証を行ってまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 九州各県では、どの県も最低

制限価格は90％ぐらいだということでありまし

た。それでは、全国で90％を超える県というの

はどうなっているのか。それから、本県の最低

制限価格の算定式はどうやっておられるのか、

県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（図師雄一君） 最低制限価格

の率につきましては、予定価格に応じて一定の

幅があることから、一概に申し上げるのは難し

いところでございますけれども、鳥取県が昨年

の12月に全国調査を行っており、それによりま

すと、最低制限価格の率の上限が90％を超える

県は、平成28年４月に改定予定の沖縄県や鳥取

県を含め、全国で８県となっております。ま

た、最低制限価格の算定式につきましては、非

公表としているところでございますが、本県独

自のコスト調査を行いまして、国の算定式を参

考に設定しているところでございます。

○坂口博美議員 全国ではその８県ということ

ですが、例えば、福島県が87％から92％だった

ですね。福井県が80％から92％、新潟県が91％

以上。僕はそこまでしか知らないですから、あ

と５つがこれに追随したのかなと思います。沖

縄については93％ぐらいいくんじゃないかとい

う話も聞くんですけれども、そういった状況で

あります。

ところで、本県の場合は、算定式については

非公開だという答弁でありましたが、非公開と

しているのは、宮崎を含めて７県だけでありま

す。あとは全て公開している。だから、この非

公開の意味というのがどこにあるのかちょっと

わからないんですけど、それは置いておきまし

て……。公開している自治体の最低制限価格の

算定式を見てみますと、まず、直接工事費につ

いてですが、これは高いところが100％そのまま

算入しており、一番低いところでも90％算入し

ております。それから共通仮設費、これも同様

です。100～90％。それから、現場管理費につい

てはちょっと違いまして、一番高いところは100

％そのまま入れて、一番低いところが80％、最

低制限価格の算定のときに算入しております。

問題は一般管理費だと思うんです。これについ

ては、一番高い県は70％算入しています。で

も、一番低い県は10％しか見ていないわけであ

ります。御案内のように一般管理費というの

は、従業員の給料、法定福利費、あるいは租税

公課、保険料、法人税、住民税など、そのほと

んどが、どうしても要る費用であります。我慢

すれば何とかなるという費用ではないわけであ

ります。それで、辛抱すればこれは何とかなる

というのは、例えば株主配当、それから内部留

保金、寄附金、交際費、こういったものにごく

限られると思うんです。この一般管理費に、今

るる申し上げたような開きがあるというのは、

品確法の精神から見て、どうしても理解しがた

いわけであります。本県においても、これらを

真剣に検討いただく必要があることを申し上げ

ておきます。

ところで、副知事は先ほど、予定価格をしっ

かり算定するんだということをおっしゃいまし

たが、これについては、単価と歩掛かりなどを

もとにして積み上げていって決まることになり

ます。その基本的な考え方というのは、工事を

行っている期間に限っての必要経費、あるいは

そこの材料費、こういったものを積み上げるこ

とになっておりますので、低価格で、ぎりぎり

の競争をやって受注した場合には、仮に工事期

間中の運営費は捻出できたとしても、手持ちの

工事がない期間の運営経費を捻出するのは物理
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的に不可能でありまして、企業は、この期間に

赤字を出すということになります。

そういった中でありますけれども、今回の議

会に、県がゼロ県債発行の議案というのを上程

されました。今回のように国の補正と同時にゼ

ロ県債発行というのも、これはもちろん大変あ

りがたいわけでありますけれども、むしろ、申

し上げたようなことに対応するために、繰越工

事が少ないような年、通常、国の補正が余り期

待できないという年にこそ、より積極的にゼロ

県債を県は活用するべきではないかと考えま

す。県土整備部長の見解をお尋ねいたします。

○県土整備部長（図師雄一君） ゼロ県債の導

入は、本来４月以降にしか発注できない県単公

共事業を、年度開始前に前倒しして発注するこ

とを可能にすることから、工事発注が少ない端

境期における事業量の確保に有効な手段であ

り、年間を通した施工時期の平準化にもつなが

るものと認識しております。このため、県土整

備部といたしましては、今回、２月補正予算に

おきまして、ゼロ県債として10億円余を設定し

たところであります。また、先般の国からの通

知によりまして、交付金事業においても、同様

にゼロ県債の活用が可能になりましたことか

ら、今後、その事業規模や設定時期等について

検討してまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 ぜひよろしくお願いしておき

ます。これは金のやりくりですから、予算をふ

やしてという問題じゃありませんので。

次に、水産問題について伺います。

県は、昨年10月５日に、案件名「種子島周辺

の浮き魚礁設置に関して」とするファクシミリ

を関係先に送信しております。その内容は、鹿

児島県が屋久島沖と種子島沖とに１基ずつの浮

き魚礁設置を進めているようだとするものであ

りました。そして、当該浮き魚礁というのは、

潮の速さによって浮いたり沈んだりするタイプ

のものであるため、操業には注意が必要であ

り、このタイプの魚礁の特徴を理解してもらう

べく注意喚起するためのファクスでありまし

た。つまり、鹿児島県がブイを入れたので、宮

崎は注意しながら操業しなさいという、宮崎の

立場をどう考えているのかと思わせる内容の

ファクスでありました。県は、今回の鹿児島県

によるブイ設置が本県漁業に及ぼす影響をどう

分析されておるのか、農政水産部長に伺いま

す。

○農政水産部長（郡司行敏君） 鹿児島県が浮

き魚礁を設置いたしました種子島・屋久島周辺

の海域は、本県の主幹漁業でありますマグロは

え縄漁船約130の船が年間を通じて利用する重要

な漁場でございます。マグロはえ縄漁業は、数

十キロメートルに及ぶ釣り針のついた縄を潮流

に流しながら操業するものであり、１度に数十

の船がこの海域に並んで操業するため、流れる

方向に浮き魚礁があった場合、縄が絡み操業が

できなくなります。昨年10月に浮き魚礁が設置

された場所は、この海域の中でも特に漁獲の多

い場所であり、漁獲量の減少が懸念されるとこ

ろであります。

○坂口博美議員 言われたように、ここはドル

箱的漁場なんです。ここの潮の速さから見ます

と、10数隻の船がブイ周辺でのはえ縄の投入を

断念せざるを得ないと考えられるわけですが、

２月25日付の西日本新聞でも、「漁業紛争」と

いう見出しで記事が記載されておりまして、そ

の中で明治学院大学の教授も、宮崎の漁業者を

擁護するコメントをされております。本県のマ

グロ船の漁場を守るため、これまで県はどのよ

うな対応をしてきたのか、そして今後どうやっ
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ていくのかお伺いをいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 浮き魚礁は、

その海域を利用する関係者と協議・調整の上、

設置されるべきものであり、県では、この問題

の発生直後から、鹿児島県に対し漁業被害の発

生を伝え、県漁連と連携し撤去等の措置を求め

てきたところであります。また、さらにもう１

基が予定されていたため、その設置位置の調整

について協議の場を設けるよう求めるととも

に、国に対しましては仲裁を要請し、県とし

て、また漁連間での協議により、さまざまな角

度から解決に向け取り組んでいるところであり

ます。県といたしましては、当該海域はこれか

らも引き続き両県漁業者が利用する海域である

ことを踏まえ、話し合いによる円満な解決を目

指し、最大限の努力をしてまいりたいと考えて

おります。

○坂口博美議員 鹿児島は、「何十基これまで

入れているけど、相談したこともなかったし、

問題はなかった」と言っているんです。ですか

ら、例えば、海上保安庁の海洋情報部は必ず情

報を握るんです。ここの了解なくしてやれない

わけですから、そこらとしっかり連携をとっ

て、何か問題が起こる前に、こうだということ

を情報として流すべきだと思うんです。

では次に、東九州新幹線について伺います。

去る１月20日前後にかけまして、複数の新聞

において、仮に東九州新幹線が整備されたなら

ばとして、所要時間の短縮に係る報道がなされ

ました。また、報道では、試算については東九

州新幹線鉄道建設促進期成会が野村総合研究所

に委託している調査の途中経過であって、大分

県によって発表されたとも伝えておりました。

ところで、その委託料についてですが、これは

本県と大分県との折半によって支払いがなされ

たものであります。ましてや期成会の会長は本

県知事が務めております。なぜこの発表が本県

は加わらずに大分県のみでなされたのか、総合

政策部長に伺います。

○総合政策部長（茂 雄二君） 大分県では、

本年１月18日の知事の定例記者会見において、

記者からの質問に対し、東九州新幹線が開通し

た場合の所要時間を発表したところでありま

す。私どもといたしましては、翌日の報道でそ

の事実を知ったところであり、直ちに大分県に

事実確認を行いましたところ、大分県からは、

「県民の関心を高めるため、東九州新幹線に関

する大分県の独自試算を発表したものであり、

東九州新幹線鉄道建設促進期成会として行って

いる調査の結果ではない」とのことでありまし

た。期成会におきましては、今回の調査に関

し、途中段階での数値の公表は行わないことを

事前に申し合わせており、今回の発表により、

結果的に期成会調査と混同され、混乱が生じま

したことから、期成会事務局である本県とし

て、大分県に対し、口頭で強く申し入れるとと

もに、文書による注意喚起を行ったところであ

ります。

○坂口博美議員 今回の調査・研究費の委員会

審査で、新幹線の整備の必要性にまで及ぶ意見

が多くの委員からなされました。本会議におい

て、委員長報告では、「調査事業については、

東九州新幹線整備計画推進の是非を判断するに

必要な材料を得るための事業となるように」と

して、県の慎重な取り組みを求めております。

そして、これを全会一致で可決したところでも

あります。議会の重きというものを一考すべき

だと思います。それが、事もあろうに、大分県

のまことにけしからぬあの報道がなされたその

数日後、知事は整備促進に係る要望活動という
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のを関係先になされたわけであります。何をお

考えなのか疑問なのですが、知事に御説明をお

願いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 先月の要望活動につき

ましては、私が東九州新幹線鉄道建設促進期成

会の会長という立場で行ったものであります。

これは、平成24年の九州地方知事会での東九州

新幹線に係る特別決議を受けました、期成会４

県１市の継続的な取り組みとして、これまでと

同様の要望項目により実施したものでありま

す。この要望に当たりましては、東九州地域で

期成会をつくり連携して取り組んでいるという

こと、そして特にことしは、さらに議論を深め

るために、整備による効果や費用等について調

査を行っていることを報告したところでありま

す。今回の要望活動の前に、期成会調査の結果

と受け取られるような情報が出て混乱が生じた

ことにつきましては、大変残念に思っていると

ころでありまして、今後、期成会としてしっか

りと足並みをそろえてまいりたいと考えており

ます。

○坂口博美議員 そしてまた、大分県知事であ

りますが、２月２日の定例会見で、前回の試算

発表に関する見解として、大事の前の小事だと

受けとめているやの記事がありました。あの問

題を小事だとする感覚には、とても理解は示せ

ないわけであります。また、大事の前なればこ

そ、小さなことにまで気遣いを示すのが礼儀で

あります。宮崎県民に対して大きく礼を欠く発

言だと思います。知事は、県民の代表として、

毅然とした態度でこれに対応すべきと考えます

が、所見をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） せっかく期成会で連携

して調査を実施しまして、その結果をもとに議

論を高めていこうとしているわけでありますの

で、その中で、大分県の独自試算が、結果的に

期成会の調査結果であるかのように報道されて

混乱が生じたことについては、まことに残念に

思っているところであります。私としまして

は、今回の調査結果を正確にお伝えして、関係

県・市、また経済団体等と連携して、市町村や

県民等と現実を見据えて幅広く議論を行うこと

が大事であると考えているところであります。

先日、大分県知事からも電話をいただいたと

ころでありまして、しっかりと期成会として足

並みをそろえて調査結果の発表を行うべきであ

るということを申し上げたところでありまし

て、大分の広瀬知事としても、しっかり今後、

足並みをそろえて連携を深めてやってまいりた

いという発言をされたところであります。今後

とも、しっかり両県の連携を深め、足並みをそ

ろえて取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○坂口博美議員 電話で異議を伝えるだけで

は、リーダーシップを発揮したとまでは言えな

いと思うんです。問題はその後だと思うんで

す。そこで相手方がその指導を今後に生かすよ

うになって初めて、リーダーシップが発揮でき

たと言えようかと思います。知事は、宮崎県民

を代表している県民の顔なんだという自覚をさ

らに強く持たれて、県民が不愉快な思いをする

ようなことは決して周囲で起こらぬよう、万全

を期していただきたいと思います。

ところで、先ほども申し上げましたように、

新幹線の整備については、宮崎県には、整備し

ないことも含めて幾つかの選択肢がまだ残って

おります。そういった中で、知事は東九州ルー

トの整備を進める期成会の会長を務めておられ

るわけでありますが、本県の選択がそこにたど

り着くとは限らない中での会長職というのは、
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あり得ないのではないかと思います。これにつ

いては十分に考慮され、その任を離れるべきだ

と思っております。

それから、ファンド問題でありますが、私が

これにたびたびこだわっているのは、口蹄疫発

生の際、法を超えて健康な家畜までをも殺処分

したとき、国と県とが、農家の受け入れ説得に

当たって、「後のことは責任を持つから、何と

かワクチンを接種させてくれ」とお願いをし

た。そして、農家はそれを信じて、健康な家畜

を殺処分するということを、本当に心を折られ

るようなつらさの中で受け入れたわけでありま

す。そのショックから、いまだにメンタル面で

の治療を受けているという人もまだまだいるわ

けでありまして、私は、その約束については、

国も県も責任を持つべきであるということを毎

回言っているわけであります。ファンドから特

交に切りかえただけでも、国の負担割合という

のは８割から５割に減るわけであります。対象

となる事業については、その全てについて国に

措置をさせる、これは最低限、県がやらなけれ

ばならない責任であります。

そして、企業局でありますが、安い電力を県

民に提供する。それが先人の思いであり、また

発議時の本県議会の思いであったと思います。

それなのに、年間の電力売り上げ40億円程度の

企業局が、30億円もの余剰利益をため込んで

おった。つまり、これまでの売電価格は、結果

として消費者に高い電気料金へとつながって

いったのであります。企業局以外の県出資の公

社あるいは病院局などと違って、発電事業とい

うのはその安定経営が法律によって守られてお

ります。ですから、もっと幅広い視野から運営

をしてくる必要があったと考えております。

そしてまた、積極的な財政運営であります

が、地方創生というのは、自分の地方が生き残

れるかどうかの地域間競争でありまして、例え

ば、若い人を残し、県外からも入り込んでもら

う。あるいは企業を招き経済を高める。これら

は全て、いわゆる座布団のよしあしがその大き

な分岐点となります。今こそ、大きくおくれて

いる座布団の整備を急ぎ、競争のスタートライ

ンを他県と横一線にするときだと思います。そ

うでないと、実際に勝負をすることになるのは

県民の皆さんですから、その苦労は極めて大き

いものが求められて、その結果はなかなか厳し

いところにつながると思っております。これに

ついても、よろしくお願いしておきます。

そして、これは地元の問題でありますが、県

立富養園の跡地問題であります。あの土地につ

いては、病院を建てることを条件に、新富町が

県に寄附をした土地であります。そして、この

ことは明文化こそされていないものの、明らか

に負担つき寄附になろうかと思います。ですか

ら、これについては、病院を撤退させた今、新

富町へお返しし、それを地域の活性化のために

活用させるべきであります。このことについて

は、随分早いときから私は本会議などで取り上

げてきておりますが、いまだ放りっ放しであり

ます。企業局の問題にせよ、この問題にせよ、

県民は愚のごとくして賢なり、見ていないよう

でしっかりと真実を見てくれております。県民

の代表として、信を大切にし、強いリーダー

シップで県政を進められることを、改めて知事

に求めておきます。

今回の質問では、ほかの答弁者に対する質問

も含めまして、厳しいことなどいろいろ申し上

げましたが、県議会としても、また自民党県連

としても、県民の代表たる知事でありますれ

ば、責任を持って全力で支えていくわけですか
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ら、県民代表としての覚悟と自信を持って、全

力で堂々と突き進んでいただくことをお願いし

て、質問を終わります。

どうもありがとうございました。（拍手）

○中野 明副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後４時０分散会



３月１日（火）



- -183

平 成 2 8 年 ３ 月 １ 日 （ 火 曜 日 ）

午前 時０分開議10

出 席 議 員（ 名）39
（ ）1番 有 岡 浩 一 愛みやざき

（ ）2番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）3番 来 住 一 人 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）4番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）5番 岩 切 達 哉 同

（ ）6番 右 松 隆 央 宮崎県議会自由民主党

（ ）7番 二 見 康 之 同

（ ）8番 清 山 知 憲 同

（ ）9番 島 田 俊 光 同

（ ）10番 日 高 博 之 同

（ ）11番 野 﨑 幸 士 同

（ ）12番 日 髙 陽 一 同

（ ）13番 星 原 透 同

（ ）14番 西 村 賢 無所属の会

（ ）15番 図 師 博 規 愛みやざき

（ ）16番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）17番 前屋敷 恵 美 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）18番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）19番 髙 橋 透 同

（ ）20番 中 野 一 則 宮崎県議会自由民主党

（ ）21番 横 田 照 夫 同

（ ）22番 押 川 修一郎 同

（ ）23番 宮 原 義 久 同

（ ）24番 黒 木 正 一 同

（ ）25番 松 村 悟 郎 同

（ ）26番 後 藤 哲 朗 同

（ ）27番 徳 重 忠 夫 無 所 属 ク ラ ブ

（ ）28番 新 見 昌 安 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 太 田 清 海 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 井 上 紀代子 同

（ ）32番 緒 嶋 雅 晃 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 山 下 博 三 同

（ ）34番 丸 山 裕次郎 同

（ ）35番 外 山 衛 同

（ ）36番 坂 口 博 美 同

（ ）37番 原 正 三 同

（ ）38番 井 本 英 雄 同

（ ）39番 中 野 明 同

地方自治法第 条による出席者121
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 茂 雄 二

総 務 部 長 成 合 修

危 機 管 理 統 括 監 金 丸 政 保

福 祉 保 健 部 長 桑 山 秀 彦

環 境 森 林 部 長 大 坪 篤 史

商工観光労働部長 永 山 英 也

農 政 水 産 部 長 郡 司 行 敏

県 土 整 備 部 長 図 師 雄 一

会 計 管 理 者 舟 田 美揮子

企 業 局 長 四 本 孝

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

財 政 課 長 阪 本 典 弘

教 育 委 員 長 島 原 俊 英

教 育 長 飛 田 洋

警 察 本 部 長 野 口 泰

代 表 監 査 委 員 高 橋 博

人事委員会事務局長 亀 田 博 昭

事務局職員出席者

事 務 局 長 日 隈 俊 郎

事 務 局 次 長 奥 野 信 利

議 事 課 長 亀 澤 保 彦

議 事 課 長 補 佐 伊 豆 雅 広

議 事 担 当 主 幹 松 吉 浩

議 事 課 主 査 松 本 英 治

議 事 課 主 任 主 事 森 本 征 明



- 184 -

一般質問◎

これより本日の会議を開きま○星原 透議長

す。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、図

師博規議員。

〔登壇〕（拍手） 冒頭、先日○図師博規議員

一般質問されました太田議員のような楽しいお

話が私もできるとよろしいんですが、器用さが

ございませんので、ただ愚直に質問をさせてい

ただきます。

第190回通常国会において安倍晋三首相は、施

政方針演説で「挑戦」という言葉を実に21回繰

り返し、経済成長や少子高齢化など直面する課

題に真正面から挑戦する決意を表明されまし

た。首相はその演説の結びに、不屈の信念で偉

業をなし遂げた、児童福祉の父であり、宮崎の

偉人、石井十次の功績に触れつつ、「安倍内閣

も諦めない」と力説されました。ここではま

ず、安倍首相の言葉をそのまま引用させていた

だきます。

日本で初めて孤児院を設立した石井十次は、

児童福祉の挑戦に一身をささげました。そして

たくさんの子供たちを立派に育て上げ、社会へ

と送り出しました。孤児がいれば救済する。天

災のたびに子供の数はふえていきました。食べ

物が底を尽き、何度も困窮しました。コレラが

流行し、みずからも生死の境をさまよいまし

た。しかし、いかなる困難に直面しても、決し

て諦めなかった。強い信念で児童福祉への挑戦

を続けました。「為せよ、屈するなかれ。時重

なればその事必らず成らん」、安倍内閣は諦め

ません。目標に向かって諦めずに進んでいきま

す。一億総活躍の未来を開く。日本と世界の持

続的な成長軌道を描く。平和で安定した、より

よい世界を築く。安部内閣は挑戦を続けてまい

ります。皆さん、ともに挑戦をしようではあり

ませんか。そして、結果を出していこうではあ

りませんかと、このように国会本会議場で強い

リーダーシップを示されました。途中紹介され

た、「為せよ、屈するなかれ。時重なればその

事必らず成らん」という石井十次の言葉は、た

だ待っているばかりで、何も行動を起こさなけ

れば、よい結果に結びつくはずはなく、挑戦し

続けることこそが大切であると説いてくれてい

ます。

そこで、知事にお伺いいたします。知事が新

年度予算に込めた挑戦はどのようなものがある

のか。児童福祉の父、石井十次が国会で紹介さ

れたことにも関連し、特に福祉分野において、

来年度、本県が挑戦する事業と、前例なき取り

組みは一体どのようなものがあるのかの答弁を

求めます。

以下の質問は質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

「躍動する『みやざき新時代』予算」として

編成をした平成28年度当初予算では、福祉保健

部の関係におきましても、４つの重点施策の１

つであります「子育ての希望を叶える県づく

り」等を推進するために、積極的な予算措置に

努めたところであります。具体的には、本県独

自の取り組みであります「家庭的養護みやざき

モデル推進プロジェクト」や子供の貧困対策の

総合的な推進など、子育て環境の充実に努める

こととしております。また、地域包括ケアシス

テムの構築に向けた医療・介護の連携推進や、

平成28年３月１日(火)
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健康長寿社会づくりプロジェクトの一環とし

て、ロコモティブシンドロームの予防にも取り

組むこととしております。急速な少子高齢化の

進行に伴い、福祉・保健・医療の分野をめぐっ

ては困難な課題が山積をしておりますが、県独

自の取り組みを含めて、全力で積極的に取り組

んでまいりたいと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

それでは次に、福祉保健部長○図師博規議員

にお伺いしますが、児童福祉分野に直結する

「子どもの貧困対策推進計画」が来年度からい

よいよ本格的に始動いたします。これに伴い、

来年度予算においても子供の貧困対策関連予算

が158億円余と、かなり重厚なものになっており

ます。内容は、保護者に対する生活・就労支

援、教育の支援、生活の支援、経済的支援の４

本柱から成り、地域のつながりを生かした貧困

対策が総合的に展開されているようですが、こ

の子供の貧困対策事業における、「挑戦」とい

うキーワードでくくりますと、その挑戦はどの

ようなものがあるのか、福祉保健部長お答えく

ださい。

子供の貧困対○福祉保健部長（桑山秀彦君）

策の推進に当たりましては、貧困の世代間連鎖

を断ち切るため、保護者の生活・就労支援のさ

らなる充実や、教育の支援の充実が特に重要で

あると考えております。このため、新年度の主

な取り組みとしましては、生活困窮者から相談

を受ける相談支援員を２カ所の福祉事務所に増

員しまして、困窮状態から早期に脱却できるよ

う、自立に向けた支援の充実を図ることとして

おります。また、職業訓練等に取り組むひとり

親家庭の親に対しまして給付金等を支給し、就

業の促進、自立の支援を図ります。子供の教育

の支援では、ひとり親家庭などの子供への学習

支援に取り組む市町村に対して助成を行います

とともに、生活保護世帯などの子供が認定こど

も園等を利用する際に、教材費等の一部を補助

することとしております。このような取り組み

を総合的に進めることによりまして、子どもの

貧困対策推進計画の基本理念であります、「す

べての子供が生まれ育った環境に左右されず、

その将来に夢や希望を持って成長していける社

会の実現」を目指してまいりたいと考えており

ます。

続けます。児童養護事業にお○図師博規議員

きましては、石井十次が開設し、今もその事業

を受け継ぐ社会福祉法人石井記念友愛社が、来

年度新たに小林市に児童養護施設を開設すると

ともに、木城町にあります石井十次資料館をリ

ニューアルする予定となっております。ぜひ知

事にはこの両施設に足を運んでいただき、子供

の貧困に関する現場を直視され、さらなる福祉

分野への挑戦の必要性を実感していただきたい

と思っております。

次に、新年度予算の中には、地域活性化を積

極的に推進するための特別枠として総額63

億8,000万円が組まれております。そのほとんど

は公共事業の追加措置でありますが、その中で

も「「みやざき新時代」へのチャレンジ」とし

て、従来の新規事業要求枠を超えて、特別に知

事枠という予算が、昨年に引き続き確保されて

おります。残念ながら、27年度予算時には４億

円の知事枠が、28年度には１億8,000万円と減額

となっておりますが、それでも、その予算に込

められた知事の思いは、みずからの政策を直接

反映するものでありましょうから、知事が込め

られた知事枠への思い、そしてまたそこに秘め

られた挑戦はどのようなものがあるのか、再度

知事にお伺いいたします。
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「「みやざき新時代」○知事（河野俊嗣君）

へのチャレンジ」におきましては、従来の新規

・改善事業とは異なる視点で、通常の枠では要

求しにくいアイデア シーリングがあります―

のでなかなか新しいアイデアにチャレンジする

ことができないもの、次年度以降の事業展開に

つなげていくための調査・研究事業等を事業化

したものであります。予算化を認めることとし

たポイントは、各事業ごとにさまざまでありま

すが、例えば、「新しいゆたかさ」見える化事

業では、私の政策提案及びアクションプランに

掲げました「豊かさの指標化」を目指すもので

ありまして、これまでにない県外に向けた新し

い提案やアピールができるのではないかと期待

をしております。また、運転免許保持者の認知

症等対策推進事業は、昨年、本県でも重大な事

故が発生したところでありますが、私が他県に

おける同様の取り組みを聞いたことをきっかけ

としまして、警察本部におきまして調査・研究

し事業化をしたものであります。そのほか、水

素エネルギー等の利活用や首都圏での情報発信

拠点、また県営住宅におけるＰＦＩ導入の可能

性など、次年度以降の事業の可能性を調査・研

究する事業でありますとか、さらには、全共３

連覇を目指す体制づくりをさらに後押しする事

業などを、通常の新規・改善事業に加えて措置

をしておるところでございます。まさに「「み

やざき新時代」へのチャレンジ（挑戦）」とい

う名前にふさわしい事業が並んでいるのではな

いかと考えているところであります。

ぜひ、知事枠が、知事の色が○図師博規議員

出る事業成果につながることを期待しておりま

す。

次に、知事が定期的に開催されている「知事

とのふれあいフォーラム」に何度か同行させて

いただきましたので、その中で出ました県民の

声についてお伺いいたします。

まず、新富町のフォーラムで出された意見で

すが、消防団員確保に関する内容のもので、平

成19年に一部改正された道路交通法により、平

成27年４月１日現在26歳以下の消防団員は、普

通自動車免許だけでは水槽つきのタンク自動車

が運転できなくなり、新たに中型免許を取得し

なければならなくなりました。さらに、平成29

年６月までに予定されている道路交通法の改正

では、普通自動車免許だけでは車の総重量3.5ト

ン未満しか運転できなくなるとされているた

め、消防車両に関して言えば、先ほどの水槽つ

きタンク自動車及びポンプ自動車までもが運転

できなくなるということになるんです。これら

の消防車両の運転を可能にするには、中型免許

及び準中型免許の取得が必要となり、取得のた

めには、技能実習15時間、学科１時間、仮免・

卒業試験を経ますと、最短でも１カ月ほどかか

り、費用も最低でも20万円ぐらいかかります。

ただでさえ新たな団員の確保にどの消防団も苦

戦しておりますが、この道路交通法の改正がそ

れに拍車をかけるのは明らかでございます。そ

こで新富町の消防副団長から、せめて、新たな

消防団員が消防車両運転に必要な免許を取得す

る際には、その一部でも県が補助してもらえな

いだろうかというような提案がありました。

そこでまず、平成19年の道路交通法の改正

や、平成29年６月までに予定されている改正に

伴い、県内の消防団が保有している消防自動車

のうち、普通運転免許で運転できなくなる消防

自動車の数が何台になるのか、危機管理統括監

に伺います。

県内消防団○危機管理統括監（金丸政保君）

には、平成27年４月現在で1,244台の消防自動車
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が配置されております。道路交通法の改正によ

りまして、平成19年６月２日以降に取得した普

通自動車免許では、総重量５トン以上の車両は

運転できなくなりましたが、５トン以上の車両

はこの1,244台のうち55台となっております。ま

た、平成27年に改正されまして29年までに施行

される道路交通法では、総重量3.5トン以上の車

両が普通自動車免許で運転できなくなります

が、3.5トン以上の車両は1,244台のうち216台と

なっております。

今の答弁によりますと、県内○図師博規議員

消防団の車両のうち、平成29年に施行される改

正法によりますと、改正後取得した普通免許だ

けでは運転できなくなる車両が216台もあるとい

うことです。これは全消防団の車両のうち実

に15％くらいに当たります。もちろん、これら

の車両を運転する際に、全消防団員が新たな運

転免許を取得しなければならないというもので

はなくて、平成19年６月までに普通免許を取得

していた団員は、今までどおりに運転が可能で

すので、即座、県内の消防・防災力が低下する

というわけではありませんけれども、５年

後、10年後の新たな団員を確保していく際に

は、やはり中型免許、準中型免許の取得が必要

となるわけですから、かなりの障壁となりま

す。その障壁を取っ払うために、大規模災害対

策基金などを活用して、新たな免許取得が必要

となる団員への費用補助は必要不可欠だと思い

ます。これは県がすべきだと思いますが、知事

の見解をお伺いいたします。

御指摘の点は、２月９○知事（河野俊嗣君）

日に新富町で開催しました「知事とのふれあい

フォーラム」で提起をされた課題であります。

トラックドライバー不足等を背景とした道路交

通法の改正という問題と消防団活動、にわかに

はそこがすぐに結びつくものではなかったわけ

でありますが、やはり現場の生の声に耳を傾け

る必要性というのを改めて感じたところであり

ます。こういった消防自動車は消防団活動に欠

かせないものでありますので、市町村の中に

は、三股町や綾町、都農町のように免許取得の

ための支援制度を既に設けているところもあり

ます。今後、その検討の必要性は高まってくる

ものと思われますが、このことは全国的な課題

でもあります。先日も、総務省消防庁を回って

おりましたら、「消防団員確保対策推進本部」

というような看板を掲げて、団員の確保も含め

て消防団活動の充実というのは非常に重要な課

題として位置づけて取り組んでおられますの

で、国としてこれをどういうふうな課題として

捉えられているのかということもお伺いをしな

がら、国の財政支援等について要望してまいり

たいと考えております。

県内の消防団の濃淡、格差が○図師博規議員

生じてからでは遅いと思います。もちろん国へ

の働きかけも重要なことだと思いますが、既に

先行して単独の町で補助を出しているところも

ありますので、速やかにその底上げができるよ

うに、県からの支援も期待をしております。

次に、川南町で開催されたフォーラムで出さ

れた声です。内容は、「高校や大学で奨学金を

受けた学生が、就職に際して、奨学金返済額が

多額となるため、給与の高い都市部への就職と

なっている。奨学金返済に関して県の支援策は

ないのか」という女性からの意見でありまし

た。これはさすがに、予算が伴う内容でもあり

ますので、知事からの具体的答弁はないんだろ

うなと思っておりましたら、そのとき知事は、

「奨学金を受けた方が県外から県内に就職した

場合、奨学金の減免や免除することを検討して
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いる」と、私からすると意外にも具体的な御答

弁をされました。そこで、奨学金を受けた方の

県内就職後の奨学金減免・免除について、知事

はどのようなビジョンをお持ちなのかお伺いし

ます。

奨学金返還支援制度○知事（河野俊嗣君）

は、九州地方知事会と経済界から成ります九州

地域戦略会議の中で、産業人材の確保の観点か

ら、奨学金制度の創設について検討を進めてき

たわけであります。九州全体として見てみます

と、関西や関東に人材が流出している。それを

少しでも九州に戻す流れをつくることができな

いかということで、九州全体で制度設計という

ものが議論されたわけでありますが、各県の産

業構造の違いから求める人材像が違うというこ

とで、まずは各県での制度創設を検討しようと

いう方向性になっている、そのことを報告した

ところであります。奨学金返還支援制度の検討

に当たりましては、若い人が地元で働きたいと

いう動機づけになるのか、また、県内企業の

方々が欲しい人材の確保につながるのかという

ことが重要であると考えておりますので、今

後、産業界等の御意見もいただきながら、その

必要性も含めて検討を進めていきたいと考えて

おります。

ぜひ産業界との連携を強力に○図師博規議員

進めていただきまして、具体的な事業となりま

すことを期待しております。

次は、日本版ＣＣＲＣに関してでございます

が、今回は重複もありましたので、これは割愛

させていただきます。

次の、ブランド観光地づくりへの取り組みに

ついて伺ってまいります。

昨年、特別委員会で新潟県湯沢町を訪問し、

観光圏整備法に基づく観光地域ブランド確立支

援事業の内容を研修してまいりました。新潟県

湯沢町を含む観光圏域、雪国観光圏と申します

が、これは３県にまたがり、７市町村で構成さ

れていました。世界的な豪雪地帯がゆえに、人

と自然が共存して育まれた雪国文化を国内外に

発信することで、世界レベルでの観光地形成に

努められておりました。そこで、本県でこの観

光地域ブランド確立支援事業に参画している自

治体があるのかと調べてみましたところ、唯

一、高千穂町が阿蘇くじゅう観光圏に加わって

おり、熊本、大分、宮崎の２市５町３村で活動

されているようです。そこで、このように他県

と連携し観光地域ブランディングをし、観光客

の誘致促進に取り組んでいるものがほかにも本

県にあるのでしょうか。ありましたら、その内

容を、商工観光労働部長お答えください。

本県への○商工観光労働部長（永山英也君）

誘客の促進を図ります上で、隣県との連携や九

州全体としての広域的な取り組みは大変重要で

ございます。このため、熊本県、鹿児島県と設

立しました南九州広域観光ルート連絡協議会で

は、台湾や香港との国際定期便の南九州デイ

リー化を生かした海外でのプロモーション事業

等に取り組んでおります。また、大分県と設立

しました東九州広域観光推進協議会では、東九

州自動車道北九州―宮崎間の開通を見据えまし

た誘客対策事業を実施するなど、隣県とはさま

ざまな連携事業に取り組んでいるところでござ

います。さらに、国や九州観光推進機構と連携

をし、九州広域観光周遊ルートの設定や、海外

メディア等の招聘事業なども、九州が一体と

なって取り組んでいるところでございます。県

といたしましては、今後とも、スケールメリッ

トを生かしました広域的な観光誘客に積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。
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複数、隣県との誘客対策を打○図師博規議員

たれていることはよくわかりました。

それでは、隣接県との連携により呼び込んだ

観光客を、さらに県内周遊をしていただく必要

があろうかと思いますが、県内を周遊してもら

うために市町村間の広域連携も不可欠でありま

す。県内市町村を周遊させるための政策を県主

導でどのような形で打たれているのか。また、

今後打たれる計画があるのか、引き続き商工観

光労働部長にお伺いします。

地域の観○商工観光労働部長（永山英也君）

光地の魅力をより高める広域連携は、県内の周

遊促進を図る上で非常に有効であり、これまで

県内市町村でも地域ごとに協議会等を設立し、

国や県の支援事業等を活用して、さまざまな活

動が行われております。例えば、西都・児湯地

区では「こゆ人めぐり」と称しまして地域の農

作物の収穫や加工を行う体験型の観光を、日向

・東臼杵地区では地域の祭りや伝承などをテー

マとしたルートづくりを、小林、えびの、高原

では地域と触れ合う農家民泊、そして日南を初

めとする県内10市町では海外からのクルーズ船

の受け入れ対応など、各地域が連携しながら、

それぞれの特色や強みを生かした取り組みを

行っておられます。さらに、世界農業遺産の認

定を契機に、今後、高千穂郷や椎葉山地域にお

きましても、さまざまな広域連携の取り組みが

期待されております。県としましては、引き続

き、県内周遊を促進するために市町村間の広域

連携を支援してまいりたいと考えております。

続けます。話を雪国観光圏の○図師博規議員

取り組みのほうに戻しますが、私が最も関心を

寄せたのが「ＳＡＫＵＲＡ ＱＵＡＬＩＴＹ」へ

の取り組みでございます。これは、既に世界90

カ国を超える国で導入されている観光品質認証

制度のことで、世界中の旅行者が必要とする質

の高い観光サービスに関する情報を発信するこ

とにより、旅行者のサービス選択の幅が広がる

だけではなく、サービスを提供する事業者に

とってもサービスレベルの維持・向上のツール

として活用ができるものです。

日本では公益財団法人中部圏社会経済研究所

が、諸外国の認証制度の内容を取りまとめ、宿

泊施設部門とアクティビティ部門の２つを審査

対象とする品質基準を既に定めております。こ

の審査は、ミシュランの観光ガイド審査のよう

な抜き打ちで行うものではなく、事前に評価調

査票を事業者に提示して、事業者が記入作成し

たその調査票をもとに、研究所が現地に入り厳

正な審査を行うといった流れで、この審査を受

けた対象施設などには、桜をモチーフとした

「ＳＡＫＵＲＡ ＱＵＡＬＩＴＹ」のシンボル

マークの格付をあらわす星のマーク これは―

最高５つ星が表示されるんですが こういっ―

たものが表示できることと、それを全世界へ情

報発信することが認められるという制度であり

ます。雪国観光圏では既に45軒の宿泊施設がこ

の品質審査を受けておりますし、雪国観光圏の

ような広域観光圏が現在全国で13地域ございま

すが、その13地域全部でこの「ＳＡＫＵＲＡ Ｑ

ＵＡＬＩＴＹ」の導入が予定されております。

さらに、沖縄県では、県が独自にこの「ＳＡＫ

ＵＲＡ ＱＵＡＬＩＴＹ」を導入して、全県下に

その認証を受けさせるというような動きもある

ようです。ぜひ本県も、インバウンド対策のイ

ンセンティブになり得る「ＳＡＫＵＲＡ ＱＵＡ

ＬＩＴＹ」の導入を関係団体と一体となり推進

されることが、より誘客に効果が上がるものと

確信いたしますが、商工観光労働部長のお考え

はいかがでしょうか。
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品質認証○商工観光労働部長（永山英也君）

の制度は、一般的にはさまざまな分野の事業者

が第三者の評価を受けることによりまして、主

体的に自社の商品やサービス等を改善・向上さ

せることを目的とすると言われております。お

話のありました「ＳＡＫＵＲＡ ＱＵＡＬＩＴ

Ｙ」は、その中でも観光サービスを対象とした

全国的にも先駆的な取り組みであると受けとめ

ております。観光サービスの品質向上は、県と

いたしましても大変重要であると認識しており

ます。今年度、飲食業やホテル・旅館業者の従

事者を対象に、おもてなしを理解するための

「京のおもてなし体験講座」や、コミュニケー

ションを図るための語学研修会など、長期間学

べますカリキュラムを設け開催したところであ

ります。来年度は、本県の観光を担う人材育成

塾を開講する予定にしております。サービスの

向上やおもてなしの観点から、「ＳＡＫＵＲＡ

ＱＵＡＬＩＴＹ」の取り組みも参考にさせてい

ただきたいと考えております。

その「参考にさせていただき○図師博規議員

たい」が形になりますように、期待をしており

ます。

それでは、次の項目に移らせていただきま

す。２巡目国体と競技力強化対策についてであ

ります。

本県よりも３年早く２巡目国体を迎える佐賀

県に行き、大会準備の進捗状況に関するレク

チャーを受けてまいりました。佐賀県は、全国

でも初めて、国民体育大会と全国障害者スポー

ツ大会の基本理念を一つにして、それを融合さ

せて、佐賀らしい取り組みを展開されておりま

した。その基本理念として、選手、スタッフ、

ボランティア、そして観客など、両大会にかか

わる全ての人々が最高のパフォーマンスを発揮

し、誰もが自分のスタイルでスポーツを楽し

み、それを共感し合える喜びを佐賀から発信し

ていこうというものでありました。ノーマライ

ゼーションあふれるすばらしい基本理念だなと

感じたところです。

本県の１回目の国体と、迎えます２巡目国体

の大きな違いは、初めて全国障害者スポーツ大

会を本県で開催するということです。バリアフ

リー化された施設整備は、予算をかければ幾ら

でもできますが、全国障害者スポーツ大会の開

催ノウハウがない本県としては、大会運営に必

要な体制整備に関して、他県を大いに見習う必

要がありますし、また、そのスポーツ大会に参

加する選手、そしてそれを支える指導員、補助

員、サポーター、そのあたりも年次的に計画的

に育成していく必要があります。そこでまず、

今までこの全国障害者スポーツ大会に本県から

はどれくらいの選手団を送り出しているのか、

個人種目及び団体種目がどのような出場状況と

なっているのか等、今後その選手育成がどのよ

うな形で行われていくのかを、福祉保健部長に

お伺いします。

全国障害者ス○福祉保健部長（桑山秀彦君）

ポーツ大会の個人競技につきましては、６競技

全てに毎年約30名の選手が出場しております。

一方、九州ブロックでの予選会を経て全国大会

への出場が可能となる団体競技につきまして

は、12種目中７種目は九州ブロック予選会に出

場しておりますが、平成23年山口大会の知的障

がい者の部の女子バレーボールチームを最後

に、全国大会への出場を逃している状況にあり

ます。また、残る５種目、具体的にはサッ

カー、ソフトボール、フットベースボール、バ

スケットボール女子、聴覚障がい者の部の女子

バレーボールにつきましては、県の代表チーム
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が編成できませんため、九州ブロック予選会に

は出場できておりません。県ではこれまでも、

各地域での障がい者スポーツ教室など、障がい

者スポーツの裾野を広げる取り組みを行ってま

いりましたが、来年度からは特に、全国障害者

スポーツ大会が本県で開催されることを見据え

まして、各競技の体験教室などにより、選手や

指導者の発掘・育成に取り組むこととしており

ます。こうした取り組みによりまして、本県の

選手が個人あるいは団体の多数の種目への出場

が可能となるよう努めてまいりたいと考えてお

ります。

今の御答弁にもありました○図師博規議員

が、全国大会に出場する以前の予選会にも、団

体競技は５種目が構成されていないということ

です。大きな課題であろうかと思います。

実は私、昨年、障がい者スポーツ指導員の免

許を取りました。今後、県内で開催される障が

い者スポーツ大会には、審判員やサポーターと

してどんどん参加協力をしていきたいと思って

おります。今後、選手同様、障がい者スポーツ

を支える指導員及びサポーター養成も計画的に

行う必要があります。これは繰り返しますが。

では、県内、障がい者スポーツ指導員が今どれ

くらい養成されているのか。また、全国障害者

スポーツ大会が本県で開催された場合、どれほ

どの関係者 審判員、サポーター、ボラン―

ティアを含めてどれくらいの体制が必要なの

か。開催実績がありませんから、さきに開催さ

れている他県の例を取り上げて答弁いただけれ

ばと思いますが、福祉保健部長いかがでしょう

か。

障がい者ス○福祉保健部長（桑山秀彦君）

ポーツ指導員でございますが、公益財団法人日

本障がい者スポーツ協会の公認資格でありまし

て、障がいのある方がスポーツ活動に参加する

きっかけづくりを支援する初級指導員、それか

ら地域のリーダーとなる中級指導員、さらに、

より高度な専門知識を持ち、指導的な立場であ

ります上級指導員がございます。現在、県内で

は、初級が312人、中級が13人、上級が４人の方

が資格を取得されておりまして、県内の大会な

どで御協力いただいております。

次に、全国障害者スポーツ大会の開催時に必

要な体制でございますが、今後、競技種目や開

催場所とともに検討していくことになろうかと

思います。平成26年の長崎県の状況を申し上げ

ますと、選手は、オープン競技を含む17競技に

約3,200人が参加し、運営スタッフなどの関係者

は、３日間の大会期間中、延べ約１万8,000人が

携わったと伺っております。

御答弁のとおりです。スポー○図師博規議員

ツ指導員はまだ330人余り、大会当日には１

万8,000人の関係者が必要だということですの

で、かなりハードルは高いものがありますが、

順次計画をお願いいたします。

佐賀県では、国体と全国障害者スポーツ大会

の準備委員会のための準備委員会とも言える基

本構想作成委員会を立ち上げられておりまし

た。その委員には、オリンピック銀メダリスト

でスペシャルオリンピックス日本理事長の有森

裕子さんや、スポーツコメンテーターとして活

躍されている為末大さん、さらには、車椅子

レースのディレクターや東京オリンピック・パ

ラリンピック競技大会組織委員会顧問など、各

分野の専門家19人から構成されており、先ほど

紹介した基本理念から、国体後のスポーツタウ

ン佐賀の目指すべきビジョンまでを示され、準

備委員会が動き出す前に、具体的な方向性、ス

トーリーを大きくつくり出されていました。本
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県は平成29年度から準備委員会を立ち上げる予

定は示されておりますが、佐賀県を見習い、国

体と全国障害者スポーツ大会の準備を同時進

行、同時スタートさせるための体制整備が必要

だと思われますが、その体制整備、どのような

お考えがありますか、教育長にお伺いします。

実際に私も全国障害○教育長（飛田 洋君）

者スポーツ大会に参りまして応援をさせていた

だき、運営の様子も見せていただき、選手の皆

さんと感動を分かち合ったところであります

が、国民体育大会と全国障害者スポーツ大会

は、同じ年に同じ都道府県で開催されることと

なっております。大会の実施に向けては、大会

運営や競技施設等について、両方の大会を関連

づけながら検討する必要がありますので、関係

部局が緊密に連携し、準備を進めることが大切

だと考えております。このため、両大会を視野

に入れながら、全庁的な推進体制として、こと

し１月に庁内検討会議を設置いたしたところで

あります。この検討会議の中で、平成29年度設

置予定の県準備委員会の組織体制や、国民体育

大会と全国障害者スポーツ大会でどのような準

備が必要なのかなどについて、佐賀県の御紹介

がありましたが、そういう先催県の取り組み事

例も参考にするとともに、関係団体の御意見を

伺いながら検討してまいりたいと考えておりま

す。

やはり両大会の一体感という○図師博規議員

のが非常に大切と思われますので、期待をして

おります。

次に、競技力向上についての質問を行いま

す。選手育成に関しましては、１～２年で成果

が出るというものではなく、中高生、いわゆる

ターゲットエージに対する戦略的強化と指導体

制の一貫性なしには、結果はついてこないと思

われます。現在の県内の競技力向上のための取

り組みと今後のビジョンについて、再度、教育

長にお伺いします。

２巡目宮崎国体は、○教育長（飛田 洋君）

平成38年度の開催が内々定しており、もう10年

しかないという考えで競技力強化に取り組むこ

とが、大変重要であると認識いたしておりま

す。これまで県教育委員会では、少年の競技力

強化として、競技力強化推進校の指定や、中

学、高校の優秀な選手を集めた合同合宿等の支

援に取り組んできております。また、成年の競

技力強化については、有望選手を県内企業等に

御紹介し、就職による県内への定着をお願いい

たしてきているところでございます。またさら

に、本年度からは、課題であった女子の競技力

強化に向けた指導者講習会や、小学生段階から

の有望選手の発掘・育成を目的としたワールド

アスリート発掘・育成プロジェクトに取り組み

始めたところであります。本県選手が将来、国

体や世界レベルの大会で活躍できますように、

このような取り組みを進め、競技力の強化に努

めてまいります。

現在、国体競技を中心とした○図師博規議員

高等学校競技力強化推進校が指定され、また、

その強化推進校と連携を図るために中高一貫競

技力向上拠点校の指定もされております。それ

ら指定校はどのような基準で選定されているの

か。また、具体的にその指定校、拠点校に対し

てどのような支援をされているのか。さらに、

中高一貫の指導体制を確立するためにはどのよ

うな指導がされているのか、教育長にお伺いし

ます。

本県では、競技力向○教育長（飛田 洋君）

上のために、選手の育成・強化、指導者の確保

・養成等に中長期的な展望を持って取り組んで
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きているところでございます。特に少年競技力

の向上を図るために、県内で安定した成績を残

し、全国大会等でも上位入賞が期待できる高校

や、県中学校秋季体育大会の優勝校の中学校を

競技力強化推進校等に指定し、遠征や強化合宿

に要する経費の支援等を行っているところであ

ります。また、高校の強化推進校の近隣にある

学校で、高い競技力を有する中学校を指定し

て、中高の連携を図りながら、競技力の強化を

行っているところであります。

また、競技力の強化に関しましては、指導者

の確保ということも非常に大切でございますの

で、教員の特別選考等も実施してきております

が、私自身も関東圏の大学に出向いて、優秀な

選手に、「宮崎に指導者として来ていただけな

いか」と、直接お会いして声をかけさせていた

だいているところであります。

それでは、その指定校に対し○図師博規議員

て特段の配慮をされているということですが、

競技力向上のためには練習環境のハード面の整

備も不可欠で、特に競技力強化推進校に指定し

ている高校であれば、２巡目国体も視野に入れ

た優先的な施設整備をすべきと考えます。この

強化推進校の施設整備に関してどのような配慮

がされているのか、教育長お願いします。

御指摘のとおり、本○教育長（飛田 洋君）

県の少年競技力の向上を図るためには、練習環

境を整えていくことは極めて大切なことである

と認識いたしております。競技力強化推進校に

限らず、各学校からは、「テニスコートの水は

けをよくしてもらいたい」などの要望や、「冬

場の練習時間を確保するために照明を設置して

もらいたい」など、さまざまな要望が上がって

きております。その要望に対しましては、緊急

性や優先順位などを考慮しながら、その整備に

取り組んでいるところでございまして、今年度

も、競技力強化推進校の施設整備につきまして

は、グラウンドの水はけ改修や防球ネットの取

りかえ等を行っているところです。

今繰り出しました質問は、次○図師博規議員

のことを言いたかったからです。佐賀県立佐賀

工業高等学校の視察に行ってまいりました。県

立高校で全国ラグビー大会出場常連校であるこ

とは、本県の高鍋高校と同じですが、残念なが

ら、全国大会での成績は佐賀工業に大きく溝を

あけられております。その原因の一つに、県立

佐賀工業高校のグラウンドは人工芝でした。も

ちろんラグビー部専用グラウンドではなく、野

球部やテニス部の共有スペースであり、体育の

授業でも使用されるグラウンドが人工芝でし

た。平成26年に人工芝に整備されてからは、部

活動はもちろんのこと、体育の授業でもけがを

する生徒がかなり減少し、けがをしたとしても

重症化することがほとんどなくなったというこ

とでした。何より悔しかったのが、佐賀工業ラ

グビー部の顧問から、「宮崎県からも毎年２～

３名入部してもらっています」、そんなことを

言われました。

宮崎では競技力強化推進指定校とされている

高鍋高校のグラウンドは、以前は天然芝でした

が、現在は普通の砂まじりのグラウンドへと整

備され、ラグビー部はけがを覚悟でハードな練

習を行っております。昨年、練習中のけがによ

りチーム練習から長期離脱を余儀なくされた選

手が複数人いて、ベストメンバーで試合に臨め

たことはわずかで、さらに、昨年の花園全国大

会もレギュラーメンバーがけがで複数スタメン

落ちしていたと。１回戦敗退です。もちろんこ

のような状況は、中高一貫競技力向上拠点校の

高鍋西中学校の生徒や保護者も知るところで、
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けがをしたくはないと県外のラグビー強豪校へ

進学をしているという実態があります。今年度

も、県内から佐賀工業高校に２名、奈良県立御

所実業高校に２名と優秀なラグビー選手が進学

を決めています。これは私が知るところですの

で、さらに多いかもしれません。

奈良県立御所実業も、この４月に人工芝のグ

ラウンドが完成することになっております。ち

なみに、このグラウンド整備にかかる費用、人

工芝にした場合、佐賀工業高校の場合ですと２

億円弱、１億8,000万強かかっておりました。く

しくも来年度の知事の特別枠であります金額と

同額ではありますが、関係性はございません。

このことに関しまして特に答弁を求めるもので

はありませんが、事業の取捨選択、選択と集中

に関する私の意見として申し述べさせていただ

きます。

そこで、次の質問に移らせていただきます。

学校教育改革推進協議についてでございます。

既に宮崎県立高等学校教育整備計画における

再編整備に関して、関係地域において地区別協

議会や地区部会が開催され、県教育委員会の編

成案が示されているようです。残念ながら、こ

れまで開催されてきた地区別協議会や地区部会

には、議員はオブザーバー参加も許されません

でしたので、ここで改めて、県立高等学校の再

編整備の考え方と、現在検討されている高校の

現状について、教育長にお伺いします。

県立高等学校教育整○教育長（飛田 洋君）

備計画におきましては、少子化が進む中にあっ

ても、何より生徒にとってよりよい教育環境を

提供することを考え、１学年４学級以下の高等

学校について、大幅に定員を満たさない状況が

続くなど、さらに１学級の削減をせざるを得な

いことが予測される場合には、統廃合等の検討

をしていくこととしております。また、その方

針のもとに、中期実施計画では、県内４地区に

ついて、統廃合等の適否も含めて、今後の学校

のあり方について検討していくこととしており

ます。なお、その検討に当たっては、直ちに統

廃合ありきではなく、保護者、地域のニーズ等

に適切に配慮しながら、整備を計画的に進める

ことにいたしております。このような考え方に

基づき、地元からの要望を受け、今回の妻高等

学校と西都商業高等学校の統合、また、串間市

における連携型中高一貫教育校の開校について

決定したところであります。今後の県立高等学

校のあり方については、何よりまず第一に生徒

にとって魅力があるか、生徒を第一に検討を進

めていきたいと考えております。

今の御答弁、生徒を第一にと○図師博規議員

いうことでありますが、私は、生徒とその地域

の実情を第一に、この再編は進めていただきた

いと考えます。

再編整備の対象となった高等学校のある関係

自治体は、高校と一体となり独自の支援策を

次々に打ち出し、学校存続のために懸命となっ

ていることは、もうマスコミ各社取り上げてい

ただいております。えびの市の飯野高校では、

民間学習塾から講師を招聘し、夜間補習を実施

したり、成績優秀者には返済不要の奨学金を給

付することにより、近年、飯野高校は生徒数が

回復をしてきておりますし、串間市の福島高校

では、中学３年生を対象に送迎つきのサマース

クールを実施したり、全入学者に入学支度金を

支給されています。答弁にもありました

が、2018年の春に妻高校と西都商業高校の統合

を決められた西都市では、西都市内の中学校の

全生徒が参加する「さいと未来塾」を開催した

り、スクールバス代の助成をしたりされていま
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す。さらに、都農町の都農高校では、下宿費を

補助したり、ＪＲ定期券代の２分の１を補助す

ることに加え、今後、都農町の町立図書館を都

農高校内に移設するなど、学習環境を充実させ

ていくことに全力を注がれようとしておりま

す。このように各自治体が行う県立高等学校へ

の支援について、県教育委員会はどのような見

解を持たれているのか、教育長お願いします。

各県立高等学校に対○教育長（飛田 洋君）

しまして、地域の方々、自治体、さらには卒業

生の方々などからさまざまな御支援をいただい

ていることに、深く感謝を申し上げたいと思い

ます。県民の皆様方が、それぞれ地元の高校を

大切にしていただいていることを、大変心強く

感じているところであります。

県立高等学校は、将来、地域を支えていく人

材を育成する場でもあり、県といたしまして

も、地元自治体による県立高等学校へのさまざ

まな御支援がそれぞれの学校の活性化へつなが

るよう、今後とも各学校を丁寧に指導してまい

りますとともに、より一層、地元自治体等と連

携しながら、子供たちにとって魅力と活力のあ

る学校づくりに向け、取り組んでまいりたいと

考えております。

先ほど御質問で、都農町の町立図書館が都農

高校へ移設というお話がありましたが、そのア

イデアは聞いたことがありますが、具体的に協

議は、現在のところいたしておりません。

各自治体とも学校存続のため○図師博規議員

に懸命に頑張られております。それは、今、教

育長の御答弁にもありましたが、学生を支援す

るということは、その自治体への未来へ投資す

ることであり、学校を守ることは、地域に活気

をもたらす中心的存在を守ることでもあり、も

し学校を失えば、地域の明かりを失うことに等

しいと考えられているからでもあります。ま

た、行政関係者からは、「学校を守ることとは

いえ、再編整備計画が表面化してからは、学校

が支援策を打ち続ける、それが自治体間の競争

になってしまっている。また、その競争が生徒

の綱引き状態になってしまっている。こういう

ことは本来の姿ではないのではないか」という

嘆きも聞かれました。

国から押しつけられている１学級40人という

基準、そして１学年３学級となれば、統廃合を

検討するという本県の高校の整備計画の内容を

見直すことができれば、小規模校でも存続は可

能なんでしょうが、現在のところ、その打開策

を見出せないまま、物差しに合わせた整備計画

が進もうとしております。小規模校を守るため

の指導をさらに強化してほしいと私は考えるん

ですが、教育長のお考えをお聞かせください。

小規模校を存続させ○教育長（飛田 洋君）

るということでは、魅力づくりを進めることが

最も大切だと考えておりまして、県教育委員会

といたしましては、各高等学校を、教育長であ

る私、そして教育次長が直接訪問して、校長等

へ学校経営に対するアドバイスを行うととも

に、指導主事等も定期的に学校訪問を行い、一

層魅力や活力のある学校となるよう指導・助言

を行ってきております。特に小規模校につきま

しては、魅力ある教育活動を展開することが、

学校の存続につながるものと考えておりますの

で、そのためのさまざまな取り組みにより、学

校を支援してきているところでございます。具

体的に少し紹介させていただきますが、生徒諸

君に少人数の指導ができるように、定数以上の

教職員を配置することや、基礎学力の定着を目

指した研究指定校として、地域の小中高の一体

的な指定、部活動活性化のために競技力強化推
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進校としての指定、さらには、指導力のある教

職員の人事配置などに取り組み、高等学校の魅

力づくりに努めてきているところでございま

す。

地方創生が叫ばれる中、地域の学びをしっか

りとすることが大切なことであると考えており

ます。これまでの約10年間で、県教育委員会で

は３地区で再編整備を行いました。例えば、南

那珂・西諸地区においては、工業高校を、他の

地区と合併するという手法じゃなくて、その地

域の学びを保障しながら、その地域にきちっと

学びを残すという形で、その地域の活性化もあ

わせながら考えて取り組んできているところで

ございます。

さらなる関係自治体との協力○図師博規議員

・連携をお願いいたします。

以上で、私の質問を終わらせていただきま

す。（拍手）

次は、渡辺創議員。○星原 透議長

〔登壇〕（拍手） 県民連合宮○渡辺 創議員

崎、民主党の渡辺創です。

昨夜、東京の民主党本部で急遽開かれた全国

幹事長会議に出席してまいりました。一般質問

を翌日に控え、準備が間に合うか、ちゃんと

きょうの朝１便が飛ぶか、ひやひやしました

が、何とか登壇することができました。

さて、民主党の県会議員としての登壇はこれ

が最後になるかもしれません。民主党と維新の

党が合流することになり、政党名も変更になる

可能性があります。どんなに苦しく厳しいとき

にも背負い続けてきた党名へのこだわりと愛着

は、言葉に尽くせません。もはやアイデンティ

ティーの一部と言っても過言ではないと感じて

います。ただ、心情としては複雑なものがあっ

ても、仮に党名が変わったとしても、私たちが

掲げてきた理念に揺るぎはありません。これか

らも党人として「一人ひとりを大切にする国」

を目指して、分厚い中間層をつくり、全ての人

に居場所と役割のある社会を構築するため、

しっかりと取り組み続けることを、この場にお

いて改めて表明したいと思います。

それでは、予定していた質問に入ります。

ことしは、高千穂町の山間部集落で確認され

た土呂久鉱害の実態が公になって45年を迎えま

す。標高400メートルから750メートルという急

峻な山肌を開いた集落にある旧土呂久鉱山で

は、農薬や毒薬の原料となる亜ヒ酸が製造さ

れ、水や土壌の汚染によって周辺住民や鉱山労

働者に慢性ヒ素中毒が広がりました。認定患者

は、昨年末のデータで195人、うち生存者は45人

となっています。地元の小学校教諭の研究報告

から、被害の告発、知事あっせん、裁判闘争、

同時に広がった支援運動、最高裁での和解、そ

の後の世界各地でのアジア砒素ネットワークの

活動展開、このように時間が流れてきました。

土呂久鉱害の歩みとは、「生きとうございま

す」と、昭和51年５月の第１陣訴訟第１回口頭

弁論で佐藤鶴江さんが意見陳述で述べた、患者

の生きる権利の闘いであり、秘された住民の声

を拾い上げる闘いであったと思います。そして

その運動は、鉱害の救済活動だけにとどまら

ず、バングラデシュや中国内モンゴル自治区な

どヒ素汚染で苦しむ世界各地へ、この宮崎での

知見が広がりを持っていったという一面もござ

います。時間とともに記憶の風化も進む中、こ

の45年の機会に、土呂久鉱害に関する河野知事

の御認識をお伺いしたいと思います。

残余の質問は自席にて行いますので、御答弁

のほどよろしくお願いいたします。（拍手）

〔降壇〕
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〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

旧土呂久鉱山の鉱害問題についてでありま

す。鉱山の閉山から50年以上経過をしておりま

すが、慢性ヒ素中毒症の患者の方々はもとよ

り、御家族や地域の皆様にも苦労の日々が続い

ている現実を大変重く受けとめているところで

あります。このため県では、長年にわたり認定

患者を含む土呂久地区の住民の方などの健康状

態を観察するとともに、「公害健康被害の補償

等に関する法律」に基づく認定や給付等を行っ

ており、今後もこれらの取り組みを継続的に実

施していくこととしております。私自身も以

前、被害者支援を行っておられた方と意見交換

をさせていただいたことがございますが、この

問題につきましては、関係機関等と連携をしな

がら、貴重な教訓を後世にしっかりと伝えてい

くとともに、先人の英知や経験を未来につな

ぎ、健康と環境を大切にする宮崎づくりを進め

てまいりたいと考えております。

この経験や教訓を未来に生かすという観点か

らは、今御指摘がありましたアジア砒素ネット

ワークの取り組み、大変すばらしいものがある

と考えております。昨年、世界農業遺産の認定

でローマのＦＡＯ本部を訪れましたときに、日

本国内の３団体のほかに海外から２団体の応募

があったわけですが、隣がバングラデシュ、そ

してインドネシアでありました。実は５団体の

うち唯一認定をされなかった団体ではあるんで

すが、たまたま隣におられたものですから、タ

ブレット端末でアジア砒素ネットワークのホー

ムページを出して、宮崎とバングラデシュ、こ

ういうつながりがあるんですということをお話

をした記憶がございます。その方は御存じな

かったわけでありますが、ぜひ調べてみたいと

いうことを言っておられました。ぜひとも国外

にもこういった経験を生かしていく取り組み

が、引き続き行われることを期待するところで

あります。以上であります。〔降壇〕

知事、御答弁ありがとうござ○渡辺 創議員

いました。ぜひ知事にも、大変お忙しい中と思

いますが、機会があれば土呂久の現地にも足を

運んでいただくことがあればと思っておりま

す。

さて、今、御答弁にもありましたが、県は昭

和48年から土呂久地区住民の検診を続けてきて

おります。その実績を、環境森林部長にお伺い

したいと思います。

県では、認定○環境森林部長（大坪篤史君）

患者などの健康状態を観察するため、昭和48年

から毎年、全ての方が対象となる大検診と、そ

の大検診で要観察となった方などが対象となる

２次検診を１年おきに行ってまいりました。昨

年までに合計44回実施しまして、延べ約3,600人

の方が受診されているところであります。

その検診で得たデータという○渡辺 創議員

のは、世界でも珍しいとされる慢性ヒ素中毒患

者の継続的な検診のデータということになりま

す。ヒ素汚染自体は、理由はいろいろあります

けれども、アジアを中心に世界各地で確認をさ

れているところです。また、当然その被害に苦

しむ住民の方々がいらっしゃるということにな

ります。県が保有する継続的な検診データの蓄

積をうまく生かすことができれば、被害の縮

小、また解消にもつながるのではないかと考え

られます。

大坪環境森林部長は、かつて担当課にも勤務

をされて、被害者の方々との折衝などにも当た

られたという経験がおありと伺っております

が、ほかにも、今、県幹部となられている方々
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の中には、かつて携わったという方々がいらっ

しゃると思います。大坪部長に、その経験も含

めて、土呂久鉱害への認識というよりも思い

と、検診データの今後の活用のあり方について

お伺いをしたいと思います。

これまでの住○環境森林部長（大坪篤史君）

民健康観察検診の結果につきましては、延べ

約3,600人もの膨大な資料でありますので、検診

結果の電子化やデータベース化を図ることが必

要であると考えております。そうすることで、

将来にわたって検診結果の適切な管理が可能に

なるとともに、今後の検診の円滑化、患者さん

が受診されている医療機関との緊密な連携が図

られるものと考えております。私自身も、かつ

てこの問題を担当しまして、長年にわたるこの

検診結果というものが、世界的に見てもヒ素中

毒に関する貴重な資料であることは十分認識し

ているところであります。具体的な活用方法に

つきまして、検診に御協力いただいております

宮崎大学や専門医の先生方等とも十分に協議し

てまいりたいと考えております。

被害者の皆さんと県との間に○渡辺 創議員

は、当初の知事あっせんなど難しい状況があっ

たということも事実ですが、今回の検診データ

の件も含めて、多くの方々がそれぞれの立場か

ら尽力されたり、継続的な取り組みをされてき

て今に至って、この宮崎での知見が世界でヒ素

中毒に苦しむ方々の未来へとつながる可能性を

持ちつつあります。ぜひこの機会に、かかわら

れてきた皆様に心から敬意を表することにし

て、この質問は終わりたいと思います。

次に、平成38年に予定されております２巡目

の国体について議論をしたいと思います。

まず、今議会に提案されている新年度予算案

の中に、県営電気事業みやざき創生基金が重要

な新しい財源として計上されております。企業

局が運用してきた資金が原資となったというこ

とのようでございますけれども、原資の性格に

ついて、また、一般会計へ繰り出しを行うに

至った経緯を含めて、改めて企業局長にお伺い

したいと思います。

県営電気事業みや○企業局長（四本 孝君）

ざき創生基金の原資となる地方振興積立金でご

ざいますが、これは、電気事業会計における地

域振興のための財源として、昭和55年度決算か

ら運用益の一部を積み立ててきたものでござい

まして、これまでは一般会計への貸し付けなど

に活用してきたものでございます。また、一般

会計への繰り出しにつきましては、これまでの

電気事業法のいわゆる総括原価方式のもとで

は、売電料金の引き下げが前提とされており、

料金を引き下げた上で繰り出しを行うという判

断は、経営上なかなか困難でございました。し

かしながら、電力システム改革に伴い、本年４

月から施行される同法改正によって卸供給が廃

止をされることから、このことを契機に、地域

振興に資する取り組みの原資として総額30億円

を繰り出すことを決断し、昨年10月に知事部局

へ提案をしたものであります。

法改正によってこの４月から○渡辺 創議員

可能になることを、昨年の10月に企業局から申

し出たということだと理解をしました。

次に、総務部長にお伺いいたします。企業局

からの繰入金30億円をもとに基金を設置するこ

とに至った経緯を、これも改めてになります

が、お伺いいたします。

企業局の電気事業○総務部長（成合 修君）

会計からの繰入金は、先ほど企業局長が答弁し

ましたように、地方振興積立金を財源としてお

りますことから、その活用については、地域振
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興という趣旨を踏まえて検討を行ったところで

あります。その結果、まず、「「みやざき創

生」の加速化」として、国の地方創生推進交付

金の活用事業や畜産新生に向けた取り組み、ま

た国体開催に必要な施設整備への活用に、さら

に、「「みやざき新時代」へのチャレンジ」と

して、従来の新規・改善事業とは視点の異なる

アイデア事業や、将来の事業展開につなげるた

めの調査・研究事業に活用することとしたとこ

ろでございます。電気事業会計からの繰り出し

が、平成28年度から30年度の３年間で行われる

こと、また、「まち・ひと・しごと創生総合戦

略」の推進期間が平成31年度までとされている

こと等を総合的に判断しまして、基金を造成す

ることとし、事業の実施期間を平成32年度まで

の５年間としたところであります。

今、御答弁の中にもありまし○渡辺 創議員

たが、「「みやざき創生」の加速化」のための

一つとして、「スポーツ施設整備」という柱が

立っています。新年度では予算措置はないとい

うことのようですけれども、そうであれば、残

りの４年間で事業実施ということになるんだろ

うと想像しますが、具体的にはどのような活用

を想定しているのか、総務部長にお伺いいたし

ます。

基金活用事業のう○総務部長（成合 修君）

ちスポーツ施設整備事業につきましては、御指

摘のとおり28年度は事業化しておりませんが、

国体開催に当たって市町村施設の改修などが必

要となる場合に、その費用の一部を支援するこ

とを想定しております。具体的な支援内容につ

きましては、今後、国体開催に向けた準備の進

捗状況に合わせて検討を行い、事業化していく

こととしております。事業化の時期やその内容

につきましては、今後、教育委員会と協議を進

めながら決定していきたいと考えております。

今後、市町村の施設整備に活○渡辺 創議員

用するということだと理解をいたしました。

話の方向性が大きく変わりますけれども、知

事にお伺いをしたいと思います。全国では、首

長の多選、何度も当選することについてさまざ

まな考え方があります。一定の枠や上限を、例

えば３期までとか４期までというふうに、みず

からアッパーを定めて公言をされているような

自治体のトップもいらっしゃいます。知事は、

現在２期目として、気力、経験、アイデア、さ

まざまなものが充実して県政向上に全力で取り

組まれているさなかだと思いますので、みずか

らのことではなく一般論で結構でございますの

で、知事として一定のビジョンを実現していく

ためには、どのくらいの時間が必要だとお考え

になっているのかということをお伺いしたいと

思います。もちろん、知事に多選についてのお

考えがありましたら、そのお考えを御披瀝いた

だいても結構でございます。よろしくお願いし

ます。

一定のビジョンの実現○知事（河野俊嗣君）

ということでありますが、このビジョン、仕事

というのもさまざまであろうかと思います。

今、国体の文脈でたまたま話がなされておりま

すが、例えば本県で言えば、防災庁舎はもっと

短い時間でできようかと思いますし、地方創生

の戦略に至っては45年後を視野に入れておると

ころであります。大事なことは、目標とすべき

将来像をしっかり示し、中長期的な目標という

のは掲げながら、一日一日その仕事に精励をす

るということが重要であろうかと思いますの

で、自分としてはその精神で仕事に取り組んで

いるところであります。

ありがとうございました。な○渡辺 創議員
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かなか知事としても話しづらいことをお伺いし

たというのは、こちらも十分自覚をしておりま

すので、どうか御容赦いただきたいと思いま

す。

なぜこんなことを伺ったかといいますと、平

成38年の国体開催時には、知事は５期目を迎え
※１

ているということになります。イレギュラーな

ことがなければ、国体の前年の年末に知事選が

あって、そして私たち県会議員も国体直前の春

に改選期を迎えるということになります。私も

引き続き有権者の方の御評価をいただいていれ

ば５期目ということになっており、今１列目に

いますが、一番後ろの列に座っているぐらいに

なっているかもしれません。冗談のようなこと

を申しましたけれども、それだけ国体に向けた

準備というのは息の長い取り組みだということ

を申し上げたいと思います。そこで、２巡目国

体に向けた全体的な準備スケジュールについ

て、教育長にお伺いしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 国体開催に向けて

は、市町村等と連携した推進組織の準備や国体

会場の選定、施設整備、国や体育協会との調整

など、さまざまな準備を行う必要があると認識

しております。このため、各種計画原案の作成

や関係機関との調整、施設整備に係る調査等に

取り組むため、ことし１月に庁内検討会議を設

置したところであります。また、平成29年度に

は県準備委員会の設置を予定しているところで

あります。この中で、会場地選定や施設整備に

ついて協議し、準備を進めていくことになると

考えております。さらに、平成33年度の日本陸

上競技連盟など各競技団体による正規視察や、

平成35年度の文部科学省等による総合視察を経

て、正式に開催の決定となります。その後、平

成38年度にリハーサル大会を実施し、平成38年
※２

度に国体を開催することになります。このよう

なスケジュールを踏まえ、国体準備に着実に取

り組んでまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。今

のスケジュール感、なかなか聞くだけではわか

りづらいんですけれども、一覧表にしてスケジ

ュールをチェックしていくと、手続や視察、そ

れから行事など非常にめじろ押しで、タイトな

日程になるというふうに受けとめています。執

行部におかれては、丁寧なスケジュール管理が

必要だろうと思いますので、どうか御奮闘いた

だきたいと思います。

国体に向けては、施設整備と財源の確保とい

う大きな課題を解決していかなければなりませ

ん。このことは、これまでも繰り返し申し上げ

てきましたが、改めて議論したいと思います。

まず、県立競技場の施設整備についてです。

前回の１回目の国体を開催して以降、本格的な

施設整備を行っていない陸上競技場やプール、

体育館に関しては、かなり抜本的な対策を打た

ない限り対応が難しいというのは、一昨年、県

議会としても特別委員会で調査を行って、この

議場にいる多くの議員の共通認識と言ってもい

いかもしれません。その中で特に、代替施設の

ないプールと陸上競技場は極めて頭の痛い状況

かと思います。そんな中で、それぞれの施設を

利用する競技団体等からも、さまざまな施設整

備に関する要望が出されていると仄聞をしてい

るところです。

先ほど、国体に向けては息の長い準備になる

という話をしましたが、実は、施設整備に関し

てはそれほど悠長なことを言っている場合では

ないのかなと思うところです。平成13年に完成

したサンマリンスタジアムを例にとってみます

と、このスタジアムの事業期間は、平成６年の

※１ 206ページに訂正発言あり

※２ 203ページに訂正発言あり

平成28年３月１日(火)
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基本構想からスタートして、基本計画、基本設

計、実施設計、用地買収、建設、周辺整備と、

事業期間８年を経て平成13年２月に開場してい

ます。ちなみに総事業費は137億円で、うち121

億円が県債となっているようです。もちろん、

施設の種類等で事業期間は変わってくるでしょ

うけれども、仮にこのスケジュールを今度の国

体に向けての準備期間に移しかえて逆算をして

いくと、本番前年の平成37年にはリハーサル大

会が開催されるということなので、その前には

完成しなきゃいけない。であれば、平成36年完

成と仮定をすれば、事業期間８年を差し引く

と、36～29、これで８年となります。つまり、

用地確保なども必要な施設の新設を行うとなれ

ば、もう残されている時間はそうないというこ

とになるわけです。知事はこれまでも、「でき

るだけ既存施設を活用し、必要最低限にとどめ

る。そして総合的に判断をする」という趣旨の

答弁をされてきております。極めて真っ当な判

断だろうと思います。ただ、今後のスケジュー

ルを考えたときに、施設整備に関してその総合

的な判断をいつ下すのか。つまり、何を新規整

備し、何を大規模改修するのかということを決

断する時期を、そろそろ明確に示さなければな

らないのではないかと思います。

前段で、今度の国体を知事が知事としてお迎

えになれば５期目というお話をしました。戦
※

後、宮崎県知事を複数期お務めになったのは、

６期の黒木知事と松形知事、そして河野知事の

みです。国体まで知事がお務めになれば、黒

木、松形両知事と肩を並べる大知事ということ

でしょう。ちょっと話はそれましたが、申し上

げたかったことは、これだけの準備期間には、

もしかしたら複数の知事がかかわるということ

もあるかもしれません。しかし、やはり最も責

任が大きいのは、誘致を決断したときの知事と

いうことだと私は思います。だからこそ、知事

には、国体開催に向けた方針を力強く定めてい

ただいて、そのメッセージを明確に、そしてで

きるだけ早く、関係者のみならず県民に伝えて

いただくことが重要だと思います。

問いは、先ほども申しましたが、施設整備に

ついての基本的な考え方と、具体的な判断を行

う時期について、明確に御答弁をいただきたい

と思います。

県有のスポーツ施設に○知事（河野俊嗣君）

つきましては、老朽化が進んでいる施設や、国

体の施設基準を満たしていないものがあるわけ

でありまして、２巡目国体を円滑に開催するた

めには、改修などの対応が必要となってくるわ

けであります。このため、県の陸上競技場、プ

ール、体育館につきましては、平成28年度の当

初予算案でお願いをしております国体準備スタ

ートアップ事業におきまして、施設整備のあり

方等について調査を行うこととしております。

また、国体の施設整備につきましては、日本体

育協会が定める国体の基本方針におきまして、

「できるだけ既存施設の活用に努め、必要最小

限度にとどめること」と示されております。こ

うした考え方を基本的に尊重して取り組んでま

いりたいと考えておりますし、調査結果、基本

方針を踏まえ、市町村の施設の状況や、国体開

催後の施設の利活用等についても考慮しなが

ら、平成29年度を目途に整備方針を定めてまい

りたいと考えております。

「平成29年度を目途に方針を○渡辺 創議員

定める」という明快な御答弁があったというふ

うに理解します。新年度にはそのための調査も

始まるということです。さまざまな要望も出さ

れている中で、知事としては大変難しい判断に

※ 206ページに訂正発言あり

平成28年３月１日(火)
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なると思いますが、ぜひ十分に調査をして、総

合的な判断の答えを平成29年度に出していただ

きたいと思います。

続いて、財源確保についてお伺いします。財

源確保といっても、大きく分けて大会の開催経

費と施設整備に係る２つがあると思います。開

催経費に関しては、近年の国体では50億から60

億を想定するところが多く、国体に向けて基金

の造成をするところも少なくないようです。基

金を新たに設けるというのも、「国体にはお金

が必要なんだ」というメッセージをきちんと県

民の皆さんと共有する上では効果的なのかなと

いう気もしますが、もちろんお金に色がついて

いるわけではありませんので、さまざまな手法

でお金を準備していくということはあるのだろ

うと思います。いずれにしても、国からの運営

費補助は、和歌山国体で３億8,000万しかないと

いうふうに聞いています。差し引きが極めて大

きな額であることは明らかですので、施設整備

に関しても、先ほど答弁があった平成29年度以

降、相当な額が必要になると考えますが、どの

ように確保し、その確保に向けた動きはいつご

ろから本格化してくるのでしょうか、知事にお

伺いいたします。

国体の開催経費は、今○知事（河野俊嗣君）

御指摘がありましたように、施設整備に係る費

用と、いわゆる運営経費になるわけであります

が、施設整備費用につきましては、今後決定さ

れます県有施設の整備方針、また、運営経費に

つきましては競技種目によって大きく変わるも

のと考えております。県有施設の整備につきま

しては、県有施設維持整備基金の残高が193億円

余あるわけでありますが、これはスポーツ施設

のみではありませんで、県有施設全体の維持整

備を目的とした基金でありますことから、国体

開催に係る経費の確保につきましては、今後の

整備方針や運営方針とあわせて検討してまいり

たいと考えております。

ありがとうございました。私○渡辺 創議員

は、この項目の冒頭でお伺いした、企業局から

の繰出金をそのまま国体向けの資金としてプー

ルをするというのも一つの知恵ではないかと

思っていたのですが、これはつぶやきにとどめ

ます。いずれにせよ、これからというところか

と思いますので、今後引き続き議論をさせてい

ただきたいと思います。

国体のあり方については、正直なところ、地

方の都道府県にとって極めて財政的な負担の重

い、今のような全国巡回方式が妥当なのかも含

めて、いろいろと考えるべきではないかなとい

うのが個人的な思いですが、やると決めた以上

は、全国から集うアスリートの皆さんや関係者

に、宮崎のよさを知ってもらい、充実した国体

にしなければなりません。そのための機運づく

りも重要かと思います。具体的には準備委員

会、実行委員会と組織されていく中で協議をし

ていくことになるんだと思いますけれども、現

時点でのお考えを教育長にお伺いします。

２巡目となる国体の○教育長（飛田 洋君）

開催は、県民の皆様のスポーツへの関心を高め

るとともに、宮崎の魅力や自然、文化のすばら

しさを全国に発信する絶好の機会になると考え

ております。昨年の和歌山国体では、各競技会

場や駅などに、地元小中学生の応援メッセージ

が書かれたのぼりや、県民の方々がお育てに

なったプランターの花が、全国から訪れた選手

や観客を出迎えており、私も幅広い方々のおも

てなしの心に触れ、大変感動いたしたところで

あります。また、本県で開催した全国レベルの

イベントということであれば、口蹄疫の非常事
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態宣言の後に開催した全国高校総合文化祭で、

本当にいろんな方が喜んでいただいた、あのと

きの感動も記憶に残っております。２巡目宮崎

国体におきましても、このような例を参考とし

ながら、全ての県民の皆様が、熱い気持ちを

持って、スポーツをする、スポーツを見る、ス

ポーツを支える、あるいはおもてなしをすると

いったさまざまな立場で国体に携わっていただ

けるよう、工夫を重ねながら機運の醸成に取り

組んでまいりたいと考えております。

申しわけありませんが、訂正をさせていただ

きます。先ほどのスケジュールの答弁で、リ

ハーサル大会は「37年度」でありますが、私、

「38年度」と答弁をさせていただきました。お

わびして、訂正をさせていただきます。

知事、関係部長、企業局長、○渡辺 創議員

教育長と非常にたくさんの質問になりました

が、御丁寧に答弁いただきましたことに感謝を

申し上げまして、次の問いに移りたいと思いま

す。

奨学金に関連してお伺いいたします。今回の

議会でも幾つか質問があっておりましたが、県

では宮崎県育英資金を運営しています。高校生

への貸し付けが中心ですけれども、平成26年度

の貸与状況について、教育長にお伺いします。

宮崎県育英資金の平○教育長（飛田 洋君）

成26年度の貸与者数は総数で3,940人であり、貸

与額は12億4,990万5,000円となっております。

内訳といたしましては、高校生及び高等専門学

校生が3,6 2 3人でありまして、貸与額が10

億7,314万2,000円、大学生及び短大生が180人で

ありまして、貸与額が１億860万3,000円、専修

学校生が137人でありまして、貸与額が6,816万

円となっております。

同年度の返還状況について○渡辺 創議員

も、教育長にお伺いします。

平成26年度の返還を○教育長（飛田 洋君）

要する人の総数は１万810人でありまして、その

うち滞納者が3,004人であります。また、平成26

年度中に返還されるべき総額 前年度までの―

未返還額を含めた額 は12億7,249万円であり―

ましたが、そのうち４億5,806万9,000円が返還

されておらず、返還率は64％となっておりま

す。その未返還額約４億5,800万円のうち、半分

以上の約２億8,600万円は、前年度までに累積し

てきた未返還額でございます。平成26年度だけ

で見ますと、新たに返還が始まった金額につい

て、その総額は約８億7,000万円であるのに対し

て、未返還額は約１億7,200万円であり、平成26

年度単年度だけで見ますと返還率は80.2％でご

ざいます。

単年度で見れば２割ぐらいが○渡辺 創議員

滞納になっているということかと思いますが、

以前からのものも積み上げていくと、その率は

どんどん高まっていくということになっている

ようです。

今のような状況でしたけれども、滞納者への

対応と、また、平成25年度からは滞納者に法的

対応を始めたということのようですが、その経

緯について、教育長にお伺いします。

返還が滞っている方○教育長（飛田 洋君）

への対応につきましては、職員や債権管理員に

よる訪問や電話による聞き取りなどを行い、で

きるだけ返還者の事情を考慮して、分割納入な

どを含めて、可能な限り丁寧な対応をしてきて

いるところであります。しかしながら、返還で

きるだけの収入がありながら、再三の催告にお

いても返還に応じない方や、長期にわたって返

さない方が増加している傾向にありますので、

育英資金貸与制度の安定的な運営に支障を来す
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おそれが懸念されたため、やむを得ず法的な対

応を行うとしたところであります。

返還金の滞納者というのは、○渡辺 創議員

それぞれ経済的な事情を抱えている可能性も高

いということかと思いますけれども、昔の日本

育英会などでは、民間の債権回収会社、いわゆ

るサービサーというところに回収業務を委託す

るような場面も出てきているようですが、その

民間業者に回収業務を委託するという考えは、

教育委員会としてございますでしょうか。

債権回収業務の民間○教育長（飛田 洋君）

への委託についてでございますが、本県では、

奨学金の返還金の回収業務についてはさまざま

な配慮を要する場合がありますので、きめ細や

かな対応をしたいと考えております。そこで全

面的に民間等へ委託をするということはいたし

ておりません。ただし、返還が始まったすぐの

方に対しては、延滞につながらないように、電

話による返還の呼びかけを行う業務のみを、現

在、債権回収会社に委託をしているところであ

ります。また、当初予算にお願いしております

「宮崎県育英資金返還促進・回収強化事業」の

中で、さまざまな事情を抱えた返還者のうち、

法的な観点からの助言を必要とすると県で判断

した方のみ、今回新たに、高い専門性を有する

職である弁護士に返還回収業務を委託すること

としております。

今、奨学金をめぐる状況が社○渡辺 創議員

会問題化しつつあります。今の大学生の50％以

上が奨学金を得て大学に通っています。県内で

も、例えば宮崎公立大学で奨学金を受けている

学生さんは、全体の56.8％に上るということで

す。しかも、これは全国的な話ですが、借り受

ける額が500万円を超えるというようなケースも

そう珍しいという話ではなくなってきているよ

うです。仮に500万円を借りている２人がすごく

早い時期に結婚をしたとすれば、その時点で、

世帯の借金というか奨学金の借受額は1,000万円

を超えるというようなケースも出ています。こ

の状態で、そもそも結婚すること自体に慎重に

ならざるを得ないだろうと思いますし、子供を

産み育てる、住宅を購入するというようなこと

もままならないだろうと思います。そういう状

態であれば、大きなハンデを背負って社会生活

を送ることになってしまうわけです。しかも終

身雇用、年功序列賃金などは崩れて、雇用の調

整弁としての非正規雇用が大きく拡大をしてし

まっている。最初の就職に失敗をすれば、たち

まち奨学金の返済がままならないという状態

が、今の若年層を取り巻いていると言ってもお

かしくはないだろうと思います。お話ししたい

実態はとめどなくありますけれども、この程度

にしたいと思います。

大学生の奨学金の場合、その大半は旧日本育

英会、今の日本学生支援機構であって、基本的

に県が所管する問題ではないというのは重々承

知をしておりますが、宮崎県出身の若者たちが

その環境に置かれていることも事実です。今、

非常に大きくなりつつある奨学金の問題につい

て、知事と教育長の御所感をそれぞれお伺いし

たいと思います。

奨学金制度につきまし○知事（河野俊嗣君）

ては、意欲と能力のある若者が、経済的理由に

より進学を諦めることなく、安心して学ぶこと

ができる制度として、大変重要であると考えて

いるところであります。最近の雇用状況につき

ましては改善の傾向を示しているものの、学生

の就職後の収入が十分でない例も見受けられる

ことを踏まえ、国におきましては、奨学金の貸

与につきまして有利子から無利子への流れを加
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速するための事業の拡充がなされるなど、学生

の負担軽減のために奨学金制度の改善が図られ

てきているものと認識をしております。子供の

貧困、さらには人口減少、労働力不足、国家間

の競争の激化、さまざまな状況を背景として、

我が国の将来の社会・経済・文化の発展を支え

る若者、その貴重な人財がしっかり学ぶことが

できる奨学金制度を築き上げていくことは、大

変重要な課題であろうと考えております。

変化が激しい現代社○教育長（飛田 洋君）

会においては、生涯学び続け、変化に対応でき

る若者を育てることが求められておりますし、

若者自身のことを考えても、自己学習ができて

変化に対応できる人であってほしいと考えてお

ります。そのためには、学びに向かわせる動機

づけができるような教師の存在、そして学びを

支える奨学金制度が大切であると考えておりま

す。近年、生活保護世帯の増加やひとり親世帯

の困窮が進む中、十分な生活環境に置かれてい

ない子供が増加し、そのような環境が子供たち

の進学率などに影響することにより、貧困が世

代を超えて連鎖することが強く懸念されており

ます。そのような時代であるからこそ、しっか

り学ぶことを支援できる奨学金制度は、より重

要になってくると考えております。

今、知事の御答弁の中に、奨○渡辺 創議員

学金が有利子から無利子へという流れにあると

いう内容がございましたけれども、ただこれ

は、もともと圧倒的に無利子が多かったもの

が、有利子中心にどんどん変わっていって、よ

うやくその反省に立って無利子へという流れが

生まれてきたにすぎません。日本学生支援機構

のデータでは、1998年、私が大学生のころです

けれども、無利子と有利子の比率は78対22だっ

た。これが2013年には29対71に、全く入れかわ

るぐらいの状態になっています。ですから、

今、国が示している流れというのは、ようやく

本来の形に戻りつつあるというところなのかな

と思っています。ただ、無利子化が加速してい

くということは非常にいいことであって、状況

の改善のためにも、まず実現していかなければ

ならないことだろうと思います。そして、その

先には、給付型の奨学金をふやしていくという

ことに取り組むべきだと考えますが、県内での

給付型奨学金の現状を、教育長にお伺いしま

す。

県内の給付型の奨学○教育長（飛田 洋君）

金制度につきましては、聞き取りをしたところ

では、一部の市町村と県立高校３校の同窓会に

おいて実施されております。県では、給付型の

奨学金制度ではございませんが、高校生等奨学

給付金事業を平成26年度の入学生から実施し、

低所得世帯の高校生等に対し、学用品費やＰＴ

Ａ会費等に充てていただくための給付金を支給

いたしております。

ここで提案ですが、今御答弁○渡辺 創議員

のあったような給付型の奨学金を推進する象徴

的な取り組みとして、県が主体もしくは中心と

なって給付型の奨学金を創設してはいかがかと

考えます。もちろん財源の課題もあるというの

はよくわかりますので、小規模なものでも構わ

ないと思います。社会の今の状況に対して、県

としての姿勢を示すという意味合いでもいいと

思いますので、今の提案について、教育長いか

がお考えでしょうか。

奨学金の貸与を受け○教育長（飛田 洋君）

た若者が、社会のスタートラインとなる大学卒

業の段階において、先ほどの御指摘にもありま

したが、でき得る限り奨学金の返済額が少ない

ほうが望ましいものとは考えております。その
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負担を軽減する制度の一つとして、給付型の奨

学金も考えられるところでありますが、本県独

自に給付型奨学金を創設することにつきまして

は、本県の財政事情等から難しいものと考えて

おります。国では、平成26年８月に取りまとめ

られた「学生への経済的支援の在り方につい

て」の検討結果を受けて、無利子奨学金の貸与

人員の増員、月の返済額を所得に応じた額とす

るための制度の変更など、学生の経済的負担を

軽減する取り組みを進められているところであ

ります。そのような国の動きを注視しますとと

もに、奨学金制度の運営のために必要な財源が

確保できるよう、国への要望をこれからも続け

てまいりたいと考えております。

なかなか簡単なことではない○渡辺 創議員

のかなというのも理解をしました。きょうは時

間の制約もありますので、この程度にしたいと

思いますが、奨学金の問題、引き続き議論をさ

せていただきたいと思いますので、よろしくお

願いをいたします。

次の質問に入りたいと思いますが、その前

に、済みません。私、先ほど国体の関連の質問

の中で、国体時の知事の期数を間違って理解を

していたようです。国体直前ではなく、国体直

後に知事の選挙が来るようでございますので、

そこは訂正をさせていただきたいと思います。

続けて、県内大学生の就職状況について質問

をさせていただきます。きょうは何の日か御存

じでしょうか。「大学生の就職状況」と言いま

したのでわかるかもしれませんが、きょうは、

来春の卒業予定の大学生、大学院生に向けた企

業情報の解禁日ということになっています。こ

こ数年、ルールの変更が相次いでいる大学生の

就職活動ですが、来年春に向けては、いよいよ

きょうから本格的なスタートが切られるという

わけです。昨年は、高校卒業人材の県内就職率

の低迷がたびたび議会でも取り上げられてきま

した。この２月議会でも幾つかの指摘があった

ところです。基本的には大学生についても同じ

傾向にあるのだろうと思いますけれども、県内

大学等で学んだ学生の県内就職率の現状と、そ

の数字に対する県当局の認識を、商工観光労働

部長にお伺いします。

県内の大○商工観光労働部長（永山英也君）

学、短期大学及び高等専門学校を対象に県が実

施をいたしました調査の結果では、平成26年度

卒業者の県内就職率は46.1％となっておりま

す。大学生等の県内就職率を示します全国的な

統計がないことから、全国あるいは九州各県と

の比較はできませんけれども、約半数の学生が

卒業を機に宮崎県を離れている状況にありまし

て、県といたしましても、地域の活力の維持と

いう観点からも、より多くの若者に、宮崎県内

に就職をし、あるいは宮崎県内に残っていただ

きたいと考えております。

半分以上が県外に就職をする○渡辺 創議員

ということのようです。県内での就職率が低い

水準になっている原因について、商工観光労働

部長どのようにお考えでしょうか。

本県の大○商工観光労働部長（永山英也君）

学等への入学者の内訳を見てみますと、県外出

身者が約４割、県内の出身者が約６割となって

おります。一方、卒業時の状況は、県外出身者

の約85％が県外に就職をし、また、県内出身者

の約30％が県外に就職をしているという状況に

ございます。大学の担当者等からは、学生が県

外就職を選択する主な理由といたしまして、専

門的に学んだことを生かせる企業が県内に少な

いこと、都市部の企業のほうが給与等の待遇が

よいこと、また、一度は県外に出てみたいとい
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う都会への憧れがあることなどと伺っておりま

す。さらに、これは高校生とも同じでございま

すけれども、県内企業の魅力や宮崎で働くこと

の意味を県内の学生に十分伝え切れていないと

いう面も、要因としてあると考えております。

人口減少社会を踏まえれば、○渡辺 創議員

地方創生の観点から言っても、結婚や出産を控

えた若い世代が宮崎に残ってもらえるかという

のは、極めて重要なポイントになるだろうと思

います。今、大学生のインターンシップを受け

入れているんですが、先日、インターンシップ

の大学生の友人に、就職地を決める要素をヒア

リングしてもらいました。そうしたら、「宮崎

が好きになったから」とか「友達がいるから」

「結婚したい人がいるから」とか、さまざまな

理由が並んでいたようですけれども、いずれに

しても、魅力的な場所であるということが極め

て重要な要素になるのだろうと思います。大学

生の県内就職促進のために、県はどのような対

策をとっていくのか、あわせて商工観光労働部

長にお伺いします。

若者の流○商工観光労働部長（永山英也君）

出を抑制する観点からは、宮崎県出身の学生に

県内就職を働きかけることが大事であります。

また一方で、県外からの流入を促進し、それを

定着させるためには、県外出身の学生に宮崎で

働く魅力をしっかりと伝えることが大事であり

ます。そういう取り組みを進めていくことが、

地方創生の実現につながると考えております。

このため県ではこれまで、「みやざきＪＯＢ

パーク＋（プラス）」において、就職相談から

職業紹介までをワンストップで提供しますとと

もに、就職説明会の開催や企業紹介冊子の配布

などを行っております。また、今後、インター

ンシップの効果的かつ効率的な実施に向けて取

り組むこととしております。先月、宮崎大学の

工学部と県との連携協議会を開催し、県内企業

への就職促進等について議論を深めました。今

後、県内の各大学ともこのような機会を設けま

して、企業と大学の接点をどのようにふやして

いくか、あるいは宮崎で働くことの意義をどの

ように学生に伝えていくか、そういうことにつ

いて連携して取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

ありがとうございました。県○渡辺 創議員

の立場でさまざまな取り組みを進めているとい

うことは理解できました。

再び大学生との意見交換の話に戻りますが、

その意見交換の中で、「宮崎の求人票に載って

いる初任給の額はとても安い。やはり20万ぐら

いはないと生活はできない」という大学生の声

がありました。そこで、調べてみたんです。労

働局等のデータを活用するという手もあったん

ですが、あえてアナログな手法で、インターン

生の大学生が、宮崎公立大学に昨年度来た求人

票全てを調べて初任給の平均値を出してみまし

た。同じ求人でも大卒と院卒で複数の初任給設

定があるというものもありましたので、それに

関しては中間値を利用しました。学生さんの調

査ですので、若干の計算ミスなどあるかもしれ

ませんが、大きな傾向に影響はないと思います

ので、その御認識でお聞きいただければと思い

ます。宮崎公立大学に昨年度あった求人は、宮

崎県内企業が72社、この72社には、本社所在地

は県外ですが、勤務地が宮崎限定というものも

含みます。そして、県外求人は625社です。初任

給の平均値は、県外からまいりますが、県外求

人が20万1,87 8円に対して、県内求人は14

万8,258円ということでした。先ほど部長から、

県内就職率が低い要因についてさまざま考察を
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いただいたところですけれども、やはり賃金の

格差というのも非常に大きいと考えざるを得ま

せん。この点について、知事の御所見をお伺い

したいと思います。

移住やＵＩＪターンな○知事（河野俊嗣君）

どのフェアなどでよく申し上げますのは、「見

かけの給料も問題でありますけど、宮崎は全国

で最も物価が安い。家賃や交通費、そういった

ところも考えるべきだ」ということはしっかり

申し上げているところでありますが、学生とし

ては、企業選択において初任給というのは重要

な要素の一つであろうと思います。そのため県

としては、今回策定します「みやざき産業振興

戦略」に基づきまして成長産業の振興や中核企

業の育成などに取り組むことで、付加価値の高

い産業の振興を図り、初任給も含めた「良質な

雇用の確保」を実現してまいりたいと考えてお

ります。一方、初任給以外にも、例えば、やり

たい仕事ができるということ、会社の安定性、

働きがいなど、さまざまな大学生が重視する要

素があろうかと考えております。県内の成長性

の高い企業やグローバルに展開する企業など、

県内の企業のさまざまな魅力を、私自身が企業

を訪問して魅力の発信をするお手伝いも今して

いるところでありますが、いろんな工夫をこれ

からも凝らしていきたいと思います。また、人

材育成や職場環境の面で、魅力のある職場づく

りなくして県内就職の促進は望めませんので、

今月設立する産学金労官連携によります「産業

人財育成プラットフォーム」の場などを通じ

て、関係団体・企業に対し、積極的な取り組み

を働きかけてまいりたいと考えております。

ありがとうございました。知○渡辺 創議員

事の御答弁にありましたように、私も給料だけ

が仕事を選ぶという理由にはならないというふ

うにも思います。ただ、賃金の格差というのは

大きな問題ではあって、特にこの問題は労政サ

イドだけで解決できる問題でもありませんし、

ある意味では、県の総力をかけて取り組んでい

るけれども、構造的なものも含めてなかなか是

正ができないという難しい問題だと思います。

ただ、前の項目で質問をした奨学金でも明らか

になりましたが、若い世代が非常に厳しい環境

にあると。先ほど例示したように、15万円程度

の初任給で一定の奨学金の返済を続けるという

ことは容易ではありません。しかも給料がずっ

と上がっていくとか、いつまでも雇用が守られ

るというのも非常に不安になってきている。就

職がままならないで、進んで選択したわけでも

ない非正規の仕事につかなければならないとい

う方々もいらっしゃいます。我々はやはり、若

い人たちの置かれている環境にしっかりと目を

向けていく必要があるかなということを、改め

て提起をさせていただいて、このテーマを終わ

りたいと思います。

続けて、「日本のひなた宮崎県」の推進状況

についてお伺いをいたします。

昨年５月の発表以降、順調にスタートを切っ

て、県内外に着実に浸透しつつあるという手応

えを多くの関係者が感じているところだろうと

思います。先日、宮崎市であった「知事とのふ

れあいフォーラム」に、私も出席しましたが、

その場でも、「日本のひなた、すごくいいキャ

ンペーンだ」というふうに声が上がって、知事

も非常に喜んでいらっしゃるようにお見受けを

いたしました。私も、５年前の初当選以降、県

の統一的かつ戦略的なプロモーションの必要性

を説いてきた立場として、素直にうれしいと思

うところです。今回の質問でも、さらなる推進

を求める立場として、改めて現時点までの展開
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状況を、商工観光労働部長にお伺いします。

「日本の○商工観光労働部長（永山英也君）

ひなた宮崎県」のプロモーションにつきまして

は、昨年５月末に発表して以来、県民の皆様の

理解を深めるとともに、県外に向けてひなたの

魅力を着実に浸透・定着させるためのさまざま

な取り組みを行ってまいりました。具体的に

は、テレビＣＭや新聞広告などによる広報宣伝

に加え、ひなたソング・ダンスの制作や、本県

ゆかりの著名人に参加いただいたポスターの作

成、有名ボーカルグループのイメージソングに

よるＰＲ動画の配信などに取り組んでまいりま

した。また、民間団体等で構成します官民推進

会議を中心に、市町村や民間企業、県民の皆様

におかれましては、１万8,000個を超えるピン

バッジを購入され着用いただいていますほか、

宮崎空港勤務職員によるひなたダンスでのア

ピール、航空機や移動販売車を初め、みずから

の商品、広報・広告物を活用したＰＲなど、さ

まざまな分野、地域で県を挙げた情報発信の取

り組みが広がっているところでございます。

執行部としても順調な滑り出○渡辺 創議員

しであると認識をされているというのがよく伝

わりました。ゆかりのある方々のポスターは

今、県内のコンビニ等でもたくさん張られてい

まして、見るとうれしくなるんですが、この

キャンプの時期等もたくさんの方が目にされた

んじゃないかと思います。かつてこの議場でも

指摘をしましたが、参加型キャンペーンの手本

とも言える高知県の「高知家」にも決して引け

をとらない流れになっていくのではないだろう

かと期待をしております。

さて、知事も県内外でのプロモーション活動

に数多く参加をされて、さまざまな方の反応に

接する機会も多いと思いますけれども、知事

に、この１年弱の展開状況も踏まえて、今後の

展開の方向性と意気込みをお伺いしたいと思い

ます。

このプロモーションで○知事（河野俊嗣君）

は、県民や県議会を初め、本県ゆかりの著名

人、市町村や民間企業・団体の皆様など、まさ

にひなたの人が一丸となって、全国の皆様にひ

なたの魅力を届けていただいているわけであり

ます。おかげさまで県内外の多くの皆様から好

感を持った評価をいただいておりまして、その

御協力に対し心から感謝をいたしております。

今、議場で見ておりましても、先生方にひなた

のバッジを多くしていただいておりまして、議

員もぜひよろしくお願いいたします。物産館で

販売をしておるところでございます。きょうは

たまたまつけておられませんが……。失礼しま

した。

今後のプロモーションにつきましては、これ

までの取り組みによる実績や成果を生かしなが

ら、ひなたが持つ魅力をしっかり伝える映像等

により情報発信しますとともに、民間事業者等

の皆様と連携をして、ひなたの関連の商品開発

を行うなど、宮崎にかかわる多くの皆様ととも

に、引き続き積極的に展開してまいりたいと考

えております。こうした取り組みを通じまし

て、ゆったりした時間をつくる、人を元気にす

る、そんなひなたの力や、その力で育まれた宮

崎の魅力というものを全国に着実に浸透・定着

させ、さらなる宮崎の認知度・好感度の向上を

図ってまいりたいと考えておりますし、大事な

ことは、さらに国外に向けたプロモーションと

いうのも非常に重要ではないかと考えておりま

すので、そうしたもろもろ展開することによ

り、本県の経済の活性化にもつなげてまいりた

いと考えております。
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ありがとうございました。御○渡辺 創議員

答弁にも、「ひなたの人が一丸となって」とあ

りましたけれども、さらなるイメージの浸透の

鍵は「参加型」ということだと思います。この

ことは、これまでも代表質問や一般質問の中で

指摘をしてきましたが、ＰＲビデオに出たり、

ダンスを踊ったりというのはまれなかかわり方

でしょうけれども、今、知事から御指摘もあり

ました、ピンバッジをつける、ステッカーを張

る、名刺に刷り込む、いろんなかかわり方があ

ると思います。私も、ステッカーを張る、名刺

に刷り込む、いろいろやっております。じわじ

わでもいいので、たくさんの県民の方が「私も

かかわっている」と思ってもらえるようなキャ

ンペーンにしていくことが大切なんだろうと

思っておりますので、さらに御奮闘をお願いし

たいと思います。

最後に、質問ではございませんけれども、先

ほど質問の中でちょっと申しましたが、今、２

カ月間、インターンシップの大学生を２人受け

入れています。今議会、たくさん大学生らしき

人が傍聴に来ているのは、そのせいだろうと思

いますが、全国的な展開をしているドットジェ

イピーというＮＰＯがマネジメントをしていま

して、宮崎でも今年度からスタートしました。

県政の関係では、私のほかに清山議員や有岡議

員のところにもインターンシップの学生さんが

来ております。私もこの議会の中では若いほう

ですので、大学生の皆さんと感覚や意識はそう

違わないのかなと思っておりましたが、驚くよ

うな気づきがたくさんあります。こちらのほう

がむしろヒントや知恵を与えていただいている

というようなところですけれども、この宮崎で

のインターンシップ実現のためには、熊本から

大学生の皆さんがたびたび宮崎に入って一生懸

命マネジメントをしていただいています。そう

いう熊本の大学生の皆様にも心から感謝をした

いと思っているところです。

知事にお願いですが、３月末までまだ活動期

間がありますので、ぜひインターンの学生さん

たちとお話をしていただく機会をつくっていた

だければと思います。話していませんが、３人

の議員のところ一緒でいいと思いますので。そ

れはきっと、将来についていろんな悩みや迷い

を持っている大学生の皆さんにも貴重な機会と

なるかと思いますので、ぜひ御検討いただきま

すようお願いを申し上げたいと思います。

質問の中で事実誤認、確認ミスがありまして

御迷惑をおかけしましたが、訂正させていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○星原 透議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時53分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開○中野 明副議長

きます。

次は、後藤哲朗議員。

〔登壇〕（拍手） こんにち○後藤哲朗議員

は。延岡市選挙区の後藤哲朗でございます。よ

ろしくお願いいたします。

ところで、教育現場を大事にされる飛田教育

長には、昨年末に、私の母校であり、孫も通う

延岡市立東小学校の学習発表会を視察いただき

ました。この学校の校歌の２番は、「愛宕山

ふるきつたえや 土はゆたかに 黄金のみのり
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学びの窓に 結びしなかま いつまでも 守

れふるさと」です。この愛宕山の古き名は、笠

沙山、笠沙の岬と言われ、神話・伝説が残る山

であります。この神話に基づき、神話でまちづ

くりに取り組んでいるメンバーと地元の酒造

メーカーとのコラボで、新銘柄の純米大吟醸酒

「出逢いの聖地」が完成しました。ラベルの揮

毫は、高千穂神社の後藤宮司が手がけられまし

た。先日の延岡市合併10周年記念式典の記念品

として、このお酒が出席者の皆様に配付されま

したので、知事、議長を初めとした皆さんは、

古代ロマンに思いをはせ、しみじみ味わってい

ただいたことと思います。また、神と人と花が

出会う早春の五ヶ瀬川での「延岡花物語」の中

で、先週の27日、28日には「このはなウォー

ク」が開催されました。その開催中、この「出

逢いの聖地」が限定販売され、近畿からの里帰

りツアーの方々がお土産として購入されている

のを見て、ふるさとを思う気持ちのありがた

さ、大切さを感じたところであります。

それでは、知事にお尋ねいたします。

本年１月に、内閣府主催の地方分権改革シン

ポジウムに参加してきました。このシンポジウ

ムは、地方分権改革に係るこれまでの経緯や現

在の取り組み、京都府など先進自治体の取り組

み事例の紹介など、非常に興味深い内容でし

た。

地方分権改革については、これまで、機関委

任事務制度の廃止や、地方に対する規制緩和と

して義務づけ・枠づけの見直し、そして現在で

は、地域の事情や課題に精通した地方の発意と

多様性を重視した改革を推進するため、個々の

地方公共団体から全国的な制度改正の提案を広

く募集する「提案募集方式」が導入されており

ます。また、権限移譲に当たっては、地域特性

や事務処理体制などに大きな差があることを踏

まえ、個々の地方公共団体の発意に応じ、選択

的に移譲する「手挙げ方式」が導入されている

とのことです。このときの内閣府の資料には、

地方分権改革の推進は、地域がみずからの発想

と創意工夫により課題解決を図るための基盤と

なるものとあります。

県政の最重要課題の一つである地方創生につ

きましても、さまざまな目標を実現するために

は、これまでのように、国から示されたメニ

ューに沿った取り組みを進めるだけでなく、地

方分権改革推進の理念と同様に、みずからの発

想と創意工夫を生かした取り組みが求められま

す。そこで、地方創生において、地方分権の果

たす役割と今後の展望について、知事に御所見

をお伺いいたします。

引き続き、知事にお尋ねいたします。知事に

おかれましては、これまで、真の地方創生を実

現する「みやざきモデル」の提言や日本創生の

ための将来世代応援に係る緊急提言など、さま

ざまな政策提言に取り組まれておりますが、地

方創生を実現するためには、これまでの固定概

念を打ち破るような、大胆なダイナミックな政

策が必要と考えます。そこで、地方創生には、

本県の課題や地域特性を踏まえ、本県ならでは

の取り組みが必要だと思いますが、知事の御所

見をお伺いいたします。

同じく知事に、トップセールスについてお尋

ねいたします。ある新聞に掲載されています

「知事の動き」を見ますと、多忙きわまるスケ

ジュールをフットワークよく活動されていると

思います。県政を担うトップとして、生きが

い、やりがい、働きがい、そして使命感を持た

れての公務・政務の取り組みに敬意を表しま

す。さて、その「知事の動き」の中で、国内を
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問わず海外を含め、県産品等のＰＲ・販路拡大

等に知事みずからのトップセールスという文言

が多々見受けられます。そこで、知事はどのよ

うな思いでトップセールスに取り組んでおられ

るのか、お伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終わりまして、後の

質問は質問者席からさせていただきます。(拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、地方創生と地方分権改革についてであ

ります。地方創生は、東京一極集中の是正と人

口減少の克服に向けて、地方の実情に応じた取

り組みにより、その自立的な成長を促進するも

のであります。一方、地方分権改革は、権限移

譲を通じて地方公共団体の自主性、自立性の強

化を図り、地域がみずからの発想と創意工夫に

よって課題解決を図るための基盤となるもので

ありまして、地方創生の中核をなす重要な改革

の一つであると考えております。人口急減、超

高齢化が進展する中で、我が国の発展のために

重要なことは、これまで積み上げてきた地方分

権改革の大きな流れをとめないことでありま

す。我が国にふさわしい国と地方のあり方を構

築していくため、今後とも、地方分権の確立に

向けて、また、地方創生の実を上げていくた

め、全力で取り組んでまいりたいと考えており

ます。

次に、本県ならではの地方創生の取り組みに

ついてであります。地方創生のためには、それ

ぞれの地方公共団体が、地域の特性を生かした

取り組みを進めていくことが大変重要でありま

す。本県では、東九州自動車道などインフラ整

備の着実な進展、新たな国際定期路線やＬＣＣ

の就航、大型クルーズ船の相次ぐ寄港など、国

内外に向けて飛躍する基盤が整いつつありま

す。また、これまで培ってきた高い生産性やブ

ランドを有する農林水産業を初め、御指摘があ

りました、お酒を初めとする加工品、県産品、

そして、すぐれた子育て環境やスポーツ環境、

また、「日本のひなた宮崎県」というコンセプ

トでアピールしております、温かい人柄や温暖

な気候、さらには、綾ユネスコ・エコパーク

や、世界農業遺産に認定された高千穂郷・椎葉

山地域など、本県の誇る強みや資源が多々ある

わけであります。このようなポテンシャルにさ

らに磨きをかけるとともに、最大限活用するこ

とで、本県ならではの地方創生を実現してまい

りたいと考えております。

最後に、トップセールスについてでありま

す。厳しい地域間競争の中、すばらしい県産品

や観光、企業立地の場所として宮崎を選んでい

ただくため、県内企業・団体の皆様と連携をし

ながら、国内外でのトップセールスを積極的に

行っているところであります。トップセールス

は、私が、相手先の代表者の皆様と直接お会い

することで、顔の見える関係、信頼関係を築い

て、その後の継続的な関係構築が図れることか

ら、極めて効果的であると考えております。ま

た、消費者の皆様に対しましては、直接その魅

力や優位性をアピールすることで、宮崎に対す

る親しみや信頼、好感度を高めることができる

ことから、大変有効な手段であると考えており

ます。このトップセールスを効果的なものとす

るため、担当部署におきましては、事前の情報

収集やその後の営業・販売促進などに日ごろか

ら取り組んでいるところでありますが、こうし

た取り組みを十分生かしながら、今後も引き続

き、私が先頭に立って、オールみやざきの体制

で宮崎を売り込んでまいりたいと考えておりま
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す。以上であります。〔降壇〕

地方分権改革について、これ○後藤哲朗議員

まで積み上げてきた改革の流れをとめないこと

が重要と述べられました。頭脳明晰な知事です

ので、ぜひとも、全国的な制度改正の提案を募

集する提案募集方式に積極的に挑戦、また取り

組んでいただきたいなと、そのように思いま

す。

次に、知事のトップセールス後のフォロー

アップ体制について、各部長にお尋ねいたしま

す。

財政改革ではよく耳にする用語があります。

それは、選択と集中、アウトプットではなくア

ウトカム 事業量ではなく成果 、費用対― ―

策効果等です。知事のトップセールスを初め、

プロモーション、イベント、物産フェア等、相

当の経費がかかっていることは御案内のとおり

であります。攻めの姿勢が問われる中、一過性

に終わることなく、しっかりとした各部各課の

フォローアップが実を結んでいくものと考えま

す。そこでまず、環境森林部長にお尋ねいたし

ます。先人たちの御苦労、御努力で、「みやざ

きスギ」が全国版になりつつあり、海外展開に

も明るいものがありますが、県産材についてど

のようにフォローアップされているのか、お伺

いいたします。

環境森林部で○環境森林部長（大坪篤史君）

は、トップセールスの商談会に参加いただいた

企業を訪問しまして、木材利用技術センターや

県内企業の視察等を通じました県産材採用の働

きかけなどに、鋭意取り組んでいるところであ

ります。この結果、大手ハウスメーカーの構造

部材や、川崎市の住宅メーカーの大規模な住宅

改修部材として、本県産材が採用されたほか、

韓国では、昨年度までの２カ年で約50棟の受注

につながるなど、その成果が徐々にあらわれて

きております。今後とも、私どもは、こういっ

たルートセールス、つまりは、樹木がしっかり

と根を張るように地道に営業活動を展開するこ

とですが、このルートセールスにしっかり取り

組みながら、トップセールスと連動しまして、

県産材の需要拡大等を図ってまいりたいと考え

ております。

今、部長から答弁いただきま○後藤哲朗議員

したけれども、樹木がしっかり根を張るように

地道に営業活動を展開するルートセールスと。

このルートセールス、まさしく行政にも民間の

感覚が問われてきている時代に入ったなと、そ

ういう感じがしております。どうぞ今後ともよ

ろしくお願いいたします。

次に、商工観光労働部長にお尋ねいたしま

す。商工観光労働部では、オールみやざき営業

課など、まさしく攻めの姿勢、営業力が問われ

る各課を組織機構化されております。県産品の

販売促進や販路拡大についてどのようにフォ

ローアップしておられるのか、商工観光労働部

長にお伺いいたします。

県産品の○商工観光労働部長（永山英也君）

販路拡大を図りますためには、トップセールス

は大変有効でありますことから、その取り組み

を着実な成果につなげるため、フォローアップ

に積極的に取り組んでおります。具体的には、

首都圏や関西等において、宮崎の魅力を集中的

に発信します「みやざきweeeek!!」を毎年実施

しておりますけれども、連携・協力して取り組

んでいただく企業や店舗の掘り起こし、ＰＲに

努めてきた結果、その数や業種に広がりが出て

きており、それに伴い、県産品取引拡大や販売

促進にもつながっております。また、海外で

は、昨年７月に締結しました香港新華日本食品
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との連携協定を受けまして、その後、香港での

共同プロモーションの実施や、海外事務所を活

用したバイヤーへの商品提案などに取り組んで

おりまして、現地飲食店での県産品の新たな取

引につながってきております。今後とも、トッ

プセールスを着実な成果につなげることができ

るよう、継続的なＰＲや営業活動に取り組んで

まいります。

今回も出ていますけど、自治○後藤哲朗議員

体間の競争、都市間競争が加速化してきている

わけでありますが、職員の皆さん方も大変な御

苦労をされていると思います。プレッシャーも

あろうかと思います。ですから、知事のプレゼ

ンテーション力というか、セールストークは非

常にたけたものがあると思います。知事の出番

をたくさんつくっていくことが、職員さん方の

軽減にもつながっていくんじゃないかと思いま

すので、知事を大いに活用していただきたい、

そのように申し上げます。

次に、農政水産部長にお尋ねいたします。今

議会でも、ＴＰＰ対応策として、農林水産物の

海外への展開や販路開拓、国内での都市間競

争、産地間競争、ブランド力強化など、攻めの

姿勢が取り沙汰されていますが、農政水産部で

は、農水産物についてどのようにフォローアッ

プされているのか、農政水産部長にお伺いいた

します。

農政水産部で○農政水産部長（郡司行敏君）

は、取引先とのパートナーシップ強化とより一

層の取引拡大を目指しまして、卸売市場や量販

店、ホテルなどで、農水産物のトップセールス

に取り組んでいるところであります。フォロー

アップにつきましては、トップセールスを行っ

た量販店等との商談・フェア、バイヤーの産地

招聘等を継続的に実施することで、日本一の

「宮崎牛」や、「ビタミンピーマン」等の本県

の特徴を生かした健康認証商品、さらには、

「完熟きんかん」や「空飛ぶ玉ネギ」等の地域

特産の野菜や果実などの定番・定着化が進み、

販売実績が向上するなど、着実な成果につな

がっているところであります。今後とも、生産

者や農業団体等と連携しながら、トップセール

スをしっかりと取引拡大に結びつけることがで

きるように、効果的なフォローアップに努めて

まいります。

農水産物の販路拡大も大変な○後藤哲朗議員

御苦労があるかと思います。食の宮崎の看板を

背負っているというやりがい感を持って取り組

んでほしいなと思います。引き続きどうぞよろ

しくお願いいたします。

次に、東九州軸の連携推進についてお尋ねい

たします。

御案内のとおり、来月、東九州道の北九州―

宮崎間が開通することとなり、県内の観光、経

済関係者等からは喜びの声が上がっています。

工業都市北九州、大分県と結びつきが強まるこ

とで、地域間交流や連携が拡大し、県内沿線自

治体の観光、経済等に大きな効果をもたらすも

のと期待がかかります。県としても、この開通

を観光・経済の浮揚の契機と捉え、施策を展開

しなければなりません。そこで、東九州自動車

道が北九州までつながることにより、都市間連

携が期待されますが、県はどのように推進して

いかれるのか、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

東九州地域に○総合政策部長（茂 雄二君）

おける魅力ある広域経済圏の形成や、産業・経

済の活性化に向け、これまで関係４県の官民で

構成される東九州軸推進機構を通じた取り組み

を進めてまいりました。このたび、東九州自動
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車道の整備が大きく前進し、宮崎市から北九州

市までが一本の高速道路で結ばれることは、宮

崎の魅力を売り込む大きなチャンスであり、都

市間連携や九州の一体的発展の起爆剤となるも

のであります。今後とも、未開通となっている

県南区間や、九州中央自動車道の整備促進に全

力を傾けながら、九州北部や中国・四国地方か

らの誘客促進、自動車や医療機器産業の取引拡

大など、あらゆる分野で開通効果を最大限に発

揮できるよう、東九州軸推進機構や関係自治体

等と連携した取り組みを進めてまいりたいと考

えております。

開通を効果に結びつけるとい○後藤哲朗議員

う大きな命題があるわけですが、開通を最大限

に生かす取り組みを、県としてリードしていく

役目を担っております。関係市町村、当然重要

であります。先ほども東九州軸推進機構という

のが出ましたけれども、民間の方々との連携強

化をよろしくお願いしたいと要望しておきま

す。以上です。

次に、ＪＲ県内各駅への自動改札機・ＩＣ

カードの導入についてお尋ねいたします。

ＪＲ日豊本線においては、昨年の11月から、

ＪＲ宮崎駅を中心とする宮崎エリアでのＩＣ

カード「ＳＵＧＯＣＡ」システムが導入される

ことに合わせて、県内で初めての自動改札機が

宮崎駅に設置され、また、宮崎交通株式会社に

よる交通系ＩＣカード「ｎｉｍｏｃａ」のサー

ビスも県下一斉にスタートしました。これによ

り、宮崎エリアにおいては、鉄道及びバスのＩ

Ｃカードが相互利用できるなど、公共交通の利

便性が向上し、また、電子マネーとしての消費

活動の促進も図られる状況となりました。宮崎

エリア以外のＳＵＧＯＣＡ未導入エリアとの県

民の利便性の格差は拡大しつつあります。そこ

でまず、今回県内に導入されたＪＲの交通系Ｉ

Ｃカードについてはどのように評価しておられ

るのか、総合政策部長にお伺いいたします。

昨年11月か○総合政策部長（茂 雄二君）

ら、宮崎駅を中心とする12駅において、全国で

相互利用が可能な交通系ＩＣカード「ＳＵＧＯ

ＣＡ」のサービスが開始されたところでありま

す。これまで本県は、全国相互利用型のＩＣ

カードが利用できる交通機関がない、いわゆる

ＩＣカード空白県でありましたが、ＳＵＧＯＣ

Ａと同時に、宮崎交通もＩＣカード「ｎｉｍｏ

ｃａ」を県内全路線バスに導入されたところで

あり、１枚のカードで鉄道もバスも利用可能な

環境が整ったことは、大変大きな進展であった

と考えております｡ＳＵＧＯＣＡ及びｎｉｍｏｃ

ａの本県への導入により、県民はもとより、県

外からの観光客、ビジネス客等の利便性が大き

く向上したことから、今後、公共交通の利用促

進・活性化につながるものと考えております。

なお、決済端末が設置してあります県内商業施

設において、電子マネーとして買い物などにも

利用できますことから、消費意欲が喚起され、

地域経済の活性化にも貢献するものと大いに期

待しております。

消費意欲が喚起され、地域が○後藤哲朗議員

活性化するということです。そして、ＪＲ延岡

駅への自動改札機・ＩＣカードの導入について

お尋ねいたします。現在、本県北の玄関口であ

るＪＲ延岡駅周辺では、交通結節点としての利

便性の向上と、中心市街地のにぎわいの創出に

向け、複合施設やＪＲ九州株式会社による延岡

駅舎改修、宮崎交通株式会社による延岡バスセ

ンターの移転などが、29年度完成を目標に進め

られているところであります。今後、県北地域

の主要駅となりますＪＲ延岡駅のリニューアル
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に合わせて、自動改札機・ＩＣカードが導入さ

れることで、相当の効果を生むものと考えられ

ますが、総合政策部長に御所見をお伺いいたし

ます。

ＳＵＧＯＣＡ○総合政策部長（茂 雄二君）

の利用可能エリアは、現時点では宮崎地区のみ

でありまして、その導入効果は限定的なものに

とどまると考えております。また、現在、ＪＲ

延岡駅周辺整備事業を進めている延岡市を初

め、鉄道沿線自治体の利用可能エリア拡大への

期待も非常に大きいことから、県といたしまし

ては、機会あるごとにＪＲ九州に対し、要望を

行っているところであります。私も、昨年11月

にＪＲ九州本社を訪問しまして、直接お願いし

てきたところでありますが、ＪＲ九州からは、

現行システムにおいては相当な投資が必要であ

り、新しい技術の発達や、利用状況を見ながら

考えていきたいとのことでありました。このた

め、今回の宮崎県内へのＳＵＧＯＣＡ導入を大

きな契機としまして、沿線自治体と連携をしな

がら、県内鉄道のさらなる利用促進とエリア拡

大についてのＪＲ九州に対する要望を、今後と

も粘り強く行ってまいりたいと考えておりま

す。

あえて延岡駅を出させていた○後藤哲朗議員

だいたのは、リニューアル中だということと、

やはり県央宮崎エリアとの格差是正というのを

図っていかなきゃいけない。医師の偏在の問

題、県営施設及び県営スポーツ施設の県央集

中。大きな大会・会合の県央での集中化。ス

ポーツランドみやざきではなく、スポーツラン

ド宮崎市ではないかなど、いろいろな御意見、

御指摘を議員として受けております。東京オリ

ンピックのサーフィン競技の県北日向での開催

誘致等に頑張っている日向市民の方々も、何も

宮崎市周辺を第一に考えなくてもいいのではな

いかという強い思いと、波のよさと環境整備等

に自信があるからだと思います。

前回の私の質問で、知事から、都城市、延岡

市等、県内それぞれの地域の中心市は、人口流

出のダム機能を発揮してほしい旨の答弁をいた

だきました。県の大きな役割として、それぞれ

の市町村の自立を促しながらも、支えていくこ

とも大きな役目だと思います。部長答弁の、Ｊ

Ｒ九州に対する要望を粘り強く行っていくとい

うことに期待をさせていただきます。よろしく

お願いします。

次に、みやざきジビエ普及拡大推進事業につ

いてお尋ねいたします。

個体差があるジビエの安定供給と安定消費へ

と結びつけるためには、処理加工、販売と連携

して、流通可能なシステムの構築が不可欠だと

考えます。そこでまず、県内のジビエ処理施設

の衛生基準とその施設数について、福祉保健部

長にお伺いいたします。

野生鳥獣肉、○福祉保健部長（桑山秀彦君）

いわゆるジビエを処理する施設につきまして

は、食品衛生法に基づき、牛や豚の処理を行う

食肉処理業と同様の構造設備基準が適用されて

おりまして、主な内容としては、１つ目には食

肉処理専用の施設であること、２つ目には使用

器具の洗浄や消毒の設備が整っていること、３

つ目には冷凍・冷蔵設備を備えていることなど

となっております。このような基準を満たし、

ジビエを処理している施設は、本年１月末現在

で、県内で26施設となっておりまして、各保健

所ごとの内訳としましては、日南が２、都城が

３、小林が４、日向が５、延岡が９、高千穂が

１及び宮崎市保健所管内が２となっておりま

す。
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引き続き、ジビエ普及につい○後藤哲朗議員

てお尋ねいたします。供給元の県内の処理施設

の実態等を今お聞きしたところですが、安全・

安心な「みやざきジビエ」に向けて、その処理

施設へ衛生的な処理を行うために、どのような

啓発や指導をされているのか、福祉保健部長に

お伺いいたします。

ジビエにつき○福祉保健部長（桑山秀彦君）

ましては、野生鳥獣肉の衛生的な取り扱いが求

められる中、国の指針が示されたことを受けま

して、県では、狩猟から運搬、処理加工、販売

に至るそれぞれの工程において、衛生的な処理

を行うためのガイドラインを平成27年３月に定

めたところであります。これを踏まえ、今年度

から、「ジビエの衛生管理普及啓発事業」に取

り組んでおりまして、狩猟者や食品取扱事業者

等を対象とした講習会の開催や、処理施設に対

する立入調査を通じまして、ガイドラインに

沿った衛生管理を行うよう指導しているところ

でございます。

引き続き、ジビエ普及につい○後藤哲朗議員

てお尋ねさせていただきます。安定した生産供

給体制が構築され、安全・安心と品質確保が確

立されれば、流通体制の確立と、県民に対する

ジビエの認知度の向上策、そして消費拡大策の

構築であります。そこで、先進事例としまし

て、「くまもとジビエ研究会」があります。鹿

やイノシシの肉を、地域資源「くまもとジビ

エ」としてもっと有効に活用することで、被害

軽減につなげていくことを目的に、熊本県が中

心となって、狩猟に携わる方や関係市町村、県

内のレストランの皆さんたちと一緒に会を立ち

上げ、平成24年度から、「ヘルシーで栄養豊

富、そして美味しい！新たな名物へ！くまもと

ジビエ料理」として、積極的な活動をしていま

す。現在、会員数は、処理加工施設８社、飲食

店43者、４市町村、熊本県の合計55の企業・団

体、行政機関で構成されていますが、特筆すべ

きは飲食店の43者であります。私は、飲食店の

方々が関心・興味を持っていただくことが消費

拡大につながりますので、県民の皆さん方への

認知度向上策と並行して、飲食店への普及が大

事であると考えますが、どのように取り組んで

いかれるのか、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

ジビエの普及○総合政策部長（茂 雄二君）

拡大を図るためには、飲食店が求める品質・規

格等を満たした肉の安定的な供給体制等の確立

を図ることが必要であります。このため、平

成28年度当初予算案に計上いたしました「みや

ざきジビエ普及拡大推進事業」におきまして、

処理加工業者や行政等で構成する協議会に飲食

関係団体にも参加をいただき、統一表示基準、

認証制度等を検討するとともに、肉の供給者と

飲食店等とのマッチング支援や、ワインや焼酎

等の関連産業とのコラボレーションなどの実施

により、飲食店への普及拡大に取り組んでまい

ります。さらには、ジビエイベントの開催や、

飲食店等を紹介したパンフレットなどにより、

一般消費者へのＰＲにも取り組んでまいりたい

と考えております。

同じく、ジビエの普及であり○後藤哲朗議員

ます。先月、福岡市で第２回日本ジビエサミッ

トが開催されました。自民党の鳥獣食肉利活用

推進議員連盟の会長を務める石破地方創生担当

相の基調講演では、「地域の創意工夫によるジ

ビエの活用は、地方創生の一つの鍵を握ってい

る」と言っておられます。政府として、ジビエ

振興を後押しする考えを改めて示したと思いま

すし、来年度、国では、（仮称）ジビエ振興対
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策室を設置する動きもあるとの情報も入ってお

りますので、スピード感を持って取り組むこと

を要望させていただきます。

ジビエについては最後であります。お尋ねと

いうか、感想を聞かせてください。「日本のひ

なた宮崎県「ひむか食サミット」ｉｎのべお

か」が、一昨日の28日の日曜日に開催されまし

た。６つのメニューが用意され、レシピは各

シェフから提案されたものですが、その中に、

みやざきシェフズクラブの河野氏のジビエ料

理、「延岡獲れ鹿ロース肉のポワレ甘酸っぱい

ポワブラードソース」があったそうです。知事

を初め、稲用副知事、茂部長、永山部長が出席

し、食されていますので、それぞれに感想をい

ただきたいところですが、代表して、知事に感

想をお願いいたします。

今、御指摘のありまし○知事（河野俊嗣君）

た「ひむか食サミット」でありますが、本県出

身で首都圏で活躍する一流シェフが、延岡を中

心とした地域の豊富な農水産物を使用して、前

菜からデザートに至るまで６品を、１人１品担

当して提供していただくスペシャルなディナー

だったわけであります。宮崎の食材そのものの

おいしさがあるわけでありますが、一流シェフ

の卓越した技術により、さらにそれが引き立て

られたという感想を持ったところであります。

特に御指摘のジビエ料理 延岡どれの鹿ロー―

ス肉を使用した料理 は、川南町出身の河野―

透シェフ 東京でフレンチレストランのオー―

ナーシェフを務めておられます 今回の食サ―

ミットの中心的な取りまとめをしていただいた

わけでありますが、とてもやわらかく、うま味

たっぷりの赤身肉を使われまして、甘酸っぱい

ソースがかかっており、非常にすばらしい、見

た目も舌も満足させる一品でありました。

そして、特に、ジビエの普及拡大にはさまざ

まな課題はありますが、レストラン等が必要と

しているものを安定的・定量的に供給するシス

テム、これは大変重要な課題であります。今回

のスペシャルディナーは、参加者が255人という

ことでありました。それに一挙に提供するに当

たりまして、延岡学園の調理科の３年生が卒業

式前日に裏方で手伝っていただいたというの

は、人材育成という面でもすばらしい面があっ

たわけであります。また、鹿肉は数十頭分が必

要であったということで、捕獲のたびにそれを

ストックしておいて、この日に間に合わせたと

いうことであります。これは、今後、ジビエ料

理の普及促進を図る上で一つのヒントになるの

ではないかと思ったところでありますが、中山

間地域の魅力的で大きな可能性を秘めた食の資

源でありますので、今後ともさまざまな工夫を

凝らしながら、飲食店・レストランでの利用の

拡大、一般消費者へのＰＲなど、普及に取り組

んでまいりたいと考えております。

ありがとうございました。○後藤哲朗議員

続きまして、ソーシャルビジネスについてお

尋ねいたします。

未来みやざき創造プラン（アクションプラ

ン）の重点施策、新しい「ゆたかさ」展開プロ

グラムの中で、「いきいき共生社会づくりプロ

グラム」があります。その中で、重点項目の取

り組みとして、県民参加型の地域経営の推進が

掲げられています。実施内容に、「環境・福祉

・まちづくり等における社会的課題を解決する

ため、モデル的な取り組みや、ソーシャルビジ

ネスなどの手法を活用した取り組みなどを支援

します」とうたわれております。ソーシャルビ

ジネスは、定年退職した人が自分の強みを社会

のために発揮したり、子育てを終えた女性がそ
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の経験を生かしたり、若者が社会問題の解決に

自分の生き方を見出したりするなど、困ってい

る人を支援したい、自分の能力や技術を社会の

ために役立てたいと考えるさまざまな立場の

人々が、さまざまな形で社会とかかわるビジネ

スであります。それは、社会的課題の解決と同

時に、活動する人のやりがいや、新たな雇用や

市場の創出にもつながっていくものと私は考え

ます。そこで、地域課題を解決するために、

ソーシャルビジネスの手法を活用することが有

効であると考えますが、総合政策部長に御見解

をお伺いいたします。

ソーシャルビ○総合政策部長（茂 雄二君）

ジネスは、高齢者や障がい者の生活支援、地域

活性化、集落機能維持など、多種多様な地域課

題に対し、住民、ＮＰＯ、企業などさまざまな

主体が協働しながら、ビジネスの手法を用いて

解決する取り組みであります。この取り組み

は、資金調達や採算性などの面で一定の課題が

ありますが、お金の循環や雇用の発生が見込め

るなど、地域の実情に応じて持続的な課題解決

を図る上で、大変有効な手法であると考えてお

ります。

次に、同じく、ソーシャルビ○後藤哲朗議員

ジネスの関連についてお尋ねいたします。地域

社会での課題を解決するために、地域の知恵を

結集し、住民主体で地域課題を解決するための

取り組みの仕組みと仕掛けをつくったり、県民

活動やＮＰＯが、多様化・複雑化する課題に対

し政策提言を行う際に支援したり、新たな公共

サービスに対して、効果的かつ効率的な解決の

装置をつくり出していく上で、県・行政の役割

は高いものがあり、地方創生の視点からも重要

と思います。そこで、新年度新規事業である

「ネットワークで明日（あした）に繋ぐ！「宮

崎ひなた生活圏」モデル構築事業」の背景と概

要について、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

中山間地域振○総合政策部長（茂 雄二君）

興計画の改定に当たり、昨年度行いましたアン

ケートでは、集落機能の低下が強まる中、住民

の約８割の方が、住みなれた地域で今後も暮ら

し続けることを希望されております。そのた

め、本計画では、日常生活に必要なサービスが

集約・整備された「小さな拠点」の形成を初め

とした、集落のネットワーク化を促進し、集落

の維持・活性化を図ることとしております。こ

の事業では、中山間地域における旧市町村の中

心部等と周辺集落で一体的に形成された生活圏

の中で、地域の課題に多様な主体が協働で取り

組む「ひとのネットワーク」づくりと、集落間

を結ぶ新たな交通・物流の仕組みづくりを構築

する「むらのネットワーク」づくりを同時に進

めることにより、住民が安心して生活できる仕

組みづくりを行うものであります。

宮崎ひなた生活圏モデル構築○後藤哲朗議員

事業について、この事業の中で、どのような

ソーシャルビジネスの展開が考えられるのか、

総合政策部長にお伺いいたします。

この事業で○総合政策部長（茂 雄二君）

は、例えば、地域のＮＰＯ等が担い手となり、

高齢者等への見守りを兼ねた買い物支援や、バ

スやタクシーだけでは十分な移動が確保できな

い地域での過疎地有償運送、道の駅で販売する

農作物の庭先集荷を行う地域内の宅配便など、

ソーシャルビジネスの手法を用いた展開が考え

られるところです。県内の動きといたしまして

は、西米良村小川地区において、コミュニティ

バスで運ばれてきた貨物を、住民でつくる任意

団体が宅配する実験が行われましたほか、重点
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道の駅に選定された延岡市の道の駅「北川はゆ

ま」におきましても、農作物等の集荷や高齢者

等への宅配などが検討されております。県とい

たしましては、このような動きも踏まえなが

ら、地域課題の解決につながる持続性のあるモ

デル的な取り組みを支援し、ほかの地域にも広

げていけるよう努めてまいります。

今の答弁にありました、ほか○後藤哲朗議員

の地域にも広げていけるように努力していく。

モデル事業、事業評価は、他の地域というか、

波及していくことであり、あくまで県はきっか

け、仕組みづくりの構築であって、多様な主

体、行政ではない民間団体等が担っていく事

業、それこそビジネスにつながっていって雇用

を生んでいく、そういうシステムになっていか

ないと、モデル事業というのは単年度とか２カ

年、３カ年ですので、行政としても財源厳しい

折、継続してできないものですから、ぜひ、こ

のモデル事業というものを波及させていただき

たいなと、そのように思います。

ソーシャルビジネスの関連で最後にお尋ねし

ます。真の地方創生を実現するには、産学官、

そして金、金融機関との連携が必要不可欠だと

言われております。地域の活力創出や経済活性

化に関して目指す基本的な方向は、行政と同じ

だと言えますし、金融機関が地域経済に与える

影響は大きいものがあります。新たなビジネス

の展開の創業支援、起業促進は、今後、地方創

生を進める上で重要な取り組みになってくるも

のと考えます。そこで、ソーシャルビジネスに

対する相談体制について、総合政策部長にお伺

いいたします。

ソーシャルビ○総合政策部長（茂 雄二君）

ジネスの相談体制としまして、県では、宮崎駅

前のＫＩＴＥＮビル内にあります「みやざき県

民協働支援センター」において、ソーシャルビ

ジネスの主な担い手となる地域づくり団体やＮ

ＰＯへの相談対応を行っているところです。ま

た、昨年11月には、日本政策金融公庫の呼びか

けにより、県を初め、産学金や関係団体で構成

する「宮崎ソーシャルビジネス支援ネットワー

ク」が設立されたところであります。このネッ

トワークでは、それぞれの機関が持つ知見とノ

ウハウを生かした相談対応を行うとともに、相

談内容に応じて、各機関同士で紹介等を行うワ

ンストップでのサービスを提供することといた

しております。今後とも、ネットワークの各機

関で連携をしながら、相談体制の充実に努めて

まいりたいと考えております。

ソーシャルビジネス関連につ○後藤哲朗議員

いては終わりたいと思います。

次のテーマに移らせていただきます。次に、

地域福祉の推進についてお尋ねいたします。

急速な少子高齢化に伴う人口減少、ライフス

タイルの変化による核家族化の進行、人とかか

わることを好まない価値観の広がりにより、地

域コミュニティーが持つ伝統的な助け合いの機

能は弱まりつつあると言われて久しいものがあ

ります。また、生活困窮や自殺、孤独死など

の、従来の公的制度だけでは対応できない新た

な福祉課題も起こっています。このたび、この

ような現状を踏まえ、より課題の解決に対応し

た施策や方向性を示し、地域福祉を一層推進す

るため、宮崎県地域福祉支援計画が改定されま

す。そこでまず、地域福祉に関する各種統計

や、県民及び地域福祉関係者への調査結果の分

析から見えてくる、本県の地域福祉における主

な課題にはどのようなものがあるのか、福祉保

健部長にお伺いいたします。

計画の策定に○福祉保健部長（桑山秀彦君）
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当たっては、御質問にありましたように、各種

統計データの分析でありますとか、県民等への

アンケート、あるいは福祉関係者や学識経験

者、公募委員等から成る策定委員会などにおき

まして御意見を伺って、課題の分析を行ったと

ころでございます。その結果、過疎地域におけ

る人口減少、都市部における人と人とのかかわ

りを好まない価値観の広がりなどに起因して、

地域福祉の担い手確保が困難となっている実態

や、複雑化する福祉課題へ対応するための関係

機関の一層の連携強化、そして、地域における

見守りのさらなる充実などの課題を把握したと

ころであります。

同じく、地域福祉の推進につ○後藤哲朗議員

いてお尋ねいたします。この地域福祉支援計画

は、宮崎県総合計画の部門別計画として位置づ

けるものであり、他の福祉・保健・医療の各分

野の計画との連携・整合を図りながら、各計画

に共通する基盤を整備するとともに、いわゆる

縦割りの福祉制度や施策について、地域の観点

から横断する、いわば、つないですき間をなく

す役割を担うものと私は思います。「ともに支

え合い、助け合う あたたかい思いやりの社会

づくり」という基本理念の実現を図るため、地

域福祉を担う人づくり、地域福祉サービスの基

盤づくり、みんなで支え合う地域づくりの３つ

を基本目標に掲げ、さまざまな取り組みによっ

て、その実現を目指そうとしております。そこ

で、地域の福祉課題解決のためには、地域福祉

でまちづくりを行っていくという視点が私は重

要だと思いますが、このことについて、地域福

祉支援計画ではどのように位置づけておられる

のか、福祉保健部長にお伺いいたします。

地域のさまざ○福祉保健部長（桑山秀彦君）

まな課題解決のために、地域福祉でまちづくり

を行っていくという視点は、大変重要だと思っ

ております。ただいま御紹介いただきました、

この計画で掲げております基本理念の「ともに

支え合い、助け合う あたたかい思いやりの社

会づくり」は、まさにその重要性を示したもの

でありまして、本県の強みである人情味あふれ

る県民性を生かし、一歩を踏み出すこと、よい

意味でのおせっかいの気持ちを持つこと、そう

いう人の温かさや思いやりを大事にしながら、

地域福祉でまちづくりを進めていく必要がある

と考えております。そうしたことから、この計

画では、３つの基本目標の１つとして「みんな

で支え合う地域づくり」を掲げて、その主な取

り組みとしまして、地域住民が世代を超えて交

流する居場所づくりや、地域の見守りや生活支

援を行うソーシャルビジネスの促進などを盛り

込んだところであります。

今、御答弁でいただいたよう○後藤哲朗議員

に、いい意味でのおせっかいの気持ちというの

が非常に大事だなと。目に見えない、例えば、

電球のかえができないとか、ごみ出しのときの

大型のごみとか、課題として上がってきていな

い、そういうのが今、高齢者の方々は非常に

困っている状況等があり、いい意味でのおせっ

かいの気持ちを持つということ、非常に大事だ

なと思っています。答弁の中で最後のほうの

「ソーシャルビジネスの促進などを盛り込んだ

ところ」、ここに触れさせていただきます。

今回の地域福祉支援計画の中で、福祉で進め

るまちづくりの推進の中で、基本方向として、

「福祉をテーマとした産業等の振興に努めま

す」とうたっております。また、主な取り組み

として、「福祉でまちづくりの推進」の中で、

「地域の資源を活用して、地域の福祉課題解決

のためのサービスを提供するソーシャルビジネ
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ス、コミュニティビジネスの取り組みを促進し

ます」とうたっています。私は、地域の福祉課

題解決には、ソーシャルビジネスを真剣に考

え、一つでも事業を起こし、一人でも雇用が生

まれる仕組みをつくり上げていくことが大事だ

と思います。そこで、地域福祉支援計画に記載

されているソーシャルビジネスについては、具

体的にどのように進めていかれるのか、福祉保

健部長にお伺いいたします。

ソーシャルビ○福祉保健部長（桑山秀彦君）

ジネスの取り組みは、住民自身が地域で互いに

支え合い、助け合う仕組みづくりに資するとと

もに、雇用創出などの地域経済の循環といった

効果も見込めるものと考えております。福祉保

健部の事業で申し上げますと、平成28年度当初

予算におきまして、農山漁村のひとり暮らし高

齢者などの支援が必要な方を対象としまして、

ふだんの生活におけるちょっとした困り事の解

決や、見守り等につながる配食サービスなどの

ソーシャルビジネスを始める際の初期費用を支

援するモデル事業を提案させていただいている

ところでございます。今後、この事業で得られ

ました成果を県内全域に広げまして、地域福祉

によるまちづくりを進めてまいりたいと考えて

おります。

この事業も実際、モデル事業○後藤哲朗議員

ですね。ですから、先ほど申しましたように、

モデル事業をいかに他の地域に波及させて、そ

の事業に参画しという、まさに協働ですね。そ

ういうのをぜひ取り組んでいただきたいと、そ

のように思います。

次に、保育士等確保対策についてお尋ねいた

します。

県においては、昨年３月に、子ども・子育て

支援新制度の実施主体となる市町村が策定する

子ども・子育て支援事業計画を踏まえた、「み

やざき子ども・子育て応援プラン」を策定され

ました。この応援プランでは、県の役割とし

て、子ども・子育て支援の実施主体である市町

村を支えることとなっています。具体的には、

子ども・子育て支援の必要性について社会全体

の認識・理解を深めること、幼児教育・保育に

携わる人材の確保と資質・専門性の向上を図る

こと、働きやすい職場環境づくり等が役割だと

思います。

ところで、今、教育・保育施設等に従事する

職員数の需給状況では、保育士不足問題が取り

沙汰されているのが現状であります。そこで、

県としては、保育士等の確保に今後どのように

取り組んでいかれるのか、福祉保健部長にお伺

いいたします。

子供たちに質○福祉保健部長（桑山秀彦君）

の高い保育を提供していくためには、保育人材

を安定的に確保することが大変重要でありま

す。このため県では、スキルアップのための研

修の充実や、関係機関と連携した処遇改善など

に取り組むことによりまして、保育士の就業継

続などの支援に努めてきたところでございま

す。さらに、今年度始まった子ども・子育て支

援新制度によりまして、保育人材のニーズが高

まったことを踏まえまして、来年度からは、保

育士修学資金等の貸し付けや、保育士支援セン

ターの運営に取り組みますほか、子育て支援員

を養成することで、保育の担い手の裾野を広げ

ていくこととしております。県といたしまして

は、今後とも、市町村や関係機関と連携を図り

ながら、保育人材の確保に努めてまいります。

最後に、保育士確保対策関連○後藤哲朗議員

でお尋ねいたします。今回、地域において、保

育や子育て支援等の仕事に関心を持ち、保育や
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子育て支援分野の各事業等に従事することを希

望する県民には、本当にありがたい、有効な子

育て支援員研修事業が予算に計上されました。

支援の担い手となる人材を確保していくこと

で、子供が健やかに成長できる環境や体制が確

保されていくことを期待します。

ところで、環境と言えば、保育所等の職場環

境における保育士の業務負担軽減を図るため、

負担となっている書類作成業務について、ＩＣ

Ｔ化推進のための保育システムの購入に必要な

費用を、国は本年度補正予算で、「保育所等に

おける業務効率化推進事業」として措置しまし

た。そこで、本県におけるこの事業の取り組み

状況を、福祉保健部長にお伺いいたします。

今回創設され○福祉保健部長（桑山秀彦君）

ましたＩＣＴ化推進のための事業は、国から市

町村へ補助金を直接交付して、保育所等への業

務支援システムの導入による保育士の業務負担

軽減などを図ろうとするものであります。市町

村が実施主体となりまして、平成28年度まで

に、県内の15市町の197カ所で導入される見込み

でありますが、保育士の勤務環境改善が期待さ

れますことから、県といたしましても、有効な

活用が図られるよう必要な支援を行ってまいり

ます。

部長、よろしくお願いしま○後藤哲朗議員

す。実は、この子育て応援プランでも、保育士

さんたちの需給状況、29年度ピークというのが

国の試算で出ていたんです。県もそれに準じて

いるんですが、地域の実情に合ったというのが

あります。県内でもいろいろありまして、国の

そういった指標に基づくんじゃなくて、地方の

場合は、それが30年であったり31年であったり

するわけですから、そこをもう少し精査してい

ただくよう要望しておきます。

今回は、地方創生に関連して質問をさせてい

ただきました。本県ならではの地方創生が実現

するよう応援していきたいと思います。ありが

とうございました。（拍手）

次は、野﨑幸士議員。○中野 明副議長

〔登壇〕（拍手） こんにち○野﨑幸士議員

は。自由民主党の野﨑幸士です。私は議員をや

る傍ら、障がいのある子供たちに和太鼓の指導

をしています。指導というか一緒に汗を流し、

触れ合っています。本当に素直で純粋で、何に

でも好奇心旺盛な子供たちです。先日、20年く

らいおつき合いのある、みなみのかぜ支援学校

の和太鼓卒業終了コンサートに出席しました。

体育館は保護者の方でいっぱいでした。議員に

なってなかなか顔を出せなかったのですが、中

学部の各学年、１年生から３年生がそれぞれす

ばらしい演奏を見せてくれました。その姿に本

当に感動しました。本人の努力はもちろんです

が、職員の方々の御努力、御苦労があってのこ

とだと感銘を受けました。私は、子供たちの

堂々とした姿を見て、大きな自信がついただろ

うなとうれしくなりました。また保護者の方々

も、子供たちの純粋でがむしゃらな力強い姿を

見て、明るい希望というか、可能性というか、

力が湧いてきたと思います。

先日、丸山議員の代表質問にて教育長が、障

がいのある児童生徒の幸せを願う公教育の大切

さについて、今後の希望、思いを含めて心のこ

もった答弁をされ、深く感銘を受けました。

我々議員、また執行部の皆様方は、健康であっ

ても何らかの原因で元気をなくし困っている

方々、また、自分自身ではどうしようもできな

い障がいのある方、高齢者の方々に対して、元

気と希望を取り戻すために支援をし、救うこと

が使命だと思います。私も、こういった思いを
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胸に秘め、皆様方の近いところで、気さくに

フットワークよく、全力で活動してまいりま

す。

それでは、２月定例議会に当たり、議長のお

許しをいただきましたので、質問通告書に従い

まして質問を進めてまいります。

まず、「親亡き後」について質問いたしま

す。

「親亡き後」の問題、皆様方もお聞きになっ

たことはあると思いますが、身体的・精神的ま

た知的に障がいのある方は、家族、行政、地域

社会で温かい生活支援がなされています。その

中でもやはり家族が、その大部分の生活支援を

行っています。我が子のことを思うと、その親

は自分の時間を捨て、いっときも離れず愛情を

注いでいます。このような生活をしていく中

で、もし、その親自身が病気や事故、死亡等に

よって我が子を見られなくなった場合、我が子

はどうなるのか、誰が我が子の生活を見てくれ

るのか。一緒に生活しながら、月日が流れ、年

を重ねるごとにその不安が増していきます。ま

た、社会福祉の面からも非常に大きな課題で

す。これが「親亡き後」の問題であります。子

が障がいを持つに至った経緯はさまざまで、障

がいの程度も、軽度から重度なものまでさまざ

まですので、今回は、知的障がい者に絞って質

問を進めていきます。

平成26年度の障害者白書によりますと、知的

障がい者の概数は74万1,000人と推計されており

ます。平成２年では38万5,100人で、平成12年で

は45万9,100人ですから、右肩上がりに増加して

いる状況です。そこで、本県において、知的障

がいのある方がどのくらいおられるのか、近年

の推移を含め、福祉保健部長にお伺いし、以下

の質問は質問者席よりお伺いしてまいります。

(拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答○福祉保健部長（桑山秀彦君）

えいたします。

本県における、療育手帳の交付を受けておら

れる知的障がいのある方の人数は、平成２年度

は5,252人、平成12年度は7,257人、平成26年度

は１万786人となっておりまして、全国と同様、

増加傾向にあります。以上であります。〔降

壇〕

本県でも、急激な伸びではな○野﨑幸士議員

いですが、右肩上がりにふえている状況がわか

りました。親亡き後を支えるには、財産（所得

保障）、人（成年後見）、場（行政による介護

サービス）が不可欠であると言われています。

その中でも問題となるのが成年後見人でありま

す。知的障がい、精神障がい、認知症などの理

由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯

金などの財産管理をしたり、身の回りの世話の

ために介護などのサービスや施設への入所に関

する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたり

する必要があっても、自分でこれらのことをす

るのは困難です。また、自分に不利益な契約で

あっても、よく判断ができずに契約を結んでし

まい、悪徳商法の被害に遭うおそれもありま

す。実際、全国では、これらの障がいのある方

を狙った悪徳商法の事例が多くあります。この

ような判断能力の不十分な方々を保護し、支援

するのが成年後見制度です。そこで、本県にお

ける成年後見制度についての申し立てや利用状

況について、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

本県における○福祉保健部長（桑山秀彦君）

成年後見の申し立ての状況等につきまして、管

轄している宮崎家庭裁判所に確認しましたとこ

ろ、知的障がい、精神障がい、認知症などに伴
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う新規申し立て件数は、平成24年が318件、平

成25年が306件、平成26年が278件となっており

ます。また、成年後見の申し立て後は、家庭裁

判所において、申し立て書類の審査や申立人等

の面接、本人の判断能力を医学的に判定するた

めの鑑定などが行われ、最終的に後見等が認め

られるかどうかの審判がなされることになりま

す。こうした審判を経て、実際に成年後見制度

を利用しておられる方は、全体で、平成24年

が1,664人、平成25年が1,763人、平成26年

が1,840人となっております。

知的障がい、精神障がい、認○野﨑幸士議員

知症の方々が、実際に成年後見制度を利用され

ている数は、平成26年では1,840人とのことでし

た。一概に言えないかもしれませんが、それぞ

れを合計したとすると、成年後見制度を利用さ

れている方が少ないと感じます。

私は、この問題に当たり、支援学校の高等部

に通う生徒の保護者や中学生で障がいがある子

を持つ保護者の方々に、「成年後見制度を知っ

ていますか」という聞き取り調査をしたとこ

ろ、全ての方が制度自体を知りませんでした。

話を聞いてみると、全員が、「進学や就労と

いった目の前の問題で頭がいっぱいで、将来の

ことについては考える余裕がない」とのことで

した。ただ、私が、先に親が亡くなった後のそ

の子供の生活の場、財産管理など、さまざまな

話をしていくと、少し実感が湧いたようでし

た。ある保護者は、「娘と息子の２人きょうだ

いで、下の息子が知的障がいがあるが、将来、

私たち親が先に死んでも、上の娘には迷惑をか

けたくないから、こういった制度をしっかり

知っておきたい」と、心配する様子でした。先

ほどの答弁の制度の活用状況からもわかるよう

に、成年後見制度はまだ十分に浸透していない

状況だと思いますが、成年後見制度の利用が少

ない要因等、どう捉えているのか、福祉保健部

長にお伺いいたします。

県では、この○福祉保健部長（桑山秀彦君）

成年後見制度の利用が必要な方がどれほどい

らっしゃるのか、また、その方々の実際の利用

の状況など、具体的な分析は行っておりません

が、県社会福祉協議会において、県内の市町村

や地域包括支援センターを対象に調査を行って

いるところであります。それによりますと、制

度を利用される方々の課題認識といたしまし

て、申し立てから審判までに時間を要し、戸籍

謄本や診断書など、多くの書類が必要となるな

どの事務手続の煩雑さや、さらに、手続に要す

る費用、特に、弁護士等が後見人となった場合

の報酬等が大きな経済的負担となることなどの

意見が挙げられているところであります。

調べたところ、成年後見制度○野﨑幸士議員

の課題としては、先ほどの答弁以外にも、家族

でやらなければならないという意識があり、制

度を利用することの後ろめたさを感じている、

身近な相談場所がわからない、後見人になって

くれる人が見つからない等が挙げられますが、

やはり、成年後見制度自体がまだ十分に知られ

ていないこと、知っていても、本人や家族がそ

の必要性について認識していないことが一番の

要因だと思います。この問題に対しては、直接

県が携わる問題ではないと思いますが、窓口に

なっている家庭裁判所や国に対して、例えば支

援学校の中等部・高等部に出向き、保護者に対

して説明会をするなどの、啓発運動を積極的に

働きかけていただくことを強く要望いたしま

す。

最後に、知的障がい者を取り巻く財産管理を

めぐる「親亡き後」の問題に対して、県はどの
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ように取り組まれているのか、福祉保健部長に

お伺いいたします。

成年後見制度○福祉保健部長（桑山秀彦君）

は、知的障がいのある方にとりまして、預貯金

などの財産管理や福祉サービスの契約などの支

援が受けられますので、いわゆる「親亡き後」

の生活には極めて有効であると考えておりま

す。このため県では、成年後見の申し立てに要

する経費や後見人等の報酬の全部または一部を

補助する成年後見制度利用支援事業に取り組む

市町村への支援を行いますとともに、講演会の

開催などを通じて、成年後見制度の周知に努め

ているところであります。今後とも、市町村や

社会福祉協議会などの関係機関と連携しなが

ら、成年後見制度の周知、利用促進に積極的に

努めてまいりたいと考えております。

言葉では「親亡き後」となっ○野﨑幸士議員

ていますが、重要なのは、親が死亡した後では

なく、親が元気なうちにどのように亡き後の対

策を備えておくかです。障がいを持つ方々の人

数の推移からも、今後ますます、社会的に大き

な問題になっていくと思いますので、県が音頭

を取って、国・市町村と連携をとり、しっかり

取り組んでいただくことを要望いたします。

次に、「下流老人」問題について質問しま

す。

昨年2015年、流行語大賞候補に「下流老人」

という言葉がノミネートされました。流行語大

賞とは、世論がその１年間に発生した言葉の中

から、世相を軽妙に映し、多くの人々の話題、

社会的に影響のあった言葉にかかわった人物、

団体を顕彰するものです。このことからも、

「下流老人」という言葉が、今の日本社会の大

きな問題提起になった言葉かがわかります。

「下流老人」とは、生活困窮者支援を行うＮＰ

Ｏ法人「ほっとプラス」代表理事で、社会福祉

士の藤田孝典氏がつくった造語及び、2015年の

藤田氏の著書の題名で、高齢者の逼迫した生活

をめぐる問題を捉えた言葉です。藤田氏の定義

によれば、「下流老人」とは、生活保護基準相

当で暮らす高齢者及び、そのおそれがある高齢

者のことです。

2015年現在、下流老人は日本国内に600万か

ら700万人いると推定されています。日本におけ

る高齢者の相対的貧困率は20％程度であり、５

人に１人は、健康で文化的な暮らしが送れてい

ない可能性があると指摘されています。また、

ひとり暮らしの高齢者に至っては、さらに相対

的貧困率が上がる状態です。こういった状況の

中でも、高齢者の貧困問題を取り巻く政治や政

策は、消費税増税や年金削減、生活保護基準引

き下げ、介護保険制度の利用基準引き下げと自

己負担割合の増など、貧困や格差だけを考えれ

ば大変厳しい一面も見えます。高齢者の貧困に

ついては、今後も拡大することが予想され、早

急に対処すべき深刻な問題となっております。

そこで、本県における、このような貧困に陥

り、生活保護を受給して暮らしている高齢者は

どのくらいおられるのか、またその推移を福祉

保健部長にお伺いいたします。

本県における○福祉保健部長（桑山秀彦君）

生活保護受給世帯のうち、高齢者世帯は、平

成27年11月現在で7,290世帯となっておりまし

て、全体の世帯数１万4,285世帯の約半数を占め

ております。これを高齢者世帯数の伸びで見ま

すと、リーマンショックの起こりました平成20

年度の4,995世帯と比べ、この７年間で2,295世

帯増加し、約1.5倍に増加しているところであり

ます。なお、生活保護受給世帯数の全体も同様

の伸びを示しておりますことから、全体に占め
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る割合としましては、同程度で推移していると

ころであります。

生活保護受給世帯の約半分を○野﨑幸士議員

高齢者が占めている状況やその伸びからもわか

るように、本県でも高齢者の貧困が深刻化して

いるのは明らかです。藤田氏によれば、現役時

代に一般的な水準の年収を得ていた方でも、突

発的な出来事や生活環境の変化が原因となり、

下流老人に陥る危険性があると指摘していま

す。突然の病気や事故による高額な医療費の支

払いが生じたり、子供が無職、ワーキングプア

やひきこもりで親に寄りかかっていたり、熟年

離婚や、ひとり暮らし状態での認知症の発症な

ど、本人の病気と家族の介護をダブルで抱えて

いる人もいれば、60歳を過ぎて妻と別れ、途方

に暮れている男性もいます。そこで、さまざま

な要因で貧困に陥る高齢者に対して、本県はど

のような取り組みをされているのか、福祉保健

部長にお伺いいたします。

高齢の生活困○福祉保健部長（桑山秀彦君）

窮者に対しましては、その抱えている課題に対

応したさまざまな支援制度があります。例え

ば、医療費の関係であれば、高額療養費支給制

度や生活保護制度の活用、同居する子供の就労

の関係であれば、ハローワークや福祉事務所な

どによる就労支援、また、ひとり暮らしの高齢

者については、民生委員や地域による見守りな

どの支援があります。こうした制度を活用し、

必要に応じて、市町村、社会福祉協議会、地域

包括支援センターなどの関係機関が連携を図り

ながら、一人一人に応じた支援計画を策定する

など、きめ細やかで継続的な支援に努めている

ところであります。県としましては、対象とな

る方には、一人でも多く制度を活用していただ

くために、市町村とも協力しながら、これら各

種の支援制度やそのための相談窓口につきまし

て、広報誌も活用するなどしまして、周知や啓

発を行ってまいりたいと考えております。

県としても、さまざまな取り○野﨑幸士議員

組みをされていることがわかりましたが、なぜ

高齢者はこんなに貧困になってしまったのか。

高齢者の貧困は、とても自己責任などと言って

本人を責めていられるような状況にはないと思

います。それは、社会環境、社会経済、年金制

度、医療・福祉制度等、本人ではどうしようも

ない要因が背景にあるからです。

しかし、我々地域社会でもできることが一つ

だけあります。それは、高齢者を一人にさせな

いということです。核家族化が進み、高齢者を

支える家族も縮小し、子や孫は自分たちの生活

が精一杯で面倒を見られない状況になり、ひと

り暮らしの高齢者が急増し、孤独死が全国で多

発している状況です。また、地域住民の生活状

態を適切に把握しているであろう民生委員につ

いては、個人情報保護に過度に敏感な考え方な

どで、事細かにその生活状態を把握できない状

況にあります。先ほどの答弁にもありました

が、行政が取り組まれているさまざまな制度・

事業は、民生委員の把握している情報がかなめ

です。県・市町村ではどうしようもできない法

律や国の制度によって、解決方法がない問題、

状況に対しては、積極的に国へ声を上げる必要

があると強く思います。戦争を体験し、先駆者

として日本経済を立て直し、今の安全・安心な

暮らしを築き上げてきた高齢者に対して、心か

ら敬意を示し、普通に安心して送れる老後の暮

らしをつくっていくことが、今後の高齢化問題

の解決につながると思います。

次に、飼料用米について質問いたします。

我が国の米の１人当たりの年間消費量は、昭
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和37年度をピークに、一貫して減少傾向にあり

ます。具体的には、37年度には、年間１人当た

り118キロの米を消費していましたが、平成24年

度には、その半分程度の56キロにまで減少して

いるような状況です。今後、我が国は少子高齢

化が進展し、ますます米の消費量が減少するこ

とは間違いありません。今回調べてみて本当に

驚いたのですが、日本では、現在、人の食べる

食用米は約160万ヘクタール栽培され、年間

約800万トンが生産されています。一方、トウモ

ロコシなどの濃厚飼料の自給率は10％で、年

間1,400万トン程度輸入しています。家畜に飼料

として与える穀物を、人間が食べる米の倍近く

も輸入しているのが実態です。

近年、水田の有効活用や飼料自給率向上のた

めに、トウモロコシなどの従来利用されている

飼料用輸入穀物のかわりとして、濃厚飼料の飼

料用米、稲発酵粗飼料（稲ＷＣＳ）、稲わらな

どの作付が推進され、牛、豚、鶏などの家畜に

利用されています。農林水産省では、飼料用米

のメリットとして、稲作農家にとっては、「排

水不良田や未整備水田でも作付可能であり、農

地の有効活用を図ることができる」「田植えか

ら収穫まで通常の稲作栽培体系と同じで取り組

みやすい」「農機具については新たな投資が要

らない」等、また畜産農家にとっては、「既存

の配合飼料と同様の扱いで給与でき、特別な設

備や手間が要らない」「畜産物のブランド化に

よる高付加価値化や、耕畜連携による資源循

環、地産地消の推進など」を挙げています。

そのため、飼料用米は新たな転作作物として

期待を集めていますが、問題は、飼料用米がど

れだけ生産できて、しかも事業として成り立つ

のかということです。調べたところ、全国の飼

料用米の栽培面積は、2004年から2010年の６年

間で約338倍も増加しています。大幅に増加した

背景として、飼料用米の作付に対して補助金の

交付が行われていることなどが考えられます。

補助制度の１つ、平成26年度から始まった「水

田活用の直接支払交付金」では、交付対象作物

の中で、地域の主食用米、平年収量を確保すれ

ば、10アール当たり８万円、収量がこれを上回

れば助成額をふやし最大10万5,000円、下回れば

減らして下限を５万5,000円にするという生産助

成（直接支払い）が行われているとのことです

が、本県における飼料用米の作付面積の状況

を、今までの推移を含めて農政水産部長にお伺

いいたします。

本県におきま○農政水産部長（郡司行敏君）

す飼料用米の作付は、飼料用米が新規需要米と

して位置づけられまして、国の交付金を活用し

て本格的な推進を行った平成20年度から徐々に

拡大し、近年は、おおむね200ヘクタール前後で

推移してきたところであります。このような

中、議員の御指摘のように、平成26年度から、

飼料用米に、収量に応じて交付金が支払われる

数量払いの仕組みが導入されたことや、国が主

食用米の需給調整を強力に進めたことから、全

国的に、主食用米から飼料用米等への作付転換

が進み、本県におきましても、27年度には449ヘ

クタールと作付が増加しているところでありま

す。

26年度から「水田活用の直接○野﨑幸士議員

支払交付金」が導入され、27年度には大幅に作

付がふえたとのことでしたが、県の資料による

と、飼料用米はＷＣＳに比べて大きく作付面積

が少ない状況ですが、その主な要因についてど

うお考えなのか、農政水産部長にお伺いいたし

ます。

畜産主産県で○農政水産部長（郡司行敏君）
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あります本県におきまして、自給飼料の安定確

保を図る観点から、転作作物として、飼料用米

やＷＣＳ用稲等の作付を推進しているところで

あります。そのような中で、近年大きく作付を

拡大しておりますのは、御指摘にもありました

が、ＷＣＳ用稲でありまして、平成27年度の作

付面積は、5,828ヘクタールとなってございま

す。飼料用米の作付がＷＣＳ用稲に比べてそれ

ほど伸びていないのは、コンバインによる収穫

や、乾燥・調製作業等の生産コストがかかるこ

とや、最高10万5,000円の交付金が支払われると

いう数量払いのメリットが十分に生かされてい

ないことなどが影響しているものと考えており

ます。

販売額、戦略作物助成、産地○野﨑幸士議員

交付金、耕畜連携助成等を加算していけば、Ｗ

ＣＳより飼料用米のほうが助成合計額は有利な

はずなのですが、そういった交付金のメリット

がまだまだ生かされていないことや、答弁にも

ありましたように、何より生産コストがかかり

過ぎるという問題があります。飼料用米の生産

拡大にはコスト削減が重要と考えますが、その

対策についてどのようにお考えなのか、農政水

産部長にお伺いいたします。

飼料用米の着○農政水産部長（郡司行敏君）

実な生産拡大を図るためには、御指摘のとお

り、生産から流通に至る各段階におきまして、

さまざまなコスト削減対策を構築することが重

要であると認識しております。具体的には、直

まき栽培や、刈り取り時期をおくらせてもみの

水分を低下させる立ち毛乾燥により、作業の省

力化を図ることや、規模拡大や団地化による作

業能率の向上、さらには、地域における稲作農

家と畜産農家とのマッチングによる流通経費の

削減が効果的であると、そのように考えており

ます。県といたしましては、引き続き、飼料用

米の生産に取り組みやすい環境づくりに努めて

まいりたいと考えております。

飼料用米は、鶏の場合は、も○野﨑幸士議員

み米そのままの状態でも給与が可能であります

が、牛や豚の飼料としては、乾燥、圧力をかけ

て押し潰す圧扁や粉砕等の加工が必要です。加

工や他の餌との配合は、おおむね飼料工場で行

われます。こういったもろもろのコストを考え

ると、輸入しているトウモロコシ等の濃厚飼料

のほうが安くなる状況です。今後の飼料用米の

推進を図るために、県はどのような支援策をお

考えなのか、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

飼料用米の推○農政水産部長（郡司行敏君）

進に当たりましては、最高10万5,000円が交付さ

れる制度の仕組みを最大限に活用し、耕種農家

の経営を安定させるとともに、畜産農家の需要

に応じた生産拡大を図っていくことが重要であ

ると考えております。このため、本議会でお願

いしております「宮崎オリジナル水田フル活用

支援事業」を活用し、これまでの現地試験で有

望と思われる多収性品種の導入促進や、適切な

栽培管理の実証・普及を行うとともに、生産規

模の拡大や団地化を図る生産集団に対し、農業

機械等の導入支援を行ってまいります。また、

産地交付金につきましても、飼料用米への上乗

せ助成を行うなど、地域の実情に応じた飼料用

米の生産を推進してまいりたいと考えておりま

す。

飼料用米は、さらに低価格で○野﨑幸士議員

の販売が求められるものの、それに対する生産

・流通コストの削減はさほど進んでいない現状

にあります。また、補助金交付についても、い

つまで続くのかといった懸念もありますが、水
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田の有効活用や飼料自給率向上のために作付が

推進された飼料用米でありますので、今後、さ

らなるコスト削減の取り組みや流通体制の整備

等に御尽力していただくことを要望いたしま

す。

次に、河川環境について質問いたします。

県内のどの河川にも、水田などへの農業用水

の取水や、流量や水位を調整するために、河川

を横断する施設、頭首工（堰）があります。し

かし、その頭首工の中には古くにつくられたも

のもあり、今や田畑が住宅地などになり、受益

地・受益者がなくなっていたり、管理者が不明

であったり、放置された状態にあるものも見受

けられます。また、既存の頭首工には、魚道が

設置されていなかったり、設置はしてあるが、

その機能を果たしていない頭首工もあると、河

川環境保護に努めていらっしゃる関係者からよ

くお聞きします。県は、昨年11月に、土地改良

区などの堰の管理者や、県内の内水面漁業協同

組合に対しまして、魚道に関するアンケートを

実施されたようですが、県内の頭首工のうち、

利用されていない頭首工と魚道が設置されてい

ない頭首工の数について、農政水産部長にお伺

いいたします。

御質問にあり○農政水産部長（郡司行敏君）

ましたように、昨年11月から、土地改良区など

の施設管理者等に対しまして、魚道設置の必要

性や、設置する場合の費用負担などについての

アンケート調査を実施しておりまして、現在取

りまとめを行っているところであります。な

お、昨年４月に、市町村の協力を得て実施いた

しました頭首工に関する調査では、県内1,235カ

所の頭首工のうち、宅地化などで受益地がなく

なり、現在利用されていない頭首工が85カ所、

また、魚道が設置されていない頭首工が1,112カ

所ございました。

まず、魚道が設置されていな○野﨑幸士議員

い頭首工が1,112カ所と、県内の各河川でこんな

にも存在していることに驚きました。川に生息

する魚には、一生の間に川の上流と下流、海を

行き来する回遊魚がいますが、河川にダムや堰

などが設置された場合は、回遊する魚には大変

な障害となり、遡上が妨げられるため、その河

川からは回遊する魚が減少していくということ

です。県内では、各河川にある内水面漁業協同

組合等が、河川環境・資源の保護に努めてい

らっしゃいますが、その方々からも、「アユや

ウナギの放流を行っているが、魚が遡上しない

ため一向にふえない。だから毎年放流をしなけ

ればならない。遡上ができるためには魚道を設

置してほしい」と、要望を受けます。また生態

系保全の面からも、あらゆる魚と水生生物は、

河川内で大小にかかわらず回遊しています。こ

ういうことからも、このような頭首工について

どのような認識を持たれているのか、農政水産

部長にお伺いいたします。

既存の頭首工○農政水産部長（郡司行敏君）

への魚道の設置につきましては、新たな費用負

担が必要となることから、頭首工の改修に合わ

せて魚道の整備を行っている状況にございま

す。このため、魚道の設置など頭首工の改修を

行う場合、費用負担を含め、施設管理者等の合

意形成が不可欠であると認識をしております。

県といたしましては、現在実施しております施

設管理者等へのアンケート調査の結果を踏まえ

ますとともに、関係市町村等の意見も十分伺い

ながら、今後の対応について検討してまいりた

いと考えております。

治水や取水のために設置され○野﨑幸士議員

た堰や頭首工ですが、大事なのは、もともと
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あった河川の状態に近い構造物であるべきだと

思います。また、利用されていない頭首工も数

多く存在します。河川災害や生態系保全を考え

ると、河川が自然に近い、スムーズで一本につ

ながっている状態が理想だと思いますので、今

後、さらなる御検討、御努力をされますことを

要望いたします。

次に、２巡目国体（第81回国民体育大会・

第26回全国障害者スポーツ大会）について質問

いたします。

10年後の平成38年に本県で開催されます２巡

目国体ですが、選手育成・選手強化のために、

去る１月16日に県体育館で開催された「ワール

ドアスリート発掘・育成プロジェクト」１次

オーディション、小学４年生と６年生を対象に

行われたようですが、このオーディションの成

果、また子供たちの様子、今後、１次オーディ

ションに受かった子供たちをどう育成していく

のか、教育長にお伺いいたします。

１月に開催いたしま○教育長（飛田 洋君）

した１次オーディションには、県内各地から定

員の10倍以上に当たる443名の参加があり、ス

ピードや敏捷性をはかる30メートル走や反復横

跳びなど、５種目の測定を実施いたしました。

選考に当たった職員から、真剣なまなざしで

チャレンジしていたという子供たちの様子の報

告や、体力・運動能力に非常に秀でた子供たち

が参加していたという報告を聞き、本プロジェ

クトの手応えを感じたところであります。今

後、２次オーディションを行い、４月には１期

生として40名程度を認定し、身体能力を高める

ことはもとより、トップアスリートに必要なコ

ミュニケーションスキルなどの能力の習得や、

その子供に、より適性に合う種目を見つけるた

めのさまざまな競技体験、さらには、保護者向

けに、子供の健康や栄養を支えるための講座な

どを実施し、世界で活躍できるアスリートの育

成に積極的に努めてまいりたいと考えておりま

す。

定員の10倍以上の参加があっ○野﨑幸士議員

たということで、関心の高さのあらわれだと思

います。全国各地のトップアスリートが地元を

背負い都道府県対抗で行われる国体、選手・団

体が入賞すれば、順位に応じて点数が与えら

れ、総合的な順位が決まります。昭和54年に本

県で行われた１巡目国体では、本県選手団は男

女12競技で優勝し、天皇杯・皇后杯を手にしま

した。今後、さらに２次オーディションで絞り

込んでいくとのことでしたが、答弁にもありま

したように、将来有望な子供たちですので、子

供たちの保護者を含めたその環境を整え、この

取り組みを検証しながら、大事に大事にしっか

り育成していただくことを要望いたします。

次に、指導者についてですが、前回、本県で

行われた１巡目国体では、国内トップクラスの

選手を教員として多く採用し、競技者として国

体で貢献し、その後は、指導者としてもジュニ

ア選手の育成に力を入れ、結果を出した経緯も

ありますが、２巡目国体に向けた指導者の確保

や養成についてどのようにお考えなのか、教育

長にお伺いいたします。

２巡目宮崎国体に向○教育長（飛田 洋君）

け、県民の皆様方に感動をお届けできるような

成果を出すためには、指導者の確保や養成は大

変重要であると認識をいたしております。そこ

で、教員採用試験においては特別選考枠を設

け、計画的に実績のある指導者の確保に努めて

おり、私自身も、全国大会で活躍した有望選手

が所属する複数の大学に足を運び、直接、「宮

崎に来ていただいて指導していただけません
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か」というような声をかけさせていただいてい

るところであります。また、資質向上を図るた

め、本県指導者をＪリーグチーム等へ派遣した

り、ラグビー日本代表監督であったエディー・

ジョーンズ氏に、「勝つために必要な戦略」に

ついて講演をしていただいたりするなど、指導

者の資質向上も図っているところでございま

す。今後とも、高い見識と指導力を持った志の

高い指導者の確保と養成に全力で取り組んでい

きたいと考えております。

いくら運動能力が高いジュニ○野﨑幸士議員

ア選手を発掘しても、指導者次第では、その能

力を引き出すことはできません。答弁にもあり

ましたように、指導者の確保においても、教育

長みずから御尽力されているなど、大変な努力

をされていることには感銘を受けます。選手の

育成、指導者の養成にさらに御尽力され、宮崎

県最強の国体チームをつくり上げていただきた

いと思います。

約40年前の１巡目国体の際に行われた施設整

備、今や老朽化が進み、開会式などの式典、ま

た競技によっては、懸念される部分が多々あり

ます。特に、老朽化が進む県体育館、総合運動

公園の陸上競技場、プールなどの施設整備につ

いては、今後の財政にも関係すると思います

が、施設整備の試算についてはどのように考え

ておられるのか、教育長にお伺いいたします。

県の体育館、陸上競○教育長（飛田 洋君）

技場、プールにつきましては、老朽化が進んで

いることや、国体の施設基準を満たしていない

などの課題があり、今後、改修などの対応が必

要と考えております。このため、平成28年度当

初予算案において、「国体準備スタートアップ

事業」をお願いいたしているところでありま

す。その事業の中で、３つの施設に関する必要

な機能や、施設の規模、設置場所、改修の費用

やスケジュール等について、コンサルタントに

調査を委託することを計画しておりますが、そ

の調査結果を踏まえながら、お尋ねの整備費の

試算も含め、施設の整備等について全庁的に検

討してまいりたいと考えております。

今議会で提案されている「国○野﨑幸士議員

体準備スタートアップ事業」、平成28年度の１

年間かけて、準備委員会の設置をする準備、コ

ンサルタントによる施設整備、費用を含めた調

査研究がなされるとのことですが、しっかりと

した運営計画・費用の算出なしでは、それに伴

う財政計画も立てられません。200億とも300億

とも言われている国体の費用。10年後とはい

え、10年しかないという気持ちで、後手後手に

ならないよう、早目早目に進められることを要

望いたします。

また、競技施設の改修・整備次第では、国体

終了後も各種大会が誘致しやすくなり、引き続

き経済効果が期待できるとともに、本県のトッ

プアスリートの育成、県民の健康増進や地域ス

ポーツ振興につながり、本格化する超高齢社会

においても、健康寿命の促進にもつながると思

いますので、こういった国体終了後の本県のさ

まざまな効果を見据え、施設改修・整備に取り

組んでいただくことを要望いたします。

次に、競技種目や競技会場についてですが、

前回の本県で行われた１巡目国体では、県内17

の市町で29の競技が行われました。10年後の２

巡目国体では、競技種目や競技会場などをどの

ように選定されるのか、教育長にお伺いいたし

ます。

国体の会場等につき○教育長（飛田 洋君）

ましては、県及び市町村の施設を中心に、隣県

の施設等も含め、選定することになろうかと考
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えております。その際、市町村の意向をお伺い

しながら、平成29年度に設置予定の県準備委員

会の中で協議し、それぞれの競技種目の競技会

場を選定していくことになると考えておりま

す。２巡目宮崎国体におきましては、市町村や

関係機関の協力をいただきながら、日本体育協

会が掲げている「国体を通した地域の活性化」

の趣旨が生きるように取り組んでまいりたいと

考えております。

国体までのスケジュール案に○野﨑幸士議員

よると、来年、平成29年に競技種目が決定され

るとともに、準備委員会を設置し、市町村など

の会場地の選定を平成30年から34年に行い、35

年に実行委員会を設置する流れになっています

が、選定された市町村においては、準備、計

画、費用などの負担が考えられます。先ほどの

施設整備同様、早目早目の取りかかりが必要だ

と思いますので、重ねて要望いたします。

次に、国体終了後に開催される全国障害者ス

ポーツ大会について質問いたします。全国障害

者スポーツ大会は、障がい者に対するスポーツ

の普及、障がい者の社会参加推進、スポーツを

通しての友情、障がい者への理解を高める目的

で、第56回の国体から開催された障がい者ス

ポーツの祭典です。結果もですが、結果よりも

福祉的な面で大変意味のある大会だと思います

が、10年後の２巡目国体後に開催される第26回

全国障害者スポーツ大会にどう取り組まれてい

くのか、福祉保健部長にお伺いいたします。

県ではこれま○福祉保健部長（桑山秀彦君）

でも、各地域での障がい者スポーツ教室の開催

など、障がい者スポーツの普及・振興のための

取り組みを行ってまいりましたが、全国障害者

スポーツ大会が本県で開催されることを契機と

しまして、より一層の障がい者スポーツの振興

を図る必要があると考えております。このた

め、来年度予算案における新規事業として、著

名なパラリンピック選手による講演会や体験教

室の開催のほか、障がい者スポーツに関する広

報誌の発行によります普及啓発などを行うこと

によりまして、選手・指導者の育成はもとよ

り、県民の理解促進や、大会開催に向けての機

運醸成にも努めてまいりたいと考えておりま

す。

冒頭にも申したとおり、私○野﨑幸士議員

は、障がいのある子供たちに和太鼓を教えてい

ますが、まずは体験させて、楽しさや喜びを味

わってもらうことを大事にしています。また、

指導する中で、大勢の人々の前で披露すること

が自信につながることも実感しています。障が

い者スポーツも同様だと思います。障がいのあ

る方がスポーツの楽しさを体験し、また、大勢

の人の前で競技することによって、障がいに対

する理解も深まるような、「日本のひなた宮崎

県」ならではの温かい大会にしていただくこと

を要望いたします。

最後に、２巡目国体への決意、思いを知事に

お伺いいたします。

国体についての一連の○知事（河野俊嗣君）

質問が続いておるところでありますが、国体、

それから全国障害者スポーツ大会は、各県持ち

回りで行われるわけでありますが、その県の置

かれた状況によって、随分、意味合いとか意義

が違ってくるのではないかなということを、今

つらつら感じております。私は、愛知県春日井

市に勤めておりましたときに、愛知国体を直接

経験いたしましたし、埼玉県で財政課長をやっ

ておりましたときは、その何年後かの埼玉国体

に向けての準備。一方で、2002年ワールドカッ

プの決勝戦を誘致したいというスタジアムづく
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りも並行して行っておりましたので、いずれに

しても、こういうものに対する期待、注目度、

盛り上がりにはかなり違いがあるわけでありま

すが、本県は「スポーツランドみやざき」を掲

げ、これだけ合宿・キャンプの受け入れ、さら

にはさまざまな競技力の向上を図っている。そ

ういう中での国体、障害者スポーツ大会、特別

なものがあろうかと思います。

２巡目国体は、47年ぶりの開催となるわけで

ありまして、競技力の向上、さらにはスポーツ

施設の整備にも努めてまいりたいと思います

し、県民の皆様一人一人が、豊かなスポーツ文

化に触れて、健康増進や体力向上の意識を一層

高める好機となる。私どもは健康長寿日本一を

目指しておりますので、そういう動きとも絡め

てまいりたいと思いますし、スポーツランドみ

やざきの魅力を全国に向けて発信する絶好の機

会であると考えております。

そして、国体とともに開催されます全国障害

者スポーツ大会、これは先ほど質問がありまし

たように、本県では初の開催となるわけであり

ますが、障がい者スポーツの競技力の向上とあ

わせて、障がい者の社会参加の促進というもの

を図る。さらには、障がいのある方々に対する

県民の理解を深め、障がいのある方もない方も

ともに暮らしやすい宮崎県づくりの実現につな

がるものと、また、そのような大会にしてまい

りたいと考えております。

今後、本県開催に向けまして、市町村や競技

団体、経済団体等、さまざまな団体と連携を図

りながら、官民一体となって受け入れ準備に取

り組みまして、県民総参加型の宮崎らしい、お

もてなしの心あふれる大会にしてまいりたいと

考えております。

選手などの競技関係者、観覧○野﨑幸士議員

者などの来県者数、それに伴う観光消費、大会

に伴う雇用創出など、本県の経済波及効果も相

当額期待できます。答弁にもありましたよう

に、宮崎県の魅力を全国に発信できる絶好の機

会だと思いますし、何より、国体成功に向けて

県民がスクラムを組み、一つになっていくその

姿が、これからのふるさと宮崎をつくる原動力

になると思います。将来の宮崎をつくっていく

上で、いろんな意味を含んでいる10年後の２巡

目国体、「日本のひなた宮崎県」とともに県民

総力戦で必ず成功させましょう。これで私の全

ての質問を終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

ここで休憩いたします。○中野 明副議長

午後２時39分休憩

午後３時10分開議

休憩前に引き続き会議を開○中野 明副議長

きます。

次は、中野一則議員。

〔登壇〕（拍手） 本日最後の○中野一則議員

一般質問です。しばらくのおつき合いをよろし

くお願いいたします。

２月19日に開会しました本議会、本日で12日

目であります。わずか12日の間に、えびのに

とって大きなニュースが２つありました。１つ

は、えびの産ヒノヒカリが宮崎県産米として初

めて食味ランキングで特Ａをとりました。この

ニュース。もう１つは、えびの高原にあります

硫黄山の火山活動のことであります。硫黄山の

ことにつきましては、後ほど質問で述べていき

たいと思います。

特Ａをとったえびの米のことでありますが、

実は長い歴史があって、今回、食味特Ａをとり

ました。この３年間は、地元えびの市、ＪＡえ
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びの市を中心に、農家のいろんな御努力をいた

だきまして、プロジェクトチームをつくりまし

た。その３年目での快挙でありました。このも

とはというか、裏には県の大きな支援がありま

した。特に知事、農政水産部長を初め、関係職

員の皆さん方が大きく支えた結果、特Ａをとっ

たわけです。

もともとこのヒノヒカリは、宮崎県農試が開

発した品種であります。そして、今回、全国で

４県が、えびの産ヒノヒカリが特Ａです。熊本

県、広島県、遠く奈良県もその中に入っており

ます。奈良県はずっとヒノヒカリで特Ａなんで

す。九州は全県がヒノヒカリを毎年出されてい

る。中国ないし四国もほとんどが出している。

そういう中で宮崎県でつくった品種が初めて特

Ａになったわけです。えびのの人たちも大変な

喜びようでありました。あしたは早速、知事と

担当部長にえびの産ヒノヒカリでつくった握り

飯を持って表敬訪問したいということになって

おるそうであります。議員の皆さん方にもなる

だけ配付できるように、きょうお願いをしてお

きたいと思います。

前段はそのぐらいにいたしまして、今から質

問に入りたいと思います。

知事が２期目に就任されて１年が経過いたし

ました。知事は政策提案ということで、いわゆ

る公約をひっ提げて立候補されて当選されたわ

けです。そこで、その公約が実現可能なのかど

うかということを質問していきたいと思いま

す。１年しかたっていない、まだ３年もあるで

はないか、こういうことになろうかと思います

が、３年もあるから、ぜひぜひその公約を実現

してほしい、そういう思いから質問していきた

いと思います。

知事の今回の政策提案の中には、「日本一」

というのがたくさんあります。前回は「何とか

運動」で、「運動」でごまかされて、これは達

成せんじゃないかと言ったら、これはそのため

の運動だという、「運動」でかわされてしまい

ました。今回の日本一も「何々を目指す」と

なっているわけですね。目指すばかりではいけ

ません。３年もあるわけですから、ぜひぜひ政

策を実行されて、実現してほしい、こう思って

おります。その実現が本当に可能なのかどうか

ということを、まずはお聞きしたいと思いま

す。

後は質問者席からお尋ねしたいと思います。

（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

「くらしの豊かさ日本一」を初めとする政策

提案での目標ということであります。本県には

温かい県民性や地域の支え合いなどがしっかり

と息づいており、これに加えて、美しい自然や

豊富な農林水産物、特Ａをとるヒノヒカリを初

めとして、すばらしい資源に恵まれているわけ

でありまして、全国に誇れる有形無形のすばら

しい資源であろうと考えております。

私は、本県のこのような宝に一層磨きをか

け、経済的な豊かさと、お金にかえられない価

値との両方が調和し、心豊かに暮らせる宮崎県

にしていきたいという思いから、政策提案で

「くらしの豊かさ日本一」の実現を目指すこと

としたところであります。「地域の宝に磨きを

かける」、これにはさまざまなものがあろうか

と思いますが、今御指摘のありましたヒノヒカ

リで特Ａをとった、これは米のおいしさという

ものに磨きをかけて、いわばこれも日本一を

とったということであろうかと思いますし、宮

崎牛、さらにはお茶、農産物ということで捉え
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ても、そのような例があろうかと思っておりま

す。政策提案というものは、県民の皆様に対す

るお約束であり、県政を進める上での一つの目

標であろうかと考えております。「日本一」が

多いではないかという話がありましたが、やは

り県民の皆様の注目を集め、やる気を喚起する

には、大きな目標を掲げる。「日本一」という

ものは一つの大きな重要なキーワードではない

かと考えておるわけであります。今後とも、当

初予算案に掲げた重点施策や地方創生の取り組

みなど、あらゆる施策を動員し、着実に成果を

上げながら、県民の皆様とともにその実現に向

けてしっかりと取り組んでまいりたいと考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

「くらしの豊かさ日本一」、○中野一則議員

今、話をされました。その豊かさを実現するた

め、指標化するということでありました。これ

は大変重要なことで、物事を求めるためには、

それを数値であらわすのかどうかわかりません

が、やはり指標化して目標に向かって進むこと

は、大事なことだと思うんです。この前、担当

の方に聞いたら、１年たったけれども、まだ指

標化は実現していないということでありまし

た。一日も早くそれを実現して、その目的に

従って公約を実現する、その方向でやっていた

だきたいと思います。その指標化の実現はいつ

になるのかをお尋ねしたいと思います。

先ほど御説明をしまし○知事（河野俊嗣君）

た、経済的な豊かさと、お金にはかえられない

価値が調和をした「新しいゆたかさ」というこ

とで、これまでも総合計画に掲げておりました

ところでありますが、「新しいゆたかさ」と

いっても、感覚的には伝わるわけであります

が、具体的なデータをもってしっかりと説得力

を持ってアピールしていきたい、これが豊かさ

の指標化ということであります。例えば、「子

育てのしやすさ」といった暮らしやすさであり

ますとか、「家庭での団らん」といった心の豊

かさなどにつながる項目を、わかりやすい指標

で示したいと考えております。

指標の作成に当たりましては、庁内での検討

作業はもとより、作成過程において、県民の皆

さんと本県のよさについて考え、理解を深めて

いく、そのプロセスも非常に重要ではないかと

考えております。県内８カ所での県民会議と総

合計画審議会の専門委員の皆さんとの意見交換

などを行い、現在、詳細な検討を進めていると

ころであります。この豊かさの指標化を通じ

て、県民の皆さんに、本県の持つ価値を見詰め

直し、地域への誇りを育んでいただく機会とす

るとともに、経済的な数値だけでは比較できな

い本県の優位性についてもアピールをしていき

たいと考えておるところであります。

あと２つほど、日本一を目指○中野一則議員

すものについて質問していきたいと思います。

「日本一の読書県」を目指すということになっ

ておりますが、これは読書が好きな小中学生の

割合をもって日本一を示すということでありま

す。宮崎県は平成26年が72.2％、平成27年

が70.7％であります。平成30年には80％を目指

すということであります。既に秋田県は80％を

超えているわけですから、80％では日本一にな

れませんから、それ以上にならないとどうにも

なりません。なお、第二次県教育振興基本計画

では100％を目指すとなっておりますから、限り

なく100％に近い目標を立てておるわけですの

で、80％を超え、名実ともに日本一になってほ

しい、こう思うんです。ですから、平成30年

の80％はどうかと思いますので、これを超える

目標に変えて、これを必ず達成するという意気
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込みが欲しいと思うんです。それをお聞かせく

ださい。

まず、「日本一の読書○知事（河野俊嗣君）

県」という目標について説明をさせていただき

ますが、変化の激しい社会を生き抜き、自己実

現を図るためには、生涯にわたって学び続け、

変化に対応できる力を身につける必要がある。

そのためには、読書習慣というのは大変重要で

あろう、今後の宮崎の子育て・子育ちを考える

と、「日本一の読書県」という大きな目標を掲

げていきたいということであります。ただ、そ

の指標というのがなかなか難しい、とり方が難

しいわけでありまして、今、読書が好きな小中

学生の割合というのを計画の中では位置づけし

ておりますが、それは一つの見方であって、幅

広い形での読書の充実というものを図ってまい

りたいと考えております。

もちろん、今の小中学生の割合というのも増

加に努めていくわけでありますが、大事なこと

は、例えば家庭や学校での読み聞かせ、これも

大変重要だというふうに思っておりますので、

県民の皆様の理解や協力を得て、これも広めて

いきたいと思っております。また、読書活動の

充実を図るためには、推進役となる方々の専門

性というのも重要でありますので、各学校の図

書担当職員や公立図書館職員の研修を充実して

まいりたい。「日本一の読書県」という目標を

掲げて、できることを関係者が全力で取り組ん

でいく、そのような方向で進めてまいりたいと

考えております。

「日本一の読書県」、これは○中野一則議員

子供も大人もということでの目標であります

が、今、既に知事が言われました。いろいろな

取り組みがあるように言われましたが、特に学

校教育での読書というのが非常に大切だと思う

んです。教育の役割もそこにあるかもしれませ

ん。専門の先生云々ということも言われました

が、実は司書教諭の資格を持った先生を各学校

に配置されているわけですけれども、これもか

なり偏りがあります。12学級以上が司書教諭を

配置することになっているのだそうです。確か

に12学級以上ある学校が県内には134校あって、

全てに先生が配置されております。ところが、

それ以下の学校が小・中・高で239校ありま

す。239といったら全体の64.1％、そこにはわず

か18校、7.5％しか配置されておりません。いわ

ゆる義務は12学級以上ですから、そこの学校に

は必ず配置されるわけですけれども、それ以下

には配置されないわけですから、司書教諭とい

う立場から、専門性を持った教育が一向になさ

れていかないということになりますので、ここ

は全てに配置されるように司書教諭の資格を取

得することを目指していただきたい、こう思う

んです。

資格取得には10単位必要なんだそうです。宮

大でもとれる。計画的に職員を派遣する、ある

いは新人の教諭はその資格を持たないと採用し

ない、そうすると、ある年度内には全校に配置

できると思うんです。ですから、そういうこと

への挑戦にも取り組んでいただきたい。そのた

めには、出張させたり、研修費、お金も要るわ

けですから、その辺の取り組み、特に４月から

は教育長の制度も変わるわけですので、知事の

指導力でそのことを発揮していただきたい、こ

う思っております。知事、いかがでしょうか。

御指摘のように、「日○知事（河野俊嗣君）

本一の読書県」づくりのためには、専門的な人

材の活用、特に学校の読書環境を整えていくこ

とは大変重要であり、司書教諭がその中心的な

存在ということであります。一方で、司書教諭



- 238 -

平成28年３月１日(火)

の有資格者が限られているということで、12学

級以上、必ず置かなければならないところには

配置ができているわけでありますが、それ以外

の学校の充実というものは今後の課題であろう

かと思っております。また、今、単位の御紹介

がありましたが、それを取得するには数年かか

るということで、かなり時間も費用もかかる。

これも計画的な取り組みが必要であろうかと思

います。

また一方で、教育委員会におきましても、学

校での読書指導の充実のためには、専門的な知

識を有し、リーダーシップをとる人材が必要で

あるという課題意識を持って、司書教諭はもと

より、学校の図書担当職員に対して、子供たち

への読書指導や学校図書館整備のあり方につい

ての研修を行っているということであります。

さまざまなそういう知恵を出しながら、担当職

員の専門性の向上に取り組んでまいりたいと考

えております。

司書教諭を全校に配置した、○中野一則議員

そのことが読書県日本一を証明することになる

だろうと思いますので、計画的にということも

言われましたから、計画的に10年そこそこでぜ

ひ達成していただきたい。要望しておきたいと

思います。

次に、「健康長寿日本一」「健康寿命日本

一」ということでありますが、既に宮崎県はこ

れも届きそうな順位なんですね。男性が71.06歳

で全国11位、女性が74.62歳で全国８位なんで

す。知事が政策提案されたときはその順位、そ

して最近では、それがうんと上位になりまし

て、男性が８位、女性が４位ということであり

ます。ちなみに、最近では日本一が山梨県で男

性72.5歳、同じく女性も山梨県で75.78歳です。

宮崎県との差が男性0.77歳、女性が0.41歳なん

です。山梨県は今、日本一ですが、前回の調査

のときには男性が５位、女性が12位だったそう

です。５位、12位が日本一になれたということ

は、８位、４位の宮崎県ですから、わずかの間

に日本一になれる、こう思います。0.77と

か0.41とかいうのは小数点以下の年齢だけれど

も、そこが大きな差がある、こう思いますけれ

ども、知事の目標では、平成30年には男性を８

位、女性を６位にしたい、こういうことなんで

す。それは既に達成しているんです。そして、

平成42年に１位になりたいということですか

ら、名実ともに任期中の平成30年には日本一を

達成してほしい、こう思うんです。力を入れて

やってください。意気込みをお聞かせくださ

い。

心身ともに健康という○知事（河野俊嗣君）

のは、豊かな暮らしを支える非常に重要な要素

で、また県民の満足度、社会における効用、大

変高いものがあります。比較的健康寿命が上位

にあるということをもって、さらに努力してい

き、日本一を目指したいというのがこの目標で

あります。男性11位、女性８位から、男性が８

位、女性が４位に今回上がったということは、

大変うれしく思っているところでありますが、

健康寿命の算定に当たりましては、主観的な要

素が入りまして、かなりばらつきのある数字に

なっております。例えば前回、男性１位であっ

た愛知県が今回12位になっているということ

で、大きな変動があるわけであります。したが

いまして、今回、順位が上がったということは

うれしいことではありますが、これに気を緩め

ることなく、今年度から健康長寿社会づくりプ

ロジェクトをスタートさせたところでありま

す。健康づくり、高齢者の生きがいづくり、県

民一人一人の参加、これを大きな３つの柱とし
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て取り組んでおりますし、国体というような大

きなスポーツ事業を視野に入れながら、さらに

県民のスポーツなり健康づくりを促進してい

く、そのようなことと相まってこのプロジェク

トを進めてまいり、「健康長寿日本一」の実現

を目指して全力で取り組んでまいりたいと考え

ております。

次に、県職員の不祥事案の対○中野一則議員

策についてお尋ねしたいと思います。知事は今

回、議会の冒頭で陳謝をされました。その理由

は、職員の不祥事が多発したことから謝罪をさ

れたわけですけれども、本当にことしになっ

て、あるいは本年度になって多発したんだろう

かということで、ちょっと調べさせていただき

ました。確かに本年度は、これは県警職員は除

いた数字でありますが、除いたところで本年度

は６名なんです。ところが、６名というのが、

急に６名なのかと思って調べたら、既に平成23

年からこの５年間、ずっと５名、６名が続いて

いるんですね。合わせて５年間で26人なんで

す。逮捕者だけで26人なんです。今回多発した

わけじゃなくて、もう前から多発しているわけ

です。その取り組みをもっと早くからしてもら

えば、対策もうまくいったんだろう、こう思う

んですけれども、今からでも遅くないわけです

から、その防止策について取り組んでいただき

たい、こう思っております。抜本的な対策が必

要だと思いますので、その抜本的な対策と、や

はり日ごろの職員との交流ということも、幹部

職員、知事を含めて、大切なことだと思います

が、その辺の考え方をお聞かせ願いたいと思い

ます。

職員の不祥事が相次い○知事（河野俊嗣君）

で発生したことにつきましては、まことに遺憾

でありまして、県政に対する信頼を大きく損な

う、極めて憂慮すべき事態であると認識してお

ります。服務規律の保持につきましては、これ

までも厳しく指導してまいりましたが、それに

もかかわらず、御指摘のような不祥事が絶えな

い状況につきましては、大変申しわけなく思っ

ているところであります。

不祥事につきましては、例えば交通違反など

は、職員の規範意識の不足、気の緩みなどが原

因と考えられますことから、改めて職員一人一

人の服務規律の徹底を図ることにより、再発防

止に取り組んでまいりたいと考えております。

また、非行行為など事案によっては、その原因

を特定するのはなかなか困難な面もあります

が、家族や健康状態を初め、公務内外のさまざ

まな悩みなどが背景となっているケースもある

のではないかと考えております。このような不

祥事を未然に防止するためには、議員からも

今、御指摘がありましたが、職員が問題を一人

で抱え込まないよう、不安や悩みなど、職員の

状況を面談等により早期に把握する、また、上

司や同僚などに相談しやすい風通しのよい職場

環境づくりに取り組むことが重要であろうかと

考えておりますので、県庁内でのコミュニケー

ションをよく図り、服務規律の保持というもの

を改めて一人一人が重く受けとめて、徹底を

図ってまいり、このような事態の根絶に努めて

まいりたいと考えております。

服務規律を守ったりすること○中野一則議員

は当然なんですけれども、個人的な悩みが背景

にあるとかも言われました。そういう悩みを解

消したり、言われた、コミュニケーションを持

つ場をやっぱりつくっていかないといけないと

思うんです。知事は、職員とのコミュニケー

ションの場というものをどんなふうにされてお

るわけですか。
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知事である私と、私を○知事（河野俊嗣君）

支える幹部職員、その部下である職員との間、

さまざまな形でコミュニケーションを図ってお

るところでございます。もちろん、会議打ち合

わせの場というところは、一つの重要な接点で

あろうかと思いますし、例えば、さまざまな地

域に出かけましたときは、それぞれの出先機関

の職員とのランチミーティング、食事をとりな

がらの意見交換というのもあります。また、庁

内ＬＡＮというシステムを活用しまして、庁内

メール、また全庁掲示板を利用して、私の思い

を伝えるというような取り組みを進めておると

ころであります。今後とも、さまざまな形でコ

ミュニケーションを図り、風通しのよい職場、

そして、それぞれの思いを伝え合い、支え合う

ことのできる職場づくりに努めてまいりたいと

考えております。

出先に行かれたときはそこで○中野一則議員

の云々のことも言われましたが、知事との接

点、接触というのは余りないんじゃないかな

と。決裁をもらいに来たとか、あるいは議会の

事前打ち合わせをするのに職員が行ったとき

に、知事室で何か会話するぐらいじゃないかな

と。職務上だから、なかなかそこに胸襟を開い

て職員もということではなかろうと思うんで

す。

知事は大変すばらしいことをやっているんで

す。知事の動きを私は注意してよく見ているん

ですが、「役場でくるまthe談義」というのがあ

りますね。市町村役場ではそういうことをされ

ているわけですから、そのことは、やはりこの

庁内でも県庁職員ともやる必要があるんじゃな

いかと思うんです。ぜひ、市町村役場ばかりで

なくて県庁職員も含めて、何かいいネーミング

をつくってやってほしいと思うんですが、いか

がでしょうか。

御指摘ありがとうござ○知事（河野俊嗣君）

います。「役場でくるまthe談義」は、役場の職

員と膝詰めで議論をし、ことしは２年度目に

入っておるわけでありますが、ことしは特に役

場の若手の職員などと、夜の懇親会も含めての

機会でやっております。現場の生の声を私が聞

き取るとともに、県としての考え方、知事とし

ての思いを伝える双方向のコミュニケーション

のよい場になっているのではないかと思いま

す。ただ、「くるまthe談義」をやるたびに、県

庁職員と同じような形でコミュニケーションを

図れているだろうかと、確かに御指摘のとおり

考えておるところであります。ランチミーティ

ングのような場もあり、また先日、職員の結婚

式に出る、そのような場での仕事外での出会い

の場というのもあるわけでありますが、さまざ

まな工夫を凝らして、そういう機会を設けてい

きたいと考えております。

県庁職員は、役場職員の前に○中野一則議員

俺たちとやってほしい、そういう思いでおられ

るかもしれませんから、ぜひ何かいいネーミン

グをつくって取り組んでほしい、こう要望して

おきたいと思います。

次に、硫黄山の安全対策についてですが、硫

黄山の火山活動と関係機関との連携がうまく

いっているのかどうかということを含めて、ま

た県の役割について統括監にお尋ねします。

まず、県の○危機管理統括監（金丸政保君）

役割でございますが、環境森林部が登山道の管

理を行っております。また、県土整備部が県道

の管理を行い、危機管理局が火山防災全般に関

する総合調整を行っております。また、気象台

は、火山活動の観測・監視や、噴火警報等の発

表などを行い、えびの市は、住民や登山者に最
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も身近な立場から、立入規制の実施、あるいは

避難計画の策定、噴火警報が発せられた場合の

住民等への伝達などの役割を担っております。

火山対応につきましては、必要に応じまし

て、本県、鹿児島県、関係の市町、気象台、国

土交通省、警察、消防、自衛隊などの関係機関

で構成いたします霧島火山防災連絡会を開催す

るとともに、日ごろから関係機関で情報共有、

意見交換を図りまして、顔の見える関係の構築

に努めているところでございます。

気象台が28日に発表しました○中野一則議員

噴火警報、火口周辺危険ということですが、普

通のレベル２に値するわけですけれども、この

発表した基準をお尋ねしたいと思います。

気象台にお○危機管理統括監（金丸政保君）

きましては、２月28日の11時に、硫黄山に火口

周辺警報を発表しております。この理由といた

しましては、当日、２月28日の10時までに火山

性地震が32回発生しておりまして、この回数が

過去の硫黄山の火山性地震の中では最も多い回

数であったということがあります。また、硫黄

山につきましては、昨年来、火山性微動が起

こっており、また12月には噴気も確認されてお

ります。また、火山性のガスが発生しておりま

して、そういったことを総合的に考慮しまし

て、気象台のほうでこういう発表がなされたも

のと考えております。

言うならば、地震が多発した○中野一則議員

ということで、そういう警報を発令したと思っ

ております。では、硫黄山の噴火の可能性、本

当にあるのかないかということを、気象台でも

ないわけですけれども、いろいろ勉強もされて

いるだろうと思いますから、予報官のつもりで

お答えください。

私ども県の○危機管理統括監（金丸政保君）

立場といたしまして、噴火の可能性というのを

申し上げる立場にはございませんで、我々とし

ましては、噴火は起こり得るものだということ

を念頭に、その対策を講じているところでござ

います。

火口周辺危険、レベル２とい○中野一則議員

うのは、噴火が発生する可能性が高いから警報

を発令しているわけですね。本当に噴火するん

だろう、そういうことで立入禁止もしているわ

けですから、噴火するであろうということを前

提にこれからも取り組んでほしい、こう思って

おります。

今回の立入規制、１キロ以内のあれですが、

前回の平成26年10月と今回、立入規制の考え方

というか、状況が少し違ったようにも思います

が、違いがあるんですか。同じだったんでしょ

うか。

えびの市が○危機管理統括監（金丸政保君）

立入規制を行っております。これは、硫黄山か

ら半径１キロの円内ということでございまし

て、実は前回行いましたえびの市、当初行いま

したのが平成26年10月24日でございますが、こ

のときの半径１キロの円を途中で、その２カ月

後、12月に一部修正をしております。今回行い

ました立入規制の範囲は、その修正後のものと

同一でございます。

半径１キロというのは、その○中野一則議員

とおりでありますが、私が聞きたかったのは、

前回と今回、今回は特に、さっきもありました

とおり地震が多発、32回、最終的に１日53回で

したか、あったということで、これは本当に噴

火ということになるのかなという思いもしたん

です。前回は火山性微動が多かったとか何とか

というような記憶があるんです。そこに差が

あったから、今回は地震多発だったから噴火に
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結びつくのかなという思いがしました。そうい

うことでお尋ねしたところであります。

仮定の話で申しわけありませんが、本当に噴

火したらと思ったときに、今回のこの緊急な体

制がもっと短時間にいろいろできなかったもの

かなという気がしておりますので、お尋ねした

いと思います。

なお、知事はけさの新聞で、硫黄山の対応を

高く評価されたということで記事がありました

けれども、うまくいったとは思うんです。11時

にいろんなのが発令されて、立入規制もできま

した。しかし、11時からそれを本当に取り組む

までの間、実際は12時ごろでしたから、１号線

を交通どめしたのも、私もすぐ行ったんですけ

れども、12時が既に過ぎておりました。そし

て、その時点では硫黄山あたりにはたくさんま

だ車もありました。えびの市も、聞いたら、11

時30分に防災無線で放送したと。ところが、そ

れでは全域には届かないということでありまし

たから、もっと何か、本当に噴火すれば一刻を

争う場合もありますから、恐らくこういう規制

をするようになったのは、あの御嶽山の噴火が

もとで、あれを参考に、そしてまた二度とああ

いうことにならないようにということで、硫黄

山に対しても、いろんな規制がされてきている

と思うんです。本当に噴火したときには、この

前のようなことではという気がいたしました。

32回ということを言われましたが、32回地震

が28日あったのは、10時までのデータで32回

あったんですね。それをもとにして、やはりこ

れは大変だということで火口周辺警報を発令さ

れた。恐らく10時台にそのことを決断されて、

そして11時に発令しようということになったと

思うんです。10時には32回がわかったわけです

ので、それから11時まで、なるだけ早いうちに

事前の対策というものはとれぬものかなという

ことを思ったところであります。えびの市の防

災無線も、11時になったのを見て、11時30分に

したそうです。ところで、県がやっている「あ

おぞら」も来て空中を舞っていましたが、何時

にえびの高原に到着したんでしょうか。

「あおぞ○危機管理統括監（金丸政保君）

ら」につきましては、当日11時18分に宮崎空港

を離陸しまして、現地に到着した時間について

は、今、手元にありませんが、20分か25分後に

現地に到着していると思います。

私が行ったときには、来て、○中野一則議員

いろいろされていました。何でこういうことを

言ったかというと、えびのの防災無線も韓国岳

の８合目までは届くけれども、それ以上は届か

ないそうです。昼前にはかなり登山者が、普通

だったら韓国岳に行きますから、そこに下山を

指示するのは「あおぞら」が一番いいと思うん

です。早く来て、空から「早く下山しなさい」

と呼びかけることがですね。今回は地元の消防

署も、えびの市からのお願いで行って、消防署

員が登山口からずっと歩いて頂上まで行って、

「下山しなさい」と言ったそうです。本当にあ

りがたかったなと思うんです。ヘリコプターは

すぐ行くけれども、できたら、何か事前にいろ

いろあるときには、発令せんと動かないんで

しょうから、近くに、えびの高原でもどこかに

待機して、発令したと同時に行くようなとか、

あるいは、どうももっと危険性も高いからとか

いうことで、発令の前に何かそういうことはで

きないものか等含めて、そういう対応はできな

いか、統括監にお尋ねしたいと思います。

実は、今回○危機管理統括監（金丸政保君）

も気象台から最初に地震が多く発生していると

いうことの情報が入りましたのは、当日の８時
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台でございます。私もそのときに連絡を受けま

して、場合によっては火口周辺警報が出るかも

しれない、場合によってはお昼ごろ出るかもし

れない、そういうような予想のもとに関係機関

には全部連絡をいたしまして、事前の準備をす

るようにお願いしたところでございます。

気象台から11時に火口周辺警報が出るという

ことを知りましたのは、連絡がありましたの

は10時50分でございました。10分前でございま

した。そういったような内容もありますので、

また今後、少しでも早く対策がとれるように、

今、議員がおっしゃったことも含めまして、気

象台あるいは関係機関とそういう連絡会の場を

通じまして意見交換をしたいと考えておりま

す。

前向きに検討していただきた○中野一則議員

いし、32回の地震は10時にわかったわけですか

ら、もっと決断を早くできないかということも

気象台にもお願いしていただきたい、こう思っ

ております。また、「あおぞら」の対応とか、

関係機関とか、そこにも呼びかけてください。

たまたま当日は日曜日でしたから、土木事務

所の動きとか、交通どめをするのにいろいろ

あったんだろうと思うんです。本当に噴火した

場合には、ああいうことではいけないなという

気がいたしました。知事は対応を評価されてい

ましたけれども、評価は評価でいいんです。私

は、短い間にやってくれたと本当に感謝してお

ります。しかし、本当になった場合に一人も犠

牲者を出さないという対応には、もっともっと

努力も必要じゃなかろうかな、こう思ったとこ

ろであります。

硫黄山に対しての発令ですが、実際は噴火の

レベル、噴火警戒レベル運用がされていない火

山ということですね。運用されている火山に一

日も早くして、レベル１ではどうだ、２になれ

ばこうだというのがみんなにわかるように、そ

の情報を市民も県民も、えびの高原にいる人み

んなが共有できるような、そうしないとレベル

運用されていない火山ということだから、何か

文言もわかったようなわからんような言い方な

んです。その分、統括監なんかも大変御苦労さ

れていると思うんです。新しい法律も改正され

ました。来年度からは協議会をつくってという

ことで、協議会が立ち上がればそれをしたいと

いうことだろうと思いますが、一日も早く取り

組んでほしい、これは要望しておきます。

それと今度は解除です。前回のときも私は、

解除はどうも気に入らなかった。なかなか解除

してくれなかった。御嶽山の二の舞はしてはな

らぬという気象台のこともあったんだと、もち

ろんあそこの判断でしょうから、あったんだと

思うんですが、もう今はまたしなくなったわけ

ですから、何かその辺の基準もぴしゃっとし

て、解除のあり方もスムーズにいくように、そ

れも検討していただきたい。そうしないと、え

びの高原は大きな観光地であると同時に、いろ

んな人が全国から来ているわけですから、あそ

こで働く人もたくさんいる。事業所もある。そ

ういうことですので、ぜひそれも取り組んでい

ただくようにお願いしておきたいと思います。

取り組む姿勢だけを統括監。

先ほど申し○危機管理統括監（金丸政保君）

上げましたように、これは火山対策だけではな

く防災対策全般に言えることですけれども、100

点満点というときが到来するのはなかなか難し

いと思いますが、一つ一つ経験を踏まえなが

ら、意見交換をしながら、一歩一歩前進してま

いりたいと考えております。

次に、ＴＰＰの農業への影響○中野一則議員
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とその対策についてお尋ねしたいと思います。

これは代表質問、一般質問、何人かが質問し

て、それぞれ回答されました。県の考え方は、

国の試算に基づくものに妥当性がある、こうい

うことでの答弁をずっとされております。であ

るならば、知事にお尋ねしたいと思いますが、

国会決議はきちっと守られた、遵守されたとい

う御認識ですね。

ＴＰＰ協定は、相手の○知事（河野俊嗣君）

ある話で大変難しい交渉であります。国として

国益をかけたぎりぎりの交渉が行われたもので

あり、その結果について私としても重く受けと

めているというところであります。

重く受けとめると、ずっと同○中野一則議員

じ答弁をされているんです。遵守されたという

認識です、そういう明快な言葉が欲しいんで

す。まあ、それはそれでいいでしょう。

では、県独自の試算をなぜ行わないんだろう

かと、これもいろいろ質問がありましたよ。Ｊ

Ａ中央会側の試算との差もありました。実に604

億3,000万円の大きな開きがあるんですよ。それ

から、熊本県、これも質問がありました。私も

注意深く、選挙前だからパフォーマンスかなと

いう思いもしたんですけれども、彼らは生産量

への影響があるんだと、そういう認識で独自試

算をされましたよね。それから、鹿児島県はま

だ試算をしていないんです。担当大臣が鹿児島

県出身だからかなと思っておったんですが、そ

うじゃないですよ。ＴＰＰの影響がどうなのか

ということは全く不透明だということと、国内

対策も不十分だ、そういう認識に立って、まだ

試算をしていないというのが鹿児島県の対応と

か態度なんです。それから、長崎県も報告して

おりませんが、大方は国の試算ですけれども、

ミカンに関しては独自の試算をされている。私

は、九州・沖縄全ての県に聞きました。本州、

四国、北海道にもあちこち農業県に聞いたんで

す。いろいろ県がありましたが、九州だけ見れ

ばそういう対応なんです。

そう見ても、私は、独自試算をすべきだと思

うんです。そうしないと、本当に宮崎県の損害

というか、影響がどのくらいあるのか、あれば

あった分だけをやはり国に要求せないかんで

しょう。この前の誰かの答弁でもありました

が、関連政策大綱に基づいていろいろと対応し

ている、予算も補正、本予算含めてやってい

る、それを長くしていくという話だけれども、

宮崎県の本当の影響額をきちんと把握しない

と、隣の南九州の農業県である鹿児島、熊本は

やっていないわけですから、独自か、そういう

不満がある県なんですから、宮崎県も同じだろ

うと思うんです。特に畜産というのは影響が大

きいですから、私は、独自の試算をすべきだと

思うんです。知事にその決意があるかないかを

お尋ねしたいと思います。

今回の国の試算は、国○知事（河野俊嗣君）

のＴＰＰ関連政策大綱に基づいて、しっかり国

内対策を実施し、国内生産量を維持するという

前提のもとの試算ということでありまして、本

県としても、そのような国の姿勢というものを

踏まえて、本県なりの、本県としての試算を

行ったところであります。

今御指摘のあったような、独自の試算という

ようないろんなこともあろうかと思います。こ

れは、前提を変えればいろんな数字が出てくる

わけでありますが、かえってそのことにより、

現場にさらなる不安ということもあるのではな

いか、そういうことも心配されるところであり

まして、今回、我々は、これまで答弁しました

ように、国のそういう対策をしっかり行うとい
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う方針のもとの試算に準拠して行ったわけであ

りまして、大事なことは、国の対策をしっかり

と行っていただくこと、そして財源を確保し、

県としても、あわせて農業を守るためのしっか

りとした対策を打っていくことではないかと考

えております。

鹿児島県は国の対策が不十分○中野一則議員

だと、大臣を出している鹿児島県でさえもそう

―思っているんだから。そしてまたあなたは

あなたというと失礼ですね 知事は、国会決―

議を遵守しているとは言わずに、重く受けとめ

るという裏には、独自試算を出したいなという

気持ちがあられて、そういう答弁をされている

のかなとも思っているんです。だから、ぜひ独

自試算をやってください。お願いします。

時間がありませんが、肉用牛あるいは養豚に

与える影響も大きいと思うんです。そういう経

営継続が本当に可能かどうかを、担当部長にお

尋ねします。

県では、畜産○農政水産部長（郡司行敏君）

分野におきましても、宮崎県ＴＰＰ対応基本方

針に基づき、生産体制の強化や経営安定対策に

取り組むことといたしております。

まず、生産体制の強化といたしましては、畜

産クラスター事業及び、県で新たに実施いたし

ます宮崎の畜産体制強化事業などを活用して、

畜舎等の施設整備や家畜導入への支援に力を入

れ、生産性の向上や担い手の育成にしっかり取

り組み、畜産経営の収益性向上に努めてまいり

たい、これによりＴＰＰに負けない生産体制を

ぜひつくっていきたいと考えております。ま

た、経営安定対策といたしましては、国が現在

検討しております牛・豚マル緊事業の拡充であ

るとか、肉用子牛保証基準価格の見直しにしっ

かり対応できるようにしてまいりたいと考えて

おります。これらの対策を関係機関・団体と一

体となって推進いたしますことで農家が安心し

て経営を継続できるように、ＴＰＰに負けない

体制ができますように環境づくりを整えてまい

りたいと考えております。

宮崎県も特に山間地がＴＰＰ○中野一則議員

の影響が大きいと思うんです。えびのにも山間

地で農業をしている地域があります。例えば上

江小学校の旧霧島分校校区内、全部が山の中で

す。そこは道路が狭くて、今、畜産をやってお

りますが、途中でトラックの積みかえをせない

かん。水源を求めるのも16キロも先からせない

かん。それが古くなっている。何とかしてくれ

と、そういう要望があるんです。ましてや鳥獣

被害もそういうところはあります。そういうと

ころがＴＰＰで大変になれば、どうにもこうに

もならぬということなんです。そういうところ

に対策することはできるんですか。

中山間地域に○農政水産部長（郡司行敏君）

おきましては、平場に比べまして、競争力強化

のさまざまな対策を打つ上で条件がよくないと

いうことは十分承知しているところです。中山

間地域もＴＰＰの影響を大きく受けるというこ

とでありますので、これらについても、平場と

同じようにＴＰＰに負けない営農ができますよ

うに支援をしっかりやっていきたい、そのよう

に考えております。

関税撤廃ということで、輸出○中野一則議員

拡大をしたいという攻めの農業と言われており

ます。そういう11カ国には関税がかからないわ

けですから、そういうところへ職員を派遣して

多くの調査研究していただくように、そういう

ことにも取り組んでいただくように要望して、

質問を終わります。（拍手）

以上で本日の質問は終わり○中野 明副議長

平成28年３月１日(火)



- 246 -

平成28年３月１日(火)

ました。

あすの本会議は、午前10時開会、一般質問及

び議案・請願の委員会付託であります。

本日はこれで散会いたします。

午後４時１分散会



３月２日（水）
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一般質問◎

これより本日の会議を開きま○星原 透議長

す。

本日の日程は、一般質問及び議案・請願の委

員会付託であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、河

野哲也議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○河野哲也議員

ざいます。

「誰も置き去りにしない」、昨年９月、国連

サミットで採択された「持続可能な開発のため

の2030アジェンダ」に盛り込まれた17の目標

が、ことしの１月に正式に発効されました。各

国は今後15年間、あらゆる形態の貧困に終止符

を打ち、不平等と闘い、気候変動に対処するた

めの取り組みを進めることになります。その基

調となったのが最初の言葉であります。地方議

員の一人であっても、「誰も置き去りにしな

い」、常に心にとめながら活動してまいりま

す。

まずは、気候変動に一番敏感な森林資源を支

える林業についてであります。

平成26年９月の代表質問で、我が会派の重松

議員が林業振興の質問をしたとき、初めて知事

は、「東京オリンピック・パラリンピックで活

用される施設に、本県の有する杉の利活用技術

の提案をする」と言及されました。「これが実

現すれば、日本のおもてなしにも貢献しつつ、

ひいては県産材の需要拡大にもつながる、さら

には、森林資源の循環利用というものを国外に

もアピールできることになるのではないかと期

待して取り組んでいる」と答弁されました。昨

年11月の議会でも確認されたことでございま

す。国は、昨年５月に、2020年オリンピック・

パラリンピック東京大会に向けた木材利用の実

現可能性調査の結果を公表しています。それに

よりますと、2010年バンクーバー冬季大会で、

スケート会場の大規模アリーナの屋根アーチ構

造、天井板に5,000立方メートルもの地元産材を

使用しています。ＦＳＣ認証材等を積極的に活

用し、木材による環境効果をアピールしていま

した。また、2012年ロンドン夏季大会で、自転

車競技施設の競技トラックにシベリアマツ、外

壁にベイスギを、同じく5,000立方メートル使用

しています。ＦＳＣ及びＰＥＦＣ認証材を使用

し、持続可能性に配慮したこと等、事例を挙げ

ていました。また、全国の自治体のうち49自治

体が、東京大会における木材利用等に関する取

り組みを検討していること、うち18自治体が、

大会に向け、ＦＳＣ、ＳＧＥＣ等の認証材取得

を推進または検討とありました。他自治体も大

きく動いていることがわかります。そこ

で、2020年東京オリンピック・パラリンピック

競技大会において、県産材の利用・活用に向け

た具体的な取り組みについて、知事にお伺いい

たします。

後は質問者席で行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。

2020年東京オリンピック・パラリンピック大

会関連施設に、杉などの国産材が利用されるこ

とは、我が国の木の文化を世界に発信するとと

もに、木材の新たな需要を喚起する、またとな

い機会であると考えております。また、特に本

県にとりましては、杉の生産量が24年連続日本

一、そして、高い利活用技術を積み重ねた蓄積

があるわけでありまして、本県ならでの貢献を

し、また、世界に向けて発信をしていく絶好の

チャンスであろうと考えております。このため

平成28年３月２日(水)
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県では、昨年末に公表されました新国立競技場

の整備計画を受け、提案者である建築家の隈研

吾氏や設計会社、建設会社、ＪＳＣ（日本スポ

ーツ振興センター）などに出向き、本県が有す

る豊富な木材やその利用技術の活用について、

働きかけを行ったところであります。また、関

連施設等の多くを整備する東京都に対しても、

杉利活用事例や技術等について提案を行ったと

ころであります。今後とも、県内の業界団体等

と連携を図りながら、大会関連施設における県

産材の利活用に向け、積極的に取り組んでまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

戦略的なことがありますの○河野哲也議員

で、これ以上はたださないことにしますが、昨

年10月、国のワーキングチームの会合の中で、

遠藤東京オリンピック・パラリンピック大臣

は、「新国立競技場については、整備計画を策

定した。特に配慮すべき事項として、木材の活

用を図ると明記している。施設整備主体の東京

都、組織委員会において、責任持って木材利用

を検討し、コスト面も含めて、適材適所の考え

方のもと、木材を最大限利用する方向で進めて

まいりたい」と述べています。絶好のチャンス

であります。知事におかれましては、環境に最

大限に配慮した、宮崎ならではの木造建築だと

言える提案をしていただき、「みやざきスギ」

活用に尽力していただきたいと思います。

ＦＳＣ認証材の先進である諸塚と山元の椎葉

に入り、オリンピック・パラリンピックの木材

利用の可能性を含め、林業振興について両村長

にお話を聞きました。共通していたのは、材の

安定した買い取り価格、できれば１万5,000円以

上。それと、山の保全を最大限に考えたとき、

担い手不足解消に支援をいただきたいとのこと

でありました。そこで、林業担い手の確保・育

成が重要だと考えます。県の取り組みについて

環境森林部長にお伺いいたします。

本県では、新○環境森林部長（大坪篤史君）

規就業者の定着を目的とした国の「緑の雇用事

業」に、平成15年度から取り組んでおりまし

て、現在、557名が森林組合等の林業事業体で就

業しております。また、新規就業希望者に対し

まして、林業に必要な知識や技術を習得できる

「みやざき林業青年アカデミー」を昨年度開設

しまして、研修を終了した５名全員が就業し、

本年度の８名も就業に向けて最終の準備を進め

ているところでございます。このほか、林業担

い手の確保・育成に資するため設置した基金を

活用しまして、就労条件の改善や林業技術者の

養成等に取り組んでいるところであります。今

後とも、こういった施策、関係機関との連携等

を通じまして、若者にも魅力ある職場づくりを

促進し、林業担い手の確保・育成に精いっぱい

努めてまいりたいと考えております。

みやざき林業青年アカデミー○河野哲也議員

は、一昨年、公明党県議団としても調査させて

いただきました。少数でも確実に人材が育って

いること、今後とも注目してまいります。

１月19日、建設中のウッドエナジー協同組合

新社屋の見学会に参加いたしました。木造軸組

みに耐震壁として御案内のＣＬＴ、いわゆる直

交集成材、床スラブとして集成材の、それぞれ

の素材を最大限に生かしたものでありました。

木造では追随を許さない倍率20倍の高耐力の壁

をＣＬＴで実現したようであります。見学会の

中で会長がおっしゃいましたけど、「どこでも

ここでもＣＬＴではない。使用意義を考え、適

材適所に用いることによって、より可能性は広

がる」との言葉に、ＣＬＴを活用した開発・実



- 252 -

平成28年３月２日(水)

用化への県の取り組みは重要であると考えまし

た。そこで、ＣＬＴを使用する意義について伺

いたい。また、ＣＬＴならではの使い方の検討

を含め、どのように普及して取り組んでいくの

か伺います。

ＣＬＴにつき○環境森林部長（大坪篤史君）

ましては、これまで木材が使われてこなかった

中高層の建築物に使用できるなど、木材の新た

な需要を喚起するものとして、大変期待をして

いるところでございます。また、ＣＬＴの利用

範囲をより広げる観点から、中高層建築物のみ

ならず、軽くて強いという特徴を生かしまし

て、木造軸組みや鉄骨づくりの建築物の耐震壁

として使うなど、ＣＬＴならではの使い方につ

きましても、検討や実証などを行っているとこ

ろでございます。国のほうでは、本年４月に

も、建築基準法に基づく告示を施行する見込み

でありまして、ＣＬＴによる中高層建築物の建

築等が加速することが期待されます。ただ、一

方で、今後ＣＬＴの普及を図るためには、いか

にコストを下げるかという課題もございますの

で、需要拡大につながるこのようなＣＬＴなら

ではの使い方につきましても、積極的に検討・

実証し、その成果の周知・定着などに取り組ん

でまいりたいと考えております。

ぜひ、県の発信を強化してい○河野哲也議員

ただきたいと思います。

2014年のソチ冬季大会のアメリカのプレスセ

ンターは、ＣＬＴを用いた壁工法を採用しまし

た。仮設を念頭に設計されており、30回の分解

と組み立てに対応できるとし、木材の再利用技

術を大きくＰＲしたとのことです。先ほどの部

長の答弁からも、ＣＬＴの可能性を宮崎が提案

できるのではないでしょうか。そこで、知事に

御決意をということで、東京オリンピック・パ

ラリンピック競技大会における県産材の活用に

向けて、改めて知事の決意をお伺いいたしま

す。

先ほども少し触れまし○知事（河野俊嗣君）

たが、本県は、先人が営々と植え育てた豊富な

森林資源と全国トップクラスの生産基盤を背景

としまして、杉の生産量が24年連続で日本一な

ど、木材供給の面でも日本トップクラスであ

る。さらには、木材利用技術センターで培った

すぐれた利活用技術があるわけであります。東

京オリンピック・パラリンピック競技大会の成

功に、本県ならではの大きな貢献ができるので

はないかと考えておるところでありますし、日

本を代表する森林・林業県としての底力という

のを国内外に発信することができる。そのこと

を通じて、本県の林業・木材産業の発展、そし

て、山村地域の活力につながるものではないか

と考えております。このため、大会関連施設

に、県産材及び当県の有する技術が活用される

よう、私を先頭に、全力で取り組んでまいりた

いと考えております。

知事の先頭に立った陣頭指○河野哲也議員

揮、よろしくお願いしたいと思います。

あわせて、今回、県は、これらを支える環境

計画、森林・林業長期計画の２つの計画改定案

も提案しています。ぜひ実効性のあるものにし

ていただきたいと思います。

福祉保健部長に何点かお伺いいたします。農

福連携でございます。

農業分野で働く障がい者を支援するため、厚

生労働省は、平成28年度予算案で、農業と福祉

の連携を促す「農福連携による障害者の就農促

進事業」に１億1,000万円を計上いたしました。

同省が農福連携に特化した事業を行うのは初め

てであります。同事業は、障がい者施設に、農
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業技術や６次産業化に向けた指導・助言のでき

る専門家を派遣するほか、農産物や加工品のマ

ルシェを開催する施設に対して支援を行うとし

ています。農林水産省が行った平成25年度実態

調査によれば、農業活動に取り組んでいる障害

福祉サービス事業所は33.5％に達し、「今後、

農業活動をやりたい」と回答する事業所も12.7

％に上がっています。今後、農業と福祉のつな

がりは強くなっていくと予想されます。本県で

も、平成19年のデータで、28.9％の障害福祉サ

ービス事業所が農業活動に取り組んでいます。

そこで、障害福祉サービス事業所において、農

業分野での生産活動を取り入れている事業所は

直近でどうなっているでしょうか。本県の状況

をお伺いいたします。

県内の障害福○福祉保健部長（桑山秀彦君）

祉サービス事業所のうち、生産活動により障が

い者に工賃を支払います就労継続支援Ｂ型事業

所は、本年２月末現在で111事業所ございます

が、このうち65の事業所において、農産物の栽

培や加工・販売といった農業分野を含めた生産

活動が行われているところでございます。

大きく拡大していると思いま○河野哲也議員

す。障がい者にとって、就労先の拡大につなが

る、工賃のアップにつながる。農業者側にとっ

ても、高齢化で不足する労働力を補うことがで

きる。農福連携の取り組みを、県としても積極

的に推進すべきだと考えます。例えば、愛媛県

砥部町の障害福祉サービス事業所「メイド・イ

ン・青空」では、地域でふえ続ける耕作放棄地

を借りて、自然栽培で米や野菜などをつくって

います。工賃は、雇用契約に基づく就労が困難

な障がい者のための同様の事業所と比べ、４倍

以上の月約６万円に上り、25人の障がい者が喜

々として働いているという報告があります。大

事なことは、農業サイドと福祉サイドをマッチ

ングさせる仕組みづくり、農業の現場で技術指

導や支援を行う人材育成であります。このた

め、コーディネーターを配置して、農業と福祉

施設の橋渡しを積極的に進めているところもあ

ります。本県は農業に特化したものは報告され

ていませんが、障害福祉サービス事業所で働く

障がい者の工賃向上の支援に関して、成果を上

げている事例についてお伺いいたします。

県では、障が○福祉保健部長（桑山秀彦君）

い者の社会的自立を支援する取り組みの一環と

しまして、就労継続支援Ｂ型事業所に対して、

経営コンサルタント等による売り上げ向上やコ

スト削減、製品開発等の指導・助言を行うこと

によりまして、工賃の向上の取り組みを支援し

ているところでございます。こうした取り組み

によりまして、例えば弁当宅配事業を行ってい

る事業所に対して、スタッフの意識改革や新メ

ニューの開発といった指導・助言を行いまし

て、工賃が前年度比で18％の伸びを実現した事

例など、平成25年度で申し上げますと、支援を

行った８事業所のうち、７事業所において工賃

額が向上したところであります。

専門的なアドバイスを行って○河野哲也議員

いるところは、確実に効果が上がっているとい

うふうに考えられます。鳥取県は、平成22年度

から農福連携を推進する事業に力を入れ、県の

東部、中部、西部に各１人ずつコーディネータ

ーを配置して、農家側から必要としている仕事

内容を聞き出し、福祉施設につないでいます。

平成25年度は84件の連携が行われたと報告され

ています。そこで、農業と福祉の連携による障

がい者支援の効果についてお伺いしたいと思い

ます。

農業と福祉の○福祉保健部長（桑山秀彦君）
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連携により、障害福祉サービス事業所にとりま

しては、農業分野の専門的な技術指導が受けら

れることで、事業規模の拡大や栽培技術の向上

による収益の増加が図られ、工賃の向上が期待

できるものと考えております。また、少子高齢

化や就業構造の変化などに伴います農業の担い

手不足が課題となる中で、農業に関する知識や

技術の習得により、障がい者の雇用促進が図ら

れますとともに、農業分野における担い手確保

にもつながっていくものと考えております。こ

うした観点から、これまでも、農業関係者を対

象にした障がい者雇用セミナーなどを開催して

きたところでありまして、今後とも引き続き、

農業と福祉の連携の促進に努めてまいりたいと

考えております。

農福連携にはいろんな形があ○河野哲也議員

ると思います。延岡でも、菌床ブロックを用い

てシイタケ栽培を行って、生シイタケとか乾燥

シイタケ、シイタケの粉、すし用の乾燥具を製

品にして販売しているＮＰＯ作業所がございま

す。その理事長とちょっとお話をしました。売

り上げは今伸びてきているんですけれども、実

は工賃アップまではなかなか。なぜかという

と、設備投資のための減価償却があるので、ま

だ工賃アップまでは行っていないということで

ありましたが、そういうところ、作業拡張のた

めを考えると、支援というのが必要だなと感じ

ます。その理事長も、「農業関連の作業に障が

いのある方々を雇用することについては、県と

してもぜひ取り組んでいただきたい」とおっ

しゃっていました。「現状の一般企業への就労

支援については限界があって、就労しても、不

安定な精神障がい者などの定着率というのは高

くないんだ。そのためには、障がい者の雇用の

範囲を広げ、その方の特性に合った仕事を選択

させる必要がある。そのために農福連携という

のは必要不可欠だ」というふうにおっしゃって

いました。

続いて、同じく福祉保健部長にお伺いしま

す。脳脊髄液減少症についてでございます。

厚生労働省の諮問機関が、同症の治療に有効

なブラッドパッチ療法の保険適用を承認いたし

ました。やっと４月から適用される運びとなり

ました。私が県議会で脳脊髄液減少症について

初質問したのが、平成19年の６月議会でした。

延岡在住の患者さんからの相談を受けてです。

交通事故でむち打ち症と診断されましたが、頭

痛、全身の痛み、脱力感で起きていることがで

きず、一日中横になっていたこと。外傷がない

ために周囲から理解されず、毎日不安でつら

く、精神的苦痛は想像を絶するものだったこ

と。広島の病院で脳脊髄液減少症と診断され、

治療ができたこと。脳脊髄液減少症とわかって

も、体の自由がきかない、仕事ができない、健

康保険が使えない、治療費の負担、治療できる

病院の少なさのため、数カ月～１年以上順番待

ちで、検査や治療も受けられない人がいる。な

お苦しんでいらっしゃる方がいるということを

お聞きして、この質問をさせていただきまし

た。

交通事故など激しい衝撃で脳と脊髄を循環す

る髄液が漏れ出し、頭痛や目まいなどを引き起

こす脳脊髄液減少症。全国で数十万人、宮崎で

も数千人の患者と推定されています。この治療

法は、髄液が漏れている硬膜の外側に患者自身

の血液を注入して漏れをとめる「ブラッドパッ

チ療法」、厚生労働省研究班の調査では、治療

を受けた９割の患者に効果が認められていま

す。一定の診断基準を満たせば、入院費などが

保険適用となる先進医療に指定されています
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が、全額自己負担となると数十万に上るなど、

多額の費用がかかります。患者の会からも、早

期の治療促進と健康保険適用が必要だと要望を

受けて、議会質問、陳情活動を繰り返しまし

た。宮崎県議会でも、「脳脊髄液減少症の研究

・治療等の推進を求める意見書」として平成19

年３月９日、「脳脊髄液減少症の診断・治療の

確立を求める意見書」として平成22年12月７

日、「ブラッドパッチ療法の保険適用及び脳脊

髄液減少症の診断・治療の推進を求める意見

書」として平成25年３月21日、いずれも全会一

致で国へ提出していただきました。この県議会

の動きに合わせて、県はこれまでどのような取

り組みを行っていただいたか、お伺いいたしま

す。

県におきまし○福祉保健部長（桑山秀彦君）

ては、患者の会からの県に対する要望等も踏ま

え、平成19年度、22年度、25年度に、脳脊髄液

減少症の診療に関する実態調査を行いまして、

県のホームページに、疾患やブラッドパッチ療

法に関する情報、それから、診療が受けられる

医療機関の情報等を掲載しまして、県民への周

知を図ってまいりました。また、平成25年度

と26年度には研修会を開催しまして、医療関係

者はもとより、交通事故やスポーツ外傷等がこ

の原因となりますことから、警察本部や教育委

員会の関係者にも参加していただいたところで

あります。さらに、国に対しましても、平成19

年度以降、毎年度、全国衛生部長会などを通じ

まして、有効な治療法への保険適用などについ

て要望を行ってきたところであります。

県も大きく動いていただきま○河野哲也議員

した。ありがとうございます。あわせて、県難

病団体連絡協議会、県難病相談・支援センター

の御尽力に敬意を表します。全国でも公明党は

患者団体と連携し、治療法の確立やブラッド

パッチ療法の保険適用を、国・地方議員が総力

を挙げて長年政府に要望してまいりました。保

険適用の実現は、多くの患者にとって悲願であ

り、今後の治療に大きな希望をもたらします。

治療件数がふえれば、同症のメカニズム解明な

ど、研究の促進に貢献することも期待できま

す。

一方で、治療に携わる医師のスキルアップが

喫緊の課題であります。脳脊髄液減少症は、症

状を外見から判断することが難しいため、「異

常なし」や精神疾患と診断するなど、医療現場

の理解は必ずしも十分ではありません。ブラッ

ドパッチ療法後のケアも含め、医療従事者への

詳細な情報提供が欠かせません。診断基準に満

たない18歳未満の子供の症例研究の推進、自賠

責保険や労災保険、障害年金の認定について

も、患者の実態に沿った制度へ見直し等、取り

組むべき課題は少なくありません。そこで、平

成28年４月からブラッドパッチ療法が保険適用

となりますが、県は今後どのような取り組みを

行うか、お伺いいたします。

県としまして○福祉保健部長（桑山秀彦君）

は、脳脊髄液減少症の診療が可能な医療機関の

情報に加えまして、ブラッドパッチ療法が新た

に保険適用となったことをホームページで県民

にお知らせしますほか、県難病相談・支援セン

ターなどで、患者の方々からの相談にも対応し

てまいりたいと考えております。

何より、この病気に対する社○河野哲也議員

会的な理解を広げることが重要だと考えます。

職場や学校で仮病と疑われ、無理解と心ない言

葉に苦しむ人、重篤で寝たきりになって職を

失った人。患者や家族が抱える苦しみははかり

知れません。患者が安心して治療に専念できる
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環境整備への支援を求めます。

済みません、福祉保健部長ばかりの質問にな

りますが、もうちょっと我慢してください。

家庭的養護の強化についてでございます。

「家庭的養護みやざきモデル推進プロジェク

ト」の概要については、代表質問の中で確認が

ありましたので、割愛いたします。

11月に質問した愛知式新生児里親委託が縁

で、里親の会の皆さんと懇談を持ち、この推進

プロジェクトについて意見交換をいたしまし

た。特に、家庭的養護の今後の方針、委託制度

について、里親の研修等に不安な部分があると

のことでありました。本県の里親等委託率は、

平成27年３月現在で14.1％であり、里親委託が

進んでいない現状を、養育里親に関する理解が

進んでいないこと、里親年齢の高齢化にあると

し、具体的な施策の提案をしていただいていま

す。そこでまず、乳児院、ファミリーホームの

本県の現状と今後の整備の方向性についてお伺

いいたします。

県内には、お○福祉保健部長（桑山秀彦君）

おむね２歳未満の乳幼児を預かる乳児院が１カ

所、里親が、養育を補助する者を置いて、５名

から６名の児童を預かるファミリーホームが１

カ所、それぞれ宮崎市内に設置されておりま

す。今後の整備につきましては、昨年10月に策

定いたしました宮崎県家庭的養護推進計画に基

づき、乳児院を来年度、都城北諸県地域に整備

する予定であり、その後、県北地域におきまし

ても、なるべく早い時期に乳児の入所枠を児童

養護施設に設けることとしております。また、

ファミリーホームにつきましては、多くの児童

を受け入れることができる制度でありますの

で、養育力と熱意のある里親に対しましては、

ファミリーホームへの転換を支援してまいりた

いと考えております。

あくまでも里親委託が推進さ○河野哲也議員

れるということが前提で整備をお願いしたいと

思います。

懇談の中で、特に支援員との信頼関係がこの

事業の成否を分けると感じました。乳児院に併

設される児童家庭支援センターにおいて実施予

定の里親トレーニング事業について、里親とト

レーナーの信頼関係の構築が重要になると考え

ますが、事業の内容についてお伺いいたしま

す。

里親トレーニ○福祉保健部長（桑山秀彦君）

ング事業につきましては、児童家庭支援センタ

ーに配置されました里親トレーナーが、子育て

の経験がないなど、児童の養育に不安を抱える

新規の里親などに対しまして、委託後に見られ

る児童の愛情確認行動である、いわゆる赤ちゃ

ん返りなど、養育上のさまざまな状況に対応す

るためのトレーニングを実施するものでありま

す。また、御指摘のように、トレーナーと里親

との関係は、トレーニングを行う上で非常に重

要な要素となりますことから、里親の状況に応

じた細やかな助言等が行えますよう、社会福祉

士等の専門資格を持って児童福祉に精通した人

材を配置することによりまして、信頼関係を構

築してまいりたいと考えております。

ありがとうございます。県○河野哲也議員

は、平成31年度までに、児童養護施設、乳児院

の全施設に里親支援専門員を置くとしていま

す。地域の里親への相談・レスパイトケアの体

制づくりをしっかり進めていただきたい。そし

て、新生児里親委託への準備もぜひ進めていた

だきたいと思います。

保育人材確保についてでございます。

２月上旬、県政報告会の後、延岡市の保育士
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の方々と意見交換をさせていただきました。雇

用形態について、賃金格差について、処遇改善

について、職員配置について、質の向上につい

て等、さまざまな課題についてお話しすること

ができました。保育士の確保につきましては、

昨日、後藤議員が問題提起されたので、重複す

るところは避け、質問させていただきます。

県は、みやざき子ども・子育て応援プランの

幼児教育・保育等の提供体制の中で、保育に係

る量の見込み及びその提供体制の確保対策を位

置づけています。まずは、全国的には保育士の

不足が問題になっていますが、本県の状況につ

いてお伺いいたします。

今年度からス○福祉保健部長（桑山秀彦君）

タートしました「子ども・子育て支援新制度」

におきましては、保育所等の定員増や、一時預

かりの充実などによる保育の量の拡大ととも

に、職員配置の改善による質の向上を図ること

とされておりますことから、保育人材に対する

ニーズが一層高まってきているところでありま

す。こうした中、本県におきましても、保育士

の有効求人倍率が上昇傾向を示しているなど、

以前よりその確保が困難な状況にあると考えて

おります。

本県においても、乳幼児の年○河野哲也議員

齢による充実した配置を目指すと、基準を超え

るものになり、不足するという分析になると思

います。そのような中、中堅の保育士が大きな

課題であると感じていることが、新卒の保育士

が、養成機関では学べない多様な課題に対応で

きず、その結果、早期の離職が多くなっている

ということでございました。例えば、法令や制

度、発達障がいに関すること、児童虐待への対

応、保護者への対応などでございます。そこ

で、保育士の離職防止のために、保育士の基本

研修の充実と、喫緊の課題に対応していくため

の研修の拡充等、専門性向上が重要だと思いま

すが、県はどのように取り組んでいくのか、お

伺いいたします。

保育士の離職○福祉保健部長（桑山秀彦君）

防止のためには、給与の引き上げや休暇制度の

充実など、職場環境を改善しますとともに、保

育士のキャリアに応じた研修を実施していくこ

とが必要であると考えております。このため、

県におきましては、関係機関と連携した処遇改

善などに取り組みますとともに、障がい児の受

け入れ対応など、スキルアップのための研修を

充実させてきたところであります。さらに、来

年度からは、保育団体等が行う研修に対する支

援や、事故防止や乳児保育など、保育現場の喫

緊の課題に対応するための研修を新たに実施す

ることによりまして、保育士の専門性の一層の

向上を図ってまいりたいと考えております。

新卒保育士の不安を払拭する○河野哲也議員

ための御努力、よろしくお願いしたいと思いま

す。

“ひむか”の授業づくりについて、教育長に

お伺いいたします。

合同政策研究会で事業の概要説明を受けたと

き、この事業に違和感を持ちました。まず、今

まで、小学校６年生、中学校３年生の全国学力

・学習状況調査と、その前の学年の５年生、中

学２年生の県作成の学習状況調査を実施してい

ましたが、今回、学力の経年変化を掌握すると

して、小学校４年生、中学校１年生も加えて、

小学校４年から中学校３年まで実施するとなっ

たことでございます。

そこで、違和感を感じた理由として、全国学

力検査の前年度の県学力検査だけでは、今まで

効果が上がってきていなかったということか。

平成28年３月２日(水)
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それと、それ以外の学力テストは、標準学力テ

ストということでＣＲＴ（絶対評価）を使って

いたんですけど、私は、そのほうが個別の学力

というのは丁寧に掌握できるはずだがなと思い

ました。もう一つ、研修センターの知恵を結集

したＷｅｂ単元システムというのがあったと思

いますが、これは一体どうなるのか。教育委員

会の反感を買うのを覚悟の上で、ロジックが

しっかりしている全国学力検査を県の学力検査

は踏襲できるのか、そういう疑問、違和感があ

りました。

この事業も、時間の許す限り、現職の先生方

に意見を求めました。推進に賛成だという意見

と問題ありという意見が半々でございました。

経年比較の学力検査について賛成だとの意見の

中に、先ほども挙げましたけど、「Ｗｅｂ単元

システムは、１学級40人分を細かな項目ごとに

点数集計し、毎単元入力する。この作業という

のは相当なもので、できたら学力検査で統一し

ていただきたい」という声がございました。県

が独自に実施する学力検査と全国学力・学習状

況調査の経年変化から、子供たちの学力が掌握

できるのか、まずはお伺いしたいと思います。

学力調査で学力を正○教育長（飛田 洋君）

確に把握するには、基礎力を問うのか、あるい

は活用する力を問うのかなど、観点を明確にし

て問題を作成していくことが大切であります。

また、調査の後に、その問題が、想定していた

観点をしっかり評価できていたかなどについて

も検証することが必要であります。また、さら

に、国が作成する全国調査の問題を、問題作成

のモデルとして研究することも大切であると考

えております。本県では、このような観点か

ら、問題作成の検証や研究を行い、調査問題の

質を高めてきているところであります。また、

学力調査の結果をどのように生かすのかという

視点からは、結果の分析が御指摘のとおり大切

でありますので、例えば、上位層の生徒が多い

のか、下位層が多いのかなど、学力の分布を明

確に把握したり、現在の中学生が、小学校のと

きから学力の状況がどう変化してきているの

か、あるいはどの分野に課題があるのかをつか

むなど、改善に生かせるよう、利用の観点を明

確にした分析を行ってまいりたいと考えており

ます。このような工夫を続けて、子供たちの学

力の正確な把握に努めてまいりたいと考えてお

ります。

ありがとうございます。県作○河野哲也議員

成の検査は全国レベルであるということを期待

したいと思います。

今、教育長の説明の中と、事業計画書の説明

の中に、「各学校の課題やニーズに柔軟に対応

する」という項目がありました。ニーズに柔軟

に対応するということがよくわからなかったん

です。結局、検査結果をどう生かすのかという

のが大事になってくると思うんですけど、これ

が各学校に委ねられてしまう危険性というか、

そうなると、この分析とかが生かされないん

じゃないかなという気がします。私も現職時

代、あんまり言っちゃいけないかもしれません

けど、例えば県学力テスト、管理職の指導は結

果のみを重視して、同じような問題を山ほどさ

せるとか、宿題にするとか、プリントにすると

か、そういうことが強いられてしまうと、現場

の真面目な先生方は飽和状態になってしまうの

ではないかと、そういうふうに考えたところで

ございます。教職員の意識改革の推進は極めて

重要であります。しかし、事業内容を見ると、

これまでさんざんやってきているのではないか

という声も聞きます。何がこれまでと違うのか
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明確にする必要があります。そこで、教職員の

意識改革を図るため、「子どもの学びを高める

“ひむか”の授業づくり推進事業」における特

色ある取り組みについて、教育長にお伺いいた

します。

子供たちに確かな学○教育長（飛田 洋君）

力を身につけさせるためには、一過性のもの

じゃなくて、一人一人の子供たちがわかるよう

になったとか、あるいはできるようになったと

実感できるように授業を改善していくことが大

切であると考えております。そのために、市町

村教育委員会が指導する、県が指導する、それ

を乗り越えて、まずは県と市町村が課題意識を

共有し、学校の指導に当たることが必要であり

ますので、具体的な指導項目等を県と市町村が

一緒になって検討し、同じ思いを持って指導に

取り組むための戦略を練る会議として、新たに

学力向上推進委員会を設置いたします。また、

県学校政策課、教育事務所、県教育研修センタ

ーの指導主事で支援チームを新たに組織して、

各市町村ごとに担当者を明確にして、年間を通

して切れ目なく学校訪問をし、授業改善の指導

を、ニーズに応え、現場に寄り添いながら、手

厚くしていくこととしております。さらに、現

場の教職員で組織している各教科の研究会に、

新たに指導主事も加えてプロジェクトチームを

組織しまして、学力調査の分析や授業モデルの

構築を教科ごとに行いますとともに、研修会の

企画運営などの取り組みも推進してまいりたい

と考えております。

教育長の答弁、実は、教育委○河野哲也議員

員会側の意識改革が必要だということだと思い

ます。今の答弁の中で、市町村支援チームなど

の新設をするわけですけど、現在の県の人員体

制で十分対応できるかなということが大変心配

でございますが、いかがでしょうか。

今回、新たな事業を○教育長（飛田 洋君）

展開するに当たり、指導主事が学校訪問等にか

かわる回数がふえます。また、現場の教職員と

密接に協議して行う業務も新たに加わることに

なります。このため、これらの業務に十分取り

組むことができるよう、学校政策課、教育事務

所、県教育研修センターなどがかかわるこれま

での事業の見直しを図りたいと考えておりま

す。具体的には、例えば、実際今やっている学

校訪問の形態を改善します。改良いたします。

そういう見直しをするとか、会議をもっと簡素

化して簡単に打ち合わせができるようにすると

か、そういうさまざまな工夫を重ねながら、新

規事業の効果を上げることができるよう取り組

んでまいりたいと考えております。

現場の先生方もおっしゃって○河野哲也議員

いました。学力を上げた学校、教師の講じた対

策が偽りなく公開されるということが非常に大

事だと。その学力を授業で上げたのか、それ以

外で上げたのか。授業で上げた部分、どんな授

業でどんな教材が活用されたのか。そういうこ

とをしっかりと公表していただきたいというふ

うにありました。それが前提条件じゃないと、

この新しい対策というのは効果が望めるのかと

いうことも声としていただきました。県が成功

事例から学ぶ姿勢を持っているのか、民間の教

育団体とか塾等の活用を図る方法というのを模

索するべきじゃないかということでございま

す。研究や研修のニーズを教員が選択できるよ

うにすべきだと考えます。現状では選びようが

ありません。研修等に民間の研究団体や塾の活

用はできないのか、教育長にお伺いします。

教職員の授業力を高○教育長（飛田 洋君）

めるために、そして子供たちの学力向上を図る
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ためには、これまで行ってきた研修の充実を一

層図るということも大切でありますが、新たな

発想、例えば外部の民間からのお知恵をおかり

する。そういうものも加えながら、教職員一人

一人の意識を改革することが大変重要であると

考えております。その一環として、本年度、ま

ず教育委員会職員からということで、教育経済

学者で、国の教育再生実行会議のメンバーでも

ある慶應大学准教授の中室牧子先生を講師とす

る研修や、今関心が高まっているアクティブラ

ーニングについて、先駆的な実践を行っておら

れる羽根拓也先生を講師としてお招きし、教育

委員会事務局職員向けの研修を行ったところで

あります。また、学校現場におきましては、高

等学校なんかでは、学校とＰＴＡが連携して予

備校講師を招き、生徒に指導を行っていただく

とともに、教職員もその指導のよさを学ぶなど

の取り組みがなされております。今後とも、幅

広い分野の人材を活用いたしまして、本県教育

の充実に努めてまいりたいと考えております。

今の答弁の中の高等学校の事○河野哲也議員

例は、教育委員会主催じゃありませんので、中

室准教授、羽根先生の講話をぜひ今回の事業に

生かしていただきたいなと思います。今後、教

職員に対してどのような取り組みをしていく

か、最後にお伺いします。

先ほど御紹介させて○教育長（飛田 洋君）

いただきました中室牧子先生、羽根拓也先生の

研修を受講した職員に聞いてみますと、「業務

に対する意識を変える必要性を感じた」とか、

「授業改善のポイントが整理できた」などの感

想を言ってくれました。実は、私もこの二人の

先生の研修に参加しまして、私自身も、一定の

価値がある、すばらしいと思ったところでござ

いました。そのため、来年度は、県教育研修セ

ンターで、早速、教職員を対象とする講座に中

室先生を講師とした研修を計画したほか、民間

の方を含め、さまざまな方々にも講師をお願い

することを、今、計画いたしているところでご

ざいます。県教育委員会におきましては、幅広

い外部人材も活用することで、今後とも、教職

員一人一人の力量や意識を高める取り組みを積

極的に進めてまいりたいと考えております。

ぜひ、現場の先生方のお声も○河野哲也議員

しっかり受けとめていただいて、この事業を進

めていただきたいと思います。

飛田教育長におかれましては、平成24年９月

議会以来、私の拙い質問に対して真摯に対応し

ていただきました。心より感謝を申し上げて、

質問の全てを終わります。ありがとうございま

した。（拍手）

次は、日髙陽一議員。○星原 透議長

〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ○日髙陽一議員

んにちは。自由民主党、宮崎のひなた、日髙陽

一です。

本日は、傍聴席にお忙しい中足を運んでいた

だきまして、まことにありがとうございます。

今回、２度目の質問ということで、先輩方に比

べればまだまだ未熟ですが、精いっぱい頑張り

ますので、皆様、どうか、どうか寝ないでくだ

さい。お願いします。

さて、先日、東京の友人からメッセージがあ

りまして、「東京で宮崎のポスターを見たよ。

日本のひなた宮崎、イメージどおり、ぴったり

だね」というメッセージをいただきました。先

日、渡辺議員も質問していらっしゃいました

が、本当にすばらしいプロモーションだと思い

ます。東北の方と先日お話をした際、「宮崎は

暖かくてゆったりとしたイメージがあります」

とお話をいただきました。きょうも、東日本は
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交通が麻痺をするほどの本当に荒れた天気であ

ります。しかし、この宮崎は本当にすばらしい

天気であります。まさに日本のひなた宮崎で

す。私もこのＰＲにしっかりと積極的に取り組

んでいきたいと思います。皆さんもぜひ、この

バッジをつけて、宮崎の営業マンとして御協力

をよろしくお願いいたします。

さて、質問に入りたいと思います。まずは、

農水産業振興についてお伺いをいたします。

先日、平成26年農業産出額が公表されまし

た。本県は、平成25年から113億円増加し3,326

億円で、全国５位となりました。これは、口蹄

疫が発生する前の平成21年の順位に回復したも

のであり、関係する皆様の御尽力のたまものと

深く感謝をいたしますとともに、農業をなりわ

いとする私としても感慨深く思った次第であり

ます。一方、時を同じくして、国から2015年農

林業センサスの結果が発表されましたが、その

内容はショッキングなものでした。本県の総農

家数は、５年前から16.4％減少して４万4,747人

となり、その平均年齢も65歳を超えるなど高齢

化も進んでおります。また、昨年10月のＴＰＰ

大筋合意を受け、農業への影響を不安に思う声

も多い一方で、まだまだ地域を支え頑張ろうと

いう生産者も多くいます。このような意欲を

持った若者を育て、あるいは新しく迎え入れ、

夢を描ける宮崎の農業に向け、知事にはぜひ先

頭に立って引っ張っていただきたいと考えてお

ります。そこで、農業者が減少する中、将来の

本県農業を担う人財育成・確保について、知事

にお伺いいたします。

以下の質問は、質問者席にてお伺いいたしま

す。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

農業人財の育成・確保についてであります。

御指摘がありましたように、農業産出額が全国

第５位という全国に冠たる食料供給基地、こう

した本県農業の持続的発展を図っていくために

は、時代の変化に対応した、たくましい実践力

を備えた担い手の育成・確保が喫緊の課題であ

ると認識をしております。このため、農業大学

校を次世代農業の総合研修拠点として位置づけ

まして、企業等と連携した先進的農業が学べる

チャレンジファームを整備しますとともに、私

が塾長を務めますトップランナー養成塾を設置

し、将来の本県農業を担う若手農業者の育成に

努めるなど、新たな取り組みも開始したところ

であります。この養成塾では先週、第１期19名

を送り出したところであります。私も何度か意

見交換をする機会を得たわけでありますが、

「ＴＰＰなどさまざまな課題がある中で、この

変化が激しいときに農業ができることは幸せで

ある。大きなチャンスを感じる」という大変心

強い言葉もいただいたところであります。

また、本県での就農に関心のある方々を対象

としまして、都内において就農講座などを開催

して、私からも直接、宮崎農業の魅力を伝える

など、本県への移住促進にも努めたところであ

ります。参加者といろいろ意見交換をしたわけ

でありますが、今現在、技術者として都内で活

躍をしておられる方で、「いずれお墓のある宮

崎に戻ってきたい。そのときにＩＣＴを活用し

た農業を積極的に取り組んでみたい」、そうい

うような意欲を持った参加者もおられたところ

であります。大いにこの宮崎の農業に対する関

心の強さ、そして可能性というものを感じたと

ころであります。

今後とも、こうした取り組みを積極的に展開

しながら、本県農業を牽引する若い担い手を育
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成しまして、彼らとともに夢と希望を持てる宮

崎農業の実現を目指してまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

ありがとうございました。１○日髙陽一議員

人でも多くの後継者が育つよう、どうぞよろし

くお願いいたします。

現在、少子高齢化もそうですが、人口減少も

大きく取り沙汰されています。日本の2030年の

労働人口は、現在の6,657万人から1,070万人も

減ると言われています。昨年９月の一般質問で

対応等を質問させていただきました、いわゆる

女性活躍推進法が４月から全面施行されます

が、日本は女性の活躍の場がまだまだ少ない状

況です。女性の活躍の場がしっかり整えば、日

本のＧＤＰは15％上がるとも言われています。

そして定年退職60歳、会社によっては55歳、65

歳とそれぞれですが、皆さん、まだまだ若くて

元気な世代であります。政府は、家庭、職場、

地域で誰もが活躍できる一億総活躍社会実現に

向けた施策を推進しておりますが、本県にもそ

うした力を持て余している人材がたくさんいる

中、農業における女性や高齢者の活躍に向けて

どのように取り組んでいくのか、農政水産部長

にお伺いいたします。

しなやかな感○農政水産部長（郡司行敏君）

性や発想を有する女性や、幅広い経験を有する

高齢者が元気に活躍する場を確保していくこと

は、本県農業の持続的発展にとって大変重要で

あると認識をしております。このため本年度か

ら、産地で雇用調整を行う「援農隊」の育成等

により、定年退職者や女性が円滑に農業に参画

できる仕組みづくりを進めております。さら

に、来年度からは、本議会でお願いしておりま

す「「みやざき農業女子」元気活躍促進事業」

により、元気な農業女子の発掘とネットワーク

づくりを支援しながら、将来、女性経営者を目

指す人材育成にも取り組んでまいりたいと考え

ております。

「援農隊」、そして「「みや○日髙陽一議員

ざき農業女子」元気活躍促進事業」を、どうぞ

よろしくお願いいたします。

国は、農業法人化、規模拡大など大規模農家

に力を注いでいます。農林業センサスによる

と、法人化をしている農業経営体数は725経営体

で、５年前に比べて166経営体が増加し、法人化

が進みつつあります。しかし、実際日本の食を

支えているのは中小規模農家であります。本県

においても、法人化をしていない農業経営体

が97.2％と大部分を占めており、さらに、現在

の農業人口の半分が高齢者で、これから規模拡

大をするのが難しい方々もたくさんいます。そ

こで、本県農業を支えている家族経営を中心と

した中小規模な農家の生産性や所得の向上に向

けて、県は今後どのように営農指導をしていこ

うと考えておられるのか、農政水産部長にお伺

いいたします。

農業を基幹産○農政水産部長（郡司行敏君）

業とする本県において、家族経営体を中心とし

た担い手の生産性や所得をさらに向上させるこ

とは、極めて重要であると考えております。こ

のため県では、関係機関・団体等と連携しなが

ら、生産技術や農業経営の改善といった営農指

導の強化に取り組んでいるところであります。

さらに来年度からは、本議会でお願いしており

ます「宮崎方式産地改革総合支援事業」によ

り、これまでモデル的に取り組んでまいりまし

た、農業者や産地の技術レベルを分析して経営

を改善する取り組みを、県内全域に拡大してま

いりたいと考えております。また、農家カルテ

を整備し、農業者の経営発展段階に応じた研修
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を行うとともに、指導者の資質向上のための研

修を体系化するなど、県と農業団体が連携して

現場指導を行う、本県独自の営農支援体制を構

築してまいりたいと考えております。

これまで宮崎の農林水産業を○日髙陽一議員

支えてこられた方々、そして、これから担う若

者のために、宮崎独自の支援体制をよろしくお

願いいたします。

先ほど知事より、「宮崎農業の魅力を伝え、

移住促進にも努めていきたい」という答弁をい

ただきましたが、その農業の魅力が伝わり、い

ざ農業を始めようとするときに問題なのが、初

期投資であります。施設栽培を始めると、施設

代に加え、さまざまな機械も購入しなければな

りません。新規就農を促進するには、農業技術

の習得や農地確保の支援に加え、こうした初期

投資の負担軽減を図ることが必要と考えます。

農業機械の導入には初期投資を要することか

ら、リース事業の活用を推進する必要があると

思いますが、県の考えについて、農政水産部長

にお伺いいたします。

農業機械の導○農政水産部長（郡司行敏君）

入は、生産性の向上や労働負荷の軽減、労働力

の削減など、本県農業の競争力強化や経営規模

の拡大等を図る上で不可欠でありますが、御指

摘のとおり、初期投資が高額であるという課題

がございます。このような中、初期投資を軽減

できることなどから、農業機械のリースが注目

を集めており、本県では、27年度のＪＡグルー

プの利用実績だけでもおよそ700件となるなど、

着実にその利用が増加しているところでありま

す。今般、国におきまして、農業の国際競争力

の強化や産地の活性化を目的とした「産地パワ

ーアップ事業」が創設されておりますが、この

事業などをうまく活用することで、農業機械の

リースに対する支援をしっかりやっていくこと

が重要であると考えております。県といたしま

しては、関係機関・団体と連携し、この事業の

周知や推進を図り、リース事業の積極的な活用

を図ってまいりたいと考えております。

積極的な活用をよろしくお願○日髙陽一議員

いいたします。

宮崎には新鮮でおいしい農産物がたくさんあ

ります。しかし、本県は食料の大消費地から遠

隔地にあるため、農産物が届くまで時間を要し

ます。ということは、宮崎でないと食べること

ができない味があるわけです。日本一の宮崎牛

とあわせて、宮崎でしか食べられない幻の食材

ブランディングをつくり上げて、県外から宮崎

に来て食してもらえば、観光促進につながるの

ではないでしょうか。そして、本県農産物は、

おいしさ、鮮度に加え、世界トップレベルの残

留農薬分析技術による安心・安全という大きな

強みがあります。先月、ブルネイのヤスミンエ

ネルギー産業大臣が来県された際、昨年10月に

開所した総合農業試験場内にある食の安全分析

センターを視察いただきましたが、世界最先端

の分析体制に大変関心を寄せていらっしゃいま

した。そこで、食の安全分析センターを今後ど

のように活用していくのか、農政水産部長にお

伺いいたします。

一般社団法人○農政水産部長（郡司行敏君）

食の安全分析センターでは、県と株式会社島津

製作所等が共同開発した、500成分を50分で一斉

分析できる世界最先端の分析装置と、総合農業

試験場が長年にわたり蓄積したノウハウ等を活

用して、この４月から、本格的に残留農薬等の

受託分析業務を開始することといたしておりま

す。また、今後、分析技術の国際認証でありま

すＩＳＯ17025を取得し、国内外のニーズに対応



- 264 -

平成28年３月２日(水)

できる分析拠点として機能の高度化を図る計画

でございます。県といたしましては、食の安全

分析センターを活用し、「宮崎産は安全・安

心」という信頼性の向上、加工業者等との契約

取引や輸出の拡大、さらには機能性に着目した

商品の開発等に取り組み、本県の農水産業や食

関連産業の競争力の強化に努めてまいりたいと

考えております。

宮崎の強い攻めのブランディ○日髙陽一議員

ングを、どうぞよろしくお願いいたします。

先ほども述べましたように、宮崎は安心・安

全でおいしい、すばらしい食材の宝庫です。こ

のような中、本県での学校給食における県産食

材の使用率は、平成25年度で30％超えと、全国

平均の25.8％を上回ってはいるものの、まだ伸

ばせる数字だと思っております。価格の問題な

どありますが、宮崎の子供たちには宮崎の安心

・安全な食材を食べていただきたいと思ってい

ます。食材は、野菜もそうですが、安定供給が

確保できないと、どうしても価格が高騰してし

まいます。特に水産物は、その日の水揚げに

よって価格が変わってきます。魚は、肉に負け

ない高血圧など成人病を予防するたんぱく質、

人間の脳の細胞をつくり働きを活発にするＤＨ

Ａ、またタウリン、カルシウムなど、特に子供

たちに摂取してほしいいろいろな成分が入って

います。そんな栄養満点の水産物を、ある程度

の量があるときに加工して保存しておけば、安

定供給ができるのではないでしょうか。そこ

で、本県水産物の加工促進と販売拡大の取り組

みについて、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

水産物の加工○農政水産部長（郡司行敏君）

販売の推進につきましては、消費者への安定供

給や魚価の安定を図る上で大変重要であると認

識をしております。このため県では、専門家の

指導のもと、消費者のライフスタイルの変化に

合わせた、家庭で簡単に調理ができるファスト

フィッシュや、本県産シイラを活用した学校給

食向けの業務用加工品の開発を支援いたします

とともに、県漁連と水産加工業者との連携によ

る加工・販売体制の構築などの取り組みを促進

しているところであります。県といたしまして

は、今後とも関係者と連携しながら、これらの

取り組みを積極的に促進してまいりたい、その

ように考えております。

今後とも、加工品の開発をど○日髙陽一議員

うぞよろしくお願いいたします。

次に、海岸松林保護について質問をいたしま

す。

県は、平成17年度に海岸防災林造成事業とし

て住吉海岸に防潮護岸を設置しましたが、昨

年、台風の被害で大きく破損しております。先

日、私も現地を見てきましたが、大変危険な状

況にありました。海岸防災林は、言うまでもな

く、潮害や風害の災害防止機能を有しており、

農地や居住地を災害から守る重要な役割を果た

しております。防災林がなくなってしまうと大

きな被害が出ることから、地域住民は大変心配

しております。そこで、宮崎市浜山地区の防潮

護岸についてどのような復旧対策を進めていか

れるのか、環境森林部長にお伺いいたします。

浜山地区の防○環境森林部長（大坪篤史君）

潮護岸につきましては、昨年８月に発生した台

風15号に伴う暴風や波浪によりまして、前面の

砂浜が侵食され、285メートルにわたって沈下や

破損などの被害を受けたところでございます。

その復旧につきましては、護岸の背後にある松

林を保全し、地域の方々の生活を守るために、

暴風や波浪による砂浜の侵食にもしっかりと耐
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え得る構造となるように検討を行いまして、そ

の必要となる経費について、今回の補正予算に

計上いたしました。具体的には、高波を直接受

ける本体は、コンクリートにより補強し、前面

には砂の流出を防止するためのマットを新たに

敷設するなど、より強固な構造としたところで

ございます。

富士市の巨大堤防までとは言○日髙陽一議員

いませんが、しっかりとした復旧対策をよろし

くお願いいたします。

続いて、前回９月定例県議会でも質問をさせ

ていただきました、松くい虫被害対策について

お伺いをいたします。前回の質問時には、「こ

こ10年ほど横ばいで推移していたが、猛暑や少

雨等の影響もあって、平成25年度以降、被害が

増加している」と答弁がありました。先月、読

売新聞に、「今年度の最終的な松くい虫の被害

量は、過去10年で最悪の見通し」と出ておりま

したが、これらへの対応として、今定例県議会

に、松くい虫伐倒駆除事業約8,300万円の補正の

増を提案しておられると思います。そこで、松

くい虫被害の状況について、環境森林部長にお

伺いいたします。

本年度の松く○環境森林部長（大坪篤史君）

い虫の被害量につきましては、９月末時点で前

年度の約1.4倍、宮崎市につきましては約３倍と

なっているところでございます。本年度末時点

の想定ですが、既に被害を受けて松枯れを発生

する面積が、今後さらに県全体で2,700立方メー

トル増加しまして、最終的には昨年度末の1.5倍

となる約5,800立方メートル、本数の推計で約８

万3,000本になるのではないかと見込んでいると

ころであります。

８万3,000本、大変な被害で○日髙陽一議員

す。この８万3,000本の松の伐倒となると、作業

も植林も大変であり、喫緊の問題であると思い

ます。県は、昨年11月に松くい虫被害緊急対策

プロジェクトチームを設置し、関係者が一体と

なって防除対策の実施を協議すると伺っており

ますが、この松くい虫被害緊急対策プロジェク

トチームにおける取り組みについて、環境森林

部長にお伺いいたします。

議員もおっ○環境森林部長（大坪篤史君）

しゃいましたように、県では、拡大する松くい

虫被害に対しまして、関係者が一体となった防

除対策に緊急に取り組むために、昨年11月、庁

内にプロジェクトチームを設置したところでご

ざいます。さらに、国有林を所管する森林管理

署や民有林を所管する市町村、ゴルフ場等の関

係団体との連絡会議を設置しまして、有識者を

招いての現地検討会や、関係者約160名のボラン

ティアによる被害木の伐倒作業等に取り組むな

ど、被害の現状や防除意識の共有を図っている

ところでございます。被害木につきましては、

今年度末の被害見込み量に対して、現時点で約

５割の伐倒作業を実施したところでございます

が、５月下旬ごろからは、新たな成虫が被害木

から飛び立って、さらに被害が広がる可能性が

ございますので、それまでには全ての被害木の

処理を完了することといたしております。今後

とも、関係者としっかり連携しながら適切な防

除を行い、県民の貴重な財産である海岸林の保

全に努めてまいります。

これ以上被害が広がらないよ○日髙陽一議員

うに、プロジェクトチームでしっかり対応して

いただきたいと思います。

続きまして、少子化対策について質問いたし

ます。

少子化が急速に進む現在、次世代の社会を担

う子供を安心して産み、健やかに育てられる環
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境づくりを社会全体で進めることは、喫緊の課

題でありますが、宮崎は子育てをするにはすば

らしい環境が整っていると思います。平成26年

の合計特殊出生率は1.69となっており、全国２

位の高水準を維持しておりますが、人口維持に

必要とされる水準2.07には達していない状況に

あります。この出生率を上げるには、子育て支

援や、仕事と生活の調和の推進などはもちろん

のことでありますが、少子化の大きな要因であ

る、未婚・晩婚化への対応も重要と考えます。

そこで、みやざき結婚サポート事業の現在の状

況と今後の取り組みについて、福祉保健部長に

お伺いします。

みやざき結婚○福祉保健部長（桑山秀彦君）

サポート事業につきましては、宮崎、都城、延

岡の各市に、昨年８月以降、順次サポートセン

ターを設置しまして、12月から結婚を希望する

独身男女の１対１のお見合いを実施していると

ころであります。２月末日現在の登録会員数

は、男性が312名、女性が249名の合計561名と

なっておりまして、縁結びサポーターがお引き

合わせを行った数は100組となっております。県

としましては、今後とも、結婚の希望がかなう

環境づくりを推進するため、市町村や民間団体

等とより一層の連携を図りながら、３つのセン

ターから離れたところでの登録窓口の開設など

による会員の確保や、研修の実施による縁結び

サポーターの養成、スキルアップなどに取り組

むことによりまして、事業のさらなる展開を

図ってまいりたいと考えております。

ありがとうございます。１組○日髙陽一議員

でも多くのカップルができるよう、よろしくお

願いいたします。

引き続き、少子化対策に関しての質問です

が、無事に結婚しても、子供を授かれない夫婦

もいらっしゃいます。私の友人も現在不妊治療

を行っておりますが、診察を受けるために予約

をしようとしたら、「初診まで１年待ち」と言

われたそうです。それほど不妊治療の待機者が

いるということは、県内に多くの不妊で悩んで

いる方々がいると思いますが、県内で不妊治療

を行っている人はどの程度いらっしゃるのか、

福祉保健部長にお伺いいたします。

全国的には、○福祉保健部長（桑山秀彦君）

不妊の治療を受けたことがある夫婦の割合は６

組に１組と言われております。県内で不妊治療

を行っている方の総数は把握しておりません

が、不妊治療のうち、体外で受精させて子宮内

へ移植する体外受精など、高度な治療でありま

す特定不妊治療については、治療費の助成制度

がありまして、平成26年度において県内で延

べ840件の助成実績があります。

体外受精など高度な不妊治療○日髙陽一議員

は、公的な保険適用がなく、治療費が高額とな

るため、多くの家庭が多大な費用捻出と闘って

おられる状況にあります。また、治療に対して

不安も大きく、さまざまな悩みを抱えている御

夫婦も多いと思いますので、経済的な負担軽減

とあわせて、精神的な面でのサポートも必要で

あると考えます。そこで、不妊治療を行ってい

る人に対して県はどのような支援を行っている

のか、福祉保健部長にお伺いいたします。

先ほど申し上○福祉保健部長（桑山秀彦君）

げました特定不妊治療につきましては、平成16

年度から、国の制度を活用した治療費の助成事

業を実施しており、今年度からは、不妊の原因

の約半数を占めると言われております男性不妊

についても、国に先駆けて、治療費の助成を開

始したところでございます。また、薬物療法や

タイミング指導などの一般不妊治療につきまし
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ても、治療費の助成事業を実施している市町村

に対しまして、今年度から、県単独で事業費の

補助を開始しております。さらに、これらの治

療費の負担軽減策に加えまして、県内の３つの

保健所に専門相談窓口「ウイング」を設け、不

妊に関する情報提供やさまざまな悩みの相談に

対応しております。

１組でも多くの夫婦が悩みを○日髙陽一議員

解消できるように、取り組みをよろしくお願い

いたします。

続きまして、難病対策について質問をいたし

ます。

一昨日、２月29日は「世界希少・難治性疾患

の日」でした。宮崎市内では、希少難病セミナ

ーが開催され、美容体験や上映会など多彩な企

画を楽しまれたようであります。現在、私の友

人はＡＬＳという難病と闘っています。この病

気は、50代での発症が多く、手足に力が入らな

くなり、筋肉が痩せていきます。片側の手の先

に力が入らなくなり、徐々に全身に広がりま

す。彼も手を動かすのが困難な状況です。そん

な状況の中、難病医療費助成の申請手続に多く

の書類を書いて提出しなければなりません。こ

のＡＬＳは、継続して進行し、かつ致命的な疾

患であり、現在のところ根本的な治療法はあり

ません。そこで、この難病医療費助成を受ける

ための申請手続の簡素化について、福祉保健部

長にお願いいたします。

難病医療費助○福祉保健部長（桑山秀彦君）

成を受けるためには、申請書に、医師の診断書

や住民票の写し、それから所得・課税証明書、

各種同意書などを添えて県に申請することとさ

れております。これらの添付書類につきまして

は、法令で定められておりますことから、現時

点で簡素化することは困難であります。なお、

国からの事務連絡によりますと、マイナンバー

制度の活用によりまして、平成29年７月には、

情報提供ネットワークシステムを利用して住民

票などの情報の確認が県で可能となりますた

め、一部書類の添付が不要となる予定とされて

おります。

困っている方もたくさんい○日髙陽一議員

らっしゃいますので、マイナンバー制度の活用

が始まった際には、すぐにこれが簡素化できる

ように、よろしくお願いいたします。

この宮崎県にも、さまざまな難病と闘われて

いる方が多くいらっしゃいます。「難病の患者

に対する医療等に関する法律」の施行により、

医療費の助成対象の疾患は、平成27年１月１日

より、56疾患から110疾患に拡大され、その後、

７月１日には306疾患に拡大されました。平成26

年度末の県内の医療費助成対象の患者数は、延

べ9,683人となっております。多くの患者の方が

支援を必要としています。医療費等の経済的な

負担はもちろんですが、その症状により介護等

に著しく人手を要するため、家族の負担も重

く、また精神的にも負担が大きいと思います。

そこで、医療費助成以外の難病患者に対する支

援のための県の取り組みについて、福祉保健部

長にお伺いいたします。

難病患者に対○福祉保健部長（桑山秀彦君）

する支援につきましては、県福祉総合センター

内に難病相談・支援センターを設置しまして、

日常生活における相談や患者会活動の支援など

を行っております。また、各保健所におきまし

ては、在宅の難病患者に対する支援のため、難

病患者の交流会の開催や、患者宅への相談員の

訪問などを行っているところであります。さら

に、入院治療が必要となった際の入院施設の確

保や、退院した際の地域の医療機関への受け入
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れがスムーズにできるように、病院や訪問看護

ステーションなどで構成します県難病医療連絡

協議会を設置しているところでございます。

ありがとうございます。しっ○日髙陽一議員

かりとしたサポート体制をよろしくお願いいた

します。

続きまして、交通・物流対策について質問を

いたします。

九州で唯一、全国相互利用型のＩＣカードが

使えなかった我が県ですが、昨年11月から、よ

うやく宮崎の路線バスに、全国で相互利用がで

きるＩＣカードが導入されました。小銭を持た

なくても、１枚のカードで複数の公共交通機関

を利用できるようになり、地域の利用者の利便

性向上につながることが期待されます。ＩＣカ

ードは、県民はもとより、県外からのビジネス

客や観光客の移動の円滑化にも貢献するもので

すので、しっかりと利用促進を図っていただ

き、公共交通の活性化、地域の活力向上に結び

つけていくことが必要だと思います。そこで、

交通系ＩＣカード「ｎｉｍｏｃａ」導入後の利

用状況と利用促進に向けた取り組みについて、

総合政策部長にお伺いいたします。

昨年11月14日○総合政策部長（茂 雄二君）

に、宮崎交通の交通系ＩＣカード「ｎｉｍｏｃ

ａ」が導入されましたが、利用者数は、導入翌

月の12月で延べ約15万3,000人、１月には約25

万6,000人と順調に伸びております。また、サー

ビスが開始された昨年11月中に、ＪＲ東日本の

Ｓｕｉｃａなど、相互利用できる10種類全ての

交通系ＩＣカードの利用があったとのことであ

り、県内のみならず、県外から本県を訪れる観

光客等の利便性向上にも大きく寄与しているも

のと考えております。さらなるｎｉｍｏｃａの

普及のため、宮崎交通ではポイント付与キャン

ペーンなどを実施されておりますが、県としま

しても、生活情報紙やホームページなどの各種

媒体による交通系ＩＣカードのＰＲを初め、さ

まざまな機会を捉えて周知を行い、利用促進を

図ってまいりたいと考えております。

昨年、高校以来25年ぶりにバ○日髙陽一議員

スに乗りました。実際に利用すると、とても便

利で、最近では機会があるごとに利用していま

す。もちろんＩＣカードを使って乗っておりま

す。しかし、都会と違って便数が少ない宮崎で

は、時刻表の到着予定時刻を過ぎてしまうと、

バスが到着しないと不安になってしまいます。

私の場合は帰宅時の利用が多いのですが、出勤

でバスを利用される方など特に大変だと思いま

す。そうした不安を解消するため、走行中のバ

スの位置や行き先などを把握し、この情報をコ

ントロールセンターから伝送するバスロケー

ションシステムというものがあります。本県で

のバスロケーションシステムに係る取り組みの

状況について、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

路線バスは、○総合政策部長（茂 雄二君）

道路事情や天候等によりおくれが生じる場合が

ありますが、ＧＰＳなどを利用してバス利用者

に到着予想時刻を情報提供するバスロケーショ

ンシステムは、運行頻度の低い本県において、

利便性を向上させる大きな手段だと考えており

ます。このため今年度、日向・東臼杵地域の公

共交通に関する計画策定の一環として、済生会

日向病院においてバスロケーションシステムを

約１カ月間導入する社会実験を実施いたしまし

たところ、利用者からは、「待ち時間を計画的

に使える」「不安が解消する」といった評価が

寄せられております。宮崎交通におきまして

も、県内で広くバスロケーションシステムを導
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入することは利便性向上に大変有効であるとの

認識でありますが、導入に当たっては多額の投

資が必要でありますことから、国庫補助制度の

活用等を含め、事業者とともに今後研究してま

いりたいと考えております。

これは、掲示板などを設置す○日髙陽一議員

ると膨大な費用がかかると思いますので、携帯

電話、スマホなどで情報をとることができるよ

うな簡易なシステムがあれば、比較的費用も抑

えられ、導入しやすいと思います。研究をどう

ぞよろしくお願いいたします。

続いて、物流関係についてお伺いいたしま

す。代表質問の中で山下博三議員も質問されま

したが、今、トラックドライバー不足の問題が

大きく取り上げられています。県の基幹産業で

ある農産物の物流を支えているのは、９割以上

がトラックでありますので、このトラックドラ

イバーの減少は、本県の経済の流れを揺るがす

ものであります。トラックドライバーの方は、

今、拘束時間が13時間を超える運行が43.7

％、16時間を超える運行が22.2％という厳しい

状況で仕事をしていらっしゃいます。また、高

校を卒業したばかりの新入社員を採用しても、

普通免許取得後約３年たたないと大型免許を取

得することができません。そこで、トラックド

ライバーの不足に対して、具体的にどのような

ことに取り組んでおられるのか、総合政策部長

にお伺いいたします。

トラックドラ○総合政策部長（茂 雄二君）

イバーの確保は、県産品を安定して輸送してい

く上で非常に大きな課題であると認識しており

ます。国においては、昨年、ドライバー確保の

妨げとなっている長時間労働の改善に向けて、

都道府県ごとに地方協議会を立ち上げたのを初

め、大型免許等を有する退職自衛官が、トラッ

ク業界に再就職しやすい枠組みを設けたところ

であります。県といたしましても、地方協議会

に参加しますとともに、県トラック協会と自衛

隊宮崎地方協力本部との話し合いの場を設ける

など、国と連携して取り組んでいるところであ

ります。さらに、県独自の取り組みといたしま

して、運送事業者と農林水産業や商工業の荷主

等による意見交換会を開催し、ドライバーの負

担軽減等について、荷主の理解と協力が得られ

るよう努めているところであります。今後と

も、さまざまな機会を捉えながら、トラックド

ライバー確保に向けた取り組みを積極的に展開

してまいりたいと考えております。

どうぞよろしくお願いいたし○日髙陽一議員

ます。

最後に、観光振興について質問をいたしま

す。

今、東アジアからのクルーズ船による団体観

光客の爆買いが大きな問題になっております。

現在は団体旅行者が主流ですが、日本もそう

だったように、これからは個人旅行者が増加す

ると言われています。都会では、個人のニーズ

に着目し、観光に加え、新たな産業が進出して

います。例えば、美容室のサービスなど、訪日

外国人からは高い評価を受けています。私が美

容室の話をしても説得力はありませんが、今

後、取り組み次第では、美容サービスは訪日観

光のおもてなしの目玉となる可能性があると言

われています。ほかにも、癒やしのマッサージ

や、世界一の技術でつくられるスイーツなど、

おもてなしの目玉にできるものがたくさんあり

ます。急速な経済成長を遂げている東アジア

は、中間層、富裕層の増加によって世界の消費

市場として拡大をしていきます。この成長と活

力を宮崎に取り込んでいくために、東アジアか
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らのさらなる誘客促進策として、通常の観光目

的だけではなく、ターゲットを絞った新たな取

り組みが必要だと思いますが、商工観光労働部

長の考えをお伺いいたします。

近年、東○商工観光労働部長（永山英也君）

アジアを中心に訪日外国人が大幅に増加する

中、旅行者の興味・関心やニーズが多様化して

おります。さらなる誘客促進を図るためには、

ターゲットを絞った取り組みも推進する必要が

あると考えております。本県におきましては、

これまでも、宮崎の強みを生かしまして、韓国

などからのゴルフ客の誘致を初め、マラソンの

人気が高い台湾をターゲットに青島太平洋マラ

ソンへの誘客等を行っております。また、新た

な企画として、海外での挙式がブームとなって

おります香港をターゲットに、現地の大手旅行

会社等と連携し、本県でのウエディングツアー

の商品造成も行っているところでございます。

県といたしましては、今後とも、現地旅行会社

や関係団体、民間事業者等と連携を図りなが

ら、旅行のニーズに対応した新たな商品開発に

向けて積極的に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

よろしくお願いいたします。○日髙陽一議員

先ほど答弁の中で、マラソン人気の高い台湾

をターゲットに青島太平洋マラソンへの誘客に

取り組んでいるとありましたが、マラソンを経

験して、さらに忍耐を求める選手が次に挑戦す

るトレイルランニングという競技があります。

この競技は、日本語で言うと、マラソンと登山

の要素を持ち合わせた山岳マラソンとか山岳耐

久レースなどと紹介されています。現在、県内

では５つの大会が行われていますが、競技自体

が、山間部で朝早くから夕方まで行われる大会

なので、参加者の多くは前日から宿泊し競技に

挑みます。大会が開催される地域の宿泊施設な

どは選手でいっぱいになりますので、本県への

誘客に大変有効と考えます。そこで、このトレ

イルランニング大会の現状と県の取り組みにつ

いて、商工観光労働部長にお伺いいたします。

起伏のあ○商工観光労働部長（永山英也君）

る山中を駆け抜けますトレイルランニングにつ

きましては、「霧島・えびの高原エクストリー

ムトレイル」や「西米良スカイランニングクエ

スト」など多数の大会があり、特に県内最大規

模のえびのの大会は、参加者600名のうち８割以

上が県外から参加するなど、人気の高い大会で

あります。こういった大会は、参加者の多く

が、御質問にもありましたように近隣の宿泊施

設を利用するなど、地域経済に与える効果が大

きいものがあることから、県では、大会の開催

に当たって、コース設定についての関係機関と

の調整や、開催に必要な備品購入費用の一部助

成等も行っているところであります。近年、人

気が高まりつつありますトレイルランニング大

会は、特に中山間地域の活性化に寄与すること

から、県といたしましては、支援を行うととも

に、宮崎の自然環境のすばらしさとあわせて、

スポーツランドみやざきの多様な魅力の一つと

して全国に発信してまいりたいと考えておりま

す。

この宮崎のすばらしい自然を○日髙陽一議員

感じてもらうためにも、ぜひよろしくお願いい

たします。

続いて、先月までプロ野球やプロサッカーの

キャンプで大いに盛り上がった宮崎県ですが、

この２月のキャンプを輪をかけて盛り上げたＷ

ＢＣワールドベースボールクラシックについ

て、お伺いをいたします。第１回、第２回と連

覇から始まったこの大会、前回大会は惜しくも
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敗れてしまいましたが、御存じのとおり、日本

中が注目する４年に一度の大会であります。前

回大会もキャンプを宮崎で行いましたが、日本

の12球団とメジャーリーグで活躍する選手の選

抜チームなので、全国からファンが集まり大変

盛り上がります。そこで、前回のＷＢＣキャン

プ誘致による経済効果と、次回のＷＢＣキャン

プ誘致について、商工観光労働部長にお伺いを

いたします。

前回のＷ○商工観光労働部長（永山英也君）

ＢＣキャンプにつきましては、2013年２月の15

日から21日まで実施され、その間、延べ観客数

が約８万5,000人、うち県外から約６万人と、非

常に多くの集客があったところであります。ま

た、前回ＷＢＣキャンプを実施しました2013年

春季キャンプ全体の経済効果は、前年と比較し

まして約15億円の増加であり、これは、主にＷ

ＢＣキャンプの実施によるものと考えておりま

す。次回のＷＢＣキャンプは、来年２月の実施

が見込まれておりますことから、ことし１月に

は、日本野球機構を訪問し、本県でのキャンプ

の実施について要望を行ったところでありま

す。県といたしましては、ＷＢＣキャンプは、

本県にとって大きな経済効果はもちろんのこ

と、スポーツランドみやざきの魅力向上にもつ

ながると考えております。これまでの受け入れ

実績や受け入れ環境の充実ぶりをアピールしな

がら、本県へのキャンプ誘致につなげてまいり

たいと考えております。

ぜひ、小久保ジャパン、そし○日髙陽一議員

てまた、たくさんのファンが訪れていただくよ

うに、よろしくお願いいたします。

次は、ＷＢＣキャンプの行われた球場、ＫＩ

ＲＩＳＨＩＭＡサンマリンスタジアム宮崎につ

いてお伺いいたします。毎年キャンプシーズン

には、青々とした立派な天然芝がテレビの画面

に映し出されるサンマリンスタジアムでありま

すけれども、選手も思い切って練習ができる

と、とても好評であります。このキャンプが終

わると、夏の高校野球、秋のキャンプまで閑散

としたイメージのあるサンマリンスタジアムで

すけれども、この期間、野球以外の行事で使用

できないものでしょうか。３万人収容できる球

場は、地方ではなかなかありません。グラウン

ドを使用すれば、４万人も収容が可能だと思い

ます。福岡ドームではさまざまなイベントが行

われますが、とても大きな経済効果が生まれて

います。大物アーティストのコンサートなど

は、あの福岡でさえホテルの予約がとれない状

況になるそうです。２月のキャンプの終わった

後、ＫＩＲＩＳＨＩＭＡサンマリンスタジアム

宮崎を野球以外のイベント等で有効活用ができ

ないか、教育長にお伺いをいたします。

ＫＩＲＩＳＨＩＭＡ○教育長（飛田 洋君）

サンマリンスタジアム宮崎は、全国に誇れる硬

式野球場でありますが、その最大の特徴は、先

ほど御質問で御紹介がありましたように、内外

野全てが天然芝であることでありまして、これ

までプロ野球キャンプなど、年間を通じて数多

く利用されてきているところであります。野球

関係者からは、良好な芝の維持管理など、施設

環境に高い評価をいただいておりまして、プロ

野球の公式戦や全国大会、さらには国際大会が

開催され、スポーツランドみやざきを象徴する

施設として本県観光振興の一役を担っていると

ころでございます。これまで、硬式野球での使

用を優先して利用いただくとともに、芝の維持

管理等にも相当な期間を要すること、それから

イベント時に、実際、あの芝をどう養生するか

という技術的な課題もあり、他のイベント等に
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は活用していないところでありますが、施設の

有効活用を図るという観点から、野球以外のイ

ベント等にも利用できないか、今後研究してま

いりたいと考えております。

ぜひ有効活用をお願いしたい○日髙陽一議員

と思います。横浜アリーナでも、天然芝の上で

養生マットを敷いて大規模な大物アーティスト

のコンサートが行われます。シーガイアのスク

エア１では、夏に大きなコンサートが行われた

２週間後には、ラグビー日本代表の合宿が入り

ました。サンマリンスタジアムの芝は、このシ

ーガイアのスクエア１と全く同じ芝を使用して

おります。可能だと思いますので、ぜひ前向き

に御検討をよろしくお願いいたします。

続いて、伝統文化、伝統芸能についてお伺い

をいたします。

宮崎にも地域に伝えられるさまざまな伝統文

化、伝統芸能がありますが、これを継承してい

くということは、かなりの努力を要します。私

も神楽保存会に所属しておりますが、後継者が

見つからず苦労している保存会は多く存在しま

す。ここ数十年の間に、社会情勢の変化の中

で、貴重な伝統文化や伝統行事が簡素化された

り、場合によっては失われてしまったところも

多いと聞きます。しかし、本県の貴重な財産で

ある伝統文化・芸能は、地域住民に誇りと愛着

をもたらし、また、地域のコミュニティー形成

に果たす役割も大きいものではないかと思いま

す。そこで、神楽など民俗芸能の継承につい

て、県としてどのような支援や取り組みを行っ

ているのか、教育長にお伺いいたします。

日本を代表する伝統○教育長（飛田 洋君）

芸能である神楽が県内に数多く伝承されている

ということは、本県の文化的土壌の豊かさを象

徴するものでありまして、誇りであると認識を

いたしております。このような神楽を初めとす

る民俗芸能の継承活動への支援といたしまして

は、保存団体や文化財愛護少年団に対して、後

継者育成に要する経費や用具の整備などに助成

を行っているところであります。特に、将来の

後継者となる子供たちということを考えまし

て、子供たちが日ごろの練習成果を発表する大

会や体験交流会を、市町村と連携して実施して

いるところでもあります。伝統芸能の中でも、

特に神楽は県内に207の保存会がございますが、

その神楽の映像、音声等の記録を残すととも

に、神楽の持つ価値が再認識されますように、

また保存継承がより一層図られますように、ユ

ネスコ無形文化遺産への登録を目指す活動を、

他県とも連携して取り組んでいるところでござ

います。今後とも、県内の神楽などの民俗芸能

の後継者の育成や保存継承に積極的に取り組ん

でまいりたいと考えております。

ありがとうございます。宮崎○日髙陽一議員

は、古事記や日本書紀に描かれた日本発祥にま

つわる日向神話の舞台であり、多くの伝説や伝

統文化、史跡等が残されています。先月、宮崎

出身の西島数博さんの出演された、スーパー神

話ミュージカル「ドラマティック古事記」を見

てまいりました。宮崎の神話を題材にしたとて

も美しい舞台で、改めて神話のすばらしさを感

じたところであります。本県では、記紀編さ

ん1300年を記念して平成32年までの期間に、伝

説や伝統芸能等の地域の文化資源や観光資源等

に光を当て、県内外に強く情報発信をすること

としています。そこで、記紀編さん1300年記念

事業について、これまでの取り組みと今後の展

開を、知事にお伺いいたします。

記紀編さん記念事業に○知事（河野俊嗣君）

つきましては、これまで、「神話の源流みやざ
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き」の認知度向上、それから県民の意識啓発も

含めて取り組んでまいったところであります

が、その結果、神話ゆかりの地の観光客数が増

加をするなど、効果が徐々にあらわれてきてい

るのではないかと感じております。こうした成

果をさらなるステップアップに結びつけてまい

りたいということで、例えば、2020年東京オリ

ンピック・パラリンピック開会式でのセレモニ

ーで天の岩戸開き神話の再現を目指していきた

い、これについても今、さまざまな賛同の輪も

広がりつつある。今御指摘がありました「ドラ

マティック古事記」も、こうしたところも見据

えた上での取り組みであるわけでありますし、

本県の古墳や神楽についての世界遺産を視野に

入れた調査・研究でありますとか情報発信、新

たな取り組みも進めているところであります。

「神話のふるさと県民大学」ということで、県

内の大学、さまざまな講師とも連携をしたリレ

ー講座、先日の日曜日には「神話のふるさと講

演会」ということで、県民大学を締めくくるも

のとして、酒場詩人の吉田類さんに講演をいた

だいた。これも大変好評いただいたところであ

ります。さらに来年度は、記紀編さん記念事業

にかかわる多くの関係者の皆様の力添えもいた

だきながら、東京国立能楽堂での神楽公演も決

定をしたところであります。さまざまな形で、

本県の神話、歴史資源の文化的価値、これは世

界にも通用するものだと思っておりますので、

しっかりアピールに努めてまいりたいと考えて

おります。

冒頭の質問の中で、日本のひなた宮崎のプロ

モーションについての評価をいただいたところ

であります。きょう、申し合わせたかのよう

に、議員も私も、ひなたカラーのネクタイであ

るなと思いながら伺ったところでありますが、

この神話につきましても、日本の最高神、太陽

神がアマテラスである、そういうことも、ひな

たプロモーションとも絡めることも可能であろ

うと思っておりますし、ことし、伊勢志摩サ

ミットが三重で開催される、これもアマテラス

との絡み、また、宮崎というものも、これに絡

めてアピールすることもできるのではないか。

さまざまな知恵を凝らしながら、今後とも、全

国から注目される展開となるように努めてまい

りたいと考えております。

ありがとうございます。神話○日髙陽一議員

のふるさと宮崎、多くの伝説や伝統文化に光が

当たるよう、よろしくお願いいたします。私も

神楽の舞い手の一人として、光り輝き発信して

まいりたいと思いますので、どうぞよろしくお

願いいたします。

以上をもちまして、質問の全てを終了いたし

ます。ありがとうございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○星原 透議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時45分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開き○星原 透議長

ます。

次は、横田照夫議員。

〔登壇〕（拍手） 自民党の横○横田照夫議員

田照夫です。通告に従い一般質問をさせていた

だきます。

県議会議員になったばかりのころ、中部農林

振興局の方に管内の農業用水利を案内していた

だきました。国富町の法華嶽に登り、国営綾川

土地改良事業の綾川用水が綾北ダムから取水さ

れ、あの山あの谷越えて佐土原町の海岸近くま



- 274 -

平成28年３月２日(水)

で流れているとお聞きし、まさに「大地に絵を

描く」とはこういうことかと感激しました。

私の家に近くに金丸用水が流れています。明

治４年に旧佐土原藩士の金丸惣八により創設さ

れたかんがい用水です。西都市に井堰が設置さ

れ、一ツ瀬川下流の新富町と佐土原町の水田

約1,000ヘクタールを潤しています。佐土原のほ

うは、大きな三財川をサイホンでくぐり、佐土

原小学校の校庭や街の中を暗渠で流れ、海外近

くまで流れています。金丸惣八は、自家飯米に

も事欠く村民の窮状を憂い、水利開田を決意し

たそうですが、明治の初めに大きな一ツ瀬川を

どうやってせきとめたのかを考えるだけでも、

相当の難工事だったと容易に想像できます。

綾川用水の前身も明治６年にさかのぼり、関

係者たちの地獄の苦しみを乗り越えて今に至っ

ているそうです。県内一円に数多くつくられて

いる農業用ため池の造営等も含めて、水田を潤

す農業用水利に対する為政者や農民の思いに胸

が熱くなります。このような農業用水利施設に

対する知事の思いをお聞かせください。

以下の質問は質問者席からやらせていただき

ますので、よろしくお願いいたします。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

農業用水利施設についてであります。金丸用

水を初め、本県の農業用水利施設は、その多く

が明治以降の農業土木技術が乏しい時代に、先

人の並々ならぬ努力によりつくられたものであ

ると考えております。私も、世界農業遺産に認

定されました「高千穂郷・椎葉山地域」の山腹

水路、これは全長500キロありますが、日之影町

で見せていただきました。

日之影町のものは七折用水路ということで、

全長34キロメートルでありますが、急峻な山々

を縫うようにつくられた用水路、また至るとこ

ろで岩盤に突き当たっているわけであります

が、そこをわざわざ通して水路をつくった。そ

れは当時、のみとかつちとかで穴をあけて、そ

れを委託された事業者が、余りにも厳しいので

２年で放棄してしまった。それを地元の皆さん

が、自分たちでやろうということで引き継いで

取り組まれてきた。そのストーリーも含めて伺

いますと、先人たちの農業に対する熱い思い、

そして、次の世代に対する強い使命感のような

ものを感じたところでありまして、世界農業遺

産としての価値を再認識するとともに、先人の

そういう努力に頭の下がる思いがしたところで

あります。

本県は、全国でも有数の農業県であります

が、その生産を常に支えてきた農業用水利施設

を健全な状態で次世代に引き継ぐこと、また、

そういう先人の努力というものも含めて次世代

に引き継ぐことは大変重要でありますし、本県

の農業をさらに発展させていくことが、今を生

きる私たちの責務であると考えております。以

上であります。〔降壇〕

どうもありがとうございま○横田照夫議員

す。

これから農政水産部長にお尋ねします。これ

らの大事な農業用水利を守っていくための状況

が、現在、極めて厳しいものになりつつありま

す。農業用水利は土地改良区や水利組合等で管

理されていますが、農家数の減少とか担い手の

高齢化とか後継者不足などにより、賦課金徴収

もままならなくなりつつあります。また、農地

中間管理事業が進むことにより、担い手が極端

に少なくなることで、土地改良区や水利組合の

存続も難しくなり、水利の管理ができなくなる
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のではないかと心配する声もあります。担い手

に農地を集約することと水利をどうするのか

は、あわせて考える必要があると思います。今

後の農業用水利施設の保守に対する県の考え方

をお聞かせください。

本県農業の持○農政水産部長（郡司行敏君）

続的な発展を図るためには、農業用水利施設を

適切に維持管理していくことが大変重要である

と認識しております。このため、県といたしま

しては、平成26年度からスタートいたしました

多面的機能支払制度を活用して、施設の維持管

理を行う集落の共同活動を支援しているところ

であります。御指摘のとおり、農業者の高齢化

や後継者不足等により、施設の維持管理を行う

農業者の減少が懸念されておりまして、将来、

誰が施設を管理していくのかが課題となってい

るところであります。

このことから、市町村と連携し、活動組織の

広域化を重点的に推進することで、集落間で施

設の維持管理が、お互いに助け合い、補完し合

う関係を構築していくとともに、集落の共同活

動に地域住民の理解が得られるよう啓発に努め

てまいりたいと、そのように考えております。

多面的機能支払制度は、地域○横田照夫議員

住民や団体を巻き込んで、農地のり面の草払い

とか水路の泥上げ、また農道の維持整備などを

してもらうという制度ですけど、幾ら日当が出

せるとしても、非農家の人たちがそう簡単に出

てくれるとは到底考えられません。水田の多面

的機能への理解が相当進まないと机上の空論に

なりかねませんので、地域住民の理解が得られ

るよう、しっかりと啓発に努めていただきたい

と思います。

これまで開渠の部分の用水路は、賦課金等の

収入で順次改修をしてきましたけど、先ほど言

いました暗渠の部分は、全く手つかずの状況だ

そうです。つくられて60年ぐらいたっておりま

すので、当然コンクリートなども経年劣化して

いると思われます。以前に調べたときには、木

の根っこが壁からはみ出しているところもあっ

たそうです。暗渠の部分の上には、学校施設と

か道路、民家などもありまして、もし水稲時期

に陥没でもしたら用水をとめざるを得ず、下の

田んぼが全滅するということにもなりかねませ

ん。本来は土地改良区で改修すべきと考えます

けど、その体力はないように思われます。農業

用水路が大事な社会的資産という考え方で、ま

た、それらの施設の機能維持や長寿命化対策を

図るため、行政が公的支援をするべきではない

かと考えますが、いかがでしょうか。

御指摘のよう○農政水産部長（郡司行敏君）

に、本県の農業用水路の多くは、近年、老朽化

が進んでおりまして、住民生活に直結いたしま

す道路や住宅などへの影響が懸念される施設も

ありますことから、計画的な対策が必要である

と認識しております。このため、県といたしま

しては、基幹水利施設ストックマネジメント事

業により、施設の劣化度や対策時期などを示し

た機能保全計画の策定や対策工事の実施に取り

組むなど、施設管理者である土地改良区等への

支援を行っているところであります。今後と

も、土地改良区や市町村等との連携を図りなが

ら、計画的に対策を講じますことで、農業用水

路の適切な維持管理や長寿命化に努めてまいり

たいと考えております。

よろしくお願いいたします。○横田照夫議員

農家の子供が都会等に転出して、そちらで家

庭を持っている人は多いです。もしそういう状

態の農家の親が亡くなった場合、都会にいる子

供たちが相続人となることになりますけど、当
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然その農地で農業はできませんので、売りたい

と考えると思います。でも、今、農地は、農地

法とか都市計画法などの土地規制法により、農

業者にしか売買できない状況にありますけど、

新たに農地を買おうとする農家はほとんどおり

ません。

農地は、耕作しなくても持っているだけで固

定資産税や水利費などを払い続けなければなら

ないし、不動産としての価値も非常に低いの

で、よそで生活している相続人が相続放棄をす

ることも今後ふえてくるのではないでしょう

か。相続放棄をすると、その土地は国庫に帰属

することになるということですけど、そうなる

と、当然荒れてくるのではないでしょうか。こ

のような状況が発生した場合、県としてどのよ

うな対応を考えるのかお伺いします。

本格的な人口○農政水産部長（郡司行敏君）

減少社会となる中で、農村地域におきまして

は、農業就業者の減少が進んでおりまして、不

在村地主や未相続農地が増加する傾向にござい

ます。このため、平成21年度の改正農地法で

は、農業委員会が相続の情報を把握した場合

は、届け出の有無にかかわらず、農地が適切に

相続されるよう働きかけることとされておりま

す。

また、相続がされていない農地の権利移動等

につきましては、相続持ち分の過半の同意で貸

借が可能となる農地中間管理事業や、ＪＡ等が

貸借や売買を代行いたします農地所有者代理事

業の活用を推進しております。農地は本県農業

の持続的発展のための重要な資源でありますこ

とから、県といたしましては、引き続き農業委

員会やＪＡ等と連携して、適切な相続や活用が

図られますよう、指導の強化を図ってまいりた

いと考えております。

農地を荒らさないためには、○横田照夫議員

そういう方向に持っていくことが大事だと考え

ますけど、遺産には、農地だけでなくて家屋敷

も含まれます。それらもあわせて、相続するの

か放棄するのかの判断になります。将来、農家

の相続放棄はあり得ると思いますので、その対

応の仕方を今のうちから検討していただければ

と思います。

数年前まで重油価格が高騰していて、その対

策として、農業用ハウスの木質ペレット暖房機

の導入を推進してきました。しかし、ここ最

近、燃油価格の変動により、重油価格は大幅に

下落し、逆にバイオマス発電の拡大等により、

木質ペレットの価格は上昇してきました。その

ために、木質ペレット暖房機に変更した農家は

苦しんでおられます。石油の産油国は生産量の

据え置きを検討しているようですけど、１月に

経済制裁が解除されたばかりのイランは増産す

る構えで、産油量調整の効果は疑問視されてお

ります。

また、原油価格が上がれば、アメリカがシェ

ールオイルを増産するとも言われ、価格を反転

することができるかどうかは疑問ということも

言われております。そういう中で、来年度の改

善事業として「木質バイオマス利用効率化支援

事業」が上げられていますけど、今後の木質ペ

レット暖房機に対する考え方をお伺いします。

木質ペレット○農政水産部長（郡司行敏君）

暖房機につきましては、化石燃料依存から脱却

した施設園芸の確立に向け、推進してきたとこ

ろでございますが、御指摘のように、このとこ

ろの重油価格の低下により、経営的なメリット

が見出しにくい状況にございます。このため、

御質問にありましたように、「木質バイオマス

利用効率化支援事業」等により、竹や牧草のネ
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ピアグラスなど新たな資源を活用した低価格な

ペレット製造の実証や、配送の効率化による流

通コストの低減に、ペレット製造事業者や関係

機関・団体と一体となって取り組むことといた

しております。県といたしましても、このよう

なペレットの低コスト化の取り組みを進めるこ

とにより、引き続き、施設園芸農家が木質ペ

レット暖房機を利用しやすい環境の整備に努め

てまいりたいと考えております。

ありがとうございます。よろ○横田照夫議員

しくお願いいたします。

次に、環境政策について、環境森林部長にお

尋ねします。

子供のころ、学校に噴水があったんですけ

ど、そのところにつららがたくさん下がってい

ました。農業用ため池が凍って、スケートをし

て遊んだこともあります。しかし、今は、氷ど

ころか霜柱もほとんど見かけません。消防団に

いたころ、消防学校で、50ミリの雨はバケツを

ひっくり返したような雨と習いました。でも今

は、100ミリ以上の雨が当たり前のように降りま

す。熱波とか大雨、干ばつ、強烈な嵐などの気

象異変が相次ぎ、世界中の多くの人が気候変動

に対して大きな危機感を感じています。

先日、パリで開催されましたＣＯＰ21におい

て、2020年以降の地球温暖化対策に関する新し

い国際枠組みが合意されました。温暖化への危

機感を世界が共有して踏み出す有意義な第一歩

だと思います。県は、５年前に策定された10カ

年計画であります宮崎県環境計画がちょうど５

年目の折り返し地点だとして、河野知事が昨年

５月に県環境審議会に諮問をし、先日答申があ

りました。県は、その答申を踏まえて、宮崎県

環境計画の改訂版を今回議案第44号として提案

しています。この宮崎県環境計画の目的や意義

はどこにあるのかをお聞かせください。

県の環境計画○環境森林部長（大坪篤史君）

は、環境づくりに関する施策の総合的な推進を

図り、本県の恵み豊かな環境を県民共有の財産

として保全し、将来の世代によりよい形で引き

継ぐことを目的としています。本計画によりま

して、行政はもとより、県民や事業者等の果た

すべき役割や取り組みの方向性を示すことで、

関係機関が一体となった推進が図られ、その結

果、地球温暖化への対応や循環型社会づくりが

進むものと考えています。あわせまして、県民

の環境に対する意識が高まり、魅力ある地域づ

くりにもつながっていくものと期待していると

ころです。

地球温暖化の原因は温室効果○横田照夫議員

ガスにあると言われていますが、その温室効果

ガスとして二酸化炭素のことがよく言われま

す。でも、エアコンとか冷凍・冷蔵庫、食品ス

ーパーなどで使われるショーケースなどに冷媒

として使われている代替フロンは、二酸化炭素

の100倍から１万倍以上の温室効果があると言わ

れています。

それらのフロン類の回収率の低迷とか機器使

用中の大規模漏えいが判明するなどの問題が生

じて、フロン回収・破壊法が改正され、フロン

排出抑制法、いわゆる改正フロン法として昨年

４月１日に施行されました。この改正法では、

全ての業務用冷凍空調機器のユーザー、いわゆ

る管理者は、簡易点検や、機器の規模によって

は定期点検が義務づけられました。点検の対象

は、県庁舎とか学校、病院、ほとんどのオフィ

スビル等で使用されているエアコンなども含ま

れるということで、それらのユーザーへの周知

が必要です。これまでの周知の状況を教えてく

ださい。
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フロン排出抑○環境森林部長（大坪篤史君）

制法の施行を受けまして、県ではこれまで、業

務用の冷凍空調機器を点検する業者等で構成さ

れる団体と連携しまして、こういった機器を設

置している事業者向けに法律の改正内容の説明

会を行い、周知を図ってまいりました。また、

小売業や宿泊業などの236の業界団体等に対しま

しても、会員への周知を文書で要請するととも

に、県の担当部局、関係部局や市町村に対して

も、説明会を行ってきたところでございます。

こういったことから、県としましては、一定の

周知が図られているものと認識しております。

この改正法では、点検記録簿○横田照夫議員

などは、その機器が存在する限り保存しなけれ

ばならず、管理者に対する指導や命令等は都道

府県知事が行うこととなっており、立入検査等

を行う際に点検記録簿を確認し、点検実施の有

無を検査することにもなるそうです。これらの

点検は管理者の法に基づく義務であり、違反し

た場合は罰則の対象になることもあるようで

す。

こういう法律だからこそ、しっかりと周知す

ることが大事だと思います。まだ施行されて１

年しかたっていませんので、やむを得ないとは

考えますけど、４月から厳重にやっているとこ

ろもあれば、全く知らないところもあるそうで

す。どこかの時点でチェックを始めないと、法

律は守られていかないと思います。

でも、この法律の対象になる機器はおびただ

しい数に上りますので、それらを全てチェック

するのは難しいかもしれません。そこで、一つ

の例なんですけど、法律を守っている機器や事

業所に、見ただけでわかるような本県独自のシ

ール等を発行して張ってもらえば、多くの管理

者への意識づけにもなると思います。冷凍空調

工業会と連携をして、役割分担しながら進める

ことも大事だと思います。管理者に対する周知

期間はどれくらい必要と考えるのか、また、今

後の進め方をあわせてお伺いします。

先ほど申しま○環境森林部長（大坪篤史君）

したように、県では、事業者への周知に努めて

いるところですが、規制の対象となる事業者は

膨大な数になりますので、できるだけ速やかに

全ての事業者に対して周知が図られるように取

り組んでまいりたいと存じます。今後はさら

に、建設業やサービス業等の事業者が参加する

さまざまな講習会等でも説明しますとともに、

来年度からは、法律の改正内容が徹底されてい

るかどうかを確認するために、事業者への立入

検査も実施してまいりたいと考えているところ

でございます。

県も、出先機関も含めて数多○横田照夫議員

くの対象機器を持っていると思います。それら

の点検や記録簿の整備は大丈夫でしょうか。ま

ずは、指導する立場の県が徹底することが大事

です。これまでの取り組み状況と今後の取り組

み方についてお伺いします。

本県ではこれ○環境森林部長（大坪篤史君）

まで、冷凍空調機器が適正に管理されるよう

に、全ての所属に文書で通知するとともに、機

器を管理している部署等への説明会も開催しま

して、周知を図ってまいりました。今後、対象

機器を管理している所属ごとに、機器の点検の

実施状況等について毎年報告を求めるなど、適

正管理に向けてしっかりと取り組んでまいりた

いと考えております。

よろしくお願いいたします。○横田照夫議員

宮崎県環境計画は、本県の環境保全施策のマ

スタープランとして位置づけられていますけ

ど、その施策の一つとして「生活排水対策の推



- 279 -

平成28年３月２日(水)

進」があります。その対策の方向性を示し、施

策を実施するために、第２次宮崎県生活排水対

策総合基本計画が平成14年に策定され、上位計

画である宮崎県環境計画の終期である平成32年

に合わせる形で昨年改定が行われました。

その基本計画には、「生活排水処理施設の整

備等」の章に「合併処理浄化槽に対して県費助

成する」とあります。にもかかわらず、新築の

場合、平成27年度以降は県費助成がゼロ円にな

りました。県がゼロ円にしたために、市町村の

中にもゼロ円になったところもありますし、大

幅に減額したところもあります。

国の浄化槽整備事業である循環型社会形成推

進交付金は、平成27年度が84億2,100万円で、28

年度も同額を確保予定だそうです。国がしっか

り予算づけをしているのに、県が全額カットす

るようでは、何のための計画かわかりません。

計画は県民に対しての約束だと思います。県に

はそれを履行する義務があるのではないでしょ

うか。転換を伴わない新築の県費助成を廃止し

た理由と、目標達成に向け、今後どのように取

り組んでいくのかをお聞かせください。

生活排水処理○環境森林部長（大坪篤史君）

率の向上を図るためには、県内に設置されてお

ります約13万8,000基の浄化槽のうち、およそ半

分を占める単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に

転換することが効果的であります。一方、住宅

等を新築する際には、法律で合併処理浄化槽を

そもそも設置しなければならないということに

なっているところでございます。そこで、予算

を効率的・効果的に執行するため、本年度から

新築については補助の対象外とし、既存の住宅

に設置されている単独処理浄化槽からの転換に

ついて重点的に取り組むこととしたところでご

ざいます。

生活排水処理率の平成32年度の目標は83.0％

でありまして、このうち、合併処理浄化槽につ

きましては、約5,700基を今後、転換整備する必

要がございます。このため、宮崎県浄化槽協会

等の関係団体や市町村と連携しまして、今年度

から10月の浄化槽適正管理推進月間に県内一斉

のキャンペーンを実施しているところでありま

して、整備促進のための機運を高め、関係機関

と一体となった取り組みをさらに進めてまいり

たいと考えております。

わかりました。新築は法律○横田照夫議員

上、当然、合併処理浄化槽を設置しなければな

らないとなっていることから、単独から合併へ

の転換に重点的に予算を振り向けていくという

ことだと理解していいですよね。転換がさらに

進んでいくことを期待します。

国は来年度、単独転換促進を指導する立場で

ある地方公共団体が所有する単独処理浄化槽を

合併処理浄化槽へ転換するための事業を新規で

創設するということです。本県には、県や市町

村が所有する単独処理浄化槽は何基ぐらいある

のかをお聞きします。もしあれば、それらを早

急に合併処理浄化槽へ転換すべきと考えます

が、いかがでしょうか。先日、新見議員も言わ

れましたけど、「先ず隗より始めよ」だと思い

ます。県の考えをお聞きします。

県が所有する○環境森林部長（大坪篤史君）

公共施設には、現在310基の浄化槽が設置されて

おりまして、このうち85基が単独処理浄化槽で

あります。また、市町村では、4,155基のう

ち928基が単独処理浄化槽であります。県では、

これらの単独処理浄化槽の使用状況等を調査し

まして、環境への影響を考慮しながら、段階的

に転換することとしております。また、市町村

に対しましては、県と同様に使用状況等を勘案
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して、計画的に転換するよう要請したところで

ございまして、国が来年度予算で実施予定の助

成制度について、今後、情報を提供してまいり

たいと考えております。

行政所有施設によっては、ト○横田照夫議員

イレ以外の雑排水はほとんど出ないような施設

もあるかもしれません。でも、指導する立場で

ありますので、転換は早目に進めるべきだと考

えます。

来年度新規事業として「浄化槽情報ネットワ

ークシステム事業」が挙げられています。全国

に先駆けたモデルケースということで、大いに

期待と評価をしています。この事業で、市町村

や関係団体等と浄化槽に関する情報をリアルタ

イムに共有するシステムを構築するとあります

けど、情報を共有するのが最終目的ではなく

て、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転

換とか適正な維持管理の早期確立及び災害対応

力の強化等につなげることが目的であり、そう

いう意味で、市町村とか関係団体等の理解や協

力も必要だと考えますけど、県の取り組みにつ

いてお伺いします。

御質問のシス○環境森林部長（大坪篤史君）

テムが整備されますと、浄化槽の設置場所を地

理情報として把握することができますので、効

果的な生活排水処理施設の整備促進に資すると

ともに、大規模災害時の公衆衛生の確保にも役

立つものと考えております。また、浄化槽法で

管理者に義務づけられております保守点検や清

掃、法定検査の実施状況を関係機関で共有する

ことによりまして、浄化槽の適正管理に向け

て、迅速かつ的確に対応できるものと考えてい

ます。実は、このシステムは、本県と宮城県仙

台市が全国に先駆けて、来年度から運用を予定

しているものでございます。よい先進事例とな

りますように、市町村や関係団体等と連携を図

り、なおかつ個人情報の管理にも十分留意しつ

つ、積極的に取り組んでまいりたいと考えてい

るところであります。

公共下水道には、当然、受益○横田照夫議員

者負担がありますけど、その建設には多額の費

用が必要となることから、国や県の補助金もつ

ぎ込まれます。その中には、浄化槽利用者の税

金も含まれるわけで、その平等性を確保するた

めにも、浄化槽の法定検査である11条検査費用

を公費で賄うことはできないかとも思います

が、いかがでしょうか。

浄化槽法で○環境森林部長（大坪篤史君）

は、浄化槽の設置者に対しまして、浄化槽を適

切に管理し、正しく機能しているか把握するた

め、法定検査を義務づけています。また、浄化

槽は個人の財産で、設置者みずからが責任を

持って管理しなければならないものでありま

す。このようなことから、検査料金を公費で負

担することは困難だと考えておりまして、全国

各県でも同様の状況となっております。

一方、浄化槽設置者の負担軽減という観点か

ら、浄化槽からの排水が法で定められている基

準を満たしていれば、清掃や保守点検を含めた

維持管理制度の簡素化を図るべきという御意見

もありますので、今後、環境省や各県とも相談

してまいりたいと考えております。

維持管理負担の軽減を図りな○横田照夫議員

がら、また一括契約などの手法も取り入れなが

ら、浄化槽が適正に使用されるよう取り組んで

いただければと思います。よろしくお願いいた

します。

次は、総合政策部長にお尋ねしますが、来年

度の重点施策である「みやざき新時代チャレン

ジ産業づくり」の中のイの一番に、新規事業
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「水素エネルギー等利活用構想策定基本調査事

業」が挙げられています。私は、平成23年６月

議会で、「宮大で燃料電池のもとになる水素の

量産化の研究開発をするのだから、将来は全国

の中での水素や燃料電池の生産拠点を目指すべ

きではないか」という質問をしました。そうい

うことで、今回の新規事業を大変うれしく思っ

ています。この事業の目的やその効果をどのよ

うに考えているのかをお聞かせください。

水素エネルギ○総合政策部長（茂 雄二君）

ー等利活用構想策定基本調査事業は、工場から

発生する水素や天然ガスなど、地域にあるエネ

ルギー資源量の把握などの基礎的な調査と、本

県の特性を踏まえた水素の利活用に関する検討

を行うものであります。具体的には、水素の蓄

電池としての機能に着目しまして、再生可能エ

ネルギーで発電した電気を蓄え、地域で活用す

る方策の検討や、水素のわかりやすい利用形態

で、全国的に導入が進みつつあります燃料電池

自動車等の普及促進策の検討などに取り組むこ

ととしております。これらの取り組みによりま

して、県民の水素に対する関心を高め、中長期

的な視点から、エネルギーの地産地消を目指し

てまいりたいと考えております。

メガソーラーで発電した電気○横田照夫議員

は、それを大量にためることが難しく、現在、

送電線に送られていますけど、例えば、その電

気を水素という形で蓄え、夜間、その水素を

使って燃料電池で発電して、地域に電気を送る

ことができるかもしれません。燃料電池の可能

性ははかり知れません。究極のエコエネルギー

です。宮崎県環境計画の実効ある推進とあわせ

て、さっきも出ましたけど、環境日本一を目指

して、ＵＩＪターンにもつなげていきたいもの

です。

次に、三世代同居についてお尋ねします。

私は、平成21年９月議会で、三世代同居への

政策的誘導について質問しました。「大きな家

族規模のときは、病気になったときや介護が必

要になったときは家族内の相互協力でカバーで

きていたし、子育てや教育なども祖父母の手助

けや経験が大いに役立っていた。しかし、核家

族ではそれができず、高齢者介護は公的なサー

ビスとして行う必要が出てきたし、育児ノイロ

ーゼや児童虐待などの現象も多く見受けられる

ようになってきた。そして、このような核家族

化により生み出される現象をカバーするため

に、行政は大きな財政負担をせざるを得なく

なってきたし、その負担は今後さらに大きくな

るのではないか。もちろん、どのような家族形

態で住むかという判断はそれぞれ自由だが、社

会負担や行政負担がさらに大きくなっていくこ

とを考えると、ここらあたりで三世代同居への

政策誘導を考えていいのではないか」といった

質問でした。

先日の新聞報道によりますと、国土交通省

が、三世代が同居して子育てや介護を支え合う

ことで社会保障に係る公的負担を減らす狙いと

して、今年度の補正予算案に100億円前後の関連

費用を盛り込むとしたようです。まさに我が意

を得たりという思いです。三世代同居に関する

国の事業として、「地域型住宅グリーン化事

業」と「長期優良住宅化リフォーム推進事業」

があるようですが、これらの事業概要と県の取

り組みについて、環境森林部長と県土整備部長

にそれぞれお伺いします。

まず、私から○環境森林部長（大坪篤史君）

「地域型住宅グリーン化事業」についてお答え

させていただきます。この事業は、省エネ性能

や耐久性等にすぐれた良質な木造住宅の建築に
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対しまして、その費用の一部を、国が直接、民

間事業者等に補助するものでございます。今

回、国の平成27年度補正予算におきまして、

キッチン、浴室、トイレまたは玄関のうち、い

ずれか２つ以上を複数設置し、三世代同居対応

住宅として建築する場合には、30万円を限度に

加算されることになっております。県としまし

ても、本事業が県産材の利用促進と環境負荷の

低減に資するものであることから、関係団体等

に対しまして、周知を図ってまいりたいと考え

ているところでございます。

「長期優良住○県土整備部長（図師雄一君）

宅化リフォーム推進事業」についてでございま

すが、住宅の耐震性の確保や省エネ性能の向上

など、一定の要件を満たすリフォームを行う場

合に、その費用の一部を国が建築主に直接補助

するもので、国の平成28年度当初予算案では、

これまでの対象工事に加え、三世代同居のため

の改修工事が追加されております。具体的に

は、三世代同居のために、トイレ、キッチン、

浴室または玄関のうち、いずれか２つ以上が複

数となるような改修工事を行う場合に、その改

修費用の３分の１が補助され、１戸当たりの上

限額は50万円となっております。県といたしま

しては、リフォームセミナーや研修会などさま

ざまな機会を通じ、県民や建築関係団体に対し

て、三世代同居の促進につながる本事業の周知

に努めてまいりたいと考えております。

河野知事が所属しておられる○横田照夫議員

「自立と分散で日本を変えるふるさと知事ネッ

トワーク」の「新たな国づくりのための政策提

案」の中にも、「三世代が同居できる住宅取得

のための支援制度の創設」がうたわれていま

す。知事の三世代同居に対する考えをお聞かせ

ください。

三世代同居を促進する○知事（河野俊嗣君）

支援制度や優遇税制につきましては、私も加入

しております知事の政策グループである「自立

と分散で日本を変えるふるさと知事ネットワー

ク」が提案してきたものでありまして、今回、

国において、こうした一定の措置がなされ、大

変心強く感じたところであります。三世代同居

につきましては、子育てに係る負担の軽減、ま

た子供たちの人間性や社会性を養うというこ

と、また在宅介護の充実など、さまざまな効果

が期待されるわけであります。一方、その割合

は全国的に減少してきている状況もございま

す。

三世代同居につきましては、それを希望する

かどうか、各個人の事情・判断、いろいろあろ

うかと思っております。まずは、誰もが生き生

きと心豊かに暮らせるよう、働く場の確保や県

内就職の促進、医療や福祉や子育て環境の充

実、さらには、郷土を大切にする教育やＵＩＪ

ターン等の推進にしっかり取り組んでまいりた

いと考えております。

確かに、地元に働く場がない○横田照夫議員

と三世代同居はできませんので、雇用の場など

暮らしやすい環境を整備することが優先なのか

もしれません。でも、現在、宮崎で暮らしてい

る若者もたくさんおりますので、そういう人た

ちが、できるだけ多くこういう事業を使って、

三世代で同居しようと考えてくれるとうれしい

なと思います。近い将来、県独自で三世代同居

に対する事業が立ち上がってくれることを期待

したいと思います。

次に、入札制度等について、県土整備部長に

お尋ねします。

私たちがふだん何の心配もなく道路とか橋、

建物を利用できているのは、業者が一流の技術
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でしっかりとした施工をしてくれているからで

す。もし若い技術者が育たなくて技術が継承さ

れなかったら、県民への安心の提供もできなく

なります。でも、現実には、建設産業に若い技

術者が育っていない状況にあります。何で若い

技術者が育っていないのか。その原因として、

賃金水準の低さや労働条件の悪さ、福利厚生の

不備、休日の少なさなどが挙げられています。

これらを解決するため、品確法などの建設三法

が改正され、本格運用が始まりました。改正品

確法などをしっかりと履行できれば、先ほどの

問題などもかなり解決できるのではないかと多

いに期待をしています。そこで、それらの進捗

状況などをお尋ねします。

まず、適正な利潤を得られる仕組みづくりに

ついてです。適正な利潤を得られることが、賃

金水準の低さを解消することにつながるからで

す。国土交通省の調査では、賃金水準を引き上

げられない理由として、「発注者や元請から請

け負った金額が低く、賃金引き上げ費用を捻出

できない」とか、「経営の先行きが不透明で、

引き上げに踏み切れない」などが挙げられてい

ます。このために、改正品確法では、予定価格

の適正な設定やダンピング受注の防止などが挙

げられています。このほかに、技能労働者の適

切な賃金水準の確保のための取り組みのさらな

る周知徹底や、建設産業の将来の見通しの明確

化などが必要だと考えます。

技能労働者は、元請にはなり得ない型枠工や

とび工、鉄筋工、左官業などの下請業種が抱え

ていることが多く、そのために、元請は下請の

利益分まで含めた落札価格を確保することが大

事だと思います。その上で、技能労働者の適正

な賃金を確保するために、適切な価格での下請

契約の締結を目指すべきだと思います。元請が

下請に支払う請負金が、手形で支払われること

もかなりあると聞きます。技能労働者の平均年

収を全産業労働者平均レベルに近づけることが

建設業への人材確保につながると思いますが、

現在でも、材工一括契約により労務賃金が不透

明になっているものもあるらしいです。元請か

ら下請に支払われる労務賃金を明確にすること

が不可欠だと考えます。適正な予定価格の設定

や適切な価格での下請契約の締結等が必要だと

考えますが、県の取り組みをお聞かせくださ

い。

適正な予定価○県土整備部長（図師雄一君）

格の設定や適切な下請契約の締結等は、大変重

要であると考えております。このため、県にお

きましては、予定価格の算定に当たって、最新

の単価を適用することや現場条件に応じた積算

を行うなど、その適正な設定に努めているとこ

ろであります。また、下請契約等につきまして

は、建設業法の規定にのっとって、請負契約や

代金支払いなどを適正に行うよう、毎年開催す

る建設業者研修会などにおいて指導を行ってお

ります。

さらに、県発注工事においては、「建設工事

元請・下請関係適正化等指導要綱」を定め、受

注者に対し、この要綱の趣旨を徹底するよう文

書による要請を行い、請負代金の支払い状況等

の報告を求めるとともに、工事現場における施

工体制の点検等において、下請契約の履行状況

を確認しているところであります。

来年度から、広い意味での地○横田照夫議員

産地消を取り入れるとして、総合評価落札方式

において、地元下請業者や地元で生産される資

材等を使う場合を評価することが決まりまし

た。それと同じような考え方で、下請契約等を

評価することはできないものかお伺いします。



- 284 -

平成28年３月２日(水)

建設工事の下○県土整備部長（図師雄一君）

請契約につきましては、それぞれの現場条件を

初め、施工者の技術力や経験、建設機材の保有

状況などによって、下請工事の内容や支払い方

法、契約額などが異なる状況にあります。この

ため、総合評価落札方式において、民間企業の

間で行われているさまざまな下請契約を一律の

基準で適正に評価していくことは難しいものと

考えております。県といたしましては、今後と

も、先ほど申し上げましたような取り組みを通

じて、適正な価格での下請契約等の促進に努め

ていきたいと考えております。

特に、「公共工事の入札及び契約の適正化の

促進に関する法律」の改正により、昨年の４月

から、下請の施工範囲や金額等の計画を記載し

た施工体制台帳の作成義務の範囲が変更されま

して、下請工事を有する全ての公共工事に拡大

されたところであり、これに伴い、県で行う施

工体制点検につきましても、その対象工事の範

囲を広げて、下請の契約内容や支払い方法など

について点検を行っているところであります。

次は、発注や施工時期の平準○横田照夫議員

化についてです。行政は単年度主義であるため

に、どうしても発注や施工時期が年度後半に偏

り、特に年度末が近づくと、休日がとれないよ

うな状況になります。もし前年度中に積算など

の入札準備ができれば、新年度になってすぐに

入札・発注ができます。そのための手法とし

て、ゼロ県債などの債務負担行為などが考えら

れます。さらに、改正品確法では、余裕期間の

設定といった契約上の工夫等を行うとともに、

週休２日の確保等による不稼働日等を踏まえた

適切な工期の設定ともうたってありますが、県

としての発注や施工時期の平準化の取り組みに

ついてお伺いします。

公共工事の発○県土整備部長（図師雄一君）

注や施工時期の平準化につきましては、品質の

確保はもとより、企業の経営基盤の強化や労働

者の処遇改善などを図る上で、大変重要である

と考えております。このため、県といたしまし

ては、年度間の切れ目のない発注を確保するた

め、先ほど御指摘のございました、今年度はゼ

ロ県債を設定するなど、平準化に努めることと

しております。また、施工時期の平準化を図る

取り組みとして、工事着手時期を柔軟に運用で

きる「余裕期間を設定した建設工事」を本年１

月から試行しているところでありまして、今

後、その効果を検証してまいります。

さらに、完全週休２日に対応する工期を設定

したモデル工事の実施など、そういう新たな取

り組みにも取り組んでまいりたいと考えており

ます。今後とも、国、県、市町村で構成する連

絡協議会等で、発注者間の情報共有を図りなが

ら、発注や施工時期の平準化に取り組んでまい

りたいと考えております。

平準化は全国共通の課題で、○横田照夫議員

埼玉県草加市では２カ年ローリング予算制度と

かを検討しておられたようですけど、憲法や法

律の壁があって実現には至っていないようで

す。今回、ゼロ県債を設定していただいている

ことは大変ありがたいと思いますが、できるだ

け多くの工事が対象となるように、いろんな可

能性を一緒に考えていきたいと思います。

また、先日起こりましたスキーバスツアーの

事故など、格安価格による弊害が指摘されてい

ます。公共工事も税金で行われるものだから安

ければ安いほうがいいという考え方には、大き

な弊害が伴うと思います。元請が安く受注すれ

ば、そのあおりを食うのは下請であり、そこで

働く技能労働者ということになります。建設産
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業を今後も健全に持続させるためにも、発注

者、元請、下請が、同じ問題意識を持って取り

組んでいくことが極めて大事だと思います。

次に、先ほど日髙陽一議員も触れましたけ

ど、難病支援対策について、福祉保健部長にお

尋ねします。

難病新法が施行されて１年が過ぎました。指

定難病は56から306へと、１年前と比べると大幅

の増加となりました。宮崎県内でも約１万人の

患者がいるそうですが、難病に気づいていない

人もいて、実際はもっと多いとも言われていま

す。難病は、確率は低いものの、国民の誰もが

発症する可能性があり、その支援は、難病の患

者及びその家族を社会が包含して行われるべき

であり、国及び地方公共団体のほか、難病患

者、その家族、医療従事者、福祉サービスの提

供者など、広く国民が参画し、実施される必要

があります。

また、難病患者が住みなれた地域において安

心して暮らすことができるよう、難病患者を多

方面から支えるネットワークの構築が大事です

し、国や地方公共団体は、法に基づく医療費助

成制度や保健医療サービス、福祉サービス等を

難病患者が円滑に利用できるよう取り組むべき

だと思います。難病医療費助成の対象疾患が拡

大する中、難病患者がスムーズに医療費助成や

保健医療福祉サービスを受けるため、県はどの

ような取り組みを行っているのかをお伺いしま

す。

難病患者がス○福祉保健部長（桑山秀彦君）

ムーズに医療費助成を受けられるためには、新

規あるいは更新の申請時に必要となる診断書を

作成します指定医をふやすことが重要でありま

す。そのため県では、県医師会等を通じて、医

療機関・医師への関係資料の配付を行いますと

ともに、保健所主催の会議等におきまして、指

定医等に関する制度の説明を行うなどしました

結果、指定医数は、平成26年度末の800名弱か

ら、ことし１月末には1,200名余に増加している

ところでございます。また、ことし２月には、

指定医の資質向上のため、県内８カ所におきま

して、診断基準等の研修会も開催したところで

あります。

さらに、地域で生活する難病患者が、スムー

ズに医療、福祉、就労支援など公的サービスを

受けられますよう、保健所を中心として、市町

村や医療・福祉関係者を集めての連絡会を開催

したり、また、個別事例に対しては、患者・家

族を含めましてケース会議を行うなど、関係者

の協力・連携に努めているところでございま

す。

難病法施行後、制度が充実さ○横田照夫議員

れる一方で、医療、福祉、就労支援では窓口が

違うなど、非常に複雑になっているともお聞き

しました。難病患者に対しての理解の浸透を図

る必要があると考えますが、患者への支援制度

の周知のため、県はどのような取り組みを行っ

ておられるのかをお伺いします。

難病患者に対○福祉保健部長（桑山秀彦君）

する公的支援には、医療、福祉、就労支援な

ど、さまざまなものがありまして、制度によっ

ては対象疾患が異なる場合もありますので、患

者の方々にとって、それぞれの制度について理

解することは大変なことだと思っております。

そのため県では、制度改正に合わせまして、県

のホームページやリーフレットの作成・配布に

よりまして、制度の周知を図ったところであり

ます。

また、県福祉総合センター内に設置しており

ます難病相談・支援センターや各保健所におき
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まして、患者や家族の方々の医療費助成や療養

上の相談に対応いたしますとともに、他の制度

に関します申請の窓口や手続の概要等について

も情報提供を行っているところであります。今

後とも、難病患者や家族の方々にわかりやすい

丁寧な説明に努めてまいりたいと考えておりま

す。

先日、私も「知事とのふれあ○横田照夫議員

いフォーラム」に出席してきました。たくさん

の御意見・要望が出されましたけど、そのほと

んどは、私たちがふだんから議論しているよう

な内容でした。議論しているにもかかわらず、

そういう要望が出てくるということは、まだま

だ県民が満足できるものになっていないという

ことだと思います。職員の皆さん方も一生懸命

されているのだとは思いますけど、さらに県民

の満足に近づけるよう一緒に頑張っていきたい

ものです。

以上で私の一般質問を終わらせていただきま

す。ありがとうございました。（拍手）

次は、 原正三議員。○星原 透議長

〔登壇〕（拍手） スイートピ○ 原正三議員

ーが咲く季節になりました。最後の一人でござ

います。もうしばらくおつき合いをいただきた

いと思います。

昨年11月、ビッグサイトのモーターショー

で、自動運転車を見てまいりました。一言で言

えば、走るコンピューター。自動運転に使う人

工知能等の研究も進んでいるようでありますか

ら、自動運転車が公道を走る日も近いと実感い

たしました。現に、2020年には、無人タクシー

ロボットタクシーと言うそうでありますが―

を運行する計画も着々と進んでいるとの報―

道であります。車の次は、農業や建設、医療、

介護等の現場に、その応用がＩＣＴ技術の進化

と相まって、ロボットとして徐々に、やがて加

速度的に広がっていくのだろうと思います。

それでは、質問に入ります。

当初予算に対する知事の思いについて伺いま

す。代表質問で、我が会派の山下議員からも県

民所得について質問がありましたが、他の指標

の中には、一部全国トップクラスの位置を占め

るものはあるものの、まことに残念なことなが

ら、総合的に見れば、他県との比較において、

本県が後塵を拝していることは認めざるを得な

い状況であります。

各県対抗駅伝に例えるならば、はるか前方を

颯爽とひた走る東京や大阪、愛知のトップグル

ープにおくれること数十分、40位台をキープし

ながら隣県チームを追走する河野監督率いる宮

崎県チームの姿が想像されます。沿道では、そ

の差を縮め、順位を一つでも上げてほしいと、

多くの県民の皆様方が小旗を振りながらの必死

の応援であります。

知事は、平成28年度予算を「躍動する『みや

ざき新時代』予算」と銘打って今議会に上程さ

れました。広辞苑によれば、躍動とはすなわち

「おどりうごくこと。いきいきとして勢いのあ

ること」とあります。そこで、宮崎県チームの

監督を務められる河野知事にお尋ねいたしま

す。知事は、今年度の予算で、宮崎県チームに

どのような勢いをつけ、沿道応援団の期待に応

えるべく、その差を縮め、あるいは順位を上げ

ようとしておられるのか、御見解をお聞かせく

ださい。

後は自席で行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

平成28年度当初予算についてであります。

原議員から駅伝に例えてのお話がありました
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が、こうしたスポーツの世界では、しばしば

「ジャイアント・キリング」という言葉が使わ

れるわけであります。いわゆる番狂わせであり

ます。昨年開催されましたラグビーワールド

カップで南アフリカに勝利した日本代表につい

て、イギリスの新聞は、「史上最大の番狂わ

せ」と報じたところであります。これがどの程

度の番狂わせだったかと、いろんな表現がネッ

トでも出回っておりまして、「サッカー日本代

表がブラジル、アルゼンチンに勝ったようなも

のだ」というような話もありますし、「のび太

が一人でジャイアンに勝ったようなものだ」と

か、そんな例えもあるわけでありますが、私は

あの試合を見て、単に運がよかったというもの

ではないと感じているところであります。

エディー・ジョーンズヘッドコーチが「ジャ

パン・ウエー」というものを掲げられました。

日本人の持ち味、勤勉さ、忍耐力、俊敏性、そ

ういったものを生かして、日本ならではのチー

ムづくりをやっていく、強い相手に何度もタッ

クルに行き、それで複数でタックルに行く、攻

め続けた諦めない姿、そして、終了間際に訪れ

たチャンスに、ペナルティーゴールで同点では

なく、勝つためにトライをとりにいった姿、そ

のような姿に、宮崎合宿での厳しい練習風景が

重なり、小さな努力の積み重ねと諦めない強い

気持ちが勝利に結びついたと感じたところであ

ります。あの試合の80分間、フィールドには躍

動する日本代表選手の姿があったものと考えて

おります。

県におきましても、一つ一つの事業や取り組

みは小さなものであっても、それらを積み重ね

ていくことで、さまざまな場面で、県や市町

村、そしてスクラムを組んで、県民全体が躍動

することができるのではないか。エディー・

ジョーンズヘッドコーチの「ジャパン・ウエ

ー」、強みを知り、強みを伸ばすということで

あります。この言葉をかりるのであれば、「宮

崎ウエー」というものがあるのでないかという

こと、今、地方創生も本県の強みを生かしてい

こうという取り組みをしておるところでありま

して、そのことにより県民全体が躍動する宮崎

をつくっていきたい、そのような思いを込め

て、平成28年度当初予算案は、「躍動する『み

やざき新時代』予算」としたところでありま

す。以上であります。〔降壇〕

念じればかなうと申しますか○ 原正三議員

ら、「ジャイアント・キリング」という言葉を

お使いでの答弁でございましたけど、ぜひ一緒

に頑張りたいと思います。

具体的なことについては、２点ほど予算でお

伺いしますが、研究開発予算について伺いま

す。このことについては、未来への投資という

観点から、当初予算時に過去２年続けて質問し

てまいりました。今回は３回目の質問というこ

とになります。来年もきっとやると思います。

これは、２月初め、ブルネイ・ダルサラーム

国を訪問し、先ほど日髙議員からも出ておりま

したが、その後、ヤスミン大臣が来県されたと

きの話であります。我々一行は、宮崎県を紹介

するに当たり、宮崎和牛日本一はもちろん、本

県が野菜等の残留農薬分析技術日本一の能力を

有しており、本県産の野菜がいかに安心・安全

であるかを強くアピールできたわけであります

が、これもひとえに、これまでの長きにわたる

研究の成果があったからこそであります。大臣

には強い関心を寄せていただきました。知事に

お尋ねいたします。今年度の研究費はどうなっ

ているのか、昨年度と同じ比較においてお聞か

せください。
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研究開発への投資は、○知事（河野俊嗣君）

本県独自の新技術や新産業の創出等につながる

ということで、極めて重要であると認識してお

りまして、来年度実施します県の研究開発予算

は、27年度比で0.3％増の約36億8,000万円を計

上しているところであります。このような中、

産学官での研究成果をもとに、農産物の残留農

薬や機能性成分分析などを行います「一般社団

法人食の安全分析センター」が昨年10月、農業

試験場内に設立されるなど、長年の研究開発の

成果が、新たな産業振興にもつながりつつある

ところであります。

また、今後、木材の新たな需要先として期待

されておりますＣＬＴへの県産杉の活用を進め

るための研究など、本県の基幹産業であります

農林水産業の成長産業化や中核的企業の育成等

につながる研究開発を推進するとともに、今後

とも、必要な予算確保に努めてまいりたいと考

えております。

後ほど述べますが、農機具メ○ 原正三議員

ーカーに調査に行きました。メーカーと自治体

は同じように比較はできませんが、このメーカ

ーは１兆6,000億円の売り上げをする会社であり

ますが、研究開発400億円です。そういうこと

で、先から先を見込んで、企業はいろいろと

やっている、基礎的な部分はしっかり自治体が

やらないといけない、そういうふうに思っての

質問であります。

小規模企業への支援について伺います。小規

模企業支援は究極の地方再生であると言われま

す。早い話が、仕事がなければ若者は県外に出

て行くしかなく、ＵＪＩターンの希望者がいて

も、職場がなければＵＪＩターンできるはずが

ないわけであります。このことについては、こ

れまで多くの議員から指摘があり、その支援・

振興のあり方について、さまざまな議論がなさ

れているところでありますが、重ねて質問いた

します。

国会において小規模企業振興基本法が成立し

たのを受け、昨年９月議会で、本県としても早

期に条例を制定すべしとの質問をいたしました

ところ、執行部においては、早速、中小企業振

興条例の改正作業に取り組んでいただき、小規

模企業振興の項目を追加した改正条例案を今議

会に上程の運びとなりました。その素早い対応

に敬意を表するものでありますが、要は実行、

条例の次に来るものは、条例の意図を反映した

予算でしかありません。そこで、来年度予算に

おいて、小規模企業に対してどのような支援を

行うのか、知事にお伺いいたします。

小規模企業は本県経済○知事（河野俊嗣君）

の屋台骨を支えているわけでありまして、その

振興は大変重要であると考えております。県で

は、今議会に上程しました宮崎県中小企業振興

条例の改正案におきまして、小規模企業の持続

的発展に向けた基本方針等を定めるとともに、

策定中の「みやざき産業振興戦略」におきまし

て、具体的取り組みとして「小規模企業支援プ

ロジェクト」を位置づけることとしておりま

す。

来年度の主な事業としましては、新規の「小

規模企業総合支援事業」におきまして、販路開

拓等の支援を強化するとともに、小規模企業に

とって身近な支援機関である商工会などの重要

性を踏まえまして、経営指導員のさらなる支援

能力の向上に取り組むこととしております。ま

た、小規模事業者持続化補助金など国の施策を

有効に活用するために、企業に対して指導・助

言を行う専門家の派遣についても、引き続き実

施してまいります。県としましては、今後と
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も、小規模企業が地域において光り輝く存在で

あり続けるよう、商工会等と連携・協力して取

り組んでまいりたいと考えております。

予算については以上としまし○ 原正三議員

て、次に、農業問題に移りたいと思います。

私は時折、商店街を農業に例えてみることが

あります。過去、街の中央通り商店街は、江戸

のころからずっと個人商店が大小軒を並べて形

成されておりました。そこに変化があらわれた

のは、近代になってからであります。デパート

なるものが個人商店街に割って入る形で誕生

し、ここまでは共存共栄、両者プラスに作用し

ながら街の繁栄を支えてきておりました。しか

し、それも10数年前、郊外型の大規模店舗が進

出すると、中央通り商店街は一変、客足は遠の

き、相次ぐ閉店でシャッター通りと化してしま

いました。農業への例えで言えば、個人商店は

家族経営型農業、デパートは農業法人、大規模

店舗は企業経営型農業ということになろうかと

思います。以下、農業問題について３点質問い

たします。

中山間地の農業についてであります。中山間

地等においては、高齢化が進行、後継者はな

く、農地を預けようにも預け先もない状況が顕

著になりつつあります。余談ですが、国におい

ては、この預けようもなく耕作放棄地にならざ

るを得ない農地に、わずかな額とはいえ集約化

に反するとして、課税を賦課するなどとの案が

ありましたが、これは全くの的外れでありま

す。現場を知らない、まさしく机上農業の典型

であります。土地の値上がり転売をもくろむ都

市部の資産保有とは全く本質が異なるわけであ

ります。

さて、そういう危機的状況を迎えつつある中

山間地等の農業でありますが、これはどういう

状況を迎えようとも、本県の農業は家族経営型

農業が基本にならざるを得ないし、家族経営型

農業は必然的に残るものと考えます。中山間地

の農業に特化して質問いたします。どうしても

家族経営型農業を基本とせざるを得ない中山間

地等 いわゆる条件不利地と言ってもいいか―

と思いますが の農業を守るため、平成28年―

度はどのような事業に取り組もうとしておられ

るのか、農政水産部長の御見解をお聞かせくだ

さい。

平成28年度の○農政水産部長（郡司行敏君）

中山間地域の農業振興対策といたしましては、

中山間地域の実情に合った地域サポート体制の

構築を図りますため、「輝く中山間園芸産地構

築事業」により、林業などの他産業と連携した

受託組織の施設整備を支援いたしますほか、

「地域農業サポート体制支援事業」により、地

域コントラクター育成による繁殖農家への飼料

供給などに取り組むことといたしております。

これらに加え、中山間地域ならではの特産品

を活用した６次産業化の推進や、「宮崎方式産

地改革総合支援事業」によるＪＡグループと一

体となった特色ある地域品目の生産指導、さら

には、日本型直接支払制度による多面的機能の

維持・発揮への取り組み支援を一体的に進める

こととしております。県といたしましては、こ

れらの事業により、条件が厳しい中山間地域に

おきましても、農業者が継続して生産活動に従

事できますよう、しっかりと取り組んでまいり

たいと考えております。

次は、企業の農地所有につい○ 原正三議員

て伺います。農業特区の兵庫県養父市が、農業

生産法人の要件を緩和し、企業の農地保有を解

禁する案を提案し、政府は前向きに検討してい

るとの報道でございます。その内容は、現行の
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農地法が、農業者主体の経営を担保するため、

農地を保有できる農業生産法人について、企業

の出資（議決権）比率は４分の１以下、農業の

売上高が２分の１以上とする要件を課している

のを、企業の出資（議決権）を２分の１以上、

それから、農業の売上高を２分の１未満にそれ

ぞれ緩和するよう求めているものであります。

企業の出資比率については、企業との連携に

より６次産業化を促す狙いで、昨年８月施行の

改正農地法で、現行の４分の１以下から、こと

し４月以降、２分の１未満まで緩和、引き上げ

られようとしている寸前であります。企業の出

資要件のこれ以上の緩和については、企業が撤

退した場合、農地の原状復帰を担保できるの

か、企業の経営支配を認め、農業者の立場を弱

くしないか、外国企業の参入を防げないなど、

さまざまな疑問や懸念があるようであります

が、他方では、農業にイノベーションを起こす

ためには、資金力や技術開発力にすぐれた企業

の力が必要との意見もあります。いずれにし

ろ、農業者を中心に据えてきた農地制度を根幹

から揺るがしかねない法律改正であります。

今は一農業特区の話でありますが、ここで議

論とすべきは、特区を突破口に、近い将来、全

国で解禁となる可能性が否定できないからであ

ります。例えば、過去には、リース方式での企

業の農業参入が03年に構造改革特区で認めら

れ、わずか２年後の05年には全国展開されたこ

とがあるからであります。企業の農地所有を解

禁することが、宮崎の農業にとってプラスにな

ることなのか否か、簡単には結論の出せない問

題のようであります。

もし企業の農地保有が本県農業にとって災い

をなすものであれば、我々は「困ります」の声

を東京に向かって発しなければいけないし、ま

た、プラスに作用するものであれば、その準備

を怠るわけにはまいりません。メリット・デメ

リット、そして企業の農地保有に対する農政水

産部長の御見解をお聞かせください。

企業の農業参○農政水産部長（郡司行敏君）

入につきましては、遊休農地の解消、新たな担

い手の確保などに有効であると考えております

が、本県におきましては、参入企業と地元地域

との連携を何よりも重要視しております。本県

における企業の農業参入案件につきましては、

すべてリース方式による農地の貸借契約であ

り、企業ニーズからしても、リース方式で十分

であると考えております。

企業の農地所有につきましては、国家戦略特

区において議論がなされていることは承知して

おりますが、安心して農地を利用できるメリッ

トはあるものの、初期投資の増加や経営不振に

陥った際の農地の荒廃化、さらには、転用目的

での農地の取得などが懸念されるところであり

ます。国家戦略特区における企業の農地所有に

つきましては、厳しいハードルが設けられてい

るとの報道もあり、引き続き、国家戦略特区に

関する議論など、国の検討状況等を注視してま

いりたいと考えております。

しっかり情報収集しながら、○ 原正三議員

我々もやりますけれども、絶えず流していただ

きたいと思います。今の答弁からすれば、どう

も好ましくないなと、はっきり言えば反対だな

ということのように私は文脈から受け取りまし

たけれども、言うならば、商店街になぞらえ

て、大規模店舗を認めるのか認めないのか、そ

のために宮崎の農業はどうなっていくのかとい

う大事な視点だと思いますから、よろしくお願

いしておきたいと思います。

次に、農業技術のイノベーションについて、
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第七次宮崎県農業・農村振興長期計画が見直し

時期を迎えました。後期の計画期間は、ことし

平成28年度から平成32年度の５年間でありま

す。これからの農業はどのように変わり、農業

をどのように変えていくのか、農業技術のイノ

ベーションについて伺うわけでありますが、先

日、大手農機具メーカー２社を調査・訪問いた

しました。メーカーであればこそ、縮小する農

機具市場の将来に危機感を持ち、新しい農業技

術の開発等に力を注いでいるはずと思ったから

であります。訪問先では、幹部の皆さんがおい

でいただいて、ハード・ソフト両面の現在の取

り組み状況について詳しく御説明を賜り、機械

の進化とソフト面の進化が、これからの農業に

大きな変化を与えつつあると強く感じた次第で

あります。

代表例を紹介しますと、ＧＰＳを利用してト

ラクターが無人走行するシステムが２年先には

実現すると、確信を持って話しておられまし

た。その精度も数センチメートル。これが実現

しますと、昼夜を問わず作業が可能であり、人

は家にいながらにして、もしかしたら他の作業

をこなしながら、あるいはテレビを見ながら、

端末機を操作するだけで、刈り取りや耕うんが

可能となるわけであります。

ほかにも、果樹経営に使用するおなじみアシ

ストスーツや、あるいはドローンを利用しての

種まきや薬剤散布、あるいはトラクターが故障

したとき、どこにトラクターがいて、どういう

故障をしたのか、リアルタイムでサービスセン

ターに知らせが届いて、作業停止時間が短縮さ

れるシステムなどの開発が進んでおり、工場が

過去、そして現在、そうでありますように、省

力化や軽労化、低コスト生産技術に視点・力点

を据えた新技術の開発がかなり進みつつあると

強く感じました。

農業の現場にもいよいよ変化が起きつつある

し、起こさなければならないと考えます。長期

計画の改定に際し、農業技術の革新、いわゆる

イノベーションをどのように進めようとしてお

られるのか、農政水産部長の御見解をお聞かせ

ください。

現在、改定作○農政水産部長（郡司行敏君）

業を進めております第七次宮崎県農業・農村振

興長期計画においては、今後、急速に農業従事

者が減少する中で、本県農業の生産力や競争力

を確保していくため、生産性の向上や高品質化

に向けた新たな技術の開発に積極的に取り組む

ことといたしております。具体的には、ＩＣＴ

による次世代施設園芸団地における複合環境自

動制御技術や、御紹介も少しありましたけれど

も、お茶の無人走行型収穫・防除機などのロ

ボット技術の開発、さらには、輸出に対応した

日もちのよいスイートピー品種の育成などの技

術開発に一生懸命取り組んでいきたいと、その

ように考えているところであります。

私は、議員も同じ考えだと推察いたしますけ

れども、新しい技術が新しい時代の扉を開く

と、そのように考えております。今後とも、産

学官金連携のもと、国の研究資金等を有効に活

用しながら、本県農業の成長産業化に向けたイ

ノベーションの促進に取り組んでまいりたいと

考えております。

ありがとうございました。国○ 原正三議員

もことしは、農業に関するロボット化に対する

予算とか、そういう項目を概算要求の段階でつ

けておられたようです。今後とも、ひとつそう

いうことで、一緒に情報収集しながら頑張りた

いと思います。

次は、少し楽しい話をしたいと思います。東
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アジア経済交流戦略についてであります。

丸山議員の代表質問にもありましたように、

先般、一行８名でブルネイ・ダルサラーム国を

訪問してまいりました。調査目的はＴＰＰと経

済交流について、ブルネイ国はＴＰＰ積極推進

国であります。大使館の格別の計らいにより、

首相府や一次資源・観光省を訪問いたしまし

た。首相府においては、エネルギー・産業大臣

を表敬、大臣との意見交換や、首相府担当官に

よるＴＰＰ協定に伴う影響や今後の動向、海外

市場開拓の取り組み、太陽光プラント等につい

てブリーフィングいただき、一次資源・観光省

では、ＴＰＰ協定関連を初め、観光政策や１次

産業の現状についてブリーフィングを賜りまし

た。

この会議に際して、我々が宮崎をしっかりＰ

Ｒしてきたことは言うまでもないことですが、

現地の新聞 ２つの新聞でありますが に― ―

会議の模様が写真入りで報道されたのには多少

驚かされました。ブルネイ国の日本に対する関

心の強さを実感した次第であります。知事にお

尋ねいたします。我々の訪問を受け、ヤスミン

エネルギー・産業大臣が来県されました。知事

も大臣とさまざまなお話をされたことと思いま

すが、知事は外交官を志望されていたこともあ

ると聞いております。大臣の宮崎訪問につい

て、知事の感想をお聞かせください。

原議員を初め、県議○知事（河野俊嗣君）

会の皆様のブルネイ訪問を契機に、早速今回、

ヤスミン大臣の宮崎訪問が実現したというこ

と、ブルネイの産業・エネルギー政策担当の政

府要人との交流の機会をいただき、大変ありが

たく思っているところであります。今回の大臣

の訪問の目的は、将来の石油や天然ガスの枯渇

に備え、ブルネイ経済の多角化を図るため、太

陽光パネルや医療機器の製造、農業分野の技術

などを視察したいというものでありましたが、

それぞれの訪問先で温かい歓迎を受け、感激さ

れるとともに、宮崎のすぐれた技術に対し高い

評価をいただき、今後の交流の可能性を感じた

ところであります。

さらに、歓迎レセプションでは、ハラール処

理した県産和牛を初め、宮崎の食の豊かさを堪

能していただいたわけでありますし、日髙県議

が舞われた神楽、また野﨑県議の太鼓というこ

とで、日本の文化にも触れていただき、大変満

足いただいたところであります。県議みずから

神楽や太鼓ということで、宮崎の文化度の高さ

といいますか、文化力も大いに発信することが

できたのではないかと、敬意を表するものであ

ります。

また、ヤスミン大臣の訪問の直後であります

が、東京で古事記ゆかりの県知事のシンポジウ

ムがありました。実は、和歌山の仁坂知事はブ

ルネイの大使を務めた経験があり、ヤスミン大

臣とも親友関係にあられるということで、その

話でのまた盛り上がりがあったところでありま

す。最近、仁坂知事は、「神武天皇は大阪では

拒否されたものの、和歌山をすっと通っていた

だいて奈良に入ったんです」というようなこと

をいろいろ説明しておられますが、昨年の世界

農業遺産も含めて、いろんなつながりが出てき

たということであります。

今回の訪問を契機として、さまざまな国々と

の多様な交流の必要性、そして、それがどうい

う人のつながりを生み、また、さらなるネット

ワークの広がりが図られるか、いろんな可能性

があるなということを感じたところでありまし

て、ブルネイを初め、さまざまな国との交流を

さらに進めてまいりたいと考えております。
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議長も一緒に行っていただき○ 原正三議員

ましたし、議長表敬もありましたが、議長に感

想を聞くわけにはいきませんので、次に移りた

いと思います。

ハラール対応について、ブルネイ国産業大臣

によりますと、世界には19億人のイスラム教徒

がおり、ハラール食の市場規模2.4兆円とのこと

でありました。将来、宮崎から輸入した農産物

を加工して、ハラール食として海外に売り出す

ことも考えられる等の話もされました。ハラー

ル食の可能性を認識したところでありますが、

オリンピック・パラリンピック東京大会に向け

て、ムスリム旅行者を受け入れるためには、ハ

ラール対応が重要であります。東京大会に向け

てどのように取り組んでいくのか、現在の本県

の取り組み状況もあわせてお聞かせください。

商工観光労働部長、お願いいたします。

東南アジ○商工観光労働部長（永山英也君）

ア等から日本へ訪問するムスリム旅行者は年々

増加しております。安心して食事ができるハラ

ールや礼拝などのムスリム対応は大変重要に

なってきております。このため、本県におきま

しては、平成26年から、みやざき観光コンベン

ション協会やジェトロ宮崎貿易情報センターと

も連携しながら、ムスリム旅行者の受け入れや

食品輸出に関するハラールセミナーなどを実施

しているところであります。

また、来週には、宮崎大学と連携し、宿泊施

設や飲食店等を対象に、専門家による講演や留

学生との意見交換会を実施することにしており

まして、ムスリム対応への理解を深め、受け入

れ施設の拡充につなげてまいりたいと考えてお

ります。県といたしましては、2020年に向けま

して、ムスリム旅行者を初めとする外国人観光

客の受け入れ環境の充実に、県内の市町村や関

係団体等と連携を図りながら、積極的に取り組

んでまいりたいと考えております。

次に、ブルネイ国との交流促○ 原正三議員

進について伺いたいと思いますが、ブルネイ・

ダルサラーム国は、人口約40万人、広さは三重

県と同程度の小さな国ながら、石油や天然ガス

などの豊富な資源で外貨を獲得し、税金もな

く、１人当たりＧＤＰも日本よりはるかに高い

大変豊かな国であります。両国間には、過去の

長い歴史やエネルギーの輸出あるいは車の輸入

等を通じて深い関係があり、外交樹立30数年、

大変親日的な国であります。政治制度は立憲君

主制であり、国王による安定した政治・経済情

勢が維持されております。

伊岐大使の現地情勢ブリーフィングでは、ブ

ルネイ国は地政学的にも有利な位置を占めてお

り、例えば、ハラールなど各国に輸出するには

優位性があると聞きました。ヤスミン大臣には

来県時、県乳用牛肥育事業農業協同組合による

「ハラール宮崎ハーブ牛」の説明の後、東郷メ

ディキットや県総合農業試験場、そしてソーラ

ーフロンティア工場を視察していただきました

が、いずこにおいても、かなり強い関心を示し

ておられました。ちなみに、ブルネイ国には、

宮崎産ソーラーフロンティアの太陽光パネルが

設置されております。

宮崎空港で大臣を見送りながらつくづく思っ

たことは、今、ブルネイ国と本県が特別深い関

係を持ち合わせているわけではありませんが、

この小さな友好の芽を将来に向けて大きく育て

ていけば、次の世代に何かが生まれるのではな

いかということであります。そこで、商工観光

労働部長にお尋ねいたします。ことし、「みや

ざきグローバル戦略」を策定の予定と聞いてお

ります。この機会に、ブルネイ国との交流を促
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進してはどうかと考えます。グローバル戦略の

中で、このような交流をどのように位置づけ、

取り組んでいかれるのか、お考えをお聞かせく

ださい。

海外との○商工観光労働部長（永山英也君）

経済交流の拡大を図りますためには、輸出の促

進や観光誘客に取り組むだけではなく、今回の

県議会の皆様によるブルネイとの交流のよう

に、海外のさまざまな活動で築いた人的ネット

ワークをいかに経済や人材の交流につなげてい

くかという視点も大変重要であると考えたとこ

ろであります。このため、現在策定を進めてお

ります「みやざきグローバル戦略」におきまし

ては、「海外との連携・多様な交流の促進」を

戦略の柱の一つとして位置づけまして、その中

で、ブルネイを含むＡＳＥＡＮ地域の展開の方

向性として、「海外の自治体との連携の推進」

や「相互交流につながる多様な人的ネットワー

クの維持、拡大」などを掲げているところでご

ざいます。

県といたしましては、今後、ブルネイとの交

流を初め、県内において、さまざまな国とあら

ゆる分野で交流の芽が広がるよう、各種の交流

団体とも十分に連携しながら、戦略の推進に努

めてまいりたいと考えております。

ヤスミン大臣は大変ゴルフの○ 原正三議員

好きな方で、飛行場を飛び立たれる前に、ゴル

フショップに連れていけということでございま

したから、あるショップに連れていきました。

前日、電話しておきまして、「Ｍｉｙａｚａｋ

ｉ」シャフトというのを都城でつくっておりま

すから、試打コーナーに連れていきまして、

「これが絶対あなたに合うよ」と言って、「Ｍ

ｉｙａｚａｋｉ」シャフトをお買い上げいただ

いて帰っていただきましたので、ずっと宮崎と

いう名前はゴルフをするたびに思い出していた

だけるし、また、私も営業マンの一端を担った

ということを御報告申し上げて、次に移りたい

と思います。

介護ロボットの導入について伺います。

ロボットについては、過去２回、15～16年前

と10年前に質問したことがあります。当時から

すれば、産業用ロボットを見る限り、その進化

ぶりには驚かされます。正月明け、北九州市が

国家戦略特区 介護施設へのロボット導入だ―

そうでありますが に指定されたとの報道が―

ありました。現地の状況を調査したいと思って

いる矢先、今年度の予算に「介護ロボット導入

調査検証事業」が組まれているのを知り、早

速、北九州市に調査に行ってまいりました。

市の新産業振興課課長みずからの丁寧な説明

をいただいた後、関連企業を訪問し、展示館等

を見せてもらいました。対象が人であるがゆえ

に、産業ロボットほどの急激な進化はまだまだ

これからでありましょうが、腰痛対策や人手不

足解消の対策あるいは職場改善などなど、介護

現場が抱える問題を解消または負担軽減するな

ど、今後の介護のありようを大きく変える画期

的な技術と言えると思います。介護現場におけ

る介護ロボットの導入に、県はどのように取り

組んでいかれるのか、福祉保健部長の御見解を

お聞かせください。

介護ロボット○福祉保健部長（桑山秀彦君）

は、介護従事者の負担軽減に資するものであり

まして、介護人材の定着を図る上で有効であり

ますことから、国においても、導入に対する補

助事業が創設されるなど、普及促進の機運が高

まっております。こうした中で、本県では、最

新の介護ロボットの機能が、介護の現場におい

て十分に理解されていないのではないかという
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声を伺っております。このため、来年度当初予

算案の新規事業におきましては、まずは、試験

的に介護ロボットを導入していただいて、その

機能や操作方法などを広く知っていただくこと

としております。その上で、効果や課題につい

て検証しまして、各事業所が導入・活用するに

当たっての判断材料としてもらいたいと考えて

おります。

判断材料、検証という話が出○ 原正三議員

ましたが、当然１年間やってみて、その検証結

果を次に生かしていかないといけないと思いま

す。今回の試験的導入の検証結果をどのように

生かしていくのか、再度、福祉保健部長の御見

解をお聞かせいただきたいと思います。近い将

来、先ほど申し上げましたが、介護ロボットは

ごくごく汎用的で身近な存在になっていく、こ

れができるとなれば、加速度的に進んでいくと

思います。例えば、介護ロボット導入プランと

まで言えないにしても、そういうベクトルを

持った指針みたいなものは今のうちからつくる

準備をして、他県に先駆けて先進県となるよう

な、そういうことを目指していただきたいと思

いますが、検証結果をどのように生かすのか、

御見解をお聞かせください。

介護ロボット○福祉保健部長（桑山秀彦君）

導入の目的は、介護従事者の負担軽減や業務の

効率化、あるいは介護を受けられる方へのサー

ビスの質や安全性の確保などでありますので、

今回の事業におきましては、これらの目的に対

する効果や課題を検証してまいります。その上

で、各事業所におきまして、利用者や介護従事

者にとりまして、最も効果的・効率的に介護ロ

ボットを活用するための体制づくりを検討して

いただきたいと考えております。

また、今後は、関係団体とも連携しながら、

今回の事業の検証結果や先進的な取り組み事例

等も踏まえまして、介護ロボットの導入・活用

に当たっての基本的な考え方を整理してまいり

たいと考えております。

今回、アシストスーツも、ま○ 原正三議員

だまだ使い勝手の悪い、一回一回脱着しないと

いけませんから、ずっと作業をやっているわけ

じゃないので、ほんの試験的なものになろうか

と思いますが、先々はこれがまたいろんなとこ

ろに進化していくんだと思います。北九州の場

合は、シニア・ハローワークと一体になってい

るんですね。いわゆる地方創生で、例えば40

代、50代の方にどうぞ北九州においでくださ

い、帰ってきてください、ＵＪＩターンで来て

ください、老後は、こういうことで、特区でロ

ボットを使って、非常に安心・安全な充実した

介護体制をつくりますから、そのために帰って

きてくださいということで、一体のものになっ

ているようでございます。紹介しておきたいと

思います。

次に、ロボットを関連技術ということで広め

て、産業としてのロボットということでお尋ね

したいと思いますが、本県のロボットに関連す

る技術水準は、どの程度の、どのような位置に

あるのか、産学官の取り組み状況についてお聞

かせください。商工観光労働部長、お願いいた

します。

県内での○商工観光労働部長（永山英也君）

ロボット関連技術の取り組みについてでありま

す。民間企業において、工場内の搬送ロボット

の開発・製造や産業用ロボットの部品製造に取

り組む例などがあります。また、県の工業技術

センターにおきましては、これまで県内企業と

連携し、ロボットの動作制御システムや安定制

御技術に関する研究を実施するなど、ＩＣＴを



- 296 -

平成28年３月２日(水)

活用したロボット関連技術に関する研究開発を

行ってきております。

また、宮崎大学では、環境ロボティクス学科

を中心に、基礎から応用まで幅広い研究が行わ

れておりますが、例えば、人の入れない下水管

の劣化状況を検査するロボットの実用化や、手

足が不自由な方が目線の動き等で電動車椅子を

制御する装置の開発等が行われております。さ

らに、都城高専では、病院や工場内の狭い空間

で、全方位に物を運搬できる移動ロボットなど

の研究のほか、ロボットコンテストを通じた基

本動作の制御システムの開発実習などに積極的

に取り組んでおられます。

また、質問にありました介護ロボット分野に

つきまして、県内の産業界、大学あるいは公設

試がいかにかかわることができるかについて

は、今後、関心を持って見ていきたいと思って

おります。

そこで本題でありますが、東○ 原正三議員

九州自動車道宮崎―北九州間がいよいよ全線開

通いたします。ロボットやＩＣＴ技術産業の先

進地である北九州市と、かなり近くなります。

日本ロボット工業会によると、産業用ロボット

も含めたロボットの市場規模は、2025年には、

これはやや古いデータでありますが、その―

当時の試算でも 約８兆円に達すると予測さ―

れております。

現在も豊前市に事務所を開設するなど、自動

車道の開通効果の発揮に努力されているところ

ではありますが、この際、自動車産業に、ロ

ボットやＩＣＴ産業等 その他にもいろいろ―

ありますから、いろいろ加えても結構ですが

を加えた事業の拡大展開を図ってはどうか―

と思います。本県産業の厚みが増し、さらなる

発展につながるものと思われます。商工観光労

働部長の御見解をお聞かせください。

東九州自○商工観光労働部長（永山英也君）

動車道宮崎―北九州間の全線開通に伴い、ロ

ボットやＩＣＴ技術、自動車関連産業など、先

端技術開発の先進地である北九州市とつながり

ますことは、本県のものづくり企業にとりまし

て、新分野進出、技術連携の促進などの効果が

期待されるところであります。本県ではこれま

でも、沿線の大分県や北九州市と連携を図り、

東九州メディカルバレー構想の推進や自動車産

業関連企業の取引拡大などに取り組んでおりま

すが、特に自動車分野につきましては、大分県

や北九州市の関連企業団体と合同で自動車産業

交流ツアーを実施するなど、県域を越えた企業

間連携を強化しているところであります。

なお、現在策定を進めております産業振興戦

略におきましても、ロボット技術などのイノベ

ーションを生み出す新たな取り組みを、しっか

りと位置づけているところであります。宮崎―

北九州間の全線開通を契機としまして、先進地

との連携をさらに深め、本県の産業振興を図っ

てまいりたいと考えております。

これはものづくりで有名な東○ 原正三議員

大阪市ですね。ここにも先般、行ってまいりま

したが、大阪府の職員さんの話ですけれども、

東大阪はなぜものづくりの町として栄えたか、

いわゆる企業城下町としての基礎があったか

ら、そういうふうな技術の発展を見たんだとい

うことでありました。宮崎の場合は、旭化成さ

んというビッグビジネスはありますけれども、

企業城下町らしきところはなかなかないわけ

で、近くなりました北九州、かつては鉄都と言

われました。鉄の町あるいは工都、工業の町北

九州、そことつながるわけでありますから、や

や遠い地でありますが、そこの企業城下町とし
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て栄えることを目指していってはどうかなとい

うことで質問したところであります。

最後に、刑法犯対策について伺います。

警察本部長にお願いいたしますが、この質問

を通告してからも、去る27日、福岡市で、19歳

の予備校生が同じ予備校に通う19歳の少年に刺

され、死亡する事件が発生いたしました。昨年

２月にも、川崎市の中学１年、上村遼太君が多

摩川の河川敷で無残に殺害されました。先日、

横浜地裁の裁判員裁判は、19歳の無職少年に懲

役９年以上13年以下の不定期刑を言い渡したと

の報道があったばかりであります。被害者の肉

親の立場にすれば、その感情たるや想像を絶す

るものではないかと考えます。相次ぐ凶悪事件

の報道に、何とか未然に防ぐ手だてはないもの

かと、やり場のない怒りをテレビにぶつけなが

ら思うことしきりであります。さて、本県はど

うなのか、心配にもなります。県内の刑法犯の

現状についてお聞かせください。

県内の犯罪発生○警察本部長（野口 泰君）

状況につきましては、平成27年の刑法犯の認知

件数は6,632件で、前年と比較して689件、率に

して9.4％減少しております。刑法犯の認知件数

は、ピーク時の平成14年以降、年々減少傾向に

あり、昨年は、現在の統計方式となった昭和41

年以降、最も低い件数となったところでありま

す。一方、昨年の刑法犯検挙件数は2,490件、検

挙率が37.5％で全国平均を５ポイント上回って

おります。

刑法犯の中でも、悪質で社会的反響が大き

く、県民に著しく不安を与える殺人・強盗・強

姦・放火の４罪種を凶悪犯罪と呼んでおりま

す。この凶悪犯罪の認知件数は15件で、前年と

比較して25件、率にして62.5％減少しており、

検挙件数につきましては、18件で率にして120％

に上り、前年比減少率、検挙率ともに全国１位

であります。

また、人口10万人当たりの認知件数を示す犯

罪率が、凶悪犯罪につきましては、1.3％と全国

一低い現状にあります。しかし、この種犯罪

は、いつ発生するかわからず、昨日未明、宮崎

市内のコンビニエンスストアで強盗未遂事件が

発生するなど、予断を許さない状況にありま

す。

刑法犯は、昨年9.4％の減少○ 原正三議員

で、認知件数は昭和41年以降、最低、検挙率も

全国平均を５ポイント上回り、また、凶悪犯罪

は、前年比減少率がマイナス62.5％で全国１

位、人口10万人当たりの認知件数を目安にする

犯罪率が1.3％で全国一低く、検挙率も120％で

全国１位との答弁をいただきました。ありがと

うございました。とても安心いたしました。こ

れが悪ければ、認知件数が増加しておれば、

「なぜですか」と質問するところであります

が、大幅に減少しているとの答弁でありますの

で、逆の質問をいたします。刑法犯の減少要因

についてお聞かせいただきたいと思います。

本県の刑法犯が○警察本部長（野口 泰君）

減少した要因としまして、まず、警察では、制

服警察官による街頭活動の強化や、防犯ネット

ワークの整備による地域安全情報の積極的な発

信など、犯罪情勢を的確に分析した効果的な犯

罪抑止対策に取り組んでまいりました。そのほ

か、防犯ボランティアによるパトロール活動や

防犯カメラの増加により、犯罪を警戒する地域

社会の目が密になったこと、車や自転車、住宅

の施錠設備の改善など、さまざまな要因が考え

られます。今後とも、県民が安心して暮らせる

宮崎県を目指し、犯罪の抑止に取り組んでまい

ります。
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最後になりますが、警察のテ○ 原正三議員

ロ防止対策について伺います。国際テロ組織や

イスラム過激派によるテロが世界各地で発生

し、国際テロ情勢は依然として厳しい状況にあ

ります。2013年１月には、在アルジェリア邦人

に対するテロが発生、日本人10人を含む40人が

死亡、さらに、同年４月には、アメリカボスト

ンマラソンのゴール付近で爆弾が連続して爆

発、３人が死亡し、200人以上が負傷、2015年１

月には、フランスパリにおいて、イスラム教の

風刺画を掲載した週刊誌社が襲撃されるテロ事

件が発生するなど、世界各国がテロの脅威に直

面している状況にあります。

こうした状況の中、2020年にはオリンピック

・パラリンピック東京大会の開催が決定し、本

県においても、野球やサーフィン等の大会開催

や事前合宿あるいはキャンプ等の誘致に努力し

ているところであります。大規模な国際スポー

ツ大会等は、格好のテロの攻撃対象になりやす

いと聞きます。テロ防止対策についてお聞かせ

ください。

警察では、本年○警察本部長（野口 泰君）

開催の伊勢志摩サミット、2020年開催予定のオ

リンピック・パラリンピックを控えております

ことから、テロに関連する情報の収集、空港、

港湾等の関係機関と連携した水際対策、重要施

設、公共交通機関、大規模集客施設等の管理者

と連携した警戒警備の強化などのテロ防止対策

を、本県警察を含め、全国警察一丸となって推

進しております。警察といたしましては、今後

とも、県民の協力をいただきながら、テロの未

然防止に万全を期すこととしておりますので、

県民の皆様の御理解と御協力をよろしくお願い

いたします。

意外と凶悪事件とかが多いん○ 原正三議員

じゃないかというつもりで質問いたしました

ら、本県は非常に発生率も減少し、検挙率も高

く、凶悪犯罪も非常に少なくなっているという

ことで、平たく言うと日本一だなということの

ようであります。なぜテロのこと等々聞いたか

といいますと、先ほど言いましたように、これ

からいろんなスポーツ大会、合宿等の誘致をす

るわけでありますが、日本がもし世界で一番安

全な国とするならば、その中の全国一なわけで

すから、宮崎県は世界で一番安全なところであ

ると言っても過言ではないわけでありまして、

これは宮崎県にとって、誘致合戦をする上で、

大きな売り、セールスポイントになるのではな

いかと思っております。そういうことで、知事

を初め、皆さん方には頑張っていただくとあり

がたいと思っています。

実は、通告で少年法というのを私は書いてい

まして、それをやりませんから、なぜかと思わ

れる方がいるといけませんので、ちょっと時間

がありますから、問題提起だけにして終わりた

いと思います。

こんな議論があります。改正公職選挙法で

は、18～19歳は、当面、選挙権は持つが、少年

法の適用年齢であり続ける。判断能力を備えた

大人と認めて選挙権を付与するなら、同時に相

応の責任も負うべきであり、少年法の適用年齢

についての議論は、公選法の改正と並行して行

うべきであったというものです。これは、先ほ

ど質問の中に出てきましたが、多摩川河川敷の

事件で、被告の19歳少年に対する判決が、成人

だったらもっと重い罪が科せられたはずという

疑問に端を発したものであります。

少年法の目的は保護や更生であることは、よ

く理解しております。18歳を大人と見るのか、

子供と見るのかということになりますが、世界
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の多くの主要国では、選挙権、少年法とも18歳

を境界としているのだそうであります。民法、

そのほかいろいろな法律との兼ね合いがありま

すので、難しい、難しい問題であると思いま

す。これは国会でやることではありましょうけ

れども、国民的議論が必要なのではないかと思

いまして、問題提起だけにしておきたいと思っ

ております。

以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

以上で一般質問は終わりまし○星原 透議長

た。

議案第１号から第76号まで及び請願◎

委員会付託

次に、今回提案されました議○星原 透議長

案第１号から第76号までの各号議案を一括議題

といたします。

質疑の通告はありません。

ここで、議案第１号から第76号までの各号議

案及び新規請願は、お手元に配付の付託表のと

おり、それぞれ関係の委員会に付託いたしま

す。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす３日から６日までは、常任委員会等のた

め、本会議を休会いたします。

次の本会議は、７日午前10時開会、平成27年

度補正予算関係議案についての常任委員長の審

査結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時47分散会



３月７日（月）
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企業局長発言◎

これより本日の会議を開きま○星原 透議長

す。

本日の日程は、平成27年度補正予算関係議案

についての常任委員長の審査結果報告から採決

までであります。

まず、執行部から発言の申し出がありますの

で、これを許します。

〔登壇〕 先日の丸○企業局長（四本 孝君）

山議員の代表質問及び渡辺議員の一般質問にお

ける「地方振興積立金の一般会計への繰り出し

に至った経緯」に関する答弁につきまして、補

足説明させていただきたいと思います。

県営電気事業みやざき創生基金の原資となる

一般会計への繰り出しについては、これまでの

電気事業法のいわゆる総括原価方式のもとで

は、売電料金の引き下げが前提とされていたこ

とから、売電料金の引き下げを行った上で繰り

出しを行うという判断は、経営上、困難であり

ましたが、坂口議員への答弁で申し上げました

とおり、これまでの電力会社との料金交渉にお

いて、将来の料金引き下げを説明した上で繰り

出すことは、制度上は可能であったかと思いま

す。

説明の足りない点があり、御迷惑をおかけし

ましたことをおわびし、補足説明させていただ

きました。以上であります。〔降壇〕

執行部の発言は終わりまし○星原 透議長

た。

常任委員長審査結果報告(議案第46号から◎

第76号まで）

次に、議案第46号から第76号○星原 透議長

までの各号議案を一括議題といたします。

ここで、常任委員長の審査結果報告を求めま

す。まず、総務政策常任委員会、清山知憲委員

長。

〔登壇〕（拍手） 総務政策常○清山知憲議員

任委員会の審査結果を御報告いたします。

今回、当委員会に付託を受けました補正予算

関係議案は、議案第46号外６件であります。慎

重に審査をいたしました結果、お手元に配付の

議案委員会審査結果表のとおり決定いたしまし

た。

なお、議案第63号は賛成多数により、その他

の議案については全会一致により決定しており

ます。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、平成27年度宮崎県一般会計補正予算

（第４号）についてであります。

今回の補正は、国の平成27年度補正予算（第

１号）の成立及び公共事業費等の国庫補助の決

定に伴うもの、その他必要とする経費について

措置するものであります。補正額は84億8,200万

円余の減額となっておりますが、この中には、

国の補正予算に伴う経費として153億3,600万円

余が増額計上されております。

歳入財源の主なものとしては、県税が50

億1,000万円、地方消費税清算金が56億2,600万

円余、地方交付税が19億7,300万円余の増額、国

庫支出金が78億4,9 0 0万円余、繰入金が69

億3,800万円余、諸収入が64億4,300万円余の減

額となっております。この結果、補正後の一般

会計の予算規模は6,979億6,400万円余となりま

す。

このうち、総合政策部の補正予算は、一般会

計で６億7,700万円余、特別会計で1,500万円余

の減額であり、この結果、一般会計と特別会計

平成28年３月７日(月)
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を合わせた補正後の予算額は125億600万円余と

なります。

また、総務部の補正予算は、一般会計で186

億100万円余の増額、特別会計で７億8,300万円

余の減額であり、この結果、一般会計と特別会

計を合わせた補正後の予算額は4,924億4,100万

円余となります。

このうち、地方創生加速化交付金事業につい

てであります。

このことについて委員より、「地方創生関連

事業については、他県においても同様に取り組

んでいることから、その厳しい競争に打ち勝つ

ためには、これまでの発想や手法での取り組み

では難しいと考える。これまで実施してきた事

業の検証を行った上で新たな発想を加えるな

ど、これまでと違った角度での取り組みが必要

ではないか」との意見があり、当局より、「こ

の交付金事業は事業効果が強く求められること

から、事業効果を念頭に、さまざまな工夫を行

いながら取り組んでいる。今後とも、社会が何

を求めているのかという視点に立って、他県に

負けない宮崎ならではの事業を構築してまいり

たい」との答弁がありました。

当委員会としましては、貴重な財源である交

付金の確保に、より一層努めるとともに、これ

までの事業の検証を行った上で、地方創生に向

けた本県ならではの取り組みをしっかりと推進

していただくよう要望いたします。

次に、宮崎県公共施設等総合管理計画につい

てであります。

これは、今後、急速に老朽化が進行する県保

有の全ての建物系施設とインフラ施設につい

て、保有・運営・維持の最適化を図り、財政負

担の最小化と施設保有効果の最大化の両立を実

現するために、施設等の総合的・計画的な管理

について、基本的な方針を示すものでありま

す。

このことについて委員より、「施設の統廃合

については、利用率だけで判断すると施設が都

市部に集中することが懸念され、また、施設が

廃止される市町村からの理解も得られないので

はないか」との意見があり、当局より、「公共

施設は行政目的達成のための手段として設置し

ているものであり、この計画はその管理の最適

化を図ることを狙いとしている。施設の統廃合

については、利用率のみならず、施設の行政目

的に主眼を置いた議論を市町村等とも十分に

行ってまいりたい」との答弁がありました。

当委員会としましては、施設の配置等を判断

する際には、市町村等との議論を十分に行った

上で行うことに加え、用途廃止後の未利用財産

の有効活用策についても検討していただくよう

要望いたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、厚生常任委員会、後藤○星原 透議長

哲朗委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○後藤哲朗議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました補正予算

関係議案は、議案第46号外４件であります。慎

重に審査をいたしました結果、お手元に配付の

議案委員会審査結果表のとおり決定いたしまし

た。

なお、議案第46号及び第71号については賛成

多数により、その他の議案については全会一致

により決定しております。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、福祉保健部の補正予算についてであり
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ます。

今回の補正は、一般会計での34億8,400万円余

の減額であり、この結果、一般会計と特別会計

を合わせた補正後の予算額は1,020億4,900万円

余となります。

このうち、国の補正予算に伴う貸付事業につ

いてであります。

これは、国の「一億総活躍社会の実現等」に

向けた緊急対策のための補正予算に伴うもので

あり、介護人材、保育人材の確保を目的とした

「介護福祉士等養成・確保特別対策事業」及び

「保育士修学資金貸付等事業」並びに貧困対策

等を目的とした「児童養護施設退所者等自立支

援資金貸付事業」及び「ひとり親家庭高等職業

訓練促進資金貸付事業」の４件が提案されてお

ります。

このことについて委員より、「これらの取り

組みは、返還免除要件などの制度設計の細部に

ついて、いまだ不明確な点が多い。事業の実施

に向けて、ニーズを十分に把握した上で、さま

ざまな媒体を活用した広報・広聴活動を行って

いくとともに、その運用に遺漏なきよう、準備

を整えていただきたい」との要望がありまし

た。

次に、県立看護大学の法人化移行業務に係る

進捗状況についてであります。

県立看護大学は、平成９年の開学以来、本県

の看護教育等の中核機関として、県内外の保

健、医療等の向上に貢献してきたところであり

ます。

しかしながら、少子化が進行する中、大学を

取り巻く環境は全国的に厳しさを増しており、

競争力を備え、魅力ある大学として発展してい

くためには、自主性、自立性を持った機動的な

大学運営を行っていくことが必要との考えか

ら、平成29年４月の法人化を目指して、準備を

進めているところであります。

このことについて委員より、「今後、議決事

項となる法人定款や中期目標等については、十

分に議論・検討した上で、議会に対し、内容を

報告しながら手続を進めていただきたい」との

意見がありました。

また、別の委員より、「地域医療等の充実に

貢献し、地域に根差した魅力ある大学運営を実

現できるよう、大学改革に誠実に取り組んでい

ただきたい」との要望がありました。

次に、病院局の補正予算についてでありま

す。

今回の補正は、職員の給与改定に伴うもので

あり、病院事業費用１億6,800万円余を増額する

ものであります。この結果、補正後の病院事業

費用は306億7,700万円余となります。

以上をもちまして、当委員会の報告を終わり

ます。（拍手）〔降壇〕

次は、商工建設常任委員会、○星原 透議長

二見康之委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○二見康之議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました補正予算

関係議案は、議案第46号外７件であります。慎

重に審査をいたしました結果、お手元に配付の

議案委員会審査結果表のとおり、いずれも全会

一致で決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、商工観光労働部の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で63億6,600万円余、

特別会計で6,000万円余の減額であります。この

結果、一般会計と特別会計を合わせた補正後の



- 307 -

平成28年３月７日(月)

予算額は578億2,300万円余となります。

このうち、地方創生加速化交付金事業につい

てであります。

このことについて当局より、若者の県内就職

・進学を促進するためのフェア開催や、さらな

る企業立地促進のための首都圏での企業立地セ

ミナーの開催、また、世界農業遺産を切り口と

した旅行商品の造成を図るための現地調査やモ

ニターツアーの実施等、21件の新規事業につい

て説明がありました。

当委員会といたしましては、これらの事業の

実施に当たっては、今後予定される地方創生推

進交付金でのさらなる事業展開を見据えなが

ら、真の地方創生の実現に向けて、付加価値の

高い産業の育成と良質な雇用の場の確保が図ら

れるよう、しっかりと取り組んでいただくこと

を要望いたします。

次に、県土整備部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で58億8,000万円余の

減額、特別会計で1,300万円余の増額でありま

す。この結果、一般会計と特別会計を合わせた

補正後の予算額は650億5,300万円余となりま

す。

このうち、債務負担行為についてでありま

す。

今回の補正予算においては、公共工事を前倒

しして発注するためのゼロ国債及びゼロ県債が

設定されております。

当委員会といたしましては、ことし１月から

試行している「余裕期間を設定した建設工事」

等も含めてしっかりとそれらの効果を検証し、

来年度以降の公共工事の発注や施工時期の平準

化につなげていただくことを要望いたします。

次に、都市計画に関する基本方針の改定につ

いてであります。

このことについて当局より、当方針は平成27

年３月から改定に着手しており、人口減少や高

齢化への対応として、コンパクトシティー化や

各都市の有機的ネットワーク化を進めること等

を記載予定であるとの説明がありました。

これに対して委員より、「旧来のまちでは商

店街そのものがなくなり、コンパクト化が難し

い場合もあるため、交通の便を生かした新たな

都市の形成といった観点も必要である。今後の

検討において知恵を絞っていただきたい」との

要望があり、当局より、「当方針に基づき、各

市町村が具体的な都市計画を決めることになる

ため、今後、市町村の計画策定を支援する中で

アドバイスしていきたい」との答弁がありまし

た。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、環境農林水産常任委員○星原 透議長

会、渡辺創委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○渡辺 創議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました補正予算

関係議案は、議案第46号外６件であります。慎

重に審査をいたしました結果、お手元に配付の

議案委員会審査結果表のとおり、いずれも全会

一致で決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、環境森林部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で30億7,800万円余の

減額、特別会計で9,600万円余の増額であり、こ

の結果、一般会計と特別会計を合わせた補正後

の予算額は204億5,500万円余となります。
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このうち、松くい虫伐倒駆除事業についてで

あります。

これは、宮崎市の海岸の松林を中心に拡大し

ている松くい虫被害の蔓延を防止するために、

被害木の伐倒駆除を行うもので、8,200万円余を

増額補正するものです。

このことについて当局より、「昨年度と比較

し、県全体で約1.5倍、宮崎市では約３倍の被害

が見込まれており、松林を守るためには、伐倒

駆除等の地道な活動を続けていくことが必要で

ある。昨年11月に、庁内にプロジェクトチーム

を設置するとともに、宮崎市やゴルフ場等の複

数の関係者による連絡会議等を開催しており、

今後も、関係者全員が一体となって対策に取り

組んでいきたい」との説明がありました。

これに対して委員より、「新たな連携体制づ

くりなど、さまざまな対策に取り組まれている

ことを評価したい。これ以上、被害が拡大しな

いように、関係団体等と引き続き連携して取り

組み、貴重な海岸の松林の保全に努めていただ

きたい」との要望がありました。

次に、農政水産部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で49億3,000万円余の

減額、特別会計で1,600万円余の増額であり、こ

の結果、一般会計と特別会計を合わせた補正後

の予算額は374億3,600万円余となります。

このうち、新規事業「農で呼び込む移住・Ｕ

ＩＪターン促進事業」についてであります。

これは、農業の担い手が減少する中で、都市

部から人材を呼び込むために、就農と移住のワ

ンストップ相談窓口の創設や、県立農業大学校

での実践研修等を強化するとともに、宮崎で就

農する人材の受け皿として、市町村やＪＡを主

体とした新たな雇用の場となる「しごと創生公

社」の設立や、大型量販店等と地域が連携した

直営農場の設立、農業法人の「のれん分け」へ

の支援等に取り組むものです。

これに対して委員より、「農業に魅力を感じ

る都市部の人も多いと聞くが、宮崎で就農して

もらうためには、一人一人へのきめ細やかな支

援とその受け皿づくりが必要である。モデル地

区を選定して事業に取り組むとのことである

が、しっかりと磨き上げて県内全域に広げ、本

県農業の担い手の確保・育成に取り組んでいた

だきたい」との要望がありました。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、文教警察企業常任委員○星原 透議長

会、重松幸次郎委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告い○重松幸次郎議員

たします。

今回、当委員会に付託を受けました補正予算

関係議案は、第46号外７件であります。慎重に

審査をいたしました結果、お手元に配付の議案

委員会審査結果表のとおり、いずれも全会一致

で決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、公安委員会の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で５億3,200万円余の

減額であり、この結果、補正後の予算額は263

億9,700万円余となります。

次に、宮崎市内におけるバスレーン規制の見

直し後の状況についてであります。

このことについて委員より、「規制が見直さ

れてから１カ月が経過したが、バスの定時走行

や交通渋滞の状況等はどうか」との質疑があ

り、当局より、「この規制は、バスの利用を促
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すことにより、交通総量を抑制して、交通の安

全と円滑化を図ることを目的としており、本年

２月１日から規制時間等をコンパクト化して徹

底を図っている。見直し直後は、渋滞が生じ、

多数の戸惑いの声が寄せられたが、日を追って

運転手に浸透し、雨天時を除けば、大きな渋滞

は見られなくなってきており、バスの定時走行

も確保されている。これを徹底することによ

り、渋滞緩和や交通事故抑止につながるなど、

さまざまな効果が期待されることから、今後も

交通指導を継続してまいりたい」との答弁があ

りました。

次に、公営企業会計補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、電気事業会計で1,745万円余、

工業用水道事業会計で108万円余、地域振興事業

会計で１万円余で、いずれも事業費の増額を行

うものであります。この結果、各会計ごとの補

正後の事業費は、電気事業は44億6,900万円余、

工業用水道事業は３億8,800万円余、地域振興事

業は2,100万円余となります。

次に、教育委員会の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で20億7,400万円余の

減額、育英資金特別会計で２億9,800万円余の増

額であります。この結果、一般会計と特別会計

を合わせた補正後の予算額は1,067億6,900万円

余となります。

次に、平成31年度全国高等学校総合体育大会

南部九州大会の開催についてであります。

これは、全国高等学校体育連盟による開催基

準において、ブロックの輪番が原則とされてい

ることから、平成31年度に本県を含む南部九州

４県で開催することとなったものであります。

このことについて委員より、「高校総体の施

設基準はどの程度のものなのか」との質疑があ

り、当局より、「高校総体の施設基準は、国体

のようにハードルが高くないため、平成31年度

高校総体においては、基本的に既存施設の活用

を考えている」との答弁がありました。

また、このことに関連して複数の委員より、

「競技会場の選定等に当たっては、２巡目国体

を視野に入れ、市町村や競技団体等と意見を交

わすなど、その後の国体へつなげるという視点

を持ちながら取り組むことを求める」との要望

がありました。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

以上で常任委員長の審査結果○星原 透議長

報告は終わりました。

委員長の審査結果報告に対する質疑の通告は

ありません。

討 論◎

これより討論に入りますが、○星原 透議長

討論についての発言時間は、１人10分以内とい

たします。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。まず、来住一人議員。

〔登壇〕（拍手） ただいま議○来住一人議員

題となっております議案第46号、第63号、第71

号について、日本共産党を代表して、反対の立

場から討論いたします。

議案第46号「平成27年度宮崎県一般会計補正

予算（第４号）」と議案第71号「宮崎県国民健

康保険財政安定化基金条例」については、関連

がありますので、あわせて討論いたします。

一般会計補正は、国の補正予算及び公共事業

費等の国庫補助決定に伴うことを中心に補正す

るもので、予算の総額を6,979億6,430万円に補

平成28年３月７日(月)
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正しようとするものであります。

また、議案第71号は、国民健康保険の安定運

営を図るためとして、基金を創設する条例を制

定しようとするものであります。

同意できない問題点の第１は、ＴＰＰに関す

る予算であります。

重要５品目を聖域として守ることなどを宣言

した国会決議をほごにして大筋合意に至り、特

に農家や農業団体などから批判が高まるもと

で、アメリカを初めＴＰＰの国会批准が全く定

かでないにもかかわらず、ＴＰＰ対策と銘打っ

て予算化してきました。私は、この行為そのも

のが二重に三重に誤りだと思います。同時に、

参議院選挙をにらんだ党利党略であると思いま

す。

今回補正されているＴＰＰ関連予算は31

億8,100万円であり、そのうち、農林水産分野

は28億4,800万円であります。県営畑地総合整備

事業、プラスＪＥＴＲＯで攻める輸出拡大産地

育成事業、経営体育成支援事業などが具体的な

事業であります。もちろん、これらの事業が農

業振興の妨げになるものでないことは明らかで

あります。

しかし、これらの事業の中心に置かれている

のは、農業経営の規模拡大であります。規模拡

大はこれまでも農業政策の中心に置かれてきま

したが、それが今日の結果であります。耕地面

積が100倍も1,000倍もあるアメリカやオースト

ラリアの農業と競争させること自体がどだい誤

りであって、日本には日本に合った農業の振興

策があるべきであります。ＴＰＰ対策として規

模拡大路線をひたすら追求していくなら、家族

的経営はさらに衰退し、農業者が農業から追い

出され、法人化となり、それによって、中山間

地はさらに放置されることになるでしょう。

本補正予算や28年度当初予算のＴＰＰ対策

が、一定の幻想を与えることはできたとして

も、本県農業のさらなる衰退に歯どめをかける

ものとならないことは明らかであります。国会

決議を遵守し、ＴＰＰからの撤退を改めて強く

求めるとともに、県当局がこの立場に立たれる

ことを求めます。

第２に、国民健康保険助成費において、１

億9,240万円を新たに創設される国民健康保険財

政安定化基金に積み立てようとしていることで

あります。

本件は、市町村国保の都道府県化、いわゆる

広域化を中心にした国保制度の大改変を平成30

年度をめどに行う、その一つとしての補正であ

り、基金条例の制定であります。

国民健康保険制度をめぐる今日の最大の問題

は、低所得者のための保険であるのに、とにか

く保険料が高いことにあります。保険料の高騰

は当然のごとく滞納を激増させ、それによって

財政難となり、再引き上げ、滞納増、財政難の

サイクルに落ち込んでいることにあります。国

保の広域化によって、この悪循環から抜け出す

ことができるのか。結論から言って、できない

のであります。できないだけでなく、国保加入

者も市町村も県も、さらに重荷を背負わされる

こととなります。

国保税が高過ぎる要因は２つあります。

第１は、国の予算削減にあります。1984年の

改定で、医療費の45％であった国庫負担を38.5

％に削減したことを皮切りに、国の責任を次々

と後退させ、市町村国保の総収入に占める国庫

支出金は、1980年度は57.5％であったもの

を2012年度には22.8％にまで後退させているこ

とであります。

第２は、国保加入者の貧困化であります。国
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民皆保険スタート直後の国保世帯主の職業構成

は、農林水産業が42.1％、自営業が25.4％であ

りましたが、2012年には2.8％と14.7％と少数と

なり、無職者43.4％、被用者35.2％となってお

ります。他の医療保険にない特徴を持つ国民健

康保険は、国を初め公的支援がなければ成り立

つことのできない保険であります。

広域化によって、県は市町村と並んで保険者

となります。国保料は市町村が徴収するなど、

基本的実務は市町村が担いますが、給付は県が

行うこととなります。最大の改変は、国保財政

の元締めを行い、市町村の監督役として強力な

権限を持つようになります。

詳しく述べることはできませんが、この広域

化によって、住民負担増と給付削減がさらに強

まることは避けられません。一般会計からの繰

り入れで保険料負担を抑えている市町村は、実

際の保険料と標準保険料率との乖離や他市町村

との比較で住民への優遇ぶりが際立つようにな

り、「医療水準が同じなら負担も同じでないと

不公平」という非難を受け、繰り入れができな

くなり、保険料引き上げを迫られることになり

ます。保険料の高騰を抑えたければ、給付を抑

制せよということになります。この問題は重要

な課題でありますので、今後、議論をしていき

たいと思います。

次に、議案第63号について述べます。

本議案は、東京23区から企業の本社機能等の

移転や地方の企業の本社機能等の拡充を行う企

業に、事業税や不動産取得税、固定資産税の不

均一課税、つまり減税を行うというものであり

ます。

我が党は、企業誘致などに反対するものでは

ありません。しかし、地方創生法に基づき総合

戦略が閣議決定されましたが、その総合戦略に

「企業の地方拠点強化」による「多様な正社員

の普及・拡大の活用によるさらなる正社員化の

実現」を明記しております。「多様な正社員

化」とは「地域限定正社員」のことであって、

限定正社員の普及・拡大は、財界の提案であ

り、要求であります。国民・県民の税金を投入

して、不安定な地域限定社員や非正規雇用を拡

大させるようなことを改め、安定した正規雇用

こそ求められていると思います。

以上で討論を終わるものです。（拍手）〔降

壇〕

次は、満行潤一議員。○星原 透議長

〔登壇〕（拍手） 議案第46号○満行潤一議員

「平成27年度宮崎県一般会計補正予算（第４

号）」に、県民連合宮崎を代表し、賛成の立場

で討論をいたします。

地方創生関連事業に関してであります。

地方創生加速化交付金は、国の27年度補正予

算計上額1,000億円、10分の10が交付される地方

にとっては魅力的なものです。期待される効果

として、「各自治体が地方版総合戦略の取組の

先駆性を高め、レベルアップの加速化が図られ

ることにより、地方における安定した雇用創

出、地方への新しいひとの流れ、まちの活性化

など「目に見える地方創生」の実現に寄与」す

るとなっています。

交付を希望する自治体は、２月上旬までに国

に申請しなければならず、限られた期間に先駆

的な事業計画を発案し、国の査定をパスしなけ

ればならない。担当者の皆さんは大変な御苦労

だったと思います。

しかし、その多くの事業が、一般会計既存事

業の組みかえや焼き直し、国主導の事業と思わ

れます。本来の目的である「希望を生み出す強

い経済」を実現するため、また、「子育て支



- 312 -

平成28年３月７日(月)

援」や「安心につながる社会保障」に貢献する

ための事業となっているのか。

例えば、総合政策部の「いいね！地方の暮ら

しフェア」開催事業は、先月に実施した「いい

ね！地方の暮らしフェア」と全く名称も同じ、

事業内容もほぼ同じ内容ながら新規事業となっ

ております。

顕著にあらわれているのが福祉保健部の４件

の貸付事業です。介護人材、保育人材の確保を

目的とした貸付制度、「介護福祉士等養成・確

保特別対策事業」及び「保育士修学資金貸付等

事業」と、貧困対策等を目的とした貸付制度、

「児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事

業」及び「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金

貸付事業」の４件の貸付事業です。

一見すると、貧困対策として機を捉えたアイ

デアだと思わせるところがあります。しかしな

がら、この国のアイデアは、抜本的な貧困の解

決にはつながらないと言わざるを得ません。介

護人材、保育人材ともに求人はあるのに、なぜ

応募が少ないのか、なぜ離職が繰り返されてい

るのか、そのことに対する抜本的な対策が欠落

しています。

安定的な雇用の確保、過酷な労働条件の改善

などは置いたまま、児童養護施設から社会に巣

立つ子供たちに借金を背負わせてスタートさせ

る。ひとり親が職業訓練を受ける間の生活はど

のように支えるのか。貧困問題を形成する今日

の構造的な課題に正面から取り組むものとなっ

ているだろうかと思うところです。

私たちは、地方自治体として、議員として、

県民生活をつまびらかにしながら、県民生活を

より充実させ、豊かにさせるために、日々、執

行部と議論を重ねています。今回、地方創生に

係る事業も、さまざまな事業提案がありまし

た。それらについて、一つ一つ批判するつもり

はありません。

介護や保育、さらには医療などに携わってい

る皆さん、また、今議会で取り上げられたト

ラック運転手の人材確保など、その労働条件の

向上なくして人材不足の解消は果たせないので

はないか、そのような思いをしている中で、私

たちは、国のアイデアをそのままこの地方で展

開することが本当に有効であるのかを、しっか

り検証・精査する必要があるのではないかと思

います。国の補助率10分の10の事業ではありま

すが、貴重な税金であります。これらの事業

が、真に貧困対策、格差社会解消に有効に活用

されることを期待し、討論を終わります。（拍

手）〔降壇〕

ほかに討論の通告はありませ○星原 透議長

ん。

以上で討論は終わりました。

議案第46号、第63号及び第71号採決◎

これより採決に入ります。○星原 透議長

まず、議案第46号、第63号及び第71号の各号

議案について、一括お諮りいたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、各号議案○星原 透議長

は委員長の報告のとおり可決されました。

議案第47号から第62号まで、◎

第64号から第70号まで及び

第72号から第76号まで採決

次に、議案第47号から第62号○星原 透議長

まで、第64号から第70号まで及び第72号から
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第76号までの各号議案について、一括お諮りい

たします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○星原 透議長

て、各号議案は委員長の報告のとおり可決され

ました。

議案第77号追加上程◎

次に、お手元に配付のとお○星原 透議長

り、知事から議案第77号の送付を受けましたの

で、これを日程に追加し、議題とすることに御

異議ありませんか。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○星原 透議長

ように決定いたしました。

議案第77号を上程いたします。

知事提案理由説明◎

ここで、知事に提案理由の説○星原 透議長

明を求めます。

〔登壇〕 それでは、た○知事（河野俊嗣君）

だいま提案いたしました議案第77号について御

説明申し上げます。

議案第77号は、現在教育長を務めています教

育委員会委員飛田洋氏が平成28年３月31日を

もって任期満了となりますので、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規

定により、新たに教育長として四本孝氏を任命

いたしたく、県議会の同意を求めるものであり

ます。

よろしく御審議のほどお願いいたします。

〔降壇〕

知事の説明は終わりました。○星原 透議長

あすからの日程をお知らせいたします。

あす８日から15日までは、常任委員会、特別

委員会等のため、本会議を休会いたします。

次の本会議は、16日午前10時開会、平成28年

度当初予算関係議案等についての常任委員長の

審査結果報告から採決まで及び特別委員長の調

査結果報告であります。

本日はこれで散会いたします。

午前10時43分散会
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午前 時０分開議10

出 席 議 員（ 名）39
（ ）1番 有 岡 浩 一 愛みやざき

（ ）2番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）3番 来 住 一 人 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）4番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）5番 岩 切 達 哉 同

（ ）6番 右 松 隆 央 宮崎県議会自由民主党

（ ）7番 二 見 康 之 同

（ ）8番 清 山 知 憲 同

（ ）9番 島 田 俊 光 同

（ ）10番 日 高 博 之 同

（ ）11番 野 﨑 幸 士 同

（ ）12番 日 髙 陽 一 同

（ ）13番 星 原 透 同

（ ）14番 西 村 賢 無所属の会

（ ）15番 図 師 博 規 愛みやざき

（ ）16番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）17番 前屋敷 恵 美 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）18番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）19番 髙 橋 透 同

（ ）20番 中 野 一 則 宮崎県議会自由民主党

（ ）21番 横 田 照 夫 同

（ ）22番 押 川 修一郎 同
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◎ 常任委員長審査結果報告（議案第１号

から第45号まで及び請願）

○星原 透議長 これより本日の会議を開きま

す。

本日の日程は、平成28年度当初予算関係議案

等についての常任委員長の審査結果報告から採

決まで、及び特別委員長の調査結果報告であり

ます。

まず、議案第１号から第45号までの各号議

案、請願第３号、第５の１号及び第６号から

第13号までの各号請願を一括議題といたしま

す。

ここで、常任委員長の審査結果報告を求めま

す。まず、総務政策常任委員会、清山知憲委員

長。

○清山知憲議員〔登壇〕（拍手） 総務政策常

任委員会の審査内容について御報告いたしま

す。

今回、当委員会に付託を受けました当初予算

関係議案等は、議案第１号外９件及び新規請願

１件の計11件であります。慎重に審査をいたし

ました結果、継続審査中の請願１件を含め、お

手元に配付の議案・請願委員会審査結果表のと

おり、いずれも全会一致で決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、平成28年度当初予算の概要についてで

あります。

今回提案されました平成28年度一般会計の予

算規模は5,820億7,200万円で、口蹄疫対策転貸

債等償還金を除いた前年度６月補正後の予算と

比較して、42億2,000万円、0.7％の増となって

おります。また、特別会計については9.5％の

減、公営企業会計については3.8％の減となって

おります。

当初予算の特徴としましては、第四期財政改

革推進計画を着実に実行しながら、選択と集中

の理念のもと、人口減少問題や地域経済の活性

化、県民の安全・安心の確保などの課題に的確

に対応する施策の積極的な推進を図る「躍動す

る『みやざき新時代』予算」として編成されて

おります。

歳入では、まず自主財源については、県税収

入が、地方消費税や個人県民税の増等により前

年度と比較して5.6％の増、地方消費税清算金

は、地方消費税の増により10.4％の増、繰入金

が、財政関係２基金からの繰り入れの減等によ

り13.8％の減となっております。また、依存財

源については、地方交付税が1.0％の増、臨時財

政対策債が16.0％の減となっており、それらを

合計した実質的な地方交付税額は1.4％の減と

なっております。

なお、県債残高については、平成28年度末

で8,771億円程度となり、今年度末と比較し

て200億円程度の減、臨時財政対策債を除く実質

的な県債残高については、4,967億円程度とな

り、206億円程度の減となる見込みであります。

一方、歳出では、引き続き社会保障関係費が

増加する中、第四期財政改革推進計画を踏ま

え、総人件費の伸びの抑制や投資的経費の重点

化、事務事業の徹底した見直しなどに取り組む

とともに、地方創生に向けた取り組みの加速化

や県民の安全・安心の確保に向けた取り組みな

どを積極的に推進する観点から、引き続き、特

別枠として総額63.8億円が措置されておりま

す。

収支不足額については、前年度と比較して圧

縮したものの、社会保障関係費が増加した影響

等により209億円程度となっており、基金の取り

平成28年３月16日(水)
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崩しにより対応した結果、財源調整のための財

政関係２基金の平成28年度末残高は260億円程度

となる見込みであります。

このうち県債残高について委員より、「財政

健全化を判断する材料として、県債残高はどの

程度まで圧縮していけば健全と言えるのか」と

の質疑があり、当局より、「平成28年度におい

ては、臨時財政対策債を除く実質的な県債残高

が5,000億円を切る見込みとなっており、当初予

算の規模を下回り、また全国的に見てもかなり

少ない額である。その意味では健全な状況であ

り、財政改革の一定の成果が出てきているので

はないかと考えている」との答弁がありまし

た。

これに対して委員より、「手がたい財政運営

は評価するものの、本県が地方創生のトップラ

ンナーを目指すのであれば、本県の現状を踏ま

え、より積極的な財政面での対応が必要ではな

いか」との意見や、「引き続き財政改革に取り

組んでいくとのことであるが、県民に痛みを強

いることになるので、その目指すべきところを

示して取り組んでいただきたい」との要望があ

りました。

次に、総合政策部の平成28年度予算について

であります。

今回提案されました当初予算額は、一般会計

と特別会計を合わせ127億4,900万円余で、前年

度６月補正後の予算と比較して2.8％の減となっ

ております。

このうち、地域づくり人材育成・ネットワー

ク化事業についてであります。

この事業では、各市町村が導入している地域

おこし協力隊についても、地域活性化人材とし

て活躍し、任期終了後に円滑に定着できるよ

う、研修やネットワーク化を図ることとしてい

ます。

このことについて委員より、任期終了後の定

着状況について質疑があり、当局より、「これ

まで18名が任期終了し、そのうち10名が県内に

定住されているが、現在任期中の方々について

は、全員が定住していただけることを目標にサ

ポートしてまいりたい」との答弁がありまし

た。

次に、総務部の平成28年度予算についてであ

ります。

今回提案されました当初予算額は、一般会計

と特別会計を合わせ2,575億9,400万円余で、前

年度６月補正後の予算と比較して45.1％の減と

なっております。

このうち、県有財産利活用強化促進事業につ

いてであります。

このことについて委員より、「売却が進まな

い未利用財産については、毎年その維持管理経

費が発生することから、経費抑制の面からも、

これまでの売却のみの手法を一考し、違った形

での活用策の検討も必要ではないか」との意見

があり、当局より、「この事業においては、各

種広告媒体や民間のノウハウを活用し、未利用

財産の売却を進め、可能な限り未利用財産の縮

小に努めていくこととしているが、売却が進ま

ず未利用状態が長期化している財産について

は、県民サービスにつながるような活用の仕方

も検討する必要があると考えている」との答弁

がありました。

当委員会としましては、社会情勢の変化を踏

まえ、未利用状態が長期化している財産等につ

いて、県民サービスにつながる活用策を調査・

検討していただくことを要望いたします。

次に、包括外部監査契約の締結についてであ

ります。
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包括外部監査制度は、地方分権を推進し、地

方自治体の自立を促す趣旨から、平成11年度に

導入され、17年が経過しております。

このことについて当局より、「地方自治法で

は、包括外部監査人として契約できるものは、

弁護士、公認会計士、税理士等と規定されてい

るが、現在、財務に主眼を置いた監査を行って

いることに鑑み、地方自治に見識がある方を公

認会計士団体から推薦いただいた上で選定して

いる」との説明がありました。

これに対して委員より、「監査結果がいかに

県政に反映されるかが重要であることから、こ

れまでの財務監査と違った視点も必要ではない

かと考える。これまでの外部監査を総括し、学

ぶべき点をどう今後に生かしていくかを検討す

べきではないか」との意見がありました。

当委員会としましては、多様な視点での監査

が実施されるよう、監査人選定のあり方につい

て検討していただくよう要望いたします。

次に、平成28年度組織改正案の報告について

であります。

このことについては、総務部から当委員会に

対し、主な改正の概要説明がなされたところで

ありますが、該当部局を所管する委員会におい

ては、その説明がなかったとのことでありま

す。各委員会の審査においては、所管部局の組

織体制を把握した上で行うことがより効果的で

あることから、今後は、組織改正がなされる部

局を所管する委員会に対しても、その内容を報

告していただくよう要望いたします。

最後に、当委員会において継続審査と決定い

たしました案件のほか、「総合政策及び行財政

対策に関する調査」につきましては、地方自治

法第109条第８項の規定により、閉会中の継続審

査といたしたいので、議長においてその取り扱

いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○星原 透議長 次は、厚生常任委員会、後藤

哲朗委員長。

○後藤哲朗議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました当初予算

関係議案等は、議案第１号外10件及び新規請願

３件の計14件であります。慎重に審査をいたし

ました結果、継続審査中の請願１件を含め、お

手元に配付の議案・請願委員会審査結果表のと

おり決定いたしました。

なお、議案第１号及び請願第９号については

賛成多数により、その他の議案及び請願につい

ては全会一致により決定しております。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、福祉保健部の平成28年度予算について

であります。

今回提案されました当初予算額は、一般会計

と特別会計を合わせ1,044億4,300万円余で、前

年度６月補正後の予算と比較して0.5％の増と

なっております。

このうち、人口減少問題に対する子育て支援

についてであります。

平成28年度当初予算の編成に当たりまして

は、人口減少問題に積極的に取り組むため、

「みやざき創生始動プロジェクト」を中心に重

点的な措置を講じることとされており、その重

点施策の一つとして、「子育ての希望を叶える

県づくり」を掲げておられます。

このことについて委員より、「人口減少社会

において、当面は人口を100万人超、平成72年に

は80万人超を維持したいという長期的な目標が
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ある中で、来年度の子育て支援策は、その第一

歩として見合っているのか」との質疑があり、

当局より、「こども政策局としては、新規・改

善事業だけでも15件を提案しており、保育の量

と質の拡充に向けた子育て支援のさらなる充実

や、里親委託の促進を初めとする家庭的養護の

推進など、各種支援策をもって取り組んでまい

りたい。なお、福祉保健部としては、子育て支

援を中心に取り組むこととなるが、出生率向上

については、仕事と家庭の両立支援に向けた企

業等の機運情勢など、結婚から妊娠・出産、子

育てをしやすい環境づくりのほか、雇用の確保

なども必要となるので、関係部局と連携しなが

ら取り組んでまいりたい」との答弁がありまし

た。

次に、民生委員一斉改選事務事業についてで

あります。

このことについて委員より、「来年度は民生

委員の一斉改選期に当たる。近年、なり手不足

に悩む声を聞くが、どのように対応されるの

か」との質疑があり、当局より、「民生委員児

童委員協議会との意見交換の中では、推薦方法

の見直しができないかとの意見が出ている。ま

た、公務員の退職者への意識啓発も効果的な手

法ではないかと考えている」との答弁がありま

した。

このことについて委員より、「民生委員は地

域福祉の重要な担い手であるので、市町村と十

分に連携し、その確保に努めていただきたい」

との要望がありました。

次に、生活困窮者への支援についてでありま

す。

このことについて委員より、「生活困窮者自

立相談支援事業の中で、潜在的な生活困窮者を

把握して対応するとあるが、現実にはなかなか

難しいのではないかと考える。その間に、生活

が徐々に追い詰められていくことも予想される

ので、生活困窮者に対しては、自立支援と生活

保護の両方を念頭に置きながら、市町村との緊

密な連携のもと、その対応に当たっていただき

たい」との要望がありました。

次に、在宅介護に対する支援についてであり

ます。

このことについて委員より、「国が在宅介護

を推進していく流れの中では、介護を行う家族

に対する支援を充実すべきと考える。2025年問

題は待ったなしの状況にあり、認知症患者の増

加や老老介護といった看過できない問題も懸念

される。高齢化社会に対応できる環境整備を進

めていく観点からも、在宅介護に対する支援の

あり方を絶えず議論していただきたい」との要

望がありました。

次に、県立こども療育センターのあり方につ

いてであります。

このことについて委員より、「施設の機能の

あり方について、抜本的に再検討すべきではな

いか」との質疑があり、当局より、「当センタ

ーは、肢体不自由児施設として開設されたもの

だが、障がい福祉を取り巻く環境等の変化に対

応して、現在では、身体以外の分野についても

役割を担っている。施設機能については、他県

の状況も調査し、時代のニーズに合ったあり方

を検討してまいりたい」との答弁がありまし

た。

次に、病院局の平成28年度予算についてであ

ります。

今回提案されました県立病院事業会計当初予

算の収益的収支は、収益309億7,500万円余、費

用309億2,300万円余であります。収益から費用

を差し引いた収支は、5,200万円余の黒字であり
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ますが、前年度６月補正後の予算と比較して３

億1,700万円余の減となっております。

これは、診療報酬の減額改定が予定されてい

る中、収益の伸びが期待できない一方で、職員

の給与改定による給与費の増加や、高額な薬品

を使用する外来患者の増等による材料費の増加

が主な要因であります。

次に、県立病院の看護師確保についてであり

ます。

このことについて委員より、今年度の退職見

込み者数について質疑があり、当局より、「61

名であり、そのうち半数以上は20歳代から30歳

代である」との答弁がありました。

これに対して委員より、「退職には結婚等さ

まざまな事情があると考えるが、早期退職が多

い現状が見られるので、採用計画はこれを踏ま

えたものとし、医療サービスの提供に支障のな

いよう十分な人員の確保に努めていただきた

い」との要望がありました。

次に、「医療等に係る消費税問題の抜本的解

決を求める意見書」についてであります。

これは、当委員会に付託を受けました請願第

７号に基づくものであります。社会保険診療等

は消費税非課税であるため、医療機関等は医薬

品などの仕入れに対して支払った消費税を控除

できず、その仕入れにかかった消費税相当額分

は診療報酬等に上乗せされる仕組みとなってお

ります。しかしながら、消費税上乗せ分の補塡

が十分でないことなどから、消費税負担が経営

を圧迫しており、とりわけ多額の設備投資など

をしている医療機関等の消費税問題が深刻と

なっております。

このようなことから、国に対して、国民と医

療機関等に不合理な負担を生じさせている医療

等に係る消費税問題の抜本的解決を図るよう、

強く要望するものであります。

次に、「知的障がい者が安心して暮らせる入

所施設の充実を求める意見書」についてであり

ます。

これは、当委員会に付託を受けました請願第

８号に基づくものであります。知的障がい者

は、生涯を通して24時間切れ目のない支援と見

守りが必要でありますが、障害者総合支援法で

は入所施設の給付費が昼夜で異なっており、支

援の質の低下等を招くおそれがあります。ま

た、障害福祉サービスの利用が障害支援区分に

よって制限されているため、知的障がい者の暮

らし方まで制限する状況をつくっております。

このようなことから、国に対して、知的障が

い者が安心して暮らせる入所施設の充実につい

て必要な措置を講じるよう、強く要望するもの

であります。

当委員会といたしましては、これらの意見書

の提出を全会一致で決定したところであります

ので、議長においてよろしくお取り計らいいた

だきますようお願いをいたします。

最後に、当委員会において継続審査と決定い

たしました案件のほか、「福祉保健行政の推進

及び県立病院事業に関する調査」につきまして

は、地方自治法第109条第８項の規定により、閉

会中の継続審査といたしたいので、議長におい

てその取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○星原 透議長 次は、商工建設常任委員会、

二見康之委員長。

○二見康之議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました当初予算

関係議案は、議案第１号外11件であります。慎
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重に審査をいたしました結果、お手元に配付の

議案・請願委員会審査結果表のとおり、いずれ

も全会一致で決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、商工観光労働部の平成28年度予算につ

いてであります。

今回提案されました当初予算額は、一般会計

と特別会計を合わせて429億8,700万円余であ

り、口蹄疫復興中小企業応援ファンドの返還金

等があった前年度６月補正後の予算と比較し

て33％の減となっております。

このうち、新規事業「産学金労官プラット

フォームによる地域産業・企業成長促進事業」

についてであります。

このことについて委員より、「産業振興機構

内に事務局やコーディネーターが新設される

が、既に設置されているコーディネーター等の

役割はどうなるのか」との質疑があり、当局よ

り、「新設する事務局を中心に、既存のコー

ディネーター等の人材やそれぞれの支援機関が

持つ情報、ノウハウを結集し、企業の発掘・選

定・支援を集中的に行っていく予定である」と

の答弁がありました。

これに対して委員より、「地方創生の実現に

向けて宮崎の総合力が試される。しっかりと取

り組んでいただきたい」との要望がありまし

た。

当委員会といたしましては、これまで以上に

関係機関との連携を密にし、地域経済を牽引す

る企業の育成や小規模企業に対するきめ細かな

支援に取り組むことで、県全体の産業の底上げ

を図るとともに、将来的には、さらなる技術力

の向上につながるような事業展開についても検

討していただくよう要望いたします。

次に、新規事業「さあ、みやざきで働こう！

高校生県内就職促進事業」についてでありま

す。

これは、高校生の県内就職を促進するため、

これまで以上に学校と企業との接点を強化し、

地元企業を知る機会の提供やキャリア教育支援

に取り組むことにより、本県の産業発展を担う

人材の確保・育成を図るものであります。

このことについて委員より、「学校と企業の

距離を縮めていくためには、双方が主体性を

持って取り組んでいくことが何よりも重要であ

ることから、県においては、学校や企業が円滑

に連携をとれるような仕組みづくりをしっかり

とサポートしていただきたい」との要望があり

ました。

次に、記紀編さん1300年記念事業についてで

あります。

このことについて当局より、神話や歴史に関

心の高い層をターゲットにした首都圏での講座

開催、幅広い層を対象に興味や関心度を高める

ためのパンフレット作成やキャンペーンの実

施、東京オリンピック・パラリンピックに向け

たＰＲなど、さまざまな事業について説明があ

りました。

これに関して委員より、オリンピック開会式

での天岩戸開き神話の採用に向けた関係者への

働きかけについて質疑があり、当局より、「平

成26年度から、パンフレットを活用して、オリ

ンピック組織委員会や関係省庁等に対し、提案

・要望を行っており、現時点では、開会式セレ

モニー自体の形が見えていない状況ではある

が、さまざまな関係者に関心は持っていただけ

ている。今後も具体的な形での提案・要望活動

を一歩一歩進めてまいりたい」との答弁があり

ました。
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当委員会といたしましては、それぞれの事業

がうまく相乗効果を発揮できるよう工夫すると

ともに、県単独での活動に加え、他県と連携し

た情報発信を行うなど、記念事業の最終年であ

る2020年に向け、広い視野を持って事業を進め

いただくよう要望いたします。

次に、県土整備部の平成28年度予算について

であります。

今回提案されました当初予算額は、一般会計

と特別会計を合わせて714億6,700万円であり、

前年度６月補正後の予算と比較して0.9％の増と

なっております。

このうち、新規事業「県民と築く「美しい宮

崎づくり」沿道修景美化モデル事業」について

であります。

これは、事業の構想から実施に至る各段階に

おいて、県民等の視点や創意工夫を取り入れた

モデル事業を行うことにより、地域ごとの個性

を生かした「美しい宮崎づくり」の実現を図る

ものであります。

このことについて複数の委員より、「当事業

は平成28年度のみの事業となっているが、その

後の事業展開についてはどのように考えている

か」との質疑があり、当局より、「今回の事業

は、県民との協働による「美しい宮崎づくり」

をさらに進めるために、その先駆けとして取り

組むものである。今後、県全体における沿道修

景美化のあり方の見直しや県土美化条例の制定

などを進めていく中で、今回のモデル事業をそ

れらの枠組みの一つとして組み込み、県下全域

に展開できるよう取り組んでまいりたい」との

答弁がありました。

当委員会といたしましては、沿道修景美化の

推進は、本県の観光振興の観点からも非常に重

要であることから、引き続き、美しい県土づく

りに向けた県民意識の醸成を図りながら、県民

参加による良好な道路景観の創出・保全に努め

ていただくよう要望いたします。

次に、新規事業「ふるさとみやざき土木の魅

力発信事業」についてであります。

この事業は、ストック効果事例集の作成や小

中学生等を対象とした土木の魅力発信ＰＲイベ

ントの実施により、若者を初め広く県民の理解

を深め、将来の担い手確保や社会資本の計画的

かつ効率的な維持・整備体制の構築を図るもの

であります。

このことについて委員より、「小さいころか

ら土木について知ってもらうことは、将来の技

術者確保のために効果的であることから、教育

委員会等との連携を密にし、事業のＰＲや募集

の仕方について知恵を絞って取り組んでいただ

きたい」との要望がありました。

また、別の委員より、「事例集については、

できる限り地域への経済効果等に関する数値を

記載するなど、インフラ整備の効果をわかりや

すく伝えられるような資料の作成に努めていた

だきたい」との要望がありました。

次に、公共港湾建設事業に伴う市町村負担金

徴収についてであります。

このことについて委員より、「細島港の港湾

整備においては、現在、日向市のみが事業費の

１割を負担することになっているが、港湾計画

が改定され、今後はさらなる事業費の増大が想

定される。細島港整備により利益がもたらされ

るのは日向市だけではないので、そのような点

も考慮しながら、将来の市町村負担金のあり方

について検討を進めていただきたい」との要望

がありました。

最後に、「商工観光振興対策及び土木行政の

推進に関する調査」につきましては、地方自治
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法第109条第８項の規定により、閉会中の継続審

査といたしたいので、議長においてその取り扱

いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○星原 透議長 次は、環境農林水産常任委員

会、渡辺創委員長。

○渡辺 創議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました当初予算

関係議案は、議案第１号外12件であります。慎

重に審査をいたしました結果、お手元に配付の

議案・請願委員会審査結果表のとおり、いずれ

も全会一致で決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、環境森林部の平成28年度予算について

であります。

今回提案されました当初予算額は、一般会計

と特別会計を合わせて230億4,200万円余で、前

年度６月補正後の予算と比較して0.1％の増と

なっております。

このうち、山間地域不法投棄監視パトロール

強化事業についてであります。

これは、不法投棄を防止するために、山間地

域の高千穂町など６町村において、地域ごとに

情報連絡会議を開催して対策を検討するととも

に、森林組合に監視パトロールを委託するもの

です。

このことについて当局より、「住民の目が届

きにくい山間地域のパトロールを、地域に精通

した森林組合に委託するという全国初の取り組

みにより、不法投棄防止を強化することができ

る」との説明があり、これに対して委員より、

「今後も市町村や関係団体と連携して効果的な

手法を検討し、景観維持や環境保全に向けたよ

い流れが生まれるように取り組んでいただきた

い」との要望がありました。

次に、有害鳥獣捕獲等対策についてでありま

す。

このことについて当局より、「国の事業を活

用して県がみずから捕獲を行うなどの対策を新

たに進めるとともに、鳥獣の適正管理に向けた

人材育成やジビエとしての利用を進めるなど、

捕獲がビジネスとして成り立つように取り組ん

でいきたい」との説明があり、これに対して委

員より、「捕獲活動への助成や研修などさまざ

まな対策を進めているものの、依然として被害

は深刻であり、今後も関係部局で連携して積極

的な取り組みをお願いしたい」との要望があり

ました。

次に、県産材海外輸出トライアル推進事業に

ついてであります。

このことについて委員より、県産材の輸出促

進への取り組みについて質疑があり、当局よ

り、「現在、県産材と技術をパッケージにした

材工一体の普及に取り組んでおり、海外の大学

から研修開催の依頼があるなど、順調に進んで

いるところである。今回の事業では、新たに研

修プログラムの開発や建築マニュアルを作成す

ることとしており、これにより海外における県

産材の需要拡大を図りたい」との答弁がありま

した。

これに関連して別の委員より、オリンピック

・パラリンピック東京大会での県産材活用に向

けた取り組みについて質疑があり、当局より、

「日本一の杉生産量や豊富な森林認証材、木材

利用技術センターの技術開発力などの本県の魅

力をアピールする冊子を作成し、国や関係機関

に県産材の活用を積極的に要望している」との
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答弁がありました。

当委員会といたしましては、今後も国内外で

の県産材の需要拡大を図り、杉素材生産量25年

連続日本一の記念の年となる平成28年度におけ

るさらなる飛躍を期待し、本県木材産業の振興

に引き続き取り組まれるよう要望いたします。

次に、農政水産部の平成28年度予算について

であります。

今回提案されました当初予算額は、一般会計

と特別会計を合わせて453億7,800万円余で、前

年度６月補正後の予算と比較して8.2％の増と

なっております。

このうち、農地中間管理機構支援事業につい

てであります。

このことについて委員より、農地集積の状況

について質疑があり、当局より、「平成27年度

の取扱面積は約1, 9 0 0ヘクタールで、目標

の3,000ヘクタールには届かなかった。市町村や

ＪＡ等と連携し、地域の話し合いを進め、取り

組みを強化していきたい」との答弁がありまし

た。

これに対して委員より、「取り組みを進める

上でさまざまな課題があることは理解している

が、農地を集積し生産性を向上させることは、

本県農業の発展に欠かせないものである。今後

も関係機関等と連携を強めるとともに、集積後

の産地づくりを見据えながら事業に取り組んで

いただきたい」との要望がありました。

次に、「「海の天気図」でつくる新しい漁業

創生事業」についてであります。

これは、水温や潮目などの海況情報を漁業者

に提供するシステムである「海の天気図」の情

報を充実するとともに、このシステムを活用し

て計画的操業を図り、収益性の高い新たな漁業

経営モデルをつくるものです。

このことについて委員より、「「海の天気

図」は、本県漁業の最前線で奮闘する水産試験

場が開発した、宮崎オリジナルのものである。

今後も、職員の知恵と工夫と新たな発想力で、

本県水産業が抱える収益性の向上や担い手育成

などのさまざまな課題に取り組んでいただきた

い」との要望がありました。

次に、「全共３連覇を目指す「チーム宮崎」

体制確立事業」についてであります。

このことについて当局より、「平成29年に開

催される全国和牛能力共進会の３連覇に向け、

出品候補牛ブラッシュアップ対策として、雌子

牛の導入に初の支援を行うほか、チーム巡回調

査指導を行うなど、日本一の努力と準備を進め

てまいりたい」との答弁がありました。

これに対して委員より、「宮崎牛の販路拡大

や生産者の意欲向上に向け、ぜひ３連覇を達成

していただきたい。ＴＰＰ合意による大きな環

境変化が想定される中、畜産基盤の強化等に向

けてさまざまな事業が行われることとなるが、

これを機会にしっかりとした体制を整え、宮崎

の畜産の未来を見据えて取り組んでいただきた

い」との要望があり、当局より、「畜産業を初

め、本県の農水産業は大きな転換期にあるが、

将来に恥じることのないように、生産者や関係

団体と力を合わせて取り組んでいきたい」との

答弁がありました。

次に、世界農業遺産里山コミュニティ創出事

業についてであります。

これは、世界農業遺産の認定を受けた高千穂

郷・椎葉山地域における、伝統的な農法や神楽

などの文化の保全・継承活動や、地域活性化へ

の取り組みを支援するものであります。

当委員会といたしましては、昨年12月の認定

で認められた地域の価値を守り高める、息の長
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い取り組みの第一歩として、よりよい遺産を未

来に引き継いでいただけるように、地域ととも

に取り組んでいただくことを要望いたします。

最後に、「環境対策及び農林水産業振興対策

に関する調査」につきましては、地方自治法

第109条第８項の規定により、閉会中の継続審査

といたしたいので、議長においてその取り扱い

をよろしくお願いいたします。

以上をもちまして、当委員会の報告を終わり

ます。（拍手）〔降壇〕

○星原 透議長 次は、文教警察企業常任委員

会、重松幸次郎委員長。

○重松幸次郎議員〔登壇〕（拍手） 御報告い

たします。

今回、当委員会に付託を受けました当初予算

関係議案等は、議案第１号外９件及び新規請願

４件の計14件であります。慎重に審査をいたし

ました結果、お手元に配付の議案・請願委員会

審査結果表のとおり決定いたしました。

なお、議案については全会一致により、請願

第10号、第11号、第12号及び第13号については

賛成少数により、決定いたしております。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、公安委員会の平成28年度予算について

であります。

今回提案されました当初予算額は一般会計271

億4,900万円余であり、前年度６月補正後の予算

と比較して0.8％の増となっております。

このうち、新規事業「警察航空機（ひむか）

性能強化整備事業」についてであります。

この事業は、警察航空機（ひむか）のエンジ

ン内部に火山灰を構成する物質である二酸化ケ

イ素が付着堆積することにより性能が低下する

ため、異物を除去するためのフィルターを整備

するものであります。なお、警察航空機につい

ては、警察庁が国費で調達し、本県に配備され

ております。

このことについて複数の委員より、「本県の

地域性を考慮せずに調達した警察庁に責任があ

ると考えるが、警察庁に費用の全額負担を求め

ることはできないのか」との質疑があり、当局

より、「維持費は警察庁と県が折半することと

なっており、全額負担を求めることはできな

い。当委員会で指摘されたことは警察庁にしっ

かりと伝え、次の更新時には地域性を十分に考

慮した機種を配備するよう要請する」との答弁

がありました。

当委員会といたしましては、２月補正のエン

ジン交換費用と合わせると多額の支出となるこ

とから、次の警察航空機の更新時においては、

本県の地域性を十分に把握し、必要な装備等に

ついて検討を重ねた上で、事前に警察庁としっ

かり協議することを強く要望します。

次に、企業局の平成28年度公営企業会計予算

についてであります。

まず、電気事業会計予算についてであります

が、収益的収支は、事業収益50億8,100万円余、

事業費47億9,600万円余で、事業収益から事業費

を差し引いた収支残は２億8,400万円余でありま

す。

次に、工業用水道事業会計予算については、

同じく事業収益４億円余、事業費３億8,700万円

余で、収支残は1,300万円余であります。

次に、地域振興事業会計予算については、同

じく事業収益2,700万円余、事業費2,500万円余

で、収支残は200万円余であります。

このうち、新規事業「企業局地域貢献事業」

についてであります。

この事業は、公営企業会計における地方振興
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積立金を原資として繰り出しを行い、一般会計

において設置する「県営電気事業みやざき創生

基金」の財源として活用することにより、企業

局の地域貢献に資する取り組みを拡充するもの

であります。

このことについて委員より、「電力システム

改革の進展など、状況の変化に的確に対応しな

がら、健全経営の維持に努め、今後とも県民福

祉の増進に貢献してほしい」との要望がありま

した。

次に、教育委員会の平成28年度予算について

であります。

今回提案されました当初予算額は、一般会計

と特別会計を合わせて1,087億6,900万円余であ

り、前年度６月補正後の予算と比較して0.2％の

増となっております。

このうち、新規事業「めざせ全国制覇！甲子

園優勝サポート事業」についてであります。

このことについて複数の委員より、「事業の

進捗次第では、次年度以降も事業を継続すると

ともに、予算のさらなる充実を図るなど、甲子

園優勝をなし遂げるまで取り組みを続けるべき

である」との意見がありました。

次に、新規事業「子どもの学びを高める“ひ

むか”の授業づくり推進事業」についてであり

ます。

このことについて委員より、「市町村教育委

員会の事務局規模はさまざまであるが、学力向

上の取り組みに差が生じる懸念はないのか」と

の質疑があり、当局より、「当事業により市町

村ごとの支援チームを新設し、きめ細やかな支

援ができる体制を構築することとしている。地

域が抱える課題等に応じて柔軟に対応し、学力

向上の取り組みを支援してまいりたい」との答

弁がありました。

これに対して委員より、「どの地域において

も教育の機会等がひとしく確保されるよう、教

員の配置に当たっては、教員の地域別年齢構成

の偏り等に十分注意しながら、各地域の教育の

かなめである市町村教育委員会と一体となって

学力向上に取り組んでほしい」との要望があり

ました。

次に、改善事業「スクールソーシャルワーカ

ー活用事業」についてであります。

このことについて委員より、「スクールソー

シャルワーカーの配置人数の増員及び総稼働日

数の拡充は評価できる。効果的な事業とするた

めに、各学校やスクールサポーターなどとの連

携を密にして取り組んでほしい」との要望があ

りました。

また、このことに関連し別の委員より、「い

じめや暴力行為等の諸課題については、校長の

リーダーシップのもとに全教職員が一致協力し

て指導に取り組むことが重要であるため、その

体制整備を進めるべきである」との意見があり

ました。

次に、検定申請中教科用図書の閲覧に関する

調査報告についてであります。

これは、教科書会社が検定申請中教科用図書

を教員等に閲覧させていた問題に関して、本県

における閲覧状況等の報告があったものです。

このことについて当局より、文部科学省から

提供された情報に基づき調査を行った結果、閲

覧の事実を確認できた人数は35名であったが、

全ての事例において教科書採択への影響はな

かったと判断したこと、また、全市町村の教育

長及び県立学校長に対して、教職員を初めとす

る学校関係者に再度指導を徹底するよう通知し

たことなどの報告がありました。

当委員会といたしましては、教科書採択への
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信頼は、学校教育において欠くことのできない

重要な要素であることから、教科書採択におい

て公平性、透明性が確保されるよう、再発防止

に徹底して取り組むことを強く要望します。

次に、教職員及び警察職員の不祥事について

であります。

教職員や警察職員の不祥事は、組織全体の信

頼を大きく損ない、ひいては教育環境や治安の

悪化につながりかねない重大な問題であること

から、当委員会といたしましては、職員がこの

現状を真摯に受けとめ、公務員として求められ

る高い使命感や倫理観を持って職責を全うする

とともに、組織を挙げて、不祥事の根絶へ向け

全力で取り組むことを強く要望します。

最後に、「教育及び警察行政の推進並びに公

営企業の経営に関する調査」につきましては、

地方自治法第109条第８項の規定により、閉会中

の継続審査といたしたいので、議長においてそ

の取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○星原 透議長 以上で、常任委員長の審査結

果報告は終わりました。

委員長の審査結果報告に対する質疑の通告は

ありません。

◎ 討 論

○星原 透議長 これより討論に入りますが、

討論についての発言時間は１人10分以内といた

します。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。まず、来住一人議員。

○来住一人議員〔登壇〕 私は日本共産党を代

表して、ただいま議題となっております諸議案

中、議案第１号、第31号、第39号、第40号及び

第41号について、反対の立場から討論いたしま

す。

まず、議案第１号「平成28年度宮崎県一般会

計予算」について述べたいと思います。

安倍内閣が進めてきた経済政策「アベノミク

ス」の害悪が、この３年間で実に明白になって

きております。大企業のもうけをふやせば、そ

れが国民に滴り落ちて経済全体がよくなるとい

う、典型的なトリクルダウン政策であります

が、大企業の利益は急増し、株の配当と内部留

保は増大しましたが、国民に滴り落ちることな

く、経済の好循環もつくられておらず、明らか

に破綻いたしております。そして、消費税８％

への引き上げ、社会保障予算の削減が強行され

てきました。

政府の本年度予算案は、来年４月の消費税10

％への大増税を前提とした上、社会保障改悪な

どによる負担の押しつけを行う一方で、ＴＰＰ

の推進や大企業への減税のばらまき、軍事費を

突出させ、戦争への道を進めるという極めて反

国民的な予算となっております。地方自治体

が、国民生活破壊の下請機関になるのか、それ

とも住民の要求を基本に住民を守る防波堤とな

るかが問われていると思います。

平成28年度宮崎県一般会計予算は、歳入歳出

それぞれ5,820億7,200万円に定めようとするも

のであります。予算の全体は、県民の命と暮ら

しを守り、教育・文化と地場産業の振興及び県

土の保全等に欠くことのできないものとなって

おります。同時に幾つかの問題点を含んでお

り、同意できないものであります。

第１に、地方自治体としての制約はあるもの

の、国の言いなりになって、県民の暮らしを後

退させるものが含まれていることであります。

国民健康保険安定化基金及び地域医療介護総
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合確保基金への積み立て、また、生活保護費が

約１億1,000万円減額されております。

国民健康保険安定化基金とその背景にある国

保の広域化についての問題点については、さき

の議案第46号の討論で述べたとおりであり、あ

えて繰り返しませんが、高過ぎて払うに払えな

い国保について、県として法定外の支出を行

い、軽減に努力すべきであります。

また、地域医療介護総合確保基金事業は医療

介護総合確保推進法に基づくものであります

が、ここには入院ベッド削減や介護抑制を本格

化させる内容を含んでおり、保険料や利用料の

負担を増大させ、病院から施設へ、施設から在

宅へと流れをつくり出すものとなります。昨年

４月１日時点で、特養ホームへの入所の配慮が

特に必要な在宅の要介護度４以上の重度の方

が702名に上り、施設の拡大・拡充が求められて

おります。

生活保護は、人としての尊厳を守る最後のよ

りどころであります。今日の経済社会状況から

鑑みて、大幅な予算削減は到底、容認できるも

のではありません。

ＴＰＰへの対応関連事業予算として14 3

億1,600万円計上されております。ＴＰＰに対す

る我が党の立場は幾度も議論いたしております

ので、繰り返しませんが、攻めの農林水産業へ

の転換がよく叫ばれ、その一つとして農林水産

物、食品の輸出が前面に押し出されておりま

す。農林水産省は、昨年１月から11月までの輸

出が過去最高の6,690億円に達したと発表してお

ります。しかし、そのうち30％は、みそ・しょ

うゆなどの加工食品であり、米や青果物、牛肉

などの農産物はわずか9.3％にすぎません。しか

も、みそ・しょうゆなどの原料は外国産であ

り、こうした加工食品の輸出を幾ら伸ばしても

農家の所得向上に結びつかないことは明らかで

あることを述べておきたいと思います。

第２に、県民の切実な要求に応えようとしな

いものになっていることであります。

「躍動する『みやざき新時代』予算」と名づ

けられ、その重点施策として「子育ての希望を

叶える県づくり」が挙げられております。具体

的事業としては、34事業が組まれております。

どの事業も大変重要な事業でありますが、子育

ての希望をかなえる上で今日最も求められてい

るのは、子供の医療費助成事業の拡大でありま

す。地方創生先行型交付金を活用して子供医療

費助成を拡充した範囲については、国保の国庫

負担金の減額ペナルティーは行わないことを昨

年12月15日に通知いたしております。また、群

馬を初め多くの県が拡大しており、本県におい

ても拡大・充実を行うことを強く求めるもので

あります。

子育てに限らず、暮らしの安定を図る上で雇

用を守ることは第一義的に重要であると思いま

す。この課題との関係で、一言述べておきたい

と思います。企業立地促進補助金が11億円計上

されております。また、予算にはあらわれてお

りませんが、誘致企業に対する不動産取得税の

免除が行われます。我が党は、企業誘致は当然

のことながら大いに進めるべきものと思いま

す。企業誘致の最大の目的の一つが雇用の拡大

であろうと思います。税を免除し、補助金を交

付し、誘致した企業の雇用の内容がいかような

ものになっているかは、注視すべきものと思い

ます。雇用されている多くの方々が非正規雇用

ではないかと思われます。以前伺ったところ、

県は雇用の内容は調査していないということで

ありました。ぜひとも調査し、良質の雇用とな

るよう対策を打たれるよう要望するものであり
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ます。

議案第31号について述べます。本議案の問題

点は、農地の転用許可権限を市町村に帰属させ

ることによって、地元の地権者や進出企業の開

発の意向に引きずられて農地の壊廃は一層進

み、食料生産及び農村基盤が大きく損なわれる

ことになるものであります。

議案第39号、40号、41号は、林道事業、農政

水産関係建設事業、土木事業の執行に伴う市町

村負担金の徴収を行うものでありますが、本

来、国や県の直轄事業については、それぞれが

責任を持って執行することが当然であって、し

たがって、負担金を徴収すべきでないと考える

ものであります。

以上で討論を終わります。（拍手）〔降壇〕

○星原 透議長 次に、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 前屋敷恵美でござ

います。

日本共産党を代表して、請願についての委員

長報告に対し、請願第９号の採択及び請願第10

号から13号の不採択について、反対の立場から

討論を行います。

まず、請願第９号「「青少年健全育成基本法

の制定」を求める意見書提出に関する請願」に

ついてです。

本請願では、最近起きている少年の重大事件

を例に、青少年の荒廃が深刻な事態にあるとし

て、その原因を家庭の崩壊や倫理・道徳教育を

排した学校に問題があるとしていますが、果た

してそうでしょうか。政府の国会答弁でも明ら

かなように、少年事件は2004年から毎年減少し

ているのが実態です。事件の現象や結果だけを

見て、家庭や学校にその主たる原因、責任があ

るとしている点は問題だと思います。非行の背

景や要因を明らかにすることなしに問題を解決

することはできません。なぜ家庭崩壊が起き、

子供の貧困が社会的問題になっているのか、な

ぜ子供たちの安心・安全を守るべき学校現場、

子供たちの人格形成を培う学校現場でいじめや

不登校などが起きるのか、教師がしっかり子供

たち一人一人に向き合える状況がつくられてい

るのか、今こそ真剣に考えるべきです。

また、本請願では、家庭の問題が強調され、

家庭の価値を基本理念に据えた法の整備を求め

ています。もちろん、家庭の役割を否定するも

のではありませんが、青少年を取り巻く問題

は、家庭の役割だけで解消できるものでも、法

律や規則で縛れば解決できるというものでもあ

りません。今日、家庭そのものが、雇用破壊や

長時間過密労働で家族そろっての夕食や団らん

など家族のコミュニケーションを奪われていま

す。日本社会が直面している政治や経済での相

次ぐ腐敗、不正事件が、健全な社会道徳を軽視

する風潮を生み出し、重大で衝撃的な少年犯罪

やいじめなどが起きる要因になっているのでは

ないでしょうか。

国連・子どもの権利委員会は、日本政府への

勧告の中で、「極度に競争的な教育制度による

ストレスのため、子供が発達のゆがみにさらさ

れている」と、厳しい批判を寄せています。国

や地方自治体、社会が取り組まなければならな

い課題は、青少年を憲法・教育基本法に基づく

社会の一員として尊重すること。その中でこ

そ、自分や他人を大切にし、社会のルールを尊

重する主権者として成長できるのです。そし

て、何より子供たちの豊かな学びのための教育

環境を整えることです。こうしたことを徹底し

てこそ、非行や犯罪を減少させ、子供たちの健

やかな成長を保障することになるのではないで

しょうか。よって、「「青少年健全育成基本法
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の制定」を求める意見書提出に関する請願」の

採択に強く反対するものです。

次に、不採択とされた請願第10号「公立高等

学校授業料不徴収制度の復活を求める請願」、

第11号「正規教職員の増員を求める請願」、

第12号「小・中・高の35人以下学級等の実現に

ついて国に意見書の提出を求める請願」及び

第13号「義務教育費国庫負担制度の拡充・復元

について、国に意見書の提出を求める請願」に

ついて採択を求めるものです。

この教育関連の新規請願は、いずれも子供た

ちの健やかな成長を願い、子供たちが安心して

学ぶための環境の整備や教育費の父母負担の軽

減等を求めるものです。

まず、高校授業料の不徴収の復活、学費の無

償化についてです。

2014年、政府は、所得制限を導入した高等学

校等就学支援金制度を実施し、高校授業料の無

償化制をやめました。当時の文科省の試算

で、22％もの高校生が就学支援金支給の対象外

となることを明らかにしましたが、格差社会の

広がりの中で子供の貧困が深刻さを増し、貧困

世帯はこの20年間で2.5倍にふえ、子育て世帯の

貧困率は全国平均13.8％、その中で宮崎県

は19.5％と高く、全国第６位に達しています。

教育格差をなくし、全ての子供たちの教育を受

ける権利を保障することや、教育費の父母負担

の軽減は、政治の役割であり、豊かな経済力を

持つ日本が、ＯＥＣＤ加盟国並みに教育費の公

的財政支出をふやすことは十分可能であり、ま

た、やらなければならないことです。高校授業

料無償化の復活を早急に求めることが必要では

ないでしょうか。

また、正規教職員の増員を求めることも重要

です。

いじめ問題や学級崩壊、不登校、児童虐待、

インクルーシブ教育の構築など、子供たちを取

り巻く課題は山積し、早急な対応が求められて

います。一方、教職員の精神疾患による休職や

退職がふえ、学校運営や児童生徒への影響も深

刻であることは、請願者のリアルな報告から学

校現場の困難な状況が理解できます。障がいの

ある子供たちも、ともに安心して学ぶ教育条件

を整えるためにも、正規教職員の増員、そして

障がいの多様性に応じた人員配置を行うこと

は、重要かつ喫緊の課題として受けとめ、対応

が求められていると思います。

次に、小・中・高の35人以下学級等の実現に

ついてです。

現在、小学校と中学校の１年生は35人以下学

級が実施され、小学校２年生は国の加配措置

で35人学級が実施されていますが、それ以降

は40人学級です。少人数学級での学習効果が高

く評価される一方、小学校３年生、中学校２年

生になるとき、人数がふえるときに生じるさま

ざまな困難が報告されています。

県内では、えびの市が独自に小中学校の全学

年で30人学級を実施しており、全国でも秋田県

は、これまで県独自に実施していた少人数学習

推進事業の30人程度学級をさらに拡充して、新

年度からは小中学校の全学年で実施することを

明らかにしています。同県では、少人数学習で

のきめ細やかな教育による学力の向上と不登校

児童の減少に効果を上げていると、実績が語ら

れています。行き届いた教育のために少人数学

級が有効であることは、誰もが一致する認識で

す。しかし、地方自治体任せでは限界がありま

す。県の努力はもちろんのこと、国に求めるこ

とは当然であり、強く要求することが必要だと

思います。
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最後に、義務教育費国庫負担制度の拡充・復

元についてです。

2006年度から義務教育費の国庫負担割合が２

分の１から３分の１へ引き下げられ、県の負担

が２分の１から３分の２へと33％もふえていま

す。その結果か、身分の不安定な非常勤講師や

臨時的任用の教職員がふえている状況は否めま

せん。35人以下学級の実現は遠のくばかりで

す。国庫負担割合をもとに戻すことは、県の財

政負担を軽減し、教員の増員を初め、子供たち

の学びや成長にとって必要な手だてをとること

を可能にするものです。

子供たちの教育に国が責任を負うことは当然

のことです。また、無限の可能性を秘めた子供

たちをしっかり守り育てていくのは、我々大人

の責任であり、責務でもあります。そして、そ

のために施策を充実していくのが議会の役割、

行政の役割ではないでしょうか。県議会は、こ

うした切実な県民要求を切り捨てることなく、

子供たちを守る請願者の意思をしっかりと酌み

取って、最大限、力になることが求められてい

ると思います。各請願を不採択とせず、県民要

求をしっかり受けとめ、採択することを強く求

めて討論といたします。（拍手）〔降壇〕

○星原 透議長 ほかに討論の通告はありませ

ん。

以上で討論は終わりました。

◎ 議案第１号、第31号及び

第39号から第41号まで採決

○星原 透議長 これより採決に入ります。

まず、議案第１号、第31号及び第39号から

第41号までの各号議案について、一括お諮りい

たします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○星原 透議長 起立多数。よって、各号議案

は委員長の報告のとおり可決されました。

◎ 議案第２号から第30号まで、

第32号から第38号まで及び

第42号から第45号まで採決

○星原 透議長 次に、議案第２号から第30号

まで、第32号から第38号まで及び第42号から

第45号までの各号議案について、一括お諮りい

たします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星原 透議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は委員長の報告のとおり可決され

ました。

◎ 請願第９号採決

○星原 透議長 次に、請願第９号についてお

諮りいたします。

本請願に対する委員長の審査結果報告は採択

であります。委員長の報告のとおり決すること

に賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○星原 透議長 起立多数。よって、本請願は

委員長の報告のとおり採択とすることに決定い

たしました。

◎ 請願第10号から第13号まで採決

○星原 透議長 次に、請願第10号から第13号

までの各号請願について、一括お諮りいたしま
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す。

各号請願に対する委員長の審査結果報告は不

採択であります。委員長の報告のとおり決する

ことに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○星原 透議長 起立多数。よって、各号請願

は委員長の報告のとおり不採択とすることに決

定いたしました。

◎ 請願第７号及び第８号採決

○星原 透議長 次に、請願第７号及び第８号

について、一括お諮りいたします。

両請願に対する委員長の審査結果報告は採択

であります。委員長の報告のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星原 透議長 御異議なしと認めます。よっ

て、両請願は委員長の報告のとおり採択とする

ことに決定いたしました。

◎ 閉会中の継続審査及び継続調査案件採決

○星原 透議長 次に、お手元に配付のとお

り、各常任委員長及び議会運営委員長から閉会

中の継続審査及び調査の申し出がありますの

で、これを議題といたします。〔巻末参照〕

まず、請願第５－１号についてお諮りいたし

ます。

本請願を委員長の申し出のとおり閉会中の継

続審査とすることに賛成の議員の起立を求めま

す。

〔賛成者起立〕

○星原 透議長 起立多数。よって、本請願は

委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査とす

ることに決定いたしました。

次に、ただいまお諮りしました請願を除く閉

会中の継続審査及び調査については、各委員長

の申し出のとおり決することに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星原 透議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各委員長の申し出のとおり閉会中の継続審

査及び調査とすることに決定いたしました。

○星原 透議長 次に、さきに提案のありまし

た教育長の任命の同意についての議案第77号を

議題といたします。

〔四本企業局長退席・退場〕

○星原 透議長 質疑の通告はありません。

お諮りいたします。

本案については、会議規則第39条第３項の規

定により、委員会の付託を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星原 透議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 討 論

○星原 透議長 これより討論に入ります。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 日本共産党を代表

して、議案第77号「教育長の任命の同意につい

て」討論をいたします。

今回の人事は、新たに施行された国の地方教

育行政の組織及び運営に関する法律のもとで、

初めての知事の任命です。

この法改正は、教育委員長を廃止し、教育方

針となる大綱を自治体の長・首長が決め、その

首長の意見をより反映できる新教育長を首長が

任命し、トップに据えるというものです。これ
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は、教育委員会の独立性を奪い、国や首長の教

育内容介入に道を開き、憲法が保障する教育の

自由と自主性を侵害する懸念があります。こう

した国の法改正による新たな制度は、到底容認

できるものではありません。

まさに今、安倍自公政権によって憲法が骨抜

きにされ、海外で戦争できる国づくりが推し進

められようとするもとで、侵略戦争を美化し、

歴史を偽る愛国心教育を担う教科書の押しつけ

が強まっています。これ以上の教育現場への政

治の介入は、断じて許されません。

これまでの国会の参考人質疑の中でも、日本

教育政策学会会長や識者から、政治などの不当

な支配から教育の自主性を保障するために教育

委員会があることが強調され、「この理念を具

体化する方向の改革こそ必要だ」「教育委員長

をなくすことは問題だ」などの意見が表明され

てきました。

そもそも教育は、子供の成長、発達のための

文化的な営みであり、教師と子供の人間的な触

れ合い、信頼関係を通じて行われるものです。

そこには自由や自主性が不可欠です。だからこ

そ、戦前の教訓を踏まえ、憲法のもとで政治権

力による教育内容への介入、支配は厳しく戒め

られてきたのです。

知事は任命する理由の中で、四本孝氏につい

て、豊富な知識と経験を持ち、高潔な人格であ

ると述べられておりますが、このことに異を唱

えるものではありません。

私ども日本共産党は、教育長を初め、教育委

員の皆さんが引き続き、憲法と教育基本法、子

どもの権利条約の精神に立って、地域住民や学

校現場の多様な教育要求を施策に反映させるべ

く、自由闊達な論議を保障すること、政治的に

中立かつ公正な教育行政と教育の自主性を重ん

じること、この点を改めて知事、教育長に求め

るものです。その上で、あえて本人事案件には

反対せず、今後の教育委員会の動向を注視して

いきたいと考えています。

以上、日本共産党の考え方、立場を表明して

討論といたします。（拍手）〔降壇〕

○星原 透議長 ほかに討論の通告はありませ

ん。

以上で討論は終わりました。

◎ 議案第77号採決

○星原 透議長 これより採決に入ります。

議案第77号についてお諮りいたします。

本案については同意することに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星原 透議長 御異議なしと認めます。よっ

て、本案は同意することに決定いたしました。

〔四本企業局長入場・着席〕

◎ 特別委員長調査結果報告

○星原 透議長 次に、特別委員長の調査結果

報告を議題といたします。

ここで、特別委員長の調査結果報告を求めま

す。まず、総合交通・観光・経済対策特別委員

会、押川修一郎委員長。

○押川修一郎議員〔登壇〕（拍手） 当委員会

では、総合交通、観光、経済対策に関する所要

の調査活動を行ってまいりました。その結果に

つきましては、お手元に配付の報告書のとおり

でありますが、ここで、その概要について御報

告申し上げます。

我が国は、本格的な人口減少・少子高齢化社

会を迎えており、今後、地域経済の縮小や競争

力の低下といった問題を引き起こすと考えられ
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ております。地域経済の維持・活性化のために

は、交流人口をふやすことが重要であり、その

ためには、交通体系を早期に整備し、アクセス

向上を図るとともに、魅力ある観光地づくりや

情報発信の強化などに積極的に取り組む必要が

あります。

本県においては、東九州自動車道の開通や国

際航空路線である宮崎―香港線の開通、またク

ルーズ船を利用した東アジアからの観光客の増

加など、交通・観光を取り巻く状況は大きく変

化してきております。

このような状況を踏まえ、当委員会では、総

合交通体系の整備促進を図り、観光振興対策に

取り組むことで、いかに交流人口を増加させ、

地域経済の活性化につなげるかという観点か

ら、「総合交通対策に関すること」及び「観光

振興対策に関すること」を調査事項として決定

し、所要の調査活動を行ってまいりました。

まず、調査事項の総合交通対策についてであ

ります。

本県の高速道路網については、東九州自動車

道を中心に着実に整備が進んでいるものの、東

九州自動車道の県南区間、九州中央自動車道、

そして都城志布志道路にはミッシングリンクが

残されており、高速道路網整備によるストック

効果を最大限に高め、県内各地に波及させるた

めには、未開通区間の早期整備を図る必要があ

ります。

県や県議会においては、国に対して働きかけ

を行っているところでありますが、当委員会と

しても、調査活動を通じて改めて高速道路網の

早期整備の必要性を認識し、「高速自動車国道

等の早期整備を求める意見書」を国に対して提

出することといたしました。県においても、今

後とも市町村や関係機関、民間団体等とも連携

し、あらゆる機会を捉えて継続的な要望を続け

ていただきたいと思います。

次に、航空路線の維持・充実についてであり

ます。

国際路線については、近年、東南アジアから

の訪日需要が高まってきており、当委員会とし

ては、そのニーズを取り込むためにも、東南ア

ジアをターゲットとした新規路線開拓を行うべ

きではないかと考えます。

インバウンド対策については、全国の自治体

が取り組んでおり、今後さらに地域間競争が激

化することが想定されますので、県において

は、他県との連携も視野に入れ、東南アジアを

ターゲットとした国際チャーター便の誘致に早

急に取り組むよう要望いたします。

また、国内路線については、昨年８月にＬＣ

Ｃであるピーチアビエーションにより宮崎―関

空線が就航し、低廉な価格も要因となり、搭乗

率は８割を超える状況となっております。しか

しながら、１日１往復のみの運航となってお

り、利便性向上のためには増便が求められてお

ります。

一方、ＬＣＣは、実績を伴わず採算がとれな

い場合には撤退の判断が早く、九州内でも１年

足らずで運休となっているケースもあるようで

す。県においては、宮崎空港の利便性をより積

極的にアピールするなど利用促進対策に努め、

ＬＣＣ路線の維持及びさらなる充実につなげて

いただきますよう要望いたします。

このほか、東九州地域を縦貫する唯一の幹線

鉄道である日豊本線の高速化・複線化や、長距

離フェリーの輸送力強化のためのさらなる整備

の促進など、本県の総合交通網には依然として

大きな課題が残っており、今後とも官民を挙げ

て早期整備に取り組むことが求められます。
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次に、調査事項の観光振興対策についてであ

ります。

県外調査で伺った富山国際大学において、現

代社会学部の高橋教授から、「現代は成熟社会

であり、ニーズが多様化している。価値競争の

時代に入っており、宮崎にしかない魅力ある観

光地をつくる必要がある」との話を伺いまし

た。

また、新潟県、長野県、群馬県の７市町村で

構成される「雪国観光圏」では、その雪国文化

を他地域と差別化された地域独自の価値として

ブランド化に取り組んでいました。

本県には、神話や神楽といった歴史・文化や

豊かな自然など、他地域と差別化できる資源は

多くあります。県においては、市町村や関係団

体とも連携し、観光資源のさらなる磨き上げを

行うとともに、資源をテーマやストーリーでつ

なぎ、宮崎ならではのブランド観光地を創出す

るよう要望いたします。

県外調査で伺った福井県では、恐竜博物館と

一乗谷朝倉氏遺跡という２つの観光地をツー

トップと位置づけ、重点的に整備を行ってお

り、これに対し委員からは、「切るところは

切って、磨くところは磨くという判断はすばら

しい」との意見がありました。

本県の状況を見てみると、東九州自動車道等

の開通効果もあり、高千穂には、ゴールデンウ

イークの７日間だけで約12万人もの人が訪れて

おり、まさに本県の核となる観光地である一

方、その観光客は阿蘇や大分方面に移動するケ

ースが多く、県内周遊にはつながっておりませ

ん。

そのため、当委員会としては、県央地域に位

置する西都原古墳群をもう一つの核として重点

整備し、足を運んでもらうことにより、県内周

遊につながり、県内全域への波及効果が期待で

きるのではないかと考えたところです。県にお

いては、西都原古墳群の世界遺産登録を視野に

入れ、調査研究を継続するとともに、その歴史

的価値や魅力を生かし、国内外からの観光誘客

につなげるため、西都原古墳群及び周辺地域を

本県観光地の核として重点的に整備するよう要

望いたします。また、市町村とも連携し、西都

原古墳群を中心とした観光ルートの充実を図

り、国内外への積極的な情報発信に努めるとと

もに、旅行商品の造成に向け、旅行会社等への

積極的なＰＲに努めるよう要望いたします。

当委員会は、本県に本拠地を置く主要交通イ

ンフラを担う５社（ＪＲ九州、宮崎カーフェリ

ー、宮崎空港ビル、ソラシドエア、宮崎交通）

との意見交換を行いました。意見交換の場で

は、「宮崎県を観光県だと思っている全ての方

々と情報を共有できる場をつくってほしい」と

の意見や、「スピード感を持ってニーズを取り

込み、他県におくれをとらないためにも、行政

と民間が情報を共有するプラットホームづくり

が必要だ」との意見がありました。

時代のニーズは常に変化しており、潮流に乗

りおくれないことが必要です。県においては、

交通関係団体や観光関係団体などの民間事業者

と連携し、新たなニーズや課題などの情報共有

ができるプラットホームづくりを検討するよう

要望いたします。

以上を委員会報告書の概要として御報告いた

しましたが、総合交通対策については、インフ

ラ整備を伴うものが多く、国や交通事業者の支

援が不可欠になります。県においては、各交通

網のさらなる利用促進を図るとともに、引き続

き、国や交通事業者に対し、本県における交通

インフラ整備の重要性を訴え、積極的な要望を
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続けていただきたいと思います。

また、観光振興対策を推進することは、旅行

業や宿泊業、飲食業といった直接的な産業だけ

ではなく、製造業や農林水産業など幅広い産業

に関連し、需要創出効果や雇用創出効果など地

域経済に大きな効果をもたらします。今後、さ

らに地域間競争が激化すると想定されますの

で、県においては、スピード感を持って対策に

取り組んでいただきたいと思います。

現在、国を挙げて取り組んでいる地方創生を

実現させるためには、冒頭にも申し上げました

が、地方の力の衰退をいかに抑制するかが大き

な課題となっております。このような中、総合

交通体系の整備を促進し、観光振興対策に取り

組み、国内外からの交流人口をふやすことは、

地域の維持・活性化の原動力になるものです。

県がリーダーシップをとり、市町村とのより一

層の連携強化を図るとともに、官民が一体と

なって総合交通対策と観光振興対策を着実に推

進することにより、本県の地方創生に寄与する

ことを期待いたしまして、当委員会の報告とい

たします。（拍手）〔降壇〕

○星原 透議長 次は、地方創生対策特別委員

会、髙橋透委員長。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

当委員会では、地方創生対策に関する所要の

調査活動を行ってまいりました。その結果につ

きましては、お手元に配付の報告書のとおりで

ありますが、ここで、その概要について御報告

申し上げます。

日本の人口は減少局面に入っており、人口減

少が加速度的に進むことによる消費・経済力の

低下は、日本の経済社会に対して大きな重荷に

なることが懸念されております。国において

は、この問題に向き合うため、「まち・ひと・

しごと創生法」の制定、日本全体の人口の将来

展望を提示する長期ビジョン及び政府の施策の

方向を示す総合戦略の策定などを行っておりま

す。

このような動きの中、本県議会においては、

昨年度、人口減少・地域活性化対策特別委員会

を設置し、人口減少に対する今後の取り組みの

方向性等について調査活動を行いました。

当委員会では、昨年度の特別委員会の調査活

動を踏まえ、喫緊の問題である地方創生につい

て、本県独自の課題に絞り込み、さらに調査を

行う必要があるという観点から、「地域経済の

活性化に関すること」「雇用対策に関するこ

と」「高齢者が安心して暮らせる地域づくりに

関すること」を調査事項としました。

まず、地域経済の活性化についてでありま

す。

将来推計に基づく人口減少率を見ますと、県

央地域と中山間地域には非常に大きな差があり

ました。県の面積の約９割を占める中山間地域

は、本県にとって重要な地域であり、平成23年

には、議員発議により「宮崎県中山間地域振興

条例」を制定しております。県においては、こ

の条例に基づいて中山間地域振興計画を策定

し、振興策を総合的に推進しているところです

が、人口流出に歯どめがかからず、中山間地域

を取り巻く状況は依然として厳しいことを再認

識しました。

このような中、昨年12月に高千穂郷・椎葉山

地域が世界農業遺産に認定されたことは、中山

間地域の活性化のみならず、本県の地方創生の

取り組みを始動させる弾みとしていただきたい

ところです。

地方創生に関連する事業では、川崎市とモデ
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ル的な木造・木質化等を連携する取り組みなど

が進められていますが、委員から、「地方創生

のモデルの一つとして、特定のテーマでの連携

に期待している。目に見える形のものがまず一

つ出てくると、県民の理解も広がりやすい」と

いう意見が出されました。

また、県内４カ所で木質バイオマス発電施設

が稼働し、林地残材等の需要も見込まれるとこ

ろですが、条件不利地域では供給意欲が低く、

所得や森林整備等に地域格差が生じることが懸

念されております。県においても、この課題の

解決に取り組んでいるところですが、中山間地

域の所得向上や雇用創出につなげるような形

で、木質バイオマス供給体制を確立していただ

くよう要望いたします。

昨年９月に「宮崎県まち・ひと・しごと創生

総合戦略」が策定され、県内全市町村も、今年

度中には総合戦略の策定を終える予定とのこと

です。委員から、「市町村それぞれで頑張れと

言っていても無理がある。広域ビジョンをつ

くってはどうか」という意見も出され、生活圏

域、経済圏域を考慮すると、複数の市町村が政

策目標を共有し、力を合わせて取り組んだほう

が効果的と考えられる場合も多いと考えます。

市町村の枠を超え、さらに他の市町村の事業と

つながることで、地域の基幹産業として育って

いくように、県が、広域的観点から地域間連携

を推進していただくよう要望いたします。

次に、雇用対策についてであります。

当委員会では、若者の県内就職促進策につい

て重点的に調査いたしましたが、本県高校生の

県内就職率は全国最下位で、新規学卒者の離職

率は全国平均よりも高く、憂慮すべき状況にあ

ります。県外で働きたいという本人の意向を否

定すべきではありませんが、子供たちが宮崎で

暮らすメリット等を知らないままに安易に県外

転出という選択をしないように、ふるさと教

育、キャリア教育などを系統立てて、小・中・

高一貫して実施していくことが重要だと考えま

す。

一方で、良質な雇用の場となる魅力ある企業

をふやしていくことも必要不可欠です。委員か

らは、「県内の99％を占める中小企業を元気に

することが、地方創生につながる」という意見

もありました。

県では、今年度新たに「みやざき産業振興戦

略」の策定に取り組んでおり、今後の具体的な

事業展開による県内中小企業の振興に大いに期

待しております。

また、本県の基幹産業である第１次産業を雇

用の受け皿として整備していくことも重要で

す。県では、人手不足が課題となっている農業

法人への派遣型の就農研修や、「みやざき林業

青年アカデミー」による林業の新規就業に向け

た取り組みを行っています。これらの取り組み

は、移住やＵＩＪターン者の受け入れ効果も期

待できることから、今後とも積極的に進めてい

ただくよう要望いたします。

次に、高齢者が安心して暮らせる地域づくり

についてであります。

県が実施した中山間地域住民アンケートによ

ると、必要とする地域活性化策は、「医療提供

体制の整備や高齢者福祉の充実」が最も多く、

約５割を占めていました。

国においては、地域包括ケアシステムや地域

医療構想策定等の制度改革に取り組んでおりま

すが、県内の市町村によっては、高齢化の状況

も医療・介護サービスの整備状況も、全く違う

状況にあります。

委員からは、地域包括ケアシステムに関し

平成28年３月16日(水)
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て、「国全体と県内市町村の高齢化の進行状況

は違っているので、国のスキームで動けばうま

くいくのか疑問もある。各市町村の実情に応じ

たものになるように、県もきめ細やかな指導を

お願いしたい」という意見もありました。

これらの制度改革が、各市町村の高齢者のニ

ーズに即した地域医療介護提供体制となるよ

う、県としても十分留意して取り組む必要があ

ると考えます。

県では、「健康長寿社会づくりプロジェク

ト」に取り組んでいますが、心身ともに健康

で、将来にわたって快適で安心・安全に暮らせ

ることは、高齢者に限らず、全ての県民の豊か

さにつながります。この取り組みを、目標とし

ている「健康長寿男女とも日本一」にとどまら

ず、「みやざき産業振興戦略」の「スポーツ・

ヘルスケア産業」と関連づけて、産業の活性化

につなげるとともに、県民運動として大きく盛

り上げてはどうかと考えます。

また、高齢者が安心して地域生活を送りなが

ら、みずからのマンパワーを柔軟かつ多様に発

揮して社会活動に参加することも大切です。九

州知事会で取り組んでいる「70歳現役社会」の

積極的な事業展開等により、高齢者が健康で年

齢にかかわりなく活躍できる地域社会づくりを

要望いたします。

以上を委員会報告書の概要として御報告いた

しますが、地方創生に関する課題は非常に幅広

く、今回調査できなかった内容も多くありま

す。例えば若者人口の県外流出については、雇

用対策だけでなく、大学等の就学環境の整備・

充実、県内定着を図る奨学金制度といった観点

からの対策の検討も必要です。

また、日本版ＣＣＲＣ構想について、当委員

会では先進事例調査を行い、地元には雇用創出

等の経済効果があることや、移住希望者のニー

ズを十分分析した上での計画策定の重要性を認

識したところですが、ＣＣＲＣ構想を推進する

場合は、医療・介護費の財源負担問題の解決が

必要であると考えます。

来年度は、地方創生に向けた取り組みを加速

化する段階に入ります。県においては、市町村

と十分連携するとともに、民間とも積極的に協

働し、本県が抱える問題に真摯に向き合い、そ

の解決に向けて事業を推進していくことはもち

ろんのこと、適切かつ客観的に施策効果を検証

することで各政策を磨き上げ、真に効果の高い

ものとしていくことにより、将来にわたっての

人口減少問題の克服と成長力の確保という長期

的な目標を実現していくことを期待して、当委

員会の報告といたします。（拍手）〔降壇〕

○星原 透議長 次は、宮崎のこども対策特別

委員会、右松隆央委員長。

○右松隆央議員〔登壇〕（拍手） 当委員会で

は、宮崎のこども対策に関する所要の調査活動

を行ってきたところであります。その結果につ

きましては、お手元に配付の報告書のとおりで

ありますが、ここで、その概要について御報告

申し上げます。

近年、家庭や子供を取り巻く環境は、核家族

化や少子化の進行、都市化による地域のつなが

りの希薄化等により大きく変化してきておりま

す。そして、このことが背景となって、地域や

家庭が有してきた教育力の低下のほか、子供の

生活リズムへの影響、少年犯罪の低年齢化、児

童虐待の増加など、さまざまな社会問題につな

がっていると指摘する声もあります。

このような認識のもと、平成25年度には、当

委員会と同名の委員会が設置され、児童虐待や

いじめの問題、子育て支援の取り組みなど、子

平成28年３月16日(水)
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供に係る諸問題について幅広く調査が行われま

した。

当委員会では、一昨年度の特別委員会の調査

活動を踏まえ、家庭教育支援に関する条例の今

年度内の制定を目標とした調査を行うことと

し、「家庭での子どもの学び・育ちの支援等家

庭教育支援についての条例に関すること」を１

つ目の調査事項に決定いたしました。

また、子供の貧困対策に早急に取り組むこと

が求められている現在の状況を踏まえ、「子ど

もの貧困対策等に関すること」を２つ目の調査

事項に決定し、所要の調査を行ってまいりまし

た。

まず、家庭教育支援に関する条例についてで

すが、本県における家庭教育支援に関する現状

や課題等について、県当局から説明を受けると

ともに、県内はもとより、熊本県、岐阜県、和

歌山県湯浅町での調査活動を通じて、家庭教育

支援のあるべき形について、さまざまに議論を

重ねてまいりました。

家庭教育の現状は、核家族化や３世代世帯の

減少、地域のつながりの希薄化等により、親が

身近な人から子育てや家庭教育を学ぶ機会が減

少している状況にあります。また、孤立しがち

な親、子育てに関心を持てない親、仕事で忙し

い親など、家庭教育への支援を必要としている

家庭も多くあります。さらに、最近では、家庭

の経済状況の悪化等による子供の貧困問題の広

がりが顕著であり、これが家庭の教育力低下の

一因になっているとの声もあります。

このような状況を踏まえますと、各家庭が家

庭教育に自主的に取り組むことができる環境整

備に加え、家庭教育を地域全体で応援する社会

的機運を醸成することが求められております。

そこで、当委員会では、本県の家庭教育への

支援についての基本理念及びその実現を図るた

めに必要な事項を定め、家庭教育への支援に関

する施策を総合的に推進することを目的とした

条例を制定する必要があるとの結論に至ったと

ころであります。

条例制定の趣旨は、子供たちが地域の宝とし

て社会全体から愛情を受け、健やかに成長でき

る宮崎を実現することにあります。そのため、

家庭教育への支援に関する施策を総合的に推進

する必要があり、県は、家庭教育支援を目的と

した体制を整備するとともに、家庭教育を支援

するための施策を総合的に策定し、及び実施す

る責務を果たさなければならないと考えます。

また、個々の条項においては、前文の「親と

しての喜び」や第６条の「国との連携等」、

第10条の「事業者の役割」、第13条の「多様な

家庭環境に配慮した支援及び関係者間の連携強

化」について、議論を重ねてまいりました。

条例の運用に当たっては、これら条項の趣旨

を尊重するとともに、部局の垣根を越えた体制

づくりのほか、家庭の教育力の変化についての

時系列による整理と分析、さまざまな社会環境

の変化を踏まえた施策の策定、条文・条項に

沿った体系的な施策の実施について、十分な留

意が必要になると考えます。

また、中でも、さまざまな社会環境の変化を

踏まえた施策の策定については、当委員会で多

くの時間をかけて議論を積み重ねてきた項目で

あります。

家庭の教育力低下の背景にある社会環境の変

化に触れながら、家庭教育支援の必要性につい

てうたった宮崎県家庭教育支援条例案の前文を

初め、障がいのある子供を抱える家庭や経済的

な不安を抱える家庭など、特別な配慮を必要と

する家庭に対し、ＮＰＯ法人や社会教育関係団
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体など県民皆で支え合う環境づくりを促進する

旨について規定した第13条の趣旨を十分に踏ま

え、適切な運用が図られるよう要望いたしま

す。

次に、子供の貧困対策について、本県におけ

る生活保護受給世帯の子供の高等学校等進学率

は、一般世帯のそれと比較して14.7ポイント低

い水準にあるなど、子供たちの将来が家庭の状

況に左右されるような状況が、本県でも発生し

ております。いわゆる貧困の連鎖によって子供

たちの将来が閉ざされてしまうことは、決して

あってはならないことであります。

当委員会では、この貧困の連鎖を断ち切る観

点から議論を重ね、スクールソーシャルワーカ

ーの人員拡充のほか、生活困窮者自立支援制度

における周知の強化、フードバンクの取り組み

や子供たちの居場所づくり支援について、しっ

かりと対策を講じる必要があるとの結論に至り

ました。

特に子供たちの居場所づくり支援について調

査に訪れました熊本県では、ひとり親家庭の子

供たちを対象とした学習支援を軸に、安らぎの

居場所を提供する「地域の学習教室」事業が実

施されており、ボランティアの学習支援員が、

学習指導はもとより必要に応じ相談等にも対応

するなど、支援対象者のニーズに合わせた柔軟

な取り組みが行われておりました。

また、最近話題に上がることの多い「子ども

食堂」について、調査で見学した「要町あさや

け子ども食堂」では、食事の後、食堂となって

いる一軒家を所狭しと駆けめぐり、声を弾ませ

ながら遊ぶ子供たちの姿に接することができま

した。全国的に広がりを見せる「子ども食堂」

が、単なる食事提供の場としてだけではなく、

子供たちの居場所としても機能している現場を

垣間見ることができ、その意義と支援の必要性

について改めて考えさせられたところでありま

す。

県におかれましては、これらの取り組み事例

を参考に、子供たちの居場所づくり支援に関す

る施策の策定に向けて具体的な検討を行うこと

を要望いたします。

また、今後、子供の貧困対策を講じていく上

で核となるのが、「宮崎県子どもの貧困対策推

進計画」であります。当委員会においても、こ

の計画の概要について、県当局から説明を受け

ました。この計画では、保護者の生活・就労支

援のほか、教育の支援や生活の支援、経済的支

援といった幅広いメニューが用意されており、

それら支援メニューの実施に当たっては、関係

部局間の連携体制の構築、当事者が意見を述べ

やすい環境づくりに特に留意が必要と考えま

す。

委員からも、「子供の貧困問題は、たくさん

の部局に関係する問題であることから、総合政

策的にやっていかなくてはならない」「支援を

必要としている方々の使い勝手のよさに関する

声が出てくることが必要」といった意見が出さ

れました。県におかれましては、これらの意見

に留意しつつ、計画の実施に取り組まれること

を要望させていただきます。

以上を委員長報告書の概要として御報告いた

しますが、当委員会では、家庭教育支援に関す

る条例制定に向けて、通常の委員会に加え、臨

時の委員会を開催するなど、11名の委員全員が

力を尽くし、議論と検討を積み重ねてまいりま

した。県におかれましては、その成果である

「宮崎県家庭教育支援条例」を軸に、実効性の

高い施策の策定及び実施に努めていただくこと

をお願いいたします。
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そして、もう一つのテーマである子供の貧困

対策については、この問題が子供の社会的孤立

や家庭の教育力低下の問題などとも密接に関連

することを考えますと、家庭の経済的問題を中

心にした整理から一歩踏み込んで、子供に関す

る総合的な問題として対処していかなければな

りません。県におかれましては、子供の貧困問

題の組織内での位置づけについて改めて検討

し、十分な対応ができる体制を構築していただ

きたいと思います。

最後になりますが、委員の皆様と正副書記の

御尽力に心からの感謝と敬意を表しますととも

に、宮崎県の将来を担う子供たちが地域の宝と

して健やかに成長できますことを切に願いまし

て、当委員会の報告とさせていただきます。

（拍手）〔降壇〕

○星原 透議長 以上で、特別委員長の調査結

果報告は終わりました。

特別委員長の報告に対する質疑の通告はあり

ません。

◎ 議員発議案送付の通知

○星原 透議長 次に、お手元に配付のとお

り、委員会及び議員から議案の送付を受けまし

たので、事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成28年３月16日

宮崎県議会議長 星原 透 殿

提出者 議会運営委員長 宮原 義久

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号

宮崎県議会情報公開条例の一部を改正する

条例

議員発議案第２号

奨学金制度の充実を求める意見書

平成28年３月16日

宮崎県議会議長 星原 透 殿

提出者 厚生常任委員長 後藤 哲朗

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第３号

医療等に係る消費税問題の抜本的解決を求

める意見書

議員発議案第４号

知的障がい者が安心して暮らせる入所施設

の充実を求める意見書

平成28年３月16日

宮崎県議会議長 星原 透 殿

提出者 宮崎のこども対策特別委員長 右松 隆央

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第５号

宮崎県家庭教育支援条例

平成28年３月16日

宮崎県議会議長 星原 透 殿

提出者 総合交通・観光・経済対策特別委員長

押川修一郎

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に
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より提出します。

記

議員発議案第６号

高速自動車国道等の早期整備を求める意見書

平成28年３月16日

宮崎県議会議長 星原 透 殿

提出者 宮崎県議会議員 丸山裕次郎

井本 英雄

田口 雄二

新見 昌安

松村 悟郎

後藤 哲朗

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第７号

北朝鮮による日本人拉致問題の完全解決を

求める意見書

◎ 議員発議案第１号から第７号まで

追加上程

○星原 透議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第１号から第７号までの各号議案を日

程に追加し、議題とすることに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星原 透議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

まず、議員発議案第１号から第４号まで、第

６号及び第７号の各号議案を一括議題といたし

ます。

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、説明及び委員会の付託を省略し

て直ちに審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星原 透議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

質疑及び討論の通告はありません。

◎ 議員発議案第１号から第４号まで、

第６号及び第７号採決

○星原 透議長 これより採決に入ります。

議員発議案第１号から第４号まで、第６号及

び第７号の各号議案について、一括お諮りいた

します。

各号議案を原案のとおり可決することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星原 透議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は原案のとおり可決されました。

◎ 議員発議案第５号提案理由説明

○星原 透議長 次に、議員発議案第５号を議

題といたします。

ここで、提出者に提案理由の説明を求めま

す。宮崎のこども対策特別委員会、右松隆央委

員長。

○右松隆央議員〔登壇〕（拍手） 議員発議案

第５号「宮崎県家庭教育支援条例」について、

発議者を代表いたしまして、その提案理由を御

説明申し上げます。

先ほどの特別委員会委員長報告で御報告させ

ていただきましたとおり、宮崎のこども対策特

別委員会では、昨年５月に委員会が設置されて

以降、「家庭教育支援についての条例に関する

こと」を調査項目の一つに決定し、家庭教育支

援に関する現状や課題等について調査活動を

平成28年３月16日(水)
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行ってまいりました。

近年、少子化や核家族化の進行、地域のつな

がりの希薄化、経済格差の拡大による子供の貧

困の問題など、社会環境が一層深刻さを増す

中、子育てに不安を抱える親、孤立化する親も

ふえてきており、過保護や放任など家庭の教育

力の低下が指摘をされております。

このような状況のもと、家庭の教育力の向上

を図るためには、これまで行われてきた家庭教

育を支援するための取り組みをさらに進め、各

家庭が改めて家庭教育において果たすべき役割

の重要性を認識し、自主的に取り組むととも

に、家庭を取り巻く地域、学校等、事業者、行

政、その他、県民皆で家庭教育を支えていくこ

とが必要であり、その推進方策として、条例の

制定が有効であるとの結論に至ったところであ

ります。

このようなことから、お手元に配付しており

ます「宮崎県家庭教育支援条例」について、委

員会として全会一致で提案することを決定した

ところであります。

この条例は、本県の家庭教育への支援につい

ての基本理念及びその実現を図るために必要な

事項を定め、家庭教育への支援に関する施策を

総合的に推進することにより、基本的な生活習

慣及び倫理観を確立するとともに、人生をみず

から切り開いていく上で欠くことのできない人

生観や職業観、創造力などを培い、子供たちが

地域の宝として社会全体から愛情を受け、健や

かに成長できる宮崎を実現することを目的とし

ております。

議員各位におかれましては、本条例の趣旨を

御理解の上、御賛同いただきますようお願い申

し上げまして、提案理由説明とさせていただき

ます。どうぞよろしくお願いをいたします。

（拍手）〔降壇〕

○星原 透議長 提出者の説明は終わりまし

た。

質疑及び討論の通告はありません。

◎ 議員発議案第５号採決

○星原 透議長 これより採決に入ります。

議員発議案第５号についてお諮りいたしま

す。

本案を原案のとおり可決することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星原 透議長 御異議なしと認めます。よっ

て、本案は原案のとおり可決されました。

◎ 閉 会

○星原 透議長 以上で、今期定例会の議事は

全て終了いたしました。

これをもちまして、平成28年２月定例県議会

を閉会いたします。

午前11時59分閉会

平成28年３月16日(水)
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平成２８年２月定例県議会日程
２７日間

月 日 曜 区 分 議 事 備 考

議会運営委員会 9:30開会
会議録署名議員指名
議会運営委員長審査結果報告

２．１９ 金 本会議 会期決定
総合交通・観光・経済対策議案上程
特別委員会知事提案理由説明

２０ 土
（ 閉 庁 日 ）

２１ 日

２２ 月 休 会

代表質問通告締切 12:00２３ 火 （ 議 案 調 査 ）

一般質問通告締切 12:00２４ 水

２５ 木 議会運営委員会 9:30
代 表 質 問本会議

２６ 金

２７ 土
休 会 （ 閉 庁 日 ）

２８ 日

請願締切 16:00２９ 月

一 般 質 問 議員発議案締切 17:00
３． １ 火 （会派提出）本会議

議会運営委員会 9:30２ 水 一 般 質 問
議案・請願委員会付託

３ 木
常任委員会 （補正）

４ 金
休 会

５ 土
（ 閉 庁 日 ）

６ 日

議会運営委員会 9:30
７ 月 本会議

常任委員長審査結果報告（補正）
質疑、討論、採決

８ 火

９ 水

常 任 委 員 会 （ 当 初 ）１０ 木

議員発議案締切 17:00
１１ 金 （会派提出を除く）休 会

１２ 土
（ 閉 庁 日 ）

１３ 日

１４ 月 特 別 委 員 会 議会運営委員会

１５ 火 （ 議 事 整 理 ）

議会運営委員会 9:30常任委員長審査結果報告（当初）
質疑、討論、採決１６ 水 本会議 特別委員長調査結果報告
閉会
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代 表 質 問 時 間 割

２月２５日（木）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１ 自 由 民 主 党 １０：００～１２：００ 休憩丸山裕次郎

２ 自 由 民 主 党 １３：００～１５：００山下 博三

２月２６日（金）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

３ 県 民 連 合 宮 崎 １０：００～１２：００ 休憩満行 潤一

４ 公 明 党 １３：００～１４：２０新見 昌安

＊ 会派別の質問時間（質問取扱要領）

自由民主党 １２０分以内

県民連合宮崎 ６０分以内

公 明 党 ４０分以内
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一 般 質 問 時 間 割

２月２９日（月）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１ 日 本 共 産 党 １０：００～１１：００前屋敷恵美

２ 無 所 属 ク ラ ブ １１：００～１２：００ 休憩徳重 忠夫

３ 県 民 連 合 宮 崎 １３：００～１４：００太田 清海

４ 自 由 民 主 党 １４：００～１５：００ 休憩右松 隆央

５ 自 由 民 主 党 １５：１０～１６：１０坂口 博美

３月１日（火）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

６ 愛 み や ざ き １０：００～１１：００図師 博規

７ 県 民 連 合 宮 崎 １１：００～１２：００ 休憩渡辺 創

８ 自 由 民 主 党 １３：００～１４：００後藤 哲朗

９ 自 由 民 主 党 １４：００～１５：００ 休憩野﨑 幸士

１０ 自 由 民 主 党 １５：１０～１６：１０中野 一則

３月２日（水）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１１ 公 明 党 １０：００～１１：００河野 哲也

１２ 自 由 民 主 党 １１：００～１２：００ 休憩日髙 陽一

１３ 自 由 民 主 党 １３：００～１４：００横田 照夫

１４ 自 由 民 主 党 １４：００～１５：００原 正三

＊ １人当たりの質問時間 ３０分以内（質問取扱要領）



平成２８年２月定例県議会

［議　案］（平成２７年度補正予算関係）

総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第４６号 平成27年度宮崎県一般会計補正予算（第４号） 可決 可決 可決 可決 可決

第４７号
平成27年度宮崎県開発事業特別資金特別会計補正
予算（第２号）

可決

第４８号
平成27年度宮崎県公債管理特別会計補正予算（第１
号）

可決

第４９号
平成27年度宮崎県山林基本財産特別会計補正予算
（第１号）

可決

第５０号
平成27年度宮崎県拡大造林事業特別会計補正予算
（第１号）

可決

第５１号
平成27年度宮崎県小規模企業者等設備導入資金特
別会計補正予算（第２号）

可決

第５２号
平成27年度宮崎県えびの高原スポーツレクリエーショ
ン施設特別会計補正予算（第１号）

可決

第５３号
平成27年度宮崎県営国民宿舎特別会計補正予算（第
１号）

可決

第５４号
平成27年度宮崎県就農支援資金特別会計補正予算
（第１号）

可決

第５５号
平成27年度宮崎県沿岸漁業改善資金特別会計補正
予算（第２号）

可決

第５６号
平成27年度宮崎県公共用地取得事業特別会計補正
予算（第１号）

可決

第５７号
平成27年度宮崎県港湾整備事業特別会計補正予算
（第１号）

可決

第５８号
平成27年度宮崎県育英資金特別会計補正予算（第１
号）

可決

第５９号
平成27年度宮崎県公営企業会計（電気事業）補正予
算（第１号）

可決

第６０号
平成27年度宮崎県公営企業会計（工業用水道事業）
補正予算（第１号）

可決

第６１号
平成27年度宮崎県公営企業会計（地域振興事業）補
正予算（第１号）

可決

第６２号 平成27年度宮崎県立病院事業会計補正予算（第２号） 可決

第６３号
県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正
する条例

可決

第６４号
国営大淀川左岸土地改良事業負担金徴収条例等を
廃止する条例

可決

第６５号 都市公園条例の一部を改正する条例 可決

議案　委員会審査結果表

番　号 件　名

常 任 委 員 会

-　355　-



総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第６６号
教育関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正
する条例

可決

第６７号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 可決

第６８号
議会の議員の給与等に関する条例等の一部を改正す
る条例

可決

第６９号
市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を
改正する条例

可決

第７０号
宮崎県地域自殺対策緊急強化基金条例の一部を改
正する条例

可決

第７１号 宮崎県国民健康保険財政安定化基金条例 可決

第７２号 宮崎県安心こども基金条例の一部を改正する条例 可決

第７３号
宮崎県緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部
を改正する条例

可決

第７４号
教育関係の公の施設に関する条例の一部を改正する
条例

可決

第７５号
宮崎県住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条
例

可決

第７６号
みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例
の一部を改正する条例

可決

番　号 件　名

常 任 委 員 会

-　356　-



平成２８年２月定例県議会

［議　案］（平成２８年度当初予算関係）

総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第１号 平成28年度宮崎県一般会計予算 可決 可決 可決 可決 可決

第２号 平成28年度宮崎県開発事業特別資金特別会計予算 可決

第３号 平成28年度宮崎県公債管理特別会計予算 可決

第４号
平成28年度宮崎県母子父子寡婦福祉資金特別会計
予算

可決

第５号 平成28年度宮崎県山林基本財産特別会計予算 可決

第６号 平成28年度宮崎県拡大造林事業特別会計予算 可決

第７号 平成28年度宮崎県林業改善資金特別会計予算 可決

第８号
平成28年度宮崎県小規模企業者等設備導入資金特
別会計予算

可決

第９号
平成28年度宮崎県えびの高原スポーツレクリエーショ
ン施設特別会計予算

可決

第１０号 平成28年度宮崎県営国民宿舎特別会計予算 可決

第１１号 平成28年度宮崎県沿岸漁業改善資金特別会計予算 可決

第１２号 平成28年度宮崎県公共用地取得事業特別会計予算 可決

第１３号 平成28年度宮崎県港湾整備事業特別会計予算 可決

第１４号 平成28年度宮崎県立学校実習事業特別会計予算 可決

第１５号 平成28年度宮崎県育英資金特別会計予算 可決

第１６号 平成28年度宮崎県公営企業会計（電気事業）予算 可決

第１７号
平成28年度宮崎県公営企業会計（工業用水道事業）
予算

可決

第１８号
平成28年度宮崎県公営企業会計（地域振興事業）予
算

可決

第１９号 平成28年度宮崎県立病院事業会計予算 可決

第２０号
地方警察職員の定員に関する条例の一部を改正する
条例

可決

第２１号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 可決 可決 可決 可決

第２２号 宮崎県犬取締条例の一部を改正する条例 可決

第２３号
警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正
する条例

可決

議案・請願　委員会審査結果表

番　号 件　名

常 任 委 員 会

-　357　-



総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第２４号 宮崎県就農支援資金特別会計条例を廃止する条例 可決

第２５号 県営電気事業みやざき創生基金条例 可決

第２６号
宮崎県後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部
を改正する条例

可決

第２７号 公の施設に関する条例の一部を改正する条例 可決 可決 可決

第２８号
宮崎県民の消費生活の安定及び向上に関する条例の
一部を改正する条例

可決

第２９号
宮崎県情報公開条例及び宮崎県個人情報保護条例
の一部を改正する条例

可決

第３０号 職員の退職管理に関する条例 可決

第３１号
宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部
を改正する条例

可決 可決 可決

第３２号
障がいのある人もない人も共に暮らしやすい宮崎県づ
くり条例

可決

第３３号 興行場に関する条例の一部を改正する条例 可決

第３４号 宮崎県中小企業振興条例の一部を改正する条例 可決

第３５号 建築基準法施行条例の一部を改正する条例 可決

第３６号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
施行条例の一部を改正する条例

可決

第３７号 宮崎県暴力団排除条例の一部を改正する条例 可決

第３８号 包括外部監査契約の締結について 可決

第３９号 林道事業執行に伴う市町村負担金徴収について 可決

第４０号
農政水産関係建設事業執行に伴う市町村負担金徴収
について

可決

第４１号 土木事業執行に伴う市町村負担金徴収について 可決

第４２号 宮崎県子どもの貧困対策推進計画の策定について 可決

第４３号 宮崎県地域福祉支援計画の変更について 可決

第４４号 宮崎県環境計画の変更について 可決

第４５号 宮崎県森林・林業長期計画の変更について 可決

番　号 件　名

常 任 委 員 会

-　358　-



［請　願］

総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第３号
所得税法第５６条の廃止を求める意見書を国に提出
することを求める請願

継続

第5-1号
介護福祉士等修学資金貸付制度の強化並びに介護
福祉士養成に係る離職者訓練（委託訓練）制度の定
員数の拡大を求める意見書の提出に関する請願

継続

第６号
高等学校の公私間格差解消のため、私学助成の増額
を求める請願

継続

第７号 医療等に係る消費税問題の抜本的解決のための請願 採択

第８号
知的障害者が安心して暮らせる入所施設の充実を求
める政府意見書の提出についての請願

採択

第９号
「青少年健全育成基本法の制定」を求める意見書提出
に関する請願

採択

第１０号 公立高等学校授業料不徴収制度の復活を求める請願 不採択

第１１号 正規教職員の増員を求める請願 不採択

第１２号
小・中・高の３５人以下学級等の実現について国に意
見書の提出を求める請願

不採択

第１３号
義務教育費国庫負担制度の拡充・復元について、国
に意見書の提出を求める請願

不採択

番　号 件　名

常 任 委 員 会

-　359　-
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閉 会 中 の 継 続 審 査 ・ 調 査 申 出 一 覧

平成２８年２月定例県議会

委 員 会 名 事 件 理 由

請願第３号 所得税法第５６条の廃止を求める意見

書を国に提出することを求める請願
慎重な審査
調査を要総務政策常任委員会 請願第６号 高等学校の公私間格差解消のため、私 ・

するため学助成の増額を求める請願

総合政策及び行財政対策に関する調査

請願第５－１号 介護福祉士等修学資金貸付制度の

強化並びに介護福祉士養成に係る
慎重な審査離職者訓練（委託訓練）制度の定
調査を要厚 生 常 任 委 員 会 員数の拡大を求める意見書の提出 ・

するため
に関する請願

福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関する調査

調査を要す

るため
商工建設常任委員会 商工観光振興対策及び土木行政の推進に関する調査

調査を要す環 境 農 林 水 産
環境対策及び農林水産業振興対策に関する調査

るため常 任 委 員 会

教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経営に 調査を要す文 教 警 察 企 業

関する調査 るため常 任 委 員 会

円滑な議会

次期県議会の会期日程及び議会運営に関する調査 運営を図る議 会 運 営 委 員 会

ため



議 案 議 決 件 名 一 覧 表
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第１号 平成28年度宮崎県一般会計予算 ３月16日 ・ 可 決

〃 第２号 平成28年度宮崎県開発事業特別資金特別会計予算 〃

〃 第３号 平成28年度宮崎県公債管理特別会計予算 〃

〃 第４号 平成28年度宮崎県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算 〃

〃 第５号 平成28年度宮崎県山林基本財産特別会計予算 〃

〃 第６号 平成28年度宮崎県拡大造林事業特別会計予算 〃

〃 第７号 平成28年度宮崎県林業改善資金特別会計予算 〃

〃 第８号 平成28年度宮崎県小規模企業者等設備導入資金特別 〃

会計予算

〃 第９号 平成28年度宮崎県えびの高原スポーツレクリエーシ 〃

ョン施設特別会計予算

〃 第10号 平成28年度宮崎県営国民宿舎特別会計予算 〃

〃 第11号 平成28年度宮崎県沿岸漁業改善資金特別会計予算 〃

〃 第12号 平成28年度宮崎県公共用地取得事業特別会計予算 〃

〃 第13号 平成28年度宮崎県港湾整備事業特別会計予算 〃

〃 第14号 平成28年度宮崎県立学校実習事業特別会計予算 〃

〃 第15号 平成28年度宮崎県育英資金特別会計予算 〃

〃 第16号 平成28年度宮崎県公営企業会計（電気事業）予算 〃

〃 第17号 平成28年度宮崎県公営企業会計（工業用水道事業） 〃

予算

〃 第18号 平成28年度宮崎県公営企業会計(地域振興事業)予算 〃

〃 第19号 平成28年度宮崎県立病院事業会計予算 〃

〃 第20号 地方警察職員の定員に関する条例の一部を改正する 〃

条例

〃 第21号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 〃

〃 第22号 宮崎県犬取締条例の一部を改正する条例 〃

〃 第23号 警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正す 〃

る条例

〃 第24号 宮崎県就農支援資金特別会計条例を廃止する条例 〃

〃 第25号 県営電気事業みやざき創生基金条例 〃
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第26号 宮崎県後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を ３月16日 ・ 可 決

改正する条例

〃 第27号 公の施設に関する条例の一部を改正する条例 〃

〃 第28号 宮崎県民の消費生活の安定及び向上に関する条例の 〃

一部を改正する条例

〃 第29号 宮崎県情報公開条例及び宮崎県個人情報保護条例の 〃

一部を改正する条例

〃 第30号 職員の退職管理に関する条例 〃

〃 第31号 宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部 〃

を改正する条例

〃 第32号 障がいのある人もない人も共に暮らしやすい宮崎県 〃

づくり条例

〃 第33号 興行場に関する条例の一部を改正する条例 〃

〃 第34号 宮崎県中小企業振興条例の一部を改正する条例 〃

〃 第35号 建築基準法施行条例の一部を改正する条例 〃

〃 第36号 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 〃

施行条例の一部を改正する条例

〃 第37号 宮崎県暴力団排除条例の一部を改正する条例 〃

〃 第38号 包括外部監査契約の締結について 〃

〃 第39号 林道事業執行に伴う市町村負担金徴収について 〃

〃 第40号 農政水産関係建設事業執行に伴う市町村負担金徴収 〃

について

〃 第41号 土木事業執行に伴う市町村負担金徴収について 〃

〃 第42号 宮崎県子どもの貧困対策推進計画の策定について 〃

〃 第43号 宮崎県地域福祉支援計画の変更について 〃

〃 第44号 宮崎県環境計画の変更について 〃

〃 第45号 宮崎県森林・林業長期計画の変更について 〃

〃 第46号 平成27年度宮崎県一般会計補正予算（第４号） ３月７日 ・ 可 決

〃 第47号 平成27年度宮崎県開発事業特別資金特別会計補正予 〃

算（第２号）

〃 第48号 平成27年度宮崎県公債管理特別会計補正予算（第１ 〃

号）
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第49号 平成27年度宮崎県山林基本財産特別会計補正予算 ３月７日 ・ 可 決

（第１号）

〃 第50号 平成27年度宮崎県拡大造林事業特別会計補正予算 〃

（第１号）

〃 第51号 平成27年度宮崎県小規模企業者等設備導入資金特別 〃

会計補正予算（第２号）

〃 第52号 平成27年度宮崎県えびの高原スポーツレクリエーシ 〃

ョン施設特別会計補正予算（第１号）

〃 第53号 平成27年度宮崎県営国民宿舎特別会計補正予算（第 〃

１号）

〃 第54号 平成27年度宮崎県就農支援資金特別会計補正予算 〃

（第１号）

〃 第55号 平成27年度宮崎県沿岸漁業改善資金特別会計補正予 〃

算（第２号）

〃 第56号 平成27年度宮崎県公共用地取得事業特別会計補正予 〃

算（第１号）

〃 第57号 平成27年度宮崎県港湾整備事業特別会計補正予算 〃

（第１号）

〃 第58号 平成27年度宮崎県育英資金特別会計補正予算（第１ 〃

号）

〃 第59号 平成27年度宮崎県公営企業会計（電気事業）補正予 〃

算（第１号）

〃 第60号 平成27年度宮崎県公営企業会計（工業用水道事業） 〃

補正予算（第１号）

〃 第61号 平成27年度宮崎県公営企業会計（地域振興事業）補 〃

正予算（第１号）

〃 第62号 平成27年度宮崎県立病院事業会計補正予算(第２号) 〃

〃 第63号 県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正 〃

する条例

〃 第64号 国営大淀川左岸土地改良事業負担金徴収条例等を廃 〃

止する条例

〃 第65号 都市公園条例の一部を改正する条例 〃
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第66号 教育関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正す ３月７日 ・ 可 決

る条例

〃 第67号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 〃

〃 第68号 議会の議員の給与等に関する条例等の一部を改正す 〃

る条例

〃 第69号 市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を 〃

改正する条例

〃 第70号 宮崎県地域自殺対策緊急強化基金条例の一部を改正 〃

する条例

〃 第71号 宮崎県国民健康保険財政安定化基金条例 〃

〃 第72号 宮崎県安心こども基金条例の一部を改正する条例 〃

〃 第73号 宮崎県緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部を 〃

改正する条例

〃 第74号 教育関係の公の施設に関する条例の一部を改正する 〃

条例

〃 第75号 宮崎県住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例 〃

〃 第76号 みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例 〃

の一部を改正する条例

〃 第77号 教育長の任命の同意について ３月16日 ・ 同 意

議員発議案第１号 宮崎県議会情報公開条例の一部を改正する条例 ３月16日 ・ 可 決

〃 第２号 奨学金制度の充実を求める意見書 〃

〃 第３号 医療等に係る消費税問題の抜本的解決を求める意見書 〃

〃 第４号 知的障がい者が安心して暮らせる入所施設の充実を 〃

求める意見書

〃 第５号 宮崎県家庭教育支援条例 〃

〃 第６号 高速自動車国道等の早期整備を求める意見書 〃

〃 第７号 北朝鮮による日本人拉致問題の完全解決を求める意 〃

見書



議 員 発 議 案 等



議
員
発
議
案
第
１
号

宮
崎
県
議
会
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

宮
崎
県
議
会
情
報
公
開
条
例
（
平
成
1
4
年
宮
崎
県
条
例
第
2
7
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

目
次

目
次

第
１
章
・
第
２
章

［
略
］

第
１
章
・
第
２
章

［
略
］

第
３
章

不
服
申
立
て
等

第
３
章

審
査
請
求
等

第
１
節

不
服
申
立
て
に
関
す
る
手
続
（
第
1
8
条
・
第
1
9
条
）

第
１
節

審
査
請
求
に
関
す
る
手
続
（
第
1
7
条
の
２
－
第
1
9
条
）

第
２
節

［
略
］

第
２
節

［
略
］

第
４
章
・
第
５
章

［
略
］

第
４
章
・
第
５
章

［
略
］

附
則

附
則

（
第
三
者
に
対
す
る
意
見
書
提
出
の
機
会
の
付
与
等
）

（
第
三
者
に
対
す
る
意
見
書
提
出
の
機
会
の
付
与
等
）

第
1
4
条

開
示
請
求
に
係
る
公
文
書
に
議
会
、
議
会
以
外
の
県
の
機
関
、
国
、

第
1
4
条

開
示
請
求
に
係
る
公
文
書
に
議
会
、
議
会
以
外
の
県
の
機
関
、
国
、

独
立
行
政
法
人
等
、
他
の
地
方
公
共
団
体
、
地
方
独
立
行
政
法
人
、
公
社
及

独
立
行
政
法
人
等
、
他
の
地
方
公
共
団
体
、
地
方
独
立
行
政
法
人
、
公
社
及

び
開
示
請
求
者
以
外
の
者
（
以
下
こ
の
条
、
第
1
8
条
第
２
項
第
３
号
及
び
第

び
開
示
請
求
者
以
外
の
者
（
以
下
こ
の
条
、
第
1
8
条
第
３
項
第
３
号
及
び
第

1
9
条
に
お
い
て
「
第
三
者
」
と
い
う
。

に
関
す
る
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い

1
9
条
に
お
い
て
「
第
三
者
」
と
い
う
。

に
関
す
る
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い

）
）

る
と
き
は
、
議
長
は
、
開
示
決
定
等
を
す
る
に
当
た
っ
て
、
当
該
情
報
に
係

る
と
き
は
、
議
長
は
、
開
示
決
定
等
を
す
る
に
当
た
っ
て
、
当
該
情
報
に
係

る
第
三
者
に
対
し
、
開
示
請
求
に
係
る
公
文
書
の
表
示
そ
の
他
必
要
な
事
項

る
第
三
者
に
対
し
、
開
示
請
求
に
係
る
公
文
書
の
表
示
そ
の
他
必
要
な
事
項

を
通
知
し
て
、
意
見
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
通
知
し
て
、
意
見
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
［
略
］

２
［
略
］

３
議
長
は
、
前
２
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
の
提
出
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た

３
議
長
は
、
前
２
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
の
提
出
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た

第
三
者
が
当
該
公
文
書
の
開
示
に
反
対
の
意
思
を
表
示
し
た
意
見
書
を
提
出

第
三
者
が
当
該
公
文
書
の
開
示
に
反
対
の
意
思
を
表
示
し
た
意
見
書
を
提
出
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し
た
場
合
に
お
い
て
、
開
示
決
定
を
す
る
と
き
は
、
開
示
決
定
の
日
と
開
示

し
た
場
合
に
お
い
て
、
開
示
決
定
を
す
る
と
き
は
、
開
示
決
定
の
日
と
開
示

を
実
施
す
る
日
と
の
間
に
少
な
く
と
も
２
週
間
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

を
実
施
す
る
日
と
の
間
に
少
な
く
と
も
２
週
間
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
議
長
は
、
開
示
決
定
後
直
ち
に
、
当
該
意
見
書
（

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
議
長
は
、
開
示
決
定
後
直
ち
に
、
当
該
意
見
書
（

第
1
8
条
第
１
項
第
２
号
及
び
第
２
項
第
３
号
に
お
い
て
「
反
対
意
見
書
」
と

第
1
8
条
第
１
項
第
２
号
及
び
第
３
項
第
３
号
に
お
い
て
「
反
対
意
見
書
」
と

い
う
。

を
提
出
し
た
第
三
者
に
対
し
、
開
示
決
定
を
し
た
旨
及
び
そ
の
理

い
う
。

を
提
出
し
た
第
三
者
に
対
し
、
開
示
決
定
を
し
た
旨
及
び
そ
の
理

）
）

由
並
び
に
開
示
を
実
施
す
る
日
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

由
並
び
に
開
示
を
実
施
す
る
日
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
。

（
公
文
書
の
検
索
資
料
の
作
成
）

（
公
文
書
の
検
索
資
料
の
作
成
）

第
1
7
条

［
略
］

第
1
7
条

［
略
］

第
３
章

不
服
申
立
て
等

第
３
章

審
査
請
求
等

第
１
節

不
服
申
立
て
に
関
す
る
手
続

第
１
節

審
査
請
求
に
関
す
る
手
続

（
審
理
員
に
よ
る
審
理
手
続
に
関
す
る
規
定
の
適
用
除
外
）

第
1
7
条
の
２

開
示
決
定
等
又
は
開
示
請
求
に
係
る
不
作
為
に
係
る
審
査
請
求

に
つ
い
て
は
、
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
2
6
年
法
律
第
6
8
号
。
以
下
「
行
審

法
」
と
い
う
。

第
９
条
第
１
項
本
文
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

）

（
不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
の
手
続
）

（
審
査
請
求
が
あ
っ
た
場
合
の
手
続
）

第
1
8
条

開
示
決
定
等
に
つ
い
て
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
3
7
年
法
律
第
1
6
0

第
1
8
条

開
示
決
定
等
又
は
開
示
請
求
に
係
る
不
作
為
に
つ
い
て
審
査
請
求
が

号
）
に
よ
る
不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
議
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

あ
っ
た
と
き
は
、
議
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
遅
滞
な
く
、
宮
崎
県
議
会
公
文
書
開
示
審

き
、
宮
崎
県
議
会
公
文
書
開
示
審
査
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
審
査
請
求

査
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
不
服
申
立
て
に
対
す
る
決
定
を
行
う
も
の
と

に
対
す
る
裁
決
を
行
う
も
の
と
す
る
。

す
る
。

(
１
)
不
服
申
立
て
が
不
適
法
で
あ
り
、
却
下
す
る
と
き
。

(
１
)
審
査
請
求
が
不
適
法
で
あ
り
、
却
下
す
る
場
合

(
２
)
不
服
申
立
て
に
係
る
開
示
決
定
等
（
開
示
請
求
に
係
る
公
文
書
の
全

(
２
)
審
査
請
求
の
全
部
を
認
容
し
、
当
該
審
査
請
求
に
係
る
公
文
書
の
全
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部
を
開
示
す
る
旨
の
決
定
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
２
号
に
お

部
を
開
示
す
る
こ
と
と
す
る
場
合
（
当
該
公
文
書
の
開
示
に
つ
い
て
反
対

）
）

い
て
同
じ
。

を
取
り
消
し
、
又
は
変
更
し
、
当
該
不
服
申
立
て
に
係
る

意
見
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。

公
文
書
の
全
部
を
開
示
す
る
こ
と
と
す
る
と
き
。
た
だ
し
、
当
該
開
示
決

定
等
に
つ
い
て
反
対
意
見
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
と
き
を
除
く
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
て
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
１
)
行
審
法
第
９
条
第
３
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
行
審
法
第

2
9
条
第
２
項
に
規
定
す
る
弁
明
書
の
写
し

(
２
)
行
審
法
第
９
条
第
３
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
行
審
法
第

3
0
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
反
論
書
が
提
出
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
反
論
書
の
写
し

(
３
)
行
審
法
第
９
条
第
３
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
行
審
法
第

3
0
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
が
提
出
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
意
見
書
の
写
し

(
４
)
前
３
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
審
査
請
求
に
係
る
事
件
に
関
す
る

書
類
等

２
議
長
は
、
前
項
の
意
見
を
求
め
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
そ

３
議
長
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
求
め
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る

の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
１
)
不
服
申
立
人
及
び
参
加
人

(
１
)
審
査
請
求
人
及
び
参
加
人
（
行
審
法
第
1
3
条
第
４
項
に
規
定
す
る
参

）
加
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

(
２
)
開
示
請
求
者
（
開
示
請
求
者
が
不
服
申
立
人
又
は
参
加
人
で
あ
る
場

(
２
)
開
示
請
求
者
（
開
示
請
求
者
が
審
査
請
求
人
又
は
参
加
人
で
あ
る
場

）
）

合
を
除
く
。

合
を
除
く
。

(
３
)
当
該
不
服
申
立
て
に
係
る
開
示
決
定
等
に
つ
い
て
反
対
意
見
書
を
提

(
３
)
当
該
審
査
請
求
に
係
る
公
文
書
の
開
示
に
つ
い
て
反
対
意
見
書
を
提
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出
し
た
第
三
者
（
当
該
第
三
者
が
不
服
申
立
人
又
は
参
加
人
で
あ
る
場
合

出
し
た
第
三
者
（
当
該
第
三
者
が
審
査
請
求
人
又
は
参
加
人
で
あ
る
場
合

）
）

を
除
く
。

を
除
く
。

３
議
長
は
、
第
１
項
の
決
定
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
宮
崎
県
議
会
公
文
書

４
議
長
は
、
第
１
項
の
裁
決
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
宮
崎
県
議
会
公
文
書

開
示
審
査
会
の
意
見
を
尊
重
す
る
も
の
と
す
る
。

開
示
審
査
会
の
意
見
を
尊
重
す
る
も
の
と
す
る
。

（
第
三
者
か
ら
の
不
服
申
立
て
を
棄
却
す
る
場
合
等
に
お
け
る
手
続
）

（
第
三
者
か
ら
の
審
査
請
求
を
棄
却
す
る
場
合
等
に
お
け
る
手
続
）

第
1
9
条

第
1
4
条
第
３
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
決

第
1
9
条

第
1
4
条
第
３
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
裁

定
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

決
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

(
１
)
開
示
決
定
に
対
す
る
第
三
者
か
ら
の
不
服
申
立
て
を
却
下
し
、
又
は

(
１
)
開
示
決
定
に
対
す
る
第
三
者
か
ら
の
審
査
請
求
を
却
下
し
、
又
は
棄

棄
却
す
る
決
定

却
す
る
裁
決

(
２
)
不
服
申
立
て
に
係
る
開
示
決
定
等
を
変
更
し
、
当
該
開
示
決
定
等
に

(
２
)
審
査
請
求
に
係
る
開
示
決
定
等
（
審
査
請
求
に
係
る
公
文
書
の
全
部

係
る
公
文
書
を
開
示
す
る
旨
の
決
定
（
第
三
者
で
あ
る
参
加
人
が
当
該
公

を
開
示
す
る
旨
の
決
定
を
除
く
。

を
変
更
し
、
当
該
審
査
請
求
に
係
る

）

文
書
の
開
示
に
反
対
の
意
思
を
表
示
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。

公
文
書
を
開
示
す
る
旨
の
裁
決
（
第
三
者
で
あ
る
参
加
人
が
当
該
公
文
書

）

）
の
開
示
に
反
対
の
意
思
を
表
示
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。

（
設
置
等
）

（
設
置
等
）

第
2
0
条

第
1
8
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
求
め
に
応
じ
不
服
申
立
て
に

第
2
0
条

第
1
8
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
求
め
に
応
じ
審
査
請
求
に
つ

つ
い
て
調
査
を
行
う
た
め
、
宮
崎
県
議
会
公
文
書
開
示
審
査
会
（
以
下
「
審

い
て
調
査
を
行
う
た
め
、
宮
崎
県
議
会
公
文
書
開
示
審
査
会
（
以
下
「
審
査

査
会
」
と
い
う
。

を
置
く
。

会
」
と
い
う
。

を
置
く
。

）
）

２
［
略
］

２
［
略
］

（
組
織
等
）

（
組
織
等
）

第
2
1
条

［
略
］

第
2
1
条

［
略
］

２
～
４

［
略
］

２
～
４

［
略
］

５
審
査
会
は
、
第
1
8
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
求
め
に
応
じ
不
服
申

５
審
査
会
は
、
第
1
8
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
求
め
に
応
じ
審
査
請

立
て
に
つ
い
て
調
査
を
行
う
と
き
は
、
情
報
公
開
制
度
に
つ
い
て
学
識
経
験

求
に
つ
い
て
調
査
を
行
う
と
き
は
、
情
報
公
開
制
度
に
つ
い
て
学
識
経
験
を
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を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
議
長
が
あ
ら
か
じ
め
選
任
し
た
３
人
以
内
の
者

有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
議
長
が
あ
ら
か
じ
め
選
任
し
た
３
人
以
内
の
者
（

（
次
項
に
お
い
て
「
学
識
経
験
者
」
と
い
う
。

の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば

次
項
に
お
い
て
「
学
識
経
験
者
」
と
い
う
。

の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な

）
）

な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

６
［
略
］

６
［
略
］

（
審
査
会
の
調
査
権
限
）

（
審
査
会
の
調
査
権
限
）

第
2
2
条

審
査
会
は
、
第
2
0
条
第
１
項
の
調
査
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認

第
2
2
条

審
査
会
は
、
第
2
0
条
第
１
項
の
調
査
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
議
長
に
対
し
、
不
服
申
立
て
の
あ
っ
た
開
示
決
定
等
に
係
る

め
る
と
き
は
、
議
長
に
対
し
、
審
査
請
求
の
あ
っ
た
開
示
決
定
等
又
は
開
示

公
文
書
の
提
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
何
人

請
求
に
係
る
不
作
為
に
係
る
公
文
書
の
提
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

も
、
審
査
会
に
対
し
、
そ
の
提
示
さ
れ
た
公
文
書
の
開
示
を
求
め
る
こ
と
が

の
場
合
に
お
い
て
は
、
何
人
も
、
審
査
会
に
対
し
、
そ
の
提
示
さ
れ
た
公
文

で
き
な
い
。

書
の
開
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
［
略
］

２
［
略
］

３
審
査
会
は
、
第
2
0
条
第
１
項
の
調
査
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

３
審
査
会
は
、
第
2
0
条
第
１
項
の
調
査
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
議
長
に
対
し
、
不
服
申
立
て
の
あ
っ
た
開
示
決
定
等
に
係
る
公
文

と
き
は
、
議
長
に
対
し
、
審
査
請
求
の
あ
っ
た
開
示
決
定
等
又
は
開
示
請
求

書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
情
報
の
内
容
を
審
査
会
の
指
定
す
る
方
法
に
よ
り
分

に
係
る
不
作
為
に
係
る
公
文
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
情
報
の
内
容
を
審
査
会

類
又
は
整
理
し
た
資
料
を
作
成
し
、
審
査
会
に
提
出
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と

の
指
定
す
る
方
法
に
よ
り
分
類
し
、
又
は
整
理
し
た
資
料
を
作
成
し
、
審
査

が
で
き
る
。

会
に
提
出
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
第
１
項
及
び
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
査
会
は
、
第
2
0
条
第
１
項

４
第
１
項
及
び
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
査
会
は
、
第
2
0
条
第
１
項

の
調
査
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
不
服
申
立
人
、
参
加

の
調
査
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
審
査
請
求
人
、
参
加

人
又
は
議
長
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
て
、
出
席
を
求
め
、
そ
の
意
見
若
し

人
又
は
議
長
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
て
、
出
席
を
求
め
、
そ
の
意
見
若
し

く
は
説
明
を
聴
き
、
又
は
意
見
書
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
、

く
は
説
明
を
聴
き
、
又
は
意
見
書
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
、

適
当
と
認
め
る
者
に
そ
の
知
っ
て
い
る
事
実
を
陳
述
さ
せ
又
は
鑑
定
を
求
め

適
当
と
認
め
る
者
に
そ
の
知
っ
て
い
る
事
実
を
陳
述
さ
せ
、
又
は
鑑
定
を
求

る
こ
と
そ
の
他
必
要
な
調
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

め
る
こ
と
そ
の
他
必
要
な
調
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
意
見
の
陳
述
）

（
意
見
の
陳
述
）
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第
2
2
条
の
２

審
査
会
は
、
不
服
申
立
人
、
参
加
人
又
は
議
長
（
以
下
「
不
服

第
2
2
条
の
２

審
査
会
は
、
審
査
請
求
人
、
参
加
人
又
は
議
長
（
以
下
「
審
査

申
立
人
等
」
と
い
う
。

か
ら
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
不
服
申
立

請
求
人
等
」
と
い
う
。

か
ら
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
審
査
請
求

）
）

人
等
に
口
頭
で
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

人
等
に
口
頭
で
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

、
審
査
会
が
、
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

、
審
査
会
が
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
前
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
は
、
不
服
申
立
人
又
は
参
加
人
は
、
審
査
会

２
前
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
は
、
審
査
請
求
人
又
は
参
加
人
は
、
審
査
会

の
許
可
を
得
て
、
補
佐
人
と
と
も
に
出
頭
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
許
可
を
得
て
、
補
佐
人
と
と
も
に
出
頭
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
意
見
書
等
の
提
出
）

（
意
見
書
等
の
提
出
）

第
2
2
条
の
３

不
服
申
立
人
等
は
、
審
査
会
に
対
し
、
意
見
書
又
は
資
料
を
提

第
2
2
条
の
３

審
査
請
求
人
等
は
、
審
査
会
に
対
し
、
意
見
書
又
は
資
料
を
提

出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
審
査
会
が
意
見
書
又
は
資
料
を
提
出
す

出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
審
査
会
が
意
見
書
又
は
資
料
を
提
出
す

べ
き
相
当
の
期
間
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
期
間
内
に
こ
れ
を
提
出
し
な
け

べ
き
相
当
の
期
間
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
期
間
内
に
こ
れ
を
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
員
に
よ
る
調
査
手
続
）

（
委
員
に
よ
る
調
査
手
続
）

第
2
2
条
の
４

審
査
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
指
名
す
る

第
2
2
条
の
４

審
査
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
指
名
す
る

委
員
に
、
第
2
2
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
提
示
さ
れ
た
公
文
書
を
閲
覧
さ
せ

委
員
に
、
第
2
2
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
提
示
さ
れ
た
公
文
書
を
閲
覧
さ
せ

、
同
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
さ
せ
、
又
は
第
2
2
条
の
２
第
１
項
本

、
同
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
さ
せ
、
又
は
第
2
2
条
の
２
第
１
項
本

文
の
規
定
に
よ
る
不
服
申
立
人
等
の
意
見
の
陳
述
を
聴
か
せ
る
こ
と
が
で
き

文
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
人
等
の
意
見
の
陳
述
を
聴
か
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

る
。

（
提
出
資
料
の
閲
覧
）

（
提
出
資
料
の
写
し
の
送
付
等
）

第
2
2
条
の
５

不
服
申
立
人
等
は
、
審
査
会
に
対
し
、
審
査
会
に
提
出
さ
れ
た

第
2
2
条
の
５

審
査
会
は
、
第
2
2
条
第
３
項
若
し
く
は
第
４
項
又
は
第
2
2
条
の

意
見
書
又
は
資
料
の
閲
覧
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

３
の
規
定
に
よ
る
意
見
書
又
は
資
料
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
意
見

、
審
査
会
は
、
第
三
者
の
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、

書
又
は
資
料
の
写
し
（
電
磁
的
記
録
に
あ
っ
て
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記

そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
を
除
き
、
そ
の
閲
覧
に
応
ず
る
も
の
と
す

録
さ
れ
た
事
項
を
記
載
し
た
書
面
）
を
当
該
意
見
書
又
は
資
料
を
提
出
し
た

る
。

者
以
外
の
審
査
請
求
人
等
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
者
の
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利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
、
そ
の
他
正
当
な
理
由

が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

２
審
査
請
求
人
等
は
、
審
査
会
に
対
し
、
審
査
会
に
提
出
さ
れ
た
意
見
書
又

は
資
料
の
閲
覧
（
電
磁
的
記
録
に
あ
っ
て
は
、
記
録
さ
れ
た
事
項
を
審
査
会

が
定
め
る
方
法
に
よ
り
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
）
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
審
査
会
は
、
第
三
者
の
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
、
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
を
除
き
、
そ
の
閲

覧
に
応
ず
る
も
の
と
す
る
。

３
審
査
会
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
送
付
を
し
、
又
は
前
項
の
規
定
に
よ

る
閲
覧
に
応
じ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
送
付
又
は
閲
覧
に
係
る
意
見
書

又
は
資
料
を
提
出
し
た
審
査
請
求
人
等
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
た
だ
し
、
審
査
会
が
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

２
審
査
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
に
つ
い
て
、
日
時
及
び
場
所
を
指

４
審
査
会
は
、
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
に
つ
い
て
、
日
時
及
び
場
所
を

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
意
見
書
の
送
付
等
）

（
意
見
書
の
送
付
等
）

第
2
2
条
の
７

審
査
会
は
、
第
1
8
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
求
め
に
応

第
2
2
条
の
７

審
査
会
は
、
第
1
8
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
求
め
に
応

じ
議
長
に
意
見
を
述
べ
た
と
き
は
、
意
見
書
の
写
し
を
不
服
申
立
人
及
び
参

じ
議
長
に
意
見
を
述
べ
た
と
き
は
、
意
見
書
の
写
し
を
審
査
請
求
人
及
び
参

加
人
に
送
付
す
る
と
と
も
に
意
見
の
内
容
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

加
人
に
送
付
す
る
と
と
も
に
意
見
の
内
容
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

附
則

こ
の
条
例
は
、
平
成
2
8
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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議員発議案第２号

奨学金制度の充実を求める意見書

独立行政法人日本学生支援機構の奨学金制度は、経済的理由により修学に困難が
ある大学生等を対象とした国が行う貸与型の奨学金で、無利息の第一種奨学金と年
３％を上限とする利息付きの第二種奨学金がある。平成２４年度の貸与実績は、第
一種奨学金が約４０万２千人、第二種奨学金が約９１万７千人となっている。
しかしながら、近年、第一種奨学金、第二種奨学金とも、貸与者及び貸与額が増

加するなか、大学を卒業しても奨学金の返還ができずに生活に苦しむ若者が急増し
ており、平成２４年度末での返済滞納者数は約３３万４千人、その滞納額は過去最
高の約９２５億円となっている。
同機構は、返還が困難な場合の救済手段として、返済期限の猶予、返還免除、減

額返還などの制度を設け、平成２４年度からは無利息の第一種奨学金の中に「所得
連動返還型無利子奨学金制度」を導入している。さらに、平成２６年度からは延滞

金の賦課率の引下げを実施している。しかし、これらの救済制度は要件が厳しく、
通常の返還猶予期間の上限が１０年であるなど、様々な制限があることに対して問
題点が指摘されている。
よって、政府におかれては、意欲と能力のある若者が、家庭の経済状況にかかわ

らず、安心して学業に専念できる環境を作るため、下記の事項を実現するよう強く
求める。

記

１ 大学生等を対象とした給付型奨学金制度を早期に創設するとともに、高校生を
対象とした給付型奨学金制度の拡充を促進すること。

２ 収入が一定額を超えるまでは、返還期限が猶予される所得連動型の奨学金制度
を着実に実施すること。

３ 授業料減免の制度を拡充させるとともに無利息の奨学金制度をより一層充実さ
せること。

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。

平成２８年３月１６日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿
参 議 院 議 長 山 崎 正 昭 殿
内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿
文 部 科 学 大 臣 馳 浩 殿
内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿
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議員発議案第３号

医療等に係る消費税問題の抜本的解決を求める意見書

わが国の国民皆保険制度は、国民誰もがいつでも、どこでも良質な医療を受け

られるという安心感と平等性を有している。

一方、社会保険診療等は消費税非課税であるため、医療機関等は医薬品などの

仕入れに対して支払った消費税を控除することができないが故に、医療機関等の

負担となっており、その仕入れにかかった消費税相当額分については診療報酬等

に上乗せされる仕組みとなっている。

しかしながら、消費税上乗せ分の補てんが不十分であることなどが原因で、消

費税負担が医療機関等の経営を圧迫しており、とりわけ多額の設備投資などをし

ている医療機関等の消費税問題が深刻となっている。

また、消費税１０％への引上げが平成２９年４月に予定されているところであ

るが、この問題が解決されない中で、消費税率が引き上げられると、医療機関等

が負担している控除対象外消費税の増嵩により、医療機関等の経営をさらに圧迫

し、その結果、地域医療の崩壊等が危惧されることから、その解決が早急に必要

である。

よって、国におかれては、国民と医療機関等に不合理な負担を生じさせている

医療等に係る消費税問題の抜本的解決を図るよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２８年３月１６日

宮 崎 県 議 会

衆議院議長 大 島 理 森 殿

参議院議長 山 崎 正 昭 殿

内閣総理大臣 安 倍 晋 三 殿

財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿

総 務 大 臣 高 市 早 苗 様

厚生労働大臣 塩 崎 恭 久 殿

内閣官房長官 菅 義 偉 殿
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議員発議案第４号

知的障がい者が安心して暮らせる入所施設の充実を求める意見書

知的障がい者は、生涯を通して２４時間切れ目のない支援と見守りが必要であ
る。しかしながら、障害者総合支援法では、入所施設の給付費が昼夜で異なって

、 、 、おり 支援の質の低下等を招く恐れがあることから 給付費を充実すべきであり
併せて、グループホームについても、夜間の職員配置等の支援を充実すべきと考
える。
また、障害福祉サービスの利用が障害支援区分により制限されているが、この

ことが知的障がい者の暮らし方まで制限する状況をつくっており、一人ひとりの
特性に合った支援が受けられる仕組みに充実すべきである。
さらに、障害福祉サービスを提供する職員は、賃金が低く労働に見合わないと

して不足することが懸念されることから、職員体制が維持され、知的障がい者が
安定した支援を受けられるように労働等の環境整備をするべきである。
一方、判例において契約能力がないとされる知的障がい者がいるにもかかわら

ず、障害福祉サービスの利用契約は、本人と事業者間で締結されている実態があ
る。このような仕組みの下で、知的障がい者の自己選択権を保証できるよう、国
及び地方公共団体は、当事者（本人及び家族等）の意思決定について支援する十
分な対策を講じるべきである。
よって、国におかれては、下記の事項について適切な措置を講じられるよう強

く要望する。

記

１ 知的障がい者が、生涯を通して２４時間切れ目なく、安心して快適に暮らせ
るよう、入所施設及びグループホームへの支援を充実すること。

２ 障害福祉サービスの利用を、本人にとって必要な支援が受けられるよう充実
すること。

３ 職員体制が維持され、知的障がい者が安定した支援を受けられるように環境
整備をすること。

４ 国及び地方公共団体は、知的障がい者が自己選択権を行使できるよう、当事
者の意思決定について責任をもって担保すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２８年３月１６日
宮 崎 県 議 会

衆議院議長 大 島 理 森 殿
参議院議長 山 崎 正 昭 殿
内閣総理大臣 安 倍 晋 三 殿
財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿
厚生労働大臣 塩 崎 恭 久 殿
内閣官房長官 菅 義 偉 殿



議
員
発
議
案
第
５
号

宮
崎
県
家
庭
教
育
支
援
条
例

家
庭
教
育
は
、
全
て
の
教
育
の
出
発
点
で
あ
り
、
子
ど
も
が
「
生
き
る
力
」
の
資
質
や
能
力
を
身
に
付
け
て
い
く
基
礎
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
基
本
的
な
生
活
習

慣
、
倫
理
観
、
自
立
心
や
自
制
心
な
ど
は
、
家
族
の
触
れ
合
い
を
通
じ
て
、
家
庭
で
育
ま
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
適
切
な
家
庭
教
育
を
受
け
る
こ
と
は
、
全
て
の

子
ど
も
に
と
っ
て
大
切
で
あ
る
。

宮
崎
県
で
は
、
「
太
陽
と
み
ど
り
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
豊
か
な
自
然
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
特
色
の
あ
る
伝
統
や
文
化
を
大
事
に
し
な
が
ら
、
子
ど
も
の
育

ち
を
家
庭
と
地
域
社
会
等
が
一
体
と
な
っ
て
支
え
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
少
子
化
や
核
家
族
化
の
進
行
、
地
域
の
つ
な
が
り
の
希
薄
化
、
経
済
格
差
の
拡
大
に
よ
る
子
ど
も
の
貧
困
の
問
題
な
ど
、
社
会
環
境
は
一
層
深

刻
さ
を
増
し
て
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
家
族
形
態
が
多
様
化
し
、
子
育
て
に
不
安
を
抱
え
る
親
、
孤
立
化
す
る
親
も
増
え
て
き
て
お
り
、
過
保
護

や
放
任
な
ど
家
庭
の
教
育
力
の
低
下
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
中
、
家
庭
の
教
育
力
の
向
上
を
図
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
家
庭
教
育
を
支
援
す
る
た
め
の
取
組
を
さ
ら
に
進
め
、
各
家
庭
が
改
め

て
家
庭
教
育
に
お
い
て
果
た
す
べ
き
役
割
の
重
要
性
を
認
識
し
、
自
主
的
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
家
庭
を
取
り
巻
く
地
域
、
学
校
等
、
事
業
者
、
行
政
そ
の
他
県

民
皆
で
家
庭
教
育
を
支
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
私
た
ち
は
、
各
家
庭
が
家
庭
教
育
に
自
主
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
環
境
整
備
に
努
め
る
と
と
も
に
、
家
庭
教
育
を
地
域
全
体
で
応
援
し
、
親
と

し
て
の
喜
び
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
社
会
的
気
運
を
醸
成
す
る
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
が
地
域
の
宝
と
し
て
社
会
全
体
か
ら
愛
情
を
受
け
健
や
か
に
成
長
で
き
る
宮

崎
の
実
現
を
目
指
し
て
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。

（
目
的
）

第
１
条

こ
の
条
例
は
、
家
庭
教
育
が
子
ど
も
の
健
全
な
成
長
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
か
ら
、
本
県
の
家
庭
教
育
へ
の
支
援
に
つ
い
て
の
基
本
理
念
及
び
そ

の
実
現
を
図
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
、
家
庭
教
育
へ
の
支
援
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
基
本
的
な
生
活
習
慣
及
び
倫
理
観
を

確
立
す
る
と
と
も
に
、
人
生
を
自
ら
切
り
拓
い
て
い
く
上
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
人
生
観
や
職
業
観
、
創
造
力
な
ど
を
培
い
、
子
ど
も
た
ち
が
地
域
の
宝
と
し

て
社
会
全
体
か
ら
愛
情
を
受
け
健
や
か
に
成
長
で
き
る
宮
崎
の
実
現
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

）
第
２
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
家
庭
教
育
」
と
は
、
保
護
者
（
親
権
を
行
う
者
、
未
成
年
後
見
人
そ
の
他
の
者
で
、
子
ど
も
を
現
に
監
護
す
る
も
の
を
い
う
。
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が
子
ど
も
に
対
し
て
行
う
教
育
を
い
う
。

２
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
子
ど
も
」
と
は
、
お
お
む
ね
1
8
歳
以
下
の
者
を
い
う
。

３
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
地
域
活
動
団
体
」
と
は
、
社
会
教
育
法
（
昭
和
2
4
年
法
律
第
2
0
7
号
）
第
1
0
条
に
規
定
す
る
社
会
教
育
関
係
団
体
、
地
方
自
治
法
（
昭

和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
2
6
0
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
地
縁
に
よ
る
団
体
そ
の
他
の
団
体
で
地
域
的
な
共
同
活
動
を
行
う
も
の
を
い
う
。

４
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
学
校
等
」
と
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
2
6
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る
学
校
（
大
学
を
除
く
。

、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
2
2

）

年
法
律
第
1
6
4
号
）
第
3
9
条
第
１
項
に
規
定
す
る
保
育
所
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
1
8

年
法
律
第
7
7
号
）
第
２
条
第
６
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
を
い
う
。

５
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
事
業
者
」
と
は
、
事
業
を
行
う
法
人
そ
の
他
の
団
体
及
び
個
人
を
い
う
。

（
基
本
理
念
）

第
３
条

家
庭
教
育
の
支
援
は
、
保
護
者
が
子
ど
も
の
教
育
に
つ
い
て
第
一
義
的
責
任
を
有
す
る
と
い
う
基
本
的
認
識
の
下
に
、
地
域
、
学
校
等
、
事
業
者
、
行
政

そ
の
他
の
社
会
の
全
て
の
構
成
員
が
、
家
庭
教
育
の
自
主
性
を
尊
重
し
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
た
す
と
と
も
に
、
社
会
全
体
が
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む

こ
と
を
旨
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
県
の
責
務
）

第
４
条

県
は
、
前
条
に
定
め
る
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。

に
の
っ
と
り
、
家
庭
教
育
の
支
援
を
目
的
と
し
た
体
制
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、

）

家
庭
教
育
を
支
援
す
る
た
め
の
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

２
県
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
、
保
護
者
、
地
域
住
民
、
地
域
活
動
団
体
、
学
校
等
、
事
業
者
そ
の

他
の
関
係
者
と
連
携
し
て
取
り
組
む
も
の
と
す
る
。

３
県
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
保
護
者
及
び
子
ど
も
の
障
が
い
の
有
無
、
保
護
者
の
経
済
状
況
そ
の
他

の
家
庭
の
状
況
の
多
様
性
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

（
市
町
村
と
の
連
携
）

第
５
条

県
は
、
市
町
村
が
家
庭
教
育
を
支
援
す
る
た
め
の
施
策
を
策
定
し
、
又
は
実
施
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
市
町
村
に
対
し
て
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他

の
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
国
と
の
連
携
等
）
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第
６
条

県
は
、
国
と
連
携
協
力
し
て
家
庭
教
育
の
支
援
に
関
す
る
施
策
の
推
進
を
図
る
と
と
も
に
、
家
庭
教
育
の
支
援
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

、
国
に
対
し
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
よ
う
求
め
る
も
の
と
す
る
。

（
保
護
者
の
役
割
）

第
７
条

保
護
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
子
ど
も
に
愛
情
を
も
っ
て
接
し
、
基
本
的
な
生
活
習
慣
及
び
倫
理
観
の
確
立
、
自
立
心
の
育
成
並
び
に
心
身
の
調

和
の
と
れ
た
発
達
を
図
る
と
と
も
に
、
自
ら
が
親
と
し
て
成
長
し
て
い
く
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
地
域
住
民
等
の
役
割
）

第
８
条

地
域
住
民
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
保
護
者
と
連
携
し
て
、
家
庭
教
育
を
行
う
た
め
に
良
好
な
地
域
環
境
の
整
備
に
努
め
る
と
と
も
に
、
地
域
の
歴

史
、
伝
統
、
文
化
、
行
事
等
を
通
じ
、
子
ど
も
の
健
全
な
育
成
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２
地
域
活
動
団
体
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
保
護
者
及
び
学
校
等
と
連
携
し
、
家
庭
教
育
を
支
援
す
る
た
め
の
取
組
を
積
極
的
に
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と

す
る
。

３
地
域
住
民
及
び
地
域
活
動
団
体
は
、
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
家
庭
教
育
を
支
援
す
る
た
め
の
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
学
校
等
の
役
割
）

第
９
条

学
校
等
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
保
護
者
、
地
域
住
民
及
び
地
域
活
動
団
体
と
連
携
し
て
、
子
ど
も
の
健
全
な
成
長
の
た
め
に
必
要
な
基
本
的
生
活

習
慣
を
身
に
付
け
さ
せ
る
と
と
も
に
、
子
ど
も
の
自
立
心
を
育
成
し
、
心
身
の
調
和
の
と
れ
た
発
達
を
図
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２
学
校
等
は
、
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
家
庭
教
育
を
支
援
す
る
た
め
の
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
事
業
者
の
役
割
）

第
1
0
条

事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
家
庭
教
育
に
お
け
る
保
護
者
の
役
割
の
重
要
性
に
鑑
み
、
そ
の
雇
用
す
る
従
業
員
の
仕
事
及
び
家
庭
生
活
と
の
両

立
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
必
要
な
就
業
環
境
及
び
雇
用
環
境
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２
事
業
者
は
、
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
家
庭
教
育
を
支
援
す
る
た
め
の
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
親
に
な
る
た
め
の
学
び
の
支
援
）

第
1
1
条

県
は
、
親
に
な
る
た
め
の
学
び
（
子
ど
も
が
、
家
庭
の
役
割
、
子
育
て
の
意
義
そ
の
他
の
将
来
親
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。

を
支
援
す
る
た
め
、
親
に
な
る
た
め
の
学
び
の
方
法
の
開
発
及
び
そ
の
普
及
を
図
る
も
の
と
す
る
。

）

２
県
は
、
地
域
住
民
、
地
域
活
動
団
体
、
学
校
等
そ
の
他
の
関
係
者
が
、
親
に
な
る
た
め
の
学
び
に
関
す
る
学
習
の
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
を
支
援
す
る
も
の
と
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す
る
。

（
親
と
し
て
の
学
び
の
支
援
）

第
1
2
条

県
は
、
親
と
し
て
の
学
び
（
保
護
者
が
、
子
ど
も
の
発
達
段
階
に
応
じ
て
大
切
に
し
た
い
家
庭
教
育
の
内
容
、
子
育
て
の
知
識
そ
の
他
の
親
と
し
て
成
長

す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

を
支
援
す
る
た
め
、
親
と
し
て
の
学
び
の
方
法
の
開
発
及
び
そ
の
普

）

及
を
図
る
も
の
と
す
る
。

２
県
は
、
地
域
住
民
、
地
域
活
動
団
体
、
学
校
等
そ
の
他
の
関
係
者
が
、
親
と
し
て
の
学
び
に
関
す
る
学
習
の
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
を
支
援
す
る
も
の
と
す
る

。 （
多
様
な
家
庭
環
境
に
配
慮
し
た
支
援
及
び
関
係
者
間
の
連
携
強
化
）

第
1
3
条

県
は
、
多
様
な
家
庭
環
境
に
配
慮
し
た
家
庭
教
育
支
援
の
取
組
を
推
進
す
る
た
め
、
県
民
皆
で
支
え
あ
う
環
境
づ
く
り
を
促
進
す
る
も
の
と
す
る
。

２
県
は
、
保
護
者
、
地
域
住
民
、
地
域
活
動
団
体
、
学
校
等
、
事
業
者
そ
の
他
の
関
係
者
が
相
互
に
連
携
し
て
取
り
組
む
家
庭
教
育
を
支
援
す
る
た
め
の
活
動
を

促
進
す
る
も
の
と
す
る
。

（
人
材
の
養
成
等
）

第
1
4
条

県
は
、
家
庭
教
育
に
関
す
る
支
援
を
行
う
人
材
の
確
保
、
養
成
及
び
資
質
の
向
上
並
び
に
家
庭
教
育
に
関
す
る
支
援
を
行
う
人
材
相
互
間
の
連
携
を
推
進

す
る
も
の
と
す
る
。

（
相
談
体
制
の
整
備
、
充
実
等
）

第
1
5
条

県
は
、
家
庭
教
育
に
関
す
る
相
談
に
応
ず
る
た
め
、
相
談
体
制
の
整
備
及
び
充
実
、
相
談
窓
口
の
周
知
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
広
報
及
び
啓
発
）

第
1
6
条

県
は
、
科
学
的
知
見
に
基
づ
く
家
庭
教
育
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
整
理
及
び
分
析
を
行
い
、
そ
れ
ら
の
情
報
を
県
民
に
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

２
県
は
、
家
庭
教
育
の
支
援
に
関
す
る
社
会
的
気
運
を
醸
成
す
る
た
め
、
家
庭
教
育
に
お
け
る
保
護
者
の
果
た
す
役
割
及
び
社
会
の
全
て
の
構
成
員
が
家
庭
教
育

を
支
援
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
県
民
の
理
解
を
深
め
、
及
び
意
識
を
高
め
る
啓
発
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
財
政
上
の
措
置
）

第
1
7
条

県
は
、
家
庭
教
育
を
支
援
す
る
た
め
の
施
策
を
推
進
す
る
た
め
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
年
次
報
告
）
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第
1
8
条

知
事
は
、
家
庭
教
育
を
支
援
す
る
た
め
の
施
策
を
取
り
ま
と
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
実
績
に
つ
い
て
、
毎
年
度
、
議
会
に
報
告
し
、
公
表
す
る
も
の
と
す

る
。

附
則

こ
の
条
例
は
、
平
成
2
8
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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議員発議案第６号

高速自動車国道等の早期整備を求める意見書

高速自動車国道等の整備は、地域の発展を支える基幹的な社会資本として欠かす
ことのできないものであり、観光をはじめとした産業の振興はもとより、災害時の
代替路になるなど、県民の生命、財産を守る上でも必要不可欠なものである。
本県においては、平成２７年３月に東九州自動車道「佐伯－蒲江」間が開通した

、 、ことにより 長年の悲願であった本県と大分県が高速道路で繋がったところであり
国土交通省九州地方整備局と西日本高速道路株式会社が行った調査では、開通後の
本県の主要観光地への入込客数が１割増加したほか、県外客が約４割に増加するな
ど、観光面を中心にストック効果が現れ始めている。

、 、 、また 東九州自動車道において 本年春には福岡県まで繋がる予定となっており
北部九州や、さらには本州との大動脈が完成することにより、人流・物流の両面に
おいてこれまで以上に大きな効果が発揮されるものと地元では期待が高まってい
る。
しかしながら、東九州自動車道の県南区間や熊本県と本県を結ぶ九州中央自動車

道、さらには本県と鹿児島県を結ぶ都城志布志道路にはミッシングリンクが残され
ており、道路網のストック効果を最大限に高め、県内各地へ波及させるためにも、
早急に整備を進めることが必要である。
よって、国におかれては、下記の事項について特段の措置を講じられるよう強く

要望する。

記

１ 東九州自動車道の事業中区間の早期整備を図るとともに、未事業化区間の早期
事業化を図ること。

２ 九州中央自動車道の事業中区間の早期整備を図るとともに、未事業化区間の早
期事業化を図ること。

３ 利用者の利便性・安全性の向上を図るため、暫定二車線区間の四車線化を早期
に図ること。

４ 地域高規格道路「都城志布志道路」の事業中区間の早期整備を図ること。

５ 国が責任を持って早急に整備を進める為の必要な予算を確保すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２８年３月１６日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿
参 議 院 議 長 山 崎 正 昭 殿
内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿
財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿
国 土 交 通 大 臣 石 井 啓 一 殿
内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿
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議員発議案第７号

北朝鮮による日本人拉致問題の完全解決を求める意見書

北朝鮮は、本年に入り、核実験の実施を発表し、人工衛星と称する事実上の弾道

ミサイルの発射及び国連安全保障理事会の北朝鮮に対する制裁措置決議後に短距離

ミサイルの発射を強行した。

このことにより、我が国を含む国際社会に対する脅威が一段と高まった。

これらの度重なる暴挙は、北東アジア地域と国際社会の平和と安全を著しく損な

う重大な挑発行為であり、断じて容認することはできない。

さらに、今回の我が国独自の制裁措置に反発して、北朝鮮が「日朝ストックホル

ム合意に基づく日本人拉致被害者及び特定失踪者など日本人に関する包括的調査を

全面中止し、特別調査委員会を解体する」としたことは、著しく合理性を欠くもの

であり、極めて遺憾と言わざるを得ない。

これまでも北朝鮮は、調査報告を全く実行してこなかったが、今こそ政府はあら

ゆる方策を講じて、拉致被害者全員の帰国を実現させなければならない。

また、我が国独自の制裁措置を具体的な成果につなげるよう、厳しい態度を持っ

て実行に移さなければならない。

よって、国会及び政府は、北朝鮮との対話の窓口を堅持しつつ、関係各国との緊

密な連携及び国連を中心とする多国間の協議等を踏まえながら、対話と圧力、行動

対行動の原則を貫き、さらなる強い制裁を含むあらゆる手段を講じて日本人拉致問

題の完全解決のために全力を尽くして取り組まれるよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。

平成２８年３月１６日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大島 理森 殿

参 議 院 議 長 山崎 正昭 殿

内閣総理大臣 安倍 晋三 殿

総 務 大 臣 高市 早苗 殿

外 務 大 臣 岸田 文雄 殿

内閣官房長官 菅 義偉 殿

加藤 勝信 殿拉致問題担当大臣



請 願 一 覧 表
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総 括 表

請 願

委 員 会 計 備 考

新 規 継 続

総 務 政 策 １ １ ２

厚 生 ３ １ ４

商 工 建 設 － － －

環 境農 林水 産 － － －

文 教警 察企 業 ４ － ４

計 ８ ２ １０
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新 規 請 願

総務政策常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 ６ 号 受理年月日 平成2 8年２月 2 9日

請 願 者 宮崎市希望ヶ丘４－１８－７

住所・氏名 ゆきとどいた教育で楽しい学校づくりをすすめる宮崎県実行委員

会 代表 河内 進策 （署名 713筆）

高等学校の公私間格差解消のため、私学助成の増額を求める請願

請願項目と趣旨

私学助成を増額して学費と教育条件の公私格差を解消してくだ

さい。

公立高校の授業料が無償となり私立高校にも平成２２年度より

月額９９００円の就学支援金が給付されるようになって喜んだの

も束の間、昨年度（平成２６年度）からは条件に所得制限が設け

られ、高校現場は混乱しています。

そもそも、県立高校に比べて私立高校は授業料以外の学校納付

金が格段に高く、保護者の大きな負担となっています。

例えば、県立高校の入学金が５，６５０円であるのに対し、私

立高校は約１０～１４万円です。さらに私立高校の場合、入学時

請願の件名 に払う「特別施設費」が２～７万円にも上ります。制服・カバン

等にかかる費用も高く、公立が６～７万円代であるのに対し、私

立は７～９万円代です。父母は入学時に一度に支払わなければな

らない金額は、ゆうに３０万円を超えるのです。（公立は約１４

万円）

さらに、スクールバスや寮費などの必要なケースも多く、経済

的理由で進路の選択肢から外されてしまうのです。

調理科や看護科等、私立高校には、県立にはない特色をもった

学科があり、子どもたちは将来の職業選択に向けて真剣に進路を

考えます。そのときに、家庭の経済状況次第で初めから門が閉ざ

さるということがあってよいのでしょうか。

子どもたちがお金の心配なく学べるように、私立高校の保護者

負担を県立高校並みに近づけていくための、私学助成増額を講じ

てください。

紹 介 議 員 満行 潤一 前屋敷恵美 来住 一人
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新 規 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 ７ 号 受理年月日 平成2 8年２月 2 9日

請 願 者 宮崎市和知川原１丁目１０１

住所・氏名 公益社団法人宮崎県医師会 会長 河野 雅行

医療等に係る消費税問題の抜本的解決のための請願

【理由】

社会保険診療報酬等についての控除対象外消費税問題の抜本的

解決は、喫緊の課題であります。

"国民医療"とは、国民一人ひとりが受ける医療のことであり、

わが国においては、全国各地域の特色ある医療状況下において、

国民だれもが、いつでも良質な医療を受けられるよう、良識と熱

意をもった医療従事者が、懸命に医療提供をし続けていることそ

のものであると考えます。

それを実現し支えているのが、すべての国民が公的医療保険に

加入する仕組みである"国民皆保険"と、医療機関の連携の下で地

域毎に必要とされる医療を適切に提供していく仕組みである"地

域医療提供体制"です。

請願の件名 一方、社会保険診療等は消費税非課税であるために、医療機関

等は、仕入れに対して支払った消費税を控除することができず、

医療機関等の負担となっていますが、その仕入れにかかった消費

税相当額分については、診療報酬等に上乗せされる仕組みとなっ

ています。しかし、この仕組みは、消費税上乗せ分の補てんが不

十分であることや、個々の医療機関等の仕入構成の違いに対応で

きないという欠陥をかかえているために、消費税負担が医療機関

等の経営を圧迫しており、とりわけ多額の設備投資などをしてい

る医療機関等の消費税負担が深刻となっています。そうした中、

医療機関等の自助努力により、地域医療提供体制が維持され、地

域医療がかろうじて確保されているのが実態です。また、非課税

と言いながら、社会保険料や窓口負担により、患者・国民は消費

税分を、目に見えないかたちで負担していることも問題です。さ

らに、地域医療の最後の砦とされる自治体病院も例外ではなく、

消費税負担が病院経営に深刻な影響を及ぼしており、地方財政を

圧迫する要因ともなっています。このまま消費税率が引き上げら

れれば、社会保障の充実・維持を目的とする消費税率引き上げに

より、むしろ、地域医療提供体制の崩壊がもたらされるという、

理解に苦しむ結果になりかねません。

国民・県民の健康を守るためには、この問題を早急に解消する

ことが喫緊の重要課題であります。
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そこで、この件について地方自治法第９９条による意見書を国

会及び関係行政庁へ提出していただきたく請願いたします。

紹 介 議 員 黒木 正一 清山 知憲 満行 潤一 新見 昌安
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新 規 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 ８ 号 受理年月日 平成2 8年２月 2 9日

請 願 者 宮崎市吉村町境目甲１５６４

住所・氏名 宮崎県知的障害者家族会連絡協議会 会長 国元 正紘

知的障害者が安心して暮らせる入所施設の充実を求める政府意見

書の提出についての請願

【請願要旨】

１．知的障害者が生涯を通じ２４時間切れ目のない安心して、快

適に暮らせる入所施設及びグループホームを充実すること

２．必要な支援の制限につながる現行の障害支援区分は、本人に

とって必要な支援が受けられる仕組みに充実すること

３．安定して継続的な支援が受けられる職員体制を維持すること

４．国及び地方公共団体は、知的障害者が自己選択権を行使でき

るよう、契約行為とその履行について責任を負うこと

【請願理由】

１．知的障害者は、障害の状況を問わず、生涯を通じた２４時間

請願の件名 切れ目の無い支援と見守りがなければ一人で生き辛い特性を多

かれ少なかれ持っています。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律（障害者総合支援法）による施設の事業形態では昼夜分離と

なり、利用者にとって生活支援が最も必要な朝夕の時間帯を含

む施設入所支援の質量を左右する給付費が、日中の給付費の約

３分の1になっており朝夕の給付費を充実すべきです。

昼夜一体的運営をする障害者支援施設において、昼間の職員

配置をもって夜間の支援を併せ行うため、職員配置が不足し、

昼夜を通じて支援の質の低下と量の不足が生じています。その

ため、障害者虐待の発生の一因ともなっていると考えます。ま

た、グループホームについても、夜間の職員配置が必要と考え

ます。

生涯を通じた２４時間切れ目のない支援と見守りが可能な施

設を必要とする知的障害者にとっては、親亡き後の生涯を通じ

た「家庭（終の住処）」として、地域福祉の拠点と位置づけ活

用すべき社会資源です。

その意味において、入所施設を、知的障害者がより豊かな生

活が享受できるものにするとともに、グループホームについて

も、同様の位置づけに立って充実するべきです。

なお、骨格提言で述べられている「知的障害者が長期施設入
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所を余儀なくされている」のではなく、その障害の実態から長

期の利用を必要としていることも付け加えておきます。

２．障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必

要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示すものとした障

害支援区分においても、区分による障害福祉サービスの制限は

依然として存在しています。

また、障害支援区分を給付費額の多寡（支援の質量）に結び

付け、更に障害福祉サービスの制限等を行うなどにより、知的

障害者の暮らし方まで制限するものといえます。

一人ひとりの特性に合った必要な支援が受けられる仕組みに

充実すべきです。

３．障害福祉サービスを提供する人たちの賃金は、一般企業と比

較して職員賃金が低く、労働に見合わないとして従事する人た

ちが少なくなってきています。

従って、給付費の増額と人件費・一般管理費など事業経営上

恒常的に必要とする給付費については、職員体制が維持され安

定した支援が受けられるような環境整備をすべきです。

４．司法例において、多くの知的障害者には契約能力がないと判

断されているにもかかわらず、支援費制度から障害福祉サービ

スの利用契約が知的障害者と事業者間で行われているところで

す。

このような仕組みの下では、国・地方自治体の公的責任が明

確ではないばかりでなく、むしろその後退が進む懸念がありま

す。

従って、障害福祉サービスの利用については当事者(障害者

本人及びその家族等）の意思決定を、国・地方自治体が責任を

もって担保するべきです。

前記４項目について、貴議会において採択いただき、意見書を

国へ提出されるよう請願する。

紹 介 議 員 横田 照夫 野﨑 幸士 満行 潤一 来住 一人

重松幸次郎
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新 規 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 ９ 号 受理年月日 平成2 8年２月 2 9日

請 願 者 宮崎市清水３丁目２－２２

住所・氏名 日髙 利雄

「青少年健全育成基本法の制定」を求める意見書提出に関する請願

【請願要旨】

貴議会におかれましては国会、政府に「青少年健全育成

基本法の制定」を求める意見書を提出して下さるよう請願

致します。

【請願理由】

明日の社会を担う青少年の健全育成は、すべての国民の

願いであります。

しかしながら、今日我が国の相継ぐ少年の凶悪事件等に

みられるように、青少年の荒廃は深刻な事態に直面してい

ます。その要因として、頻発する児童・幼児虐待事件等に

象徴される家庭の崩壊、また倫理・道徳教育を排し、人格

請願の件名 形成の場としての役割を果たしてこなかった学校の問題が

指摘されています。とりわけ、地域社会においては、露骨

な性描写や残虐シーンを売り物にする雑誌、ビデオ、コミ

ック誌等をはじめとする、性産業の氾濫、テレビの有害番

組の問題等に加え、インターネット・携帯電話等の情報通

信の発展とともに新しい有害環境の出現も指摘されていま

す。この社会の現状を見るとき、青少年の荒廃は、我々大

人が「青少年を見守り支援し、時に戒める」という義務を

果さなかったゆえの結果と言わざるを得ないのであります。

これらの問題に対して、各都道府県の「青少年健全育成

条例」が対処し、一定の効果は上げてきましたが、今日で

は、その限界性が指摘されております。今、求められてい

るのは、青少年の健全育成に対する基本理念や方針などを

明確にし、有害環境から青少年を守る為の国や地方公共団

体、事業者そして保護者等の責務を明らかにし、これによ

る一貫性のある、包括的、体系的な法整備であります。

特に、「健全な青少年は健全な社会から育成される」とい

う原点に立ち返り、「家庭の価値」を基本理念に据えた、「青

少年健全育成基本法」の制定が必要であると考えるもので
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す。

以上の理由で、貴議会におかれましては、国会、政府に

「青少年健全育成基本法の制定」を求める意見書を提出し

て下さるよう請願致します。

紹 介 議 員 横田 照夫
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新 規 請 願

文教警察企業常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 10 号 受理年月日 平成2 8年２月 2 9日

請 願 者
宮崎市希望が丘４－１８－７

住所・氏名
ゆきとどいた教育で楽しい学校づくりをすすめる宮崎県実行委員

会 代表 河内 進策 （署名 713筆）

公立高等学校授業料不徴収制度の復活を求める請願

請願項目と趣旨

「高校無償化」を復活し、公立・私立ともに、学費の無償化

を実現してください。

「子どもの貧困」「格差社会」といった言葉が聞かれ始めて約

１０年が経過しました。

厚生労働省「国民生活基礎調査」（2012年）によれば、子ども

の貧困率は確実に増加、６人に１人の子どもが貧困ライン以下で

生活していると言います。文部科学省が1995年に調査を始めた就

学援助受給者数でも、その数が2012年時点ですでに倍増、児童・

生徒全体の１６％以上が就学援助の対象となり、６～７人に１人

の割合で子どもが厳しい経済状況にあることをこのデータも裏付

請願の件名 けています。

「給食だけがまともな食事」「病気になっても病院を我慢させ

る」「卒業アルバムを購入しない」「修学旅行の費用が払えない」

「学級費や給食費の滞納」「残高不足で授業料の口座引き落とし

ができない」「定期券が買えないので無理に自転車で通学」「進学

できないので夢をあきらめる」・・・子どもの貧困が広がる中で、

ひとり親家庭の貧困率は５４．６％（2012年）と、さらに深刻な

状況にあります。

こうした状況下、政府はようやく2010年に高校授業料不徴収制

度を導入し、2012年には、1979年以来留保し続けてきた国際人権

Ａ規約13条２項の留保撤回を閣議決定し、日本で初めて高等学校

教育の無償化に向けて大きく舵をきりました。この段階で、同項

は、政府が誠実に遵守すべき条約となりました。ところが、早く

もその４年後の2014年には、世界でも例のない所得制限を導入し

た「高等学校等就学支援金制度」を実施、「高校教育無償化」は

実質上の廃止となってしまいます。これは、どの子にもお金の心

配なく教育を受けさせる平等の権利を求める国際理念からの後退

です。先の国際人権Ａ規約はすでに1966年に国連総会で採択され、

先進国の中でも豊かな経済力をもつといわれる日本が、50年もの

歳月を経た今もその完全な履行を実現できていない状況に戻った
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こととなりました。同条約13条は、「教育への権利」の実現を求

め、所得制限のないあらゆる段階の無償教育の保障を原則として

いますが、そこからの再びの後退となりました。それどころか、

経済開発協力機構（ＯＥＣＤ）加盟34カ国との国際比較（2014年）

でも、例えば①教育予算の対ＧＤＰ比が最低、②教育費の私費負

担割合は、日本３０．５％、ＯＥＣＤ平均１６．５％、③大学授

業料の有償１５カ国（日本を含む）、無償１６カ国など、国の教

育費支出の割合の低さが目立つ状況をさらに悪化させる方向とな

ったのです。

現在の日本がＯＥＣＤ並みに教育の公財政支出を増やすなら

ば、高校のみならず大学の授業料無償化、全国での３５人以下学

級の実現なども可能とされています。そうであれば、2014年以前

の、所得制限のない高校授業料無償制度への復帰は難しくないと

思われます。

現在の「高等学校等就学支援金制度」は、申請主義であり、本

来支援の対象となるべき世帯が納入滞納者となるなど、その手続

きによる混乱も指摘されているところです。

以上のような理由から、高校授業料不徴収制度の復活を早急に

求めるものです。

なお、委員会等の審議に際して、要請いただければ時間の許す

限り直接説明したいと考えておりますことを申し添えます。

紹 介 議 員 満行 潤一 前屋敷恵美 来住 一人
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新 規 請 願

文教警察企業常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 11 号 受理年月日 平成2 8年２月 2 9日

請 願 者
宮崎市希望が丘４－１８－７

住所・氏名
ゆきとどいた教育で楽しい学校づくりをすすめる宮崎県実行委員

会 代表 河内 進策 （署名 713筆）

正規教職員の増員を求める請願

請願項目と趣旨

正規教職員を増やして、ゆとりをもって子どもとふれあえる

ようにしてください。

障がいの多様性に応じた手厚い人員配置をしてください。

平成26年度、児童相談所が対応した子ども虐待相談件数は、全

国で88､931件、宮崎県では540件でした。また、文部科学省学校

基本調査では、平成26年度の長期欠席者（30日以上の欠席者）の

うち、「不登校」を理由とする児童生徒数は全国で122､655人、宮

崎県では880人（25年度）でした。さらに、いじめ問題や学級崩

壊、インクルーシブ教育システムの構築など、喫緊の教育課題は

山積しています。また、教職員の精神疾患による休職や退職が増

請願の件名 え、学校運営や児童生徒への影響も深刻です。

このような問題が解消され、児童生徒が安心して学べるように、

正規教職員を増やして、ゆとりをもって児童生徒とふれあえるよ

うにしてください。

コミュニケーションに困難を抱える児童生徒や知的に障がいの

ある児童生徒などが安心して学校生活を送ることができるよう

に、障がいの多様性に応じた人員配置をしてください。

なお、委員会等の審議に際して、要請いただけば時間の許す限

り直接説明したいと考えておりますことを、申し添えます

紹 介 議 員 満行 潤一 前屋敷恵美 来住 一人
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新 規 請 願

文教警察企業常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 12 号 受理年月日 平成2 8年２月 2 9日

請 願 者
宮崎市希望ヶ丘４－１８－７

住所・氏名
ゆきとどいた教育で楽しい学校づくりをすすめる宮崎県実行委員

会 代表 河内 進策 （署名 713筆）

小・中・高の３５人以下学級等の実現について国に意見書の提出

を求める請願

請願項目と趣旨

３５人以下学級を小・中学校、高校で早急に実現するよう、

国に意見書を出してください。

2011（平成２３）年度から、「小学１年生についてのみ『３５人

以下』」とする国の法改正が行なわれました。また、小学校２年

生については国の加配措置による３５人学級が実施されていま

す。しかし、それ以降の学年については「４０人以下」のままで

す。

宮崎県では現在、小学校１年生と２年生については３０人以下学

請願の件名 級（３５人以下の学年は除外）、中学１年生で３５人学級が実施

されています。そのおかげで一人ひとりの児童の課題に応じた、

きめ細かい指導が行われているところです。

しかし、国庫負担が付かないもとで、宮崎県独自の財政措置を

行わず、特別な増員なしで実施されているため、小学校高学年で

は専科教員が配置できなくなる場合があることや、中学校では教

員の授業時数が増えるなど、逆に教育条件が低下している面もあ

ります。

また、小学２年生から３年生になる時には４０人になるため、

１クラスの人数が激増したり、２学級も学級数が減ったりするケ

ースもあります。「これまで少人数学級で過ごしてきた児童たち

が、３年生に上がって急に落ち着かなくなった」という実態も聞

かれます。中学校においても、２年生に上がると４０人学級とな

り、同様の変化が起こり、授業中にざわつく、指導が行き届かな

いなど、さまざまな困難な状況が生まれています。そして、加配

措置での実施では、正規教員の配置にはつながりにくいという難

点もあります。

えびの市では昨年度から独自に小中学校全学年での「３０人学

級」に踏み切り、のびのびとした楽しい学校生活、きめ細かい学

習・生活指導の実現に効果を上げています。入学時に落ち着かな
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かった生徒が、３年生になった今では、学習面で力を付けたのは

もちろんのこと、諸行事の際に個性を発揮し、見違えるような成

長を遂げている実態があります。ゆきとどいた教育のために少人

数学級が有効であることは、今や保護者・教職員の常識です。た

だし、えびの市の場合も、臨時的任用の講師による実施です。地

方自治体任せでの少人数学級実施には限界があるのです。

教育の機会均等という立場からも、小学１年生だけではなく、

小学２年生以上の小学校・中学校・高等学校の国の学級編成標準

を３５人とし、財政保障をするべきです。宮崎県議会として、国

に意見書を提出するよう請願いたします。

なお、委員会等の審議に際して、要請いただけば時間の許す限

り直接説明したいと考えておりますことを、申し添えます

紹 介 議 員 満行 潤一 前屋敷恵美 来住 一人



- 402 -

新 規 請 願

文教警察企業常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 13 号 受理年月日 平成2 8年２月 2 9日

請 願 者
宮崎市希望ヶ丘４－１８－７

住所・氏名
ゆきとどいた教育で楽しい学校づくりをすすめる宮崎県実行委員

会 代表 河内 進策 （署名 713筆）

義務教育費国庫負担制度の拡充・復元について、国に意見書の提

出を求める請願

請願項目と趣旨

義務教育費国庫負担制度を維持・拡充し、負担率を２分の１

に戻すよう、国に意見書を出してください。

２００６（平成１８）年度より、義務教育費の国庫負担割合が

２分の１から３分の１へと引き下げられました。そのため、教職

員給与費の県の負担が２分の１から３分の２となり、従来の３３

％も増えてしまいました。そのためか、最近特に臨時的任用の教

職員が増えています。また、非常勤講師も増えています。教職員

の身分は、安定したものでなければ教育の質の向上は実現できま

せん。仮に、国が３５人以下学級制度をすすめるとしても、国庫

請願の件名 負担割合が３分の１の現状では、その財政的な負担は都道府県に

重くのしかかり、教職員の増員は困難であり、教育条件の低下が

懸念されます。

義務教育費国庫負担金の国負担割合を２分の１に戻すよう、国

に意見書を提出してください。

なお、委員会等の審議に際して要請いただけば、時間の許す限

り直接説明したいと考えておりますことを、申し添えます。

紹 介 議 員 満行 潤一 前屋敷恵美 来住 一人
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継 続 請 願

総務政策常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 ３ 号 受理年月日 平成2 7年 1 1月 3 0日

請 願 者 宮崎市大字小松９３６－３

住所・氏名 宮商連婦人部協議会 会長 村上 美智子 （署名 1,794筆）

所得税法第５６条の廃止を求める意見書を国に提出することを求

める請願

【請願の趣旨】

私たち宮商連婦人部協議会は、県内の自営商工業の女性事業主

や家族従業者で構成する団体です。業者婦人の社会的・経済的な

地位向上を求め、「所得税法第56条を廃止し、１人の人間として

の働き分（給料）を正当に認めて」と運動を続けています。

所得税法第56条は、事業主と共に働く配偶者やその家族（主に

妻や息子、娘）がどんなに長時間働いても、税法上その働き分を

経費に算入することができず、事業主の所得から年間で最高86万

円のみ（配偶者以外は50万円）控除される制度で、１人の人間と

して人格を認めない差別的な法規です。中小業者の多くが加入す

る国民健康保険には休業補償や出産手当もありません。

請願の件名 世界の主要国では、「家族従業者の働き分は経費に算入する」

ことが常識です。

これまでの私たちの運動で、「働いた事実に対して対価を支払

うのは当然」という世論が広がり、「56条を廃止し、家族従業者

の働き分を認めよ」と、全国で416の自治体がその旨の意見書を

国に対し提出しています（今年10／1時点）。

第176国会では、当時の財務副大臣が「家族従業者の対価をど

う保障するか考えたい」、経産相は「56条は見直す意義がある」

と答弁しています。

つきましては、別紙の意見書案にも深くご理解をいただき、宮

崎県議会で意見書を採択していただきますようお願い申し上げま

す。

紹 介 議 員 来住 一人 満行 潤一 前屋敷 恵美
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継 続 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 ５－１ 号 受理年月日 平成2 7年 1 1月 3 0日

請 願 者 宮崎市田野町甲１５５６番地１

住所・氏名 公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会会員

九州ブロック協議会 役員

宮崎県介護福祉士養成校連絡会 幹事校

学校法人東洋学園 宮崎医療管理専門学校

理事長 内田 安信

介護福祉士等修学資金貸付制度の強化並びに介護福祉士養成に係

る離職者訓練（委託訓練）制度の定員数の拡大を求める意見書の

提出に関する請願

【請願の要旨】

急速な高齢化の進展等に伴い、国民の福祉・介護ニーズはます

ます拡大し介護関係業務に係る労働力の需要が増大する一方、生

産年齢人口の減少や他分野への人材流出等の中で質の高い介護サ

ービスを安定的に提供していくためには、介護人材の安定的確保

・資質の向上が不可欠となっています。

現在、介護福祉士養成施設 (以下、「養成施設」とする) への

入学者の減少傾向は歯止めがかからず、養成施設の定員に対する

充足率は50％(離職者訓練制度による受入者を除くと40.8％)と近

年では最も低い数値となっており、課程の廃止や入学生の募集停

請願の件名 止を余儀なくされている養成施設も少なくありません。介護福祉

士養成施設協会としては大々的な啓発や学校訪問等の活動、介護

の日のイベントなどにより、環境改善のための努力をしておりま

すが、このままでは、施策や社会の要請に応えていくことは困難

になることが予想されます。

つきましては、養成施設において、今後とも国民の要請、政策

課題に応え、専門性をより一層高め、質の高い介護福祉士を養成

して、社会に安定的な供給を図り、これにより国民の安心・安全、

介護に要する費用の節減等社会貢献を図っていくことが必要であ

ることから、下記の通り、介護人材養成と確保のための大きな魅

力となっている介護福祉士等修学資金貸付制度の強化、入校生の

学習意欲も高く修了生の就職先での評価も得ている介護福祉士養

成に係る離職者訓練（委託訓練）制度の定員数拡大の実現のため、

意見書を国に提出されるよう願うものであります。

記
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【請願事項及び理由】

介護福祉士等修学資金貸付制度の全額国庫負担実施について

この貸付制度は、入学者の経済的負担の軽減を図ることで、

介護福祉士養成施設への入学を志す者にとっての魅力となっ

ています。またこれによって優秀な人材が確保され、介護サ

ービスの質の向上の大きな要因ともなっております。一方、

急速な高齢社会に伴う介護ニーズへの対応のため「地域包括

ケアシステム」の構築が図られていますが、これには体系的

な教育のもとで知識・技術を修得し他職種と連携できる介護

福祉士が求められています。このようなことから、これら介

護人材の養成は国家的事業として推進する必要があると考え

られるため、全額国庫負担で実施することをお願いしたい。

紹 介 議 員 重松 幸次郎 清山 知憲 日髙 陽一 図師 博規

前屋敷 恵美



議 事 経 過
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

開 会

会議録署名議員指名（清山知憲議員、井上紀代子議員）

２月19日 金 本 会 議
議会運営委員長審査結果報告

会期決定

議案第１号～第76号上程

知事提案理由説明

２月20日 土
（閉庁日）

２月21日 日

２月22日 月 休 会

２月23日 火 (議案調査)

２月24日 水

２月25日 木
代表質問（宮崎県議会自由民主党・丸山裕次郎議員、

本 会 議
宮崎県議会自由民主党・山下博三議員）

２月26日 金
代表質問（県民連合宮崎・満行潤一議員、

公明党宮崎県議団・新見昌安議員）

２月27日 土
休 会 （閉庁日）

２月28日 日

２月29日 月
一般質問（前屋敷恵美議員、徳重忠夫議員、太田清海議員、

右松隆央議員、坂口博美議員）

３月１日 火 本 会 議
一般質問（図師博規議員、渡辺 創議員、後藤哲朗議員、

野﨑幸士議員、中野一則議員）

一般質問（河野哲也議員、日髙陽一議員、横田照夫議員、

３月２日 水 原正三議員）

議案・請願委員会付託

３月３日 木
常任委員会（補正）

３月４日 金
休 会

３月５日 土
（閉庁日）

３月６日 日

企業局長発言

常任委員長審査結果報告（議案第46号～第76号）

３月７日 月 本 会 議 討論（議案第46号、第63号、第71号に反対）(来住一人議員）

討論（議案第46号に賛成）（満行潤一議員）

採決（議案第46号、第63号、第71号）（可決）
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

採決（議案第47号～第62号、第64号～第70号、第72号～第76

３月７日 月 本 会 議
号）（可決）

議案第77号追加上程

知事提案理由説明

３月８日 火

３月９日 水
常任委員会（当初）

３月10日 木

３月11日 金
休 会

３月12日 土
（閉庁日）

３月13日 日

３月14日 月 特別委員会

３月15日 火 （議事整理）

常任委員長審査結果報告（議案第１号～第45号及び請願）

討論（議案第１号、第31号、第39号～第41号に反対）（来住

一人議員）

討論(請願第９号の採択、請願第10号～第13号の不採択に

反対）(前屋敷恵美議員）

採決（議案第１号、第31号、第39号～第41号）（可決）

採決（議案第２号～第30号、第32号～第38号及び第42号～

第45号）（可決）

採決(請願第９号）（採択）

３月16日 水 本 会 議
採決(請願第10号～第13号）（不採択）

採決(請願第７号、第８号）（採択）

採決（継続審査・調査案件)(委員長の申し出のとおり決定）

討論（議案第77号について）（前屋敷恵美議員）

採決（議案第77号）（同意）

特別委員長調査結果報告

議員発議案送付の通知

議員発議案第１号～第７号追加上程

採決（議員発議案第１号～第４号、第６号、第７号）（可

決）

議員発議案第５号提案理由説明（右松隆央宮崎のこども対策

特別委員長）
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

３月16日 水 本 会 議
採決（議員発議案第５号）（可決）

閉 会



署 名

宮 崎 県 議 会 議 長 星 原 透

宮 崎 県 議 会 副 議 長 中 野 明

清 山 知 憲宮 崎 県 議 会 議 員

井 上 紀代子宮 崎 県 議 会 議 員


